
第１１８回社会保障審議会医療保険部会 

議事次第 
 

令和元年６月１２日（水） 

１６時００分～１８時００分 

 場所：ベルサール九段 
 

（ 議 題 ） 
 

１．医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等 

の一部を改正する法律について 

（１）医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険 

法等の一部を改正する法律の成立について（報告） 

（２）マイナンバーカードの普及とマイナンバーの利活用の促進に 

関する方針について（報告） 

（３）被扶養者認定要件の改正省令について 

（４）審査支払機関における審査の効率化・高度化等に向けた取組 

について（報告） 

２．「2040年を展望した社会保障・働き方改革本部のとりまとめ」、 

「経済財政運営と改革の基本方針 2019（仮称）（原案）」、 

「成長戦略実行計画案」について（報告） 

３．「妊産婦に対する保健・医療体制の在り方に関する検討会」議論の 

取りまとめについて（報告） 

    ４．第３期全国医療費適正化計画について（報告） 

 

（ 配布資料 ） 
資料１－１ 医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改 

正する法律の成立について 

資料１－２ マイナンバーカードの普及とマイナンバーの利活用の促進に関する方針につ 

いて 

資料１－３ 被扶養者認定要件の改正省令について 

資料１－４ 審査支払機関における審査の効率化・高度化等に向けた取組について 

資料２－１ 「2040年を展望した社会保障・働き方改革本部のとりまとめ」について 

資料２－２ 経済財政運営と改革の基本方針 2019（仮称）（原案） 

資料２－３ 成長戦略実行計画案 

 資料３－１ 「妊産婦に対する保健・医療体制の在り方に関する検討会」議論の取りまと 

めについて（概要） 

 資料３－２ 議論の取りまとめ（妊産婦に対する保健・医療体制の在り方に関する検討会) 

資 料 ４ 第３期全国医療費適正化計画について（報告） 

 

参考資料１   在留外国人の国保適用・給付に関する実態調査等について 

参考資料２－１ 第３期全国医療費適正化計画 

参考資料２－２ 第２期医療費適正化計画の実績に関する評価（実績評価） 

参考資料３   高額医薬品の保険収載等に係る最近の動向 
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医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るため
の健康保険法等の一部を改正する法律の成立

について

令和元年６月１２日 資 料 １－１第１１８回社会保障審議会医療保険部会

厚生労働省保険局



１．オンライン資格確認の導入 【健康保険法、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律（高確法）、船員保険法 】
・ オンライン資格確認の導入に際し、資格確認の方法を法定化するとともに、個人単位化する被保険者番号について、個人情報保護の観点から、

健康保険事業の遂行等の目的以外で告知を求めることを禁止（告知要求制限）する。（公布日から２年を超えない範囲内で政令で定める日）

２．オンライン資格確認や電子カルテ等の普及のための医療情報化支援基金の創設【地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律】

（令和元年10月１日）

３．NDB、介護DB等の連結解析等 【高確法、介護保険法、健康保険法】
・ 医療保険レセプト情報等のデータベース（ＮＤＢ）と介護保険レセプト情報等のデータベース（介護ＤＢ）について、各DBの連結解析を可能とすると

ともに、公益目的での利用促進のため、研究機関等への提供に関する規定の整備（審議会による事前審査、情報管理義務、国による検査等）を行う。

（DPCデータベースについても同様の規定を整備。）（令和２年10月１日（一部の規定は令和４年４月１日） ）

４．高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施等 【高確法、国民健康保険法、介護保険法】
・ 75歳以上高齢者に対する保健事業を市町村が介護保険の地域支援事業等と一体的に実施することができるよう、国、広域連合、市町村の役割等に

ついて定めるとともに、市町村等において、各高齢者の医療・健診・介護情報等を一括して把握できるよう規定の整備等を行う。（令和２年４月１日）

５．被扶養者等の要件の見直し、国民健康保険の資格管理の適正化 【健康保険法、船員保険法 、国民年金法、国民健康保険法】
⑴ 被用者保険の被扶養者等の要件について、一定の例外を設けつつ、原則として、国内に居住していること等を追加する。（令和２年４月１日）

⑵ 市町村による関係者への報告徴収権について、新たに被保険者の資格取得に関する事項等を追加する。 （公布日）

６．審査支払機関の機能の強化 【社会保険診療報酬支払基金法、国民健康保険法】
⑴ 社会保険診療報酬支払基金（支払基金）について、本部の調整機能を強化するため、支部長の権限を本部に集約する。（令和３年４月１日）

⑵ 医療保険情報に係るデータ分析等に関する業務を追加する（支払基金・国保連共通） 。（令和２年10月１日）

⑶ 医療の質の向上に向け公正かつ中立な審査を実施する等、審査支払機関の審査の基本理念を創設する（支払基金・国保連共通）。

（令和２年10月１日）

７．その他
・ 未適用事業所が遡及して社会保険に加入する等の場合に発生し得る国民健康保険と健康保険の間における保険料の二重払いを解消する。【国民

健康保険法】 （公布日）

医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等
の一部を改正する法律の概要

医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るため、保険者間で被保険者資格の情報を一元的に管理する仕組みの創設及びそ
の適切な実施等のために医療機関等へ支援を行う医療情報化支援基金の創設、医療及び介護給付の費用の状況等に関する情報
の連結解析及び提供に関する仕組みの創設、市町村において高齢者の保健事業と介護予防を一体的に実施する枠組みの構築、
被扶養者の要件の適正化、社会保険診療報酬支払基金の組織改革等の措置を講ずる。

改正の趣旨

改正の概要

医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律の概要

１



（１）オンライン資格確認の導入

①保険医療機関等で療養の給付等を受ける場合の被保険者資格の確認について、個人番号カードによるオンライン資格確認を導入する。

②国、保険者、保険医療機関等の関係者は、個人番号カードによるオンライン資格確認等の手続きの電子化により、医療保険事務が円
滑に実施されるよう、協力するものとする。

③オンライン資格確認の導入に向けた医療機関・薬局の初期導入経費を補助するため医療情報化支援基金を創設する（次頁参照）。

（２）被保険者記号・番号の個人単位化、告知要求制限の創設

①被保険者記号・番号について、世帯単位にかえて個人単位（被保険者又は被扶養者ごと）に定めることとする。
これにより、保険者を異動しても個々人として資格管理が可能となる。

※ 75才以上の方の被保険者番号は現在も個人単位なので変わらない。

②プライバシー保護の観点から、健康保険事業とこれに関連する事務以外に、被保険者記号・番号の告知を要求することを制限する。

※ 告知要求制限の内容（基礎年金番号、個人番号にも同様の措置あり）
①健康保険事業とこれに関連する事務以外に、被保険者記号・番号の告知を要求することを制限する。
②健康保険事業とこれに関連する事務以外で、業として、被保険者記号・番号の告知を要求する、又はデータベースを構成することを制限する。
これらに違反した場合の勧告・命令、立入検査、罰則を設ける。

保険者

被保険者番号
被保険者番号

資格情報
提示

オンラインによる資格照会

資格情報を提供

電子証明書
被保険者の資格を保険者間で履歴管理

全レセプトを資格確認、正しい保険者に振分け

支払基金・国保中央会

資格情報

被保険者番号

保険証

加入者(患者)

保険医療機関等

資格情報等の管理について
支払基金・国保中央会に委託

個人番号カード
（マイナンバーカード）

または

資格情報

１．オンライン資格確認の導入

資格情報を履歴管理

資格確認の導入

【期待される効果】

資格の過誤請求等の削減

事務コストの削減 等

個人番号カードは預からない（＊）

ピッ

プライバシー保護の観点から、健康保険事業・関連事務以外に
被保険者番号の告知の要求を制限する措置を創設

「医療情報化支援基金」（次頁）により、
システム整備等を行う医療機関等を支援

2

＊マイナンバーカードのICチップ内の電子証明書を読み取る。マイナンバーは
使わない。医療機関等でマイナンバーと診療情報が紐付くことはない。

（＊）



○ 技術革新が進む中で、医療分野においてもＩＣＴを積極的に活用し、効率的かつ質の高い医療提供体制を構築していくこ
とが急務である。このため、平成31年度において、医療情報化支援基金を創設し、医療分野におけるＩＣＴ化を支援する。
（地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の改正。平成31年10月1日施行）

平成3１年度予算 300億円

医療情報化支援基金（平成31年度）の対象事業

１ オンライン資格確認の導入に向けた医療機関・薬局のシステム整備の支援

オンライン資格確認を円滑に導入するため、保険医療機関・薬局での初期導入経費
（システム整備・改修等）を補助

２ 電子カルテの標準化に向けた医療機関の電子カルテシステム等導入の支援

国の指定する標準規格を用いて相互に連携可能な電子カルテシステム等を導入する
医療機関での初期導入経費を補助

国
（交付要綱の作成等）

社会保険診療報酬支払基金（※）

申請

医療機関等

交付

交付

〔支援スキーム〕

医療機関等

保険者支払基金・国保中央会

電子カルテの標準化

オンライン資格
確認の導入

資格の過誤請求等の削減
事務コストの削減
個人番号カードによる受診 等

情報の共有・連携
事務コストの削減 等

資格情報の登録
オンラインで
資格情報を提供

オンラインで
資格情報を照会

保険者をまたがって
資格情報を管理

3

※レセプトオンライン化設備整備事業の実績有り
（平成21～22年度）

消費税財源活用

２．オンライン資格確認や電子カルテ等の普及のための医療情報化支援基金の創設



３．NDB、介護DBの連結解析等

１．ＮＤＢと介護ＤＢ【高齢者の医療の確保に関する法律、介護保険法】

（１）両データベースの情報の提供（第三者提供）、連結解析

・相当の公益性を有する研究等を行う自治体・研究者・民間事業者等の幅広い主体に対して両データベースの
情報を提供することができることを法律上明確化する。

※相当の公益性を有する研究等の例：国や自治体による施策の企画・立案のための調査、民間事業者による医療分野の研究開発の
ための分析 等（詳細については関係者の議論を踏まえて決定）
特定の商品又は役務の広告、宣伝のための利用等は対象外

※提供する情報は、特定個人を識別できないものであることを法律上明記。その他、具体的な提供手続等については別途検討。

・NDBと介護DBの情報を連結して利用又は提供することができることとする。

・情報の提供に際しては、現行と同様に、申請内容の適否を審議会で個別に審査する。

（２）情報の適切な利用の確保

・情報の提供を受けた者に対し、安全管理等の義務を課すとともに、特定の個人を識別する目的で他の情報と
の照合を行うことを禁止する。

・情報の提供を受けた者の義務違反等に対し厚生労働大臣は検査・是正命令等を行うこととする。また、義務
違反に対しては罰則を科すこととする。

（３）手数料、事務委託

・情報の提供を受ける者から実費相当の手数料を徴収する。ただし、国民保健の向上のため重要な研究等には
手数料を減免できることとする。

※具体的な手数料の額、減額の基準については別途検討。

・NDB関連事務の委託規定に、情報の提供と連結解析の事務も追加する。（介護DB関連事務も同様）

２ . ＤＰＣデータベース【健康保険法】

・NDBや介護DBと同様に、情報の収集、利用及び情報の提供の根拠規定等を創設するとともに、NDBや
介護DBの情報と連結して利用又は提供することができるとする規定を整備。

国が保有する医療・介護分野のビッグデータについて、安全性の確保に配慮しつつ、幅広い主体による利活用を進め、
学術研究、研究開発の発展等につなげていくため、研究者等へのデータ提供、データの連結解析に関する規定を整備。

《対象のデータベース》NDB、介護DB、DPCデータベース（いずれもレセプト等から収集した匿名のデータベース）

4

NDB ：National Database of Health Insurance Claims and Specific Health Checkups of Japan
（レセプト情報・特定健診等情報データベース）

介護DB ：介護保険総合データベース



ＮＤＢ 介護ＤＢ

＜収納情報（Ｈ29年度末時点）＞
医療レセプト（約153億件）、特定健診データ（約2.6億件）

＜主な情報項目＞
（レセプト）傷病名、投薬、診療開始日、診療実日数、検査 等
（特定健診）健診結果、保健指導レベル

＜収集根拠＞高齢者医療確保法第16条

＜保有主体＞国（厚労大臣）

＜主な用途＞
医療費適正化計画の作成等、医療計画、地域医療構想の作成等

＜第三者提供＞
有識者会議の審査を経て実施（Ｈ23年度～）
提供対象者：国、自治体、独法、大学、保険者の中央団体、

医療の質向上を目的とする公益法人等の研究者に提供

＜匿名性＞
匿名（国への提出前に匿名化、個人特定可能な情報を削除）

＜収納情報（Ｈ29年度末時点） ＞
介護レセプト（約9.2億件）、要介護認定情報（約0.5億件）

＜主な情報項目＞
（レセプト）サービスの種類、単位数、要介護認定区分 等
（要介護認定情報）要介護認定一次、二次判定情報

＜収集根拠＞介護保険法第118条の2

＜保有主体＞国（厚労大臣）

＜主な用途＞
介護保険事業（支援）計画の作成等

＜第三者提供＞
有識者会議の審査を経て実施（Ｈ30年度～）
提供対象者：国、自治体、独法、大学、保険者の中央団体、

国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持
向上等を目的とする公益法人等の研究者に提供

＜匿名性＞
匿名（国への提出前に匿名化、個人特定可能な情報を削除）

３．NDB、介護DB等の連結解析等（データベースの概要）

＜収納情報＞DPCデータ（約1400万件/年）

＜主な情報項目＞
傷病名、病態（一部疾患のみ）、投薬、入退院年月日、検査、
手術情報 等

＜収集根拠＞平成20年厚生労働省告示第93号第５項

＜保有主体＞国（厚労大臣）

＜主な用途＞診療報酬改定、DPC/PDPS（※）導入の影響評価 等
※急性期入院医療の包括支払い方式

Diagnosis Procedure Combination（診断群分類）/Per-Diem Payment System（一日当たり支払い方式）

＜第三者提供＞有識者会議の審査を経て実施（Ｈ29年度～）

＜匿名性＞匿名（個人特定可能な情報は収集していない）

DPCデータベース（特定の医療機関への入院患者に係る入院期間のレセプト情報や病態等に係る情報のデータベース）
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NDB、介護DBの連結解析の例
① 地域毎・疾患毎のリハビリ・退院支援等の利用状況と在宅復帰率の関係の比較・分析
② 特定保健指導等による適正化効果を、医療費への影響に加え、将来の介護費への影響も含めて分析



疾病予防・
重症化予防

生活機能の改善高齢者

※フレイルのおそれ
のある高齢者全体
を支援

保健事業
介護予防の事業等

医療・介護データ解析

④多様な課題を抱える高齢者や、
閉じこもりがちで健康状態の不明
な高齢者を把握し、アウトリーチ
支援等を通じて、必要な医療サー
ビスに接続。

②高齢者一人ひとりの医療・介護等の情報を一括把握
③地域の健康課題を整理・分析

かかりつけ医等

⑥社会参加を含む
フレイル対策を
視野に入れた取
組へ

⑧通いの場への参加勧奨や、事業内容
全体等への助言を実施

①事業全体のコーディネートや
データ分析・通いの場への積極
的関与等を行うため、市町村が、
地域に保健師、管理栄養士、
歯科衛生士等の医療専門職を配置

⑦医療専門職が、
通いの場等にも
積極的に関与

⑤国民健康保険の保健事業と
75才以降の保健事業を接続

⑨民間機関の連携等、通い
の場の大幅な拡充や、個
人のインセンティブとな
るポイント制度等を活用

国保中央会・国保連が、
分析マニュアル作成・市町
村職員への研修等を実施

要介護
認定

介護
レセ

フレイル
状態の
チェック

⑪通いの場に、保健医療の視点からの支援
が積極的に加わることで、

・通いの場や住民主体の支援の場で、専門
職による健康相談等を受けられる。

・ショッピングセンターなどの生活拠点等
を含め、日常的に健康づくりを意識でき
る魅力的な取組に参加できる。

・フレイル状態にある者等を、適切に医療
サービスに接続。

特定
健診

医療
レセ

市町村が一体的に実施

経費は広域連合が交付
(保険料財源＋
特別調整交付金)

⑩市民自らが担い手
となって、積極的
に参画する機会の
充実
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４．高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施（市町村における実施のイメージ図）

http://images.google.co.jp/imgres?imgurl=http://business-icon.com/material/005.png&imgrefurl=http://business-icon.com/01-work/005-work.html&usg=__nIn4gvn4ZA8mwgLb0o_Wv9fecPM=&h=300&w=300&sz=8&hl=ja&start=7&zoom=1&tbnid=zm8ehAUOSRSd8M:&tbnh=116&tbnw=116&ei=gFn-UI2PKJHbkgXJ-IDoBg&prev=/search?q=%E6%9B%B8%E9%A1%9E+%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88&hl=ja&sa=X&gbv=2&tbs=itp:clipart&tbm=isch&itbs=1


広域連合国（厚生労働省） 市町村

都道府県
（保健所含む）

○保健事業の指針に
おいて、一体的実施
の方向性を明示。

○具体的な支援メニュー
をガイドライン等で提示。

○特別調整交付金の交付、
先進事例に係る支援。

○広域計画に、広域連合
と市町村の連携内容を
規定。

○データヘルス計画に、
事業の方向性を整理。

○専門職の人件費等の
費用を交付。

○一体的実施に係る事業の基本的な方針を作成。

○市町村が、介護の地域支援事業・国保の保健事業
との一体的な取組を実施。

（例）データ分析、アウトリーチ支援、通いの場への
参画、支援メニューの改善 等

○広域連合に被保険者の医療情報等の提供を求め
ることができる。

○地域ケア会議等も活用。

○事例の横展開、県内の健康課題の俯瞰的把握、事業の評価 等

高齢者の心身の多様な課題に対応し、きめ細かな支援を実施するため、高齢者の保健事業について、

広域連合と市町村の連携内容を明示し、市町村において、介護保険の地域支援事業や国民健康保険の保
健事業と一体的に実施。

国保中央会
国保連合会

○データ分析手法の研修・支援、実施状況等の分析・評価 等

必要な援助

事業の一部を民間機
関に委託できる。

＜市町村が、介護の地域支援事業・国保の保健事業との一体的な取組を実施＞

都道府県への
報告・相談

三師会等の
医療関係団体

○取組全体への助言、かかりつけ医等との連携強化 等

（市町村は事業の
実施状況を把握、
検証）
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法
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法

法

法

法

４．高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施（スキーム図）

法

法 は法改正事項※

委託 法



（参考）関連閣議決定等

8

①被扶養認定における国内居住要件

○健康保険の被扶養者の認定において原則として国内に居住しているという要件を導入

・被扶養者の要件に日本に住所を有する者であることを追加する

・留学生その他の日本に住所を有しないもののうち、日本に生活の基礎があると認められるものについても、
例外的に要件を満たすこととする

※例外となる者の詳細は省令で規定するが、留学生や海外赴任に同行する家族など、日本から海外への渡航理由に照ら
し、これまで日本で生活しており、今後再び日本で生活する蓋然性の高い者等を例示する予定

・いわゆる「医療滞在ビザ」等で来日して国内に居住する者を被扶養者の対象から除外する

※除外対象の詳細は省令で規定

②市町村における調査対象の明確化

・日本人を含む国保被保険者の資格管理等の観点から、市町村が関係者に報告を求めること等ができる対象と
して、被保険者の資格の得喪に関する情報を追加し、市町村における調査対象として明確化する

※関係者としては、例えば、外国人については、留学先である日本語学校等や経営管理を行う企業の取引先等、日本人につ
いては、勤務先である企業の雇用主等を想定。

グローバル化が進展する中、医療保険に関して、
・生活の拠点が日本にない親族までが健康保険の給付を受けることができるという在外被扶養者に関する課題

・本来加入資格を有しない外国人が、不正な在留資格により、国保に加入し給付を受けている可能性があるとい
う課題
が指摘されている。

５．被扶養者等の要件の見直し、国民健康保険の資格管理の適正化（法改正事項）

課題

対応



（参考）関連閣議決定等

9

①社会保険への加入促進

・市町村において年金被保険者情報等を活用しながら行う加入促進の取組を推進する

・新たな在留資格による外国人については、①法務省から厚労省等に提供される情報を活用しなが
ら加入促進に取り組むとともに、②法務省において、保険料を一定程度滞納した者からの在留期
間更新許可申請等を不許可とする等の対策を講じる

②厚労省と法務省の連携枠組みの強化

・在留資格の本来活動を行っていない可能性があると考えられる場合に市町村が地方入国管理局
に通知する枠組みについて、高額療養費の現物支給化に必要な限度額認定証の申請時に加え、
海外療養費や出産育児一時金の支給申請時など、通知対象を拡大する

③出産育児一時金等対策

・出産育児一時金の請求に必要となる書類の統一化を図り、審査を厳格化する

・海外療養費における不正受給対策についても、引き続き周知・実施促進を図る

④なりすまし対策

・医療機関が必要と判断する場合に、被保険者証とともに本人確認書類の提示を求めることができ
るよう、必要な対応を行う

参考：その他の外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（医療保険関連）



本部【現行】

本部【管理機能】 【審査機能】

レセプト事務点検
業務は、当面10か

所程度に集約

【見直し後】

47都道府県に支部を設置
沖縄支部

審査委員会

審査委員会

A県

審査委員会

B県

審査委員会

C県

審査事務センター

支部は廃止（法改正）

審査事務局を設置
（基金内部規程事項）

実
務
見
直
し

①支部長が担っている権限を本部に集約し、本部によるガバナンスを強化［法改正事項：2021年４月１日施行］
・現行法上の支部の都道府県必置規定を廃止［法改正事項］
※本部の事務執行機関（権限は理事長から委任）としての審査事務局（仮称）を設置［基金内部規程事項］

②職員によるレセプト事務点検業務の実施場所を全国10か所程度の審査事務センター（仮称）に順次集約
［基金内部規程事項：2022年4月以降～］

③審査委員会は、本部のもとに設置（現行は支部のもとに設置）［法改正事項］
・地域医療の特性等を踏まえ、設置場所はこれまで同様、47都道府県［基金内部規程事項］
・審査委員の審査補助業務は47の審査事務局で実施

審査事務局は引き続き、医療機関や関係団体との調整を行うとと
もに、審査事務局長は審査委員会への出席等の役割を担う。

東京支部

審査委員会

北海道支部

審査委員会

法
改
正

2021.4～

2022.4以降～

Ａ審査事務局 B審査事務局 C審査事務局

審査委員会は、定
款の定めるところ
により、本部のも
とに設置
※設置場所は、地域医
療の特性等を踏まえ、
47都道府県

審査委員の
審査補助業務は、

47審査事務局で実施

Ａ審査事務局 B審査事務局 C審査事務局

※ 規制改革実施計画（平成30年６月15日閣議決定）においては、「支部の最大限の集約化・統合化の実現」を前提に集約化の在
り方を検証し、それを踏まえた法案提出を行う（平成31年措置）こととされている。

審査委員会は
支部のもとに設置

⇒ 審査結果の不合理な差異の解消に向けた取組を加速

⇒審査の平準化に寄与
（審査事務について広域にわたる
状況を速やかに把握・対応可能）

職員によるレセプト事務点検業務の集約については、
・新システムの構築・稼働
・事務フローの見直しや職員の新たなキャリアプラン等の作成
の状況を見ながら、順次実施。 10

６．審査支払機関の機能の強化（社会保険診療報酬支払基金法の改正①）



① 基金の業務運営に関する理念規定の創設

○ 支払基金の業務運営に関する基本理念として、以下を規定

・公正・中立な審査の実施やデータ分析等を通じた国民の保健医療の向上及び福祉の増進

・情報通信技術（ＩＣＴ）の活用による業務運営の効率化

・業務運営の透明性の確保

・適正なレセプトの提出に向けた医療機関等への支援

・国保連との有機的な連携の推進 等

② データ分析等に関する業務の追加等

○ 支払基金が実施できる新たな業務として、「レセプト・特定健診等情報その他の国民の保健医療の向上及び福
祉の増進に資する情報の収集、整理及び分析等に関する業務」を追加。目的規定についても所要の見直し。

○ データ分析等に関する業務の実施に当たり、情報通信技術やデータ分析等の専門家の意見を聴く仕組みを新設

③ 手数料の階層化

現 行：保険者が支払基金に支払う手数料は「レセプトの枚数」を基準に設定

改正後：レセプトの枚数や審査の内容等を勘案し設定

※新システムの稼働に伴い、コンピュータチェックのみで審査が完結するレセプトが増加すること等を考慮し、例
えば審査の内容に応じて単価を変えることなどを今後検討

④ 審査委員の委嘱に関する事項

現 行：審査委員は、三者（診療担当者代表、保険者代表、学識経験者代表）から同数を委嘱
改正後：診療担当者代表と保険者代表のみ同数とするよう、見直し
⇒機動的な審査委員の確保が可能となる。 11

６．審査支払機関の機能の強化（社会保険診療報酬支払基金法の改正②）



① 国保連合会の業務運営に関する理念規定の創設

○ 国保連合会の業務運営に関する基本理念として、以下を規定

・公正・中立な審査の実施やデータ分析等を通じた国民の保健医療の向上及び福祉の増進

・情報通信技術（ＩＣＴ）の活用による業務運営の効率化

・業務運営の透明性の確保

・適正なレセプトの提出に向けた医療機関等への支援

・支払基金との有機的な連携の推進 等

② 国保連合会の業務規定の創設

○ 国保連合会の業務規定を創設し、「診療報酬の審査支払業務」や「出産育児一時金等の支払業務」、「第
三者行為損害賠償求償事務」などを規定

③ データ分析等に関する業務の追加等

○ 国保連合会の業務として、 「レセプト・特定健診等情報その他の国民の保健医療の向上及び福祉の増進に
資する情報の収集、整理及び分析等に関する業務」を明確化

○ 市町村が行う保健事業等の実施状況の分析及び評価を行うよう努めることとする（国保データベースシス
テムを念頭に置いた規定の創設）
※国保データベース（KDB）システム：国保連合会が各種業務を通じて管理する給付情報（「健診」、「医療」、「介護」）
等から「統計情報」を作成するとともに、保険者からの委託を受けて「個人の健康に関するデータ」等を作成し、提供する
システム。

④ 審査委員の委嘱に関する事項

現 行：審査委員は、三者（診療担当者代表、保険者代表、学識経験者代表）から同数を委嘱
改正後：診療担当者代表と保険者代表のみ同数とするよう、見直し
⇒機動的な審査委員の確保が可能となる。
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６．審査支払機関の機能の強化（国民健康保険法の改正）
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の結果や、
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では確認で
きない点に
ついて、審
査委員の判
断を求める
かどうか、
職員が目視
で確認
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社会保険診療報酬支払基金 / 国民健康保険団体連合会

電子媒体請求
（21.7％）

読み込み

全国約24万の
保険医療機関

保険薬局

医科 9.7万医療機関

歯科 7.2万医療機関

調剤薬局 5.8万薬局

訪問看護 1.1万ステー
ション

（平成30年3月末時点）

協会けんぽ １

健康保険組合 1,394

市町村国保 1,716

国保組合 163

共済組合 85

広域連合 47

（平成30年3月末時点）

※その他、地方自治体
（公費負担医療部局）
も支払基金・国保連に
審査・支払業務を委託

全国約3,400
の保険者

審
査
委
員
会
に
よ
る
決
定

審査支払機関が
扱う全国のレセ
プト受付件数

支払基金：
約9,100万件/月
（約11億件/年）

国保連：
約8,600万件/月
（約10億件/年）

（平成29年度実績
ベース）

請
求

支
払

支払

参考：診療報酬の請求から審査支払までの流れ

専用
ネット
ワーク

※平成30年3月診療分に係る支払基金への請求状況（件数ベース）である。



社会保険診療報酬支払基金 国民健康保険団体連合会

概

要

【設立根拠】
社会保険診療報酬支払基金法により設立される民間法人

【法人の性格】

役員は、四者構成（保険者、被保険者、診療担当者、公益）
であり、保険者から独立した中立的性格。

（支払基金法第１０条第２項）

【組織】
本部（東京都）、４７都道府県に支部

【職員数】
約４，３００人（平成３０年度）
（本部：約３００人、４７支部：約４，０００人）

＜沿革＞
○支払基金創設以前
・審査は、医師会又は歯科医師会への委託
→保険医指導委員会、支払は、都道府県保険課
→社会保険協会（政管）、各組合
→健保連（健保組合）
○昭和２３年９月
・基金法に基づく特殊法人として設立

・審査委員会における審査開始（翌２４年から診療担当者、保険者及
び学識経験者の３者構成）

○平成１５年１０月
・基金法改正により民間法人化

【設立根拠】
国民健康保険法により設立される公法人

【法人の性格】
保険者（市町村等）が共同して設立した保険者団体
という位置付け。 （国保法第８３条第１項）

【組織】
都道府県ごとに設立された４７団体

【職員数】
約５，１００人（平成３０年度）
※ 審査・支払事業以外（保健事業等）の人員を含む

＜沿革＞
○昭和１３年～１７年
・国保組合連合会が全国で順次設立
・当時の審査は、都道府県医師会等におかれた審査委員会で実施。
○昭和２３年
・国保が市町村の運営とされたことに伴い、現行名称に改称
○昭和２６年４月
・審査委員会の設置が法定化
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○ 未適用事業所が遡及して社会保険に加入する等の場合、遡及して健康保険の資格を取得し、国民健康保険の資格は喪失。

○ 健康保険料については、徴収権の消滅時効の規定により、２年遡及して月単位で徴収。

○ 一方、既に納付されていた国保保険料については、遡及して年度単位で賦課決定（減額）を行った上で還付。

○ 当該賦課決定については、期間制限の規定により、各年度の最初の保険料の納期の翌日から２年経過後においてはする
ことできない(※1)ことから、還付しきれない部分が残り、結果的に保険料の二重払いが生じることがあり得る(※2) 。

※１ 国保保険料に係る賦課決定の期間制限は、権利義務関係の早期確定を趣旨として規定されたものであり、徴収権の消滅時効が２年であることを踏まえ、
保険料賦課における増額と減額に係る期間との公平性に鑑み２年としている。

※２ 平成30年７月、総務省から、国民健康保険から健康保険に遡及して加入した被保険者について、国民健康保険料の還付が受けられない期間が生じない
よう、関係法令の改正について早急に検討を行うこと等を内容とするあっせんが行われた。

現状

○ 被保険者の責めに帰することのできない事由によって健康保険法等との適用関係の調整を要することが後に判明した場合、
保険料の二重払いが生じないよう、当該年度の最初の保険料の納期の翌日から２年経過した後であっても、国保保険料を
減額する賦課決定をすることができることとする。

対応

７．その他（国民健康保険と健康保険の間における保険料の二重払いの解消）

27年度保険料
（～9月分） 29年度保険料28年度保険料

（被用者保険）

27年度保険料
(10月分～）

2年
27年度10月分保険料の徴収権の消滅時効

（10月分の納期の翌日）
27.12.1本来の資格取得日

27.10.20 

29.12.1遡及による資格取得の決定
29.8.1

2年
27年度保険料の賦課権の存続期間

29年度保険料

29.7.1

（平成27年度保険料
第1期納期の翌日）

27.7.1 本来の資格喪失日
27.10.21 

資格喪失の届出
29.8.10

28年度保険料27年度保険料

（国民健康保険）

平成27年度保険料の賦課決定できる期間経過後であるため賦課決定はできない
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一 今回の医療保険制度の運営に関する改正に続き、二〇二五年には団塊の世代が後期高齢者に移行することなどから、
少子高齢社会の進展を見据えた取組を早期に開始し、医療保険制度の健全な運営に努めること。

二 個人番号カードによるオンライン資格確認が導入されることを踏まえ、個人番号カードの更なる普及拡大に向けて、
セキュリティ対策の充実など、効果的な施策を検討するとともに、関係府省が連携して取り組むこと。

三 介護分野において、医療分野と比べて進んでいないデータ集積・分析の一層の推進を図ることにより、科学的根拠
に裏付けられた介護サービスの提供に係る方法論を確立するとともに、その普及を図ること。

四 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施において、市町村が配置する保健師等の医療専門職については、適切
な人数及び処遇が確保されるよう、必要な支援を行うこと。

五 我が国の医療保険制度は内外無差別の原則を採っているとともに、外国人による医療保険の不適正利用の実態が十
分に把握されていないことを踏まえ、健康保険の被扶養者等の国内居住要件の例外要件の設定等に当たっては、国籍
による差別的な取扱いとならないようにすること。

六 被扶養者の国内居住要件の例外規定については、保険者が円滑に認定事務を行えるよう、具体的かつ明確に定める
こと。また、保険者が被扶養認定を行うに当たり、被扶養者の身分関係、生計維持要件を適切に確認するよう指導す
ること。

七 治療目的で来日する外国人が在留資格を留学等と偽って高額な保険給付を受けることのないよう、高額療養費等の
申請があった際には、必要な調査等を徹底すること。

八 外国人のなりすまし受診対策を実施するに当たっては、被保険者証とともに在留カード等の本人確認書類が提示さ
れないことのみをもって保険給付を否定する取扱いとはしない旨を医療機関に周知徹底すること。

九 年収がほぼ同じ夫婦の子について、保険者間でいずれの被扶養者とするかを調整する間、その子が無保険状態と
なって償還払いを強いられることのないよう、被扶養認定の具体的かつ明確な基準を策定すること。

十 社会保険診療報酬支払基金の組織見直しに当たっては、審査結果の不合理な差異の解消に向けて、適切に指導する
こと。また、社会保険診療報酬支払基金がレセプト事務点検作業の集約化を進めるに当たっては、職員の家庭の実情
等に十分配慮すること。

十一 社会保険診療報酬支払基金の審査委員会及び審査事務局については、地域医療の特性を踏まえ、引き続き四十七
都道府県に設置されるよう、必要な措置を講ずること。

十二 近年の後期高齢者支援金や介護納付金の総報酬割の導入等に伴い、健康保険組合等の財政負担が増加しているこ
とを踏まえ、財政状況が厳しい健康保険組合等に対する必要な支援を検討すること。

附帯決議について①（衆議院厚生労働委員会）
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一 今回の医療保険制度の運営に関する改正に続き、二〇二五年には団塊の世代が後期高齢者に移行することなどから、
少子高齢社会の進展を見据えた取組を早期に開始し、医療保険制度の健全な運営に努めること。

二 保険医療機関等における個人番号カードによるオンライン資格確認が導入されることを踏まえ、個人番号カードの
更なる普及拡大に向けて、国民にとって利便性の高い利用機会の創出やセキュリティ対策の充実など、効果的な施策
を検討するとともに、その広報・周知も含め、関係府省が連携して取り組むこと。

三 個人番号カードによるオンライン資格確認の導入に当たっては、過度な事務的、金銭的負担とならないよう保険医
療機関等に対する支援を丁寧に行うとともに、保険者や保険医療機関等に対する負担軽減の観点から、システムの維
持・運営に係る経費の縮減に向けた不断の見直しを行うこと。

四 レセプト情報・特定健診等情報データベース、介護保険総合データベース等の情報を民間企業等の第三者に提供す
るに当たっては、医療情報等の機微性に鑑み、国民の不安を招くことのないよう、透明性の高いルールの下で提供の
可否を判断すること。また、提供された情報が適切に管理されるよう、十分な監督指導体制を整備するとともに、そ
の利活用によって得られるメリットが広く国民に還元・享受されるシステムを確保すること。

五 介護分野において、医療分野と比べて進んでいないデータ集積・分析の一層の推進を図ることにより、科学的根拠
に裏付けられた介護サービスの提供に係る方法論を確立するとともに、その普及を図ること。

六 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施において、市町村が配置する保健師等の医療専門職については、適切
な人数及び処遇が確保されるよう、必要な支援を行うこと。また、後期高齢者医療広域連合に交付される特別調整交
付金を活用する際には、市町村において煩雑な事務手続を必要とせず、創意工夫を活かせる制度となるよう、関係者
の意見を十分に踏まえた制度設計を行うこと。

七 我が国の医療保険制度は内外無差別の原則を採っていることを踏まえ、健康保険の被扶養者等の認定等に当たって
は、国籍による差別的な取扱いとならないよう取扱いを明確にすること。

附帯決議について②（参議院厚生労働委員会）
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八 被扶養者の国内居住要件の例外規定については、国籍や在留資格等による差別的な取扱いとならないようにするこ
と。また、保険者が被扶養認定を行うに当たり、被扶養者の身分関係、生計維持要件を適切に確認するよう指導する
こと。

九 年収がほぼ同じ夫婦の子について、保険者間でいずれの被扶養者とするかを調整する間、その子が無保険状態と
なって償還払いを強いられることのないよう、被扶養認定の具体的かつ明確な基準を策定すること。

十 社会保険診療報酬支払基金の組織見直しに当たっては、審査結果の不合理な差異の解消に向けて、適切に指導する
こと。また、社会保険診療報酬支払基金がレセプト事務点検作業の集約化を進めるに当たっては、職員の家庭の実情
等に十分配慮すること。

十一 社会保険診療報酬支払基金の審査委員会及び審査事務局については、地域医療の特性を踏まえ、引き続き四十七
都道府県に設置されるよう、必要な措置を講ずること。

十二 介護納付金算定に係る事務誤り事案を踏まえ、社会保険診療報酬支払基金及び厚生労働省においては、関係者間
における情報共有及びリスク管理を徹底するとともに、必要な専門性を確保する観点から人員及び人材育成の強化を
行い、保険者等の関係団体とも緊密に連携しながら、再発防止に向けた取組を進めること。

十三 近年の後期高齢者支援金や介護納付金の総報酬割の導入等に伴い、健康保険組合等の財政負担が増加しているこ
とを踏まえ、財政状況が厳しい健康保険組合等に対する必要な支援を検討すること。

十四 高齢社会化が今後ますます進行し、医療保険制度の運営が更に重要性を増す一方、身体能力や健康状態は個人に
よって様々であることを踏まえ、高齢者を対象とする健診（検診）の対象や結果の基準範囲の考え方について、老年
医学の見識も参考にしつつ、検討を加えること。

十五 市町村におけるデータ分析を実効的に機能させるため、あらかじめ厚生労働省や保険者の全国団体等による基礎
的な分析を行ったり、実用性の高い分析ツールやフォーマットを整備したりすることにより、簡便で信頼性の高い分
析や得られた知見の活用を市町村が無理なく行えるよう必要な支援を行うこと。
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マイナンバーカードの普及とマイナンバーの利活用
の促進に関する方針について

令和元年６月１２日 資 料 １－２第１１８回社会保障審議会医療保険部会

厚生労働省保険局



マイナンバーカードの普及促進等のポイント

 国民がマイナンバー制度のメリットをより実感できるデジタル社会を早期に実現するため、マイナンバーカードの普及、
その利活用を強力に促進するとともに、マイナンバーの利活用を図る。

 関係府省庁が連携し、「マイナンバーカードを活用した自治体ポイントの実施」や「マイナンバーカードの健康保険証
利用の仕組み」など、マイナンバーカードの利便性を実感できる施策を順次実施する。

１．自治体ポイントの実施

 消費税率引き上げに伴う消費活性化策として令和２年度に予定されている自治体ポイントの実施にマイナンバーカー
ドを活用。

 マイキープラットフォームの改修や制度の具体化・広報、マイナンバーカードを活用したキャッシュレス基盤の構築等、利
用環境の整備等を着実に進める。

３．マイナンバーカードの円滑な取得・更新の推進等

 安全・安心で利便性の高いデジタル社会をできる限り早期に実現する観点から、令和４年度中にほとんどの住民がマイ
ナンバーカードを保有していることを想定し、国は具体的な工程表を８月を目途に公表。市町村ごとのマイナンバーカー

ド交付円滑化計画の策定の推進と定期的なフォローアップを行うとともに必要な支援を実施。

 マイナンバーカードの利便性、保有メリットの向上、利活用シーンの拡大。

２．マイナンバーカードの健康保険証利用

 マイナンバーカードの健康保険証利用の仕組みを令和3年3月から本格運用。

 全国の医療機関等ができる限り早期かつ円滑に対応できるよう、令和４年度中に概ね全ての医療機関での導入を目
指し、具体的な工程表を８月を目途に公表。医療機関等の読み取り端末、システム等の早期整備に対する十分な
支援を実施。

 令和４年度末までの具体的な移行スケジュールを含め、保険者毎の被保険者のカード取得促進策を本年８月を目
途に公表。国家公務員や地方公務員等による本年度中のマイナンバーカードの取得を推進。

令和元年６月４日デジタル・ガバメント
閣僚会議（第４回）資料
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マイナンバーカードの普及とマイナンバーの利活用の促進に関する方針（概要）

Ⅰ 基本的考え方

● 国民にマイナンバー制度のメリットをより実感していただけるデジタル社会を早期に実現するため、安全・安心で利便性の高いデジタル社会の基盤である
マイナンバーカードの普及とその利便性の向上等を図る。

● 社会保障の公平性の実現、行政の利便性向上・運用効率化等に向け、マイナンバーの利活用の促進を図る。

Ⅲ フォローアップ等

● 真に効率的・効果的な手法により実施。内閣官房は、各府省の施策の実施状況等を定期的にフォローアップし、デジタル・ガバメント閣僚会議に報告。

Ⅱ マイナンバーカードの普及とマイナンバーの利活用の促進

１．自治体ポイントの活用
（１）制度設計等（基本的な制度設計について、検討を加速し、結論を得次第、順次広報を実施。）
（２）環境整備（本年末までに、協議会への全地方公共団体の参加勧奨。マイキーID設定の簡素化、ID設定の支援、広報）
２．マイナンバーカードの健康保険証利用
（１）医療の質と利便性の向上等（確実な本人確認と保険資格確認、過誤請求防止、特定健診情報等の活用、薬剤費の節約、顔認証の活用 等）
（２）マイナンバーカードの健康保険証利用に向けた環境整備（マイナンバーカードの健康保険証利用を令和3年3月から本格運用。令和4年度中に概ね

全ての医療機関での導入を目指すこととし、具体的な工程表について、本年8月を目途に公表。令和4年度末までの具体的な移行スケジュールを含
め、保険者毎の被保険者のカード取得促進策についても、本年8月を目途に公表。国家公務員及び地方公務員等については、本年度内にマイナン
バーカードの一斉取得を推進。)

（３）企業の総務事務の効率化の促進等（社員証、社員の健康管理、社会保険・税手続きのワンストップ化 等）
３．マイナンバーカードの円滑な取得・更新の推進等
（１）全市区町村における交付円滑化計画の策定・推進等(安全・安心で利便性の高いデジタル社会をできる限り早期に実現する観点から、令和4年度中

にほとんどの住民がマイナンバーカードを保有することを想定し、具体的な工程表を8月を目途に公表。市区町村に対し必要な財政支援を実施。)
（２）全業所管官庁等を通じた計画的な取組と定期的なフォローアップ（全企業において必要な手続きが円滑に進むよう、フォローアップを実施。）
（３）マイナンバーカード申請・交付機会の拡大等（企業等への出張申請サービスの積極的展開、他の行政機関等（ハローワーク、税務署、運転免許セ

ンター、病院、介護施設、学校、郵便局、出入国在留管理局等）との連携強化による市区町村の出張窓口の設置（臨時措置））
（４）住民票作成時のマイナンバーカード申請手続き整備 （新生児、外国人等の住民票作成）
（５）取得申請事務の簡素化等（写真撮影、入力支援、平日夜間・休日の窓口開庁や臨時窓口の設置等）
（６）電子証明書等の更新への対応
４．マイナンバーカードの利便性、保有メリットの向上、利活用シーンの拡大
①デジタル・ハローワーク・サービス、②デジタル・キャンパス、③納税手続きのデジタル化、④建設キャリアアップシステムとの連携、⑤各種カード、手帳等との一
体化等によるデジタル化、⑥公的サービス等での利用拡大、⑦マイナンバーカード読み取り対応スマートフォンの拡大等の公的個人認証の利便性向上

５．マイナンバーカードの安全性や利便性、身分証明書としての役割の拡大と広報等
６．マイナンバーの利活用の推進（情報連携の推進、金融機関等との連携、行政の効率化）

２



被扶養者認定要件の改正省令について

令和元年６月１２日 資 料 １－３第１１８回社会保障審議会医療保険部会

厚生労働省保険局



令和元年（２０１９年） 令和２年（２０２０年）

６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 ４月

施行に向けた周知・準備期間

【施行に向けたスケジュール（予定）】

○健康保険法（大正十一年法律第七十号）（抄）
（定義）

第三条 （略）
２～６ （略）
７ この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者で、日本国内に住所を有するもの又は
外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国
内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定めるもの（①）をいう。
ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者とし
て厚生労働省令で定める者（②）は、この限りでない。
一～四 （略）

８～10 （略）

改正省令
パブリック
コメント

公布準備

施 行

被扶養者認定要件の改正と施行に向けた準備について

○ 医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律（令和元年法律第
９号）により、健康保険法第３条第７項等が改正され、被扶養者等の要件に国内居住要件が追加された。

○ 本改正の施行（令和２年４月１日施行）に向けて、①国内居住要件の例外となる者及び②例外的に法律の
適用を除外すべき者を厚生労働省令で定めることとなっている。

省令公布・
通知発出
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被扶養者認定要件の改正省令について

日本国内に住所を有するもの

原則として認定

①例外的に認定

日本国内に住所を有しないが
渡航目的その他の事情を考慮して
日本国内に生活の基礎があると認めら
れるものとして
厚生労働省令で定めるもの

②例外的に適用除外

その他この法律の適用を除外すべき特
別の理由がある者として厚生労働省令
で定める者

日本国内に生活の基礎があるものとして①及び②を満たすものを省令に規定

①これまで日本で生活しており、渡航目的に照らし、今後日本で生活する蓋然
性が高いと認められる者（一時的な海外渡航である者）

※海外赴任中に生まれた子など、これまで日本で生活しているという過去が
観念できない者も、身分関係の変更という事情を考慮して①に含める

②渡航目的が就労ではない者

※住民票で確認

国民健康保険と同様、下記の者は日本国内に住所を有しても被扶養認定しない

・「医療滞在ビザ」で来日した者

・「観光・保養を目的とするロングステイビザ」で来日した者（富裕層を対象
とした最長１年のビザ）

規定する内容 確認方法（通知において具体的に規定）

(1)外国において留学をする学生 ビザによる確認を基本

(2)日本からの海外赴任に同行する家族 ビザによる確認を基本

(3)海外赴任中の身分関係の変更により新たな同行家族とみなすことができる者（海外赴任中
に生まれた被保険者の子ども、海外赴任中に結婚した被保険者の配偶者など）

出生や婚姻等を証明する書類による確認を基本

(4)観光・保養やボランティアなど就労以外の目的で一時的に日本から海外に渡航している者
（ワーキングホリデー、青年海外協力隊など）

ビザによる確認を基本

(5)その他日本に生活の基礎があると認められる特別な事情があるとして保険者が判断する者 ―

（省令の規定） ※より具体的な内容については通知において規定。

※ 国内居住要件の導入により被扶養者でなくなる者であって、施行日（令和２年４月１日）時点で保険医療機関に入院し
ている者の被扶養者の資格について、入院期間中は継続させる経過措置を設ける。 ２



審査支払機関における審査の
効率化・高度化等に向けた取組について

令和元年６月１２日 資 料 １－４第１１８回社会保障審議会医療保険部会

厚生労働省保険局



支払基金改革におけるこれまでの主な取組状況

◆新システムに係る調達の状況
○業務単位（「受付」・「審査」・「支払」）にモジュール化し、内閣官房ＩＴ総合戦略室と連携の上、調達を実施。新システムの稼働は、
令和３年９月を予定。
※平成30年4月に「受付システム（受付領域）」、平成31年2月に「基盤設計・運用設計」、平成31年3月に「工程管理支援（後期）」の開発事業者が決定

○過去の審査結果に基づき最新のICT技術やAI等を活用することにより、人による審査を必要とするレセプトと必要としないレセプトへの
振分け等を検討することを目的に調査研究を実施。

◆コンピュータチェックルールの公開
○平成30年3月に公開した約8万6千のコンピュータチェックルールのうち、平成30年度診療報酬改定に伴い約2万3千について平成31年１
月に見直しを実施。現在、約9万のコンピュータチェックルールをホームページに公開。

◆高額医薬品等の注意付せんの廃止
○平成29年12月と平成30年１月に高額医薬品等の注意付せんを試行的に中止、再審査を含む審査結果の状況を検証し、平成30年４月から
廃止。

２．審査業務の効率化

１．審査支払新システムの構築

◆支部独自に設定されたチェックルールの見直し
○支部設定コンピュータチェックルールの見直し作業を実施（平成29年10月時点で約14万件→平成31年２月時点で約５万１千件）。
○令和元年9月までに約2万件まで減少させ、令和3年9月の審査支払新システム稼働時までに既存支部点検条件の集約を完了予定。

◆本部審査の拡大
○平成30年10月診療分（11月審査）から、本部特別審査委員会対象レセプトについて、以下のとおり拡大。
・医科の合計点数「40万点以上」から「38万点以上」に変更
・肺移植、心移植、肝移植に係る手術を含む診療に係るものを対象に追加

◆審査基準の統一化
○全国の審査の取扱いが一定程度収れんされた事例について、「審査充実全体会議」において審査基準を統一し、「審査の取扱いに関する一定の見解」として
作成・周知。

３．支部間差異の解消

◆審査支払機関の機能強化のための社会保険診療報酬支払基金法の改正等
○支部長が担っている権限を本部に集約し、本部によるガバナンスを強化［令和３年４月１日施行］
・支部の都道府県必置規定を廃止
・本部の事務執行機関としての審査事務局を設置し、審査補助業務等を実施

○職員によるレセプト事務点検業務の実施場所を全国10か所程度の審査事務センターに順次集約［令和４年４月以降］
・職員によるレセプト事務点検業務の集約については、新システムの構築・稼働、事務フローの見直しや職員の新たなキャリアプラン等
の作成の状況を見ながら、順次実施

４．組織の在り方の見直し
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◆ コンピュータチェックルールの公開
○平成30年3月に公開した約8万6千のコンピュータチェックルールのうち、平成30年度診療報酬改定に伴い、約2万3千について平成31年
2月に見直しを実施し、現在、約9万のコンピュータチェックルールを国保中央会ホームページに公開。

◆国保総合システムの次期刷新時における支払基金システムとの整合的かつ効率的な機能の実現
○国保総合システムの次期開発・機器更改（令和６年度）について、支払基金と国保中央会等の双方の審査支払業務が整合的かつ効率的に
機能するよう、支払基金と連携を図りながら検討。

◆国保連合会保有サーバの国保中央会への一拠点集約化
○オンライン請求システムについては、令和３年1月機器更改において、支払基金との共同開発（共有化）による一拠点集約化（クラウド
化）を予定。

◆中央での審査の拡大
○令和元年7月審査分（6月診療分）から、国保中央会特別審査委員会対象レセプトについて、以下のとおり拡大。
・医科の合計点数「40万点以上」から「38万点以上」に変更
・肺移植、心移植、肝移植に係る手術を含む診療に係るものを対象に追加

4．審査委員会の在り方等の見直し

◆統一的なコンピュータチェックルールの設定
○事務共助段階で審査が完結する項目（事務付託項目）として、約4千項目について全国国保審査委員会会長連絡協議会で承認。
○事務付託項目に係るコンピュータチェックルールについて、平成31年4月から、全国保連合会の統一的なコンピュータチェック項目とし
て共通設定。

◆審査基準の統一化
○全国保連合会のうち８割（38連合会）以上が採用している審査基準について、全国国保診療報酬審査委員会会長連絡協議会で承認を得た
上で、全国保連合会共通の審査基準として採用。

２

国保中央会・国保連合会における主な取組状況

１．審査支払新システムの開発

２．審査業務の効率化の推進に係る取組の強化

３．審査基準の差異解消に向けた取組の強化



審査支払機関における審査の判断基準の統一化を推進するための連絡会議（仮
称）の開催について

【趣旨・目的】

○ 「審査支払機関改革における支払基金での今後の取組」(H30.3厚生労働省・支払基
金)において、より公平な審査の実現に向けた審査基準の統一化のため、「厚生労働省に
おいては、国民健康保険連合会も含む審査基準の統一のための検討の場を設けることに
より、審査基準の統一化を進める」とされている。

また、今国会で成立した健保法等の一部改正法においても、審査支払機関の機能の強
化が盛り込まれており、審査における不合理な差異をなくし、平準化を図るための改革
が進められている。

○ こうした状況の中、社会保険診療報酬支払基金(支払基金)及び国民健康保険団体連合
会(国保連合会)それぞれにおいて審査基準の統一化に向けた取組が行われていることも
踏まえ、
支払基金及び国保連合会における診療報酬明細書の審査の判断基準の統一化を図るため、
支払基金及び国保連合会それぞれにおいて統一化が図られた事例等のうち、審査の運用
の際に全国統一的な判断基準が必要と思われるものについて検討の上、統一的な判断基
準を提供する。

３



【構成等】

○ 連絡会議と、その下に設置する作業部会で構成。

【作業部会】
具体の事例を医学的見地から詳細に検討する必要があるため、厚生労働省・支払基金・国保中央会

それぞれから構成員候補者を事前に登録してもらい、議題（診療科目）に応じてその都度適切な構成
員の下で開催。

構成員 特別構成員
※必要に応じて参加要請

厚生労働省保険局(３名) 支払基金(４名程度) 国保中央会(４名程度) 学識経験者

◎医療課長
保険課長
国民健康保険課長

理事
審査委員会委員
※全国各支部から３名程度選出

理事
審査委員会委員
※全国各ブロックから３名程度選出

大学教授、学会関係者等

【連絡会議】

（◎は座長。下線は医療資格者を想定）

４

【スケジュール】

令和元年７月頃 設置要綱の発出、具体的な構成員の選出等
８月以降 第１回連絡会議（今後の進め方等について議論）

※ 連絡会議は年２回程度開催予定（案件の内容や数によって変更の可能性あり）



「2040年を展望した社会保障・働き方改革本部の
とりまとめ」について

令和元年６月１２日 資 料 ２－１第１１８回社会保障審議会医療保険部会

厚生労働省保険局



２０４０年を展望した社会保障・働き方改革本部
のとりまとめについて

令和元年５月29日2040年を展望した
社会保障・働き方改革本部資料１



2040年を展望し、誰もがより長く元気に活躍できる社会の実現

【健康寿命延伸プラン】
⇒2040年までに、健康寿命を男女ともに
３年以上延伸し、75歳以上に

〇 ①健康無関心層へのアプローチの強化、

②地域・保険者間の格差の解消により、

以下の3分野を中心に、取組を推進

・次世代を含めたすべての人の健やかな

生活習慣形成等

・疾病予防・重症化予防

・介護予防・フレイル対策、認知症予防

【雇用・年金制度改革等】
○ 70歳までの就業機会の確保

○ 就職氷河期世代の方々の活躍の場を
更に広げるための支援
（厚生労働省就職氷河期世代活躍支援プラン）

○ 中途採用の拡大、副業・兼業の促進

○ 地域共生・地域の支え合い

○人生１００年時代に向けた年金制度改革

【医療・福祉サービス改革プラン】

⇒2040年時点で、単位時間当たりのサービス
提供を５％（医師は７％）以上改善

〇 以下の４つのアプローチにより、取組を推進

・ロボット・AI・ICT等の実用化推進、

データヘルス改革
・タスクシフティングを担う人材の育成、

シニア人材の活用推進

・組織マネジメント改革

・経営の大規模化・協働化

給付と負担の見直し等による社会保障の持続可能性の確保

≪引き続き取り組む政策課題≫

≪現役世代の人口の急減という新たな局面に対応した政策課題≫

2040年を展望し、誰もがより長く元気に活躍できる社会の実現を目指す。

多様な就労・社会参加 健康寿命の延伸 医療・福祉サービス改革

● 2040年を展望すると、高齢者の人口の伸びは落ち着き、現役世代（担い手）が急減する。
→「総就業者数の増加」とともに、「より少ない人手でも回る医療・福祉の現場を実現」することが必要。

● 今後、国民誰もが、より長く、元気に活躍できるよう、以下の取組を進める。
①多様な就労・社会参加の環境整備、②健康寿命の延伸、③医療・福祉サービスの改革による生産性の向上
④給付と負担の見直し等による社会保障の持続可能性の確保

● また、社会保障の枠内で考えるだけでなく、農業、金融、住宅、健康な食事、創薬にもウイングを拡げ､関連する政策
領域との連携の中で新たな展開を図っていく。

１



人生１００年時代に向けた年金制度改革

 現役世代人口の急減など人口減少が進む一方、高齢者の「若返り」が見られる中、より多くの人が意欲や能力に応じ社会の担い手と
してより長く活躍できるよう、
①「一人ひとりの意思や能力、個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を選択可能とする社会」
②「地域に生きる一人一人が尊重され、多様な就労・社会参加の機会を得ながら、「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係を超えて、
住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともにつくっていく地域共生社会」
の実現に向けた環境整備を進める。

 あわせて、エイジフリー社会への変化を踏まえて、人生100年時代に向けた年金制度改革に取り組む。

多様な就労・社会参加

◆様々な就業や社会参加の形態も含め、70歳までの就業機会を確保する制
度の創設

◆高齢者の活躍を促進する環境整備（労働市場の整備、企業、労働者、
地域の取組への支援）

70歳までの就業機会の確保 就職氷河期世代の方々の活躍の場を更に広げるための支援

◆地域ごとの支援のためのプラットフォームの形成・活用

◆就職氷河期世代、一人ひとりにつながる積極的な広報

◆対象者（不安定な就労状態にある方、長期にわたり無業の状態にある方、社会参加に向
けて支援を必要とする方）の個別の状況に応じたきめ細やかな各種事業の展開

中途採用の拡大

◆個々の大企業における中途採用比率の情報公開

◆「中途採用・経験者採用協議会」の知見を活用した企業への働きかけ強化

◆ハローワークにおける求職者の状況に応じたマッチング支援の充実

◆職業情報提供サイト（日本版O-NET）（仮称）の2020年中の運用開始

◆中途採用等支援助成金の見直し

地域共生・地域の支え合い

◆世帯の複合的なニーズやライフステージの変化に柔軟に対応できるよう、新た
な制度の創設を含め、包括的な支援体制の構築に向けた方策を検討

◆地域住民をはじめ多様な主体がつながり、活動する地域共生の取組の促進

◆高齢者も障害者も利用できるサービスの推進

◆多様な就労を年金制度に取り込む被用者保険の適用拡大

◆就労期の長期化による年金水準の充実

（就労・制度加入と年金受給の時期や組合せの選択肢の拡大、就労に中立的かつ公平性

にも留意した在職老齢年金制度等の見直し、私的年金の加入可能年齢等の見直し）

副業・兼業の促進

◆ガイドライン等による、原則として労働者は副業・兼業を行うことが可能である
旨の周知

◆健康確保の充実と労働時間管理の在り方について検討

◆労災保険給付の在り方、雇用保険及び社会保険上の取扱いの在り方につ
いて引き続き検討

２

≪政策課題毎の主な取組≫



健康寿命延伸プランの概要

健康な食事や運動
ができる環境

行動経済学の活用

自然に健康になれる環境づくり 行動変容を促す仕掛け

①健康無関心層も含めた予防・健康づくりの推進 ②地域・保険者間の格差の解消

次世代を含めたすべての人の
健やかな生活習慣形成等

Ⅰ 疾病予防・重症化予防Ⅱ
介護予防・フレイル対策、

認知症予防
Ⅲ

居場所づくりや社会参加 インセンティブ

● ①健康無関心層も含めた予防・健康づくりの推進、②地域・保険者間の格差の解消に向け、 「自然に健
康になれる環境づくり」や「行動変容を促す仕掛け」など「新たな手法」も活用し、以下３分野を中心に取組を推進。
→2040年までに健康寿命を男女ともに３年以上延伸し（2016年比）、75歳以上とすることを目指す。

2040年の具体的な目標（男性：75.14歳以上 女性：77.79歳以上）

 栄養サミット2020 を契機とした食環境づくり(産学官
連携プロジェクト本部の設置、食塩摂取量の減少（8g以下））

 ナッジ等を活用した自然に健康になれる環境づくり
(2022年度までに健康づくりに取り組む企業・団体を7,000に）

 子育て世代包括支援センター設置促進
（2020年度末までに全国展開）

 妊娠前・妊産婦の健康づくり （長期的に増加・横ばい
傾向の全出生数中の低出生体重児の割合の減少）

 PHRの活用促進（検討会を設置し、2020年度早期に本
人に提供する情報の範囲や形式について方向性を整理）

 女性の健康づくり支援の包括的実施
（今年度中に健康支援教育プログラムを策定） 等

ナッジ等を活用した健診・検診受診勧奨
（がんの年齢調整死亡率低下、2023年度までに
特定健診実施率70％以上等を目指す）

リキッドバイオプシー等のがん検査の研究・開発
（がんの早期発見による年齢調整死亡率低下を目指す）

慢性腎臓病診療連携体制の全国展開
（2028年度までに年間新規透析患者3.5万人以下）

保険者インセンティブの強化（本年夏を目途に
保険者努力支援制度の見直し案のとりまとめ）

医学的管理と運動プログラム等の一体的提供
（今年度中に運動施設での標準的プログラム策定）

生活保護受給者への健康管理支援事業
（2021年１月までに全自治体において実施）

歯周病等の対策の強化 （60歳代における咀嚼
良好者の割合を2022年度までに80%以上） 等

「通いの場」の更なる拡充 (2020年度末までに介

護予防に資する通いの場への参加率を6％に）

高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実
施（2024年度までに全市区町村で展開）

介護報酬上のインセンティブ措置の強化
（2020年度中に介護給付費分科会で結論を得る）

健康支援型配食サービスの推進等
（ 2022年度までに25％の市区町村で展開等）

「共生」・「予防」を柱とした認知症施策（本年６月

目途に認知症施策の新たな方向性をとりまとめ予定）

認知症対策のための官民連携実証事業（認知
機能低下抑制のための技術等の評価指標の確立）

等３



● 以下４つの改革を通じて、医療・福祉サービス改革による生産性の向上を図る

→2040年時点において、医療・福祉分野の単位時間サービス提供量（※）について５％（医師については７％）
以上の改善を目指す

ロボット・AI・ICT等の実用化推進、
データヘルス改革

Ⅰ

タスクシフティング、
シニア人材の活用推進

Ⅱ

組織マネジメント改革Ⅲ

経営の大規模化・
協働化

Ⅳ

※（各分野の）サービス提供量÷従事者の総労働時間で算出される指標（テクノロジーの活用や業務の適切な分担により、医療・福祉の現場全体で必要なサービスがより効率的に提供されると改善）

医療・福祉サービス改革プランの概要

 2040年に向けたロボット・AI等の研究開発、実用化
（未来イノベーションＷＧの提言を踏まえ、経済産業省、文部科学省等と連携し推進）

 データヘルス改革（2020年度までの事業の着実な実施と改革の更なる推進）

 介護分野で①業務仕分け、②元気高齢者の活躍、③ロボット・センサー・
ICTの活用、④介護業界のイメージ改善を行うパイロット事業を実施
（2020年度から全国に普及・展開）

 オンラインでの服薬指導を含めた医療の充実
（本通常国会に薬機法改正法案を提出、指針の定期的な見直し） 等

 意識改革、業務効率化等による医療機関における労働時間短縮・福祉
分野の生産性向上ガイドラインの作成・普及・改善 （優良事例の全国展開）

 現場の効率化に向けた工夫を促す報酬制度への見直し
（実績評価の拡充など） （次期報酬改定に向けて検討）

 文書量削減に向けた取組（2020年代初頭までに介護の文書量半減）、
報酬改定対応コストの削減（次期報酬改定に向けて検討） 等

 チーム医療を促進するための人材育成（2023年度までに外科等の領域で活
躍する特定行為研修を修了した看護師を１万人育成 等）

 介護助手等としてシニア層を活かす方策（2021年度までに入門的研修を通じ
て介護施設等とマッチングした者の数を2018年度から15%増加）

等

 医療法人・社会福祉法人それぞれの合併等の好事例の普及（今年度

に好事例の収集・分析、2020年度に全国に展開）

 医療法人の経営統合等に向けたインセンティブの付与（今年度に優遇融

資制度を創設、2020年度から実施）

 社会福祉法人の事業の協働化等の促進方策等の検討会の設置
（今年度に検討会を実施し、検討結果をとりまとめ）

等 ４



社会保障制度の新たな展開を図る政策対話の成果について

● 2040年の高齢化社会を見据えた社会保障改革を進めるに当たっては、これまでの厚生労働行政の枠組
みにとらわれず、様々な分野の展開の視点を取り込むことが重要。
● このため、厚生労働大臣が各業界関係者と直に意見交換する「社会保障制度の新たな展開を図る政策対
話」を開催。

● 医療、介護、福祉、年金、雇用保険といった社会保障の枠内で考えるだけでなく、農業、金融、住宅、健康な食事、
創薬にもウイングを拡げ､関連する政策領域との連携の中で新たな展開を図っていく。

農
福
連
携

◆ 我が国で革新的な医薬品が生み出される環境整備
・データ・テクノロジーを活用した創薬支援
・オープンイノベーションの更なる推進

５

≪各分野の主な施策≫

◆ 日本発医薬品の国際展開の推進

・アジア医薬品・医療機器規制調和の推進
・医薬品等の国際展開に向けた環境整備のための人材育成

◆ 攻めの医薬品産業への支援
創
薬

金
融
政
策

住
宅
政
策

健
康
な
食
事

◆ 全国的な機運の醸成

・ 2020ｵﾘﾊﾟﾗ東京大会に合わせた、農福連携ﾏﾙｼｪなど開催の検討

◆ ｢農｣｢福｣の広がりへの支援

・高齢者や困窮者、ひきこもり等に対する農作業を通じた就労・社会参加支援の
展開に向けた取組の検討
・林業や水産業、畜産業といった地域に根差した１次産業分野での、地域課題
解決型の障害者就労のﾓﾃﾞﾙ事業の創設等の検討

◆ 地域づくりへの展開

・自治体や民間団体と連携した、ノウフクＪＡＳ商品のＰＲの取組の実施

◆ 住まいの確保の支援

・居住支援法人の取組を促進する観点から、生活困窮者自立支援制度に
おける事業での活用等、効果的な連携方策を検討

◆ 早めの住まいの改修等の促進
・早めに住まいを改修することのメリット等をまとめたガイドラインの周知・普及

◆ 住み慣れた住まいでの生活継続への取組の推進

・住宅団地の高齢者の居住支援の取組等の好事例を収集し、周知・普及
◆ 高齢者向け住まいにおける看取りの推進

◆ 資産形成の促進

・確定拠出年金（DC）の加入可能年齢の引上げ
・中小企業への確定拠出年金（DC）の普及拡大
・金融庁とも連携した個人型確定拠出年金（iDeCo）とNISAを組み合わせた
資産形成や私的年金のリターンの向上に向けた取組の推進

◆ 資産を有効活用できる環境の整備

・任意後見制度等の成年後見制度の利用を促進

◆ 自然に健康になれる食環境づくり推進

・産学官連携による推進体制を令和2年度末までに整備し、取組を展開

◆ 健康無（低）関心層への啓発

・東京での栄養サミット2020に向け我が国の栄養・食生活改善の政策を強化

◆ 高齢者等に向けた健康な食事の普及
・咀嚼機能等が低下した人向けの食品の製造・流通拡大を支援

◆ 健康な栄養・食生活の推進に向けたエビデンスの強化



２０４０年を展望した社会保障・働き方改革本部
のとりまとめについて

【参考資料】

令和元年５月29日2040年を展望した
社会保障・働き方改革本部資料２



目次

Ⅰ 総論 ・・・・・・２

Ⅱ 多様な就労・社会参加 ・・・・・・10

１ ７０歳までの就業機会の確保 ・・・・・・11

２ 就職氷河期世代の方々の活躍の場を更に広げるために ・・・・・・17

３ 中途採用の拡大、副業・兼業の促進 ・・・・・・29

４ 地域共生・地域の支え合いの実現に向けて ・・・・・・31

５ 「人生100年時代」への公的・私的年金制度の対応 ・・・・・・37

Ⅲ 健康寿命の更なる延伸（健康寿命延伸プラン） ・・・・・・43

１ 主な取組 ・・・・・・44

２ 健康寿命の定義（指標）、延伸目標及び延伸の効果 ・・・・・・64

Ⅳ 医療・福祉サービス改革（医療・福祉サービス改革プラン） ・・・・・・70

１ 主な取組 ・・・・・・71

２ 医療・福祉分野の時間当たりのサービス提供の改善における目標 ・・・・・・86

Ⅴ 給付と負担の見直し等による社会保障の持続可能性の確保 ・・・・・・91

Ⅵ 「2040年を見据えた社会保障の将来見通し（議論の素材）」に基づくマンパ
ワーのシミュレーション（平成30年５月21日）の改定

・・・・・・96



Ⅰ 総論
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2040年を見据えた社会保障制度改革

■ 2014年4月：消費税率引上げ（5%→8%）

○ 子ども・子育て新制度の創設、保育の受け皿拡大、
育児休業中の経済的支援の強化など、消費税収を子
ども・子育て分野に充当

○ 医療・介護・年金の充実

＜増収分を活用した社会保障の充実＞
○ 社会保障制度改革プログラム法や改革工程表に沿っ
て、社会保障の給付に係る重点化・効率化を推進

○ 社会保障関係費の伸びについて、経済・財政再生計
画の「目安」を達成

＜持続可能性の確保のための制度改革＞

■ 消費税率引上げ（8%→10%）＜2019年10月予定＞

⇒ 一体改革に関わる社会保障の制度改革が一区切り

■ 一体改革後の社会保障改革に向けて

○ 経済財政運営と改革の基本方針2018（平成30年６月15日閣議決定）（抜粋）

基盤強化期間の重点課題は、高齢化・人口減少や医療の高度化を踏まえ、総合的かつ重点的に取り組むべき政策
を取りまとめ、期間内から工程化、制度改革を含め実行に移していくこと及び一般会計における社会保障関係費の
伸びを、財政健全化目標と毎年度の予算編成を結び付けるための仕組みに沿ったものとすることである。

こうした取組に向け、2040年頃を見据え、社会保障給付や負担の姿を幅広く共有し、国民的議論を喚起するこ
とが重要であり、受療率や生産性の動向、支え手の減少や医療技術の高度化の進展等を踏まえた具体的な将来見通
しを関係府省が連携して示す。あわせて、予防・健康づくり等による受療率の低下や生産性向上の実現に向けて、
具体的な目標とそれにつながる各施策のＫＰＩを掲げ推進する。
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6,000
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0

2,000

4,000

2000 2015 2025 2040

2040年頃を展望した社会保障改革の新たな局面と課題

0

1,000

2,000

3,000

2018 2025 2040

823万人
<12.5%>

医療・福祉

～～

（万人）

5,650万人程度

1. 現役世代の人口が急減する中での社会の

活力維持向上

⇒ 高齢者をはじめとして多様な就労・社会参

加を促進し、社会全体の活力を維持してい

く基盤として、2040年までに３年以上健康

寿命を延伸することを目指す。

2. 労働力の制約が強まる中での医療・介護

サービスの確保

⇒ テクノロジーの活用等により、2040年時

点において必要とされるサービスが適切に

確保される水準の医療・介護サービスの生

産性※の向上を目指す。

《2040年までの人口構造の変化》

《新たな局面に対応した政策課題》

（資料） 就業者数について、2018年は内閣府「経済見通しと経済財政運営の基

本的態度」、2025年以降は、独立行政法人労働政策研究・研修機構「平成27年

労働力需給の推計」の性・年齢別の就業率と国立社会保障・人口問題研究所

「日本の将来推計人口 平成29年推計」（出生中位・死亡中位推計）を用いて機

械的に算出。医療・福祉の就業者数は、医療・介護サービスの年齢別の利用状

況（2025年）をもとに、人口構造の変化を加味して求めた将来の医療・介護

サービスの需要から厚生労働省において推計（暫定値）。

※ サービス産出に要するマンパワー投入量。

※ 医療分野：ICT、AI、ロボットの活用で業務代替が可能と考え
られるものが5%程度（「医師の勤務実態及び働き方の意向等に
関する調査」結果から抽出）

※ 介護分野：特別養護老人ホームでは、平均では入所者2人に対
し介護職員等が1人程度の配置となっているが、ICT等の活用に
より2.7人に対し1人程度の配置で運営を行っている施設あり。

6,350万人程度

6,580万人

901

《就業者数の推移》

（万人）

人口構造の推移を見ると、2025年以降、
「高齢者の急増」から「現役世代の急減」に局面が変化。

2025年以降の現役世代の人口の急減という
新たな局面における課題への対応が必要。

2,180

3,677 3,921

+2.7%

+142.0%

+66.8%
+6.6%

8,638

▲17.0% ▲16.6%

高齢者人口
の急増

高齢者人口
の増加が
緩やかに

生産年齢
人口の減少

が加速15歳～64歳

65歳～74歳

75歳以上

団塊の世代が
全て65歳以上に

団塊の世代が
全て75歳以上に

団塊ジュニアが
全て65歳以上に

＜65歳以上人口＞

＜15歳～64歳人口＞

2,239

7,170

（万人）

5,978

6,000

930万人程度
<15%程度>
【暫定】

1,060万人程度
<19%程度>
【暫定】

（資料）総務省「国勢調査」「人口推計」（2015年まで）、国立社会保障・人口問題研究所「日本
の将来推計人口 平成29年推計」（出生中位・死亡中位推計）（2016年以降）

2,204

国民的な議論の下、

 これまで進めてきた給付と負担の見直し

等による社会保障の持続可能性の確保も

図りつつ、

 以下の新たな局面に対応した政策課題を

踏まえて、総合的に改革を推進。

25年間 15年間

25年間 15年間

平成30年4月12日
経済財政諮問会議

加藤勝信臨時議員提出資料

4



（注１）医療については、単価の伸び率の仮定を２通り設定しており、給付費も２通り（①と②）示している。
（注２） 「計画ベース」は、地域医療構想に基づく2025年度までの病床機能の分化・連携の推進、第3期医療費適正化計画による2023年度までの外来医療費の適正化効果、第7期介護保険事業計画による2025年度までのサービス量の見込みを基礎として計

算し、それ以降の期間については、当該時点の年齢階級別の受療率等を基に機械的に計算。なお、介護保険事業計画において、地域医療構想の実現に向けたサービス基盤の整備については、例えば医療療養病床から介護保険施設等への転換分な
ど、現段階で見通すことが困難な要素があることに留意する必要がある。

※平成30年度予算ベースを足元に、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成29年推計）」、内閣府「中長期の経済財政に関する試算（平成30年1月）」等を踏まえて計算。なお、医療・介護費用の単価の伸び率については、社会保障・税
一体改革時の試算の仮定を使用。

医 療

年 金

介 護

子ども・子育て

その他

2025年度

56.7

39.2

7.9
6.7

121.3

140.2～140.6

(21.5%)

(21.7～21.8%)

59.9

①：47.8

②：47.4

15.3

7.7
10.0

(1.2%)

(1.2%)

(1.4%)

(1.5%)

(1.9%)

(2.4%)

(10.1%)
(9.3%)

(7.0%)

(7.4%)

(7.3%)

140.4
～140.8
(21.7～
21.8%)

＜現状投影＞

14.6
(2.3%)

①：48.7
(7.5%)

②：48.3
(7.5%)

10.7

2040年度

188.2～190.0
(23.8～24.0%)

73.2

②：68.5

①：66.7

25.8

9.4

13.1

(1.2%)

(1.7%)

(3.3%)

(9.3%)

(8.4%)

(8.7%)

188.5

～190.3
(23.8～

24.1%)

＜現状投影＞

24.6
(3.1%)

①：68.3

②：70.1

(8.6%)

(8.9%)

（計画ベース）（計画ベース）
2018年度

G D P

保険料負担
公費負担
（対GDP比）

564.3兆円
12.4%

8.3%

645.6兆円
12.6%

9.0%

790.6兆円
13.4～13.5%

10.1～10.2%

（兆円）

（ ）内は対GDP比

社会保障給付費の見通し
2040年を見据えた社会保障の将来見通し（議論の素材）－概要－ （内閣官房・内閣府・財務省・厚生労働省 平成30年５月21日） より
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2,204 

2,576 

2,948 

3,387 

14.8

16.9

21.1
21.6

2000 2005 2010 2015

3,561 
3,677 

3,921 

21.5

2018 2025 2040

2040年に向けた社会保障給付費対GDP比等の推移（実績と将来見通し）

 高齢者の増加のペースが変わること等から、2000年度から2015年度の15年間では6.8%ポイント程度上昇したのに
対し、2025年度から2040年度の15年間では2.1～2.2%ポイント程度の上昇と見込まれている。

（出典）2000～2015年度は、国立社会保障・人口問題研究所「社会保障費用統計」による実績値。2018年度以降は内閣官房・内閣府・財務省・厚生労働省「2040年度を見据えた社会保障のシミュレーション（議論の素材）」による推計値。

15年間で
6.8%ポイント程度上昇

15年間で
2.1～2.2%ポイント程度上昇

名目
GDP

528.6
兆円

525.8
兆円

499.2
兆円

532.2
兆円

2000～2015年度の社会保障給付費対GDP比等
【実績】

（年度）

2018～2040年度の社会保障給付費対GDP比等
【将来見通し】

名目
GDP

564.3
兆円

645.6
兆円

790.6
兆円

78.4
兆円

88.6
兆円

105.4
兆円

121.3
兆円

140.2~140.6
兆円

21.7~21.8

23.8~24.0

188.2~190.0
兆円

＜ ＞ ＜ ＞

高齢者数
（万人）

114.9
兆円

15年間で
53.7%

(1,183万人)
増加

15年間で
6.6%(244万人)増加

社会保障
給付費
対GDP比
（％）
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計画ベース

2018年度 2025年度 2040年度

医療保険

協会けんぽ 10.0%
①10.6%

②10.5%

①11.5%

②11.8%

健保組合 9.2%
① 9.8%

② 9.7%

①10.9%

②11.2%

市町村国保
（2018年度賃金換算）

7,400円
①8,100円
②8,000円

①8,200円
②8,400円

後期高齢者
（2018年度賃金換算）

5,800円
①6,400円
②6,300円

①8,000円
②8,200円

介護保険

１号保険料
（2018年度賃金換算）

約5,900円 約7,200円 約9,200円

２号保険料
協会けんぽ・健保組合

協会けんぽ1.57%

健保組合1.52%
2.0% 2.6%

２号保険料
市町村国保
（2018年度賃金換算）

約2,800円 約3,500円 約4,400円

【経済：ベースラインケース】

※ 医療保険の2018年度における保険料は2018年度実績見込み（協会けんぽは実際の保険料率、健保組合は健康保険組合連合会「平成30年度健保組合予算早期集計結果」
より、市町村国保は予算ベースの所要保険料、後期高齢者は広域連合による見込みを基にした推計値）である。また、2025年度及び2040年度の保険料は2018年度の保険料と
各制度の所要保険料の伸びから算出している。

※ 介護保険の2018年度における２号保険料の健保組合の値は、健康保険組合連合会「平成30年度健保組合予算早期集計結果」による。また、市町村国保の保険料額は、一
人当たり介護納付金額の月額について、公費を除いた額である。2018年度におけるそのほかの保険料は、実際の基準保険料額・保険料率である。

7
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8

2018 2025 2040

823万人

（12%）

6,664万人

930万人程度

（14~15%程度）うち
医療･福祉

需要面から推計した医療福祉分野の就業者数の推移

20402040

1,070万人程度

（18~20%程度）

6,082万人

6,490万人

～（※）

5,245万人

6,024万人

～（※）

需要面・供給面を勘案した
「医療・福祉」の就業者数

経済成長と労働参加が
適切に進むケース

6,024万人

974万人

（16%）

・ 改革により生産性が
向上し、
・ 医療・介護需要が
一定程度低下した場合

（参考）

改革後の就業者数

2040年に向けたマンパワーのシミュレーション（平成30年5月21日）の改定

963万人

926万人

～

①多様な就労・社会参加

②健康寿命の延伸
⇒男女ともに３年以上延伸し、
75歳以上に

③医療・福祉サービス改革
⇒単位時間当たりのサービス提供を

５％（医師は７％）以上改善

※総就業者数は独立行政法人労働政策研究・研修機構「労働力需給の推計」（2019年３月）による。
総就業者数のうち、下の数値は経済成長と労働参加が進まないケース、上の数値は進むケースを記載。



2040年を展望した社会保障・働き方改革の検討について

○ ２０４０年を見通すと、現役世代（担い手）の減少が最大の課題。一方、高齢者の「若返り」が見られ、就業も増加。今後、国民誰もが、より
長く、元気に活躍できるよう、①多様な就労・社会参加の環境整備や②健康寿命の延伸を進めるとともに、③医療・福祉サービスの改革
による生産性の向上を図りつつ、④給付と負担の見直し等による社会保障の持続可能性の確保を進めることが必要。
○ このため、｢２０４０年を展望した社会保障・働き方改革本部｣を設置するとともに、部局横断的な政策課題について、従来の所掌にとらわ
れることなく取り組むためプロジェクトチームを設けて検討する。

趣旨

横断的課題に関するプロジェクトチーム

①健康寿命延伸TF（疾病予防・介護予防に関する施策等）
主査：吉永審議官（健康局）
副主査：山本審議官（保険局）、佐原審議官、江崎統括調整官

②医療・福祉サービス改革TF（ロボット、AI、ICTの実用化等）
主査：諏訪園審議官（老健局）
副主査：迫井審議官（医政局）、江崎統括調整官

③高齢者雇用TF（高齢者の雇用就業機会の確保等）
主査：北條高齢・障害者雇用開発審議官（職業安定局）
副主査：田畑審議官（職業安定局）、山田審議官（人材開発統括官）

④地域共生TF（縦割りを超えた地域における包括的な支援体制の整備等）
主査：伊原審議官（政策統括官（総合政策担当））
副主査：八神審議官（社会・援護局）、藤原審議官（子ども家庭局）、

橋本部長（障害保健福祉部）、諏訪園審議官（老健局)

本部長 ：厚生労働大臣

本部長代理 ：厚生労働副大臣
厚生労働大臣政務官

本部員 ：
厚生労働事務次官、厚生労働審議官、
医務技監、その他部局長

2040年を展望した社会保障・働き方改革本部

リーダー ：政策統括官（総合政策担当）
サブリーダー：大臣官房審議官（総合政策（社会保障）担当）

政策立案総括審議官（政策評価、総合政策（労働）担当）

※プロジェクトチームにおける検討を基に改革案
を審議
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Ⅱ 多様な就労・社会参加
１ ７０歳までの就業機会の確保
２ 就職氷河期世代が社会の担い手として活躍するために
３ 中途採用の拡大、副業・兼業の促進
４ 地域共生・地域の支え合いの実現に向けて
５ 「人生100年時代」への公的・私的年金制度の対応

10



１ ７０歳までの就業機会の確保

Ⅱ 多様な就労・社会参加

11



 個々の高齢者の能力・事情に応じた活躍を図るため、70歳までの制度は、従来の雇用確保措置に加えて、企業が採りうる選択肢を拡大

 労使での十分な話し合いの上で企業は多様な選択肢の中から採用する措置を提示し、個々の高齢者との相談を経て適用（努力義務）

● 高齢化の一層の進展、現役世代の急減という2040年の人口構造に対応し、我が国の成長力を確保する
ためにも、より多くの人が意欲や能力に応じて社会の担い手としてより長く活躍できる環境整備が必要。

→個々の高齢者の多様性を踏まえ、従来の65歳までの雇用確保措置に加え、様々な就業や社会参加の形態も含
めて、70歳までの就業機会の確保を図り、その活躍を促進する。

70歳までの就業機会を確保する制度Ⅰ

 企業への支援〜高齢者の活用促進、安全・安心で能力発揮できる環境整備

 70歳までの就業機会を確保する措置を実施する企業への支援

 高齢者に対する能力・成果を重視する評価・報酬体系の構築支援

 高年齢労働者の労働災害リスク要因に対応する職場環境整備の推進

 労働市場の整備 〜高齢者と企業双方のニーズに応じた再就職の促進

 ハローワークの生涯現役支援窓口の増設

 キャリア人材バンク（高年齢退職予定者のマッチング機能）の強化

雇 用 様々な就業 社会参加

 労働者本人への支援〜高齢期も見据えたキャリア形成支援の推進

 労働者のキャリアプラン再設計や企業内のキャリアコンサルティング導入
等を支援する拠点を整備（全国でサービスを提供）

 企業の実情に応じた中高年齢層向けの訓練、リカレント教育の推進

 地域の取組への支援 〜多様な雇用・就業機会の確保

 地方自治体を中心とした協議会による取組の展開・企業連携の強化

 シルバー人材センターの職域拡大・女性会員拡充の強化

従来の65歳までの制度

70歳までの就業機会を確保する制度

高齢者の活躍を促進する環境整備（Iの推進を支える施策）Ⅱ
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⑦社会貢献活動への従事
※企業が支援を行う

⑤フリーランス契約
⑥起業実現

※企業が支援を行う

④グループ企業以外への
再就職実現

＜雇用確保措置＞
①定年の廃止
②定年年齢の引上げ
③継続雇用制度導入（グループ企業内）



高齢者が能力を発揮して活躍できる環境整備 高齢者が安全で安心して働ける環境整備

・ 65歳を超える継続雇用や65歳以上の定年引
上げ等に対する助成措置のほか、高齢者に係る
成果を重視した賃金制度や能力評価制度の構
築に取り組む企業に対して65歳超雇用推進助
成金を支給。
【66歳以上働ける制度がある企業】

現在の取組

・ 高年齢労働者等に対する雇入れ時等教育、特別教育につ
いて、心身の条件に応じた教育が実施される仕組みを検討。
・ 高年齢労働者の労働災害防止対策に係る支援制度の創
設に向けた検討。
・ THP指針の改正を踏まえて、事業場にて労働者の健康づく
りが促進されるよう、周知広報等を推進。
・ 引き続き、企業における治療と仕事の両立支援の普及啓
発や両立支援コーディネーターの養成を推進。

・ 高年齢労働者の災害リスク分析の実施、高年齢労働者の
安全と健康確保のための職場環境改善ツール（エイジアク
ション100）の普及。

・ 「高年齢労働者安全衛生ガイドライン」の取りまとめ、事業
場における労働者の健康保持増進のための指針（THP指
針）の改正。

・ 企業における治療と仕事の両立支援の普及啓発や両立
支援コーディネーターの養成を推進。

今後の課題、取組予定

現在の取組

・ 定年年齢の引上げや継続雇用制度の導入、
定年の廃止を行う企業を支援。

・ 新たに拡大する選択肢を実施する企業やその
取組に関わる企業等を支援。

・ 65歳超雇用推進助成金について、実績等を
踏まえ、必要に応じて見直しを検討。

今後の課題・取組予定
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全企業 27.6%
大企業(301人以上） 21.8%
中小企業(31〜300人） 28.2％

資料出所：厚生労働省「高年齢者の雇用状況」（2018）

○ 70歳までの就業機会を確保する措置を実施する企業への支援、高齢者に対する能力・成果を重視す
る評価・報酬体系の構築支援、高年齢労働者の労働災害リスク要因に対応する職場環境整備の推進に取
り組む。

高齢者の活躍を促進する環境整備① ～企業への支援～



・ ハローワークの生涯現役支援窓口において、職業生
活の再設計に係る支援やチームによる就労支援を総
合的に実施。特に65歳以上の者を重点的に支援。

・ 高年齢退職予定者キャリア人材バンク事業（（公
財）産業雇用安定センター）により、高年齢退職予
定者のキャリア情報等を登録し、その能力の活用を希
望する事業者に対して紹介。

現在の取組
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○ ハローワークの生涯現役支援窓口の増設、キャリア人材バンクによる高年齢退職予定者のマッチン
グ機能の強化を図り、高齢者と企業双方のニーズに応じた再就職を促進する。

高齢者の活躍を促進する環境整備② ～労働市場の整備～

・ 生涯現役支援窓口について、2020年までに300か
所の設置を目指す。（働き方改革実行計画）
（2019年度時点で240か所）

・ 職場体験、職場見学等の実施により生涯現役支援
窓口の支援メニューを強化。

・ 高年齢退職予定者キャリア人材バンク事業における
登録者情報・受入情報の収集及びマッチング機能を
強化。

今後の課題、取組予定

＜チーム＞ 【求人者支援員】
＜主な支援業務＞
 65歳以降でも活躍できる求人の開拓
 シルバー人材センターでの軽易な就業等に関する情
報収集 等

【就労・生活支援アドバイザー】
＜主な支援業務＞
 個々のニーズを等を踏まえた「生涯設計就労プラ
ン」策定

 キャリア・コンサルティング、生活設計に係るガ
イダンス、就労後のフォローアップの実施 等

【職業相談員】
＜主な支援業務＞
● 「生涯設計就労プラン」に基づく職業相談・職業紹介
等の実施 等

生涯現役支援窓口の支援体制
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○ 高齢期も見据えたキャリア形成を支援するため、支援拠点の整備や企業の実情に応じた中高年齢者
向け訓練、リカレント教育の推進に取り組む。

高齢者の活躍を促進する環境整備③ ～労働者本人への支援～

・ 大都市部５カ所に拠点を設置し、企業に対
するセルフ・キャリアドック（労働者が企業内で
定期的にキャリアコンサルティングを受けられる
仕組み）の導入勧奨及び導入する際の支援
等を実施。

・ ①職業能力評価基準（※）、②職業能力
評価基準を基にキャリア形成の過程をモデル化
したキャリアマップ、③簡易に能力をチェックでき
る職業能力評価シートを作成し、能力評価制
度等を整備する企業を支援。

・ 中高年及びシニア層向けのジョブ・カード（職
務経歴、学習・訓練の履歴、保有資格等を記
載した書類）の開発。

・ 職業能力評価基準を活用したホワイトカラー
職種の職業能力診断ツールの開発に向けた調
査・研究事業を実施。

※ 職業能力評価基準

仕事をこなすために必要な知識・技術・技能に加え
て、どのように行動すべきかといった「職務遂行能力」を
能力のレベル毎に整理・体系化したもの。

現在の取組

・ 企業が行うキャリア形成の支援に加え、企業に雇用されていな
い者や転職を視野に入れる者も含むすべての労働者等のキャリ
ア形成を支援する拠点を整備し、全国でサービスを提供。

・ 特に40歳以上の中高年及びシニア層を対象にキャリアの棚
卸しを行い、継続雇用・転職それぞれを目指す場合における能
力開発を促すなど、高齢期を見据えたキャリアプランの再設計に
重点を置いて支援。

・ 個々の企業の実情に応じ、キャリアマップや職業能力評価
シートの導入をコンサルティングするとともに、導入セミナーを開催。

・ 65歳を超えて働き続けることを希望する中高年やシニア層を
支援するための訓練を提供。

・ 高齢者を含め、誰もが、いくつになっても学び直しの機会を確
保できるよう、「人づくり革命基本構想」でとりまとめたリカレント
教育拡充策を着実に推進。

今後の課題、取組予定

（キャリアコンサルティングの実施風景） （在職者向け訓練の実施風景）



地方自治体を中心とした協議会による取組の強化 シルバー人材センターによる取組の強化

・ 生涯現役促進地域連携事業により、地域における高
齢者の就労促進に資する事業を幅広く実施。
＜支援メニュー例＞
（１）高齢者に対する情報提供、関係機関、関連事業の紹介
（２）高齢者に対する職業生活設計等に関するセミナー開催
（３）企業に対する生涯現役促進セミナー開催
（４）高齢者の雇用・就業に係る合同説明会の開催
（５）高齢者活躍のためのガイドブック・情報誌の作成・普及

（相談機関一覧の掲載等）
（６）高齢者の雇用・就業に係るニーズ調査・分析
（７）高齢者向けの雇用・就業の場の創出

現在の取組

・ 各地域のシルバー連合を中心に、業界団体、地方
自治体、労働局等が一体となったシルバー事業の推進
に係る取組の実施。
・ 職域拡大、女性の入会が進んでいるシルバー人材セ
ンターの先進的取組や好事例の共有・展開を促進。
・ 活躍している女性に焦点を当てた広報の推進。

・ 定年退職後等の高年齢者の多様な就業ニーズに応
じ、就業機会を確保提供し、高年齢者の生きがいの
充実、社会参加を促進。

・ サービス業等の人手不足分野や介護、育児等の現
役世代を支える分野での仕事の開拓及びマッチング体
制の強化。

・ 女性への戦略的広報等による女性の入会促進。

今後の課題、取組予定

現在の取組

・ 2020年までに100か所の実施を目指す。（働き方改
革実行計画）（2019年５月時点で58か所）
・ 地元の企業と連携した取組を促進（地域における業
界団体、高齢者の雇用に積極的な企業等の参画を推
進など）。
・ 各地域におけるこれまでの成果を活かした取組（地域
に密着した相談窓口、人材バンクの運営など）を推進す
るための方策を検討。

今後の課題・取組予定
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○ 高齢者の地域における多様な雇用・就業機会を確保するため、地方自治体を中心とした協議会によ
る取組の展開・企業連携の強化、シルバー人材センターの職域拡大や女性会員拡充の強化に取り組む。

高齢者の活躍を促進する環境整備④ ～地域の取組への支援～



２ 就職氷河期世代の方々の活躍の場を更に広げるために

Ⅱ 多様な就労・社会参加

17



 不安定な就労状態にある方（不本意ながら非正規雇用で働く方）（約50万人程度（35〜44歳））

 長期にわたり無業の状態にある方（就業希望はあるが、「希望する仕事がありそうにない」などの理由で、就職活動に至っていない方等）

 社会とのつながりをつくり、社会参加に向けたより丁寧な支援を必要とする方（ひきこもりの方など）

● 就職氷河期世代（※）の方々への支援として、今後政府でとりまとめる３年間の集中プログラムに沿って、厚生労働省においては、

「厚生労働省就職氷河期世代活躍支援プラン」に基づき、各種施策を積極的に展開していく。
（取組の基本的な方針）

 地域ごとのプラットフォームにおいて支援対象者の状況を把握し、地域一体となった取組を推進

 民間の活力を最大限に活用し、取組の成果を最大化

 支援が必要なすべての方に対し、個別の状況に応じたきめ細やかな支援が届く体制を構築

主な支援対象Ⅰ

 長期にわたり無業の状態にある方

地域若者サポートステーションにおいて
以下の取組を実施

① 生活困窮者自立支援とのワンストップ
支援

② 地域レベルでの潜在的要支援者把握
のためのアウトリーチ展開

③ 全国レベルでの一元的案内・相談
機能の整備

主な取組の方向性Ⅱ

 地域ごとのプラットフォームの形成・活用

→ 都道府県レベルのプラットフォーム（経済団体、労働局等）により各界一体となった取組を推進

→ 市町村レベルのプラットフォーム（自立相談支援機関、地域若者サポートステーション、ハローワーク、経済団体、ひきこもり地域支援センター、
ひきこもり家族会等）により、地域資源、ニーズの把握、適切な支援へつなぐ等の取組を推進

 就職氷河期世代、一人ひとりにつがなる積極的な広報

 対象者の個別の状況に応じたきめ細やかな各種事業の展開（関連施策：短時間労働者等への社会保険の適用拡大）

 不安定な就労状態にある方

民間事業者のノウハウを活かした正社員就職に
つなげる成果連動型事業

 ハローワークに専門窓口を設置、担当者による
チーム支援を実施

短期間で取得でき、安定就労に有効な資格等の
習得を支援

働きながらでも無料で受講可能な訓練の提供

助成金等による企業の取組支援

 社会参加に向けた支援を必要とする方

身近な地域レベルでの周知・広報のための環境
整備

生活困窮者自立相談支援事業及び就労準備
支援事業の強化

中高年者へのひきこもり支援充実

 8050等の複合課題に対応できる包括的支援や
居場所を含む多様な地域活動の推進

就職氷河期世代の方々の活躍の場を更に広げるために
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就職・正社員化の実現

多様な社会参加の実現

※ 概ね1993（平成５）年～2004（平成16）年に学校卒業期を迎えた世代を指す。2019年４月現在、大卒で概ね37～48歳、高卒で概ね33歳～44歳に至る。
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民間事業者を活用して、教育訓練、職場実習等を行い、

正社員就職につなげる成果連動型委託事業の創設

生活困窮者自立支援
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福祉機関等への
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・多様な専門家のチーム支援による就労・生活両面にわたる相談支援

・職場体験、集中訓練等の拡充による実践能力習得、企業とのマッチング

・就職後の能力開発、職場環境整備に係る助言等のフォローアップ機能強化
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・職場での実務を通じて適性や能力を摺り合わせる機会の提供
・座学と実務による訓練機会の提供

働きながらでも無料で受講可能な訓練の提供

様々な職種に必要な知識・
技能の習得（公的職業訓練）

新
新

短期間で取得でき、安定就労に有効な資格等の
習得を支援する訓練の創設
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厚生労働省就職氷河期世代活躍支援プラン（全体像）

新
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都道府県レベルのプラットフォーム（各界一体となった就職氷河期世代の活躍促進）
【構成メンバー】

都道府県労働局、都道府県、市町村、各省地方機関、ポリテク、経済団体、（人手不足）業界団体、
金融機関 等

【取組内容】

○ 都道府県ごとの事業実施計画・ＫＰＩを設定して進捗管理

○ 就職氷河期世代に対する採用・処遇改善や社会参加への支援に関する機運醸成

○ 行政支援策等の周知

○ 行政側は職場体験・実習機会のニーズ（希望者数、希望する体験等の内容）を取りまとめて経

済団体に協力依頼、経済団体は傘下企業と連携して、職場体験・実習機会先・数を確保・取りまと

めて提供する。

○ 経済団体は、労働局や関係府省、サポステと連携して、傘下企業に対して以下の取組を要請

✔ 就職氷河期世代を対象とした求人募集や就職面接会等の積極的参加

✔ 経済団体等が実施する事業主向けイベントで就職氷河期世代の積極採用、正社員化、行政
支援策等の周知

✔ 地域レベルのプラットフォームへの積極的協力 等

○ 各自治体、各府省は、地域資源や地元の経済団体を活かした各種取組の周知啓発を推進

✔ 地域の様々な関係機関との連携によるポスター掲示

✔ 市町村・地域レベルプラットフォームと連携し、地域における介護事業者、民生委員、自治会
での回覧板を通じたリーフレット配付などを推進 ⇔ 広報事業との連携

○ 労働局、各府省、（人手不足）業界団体が連携して、「○○の資格を持っている（○○の訓練を
受けている）方なら、年齢や職務経験を問わず、正社員の途があります」等のメッセージの発信

都道府県レベルのプラットフォームを活用した社会機運の醸成
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福祉と就労をつなぐ地域レベルプラットフォーム＜市レベル＞

ハローワーク 経済団体

・アウトリーチ要員の
配置・巡回相談

・電話・メールによる一
元的相談＜サポステ・
プラス・ナビ＞

・アウトリーチ要員の
配置

・ひきこもり支援に特
化した人材養成

・就労準備支援事業
の全対象自治体での
実施

・ひきこもりに関する相
談窓口等の周知

・市町村へのバック
アップ機能の強化

・中高年に適した社会
参加支援、家族支援

ひきこもり地域
支援センター

アウトリーチに
よる個別アプローチ

社会的機運の醸成、就職氷河期世代にメッセー
ジと支援情報を届けるアウトリーチ型広報

その他関係機関
（ひきこもり家族会等）

都道府県プラットフォーム
（都道府県労働局、各省の地方機関、経済団体、
都道府県、市町村、人手不足業界団体、金融機関等）

（潜在）
支援対象者

地元企業

就職準備を整え
る支援後リファー

機運醸成

会員企業
等への氷
河期世代

の職場実
習受入れ
や雇入れ
勧奨

職場実習先の開拓

職場体験
のあっ旋

求人開拓、
就職のあっせん

・チーム支援

＊個別の支援対象者や
産業界に働きかけ、各種
支援を通じて就職や社会
参加まで結びつける役割
を担う

自立相談支援機関サポステ

福祉と就労をつなぐ地域レベルのプラットフォームの整備による就職・社会参加の実現

◆地域支援協議会の運営
◆関係機関の相互リファーにより、対象者を適切な支援につなぐ
◆地域資源（民生委員など）・地域ニーズの把握
◆地域の経済界との連携による、個別求人開拓、職業訓練、職場実習等を通じた就職支援
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○ 就職氷河期世代の多種多様な課題に対応するとともに、今後３年程度で集中的に支援し、安定就職の流れを加
速化させるためには、国だけではなく、民間事業者による創意工夫を活かした支援も併せて活用することが重要である。

○ このため、特に不安定就労者の多い地域において、成果連動型の民間委託により不安定就労者の教育訓練、職場
実習等を行い、安定就職（正社員就職）につなげる事業の創設を検討する。

実施形式：就職氷河期世代の不安定就労者の多い全国10か所程度（P）の都道府県労働局を選定して、委託事業（成果連動型）
にて実施。

取組内容：①不安定就労者に対して、創意工夫を活かして、最大６ヶ月程度（P）の教育訓練、職場実習等を実施する場合に、
その訓練等にかかる費用を支給

②訓練等を経て安定就職し、一定期間定着した場合は、成果に連動した委託費を支給

○ 創意工夫を活かして、以下の教育訓練・職場実習等
を実施した場合に、その訓練等にかかる費用を支給
・職場見学や職業体験等就労意識の醸成に関する取組
・教育訓練等スキルアップにつながる取組
・職場実習等を受け入れる企業を開拓して、
当該企業での職場実習等実践的な取組 等

民

間

事

業

者 就
職 ＋

定
着

（委託事業のイメージ）

募集

不安定就労者

就職

実習先開拓

実践的な職場実習

○ 訓練等を経て安定就職につ
き、一定期間定着した場合は、
成果に連動した委託費を支給

※ 実施箇所数、訓練期間、委託費の額（成果に連動した委託費を含む。）については、今後、要精査

民間事業者のノウハウを活かした不安定就労者の就職支援
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○ 就職氷河期世代の不安定就労者については、概して能力開発機会が少なく、企業に評価される職務経歴も積めていな
い。また、就職活動の度重なる失敗により自分に自信が持てない、現状維持が精一杯で今後の展望を抱けない、正社員
就職を諦めているなど、様々な課題を抱えている者が多い。

○ こうした不安定就労者一人ひとりが置かれている課題・状況等に対応するため、ハローワークに専門窓口を設置して、
キャリアコンサルティング、生活設計面の相談、職業訓練のアドバイス、求人開拓等、それぞれの専門担当者がチームを
結成し就職から職場定着まで一貫した支援を実施する。

就職氷河期世代の不安定就労者

・企業に評価される職務経歴が乏しい
・正社員就職のためのスキルが足りない
・スキルを高めるための時間がない
・今後の生活プランが立てられない
・自分に自信がない
・自分にできる求人がない 等

専門担当者による
就職支援チームを結成

職業訓練あっせん

就職可能性の高い求人開拓

キャリアコンサルティング

専門窓口

就職への意欲喚起

チ
ー
ム
構
成
員
が
連
携
し
て
伴
走
型
支
援
を
実
施

定
着
に
向
け
た
雇
入
れ
企
業
支
援

就
職

ハローワークにおけるチーム支援 就職
定着
支援

自分の強みの再発見

個別支援計画の作成

職務経歴書作成指導
面接訓練

広報によりハローワークに誘導

ハローワークに専門窓口を設置、担当者によるチーム支援を実施
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就職氷河期世代向けの短期資格等習得コース（仮称）

ハロー
ワーク

就職氷河期世代の方向けの「短期資格等習得コース（仮称）」を創設し、短期間で取得でき、安定就労につながる資格等（例．運輸・建
設関係）の習得を支援するため、人材ニーズの高い業界団体等に委託し、訓練と職場体験等を組み合わせ、正社員就職を支援する出口
一体型の訓練を行う。さらに、求職中の非正規雇用労働者の方が働きながら受講しやすい夜間、土日やeラーニング等の訓練を提供する。

委託委託委託

厚生労働省

業界団体等
（建設）

業界団体等
（運輸）【P】

業界団体等
（農業）、（IT）、
（その他）・・・【P】

短期の訓練
例：小型クレーン
フォークリフト等
修了資格取得

※１直接申込者に対する
キャリアコンサルティング

短期の訓練
↓

資格・技能取得

求人
事業所

正社員
就職

出
口
一
体
型

業所管大臣
協
力
要
請

（求人開拓）、職場見学・
職場体験の調整、（職業
紹介）（※２）

求職者

非正規雇用
労働者を抱
える事業所
パート・有期雇
用労働者等

半日～3日間
程度の職場
見学・職場体
験

申し込み（※１）

求人
事業所

半日～3日間
程度の職場
見学・職場体
験

求人
事業所

半日～3日間
程度の職場
見学・職場体
験

・非正規雇用労働者
送り出し

正社員
就職

正社員
就職

・キャリアコンサルティング
・求職者送り出し
・業界団体と連携した
求人開拓
・職業紹介

・非正規雇用労働者の送り出し、
正社員転換 等

業界団体を通じた協力要請

求人
事業所

半日～3日間
程度の職場
見学・職場体
験

正社員
転換

非正規雇用
労働者を抱
える事業所

事業所内で
のOJT等

正社員
転換

非正規雇用
労働者を抱
える事業所

事業所内で
のOJT等

正社員
転換

非正規雇用
労働者を抱
える事業所

事業所内で
のOJT等

夜間・土日・
eラーニング
等の訓練

短期の訓練 →

→

資
格
・
技
能
取
得

※１ 同左 ※１ 同左

・正社員
転換支援

※２ 同左 ※２ 同左

業界団体等と連携し、短期間で取得でき、安定就労に有効な資格等の習得を支援
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入口 出口

生活困窮者
自立支援窓口

福祉事務所、ひき
こもり支援セン
ター、民生委員等

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
・
訓
練
実
施
機
関

就職氷河期世代の無業者が直面する、就職、職業的自立の実現に向けた困難、複合的な課題に鑑み、これまで概ね40歳未満の若年無業者

等の自立支援拠点として実績を上げてきた地域若者サポートステーション（サポステ）の専門知見を積極活用し、「入口」での福祉施策との

ワンストップ型・アウトリーチ型の組合せ等による支援対象者を把握し、働きかけ、支援する体制を全国的に整備する。

また「出口」でのハローワークの就職支援・訓練プログラム、企業との連携強化を図り、就職・正社員化等の職業的自立につながる働き

方実現を強力に推進する。（サポステ・プラス(愛称））

多
様
な
形
態
で
の
就
業
実
現

正
社
員
へ
の
移
行
、
そ
の
他
の
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ

自治体・福祉機関等

サポステ・プラス(愛称）

◎サポステ・プラス・ナビ(仮称）【新規】
（氷河期世代無業者一元案内、メール・電話等による一次相談機能整備）

就
職
氷
河
期
世
代
等
の
無
業
者

巡回相談

職場定着・ステップアッププログラ
ムの機能強化【拡充】

★過去のサポステ登録者の就業状況
フォローアップ

本人、家族からの
電話・メール相談 見立ての上、地元サポステへの案内

多様な形態によ
るアウトリーチ
展開

◎福祉機関等へのアウトリーチ型支援サポステ
（全都道府県カバー）【新規】

◎生活困窮者自立支援とのワンストップ型支援サポステ
（全国12箇所）〔令和元～２年度の２年計画〕

★上記２タイプのサポステ全所にアウトリーチ要員

（臨床心理士、ケースワーカー経験者等）を配置、

関係機関への巡回相談をはじめとするアウトリーチ

を展開【新規】

案内

全サポステにおいて、地域の実態に即した方法で、概ね

４０～５０歳の無業者を含めた相談体制を整備

地域の経済界の協
力も得た訓練・就
職の受け皿確保

＊職場体験プログラム等の強化【拡充】

地域若者サポートステーションの取組強化
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8050等の複合的な課題を抱える世帯への包括的な支援の推進、居場所を含む多様な地域活動の促進

・「断らない」相談支援体制の整備

・地域における伴走体制の確保 など

効果的
働きかけ

地域住民の参画と協働により、誰もが支え合う地域共生社会の実現に向けた取組

情報の“アウトリーチ”

支援に関する地域レベルでの周知・広
報の推進のための環境整備

必要な支援の情報が本人や家族の手
元に

受け止め必要な支援につなぐ

生活困窮者自立相談支援機関のアウ
トリーチの機能強化

ひきこもり地域支援センターと自立相
談支援機関の連携強化

社会参加に向けた支援

生活困窮者への就労準備支援事業等
の全対象自治体での実施の促進、就
労支援の強化

地域におけるひきこもり支援の強化
（中高年以上の者に適した支援の充
実）

一方向ではなく、本人・家族の状況に合わせた継続的な伴走支援

 「就職氷河期世代」であって生活支援等を必要とする人がどこにどれだけ存在するかも見えづらく、市町村等において課題として顕在化しに
くい
→ 支援の必要な人に関する情報やその支援に関するノウハウ・地域の資源に関する情報共有の不足

 行政の側から、ひきこもりの認定をすることはできず、あくまで、ひきこもり状態にある本人やその家族などからの支援の要請があって、初
めて支援が開始
→ 支援に関する情報が本人やその家族に確実に届いてない

「就職氷河期世代」の背景・課題

重点的な強化

支援が必要なすべての人に支援を届ける体制の強化
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働きたい人が働きやすい環境を整えるとともに、短時間労働者について、年金等の保障を厚くする観点から、被用者保険（年金・
医療）の適用拡大を進めていくことが重要。

① （2016年10月～）501人以上の企業で、月収8.8万円以上等の要件を満たす短時間労働者に適用拡大。

② （2017年４月～）、500人以下の企業で、労使の合意に基づき、企業単位で、短時間労働者への適用拡大を可能とする。（国・
地方公共団体は、規模にかかわらず適用とする）

③ 法律に基づき（※）、（2019年９月末までに）更なる適用拡大について検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を実施。

（
週
の
所
定
労
働
時
間
）

500人 （従業員数）

30時間

20時間

＜被用者保険の適用拡大のイメージ＞

平成28年10月からの
適用拡大の対象（約42万人）

(強制適用）

※ 人数は平成30年10月末時点のもの

被用者保険の適用対象
（強制適用）

平成29年４月からの
適用拡大の対象

(労使合意に基づく任意の適用)

※ 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律（平成24年８月10日法律第62号）附則（抜粋）

（検討等）

第２条第２項 政府は、短時間労働者に対する厚生年金保険及び健康保険の適用範囲について、平成三十一年九月三十日までに検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずる。

週30時間以
上

これまで ①2016年10月～

(1)週労働時間20時間以上

(2)月額賃金8.8万円以上（年収換算で約106万円以上）

（所定労働時間や所定内賃金で判断し、残業時間(代)等を含まない）

(3)勤務期間１年以上見込み

(4)学生は適用除外

(5)従業員 501人以上の企業等
（適用拡大前の基準で適用対象となる労働者の数で算定）

更なる適用拡大
について検討

②2017年４月～

左記(1)～(4)の条件の下、500
人以下の企業等について、

・民間企業は、労使合意に基
づき、適用拡大を可能に

・国・地方公共団体は、適用

③2019年９月末まで

短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大
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⇒ 雇用者全体＝5700万人

従来の適用対象
4400万人

適
用
事
業
所

適
用
事
業
所
以
外

適用拡大を実施済み

うち40万人

週30時間以上 週20～30時間 週20時間未満

550万人450万人

300万人

（注）「労働力調査2018年4〜8月平均」の特別集計を用いて推計したもの。なお、厚生年金の被保険者年齢の上限である70歳以上の雇用者は除いている。

①週労働時間20時間以上
②月額賃金8.8万円以上
③雇用期間1年以上
④学生ではない
⑤501人以上の企業等に勤務

※一部の業種（飲食業等）及び従業員5人未満の個人
事業所は制度上、強制適用対象外（非適用事業
所）

被用者保険の適用状況の見取り図
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３ 中途採用の拡大、副業・兼業の促進

Ⅱ 多様な就労・社会参加
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● AIなどの技術革新や産業構造の変化とともに、職業キャリアの長期化や、働き方のニーズの多様化が進
む中、企業・労働者の双方で中途採用・転職・再就職のニーズが高まっている。

● 人生100年時代に向けて、高齢者、女性、不安定就労者なども含めた様々な立場の方が、個々の事情に
応じて多様で柔軟な働き方を選択できるよう、中途採用の拡大や、副業・兼業の促進に向けた環境整備を
進めていく。

副業・兼業の促進Ⅱ

副業・兼業の促進に関するガイドラインや改定版モデル就業規則により、

原則として労働者は副業・兼業を行うことが可能である旨を周知

複数の事業主の下で働く場合の労働時間管理について、長時間労働を防
ぎ、労働者の健康を確保することに十分留意しつつ、副業・兼業の促進に資
するよう、健康確保の充実と労働時間管理の在り方について検討

複数の事業所で働く方の保護等の観点から、労災保険給付の在り方、雇用
保険及び社会保険の公平な制度の在り方について引き続き検討

副業・兼業の取組事例

・ 働き方の多様化・魅力的な職場作り、自社人材の外部での活用
（例：シニア人材を中小零細企業で活用）等の観点から促進

・ 認められる副業・兼業の要件は、
① 副業・兼業は、週20H未満かつ月平均30H以内とすること
② 他社に雇用されるときは、副業・兼業を行う週は自社で所定外勤務
をしないこと 等

・ キャリアアップ、セカンドキャリア等のための多様な働き方の促進の一環

・ 認められる副業・兼業の要件は、自社での業務に支障を及ぼしたり、

健康を害したりする可能性が低いこと 等

中途採用の拡大Ⅰ

再チャレンジの機会を拡大するため、個々の大企業に対し、中途採用比率
の情報公開を求める

「中途採用・経験者採用協議会」での知見を活用し、中途採用拡大に向
けた企業への働きかけを強化

ハローワークにおける求職者の状況に応じたマッチング支援の充実

職業情報提供サイト（日本版O-NET)（仮称）の2020年中の運用開始

中途採用等支援助成金の見直し

企業の中途採用拡大の好事例

・十分な知識と経験がある人材を即戦力として活用可能に

・ワークライフバランスに取り組んでいることが採用に有利に寄与

・誰もが長く働き続けられる環境の実現

女性社員の割合が高い製造業で、次のような多様な取組を実施

・ウェルカムバック制度
育児・介護等、家庭の事情で退職した従業員を再雇用。短時間勤務制
度の活用等、できる限り本人が希望する勤務体系を実現

・働きやすい環境の整備
働き方の選択肢を増やす、中途採用者への公平な処遇等

30

A社（銀行業）

B社（医薬品製造・販売）

多様な働き方の実現に向けて～中途採用の拡大、副業・兼業の促進～



４ 地域共生・地域の支え合いの実現に向けて

Ⅱ 多様な就労・社会参加
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● 人びとの暮らしや地域のあり方が多様化している中、地域に生きる一人ひとりが尊重され、多様な経路
で社会とつながり参画することで、その生きる力や可能性を最大限に発揮できる「地域共生社会」の実現
を目指す。

● 2040年には、人口減少・少子高齢化がさらに進展し、単身世帯が4割、就職氷河期世代の高齢化等の状
況にも直面。地縁・血縁による助け合い機能が低下する中、従来のタテワリの制度では複合化・複雑化し
た生活課題への対応が困難となる。このため、①丸ごと相談（断らない相談）の実現、②地域共生に資す
る取組の促進、③高齢者も障害者も利用できるサービスの推進について検討を行う。

 8050問題など、世帯の複合的なニーズやライフステージの変化
に柔軟に対応できるよう、新たな制度の創設を含め、包括的な
支援体制の構築に向けた方策を検討（制度別に設けられて
いる各種支援の一体的実施）

・「断らない」相談支援
・多様で継続的な「出口支援」（社会参加・就労支援、居住支援など）
・地域における伴走体制の確保

丸ごと相談（断らない相談）の実現Ⅰ

 高齢者も障害者も利用できるサービスの推進
・介護分野・障害分野の実態を踏まえた社会参加や就労的活動を
含むサービス・支援

高齢者も障害者も利用できるサービスの推進Ⅲ

 地域住民をはじめとする多様な主体がつながり、活動する
地域共生の取組の促進

・地域活動が生じるプラットフォームの形成・展開の支援等

・民間からの資金調達の促進
・NPO、社会福祉法人等の多様な主体による事業の促進
・地方創生施策、住宅セーフティネット制度との更なる連携や農福連
携の一層の推進など他省庁との連携策を促進

地域共生に資する取組の促進Ⅱ

※あわせて、就職氷河期世代等への支援の強化を検討
・生活困窮者への就労準備支援事業等の全対象自治体での実施の促進
・地域におけるひきこもり支援の強化

地域共生・地域の支え合いの実現に向けて
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丸ごと相談（断らない相談）の実現
～包括的な支援のための新たな仕組みの検討～

子

障

介

困

B自治体 多機関協働の連携のみを実施
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連携担当職員

○8050問題など、世帯の複合的なニーズや個人のライフステージの変化に柔軟に対応できるよう、市町村において断らない相
談支援を中心とした包括的な支援体制を構築する。

○また、多様な経路で社会とつながり参加する機会を確保する観点から、断らない相談支援と併せ、個人のニーズに合わせた
就労支援、居住支援などの“出口支援”や、地域における伴走体制の確保のための取組を実施する。

○各自治体における包括的な支援体制は、地域ごとの資源の状況などの多様性を踏まえる必要があり、各自治体が、創意工
夫を活かしながら柔軟に、その構築を進められるような制度設計とする。
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A自治体 「丸ごと相談支援機関」設置タイプ
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○地域における重層的なセーフティネットを確保していく観点から、住民をはじめ多様な主体の参画による地域共生に資する地
域活動を普及・促進。
○地域共生に資する地域活動の多様性を踏まえ、住民などの自主性や創意工夫が最大限活かされるよう、画一的な基準は設
けず、各主体に対し積極的な活動への参画を促す方策など環境整備を推進。

地域共生に資する取組の促進
～多様な担い手の参画による地域共生に資する地域活動の普及促進～

２．考えられる取組

１．概要

プラットフォーム（※1）

自治体

NPO、社会福祉法人等 福祉関係事業者

住民

・地域共生に資する活動の普及（プラットフォーム
の形成・展開の支援等）
・交付金による後押し など

・民間からの資金調達の促進
（例）ふるさと納税、SIB、共同募金、社会的インパクト評価
の推進、「再分配法人」（※２）の仕組みの応用 など

・地域づくりコーディネーターの配置の支援
・地域住民等による活動を促進するための、
介護保険制度上の工夫の検討

・NPO、社会福祉法人などの多様な主体
による地域共生に資する事業の促進

※１「プラットフォーム」･･･分野・領域を超えた地域づくりの
担い手が出会い、更なる展開が生まれる“場”

地域共生に資する地域活動
（例 地域食堂、空き家を活用した
世代間交流の拠点、認知症高齢者

等の地域における見守り 等）

※２「再分配法人」･･･地域の関係者の合意の下、地域で生み出
される多様な財源を地域全体を見渡せる法人に集約し、幅広いまち
づくり活動に再分配（助成等）する枠組み（国土交通省がガイド
ラインを作成し推進）

・有償ボランティアの促進

参画・寄附

参画

財政支援・職員派遣

参画
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高齢者も障害者も利用できるサービスの推進

○ 介護分野においては、社会参加や就労的活動などを取り入れる事業所が現れてきており、そ
の推進を求める声がある。

○ 障害福祉サービスにおいては、利用者の状態像（年齢や支援度合い等）が多様であり、65歳
以上で障害者として就労継続支援Ｂ型を利用する者が増加している。

○ 介護分野においては、今年度、新たに認知症予防などの介護予防に資するよう社会参加活
動のための体制整備を支援する事業を実施。併せて、調査研究事業を行い、要支援者等に対
する総合事業や要介護者に対するデイサービス等における社会参加や就労的活動などの事例
を把握する。

○ 障害福祉サービスにおいては、今年度、調査研究事業を行い、就労継続支援Ｂ型における高
齢利用者の実態等（利用者の状態像、支援の方向性、支援内容等）を把握する。

⇒これらを踏まえ、障害者や高齢者等の社会参加や就労的活動を含むサービスを推進する方
策について検討。

社会参加活動・就労的活動の推進

○ 障害者グループホームと認知症高齢者グループホームについては、一体的な運営を行うこと
が可能（居室以外の設備（居間、食堂、台所、浴室等）は共用可能）であるが、十分に周知がさ
れていないことから、一体的実施に関する運用について周知する。

グループホームの一体的運用の推進
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地域共生社会の実現に向けた他分野との連携
～大臣政策対話関連～

◆資産を有効活用できる環境の整備
・ 高齢社会における金融サービスの在り方等を検討している金融庁と積極的に連携しながら、資産の有効活用に関する考え方の普及を図るとともに、任意後見制
度（あらかじめ自らの希望する人に財産管理等を柔軟に依頼できる制度）に関する広報・相談を強化するなど、任意後見制度等の成年後見制度の利用を促
進する。
・ 金融機関従業員を対象とした認知症サポータ養成の推進や、日本認知症官民協議会を通じた「認知症バリアフリー社会」の実現に関する取組の推進。

○大臣政策対話等を踏まえ、地域共生社会の実現に向けた農福連携の一層の推進や住宅セーフティネット制度との更なる連
携など、他省庁との連携施策についても検討・調整。

農
福
連
携

◆全国的な機運の醸成
・ 職員食堂でのノウフクＪＡＳ商品を使ったメニューの提供など、厚労省自らが先頭に立った農福連携のＰＲ活動の実施
・ 2020オリパラ東京大会に合わせた、農福連携マルシェなど開催の検討
・ 障害者が気軽に農福連携に携われる機会創出の推進
・ 国・地方が一体となって、官民挙げたネットワークを強化していくための推進体制の構築に向けた取組の実施
・ 販路確保に向けた企業とのマッチングを念頭にした商談会型農福連携マルシェの開催やノウフクＪＡＳ商品のＰＲ活動の実施
・ 雇用分野での農福連携を進めるため、障害者が安定的に通年雇用されるような環境整備を推進
・ 農業分野におけるハロートレーニング（公的職業訓練）の推進
◆ ｢農｣｢福｣の広がりへの支援
・ 高齢者や困窮者、ひきこもり等働きづらさや生きづらさを感じている者に対する農作業を通じた就労・社会参加支援の展開に向けた取組の検討
・ 林業や水産業、畜産業といった地域に根差した１次産業分野での、地域課題解決型の障害者就労のモデル事業の創設等の検討
◆地域づくりへの展開
・ 地域に埋もれている人材を発掘し、就労継続支援事業等の職業指導員等にマッチングさせる仕組みの構築に向けた取組の実施
・ 自治体や民間団体と連携した、ノウフクＪＡＳ商品のＰＲの取組の実施

◆住まいの確保の支援
・ 生活困窮者への居住支援を推進するため、関係機関間の連携による支援を行う先進事例の収集及び課題分析等を行い、連携手法等を周知・普及
・ 居住支援法人の取組を促進する観点から、生活困窮者自立支援制度における居住支援に係る事業での活用（事業参加の促進、関係者の協議の場づくり
等）等、効果的な連携方策について検討
・ 住宅確保要配慮者向けの住宅等が円滑に確保されるよう、社会福祉法人による居住支援の取組の円滑化について本年度中に検討
◆住み慣れた住まいでの生活継続への取組の推進
・ 住宅団地の高齢者の居住を支援する取組や、高齢者向け住宅において高齢者が健康で生き生きと暮らせる取組の好事例を収集し、自治体等へ周知・普及
住宅団地の高齢者の居住支援の取組等の好事例を収集し、周知・普及
◆高齢者向け住まいにおける看取りの推進
・ 高齢者向け住まいにおけるACP（アドバンス・ケア・プランニング）の普及のための方策について本年度中に検討

住
宅
政
策

金
融
政
策

※この他、地域共生社会の実現に関し、地方創生施策、まちづくり施策などの連携施策についても検討。
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５ 「人生100年時代」への公的・私的年金制度の対応

Ⅱ 多様な就労・社会参加
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○ 多様な就労を年金制度に取り込む被用者保険の適用拡大

・ 各種要件の見直し
【現行：週20時間以上就労、月額賃金8.8万円以上、従業員501人以上等】

＜ 「人生100年時代」に生じる社会経済の変化 ＞

○ 就労期の長期化による年金水準の充実

・ 就労・制度加入と年金受給の時期や組合せの選択肢の拡大
・ 就労に中立的かつ公平性にも留意した在職老齢年金制度等の見直し
・ 私的年金の加入可能年齢等の見直し

就職氷河期世代対策 高齢者雇用の促進

＜改革の２つの大きな柱＞

出典：(独)労働政策研究・研修機構「労働力需給推計」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の人口推計(平成29年推計)」等より計算

○ 高齢期が長期化する社会

＜日本の将来推計人口＞ ※人口中位推計

・ 65歳平均余命 （2017年→2065年の変化）

男性：19.6歳 → 22.6歳 女性：24.4歳 → 27.9歳

・ 65歳を迎えた人が （1950年生まれ→1990年生まれ）

90歳に達する確率 男性：35% → 44% 女性：60% → 69%
100歳に達する確率 男性： 4% →   6% 女性：14% → 20%

○ より多くの人が、これまでよりも長く多様な形で働く社会

＜労働力需給の推計＞※労働参加進展シナリオの就業率（2017年→2040年の変化）

・ 男性 65～69歳 ： 54.8% → 70.1%

70～74歳 ： 34.2% → 48.1%
75歳以上 ： 14.1% → 17.5%

・ 女性 20～64歳 ： 71.7% → 83.7%

・ 短時間雇用者比率 ： 27.9% → 42.7%

より長く多様な形となる就労の変化を年金制度に取り込み、長期化する高齢期の経済基盤を充実

＜ 対応の基本的な考え方 ＞

「人生100年時代」を展望すると、「より多くの人が、これまでより長く多様な形で働く社会」、「高齢期が長期化する社会」
へと変化。

このような変化を踏まえて、人生100年時代に向けた年金制度改革に取り組む。

・基本的な考え方 「より長く多様な形となる就労の変化を年金制度に取り込み、長期化する高齢期の経済基盤を充実」

・改革の２つの柱 「多様な就労を年金制度に取り込む被用者保険の適用拡大」、「就労期の長期化による年金水準の
充実」

「人生100年時代」への公的・私的年金制度の対応
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働きたい人が働きやすい環境を整えるとともに、短時間労働者について、年金等の保障を厚くする観点から、被用者保険（年金・
医療）の適用拡大を進めていくことが重要。

① （2016年10月～）501人以上の企業で、月収8.8万円以上等の要件を満たす短時間労働者に適用拡大。

② （2017年４月～）、500人以下の企業で、労使の合意に基づき、企業単位で、短時間労働者への適用拡大を可能とする。（国・
地方公共団体は、規模にかかわらず適用とする）

③ 法律に基づき（※）、（2019年９月末までに）更なる適用拡大について検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を実施。

（
週
の
所
定
労
働
時
間
）

500人 （従業員数）

30時間

20時間

＜被用者保険の適用拡大のイメージ＞

平成28年10月からの
適用拡大の対象（約42万人）

(強制適用）

※ 人数は平成30年10月末時点のもの

被用者保険の適用対象
（強制適用）

平成29年４月からの
適用拡大の対象

(労使合意に基づく任意の適用)

※ 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律（平成24年８月10日法律第62号）附則（抜粋）

（検討等）

第２条第２項 政府は、短時間労働者に対する厚生年金保険及び健康保険の適用範囲について、平成三十一年九月三十日までに検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずる。

週30時間以上

これまで ①2016年10月～

(1)週労働時間20時間以上

(2)月額賃金8.8万円以上（年収換算で約106万円以上）

（所定労働時間や所定内賃金で判断し、残業時間(代)等を含まない）

(3)勤務期間１年以上見込み

(4)学生は適用除外

(5)従業員 501人以上の企業等
（適用拡大前の基準で適用対象となる労働者の数で算定）

更なる適用拡大
について検討

②2017年４月～

左記(1)～(4)の条件の下、500
人以下の企業等について、

・民間企業は、労使合意に基
づき、適用拡大を可能に

・国・地方公共団体は、適用

③2019年９月末まで

短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大の概要
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60歳 65歳 70歳 平均的な死亡年齢

※ 世代としての平均的な給付総額を示し
ており、個人によっては受給期間が平均
よりも短い人、長い人が存在する。

平均的な受給期間

（参考）繰上げ・繰下げによる減額・増額率

請求時の年齢 60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳 66歳 67歳 68歳 69歳 70歳

減額・増額率 △30％ △24％ △18％ △12％ △6％ － 8.4％ 16.8％ 25.2％ 33.6％ 42％

・繰上げ減額率＝0.5％×繰上げた月数（60歳～64歳）

減額率・増額率は請求時点（月単位）に応じて計算される。

・繰下げ増額率＝0.7％×繰下げた月数（66歳～70歳）

• 公的年金の受給開始時期は、原則として、個人が60歳から70歳の間で自由に選ぶことができる。

※繰下げについては、66歳到達以降でしか選択することができない。

• 65歳より早く受給を開始した場合（繰上げ受給）には、年金月額は減額（最大30％減額）となる一方、65歳より後
に受給を開始した場合（繰下げ受給）には、年金月額は増額（最大42％増額）となる。

• 繰上げによる減額率・繰下げによる増額率については、選択された受給開始時期にかかわらず年金財政上中立
となるよう設定されている。

受給開始時期（繰上げ・繰下げ受給制度）について
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対象者 概要 対象者数及び支給停止額 イメージ図

60～64歳

・ 賃金＋年金（厚生年金の定額部分も含

む）の合計額が28万円を上回る場合
は、賃金２に対し、年金を１停止。
・ 賃金が47万円を上回る場合は、
賃金１に対し、年金を１停止。
・ 厚生年金の支給開始年齢の段階
的引上げが完了する2025年（女性は

2030年）以降、対象はいなくなる。

約８８万人
約7,000億円

（参考）
受給者総数 約452万人

65歳以上

＜６５～７０歳＞
・ 賃金＋年金（基礎年金は対象外）の合
計額が現役世代の平均月収相当
（47万円）を上回る場合は、賃金２
に対し、年金を１停止。

＜７０歳以上＞
・ 65～70歳と同じ仕組みで、保険料
負担はなし。

約３６万人
約4,000億円

（参考）
受給者総数 約2,537万人

（※）年金額は１０万円と仮定

賃金（ボーナ
ス込み月収）

１８万円

賃金と年
金月額の
合計額

０

２８万円

１０万円

賃金（ボーナ
ス込み月収）

３７万円

賃金と年
金月額の
合計額

０

４7万円

１０万円

＊ 「２８万円」は、夫婦２人の標準的な年金額相当を報酬月額とする現役被保険者の平均月収（ボーナスを含む。）を基準として設定。
＊ 「４７万円」は、現役男子被保険者の平均月収（ボーナスを含む。）を基準として設定。なお、対象者数・受給者総数の時点である平成28年度の基準額は「４７万円」。

（※）平成２８年度末
対象者数、受給者数に、第２～４
号厚生年金被保険者期間のみ
の者は含まれていない。

（※）平成２８年度末
対象者数、受給者数に、第２～４
号厚生年金被保険者期間のみ
の者は含まれていない。

• 就労し、一定以上の賃金を得ている６０歳以上の厚生年金受給者を対象に、原則として、被保険者として保険料負担

を求めるとともに、年金支給を停止する仕組み。 （保険料負担分は、退職時に年金給付の増額として反映される）

• 60歳台前半については、基本的には就労期間であるところ、低賃金の在職者の生活を保障するために年金を支給す
る仕組み。

• 65歳以降については、下記の２つの要請のバランスの中で、高賃金の在職者の年金を支給停止する仕組み。
①働いても不利にならないようにすべき
②現役世代とのバランスから、一定以上の賃金を得ている者については、年金給付を一定程度我慢してもらい、年金制度の支え手に
回ってもらうべき

在職老齢年金制度の概要
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私的年金
①確定給付企業年金の加入者

②確定給付企業年金の支給
開始要件（年齢）

④iDeCoの加入者

⑤確定拠出年金の受給開始
時期の選択

⑥国民年金基金の加入員

２０～５９歳 ６０～６４歳 ６５～６９歳 ７０～７４歳 ７５歳～

人口
就業者数
雇用者数

６，２００万人
５，１００万人
４，７００万人

８００万人
５００万人
４５０万人

１０００万人
４５０万人
３００万人

７５０万人
２００万人
１００万人

１７００万人
１５０万人
５０万人

厚生年金被保険者数
〈雇用者に占める割合〉

３，８００万人
〈８１％〉

３００万人
〈６９％〉

１５０万人
〈４７％〉

５０万人
〈４０％〉

２０万人
〈３７％〉

公的年金
①国民年金の被保険者

②厚生年金の被保険者

③受給開始時期の選択

※人口、就業者数、雇用者数は2016年労働力調査、厚生年金被保険者数は2016年度末の数値
注１ 69歳までは厚生年金被保険者、70歳以上は在職している老齢年金の受給権者数（年金機構が支給するもので全額停止者数も含む）
注２ 20歳未満についても、適用事業所に使用される場合は被保険者となる。20歳未満の厚生年金被保険者は私的年金に加入可能。
注３ 企業型確定拠出年金については、規約で60歳以上65歳以下の一定の年齢に達したときに資格喪失することを定めており、60歳前と同一の実施事業所で引き続き使用される加入者は、60歳以降

当該規約で定める年齢に達するまで加入可能。
注４ 国民年金基金については、60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入者も加入可能。給付については、１口目は原則65歳から支給開始、２口目以降は給付のタイプによる。

（注１）

繰り下げ繰り上げ

（注２）

（注２）

（注２）

60～65歳の規約で定める年齢

任意の時点で受給可能（加入者期間に応じて制限あり）

（注２）

※繰り下げ可能

（注４）

（注３）

（注１）

③企業型確定拠出年金の加入者

就業年齢と年金の適用（加入）・受給との関係
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Ⅲ 健康寿命の更なる延伸（健康寿命延伸プラン）
１ 主な取組
２ 健康寿命の定義（指標）、延伸目標及び延伸の効果
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１ 主な取組

Ⅲ 健康寿命の更なる延伸（健康寿命延伸プラン）
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栄養サミット2020 を契機とした食環境づくり
＜新たな手法＞：自然に健康になれる環境づくり

45

次世代を含めたすべての人の
健やかな生活習慣形成等

Ⅰ

○東京での栄養サミット2020を契機に、関係省庁や民間の様々な主体と連携し、自然に健康になれる食環境づくりを推進。
【目標】

・2020年度末までに産学官連携プロジェクト本部の設置。

・2022年度までに野菜摂取量の増加（350g以上／日）、食塩摂取量の減少（8g以下／日）。

自然に健康になれる食環境づくりの推進

• 東京での栄養サミット2020（各国首脳級・閣僚級等）
を契機に、関係省庁や民間の様々な主体と連携し、自然
に健康になれる食環境づくりを推進。

• 適切な栄養・食生活情報の提供方法の開発
（例：SNS・ゲームアプリ） 等

① エビデンスの構築・強化・活用

② 健康な食事への接点拡大

• 民間主導の健康な食事・食環境の認証制度
の普及支援

• 健康な食事に資する商品の製造・流通拡大 等

③ 健康無（低）関心層への啓発

• 新たな食事摂取基準の普及
（食塩減少、フレイル予防等）

• 栄養素等摂取量の動向把握 等

具体的な取組（例）

健康な食事・食環境（スマートミール）認証制度

• 日本栄養改善学会が中心となり、生活習慣病関連の学会※や関連企業等
の協力の下、民間主体で認証制度を、平成30年4月に創設。

※ 「健康な食事・食環境」コンソーシアムは、平成31年４月現在、12学会等で構成。

厚生労働大臣と各業界関係者による政策対話【健康な食事の推進】を踏まえ、以下の取組を実施。

●官民対話を継続的に実施するとともに、自然に健康になれる食環境づくりのため、令和２年度末までに産学官連携プロジェクト本部を設置し、 産学
官で目標を共有した上で、それぞれの取組を展開。
●栄養サミット2020に向けて我が国の栄養・食生活改善の政策を強化するとともに、サミットにおいて我が国の栄養政策を国際発信。

日本栄養改善学会 日本給食経営管理学会
日本高血圧学会 日本糖尿病学会
日本肥満学会 日本公衆衛生学会
健康経営研究会 日本健康教育学会
日本腎臓学会 日本動脈硬化学会
日本補綴歯科学会 日本産業衛生学会

• 外食、中食（持ち帰り弁当）、事業所給
食で、「スマートミール」を継続的に健康的な
空間（栄養情報の提供や受動喫煙防止
等に取り組んでいる環境）で提供している
店舗や事業所を認証する制度。

• 認証は全国に拡大中。
認証件数は、188事業者。うち、２社は外食、中食の両方で認
証を取得。

外食部門：56事業者 中食部門：27事業者

給食部門：107事業所

北陸地方

石川県 1

四国地方

高知県 1

香川県 1

徳島県 1 1

中国地方

岡山県 1

広島県 1 6

九州・沖縄地方

熊本県 29

大分県 １

2

佐賀県 1

福岡県 1 1

長崎県 1 2

沖縄県 5

東海地方

岐阜県 2

三重県 1 2

静岡県 1１ 5

愛知県 6 5

1山形県 4

北海道・東北地方

岩手県 2

青森県 2 1

北海道 1 1

1５栃木県

関東・甲信越地方

千葉県 １ 1

山梨県 1

群馬県 1

2

2

埼玉県 2 2

新潟県 6

長野県 3

2 9

77東京都

近畿地方

奈良県 2１

1

滋賀県 3

兵庫県 1１

京都県 5

大阪府 2

数字は事業者数

北陸地方

石川県 1

四国地方

高知県 1

香川県 1

徳島県 1 1

中国地方

岡山県 1

広島県 1 6

九州・沖縄地方

熊本県 29

大分県 １

2

佐賀県 1

福岡県 1 1

長崎県 1 2

沖縄県 5

東海地方

岐阜県 2

三重県 1 2

静岡県 1１ 5

愛知県 6 5

1山形県 4

北海道・東北地方

岩手県 2

青森県 2 1

北海道 1 1

1５栃木県

関東・甲信越地方

千葉県 １ 1

山梨県 1

群馬県 1

2

2

埼玉県 2 2

新潟県 6

長野県 3

2 9

77東京都

近畿地方

奈良県 2１

1

滋賀県 3

兵庫県 1１

京都県 5

大阪府 2

数字は事業者数数値は事業者数



ナッジ等を活用した自然に健康になれる環境づくり
＜新たな手法＞：自然に健康になれる環境づくり、行動変容を促す仕掛け

次世代を含めたすべての人の
健やかな生活習慣形成等

Ⅰ

○健康無関心層に対して、本人が楽しく無理なく健康な行動をとれるような環境・仕掛けづくりを推進。

○スマート・ライフ・プロジェクト（※）等の取組を推進し、ナッジ理論やボランティア等の地域資源の活用の視点も踏まえた事例集の作成や健
康寿命延伸に資する優れた取組の表彰等を通じ、好事例の横展開を図る。
（※）「適度な運動」「適切な食生活」「禁煙・受動喫煙防止」「健診・検診の受診」をテーマに、健康づくりに取り組む企業・団体・自治体を支援する取組

【目標】

・2022年度までにスマート・ライフ・プロジェクト参画団体数を7,000団体とする。

46

【健康寿命延伸に資する優れた取組の表彰事例】

• 平成29年11月の第6回アワード（「健康寿命をのばそう！アワード」）において、「厚生労働省健康局長 優良賞」の自治体部門として、野
菜摂取量増加に取り組む足立区を選出。

• 足立区では、区民の野菜摂取量が国の目標より100ｇ以上少ないというデータに注目。

• 特に区の調査で推定野菜摂取量が少ない世代として判明した20代、30代の男性は外食や中食が多い。

• 区内の飲食店に協力を求め、ラーメンや焼肉を注文しても自ずと食前ミニサラダが出てくるような「ベジファーストメニュー」や、一食で野菜が120
ｇ以上摂れる「野菜たっぷりメニュー」などが提供される「あだちベジタベライフ協力店」を置いた。

※ この他、「子どもの頃からの良い生活習慣の定着」を目指し、学校給食での啓蒙活動なども実施。

ロゴマーク チラシ （参考）ナッジ理論：実践行動経済学

• ノーベル経済学賞のリチャード・セイラー氏が提唱。「背中を押し
たり、肘で軽くつつく」といった意味。

• 選択肢をうまく設計・配置することによって、人の背中を押すよ
うに、人々に適切な選択をさせることやその手法を指す。

• イギリスやアメリカでは、政府において「ナッジ・ユニット」が設置さ
れ、研究が進んでいる。

（活用事例）

• 男性トイレの小便器に的となる絵を描いて飛散を防ぐ

• 電車で座席に近い色の濃い部分に足を置くように促す

• 駅構内でのスクワットの実施で地下鉄乗車券の配布

住んでいるだけで自ずと健康に！「あだちベジタベライフ～そうだ、野菜を食べよう～」（東京都足立区）

○糖尿病対策に重点を絞り、区民の生活の質の向上と健康寿命の延伸を目指す



次世代の健やかな生活習慣形成の推進
～子育て世代包括支援センター設置促進、妊娠前・妊産婦の健康づくり～

次世代を含めたすべての人の
健やかな生活習慣形成等

Ⅰ

○子育て世代包括支援センターの全国展開により健やかに育まれる環境や生活習慣確立のための支援体制を構築。

○また、生涯を通じて健やかに生活するためには、妊娠中や子どもの頃からの健康が重要であることから、生涯を通じた健康づくりの推進に向
けて、妊産婦の食生活指針の改定や授乳・離乳支援ガイドの普及啓発等を通じて、妊娠前・妊産婦の健康づくりの支援を行う。

【目標】

○子育て世代包括支援センターを2020年度末までに全国展開

○長期的に増加・横ばい傾向の全出生数中の低出生体重児の割合の減少

①妊産婦、乳幼児等の実情の把握

②妊娠・出産・育児に関する相談対応・必要な情報提供・助言

③支援プランの策定（保健指導）

④保健、医療、福祉、教育の関係機関との連絡調整

地域全体における
妊娠期から子育て期にわたる
切れ目のない包括的な支援
体制を全国的に構築

子育て世代包括支援センターの主な機能 2020年度末までに全国展開

授乳・離乳支援ガイドの普及啓発

• 本ガイドは、授乳・離乳の望ましい支援の在り方について、保健医療従事者を対象に基本的事項を共有し、一貫した支援
を進めるために作成されたもの。

• 科学的知見の集積や社会環境等の変化を踏まえ、約10年ぶりに改定し、2019年３月に公表。改定内容を踏まえ、一
般の方にもわかりやすく示す。

壮年期

更年期

老年期

若年成人期

学童・思春期

健康寿命延伸

妊娠・出産期

新生児期

乳幼児期

胎児期

妊産婦の食生活指針の改定

• 妊産婦の食生活支援について、妊娠前からの食生活の重要性も踏まえ2006年に本指針を作成し、啓発を図っている。
• 一方で、低出生体重児や若年女性のやせが減少しないといった課題、科学的知見の集積や社会環境等の変化等を踏まえ、
本指針の改定を行う。

子育て世代包括支援センター設置促進

妊娠前・妊産婦の健康づくり
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PHRの活用促進
＜新たな手法＞：行動変容を促す仕掛け
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次世代を含めたすべての人の
健やかな生活習慣形成等

Ⅰ

○特定健診、薬剤、乳幼児健診等のデータは2020年度（薬剤は2021年度）からマイナポータルを活用して提供開始を目指している。

(予防接種歴は2017年度より提供開始)
【目標】

・PHRの更なる推進に向けた基本的な方向性の整理。（2020年度早期に一定の結論を得る。）

・現在検討中の健診情報の他、さらに必要な健康等情報を電子記録として本人に提供する仕組みを構築する。

過去の健診結果等も含め、データを簡単に確
認できることで自分自身の健康管理、健康づく

りに役立てることができる

災害等により、母子健康手帳や紙による健
診結果等を紛失した際にも情報へのアクセ

スが可能になる

過去の予防接種歴を簡単に確認できるととも
に、接種時期を知ることができる

重複投薬の削減等が
期待できる

健診結果等の情報を簡単に医療従事者に提供
できることにより、医療従事者との円滑なコミュニ

ケーションが可能となる

PHRとは PHR推進によるメリット

今後の方向性
○PHRの更なる推進に向け、各情報 (健診・検診情報、医
療等情報)ごとにPHRとして情報提供するための課題(①提
供する情報 ②データの円滑な提供 ③データの適切な管
理 ④データの効果的な利活用) を整理するため、検討会
を立ち上げ議論。基本的な方向性を整理する。



女性の健康づくり支援の包括的実施①
～女性の健康支援のためのウェブサイトの充実・教育プログラム等の作成～

49

次世代を含めたすべての人の
健やかな生活習慣形成等

Ⅰ

○ 厚生労働科学研究により、女性の健康に関する情報を得るためのウェブサイトの充実や、女性のライフステージを考慮
した健康教育指導テキスト及び教育プログラムの作成を通し、女性の健康を包括的に支援する。

【目標】

・「女性の健康推進室ヘルスケアラボ」の閲覧数（※）の向上

・2019年度中に女性の健康支援教育プログラムを策定

○世界標準となるInternational technical guidance on sexuality education2018の内容を踏ま
え、女性のライフステージを考慮した健康教育指導テキスト及び教育プログラムを作成（※）

○作成したテキスト及びプログラムを活用し、女性の健康を支援する立場にある専門職等に対する
効果的な研修等を実施

◇女性の健康ガイド
ライフステージ別の健康に関する悩みや疑問を詳しく解説。
◇病気を調べる
キーワードや症状で簡単に気になる病気を調べることができる検索機能。
◇セルフチェック
簡単な質問に答えるだけですぐにセルフチェックが可能。
◇病気Q&A
女性の病気と悩みをQ&A形式で詳しく解説。
◇BMI測定
身長と体重を入力し、簡単にBMIを測定できる機能。等

コンテンツ説明

【女性の健康に関する情報発信のためのウェブサイトの充実】

【女性のライフステージを考慮した健康教育指導テキスト及び教育プログラム作成】

（※）2018年実績：9,564,450ページビュー

（※）厚生労働科学研究により作成

○女性の健康課題に関する情報を手軽に得るための情報基盤として、「女性の健康推進室ヘルスケアラボ」のサイトを2016年3月に開設
（※）

研究成果を踏まえ、更なるコンテンツの充実を図る。
（※）厚生労働科学研究により開設



女性の健康づくり支援の包括的実施②
～各ライフステージにおける女性の健康に関する主な施策等について～
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次世代を含めたすべての人の
健やかな生活習慣形成等

Ⅰ

思春期 高齢期性成熟期 出産期 更年期

介護予防
（認知症予防含む）

女性健康支援センター
○全国73ヵ所（2018年７月１日時点）※自治体単独１３か所
○各ライフステージに応じた身体的・精神的な悩みに関する相談指導や、相談指導を行う相談員の研修を実施

摂食障害
○摂食障害全国基幹センターを1カ所（東京）、摂食障害治療支援センターを4カ所（宮城、千葉、静岡、福岡）に設置
○全国摂食障害対策連絡協議会を年2回開催

女性の健康の包括的支援に向けた研究

がん検診（子宮頸がん・乳がん等）・骨粗鬆症検診等
○子宮頸がん検診（２０歳以上）、乳がん検診（４０歳以上）等
○骨粗鬆症検診（４０歳、４５歳、５０歳、５５歳、６０歳、６５歳及び７０歳）

性感染症対策
○性感染症検査（性器クラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス感染症、尖圭コンジローマ、梅毒、淋菌感染症の５疾患）・相談等の実施

安心して妊娠、出産するための支援及び体制整備
○子育て世代包括支援センター
・実施市町村数：761市区町村（1,436か所）（2018年4月1日現在）
・「母子保健サービス」 と 「子育て支援サービス」 を一体的に提供できるよう、
きめ細かな相談支援等を行う。

○産前・産後サポート事業、産後ケア事業
○妊産婦健診
○周産期医療体制の充実 等

働く女性の母性保護、母性健康管理
○産前産後休業等、妊産婦のための健康診査の時間確保等

仕事と育児の両立支援
○育児休業等両立支援制度の整備、育児休業中の経済支援、両立支援に
取り組む事業主への支援等

○ 女性の心身の状態が人生の各段階に応じて大きく変化するという特性に着目した対策を実施する。

○ 女性の就業等の増加、未婚化・晩婚化といった婚姻をめぐる変化、平均寿命の伸長等に伴う女性の健康に関わる問題の変化に応じた対策を実施する。

【目標】

・女性の健康寿命の延伸

女性の健康に関する施策の全体像



○ 今年度とりまとめを行ったナッジ理論等を活用した取組事例のハンドブックも活用して、以下の取り組みを行う。
・ 特定健診・保健指導について、先進・優良事例の横展開等、実施率の向上につながる効果的な方策等を検討する。
・ がん検診について、国立がん研究センターが開発した乳がん検診受診勧奨はがきなどの効果的な受診勧奨を支援するとともに、がん
検診受診率向上に効果をあげた自治体の優良事例の横展開を行う。

【目標】
○ 2023年度までに、特定健診実施率70％以上・特定保健指導実施率45％以上等を目指す。
○ 第3期がん対策推進基本計画に基づき、 2022年度までにがん検診受診率50％の達成を実現し、がんの年齢調整死亡率の低下を目指す。

特定健診とがん検診の同時受診（ナッジの活用）
（福井県高浜町）

 Opt-outフォームで特定健診とがん検診のセット
受診率アップ。セット受診により受診時間を短縮
（平均約40分）

 受診者の負担と経費を軽減。

セット受診そのものについ
て希望日を囲む（オプトア
ウト式）

（出典：受診率向上施策ハンドブック（第２版））

ソーシャルマーケティングを活用した
がん検診の受診勧奨

（出典：国立がん研究センター保健社会科学研究部）

● 国立がん研究センターで開発したソーシャルマーケティングを活用
した受診勧奨用の資材（無料配布）。未受診者の特性にあわせたメッ
セージによる個別勧奨・再勧奨を行う。

● 全国43都道府県194市町村で受診勧奨を実施。その結果、一部の自
治体では、2~4倍程度のがん検診の受診率向上を達成

ナッジ等を活用した健診・検診受診勧奨
＜新たな手法＞：行動変容を促す仕掛け

疾病予防・重症化予防Ⅱ

（活用事例）
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○ 膵がんなどの難治性がんは、胃がんなどに比べて、早期発見が困難なことが生存率に影響する要因の１つ。
○ がんを早期発見し、早期治療に結びつけるため、「がん研究10カ年戦略」中間評価（平成31年4月）に基づき、より精度の高い検査
方法に関する研究や低侵襲かつ早期発見の診断技術として、リキッドバイオプシー（血液等の体液サンプルに含まれているがん細胞など
を使って診断する技術）等のがん検査の研究開発を推進する

【目標】
・第3期がん対策推進基本計画に基づき、がんの早期発見を通じて年齢調整死亡率の低下を目指す。

リキッドバイオプシー等のがん検査の研究・開発疾病予防・重症化予防Ⅱ

がん診療連携拠点病院院内がん登録 2008-2009年５年生存率集計報告書

診断時のステージ別の割合 ５年生存率

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

全て

Ⅳ:20%

Ⅲ:8%

Ⅲ:20%

0% 50% 100%

10%

71%

胃がん

膵がん

95%

68%

43%

10%

43%

21%

7%

2%

Ⅲ＋Ⅳ
28%

Ⅲ＋Ⅳ
71%

Ⅱ:8%

Ⅰ:64%

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

全て

Ⅳ:51%
Ⅱ:23%

Ⅰ:6%

がんのステージ別割合及び５年生存率

・「リキッドバイオプシー」とは、主にがんの領域で、針等を
使って腫瘍組織の一部を直接採取する従来の生検（バイオプ
シー）に代えて、血液等の体液サンプルに含まれているがん細胞
やがん細胞由来のDNA等を使って診断する技術のこと

リキッドバイオプシーとは

主な研究事業(AMED)

 膵がんの早期発見のため、診
断バイオマーカーを開発し、血
液検査をキット化した。この新し
い血液バイオマーカーを用いた
試験的膵がん検診の検証を行
う臨床研究を行う

 血液検査でスクリーニングした
リスク集団に、画像検査等によ
るがん検診を行うことで、早期
膵臓がん診断の実現を目指す

 膵がんによる死亡率減少への
貢献が期待

実施機関：国立がん研究センター

今後の展望（イメージ）
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慢性腎臓病診療連携体制の全国展開

53

疾病予防・重症化予防Ⅱ

○予防・健康づくりを推進するため、かかりつけ医・腎臓専門医療機関等が連携し、慢性腎臓病（CKD)患者を早期に適切な診療につな
げる慢性腎臓病（ＣＫＤ）診療連携体制の構築や、先進事例の横展開などを通じて疾病予防・重症化予防に取り組む。

【目標】
・2028年までに新規透析導入患者を35,000人以下に減少させる（2017年 40,959人）。
・慢性腎臓病（ＣＫＤ）診療連携体制の構築した都道府県数を増加させる。

■年間新規透析導入患者数の推移■ＣＫＤ診療連携体制のイメージ

都道府県
地方の医師会、関

係団体など
連携

かかりつけ
医

腎臓専門医
療機関

住
民

二人主治
医制度

対
象
者
の
抽
出

紹介

逆紹介

保健師 看護師

薬剤師
管理栄
養士

区市町村

療養指導

支援・協力 情報共有

市区町村に対策を周知 関係者に対策を周知

行政：円滑なＣＫＤ診療連携体制を推進

保険者など

（出典）『一般社団法人日本透析医学会 我が国の慢性透析療法の現況
（2017年12月31日現在）』をもとに作成

2028年までに35,000人以下に減少
（2016年に比べ、約10％減少）



保険者インセンティブの強化

54

疾病予防・重症化予防Ⅱ

（右半分）
後期加減算

保険者努力支援制度（全体像）

主な市町村指標の
都道府県単位評価

○主な市町村指標の都道府
県単位評価
･特定健診･特定保健指導
の実施率 等

指標① 医療費適正化の
アウトカム評価

○都道府県の医療費水準に
関する評価

指標② 都道府県の取組状況

○都道府県の取組状況
･医療提供体制適正化の推進
･法定外繰入の削減 等

指標③

都道府県分（500億円程度）

保険者共通の指標

後発医薬品の使用促進に関する
取組の実施状況

指標⑥

加入者の適正受診・適正服薬を
促す取組の実施状況

指標⑤

広く加入者に対して行う予防
･健康づくりの取組の実施状況

指標④

糖尿病等の重症化予防の取組の
実施状況

指標③

特定健診･特定保健指導に加えて
他の健診の実施や健診結果等に
基づく受診勧奨等の取組の実施状況

指標②

特定健診･特定保健指導の実施率、
メタボリックシンドローム該当者及
び予備群の減少率

指標①

保険者共通の指標

適正かつ健全な事業運営の実施
状況

指標⑥

第三者求償の取組の実施状況指標⑤

地域包括ケアの推進に関する
取組の実施状況

指標④

給付の適正化に関する取組の
実施状況

指標③

医療費の分析等に関する取組の
実施状況

指標②

収納率向上に関する取組の実施
状況

指標①

市町村分（500億円程度）

0

加算と減算の規模は同じ

特定健診・保健指導
の実施率が低い

10％

2020年度
10％

後期高齢者支援金の加減算制度（全体像）

減算（インセンティブ）

加算（ペナルティ）

１．支援金の加算（ペナルティ）
・ 特定健診57.5％（総合は50％）未満、保健指導10％（総合は5％）未満に対象範囲を段

階的に拡大。加算率を段階的に引上げ。

※加算率＝2018年度から段階的に引上げ 2020年度に最大10%（法定上限）

２．支援金の減算（インセンティブ） ※減算の規模＝加算の規模
・ 特定健診・保健指導の実施率に加え、特定保健指導の対象者割合の減少幅（＝成果指標）、
がん検診・歯科健診、事業主との連携等の複数の指標で総合評価
※減算率＝最大10%〜1% ３区分で設定

（項目）

・特定健診・保健指導の実施率、前年度からの上昇幅（＝成果指標）

・特定保健指導の対象者割合の減少幅（＝成果指標）

・後発品の使用割合、前年度からの上昇幅（＝成果指標）

・糖尿病等の重症化予防、がん検診、歯科健診・保健指導等

・健診の結果の分かりやすい情報提供、対象者への受診勧奨

・事業主との連携（受動喫煙防止、就業時間中の配慮 等）

・予防・健康づくりの個人へのインセンティブの取組 等

好事例の横展開、評価指標の見直し等に取り組む

○ 保険者努力支援制度について、生活習慣病の重症化予防につながる指標の配点割合を高める等、配点基準のメリハリ強化や成果指
標の導入拡大等、指標の見直しを検討。

○ 後期高齢者支援金の加減算制度については、順次の好事例の横展開、評価指標の重点項目の見直しなどに取り組む。

【目標】
・ 保険者努力支援制度の評価指標において、2019年夏を目途にメリハリの強化を検討。
・ 加減算制度については、2021年度からの中間見直し（指標や配点の本格的な見直し）に向けて、2019・2020年度の２年間で、新
たな制度の適用状況の分析・事例の収集や、保険者による保健事業への影響分析などに重点的に取り組む。

配点基準のメリハリ強化、成果指標の導入拡大の検討



医学的管理と運動プログラム等の一体的提供
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疾病予防・重症化予防Ⅱ

○生活習慣病の発症や重症化のリスクのある者に対しては、医療のほか、適切な運動プログラム等を組み合わせて提供することが重要。

【目標】

・本年度中に運動施設での標準的プログラムの策定。（年齢、性に着目した効果的な運動プログラムの策定）

・医療機関と保険者・民間事業者等の連携を進め、インセンティブ措置も最大限に活用しつつ、患者等を運動等のプログラムにつなげていく。

○患者：医学的根拠に基づいた運動プログラム等を受けることができる。
○医療機関：治療効果アップが期待できるほか、事業範囲を運動サービス等に拡大できる。

○民間事業者：これまでリスクのために敬遠しがちであった患者を対象にサービスを提供できる。

各主体のメリット

②民間事業者の紹介
（運動処方等）

医療機関

民間事業者又は
医療機関自身
（運動プログラム等の実施※）

保険者

①受診

保険者へのインセンティブ：インセンティブ交付金等

住民へのインセンティブ①：医療費控除
健康増進施設等におけるプログラム参加
費用の医療費控除

民間事業者・医療機関へのインセンティブ：
保健事業のスキームによる費用補助

③プログラムへの
参加

⑤実施状況報告

⑥報告を受け
治療に反映

医療機関へのインセンティブ：
運動処方等に関する診療報酬
や自由診療による対価の徴収

※医療機関による運動処方を促進するため、健康
増進施設のプログラムを明確化
年齢や性別等も勘案した適切な運動プログラム
の提供を推進

・医療機関への受診勧奨
・運動プログラム等への参加勧奨

ICTを活用した
関係者間での情報共有

住民（加入者）
（生活習慣病患者等）

④プログラムの提供

住民へのインセンティブ②：民間保険
プログラム参加費用を民間保険において支援

各主体の連携イメージ



生活保護受給者への健康管理支援事業
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疾病予防・重症化予防Ⅱ

○生活保護制度は、被保護者の最低生活を保障するとともに、自立の助長を図ることを目的としている。自立の助長については、経済的自
立だけでなく、日常生活自立や、社会生活自立といった側面からも、支援を講じていくことが必要。

○一方で、被保護者の多くは、医療保険者が実施する保健事業の対象とはなっていないが、多種多様な健康上の課題を抱えている場合も
あることから、医療と生活の両面から健康管理に対する支援を行うことが必要。このため、医療保険におけるデータヘルスを参考に、福祉事
務所がデータに基づき生活習慣病の発症予防や重症化予防等を推進する。

【目標】

・2021年1月までに全自治体で「被保護者健康管理支援事業」を実施する。

被保護者健康管理支援事業の流れ

① 現状・健康課題の把握 ② 事業企画 ③ 事業実施

■ 自治体毎に現状（健康・医療等情報、社
会資源等）を調査・分析し、地域の被保護
者の健康課題を把握（地域分析を実施）

支払基金 保健部局 国

レセプト情報
の送付

健診情報
等の収集

全国ベースの医
療費等の分析
の提供

ケースワーク
による情報
収集

福祉事務所

■ 地域分析に基づき、自治体毎に事業方針
を策定。以下の取組例のオに加え、ア〜エか
ら選択

ア 健診受診勧奨
イ 医療機関受診勧奨
ウ 生活習慣病に関する指導・生活支援
エ 主治医と連携した保健指導・生活支援

（重症化予防）
オ 頻回受診指導

※ 試行事業用の手引き（平成30年10
月）より。このほか、自治体の試行事業の状
況等を踏まえ、手引き改定時に必要な事業
方針の追加を検討

■ 事業方針に沿い、リスクに応じた階
層化を行い集団または個人への介入
を実施
※ 医学的な介入のみではなく社会参
加等の側面に留意した取組を実施

④ 事業評価

■ 設定した評価指標に沿い、ストラク
チャー、プロセス、アウトプット、アウトカ
ム評価を実施

健康の保持増進により、被保護者の自立を助長



歯周病等の対策の強化
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疾病予防・重症化予防Ⅱ

○口腔の健康の保持・増進が、健康で質の高い生活を営む上で基礎的かつ重要な役割を果たしていることから、ライフステージごとの特性を踏
まえつつ、生涯を通じた切れ目のない歯科口腔保健施策を展開していくことが重要。

○近年、口腔の健康と全身の健康の関係が明らかとなってきていることから、生涯を通じた歯科健診の充実、保健指導の充実、歯科受診が
必要な者の歯科医療機関へ受診を促すなどの方策が重要。

【目標】60歳代における咀嚼良好者の割合を2022年度までに80%以上とする。

要介護者に対する口腔ケアの効果として、口腔ケア群では
対照群に比べて２年間の肺炎発症率が有意に低かった。

○「糖尿病診療ガイドライン2016」

日本糖尿病学会

・歯周病は、慢性炎症として血糖コントロールに

悪影響を及ぼす。

・歯周炎の重症度が高いほど血糖コントロールが

困難になる。

○「糖尿病患者に対する歯周治療ガイドライン

日本歯周病学会(2014年)

・重症の歯周病を放置すると糖尿病が発症する、

あるいは耐糖能異常を生じる可能性がある。

歯科健診や保健指導の充実を図り、歯科医療機関への受診を促すなど、全身の健康にもつながる歯周病等の対策の強化

○歯科健康診査推進等事業（平成30年度から実施）等を活用し、歯科健診の好事例の収集及び文献レビュー、歯科健

診・保健指導のパイロット調査の結果等を踏まえ、効果的・効率的な歯科健診・保健指導の標準的なモデルの提案等

を行っていく。

○う蝕、歯周病等の対策に関するワーキンググループを順次設置し、それぞれの対策を検討していく。

○研究結果や歯周病等の対策に関する検討状況等を踏まえ、全身の健康にもつながる歯科健診等の歯周病等の予防を推

進し、併せて国民への情報提供等について検討していく。

歯周病と糖尿病の関係について、関係学会
のガイドラインにおいて見解が示されている。

口腔の健康と全身の健康との関係の例

（例）歯周病対策

・歯周病等の重症化予防のための歯石除

去等は保険適用の対象となっているが

（成人の約７割が歯周病にり患）、必ず

しも歯科医療機関への受診に結びついて

いないとの指摘がある。

・現行、歯科健診については、学校保健法

での健診や後期高齢者の健診は行われて

おり、成人に対しては、歯周疾患検診が

40〜70歳までの間の10歳刻みで行われ

ている。

現行の歯周病等の対策の例

2

年
後
の
肺
炎
発
症
率

対照群
(N=34)

口腔ケア群
(N=21)

p<0.05

(%) 

Yoneyama T, Yoshida Y, Matsui T, Sasaki H: Lancet354(9177), 515, 1999.



「通いの場」の更なる拡充
＜新たな手法＞：行動変容を促す仕掛け

介護予防・フレイル対策、
認知症予防

Ⅲ

○ 介護予防は、要介護状態等の予防や軽減、悪化の防止を目的として行うもの。

○ 高齢者本人へのアプローチだけではなく、地域づくりなどの高齢者本人を取り巻く環境へのアプローチが重要との考えに基づき、住民主体の
通いの場を充実させ、人と人とのつながりを通じて、参加者や通いの場の拡大を推進する。

○ 通いの場では、体操や茶話会、趣味活動等の取組が行われている。通いの場の推進は、個人の介護予防に資するとともに、地域づくりの
推進にもつながる。

【目標】

・2020年度末までに通いの場への参加率を6％にする。

● 介護予防として、「通いの場」等を更に拡充していくことが重要。更なる推進に向け
て、介護保険制度の保険者機能強化推進交付金（インセンティブ交付金）を活
用。

● 具体的には、配分基準のメリハリを強化しつつ、「通いの場」の拡充、介護施設にお
ける高齢者の就労・ボランティアを後押しする取組、これらを推進等するためのポイン
トの活用などを重点的に評価。

【介護予防に関するインセンティブ措置】

通いの場の数と参加率の推移 （参加率(％)）

43,154
55,521

70,134 76,492
91,059

2.7％
3.2％

3.9％
4.2％

4.9％
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60,000

70,000
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100,000

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

箇所数 参加率（％）

（箇所数(箇所)）

住民主体の
通いの場

運動機能向上
体操等

口腔機能向上
体操等

社会参加促進
ボランティア、茶
話会、趣味活動等

低栄養予防
会食等

認知機能低下予防
自己チェック等

通いの場の主な内容内訳

51.4% 4.1% 20.5% 4.7% 17.5% 1.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

平成29年度

体操 会食 茶話会 認知症予防 趣味活動 その他

出典：平成25年度〜29年度 介護予防・日常生活支援総合事業（地域支援事業）の実施状況に関する調査 58



高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施

66

介護予防・フレイル対策、
認知症予防

Ⅲ

○ 高齢者一人ひとりに対して、心身の多様な課題（フレイル等）に対応したきめ細やかな保健事業を行うため、市町村

における保健事業と介護予防の一体的な実施を推進。

【目標】

・2024年度までに全ての市区町村において一体的な実施を展開

疾病予防・
重症化予防

生活機能の改善
高齢者

※フレイルのおそれ
のある高齢者全体
を支援

保健事業
介護予防の事業等

医療・介護データ解析

④多様な課題を抱える高齢者や、
閉じこもりがちで健康状態の不明
な高齢者を把握し、アウトリーチ
支援等を通じて、必要な医療サー
ビスに接続。

②高齢者一人ひとりの医療・介護等の情報を一括把握
③地域の健康課題を整理・分析

かかりつけ医等

⑥社会参加を含む
フレイル対策を
視野に入れた取
組へ

①事業全体のコーディネートや
データ分析・通いの場への積極
的関与等を行うため、市町村が、
地域に保健師、管理栄養士、
歯科衛生士等の医療専門職を配置

⑦医療専門職が、
通いの場等にも
積極的に関与

⑤国民健康保険と後期高齢者
医療制度の保健事業を接続

⑨民間機関の連携等、通い
の場の大幅な拡充や、個
人のインセンティブとな
るポイント制度等を活用

国保中央会・国保連が、
分析マニュアル作成・市町
村職員への研修等を実施

要介護
認定

介護
レセ

フレイル
状態の
チェック

⑪通いの場に、保健医療の視点からの支援
が積極的に加わることで、

・通いの場や住民主体の支援の場で、専門
職による健康相談等を受けられる。

・ショッピングセンターなどの生活拠点等
を含め、日常的に健康づくりを意識でき
る魅力的な取組に参加できる。

・フレイル状態にある者等を、適切に医療
サービスに接続。

健診
医療
レセ

市町村が一体的に実施

経費は広域連合が交付
(保険料財源＋
特別調整交付金)

⑩市民自らが担い手
となって、積極的
に参画する機会の
充実

⑧通いの場への参加勧奨や、事業内容
全体等への助言を実施 59

http://images.google.co.jp/imgres?imgurl=http://business-icon.com/material/005.png&imgrefurl=http://business-icon.com/01-work/005-work.html&usg=__nIn4gvn4ZA8mwgLb0o_Wv9fecPM=&h=300&w=300&sz=8&hl=ja&start=7&zoom=1&tbnid=zm8ehAUOSRSd8M:&tbnh=116&tbnw=116&ei=gFn-UI2PKJHbkgXJ-IDoBg&prev=/search?q=%E6%9B%B8%E9%A1%9E+%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88&hl=ja&sa=X&gbv=2&tbs=itp:clipart&tbm=isch&itbs=1


介護報酬上のインセンティブ措置の強化
＜新たな手法＞：行動変容を促す仕掛け

介護予防・フレイル対策、
認知症予防

Ⅲ

○通所介護への心身機能の維持に係るアウトカム評価の導入（ＡＤＬ維持等加算）

・通所介護事業所について、自立支援・重度化防止の観点から、一定期間内に当該事業所を利用した者のうち、ＡＤＬ（日常生活
動作）の維持又は改善の度合いが一定の水準を超えた場合を評価する加算を平成30年度介護報酬改定で新設。

【目標】

・通所介護における利用者の心身の機能の維持を促進する。

・次期報酬改定に向けて検討を行い、2020年度中に介護給付費分科会で結論を得る。

○ 加算要件を満たす通所介護事業所の利用者全員に１年間加算の算定を認める。

＜加算要件の概要＞

① 連続して６月以上利用した期間のある要介護者(※1)の総数が20名以上
② ①について、以下の要件を満たすこと

ａ 要介護度が３、４または５である利用者が15％以上

ｂ 初回の要介護・要支援認定月から起算して12月以内であった者が15％以下

ｃ 最初の月と６月目にBarthel Index（BI）(※2)を測定し、報告されている者
が90％以上

ｄ BIが報告されている者のうち、ADL利得の上位85％の合計が０以上(※3)

※1 評価対象利用期間中、５時間以上の通所介護費の算定回数が５時間未満の通所介護費の
算定回数を上回るものに限る。

※2 ADLの評価にあたり、食事、車椅子からベッドへの移動、整容、トイレ動作、入浴、歩行、階段昇
降、着替え、排便コントロール、排尿コントロールの計１０項目を５点刻みで点数化し、その合計
点を100点満点として評価するもの。

※3 ６月目のBIから最初の月のBIを控除したものを「ADL利得」とし、ADL利得が０より大きければ１、
０より小さければ－１、０ならば０とする。

最初の月

６月目

「ADL維持」 「ADL改善」または

60



健康支援型配食サービスの推進等
＜新たな手法＞：自然に健康になれる環境づくり

61

介護予防・フレイル対策、
認知症予防

Ⅲ

○地域の共食の場やボランティア等も活用した、適切な栄養管理に基づく健康支援型配食サービスを推進し、地域高齢者の低栄養・フレイル
予防にも資する、効果的・効率的な健康支援につなげる。

○咀嚼機能等が低下した高齢者等に向けた健康な食事の普及を図る。
【目標】

・2020年度までに専門職と事業者が連携した配食サービスの活用について、25％の市町村、70拠点の栄養ケア・ステーションでの展開を目指す。

【配食事業者向けガイドライン※の概要】 ※ 「地域高齢者等の健康支援を推進する配食事業の栄養管理に関するガイドライン」（平成29年３月厚生労働省健康局策定）

○ 日々の配食には教材的役割が期待され、適切に栄養管理された食事が提供される必要があることから、献立作成の対応体制、基本手順、栄養価のばらつきの
管理等の在り方について、我が国として初めて整理。

○ 利用者の適切な食種の選択を支援する観点から、
• 配食事業者は利用者の身体状況等について、注文時のアセスメントや継続時のフォローアップを行うとともに、
• 利用者側は自身の身体状況等を正しく把握した上で、配食事業者に適切に伝えること
が重要であり、その基本的在り方を整理。

→ 献立作成や、配食利用者に対する注文時のアセスメントと継続時のフォローアップについては、管理栄養士又は栄養士（栄養ケア・ステーション等、外部の管理栄
養士を含む。）が担当することを推奨。

〈地域高齢者の共食の場における「健康支援型配食サービス」の活用イメージ〉



「共生」・「予防」を柱とした認知症施策の推進
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介護予防・フレイル対策、
認知症予防

Ⅲ

○認知症施策については、2015年に策定した新オレンジプランに基づき「共生」を重視し、推進している。

【目標】

・本年６月目途に認知症施策の新たな方向性をとりまとめ予定

「身体を動かす場等の拡充」 「認知症予防に資するエビデンスの研究」

社会参加による社会的孤立の解消や運動不足などの改善が認知症予防となる可能性
が示唆されていることから、高齢者が身近に通える通いの場等の充実に向けた取組を推進
する。

【身近に通える場の提供】
① 身近な場所で高齢者が定期的に集う通いの場等の一層の充実。

認知症予防に関するエビデンスが不十分であることから、予防法の確立に向けた
データの蓄積のため、今後も研究事業を推進していく。

【研究・開発の支援】
② 研究者による認知症の予防法等につながる研究開発（住民1万人規模の
大規模追跡調査、患者登録システムの構築等）を厚労省としても支援。

（参考） 熊本県では、身体を動かす場の拡充により
要介護認定率の伸びが抑えられている。



認知症対策のための官民連携実証事業介護予防・フレイル予防Ⅱ

○認知症の早期発見・予防から認知症との共生を実現に向け、これまでの医療・介護関係者が中心となった取組に加え、
幅広い生活産業との連携した新たな機器・サービスの開発・普及が必要。

〇そのため、国際的な動向や有識者との議論を踏まえながら、企業・自治体・介護事業者等と連携した実証事業を行い、
企業等も活用可能で、科学的に確からしい評価指標・手法の策定を推進する。

〇具体的には、実証フィールドと研究機関や民間企業等をマッチングするプラットフォームを構築・運営するとともに、
当該プラットフォームから組成された案件等の実証を支援。また、実証事業以外の研究（民間企業等によるサブスタ
ディ）等との連携など、オールジャパンでの推進体制を整備。

【目標】
・認知機能低下抑制のための技術・サービス・機器等の評価指標の確立を目指す。

実証フィールド
（自治体、介護施設、研究機関等）

研究機関・民間企業等

情報共有
マッチング

（案件組成）

実証事業 サブスタディ
（民間資金等で実施）

官民連携プラットフォーム

連携

国

AMED

運営

資金

「認知症対策官民イノベー
ション実証基盤整備事業」
公募研究開発課題

1
認知症発症の早期発見・
検知に資する技術･製品の

最適化･検証

2
加齢性変化等に伴う認知
機能低下の抑制を目指し

た介入法の研究

3
認知症を有する人を対象
としたケア技術の検証等

【官民連携プラットフォームと実証のイメージ】 【2019年度の実証テーマ】
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２ 健康寿命の定義（指標）、延伸目標及び延伸の効果

Ⅲ 健康寿命の更なる延伸（健康寿命延伸プラン）
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○ ３年に１度の国民生活基礎調査において調査している、
「日常生活に制限のない期間の平均」を引き続き「健康寿命」とする

健康寿命の定義（指標）や延伸の効果について

○ 国民誰もが、より長く、元気に活躍できるような基盤の１つとして健康寿命の延伸が重要である。
そのため、健康寿命の定義（指標）と延伸の目標等について、有識者研究会において検討を行い、一定の結論を得た。

○ また、健康寿命の延伸が医療費、介護費、経済等に与える効果については有識者による議論を整理した。

健康寿命の定義・目標 健康寿命延伸の効果

健康寿命の定義

目標

○ 2016年を起点として、 2040年までに健康寿命を男女ともに
３年以上延伸し、75歳以上とする。

※ 2016年の健康寿命（男性：72.14歳 女性：74.79歳）
※ 2040年までの具体的な目標（男性：75.14歳以上 女性：77.79歳以上）

目標を達成するための取組

○ 補完的指標
• 健康増進施策を進めるにあたっては、要介護度を活用した「日常生活動作が
自立している期間の平均」を補完的に利用する。

※ なお、小規模な自治体等ではサンプル数の観点から、数字の信頼性等に留意が必要。研究会報告
書の中で、見方・使い方をまとめた上で、Ｑ＆Ａ集を付記して、適切な利活用を促していく。

○ 健康寿命に影響をもたらす要因分析
• 健康寿命について、身体的要因、精神的要因、社会的要因がどの程度影響す
るのか、平成31年度以降研究を行う。

○ 平均寿命と健康寿命の差の短縮
• 2040年に目標が達成されれば、平均寿命と健康寿命の差の短縮も図られる。

目標達成の効果

○ 医療費への影響については、短期的な増加抑制の可能性が指摘さ
れる一方で、生涯の医療費については、「あまり変わらない又は増
加する」とする考え方と「仮に健康寿命の伸びが寿命の伸びを上回
れば抑制され得る」との考え方が示された。

○ 介護費への影響については、社会的アプローチの有効性を示す研
究が報告され、医療と介護の性質の違い等もあり、医療費に比べる
と、より効果が期待できるのではないか。

○ 地域社会・経済等への影響については、生きがいの向上など個人
にとってのプラスの効果、高齢者の社会参加等の促進によるGDPを
増やす効果や税・社会保険料への良い影響などがあるのではないか。

○ ただし、（優良事例の）横展開の進め方、関連する環境整備（雇
用環境を整えるなど）が重要であることなどに留意が必要。

【有識者（経済学や公衆衛生学等）研究班の議論の整理】

■ 予防・健康づくりなどの取組は、個々人のQOLの向上という
極めて大きな価値をもたらすものであり、今後も積極的に推進
すべき。

■ 全体としてみると、健康寿命の延伸は、社会・経済全体にとっ
て、望ましい、目指すべき方向。

※ 現時点で効果の定量的な評価を行うことは容易でなく、当面、データに基づ
く検証を重ねることが重要。また、医療や介護を必要とする場合でも社会の環
境を整えるなかでその生活の質が高まっていくことの大切さ等に留意が必要。

ポイント

各論
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「健康寿命のあり方に関する有識者研究会」と「健康寿命の延伸の効果に係る研究班」

「健康寿命の延伸の効果に係る研究班」

伊藤 由希子 津田塾大学総合政策学部教授

印南 一路 慶應義塾大学総合政策学部教授

近藤 克則 千葉大学予防医学センター教授

国立長寿医療研究センター老年学・社会科学研究

センター部長（併任）

辻󠄀 一郎 東北大学大学院医学系研究科教授 ［座長代理］

西村 周三 医療経済研究機構所長 ［座長］

橋本 英樹 東京大学大学院医学系研究科教授

堀田 聰子 慶應義塾大学大学院健康マネジメント研究科教授

康永 秀生 東京大学大学院医学系研究科教授

山田 久 日本総合研究所理事

構成員（五十音順）

第１回 平成30年11月19日

第２回 平成30年12月10日

第３回 平成30年12月25日

第４回 平成31年２月６日

第５回 平成31年２月19日

第６回 平成31年３月６日

開催経緯

「健康寿命のあり方に関する有識者研究会」

尾島 俊之 浜松医科大学健康社会医学講座教授

佐藤 敏彦 青山学院大学特任教授

田宮 菜奈子 筑波大学医学医療系ヘルスサービス

リサーチ分野教授

辻󠄀 一郎 東北大学大学院医学系研究科教授［座長］

西村 周三 医療経済研究機構所長［座長代理］

橋本 修二 藤田医科大学医学部衛生学講座教授

横山 徹爾 国立保健医療科学院生涯健康研究部部長

構成員（五十音順）

第１回 平成30年12月25日

第２回 平成31年１月16日

第３回 平成31年１月28日

第４回 平成31年２月14日

第５回 平成31年２月22日

開催経緯
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●2016年を起点として、 2040年までに健康寿命を男女ともに３年以上延伸し、75歳以上とすることを目指す。

※2040年の具体的な目標は、以下のとおり。
男性：75.14歳以上
女性：77.79歳以上

健康寿命の延伸目標について

2040年までの目標

● 「健康寿命のあり方に関する有識者研究会」において、2001年から2016年までの健康寿命の推移を元に
将来推計（参考）を実施。同研究会で議論いただき、上記目標を設定。

参考

2001
年

2004
年

2007
年

2010
年

2013
年

2016
年

2025
年

2040
年

男性 69.40 69.47 70.33 70.42 71.19 72.14 72.89 74.37

女性 72.65 72.69 73.36 73.62 74.21 74.79 75.72 77.14

（参考データ）健康寿命の実績値と推計値の推移

（参考）有識者による将来推計

• 2001年から2016年までの健康寿命の推移を踏まえ、「日常生活に制限がある」と回答した人の割合が

一定程度減少すると仮定し、2040年までの推計を行ったところ、
男性：74.37年（72.14年（2016年）より ＋2.23年）
女性：77.14年（74.79年（2016年）より ＋2.35年） となった。

2001年～2016年の15年間で、
男性： ＋2.74年
女性： ＋2.14年

2016年～2040年の24年間で、
男性： ＋2.23年
女性： ＋2.35年

推計値実績値
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健康寿命（日常生活に制限のない期間の平均）の算出方法

 日本人人口と死亡数を用いて、生命表を算出した上で、国民生活基礎調査より「日常生活に制限がある」と
回答した人の割合から算出される「日常生活に制限のある期間」を削り、健康寿命を算出する。

国民生活基礎調査・健康票における質問項目
○日本人人口：
国勢調査、推計人口または住民基本台帳人口。

○死 亡 数 ：
人口動態統計を基礎資料として、5年に1度作成される完
全生命表、毎年作成される簡易生命表を用いる。

○日常生活に制限があると回答した人の割合：
国民生活基礎調査における質問「あなたは現在、健康上
の問題で日常生活に何か影響がありますか。」に対する「あ
る」の回答者の割合を性・年齢階級別に算出。

昭和61年を初年とし、3年ごとに大規模な調査を実施し
ている。中間の各年には、世帯の基本的事項及び所得の
状況について小規模で簡易な調査を実施している。
※回答対象に0-5歳が含まれないため、0-4歳と5-9歳の不健康割合を6-9歳

のそれで代用する。
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健康寿命と補完的指標が表す範囲

平均寿命

男性：80.98年、女性：87.14年（2016年）

日常生活に制限のない期間

男性：72.14年、女性：74.79年（2016年）

日常生活に制限のある期間
（平均寿命と健康寿命の差）

日常生活動作が自立している期間
（要介護2以上になるまでの期間）

男性：79.47年、女性：83.84年（2016年）

日常生活動作が
自立していない期間

（要介護２※以上の期間）

（健康上の問題により日常生活動作、外出、
仕事、家事、学業、運動等の制限がある期間）

【健康寿命】

日常生活に

制限のない期間

【補完的指標】

日常生活動作が

自立している期間

※歩行、洗身、薬や金銭の管理など
について支援が必要など、日常生
活能力が低下している状態。
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Ⅳ 医療・福祉サービス改革（医療・福祉サービス改革プラン）
１ 主な取組
２ 医療・福祉分野の時間当たりのサービス提供の改善における

目標
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１ 主な取組

Ⅳ 医療・福祉サービス改革（医療・福祉サービス改革プラン）
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長期ビジョンに基づく先駆的な研究開発投資、成果を社会が受容する環境整備（ヘルスケアエコシステムの創出）
→日本は、海外から多くの投資・人が集まるイノベーションハブに

 先端技術を適切かつ効率的に
実装するための評価モデルの
開発/その活用を通じた社会
実装の加速誘導策

 個々人の多様な生き方を支
えるファイナンスの仕組み

 技術の進展や、地域・コミュニ
ティ・個人特性に応じた健康・医
療・介護の在り方、その時々の
様々な選択を可能にする仕組み

社会システム

1. 現状のまま2040年を迎えた場合に、健康・医療・介護が抱え得るリスク

（１）インフラのスマート化 （２）個人の主体化を支える

３. 対応の方向性（3つのアプローチと３層の基盤づくり）

（３）共に支える新たな関係の形成

人と技術が共生し、その人なりの価値を届
けることができる

誰もが幸せの実現に向けて、自分に合った
生き方を選択できる

 専門職がコア業務に集中できる（例：間接介助ゼロ）
 現状の供給力でも、現場を楽に回せる

（より柔軟なリソース配分）
 スキルの多寡にかかわらず、不安なく質の高い医

療・介護を提供できる

 国民全員が自分の健康状態を把握できている
/自分が自分の主治医になる

 住む場所やライフスタイルにかかわらず不安のな
い暮らしを送ることができる

 無意識のうちに健康になれている

２. 2040年の理想的な健康・医療・介護の姿

誰もがどんな状態であっても、「これでいい」と
自然に思える

 誰もが社会参画できる
 各種障害による活動障害ゼロ
 テクノロジーによるインクルージョン/ダイバーシティ

一人ひとりの状態
に合ったスマートな
アクセスができる

一人ひとりのリスクや「心」の見え
る化により、行動変容のレバーを
特定し、多様な介入ができる

多様性を受け入れ合い、認め
合うことで、自分も社会も不調
に気づき、支え合うことができる

心身機能の維持・
拡張ができる

ロボット等の技術が進化し、
自動化・省力化が進み、コストダウンも可能に

AI等により、シミュレーション、最適化が
進み、需給のコントロールが容易に

個々のニーズへのマッチングが進み、
新たな製品・サービスの創出が加速

基盤技術の進展（例）
 有望な技術領域を先駆けて特定し、官のリソー

スを重点的に配分（ムーンショット型研究開発等）

・・・

技術インテリジェンス機能の強化

 テクノロジーの進展等の予見可能性を高め、民間の
投資・イノベーションを誘発。グローバルにも発信。

 健康や技術に関するリテラシー等、
様々な人が変化に対応できるように
する教育、「燃え尽き」や「行き過ぎ」、
過剰介護を生まない環境づくり

 信頼ある自由な
データ流通の仕組み

担い手不足
 医療・介護に優先的に労働投入して
も、担い手不足が解消しない可能性

⁃ 2040年には全労働人口の約1/5が医療・介
護に従事している必要。

需要の拡大・多様化
 100歳以上の人口が30万人以上に
 人々の価値観や選択肢、医療・福祉
サービスへの期待も多様化。コミュニ
ティも喪失。

地域間格差
 都市部では医療・介護需要が爆発する
一方、地方では病院等の撤退が生じる
可能性。

⁃ 2030年頃までに、大都市圏地域では高齢
化率が4pt増加、地方では総人口が約15%
減少する見通し

これまでの供給側と需要側の関係
今後は、誰もが支え手になり、共に助け合う
「ネットワーク型」へ

：多様な支え手

：受け手

：テクノロジーや
生活インフラ

：専門職

意欲や知識、環境
等により格差が生じ
てしまう可能性

供給側

：専門職

：患者

需要側から供給
側が一方向

需要側

需要側
全体は強固なネットワークを形
成。意欲や知識、環境等に関
わらず、より多くの国民を受容
できるインフラに。

供給側はテクノロジーや生活インフラ等の支え
手が増えるとともに、これらの技術・インフラや多
様な専門職が互いにつながりあって価値を提供

需要側は、コミュニティの
形成等により互助が進み、
互いに支え合う構図に。

日常生活の中に健
康づくりの仕掛けが
埋め込まれている

誰もが支え手に
なれる
（ツールと訓練）

時間・空間の
制約を超える

専門職が人と向き合
う仕事に集中できる
（ノンコア業務のスリム化）

目指す将来像と対応の方向性の全体像 （平成31年3月19日未来イノベーションWG報告書より）
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医療・福祉サービス改革 主な取組① ～人と先端技術が共生し、一人ひとりの生き方を共に支える次世代ケアの実現～



先端技術が溶け込んだ2040年の社会における健康・医療・介護のイメージ
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安宅 和人 慶應義塾大学環境情報学部教授／ヤフー株式会社ＣＳＯ

飯田 大輔 社会福祉法人福祉楽団 理事長

石山 洸 株式会社エクサウィザーズ 代表取締役社長
市橋 亮一 医療法人かがやき 総合在宅医療クリニック 理事長

落合 陽一 メディアアーティスト
香取 幹 株式会社やさしい手 代表取締役社長

熊谷 直大 日吉歯科診療所汐留 所長

後藤 良平 A.T.カーニー株式会社 パートナー
坂田 一郎 東京大学工学系研究科 教授・総長特任補佐

佐久間 一郎 東京大学大学院工学系研究科 教授

桜田 一洋 国立研究開発法人理化学研究所 医科学イノベーション
ハブ推進プログラム 副プログラムディレクター

真田 弘美 東京大学大学院医学系研究科グローバルナーシングリ
サーチセンター センター長

渋谷 健司 東京大学医学部医学系研究科 教授

下河原 忠道 株式会社シルバーウッド 代表取締役
鈴木 利衣奈 エイトローズベンチャーズジャパン ヴァイスプレジデント
田宮 菜奈子 筑波大学医学医療系 教授・ヘルスサービス開発研究

センター センター長
津川 友介 カリフォルニア大学ロサンゼルス校内科学 助教授
辻井 潤一 国立研究開発法人産業技術総合研究所 フェロー・人工

知能研究センター 研究センター長
中野 壮陛 公益財団法人医療機器センター 専務理事
比留川 博久 国立研究開発法人産業技術総合研究所 ロボットイノベー

ション研究センター 研究センター長
堀田 聰子 慶應義塾大学大学院健康マネジメント研究科 教授

本田 幸夫 大阪工業大学R&D工学部ロボット工学科 教授
松尾 豊 東京大学大学院工学系研究科 特任准教授

山本 晴子 国立循環器病研究センター理事長特任補佐・臨床試験
推進センター長

山本 雄士 株式会社ミナケア 代表取締役

基本コンセプト

 健康医療戦略等の各種閣議決定文書の改訂やAMED
次期中期計画へ反映

研究開発・実証プロジェクト

 必要に応じてテーマ毎に研究班を立ち上げ、具体的な技
術・サービスの抽出等を実施

 AMED等での研究開発の推進。CSTI・内閣府における
ムーンショット型研究開発の検討との連携も視野に入れる。

 地域に拠点を置いた技術開発や、社会実装を進めるため
の実証について、政府内の他プロジェクトとの連携も視野に
入れつつ、今後必要な検討を行う

技術インテリジェンス機能

 必要な体制強化も含めて、健康・医療戦略推進本部の下、
議論を開始

 本WGのフォローアップは健康・医療戦略推進本部の下、
引き続き議論

※医療・介護分野は、多様な価値観によるものであることともに関係者間の
信頼が重要であることに留意。
また、必要に応じて、柔軟な見直しを実施。

○次世代ヘルスケア産業協議会・次世代医療機器開発推進協議会・次世代医療ICT協議会の下に未来イノベーションワーキング・グループ（WG）
を設置し、平成31年1～3月に3回の有識者によるWGを開催。

○2040年を見据え、将来見込まれる社会・地域の変化や技術革新を見据え、バックキャストで中長期的な戦略を議論。

≪未来イノベーションWG 委員名簿≫

座長

副座長
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未来イノベーションWGの検討内容の今後の進め方について
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概要

先進事例 今後の取組の進め方のイメージ

短期 長期

市場への導入･
必要な環境整備

中期

緊急時でも、誰もが助け合えるインフラ・機器
開発

自宅での生活支援・診療・介護
等を可能とするロボット、インフラ
等の基盤研究開発

実証研究

市場への導入･
必要な環境整備

アラスカ州における遠隔医療

最適な需給マッチング
（スマートアクセス）

理想的な姿

仮想空間におけるモデル系構築・教育技術

介護が可能な生活支援ロボット、医療機器、
スマートハウス･コミュニティの一体開発

実現のための方向性

ET City Brain アリババ ガイドライン等必要な環境整備
技術を社会実装するための

システム開発

医療･介護資源におけるスマートアクセス技術
・症状予測による急変低減技術

日常生活データを組み合わせてパッ
ケージで提供する医薬品・医療機器
の研究開発

専門職の生産性向上に関する技術開発

 2040年頃には都市部では医療・介護需要が爆発する一
方、地方では病院や介護事業所の撤退が生じる可能性があ
る。2040年を見据え、労働力に制約が出てくる中で、どのよ
うに国民にとって必要な医療・介護システムを持続的に提供
していくかが課題となる。

 課題解決には、時間・空間制約を超える新たな医療･介護イン
フラを実現しつつ、地域やコミュニティ、個人の特性に応じた医療・
介護を提供し、その時々の最適な選択を可能にすることで、本人
提供者双方が納得できる医療･介護を実現することが重要。

 住む場所など個人のあらゆる選択が尊重されつつも社会と必
要なときに繋がり、最適なサービスを享受できる「いつでも、どこ
でも、だれでも、自分らしい生き方を追求できる社会システム」
の実装を目指す。

 短期的には、セルフヘルスマネジメント等による個人の生活サポート、コア
業務の生産性向上、ノンコア業務からの解放を通じた専門職の業務のス
リム化、ＸＲ、デジタルファントム等によるマッチングコミュニティの形成や互
助のための教育の社会実装を目指し、専門職の能力の拡張･コミュニ
ティの醸成を進めていく。

 その上で、緊急時でも、誰もが助け合えるインフラ･機器開発を行い、いつ
でも誰でも担い手になれるような、時間・空間制約を超える新たな医療・
介護インフラや自宅で暮らし続けられるよう、介護機能も有する生活支
援ロボット等を創出する。

 さらに、地域の医療・介護資源（人・モノ・情報）の見える化とネットワー
ク化、対象者の細やかな層別化と最適な需給マッチング（スマートアクセ
ス）と専門職･非専門職双方の多能工化などを通じ、本人にとって納得
できる医療･介護の実現を目指す。

ヒューマン支援ロボット
Aeolus Robotics
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３つのアプローチを実現するアクションのイメージ（例：最適な健康・医療・介護の提供）



概要

先進事例 今後の取組の進め方のイメージ

短期 長期

迅速な社会実装を可能にするための
環境整備

導入・環境整備

中期

基礎研究・非言語データの見える化
（心・行動データ等）の見える化

理想的な姿 実現のための方向性

(3)

(1)

① 基礎研究 個人のバックグラウンドごとのリスクの予測
エビデンスの蓄積

実証研究
モニタリングツー
ル･評価手法の

開発

②

多様な介入方法開発 実証研究 導入・環境整備

(2)

データ基盤の整備

教育・啓発

そ
の
他

ミツフジ社のスマートウェア Healthverity社
データ流通プラットフォーム

音声から心理状況を
判定するプログラム
Empath社

 疾病構造の変化が進み、特に生活習慣病への対応が重要となる
中で、個人の予防・健康づくりの重要性も高まっている。他方で、
IoT機器等により様々な生体データの取得も可能になるなど、それ
を可能にするテクノロジーも急速に進展。

 このような中、個人がそれぞれの幸せの実現に向けて、健康管理
はもちろんのこと、自分に合った生活を選択できるようになることを
テクノロジーや社会システムの面からサポートする必要があるのでは
ないか。

 具体的には、テクノロジーと人の双方から個人を支える環境づくり
を行い、個人が自分に合った生活の実現のための選択肢を持つ
ことができるようになること、その上で、個人がその選択肢を理解し
た上で、健康へ投資をできるようになることを実現していく

 一人ひとりの健康リスクを特定した上で、行動変容を促すにあたっ
て、各人に存在するレバーを特定する（1）。

 その上で、健康インフラを構築するとともに、身体機能や運動効果
のメカニズムも踏まえた、一人ひとりに合った多様な介入方法を開
発し、それを迅速に社会実装するための環境整備を行う（2）。

 さらに、①②を実現するためには、人間の心への働きかけを可能に
するための基盤研究が必要（3）であるとともに、その他、教育や
啓発、データ基盤整備など、必要な対応を実施していく。

• 個々人のリスクを、より精緻かつ多層的に可視化する（①）
• 健康状態をより自然と無理なくモニタリングすることを可能にする（②）

行動変容を促す
アバターデジタルツイン
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３つのアプローチを実現するアクションのイメージ（例：予防）



概要

先進事例 今後の取組の進め方のイメージ

短期 長期

実装
研究

ガイドライン等必要な環境整備

中期

心身機能の維持･拡張技術

多様な価値観を受容できる環境の醸成

実装研究

Intuition Robotics社ElliQ
能動的対話型コンパニオンロボット

OriHime-D オリィ研究所
外出困難な人のテレワークを可能に
するロボット

運動効果メカニズムに関する
研究

ロコモロボ等の
活用効果の検証

理想的な姿 実現のための方向性

神経接続技術やBMIによる
感覚器機能･運動機能･
脳機能の向上・補助

技術を社会実装するためのシステム
開発

各種障害アシスト技術の研究開発

社会への機能埋込みに関する基盤技術開発 実装研究

実装研究

痛みを感じることができる義手
Johns Hopkins大学

 2040年頃には100歳以上の高齢者が30万人を超える見通
しであり、単身世帯は2040年に39.3%まで拡大し最大の世
帯類型になると予想されている。

 2040年には個人の多様な価値観を受容し、自然と「気づく」
ことができる社会となり、皆が安心し容易にかつ積極的に社会
参画できる環境を実現する必要がある。

 誰もが受け入れ合い、認め合う、コミュニティまで含めた「協働
関係」を構築し、心身機能を維持･拡張し、個人やコミュニティ
をエンパワーする、共に支える新たな関係の形成を目指す。

 多様性を受容するために、経験など過去の生き方・コンテクストを共有し合
えるテクノロジーの開発や、個人や社会全体で「気付き」（発見）が自然
と行えるようなサポート技術の開発を行う。

 日々変化する個々人の状況や希望等に合わせて、一人ひとりに最適な社
会活動や仕事を分析し、活躍の余地を提案するマッチングクラウド、チャット
ボット等により、本人あるいは周囲の人が適切なタイミングでの気付きを
促すシステムの社会実装を目指す。

 ＸＲやサイバネティックデバイスなどによるコミュニティ等のエンパワメントにより、
より安心して社会参画ができる環境整備を行うとともに、感覚器機能･運
動効果のメカニズムの研究･脳機能の向上・補助に役立つ装着機器･周
辺技術の研究開発、めがねのような新しい感覚器補助から、車いすの革
新による移動補助による心身機能の維持・拡張を実現する。
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３つのアプローチを実現するアクションのイメージ（例：テクノロジーを活用したインクルージョン）



国民・患者

 ゲノム情報活用による個人に最適化された治療（個別化医療）

 AI活用による自立支援等の効果が裏付けられた介護サービス

 新たな診断・治療方法の開発(ゲノム情報やAI技術等の利活用)

 画像診断支援AIの実現により、病気の早期発見

 スマホ等で健康等の情報を閲覧したり、予防接種等のお知らせが届くなど
予防・健康づくり

保健医療従事者

 過去のデータを確認することにより一人ひとりに最適で質の高いサービス

 AIで解析した膨大な医学論文が現場で利用可能となるなど、 従事者が
患者の治療等に専念

産業界・研究者

 個人情報に配慮しつつ、健康・医療・介護分野のデータがより幅広く利
用可能に。

 新たな研究成果やイノベーションの創出への期待。

実現するメリット（例）

がんゲノム医療・AI利活用の推進

 遺伝子パネル検査によるがんゲノム医療の実装とゲノム情報等の収集

 全ゲノム解析等のエビデンス集積

 画像診断支援などAI先行事例に加え、更に取り組む事例の検討

（例：患者の利便性向上・医療従事者支援）

自分のデータを閲覧できる仕組み（PHR)

 特定健診、薬剤、乳幼児健診等情報のマイナポータルでの提供

 PHRの更なる推進に向けた基本的な方向性の整理と必要な情報を本
人に電子的に提供する仕組みの構築

医療・介護現場での情報連携の促進推進

 保健医療情報を全国の医療機関等で確認できる仕組みの推進

 介護分野のICT導入や情報連携の推進

 ICTを活用した医療・介護連携の推進（情報内容や仕様の検討）

データベースの効果的な利活用の推進

 NDB・介護DB等の連結解析の実現、幅広い主体による利活用推進

 介護関連DBの相互連携による科学的介護の実現

 他の公的データベースの連結可能性検討

 創薬等の推進に向けた疾患別のデータベース（CIN）の運用改善と利
活用の推進

 被保険者番号を活用した医療等情報の連結の仕組みの構築

今後の主な取組事項（例）

○ 健康寿命の延伸や効果的・効率的な医療・介護サービスの提供を実現するため、
2020年度に向けた「データヘルス改革」（データ利活用基盤の構築等）に取り組んでいる。

○ 取組を加速化し、国民や現場にメリットを感じていただけるような改革を推進。
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医療・福祉サービス改革 主な取組② ～データヘルス改革～



本年５月以降、以下の取組を行うパイロット事業を実施し、効果検証後、2020年度から全
国に普及・展開。

①業務フローの分析・仕分け、②元気高齢者の活躍、③ロボット・センサー・ICTの活用、④介護業界
のイメージ改善と人材確保・定着促進

介護現場革新プラン 関係団体等と一体となって人手不足に対する対応策、介護業界のイメージ改善策を検討

入所者のケア 間接業務

①業務仕分け

業
界
イ
メ
ー
ジ
刷
新

ベッドメイキング、
食事の配膳、ケア記
録の入力等

質
の
向
上介護専門職が担う

べき業務に重点化

2018
年度

介護現場革新会議の開催

全国数ヵ所でパイロット事業を実施
各地域の実情や地域資源を考慮しながら、当該地域内や他地域
での好事例の展開や業界のイメージ改善に取組み、各地域にお
ける成果を国で取りまとめる。

以下の取組を進め、介護分野における業務効率化を進めるため、
介護現場革新会議を開催し、2019年３月に大まかな方向性を取
りまとめた。

2019
年度

守
り

■ 介護施設における業務フローの分析・仕分け
■ 地域の元気高齢者の活躍の場を創出
（介護施設等で就労や有償ボランティアとして活躍）

■ ロボット・センサー・ICTの活用
（夜勤業務・記録入力の効率化等）

■ 介護業界のイメージ改善
（職場体験等の実施、やりがいの発信等）

攻
め

・就労

・有償ボラン
ティア

夜勤業務・
記録入力の
効率化等

②元気高齢者 ③ロボット・
センサー・ICT

地域に
新たな
活躍の
場を創
出
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医療・福祉サービス改革 主な取組③ ～介護現場の革新～



○ 患者の利便性の向上、医療職の働き方改革につながり、効率的・効果的な医療の提供に資するよう、
服薬指導、モニタリング等を含めたオンラインでの医療全体の充実に向けて取組を進める。

オンライン診療

・ 平成30年3月に「オンライン診療の適切な実施に
関する指針」を発出。
・ 平成30年度診療報酬改定において「オンライン
診療料」等を創設。

・ オンライン診療の活用に係る安全性・有効性に係
るデータ等の収集結果などを踏まえ、概ね年１回、指
針及びQ＆Aの見直しを検討。
・ 指針の見直しの状況や、調査結果等を踏まえ、
診療報酬における対応について引き続き検討。

今後の課題、取組予定

現在の取組

オンライン服薬指導

・ オンラインによる服薬指導を実施する際の適切な
ルールについて、専門家等による検討を行う。
・ 医薬品医療機器等法の改正状況等を踏まえ、次
期以降の診療報酬改定における対応について検討。

・ オンラインによる服薬指導を一定のルールの下で可
能とする内容を盛り込んだ、医薬品医療機器等法等
の改正法案を、今国会に提出。

今後の課題、取組予定

現在の取組

③情報の共有

②処方箋

医療機関

薬局

④調剤・服薬指導
・原則として対面による服薬指導
・一定のルールに基づき、例外的
にテレビ電話等による服薬指導

患者

⑤薬剤は、訪問時や家族等への
交付又は配送によりお届け

①診療の実施
オンライン診療は対面の
補完的に活用
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外科術後管理領域

患者に対するきめ細やかなケアによる医療の質の向上及
び医療従事者の長時間労働の削減等の効果が見込ま

れる。

循環動態・疼痛・栄養・代謝管理

疼痛管理

ドレーン管理・抜去

感染管理

CV抜去・PICC挿入

創部管理（洗浄・抜糸・抜鈎）

外科の術後管理、頻繁に行われる一連の医行為を、い
わゆる包括的指示により担うことが可能な看護師を特定
行為研修のパッケージを活用して養成することで、看護
の質向上及びチーム医療を推進。

2019年度〜
医師事務作業補助者等の医療専門
職支援人材のスキルアップ方策や養
成カリキュラムの体系化等について、調
査・検討。

2021年度〜
医療機関内の医療専門職支援人材
のスキルアップ方策や養成カリキュラム
の体系化等の実施。

手術

呼吸管理（気道管理含む）

パッケージ研修に係る指定研修機関数及
び研修修了者数見込み
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○ 特定行為研修パッケージの研修修了者の1万人程度養成 ○ 医療専門職支援人材の活用推進

※他に術中麻酔管理及び在宅・慢性期の領域も設定。

特定行為研修修了者総数：1,205人（平成30年9月末）

医師の働き方改革に関する検討会のとりまとめを踏まえ、チーム医療を促進するため、
○ 2023年度までに特定行為研修パッケージの研修修了者を1万人程度養成
○ 医師事務作業補助者等の医療専門職支援人材のスキルアップ方策や養成カリキュラムの体系化等について調査･検討の上、体系化
等の実施。
さらに、多くの医療専門職種それぞれが自らの能力を活かし、より能動的に対応できる仕組みを整えることは重要であり、そのた

めの議論を引き続き確実に深めていく。

医療・福祉サービス改革 主な取組⑤ ～チーム医療を促進するための人材育成～

医療専門職支援人材の活用の一層
の推進。
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シニア人材

○ 福祉・医療分野における人材を確保するとともに、働くことによる生きがい・介護予防・自立支援
へつなげ、高齢者の就労を支援するため、介護助手等としてシニア層の参入を促進する。

【目標】
・2021年度までに入門的研修を通じて介護施設等とマッチングした者を2018年度から15％増加

・ 地域医療介護総合確保基金において都道府県が行う「介護
に関する入門的研修」の活用を推進

・ 入門的研修の受講者等を対象に、職場体験やインターンシップ
等を推進する「介護入門者ステップアップ育成支援」を実施

・ 地域の元気高齢者の活用について、全国数カ所でパイロット
事業を実施

・ 地域の多様な人材について、保育支援者として活用を推進する
「保育体制強化事業」を実施

現在の取組

・ 入門的研修の実績等をとりまとめ、好事例の横展開
・ 福祉・医療分野未経験者のシニア層が福祉・医療分野に参
画するきっかけとなるような研修の内容や、地域の事業所との
マッチング方法について検討

・ 保育支援者の活用について、定量的な効果測定（タイムスタ
ディ）を行い、その結果を踏まえてガイドラインを作成・普及

今後の課題・取組予定

入門的研修等

事業所とのマッチング

○ 介護施設等で介護助手等とし
て従事

○ 入門者ステップアップ育成支援

医療・福祉サービス改革 主な取組⑥ ～シニア人材の活用推進～
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医療 福祉

〇 医療分野では、医師をはじめとした医療従事者の労働時間短縮に向けて、意識改革やタスクシフティ
ング等の推進、業務効率化に資するＩＣＴの活用方策等の検討・普及を図る。
〇 福祉分野では、ロボット・ＩＣＴの活用、作成文書の見直し、業務プロセスの構築など業務効率化・

生産性向上に資する取組を普及し、現場の実践につなげる。

＜介護分野＞
「生産性向上ガイドライン」を作成し、協議会開催など事業者
団体による横展開を推進。今後も見直し･普及を進める。

＜障害福祉・保育分野＞
業務の実態把握等の上、今後ガイドラインの作成･普及を行う。

生産性向上ガイドラインの作成・普及・改善

文書量削減等に向けた取組

＜介護・障害福祉分野＞
国及び自治体が求める文書や事業所が独自に作成する文書の
見直しを進め、文書量の削減に取り組む。また、報酬改定対
応コストについて実態把握を行い、その結果等も踏まえ、介
護報酬に係る事務の簡素化も含め削減に向けた検討を行う。
＜保育分野＞
保育所の給付事務に係る請求書様式の標準化など、文書の見
直しに取り組む。

極めて長時間労働の医師の労働時間短縮のイメージ

職場環境の改善

業務の明確化と役割分担

手順書の作成

記録・報告様式の工夫

情報共有の工夫

ＯＪＴの仕組みづくり

理念・行動指針の徹底

削減できない時間

会議等の効率化

医療機関間の連携、機能分化

削
減
可
能
時
間

タスクシェア・シフトにより削減

（週勤務時間100時間のケース）

（週勤務時間80時間のケース）
労働時間管理の適正化

• 時間外労働の上限規制の導入等の上限規制の導
入等を踏まえ、労働時間管理の適正化や、タスクシ
フト等を行うことにより、医師の労働時間の短縮を目
指す。

83

医療・福祉サービス改革 主な取組⑦ ～組織マネジメント改革～

http://2.bp.blogspot.com/-sGec_su9wSg/U7O61I-cqpI/AAAAAAAAiTk/eBb1Vbh3TRc/s800/setsumeikai_seminar.png


○通所介護への心身機能の維持に係るアウトカム評価の導入（ＡＤＬ維持等加算）

・通所介護事業所について、自立支援・重度化防止の観点から、一定期間内に当該事業所を利用した者のうち、ＡＤＬ
（日常生活動作）の維持又は改善の度合いが一定の水準を超えた場合を評価する加算を平成30年度介護報酬改定で新設。

【目標】

・通所介護における利用者の心身の機能の維持を促進する。

・次期報酬改定に向けて検討を行い、2020年度中に介護給付費分科会で結論を得る。

○ 加算要件を満たす通所介護事業所の利用者全員に１年間加算の算定を認める。

＜加算要件の概要＞

① 連続して６月以上利用した期間のある要介護者(※1)の総数が20名以上
② ①について、以下の要件を満たすこと

ａ 要介護度が３、４または５である利用者が15％以上

ｂ 初回の要介護・要支援認定月から起算して12月以内であった者が15％以下

ｃ 最初の月と６月目にBarthel Index（BI）(※2)を測定し、報告されている者
が90％以上

ｄ BIが報告されている者のうち、ADL利得の上位85％の合計が０以上(※3)

※1 評価対象利用期間中、５時間以上の通所介護費の算定回数が５時間未満の通所介護費の
算定回数を上回るものに限る。

※2 ADLの評価にあたり、食事、車椅子からベッドへの移動、整容、トイレ動作、入浴、歩行、階段昇
降、着替え、排便コントロール、排尿コントロールの計１０項目を５点刻みで点数化し、その合計
点を100点満点として評価するもの。

※3 ６月目のBIから最初の月のBIを控除したものを「ADL利得」とし、ADL利得が０より大きければ１、
０より小さければ－１、０ならば０とする。

最初の月

６月目

「ADL維持」 「ADL改善」または

医療・福祉サービス改革 主な取組⑧ ～現場の効率化に向けた工夫を促す報酬制度への見直し～
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○ 経営の安定化に向けて、医療法人・社会福祉法人それぞれの経営統合、運営の共同化の方策や、医
療法人と社会福祉法人の連携方策を検討する。

医療法人の取組 社会福祉法人の取組

現在の取組

・ 平成30年度から複数法人が参画するネットワー
クを構築し、法人間の連携により、合同研修や人
事交流等効率的な人材の確保・定着のための取
組を支援・推進

今後の課題、取組予定

現在の取組

今後の課題・取組予定

・ 社会福祉法人の事業の協働化・大規模化の促進
方策等について、有識者による検討会を開催し、夏
頃を目途として、一定の方向性を得る

・ 合併等の際の会計処理の明確化等を目的に、会
計専門家による検討会を開催

・ 希望する法人が、大規模化や協働化に円滑に取り
組めるよう、手引き作成等による環境整備

・ 全ての地域医療連携推進法人の関係者が一堂
に会し、取組の実態等について共有。
・ 平成26年の医療法改正により、社団医療法
人と財団医療法人との間での合併（クロス合
併）も創設。
・ 合併及び分割手続きの迅速化の観点から、必要
に応じ、医療法人部会の開催を随時行う等、適切
な対応を行うよう、都道府県に周知。

・ 地域医療連携推進法人制度の運営上の課題
を把握し、法人制度の進化に活用。
・ 医療法人の合併・事業承継の好事例等を収

集し、周知。
・ 医療法人の合併等の際に必要な経営資金の

優遇融資制度の創設を検討。
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２ 医療・福祉分野の時間当たりのサービス提供の改善における目標

Ⅳ 医療・福祉サービス改革（医療・福祉サービス改革プラン）
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 医療サービスは、多くの医療関係職種が関わり合い提供がされているが、今回の指標の設定は、医療提供体制のうち最
も大きい役割を担う医師を医療分野の代表として、医師に着目した指標等の検討を進めることとした。

 医療は技術革新の影響を強く受けやすい領域であり、疾病の新しい治療法などの開発・進展を精緻に予測することは困
難であるため、医療記録、医療事務等の基幹業務について着実に移管、効率化できると見込まれるものを念頭に目標を
設定。

 医療分野においては、ＩＣＴ、ロボットの活用で業務代替が可能と考えられるものが５％程度あると見込まれることから、
それらの業務がすべてＩＣＴ等に移管することを目指し、５％以上の業務効率化を目指す。

５％の考え方

出典：医師の勤務実態及び働き方の意向等に関する調査 （平成28年度厚生労働科学特別研究
「医師の勤務実態及び働き方の意向等に関する調査研究」研究班）

〇 医師の業務のうち、ICT等で代替が可能であ
ると考えられる、医療記録、医療事務、院内の
物品の運搬等の業務時間は、医師の平均労
働時間の4.8％を占める、と考えられる。

※ なお、患者の説明・合意形成や血圧や血圧などの基本的なバイタル
測定・データ取得に係る業務時間については、他職種への移管を想
定しているものであるため、計上しないこととする。

【看護師等その他医療従事者】

○ 医政局看護課の調査において、ICT等の活用可能性が高いとされた業務について、それぞれ一定の割合で
ICTに移管されると想定。
移管されるとした業務の総和が、総業務時間に占める割合は5.7％であると試算。

○ その他職員については、それぞれの業務が看護師と同程度にICT等に移管されるものとして仮定。

医療全体で５％以上の業務効率化を目指す

【医師】

医療分野の時間当たりのサービス提供の改善における目標について（医療分野全体）

87

医師の業務のうち、他職種に分担できると考えられる時間（分）
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 医療サービスは、多くの医療関係職種が関わり合い提供がされているが、今回の指標の設定は、医療提供体制のうち最
も大きい役割を担う医師を医療分野の代表として、医師に着目した指標等の検討を進めることとした。

 医療は技術革新の影響を強く受けやすい領域であり、疾病の新しい治療法などの開発・進展を精緻に予測することは困
難であるため、医療記録、医療事務等の基幹業務について着実に移管、効率化できると見込まれるものを念頭に目標を
設定。

 他職種と比較して長時間労働にある医師については、労働時間短縮のため、他職種への業務移管のあり方等も含めて
検討を進めているところ。医師については、上記 ＩＣＴ等による業務代替とともに、医師以外の職種への業務移管も
含めた業務効率化を推進することから、７％以上の業務効率化を目標とする。

７％の考え方
医師の業務のうち、他職種に分担できると考えられる時間（分）

出典：医師の勤務実態及び働き方の意向等に関する調査 （平成28年度厚生労働科学特別研究
「医師の勤務実態及び働き方の意向等に関する調査研究」研究班）

医師については７％以上の業務効率化を目指す

○ ＩＣＴ等による代替とともに、他職種への移
管が想定される、「患者への説明・合意形成」
及び「血圧などの基本的なバイタル測定・デー
タ取得」等を考慮した業務時間は、医師の平
均労働時間の７.2％を占める、と考えられる。

他職種及びＩＣＴ等
へ移管を想定する業務

患者への説明・合
意形成

医療分野の時間当たりのサービス提供の改善における目標について（医師）
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 指標については、機能を大きく入院と外来の２つに分けて検討を行う。
 医療サービスは、多くの医療関係職種が関わり合い提供がされているが、今回の指標の設定は、医療提供体制のうち最

も大きい役割を担う医師を医療分野の代表として、医師に着目した指標等の検討を進めることとした。

入院医療

外来医療（在宅医療を含む）

KPI指標＝
病院の医師数（人）×労働時間（時間／日）

１日平均新規入院患者数（人／日）

考え方

分子としては、入院医療の機能分化により入院日数が短
くなってきているため、入院日数ではなく入院件数に着目
した方がサービス提供を適切に評価できる。このため、入
院件数を評価する指標である一日平均新規入院患者
数を用いる。

入院医療については、病院に着目

分母としては、医療提供体制における最も大きい役割を
担う医師を代表として、そのマンパワー（医師数・労働時
間）を設定

KPI指標＝
診療所の医師数（人）×労働時間（時間／日）

診療所の外来患者数（人／日）

考え方

高齢化等により、外来患者数は微増する、と考え
られる。

外来医療については、診療所に着目

分母としては、医療提供体制における最も大きい役
割を担う医師を代表として、そのマンパワー（医師数・
労働時間）を設定

全病院に１日に新規
入院する患者数

１日あたりの病院勤務医全体の労働力

１日あたりの診療所勤務医全体の労働力

１日あたりに全診療所を
受診する患者数

Day 1 Day 2 Day 3

３日間で１病床を１人が利用

３日間で１病床を３人が利用

医療分野の時間当たりのサービス提供の改善におけるKPI指標について
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介護分野の時間当たりのサービス提供の改善における目標について

 介護分野においては、以下の考え方から、５％以上の業務効率化を目指す。

※単位時間当たりのサービス提供

サービス受給者数（介護保険事業状況報告）÷常勤換算従事者数（介護サービス施設・事業所調査）

（補足指標：残業時間数（介護労働実態調査））

【考え方】

共通部分（全類型における生産性向上）

○「居宅サービス事業所における業務効率（ペーパーレス）化促進モデル事業」（平成28
年度）において、ICT導入により、記録時間や介護報酬請求にかかる時間が効率化され
たという結果を踏まえ、総労働時間に対し、全体では3.3%の生産性向上を達成可能と
して試算。

上乗せ部分（施設・居住系サービスにおける特性に応じた生産性向上）

○上記に加え、特養、老健といった施設・居住系サービスについて、既に、ロボット・
ICTの活用等により、効率的に介護サービスを提供している特養があることから、この
水準に基づく介護サービス提供を可能とすることで、さらに1.9%の生産性向上を達成
可能として試算。

全体で5.1％の効率化が可能
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Ⅴ 給付と負担の見直し等による社会保障の持続可能性の確保
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1.1%
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4.1%
4.2%

3.9%

2.8%

2.0%

1.4%

0.9%

0.4%

0.3% ▲0.0%

▲0.4%▲0.3%
▲0.2%

▲0.4%
▲0.5%

▲0.4%
▲0.2%

▲0.1%

0.3%

▲2.0%

▲1.0%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

75歳以上人口の増加

65歳以上人口の増加率

15歳～64歳人口の増加

（出所） 国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（出生中位・死亡中位）」

年齢階層別の人口の増加率
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部分が、28～30年度の実質的な伸びであり、
年＋0.5兆円程度

社会保障
関係費

28.9兆円

社会保障
関係費

29.1兆円

社会保障
関係費

30.5兆円

社会保障
関係費

31.5兆円

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

部分が、社会保障の充実等を除く25～27年度
の実質的な伸びであり、年平均＋0.5兆円程度

制度改正による減（平成27年度）
計：▲1700億円

＜主なもの＞
・介護報酬改定（適正化分）（▲1130億円）
・協会けんぽ国庫補助の見直し（▲460億円）

制度改正による減（平成25年度）
計：▲1200億円

・生活保護の適正化（▲1200億円）
※平成27年度までの効果額を含む。

制度改正による減（平成26年度）
計：▲1700億円

＜主なもの＞
・薬価改定（▲1300億円）
・「７対１入院基本料」算定病床の
要件の厳格化（▲200億円）

（注３）

（注２）

（注１）

（注１）年金国庫負担２分の１ベースの予算額。
（注２）基礎年金国庫負担の受入超過による精算（▲0.3兆円）の影響を含めない。
（注３）高齢者の医療費自己負担軽減措置等に係る経費の当初予算化（＋0.4兆円）の影響を含めない。
（注４）社会保障関係費の計数には、社会保障の充実等を含む。
（注５）令和元年度の社会保障関係費の計数は、臨時・特別の措置を除く。

最近の社会保障関係費の伸びについて

社会保障
関係費

32.0兆円

平成28年度

制度改正による減（平成28年度）
計：▲1700億円

・ 薬価改定等（▲1500億円）
・ 協会けんぽ国庫補助の見直し
（▲200億円）

社会保障
関係費

32.5兆円

制度改正による減（平成29年度）
計：▲1400億円

＜主なもの＞
・オプジーボ薬価引き下げ （▲200億円）
・高額療養費の見直し（▲220億円）
・後期高齢者医療の保険料軽減特例の見直し
（▲190億円）
・介護納付金の総報酬割の導入（▲440億円）
・協会けんぽ国庫補助の見直し（▲320億円）

平成29年度

社会保障
関係費

33.0兆円

制度改正による減（平成30年度）
計：▲1300億円

・薬価制度の抜本改革、
薬価改定等 （▲1300億円）

平成30年度

社会保障
関係費

34.0兆円

令和元年度

制度改正による減（令和元年度）
計：▲1200億円

＜主なもの＞
・介護納付金の総報酬割の拡大（▲610億円）
・薬価改定等（▲500億円）
・生活保護基準の段階的見直し（▲30億円）

部分
が、令和元年度の
実質的な伸びであ
り、年＋0.48兆円
程度
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平成26（2014）年度 平成27（2015）年度 平成28（2016）年度 平成29（2017）年度 平成30（2018）年度 令和元（2019）年度

社
会
保
障
の
充
実

・子ども・子育て支援の
充実

・社会的養育の充実

・育児休業給付の強化

・地域医療介護総合確
保基金（医療分）の創
設

・地域支援事業（認知症
施策等）の充実

・高額療養費の見直し

・難病・小児慢性特定疾
病の医療費助成

・遺族年金の父子家庭
への拡大

・診療報酬本体改定

・子ども・子育て支援新制
度の創設

・社会的養育の充実

・地域医療介護総合確保
基金（介護分）の創設

・地域支援事業の充実

・国保の財政支援の拡充

・被用者保険の支援拡充

・介護保険料の軽減強化

・介護報酬改定

・子ども・子育て支援新
制度の充実

・社会的養育の充実

・地域支援事業の充実

・国保の財政支援の拡
充

・被用者保険の支援拡
充

・子ども・子育て支援新
制度の充実

・社会的養育の充実

・地域支援事業の充実

・国保の財政支援の拡
充

・被用者保険の支援拡
充

・年金受給資格期間の
短縮

・地域医療介護総合確
保基金（医療分）の増
額

・社会的養育の充実

・地域医療介護総合確
保基金（医療分）の増
額

・医療情報化支援基金
の創設

・地域医療介護総合確
保基金（介護分）の増
額

・地域支援事業の充実

・介護保険料の更なる
軽減強化

・年金生活者支援給付
金の支給

自
然
増
の
圧
縮
（目
安
対
応
）

・薬価改定

・７対１入院基本料の見
直し

・介護報酬改定（適正化
分）

・協会けんぽ国庫補助特
例減額

・薬価改定等

・協会けんぽ国庫補助
特例減額

・オプジーボ薬価引下げ

・高額療養費の見直し

・後期高齢者の保険料
軽減特例の見直し

・介護納付金の総報酬
割の導入

・協会けんぽ国庫補助
特例減額

・薬価制度の抜本改革、
薬価改定等

・薬価改定等

・介護納付金の総報酬
割の拡大

・生活保護基準の見直
し

▲1,700億円 ▲1,700億円 ▲1,700億円 ▲1,400億円 ▲1,300億円 ▲1,200億円
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【基本的考え方】※経済財政運営と改革の基本方針2018抜粋

【予防・健康づくりの推進】〔18項目〕
（主な取組）
○ 予防・健康づくりに頑張った者が報われる制度の整備
○ 糖尿病等の生活習慣病の予防・重症化予防や認知症の予防の推進（先
進事例の横展開やインセンティブの積極活用）

○ 介護予防・フレイル対策や生活習慣病等の疾病予防等を市町村が一体的
に実施する仕組みの検討

○ 無関心層や健診の機会が少ない層への啓発
○ 予防・健康づくりの取組やデータヘルス、保健事業について、多様・包括
的な民間委託を推進

【多様な就労・社会参加】〔２項目〕
（主な取組）
○ 働き方の多様化に応じた年金受給開始時期の選択肢の拡大
○ 勤労者皆保険制度（被用者保険の更なる適用拡大）の実現を目指した検討

【医療・福祉サービス改革】〔31項目〕
（主な取組）
○ 医療技術評価の在り方について調査・研究・検討を推進するとともに、そ
のための人材育成・データ集積・分析を推進

○ 高額医療機器の効率的な配置等を促進
○ かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師の普及
○ 高齢者の医療の確保に関する法律第14条に基づく地域独自の診療報酬
について在り方を検討

○ 国保財政の健全化に向け、受益と負担の見える化の推進（法定外繰入の
解消等）

○ 介護の経営の大規模化・協働化
○ 地域医療構想に示された病床の機能分化・連携の推進
○ AIの実装、ロボット・IoT・センサーの活用、データヘルス改革の推進など、
テクノロジーの徹底活用

○ 元気で働く意欲のある高齢者を介護・保育等の専門職の周辺業務におい
て育成・雇用する取組を全国展開

【給付と負担の見直し】〔10項目〕
（主な取組）
○ 高齢者医療制度や介護制度において、所得のみならず資産の保有状況を適切
に評価しつつ、「能力」に応じた負担の検討
○ 医療・介護における「現役並み所得」の判断基準の見直しを検討
○ 医療費について保険給付率（保険料・公費負担）と患者負担率のバランス等を
定期的に見える化しつつ、診療報酬とともに保険料・公費負担、患者負担につい
て総合的な対応を検討
○ 団塊世代が後期高齢者入りするまでに、後期高齢者の窓口負担について検討
○ 介護のケアプラン作成、介護の多床室室料、介護の軽度者への生活援助サー
ビス等に関する給付の在り方について検討
○ 新規医薬品や医療技術の保険収載等に際して、費用対効果や財政影響など
の経済性評価や保険外併用療養の活用などを検討
○ 薬剤自己負担の引上げについて幅広い観点から関係審議会において検討し、
その結果に基づき必要な措置を講ずる
○ 外来受診時等の定額負担の導入を検討

【旧改革工程表の全44項目の着実な推進】

全世代型社会保障制度を着実に構築していくため、総合的な議論を進め、基盤強化期間内から順次実行に移せるよう、2020年度に、それ
までの社会保障改革を中心とした進捗状況をレビューし、「経済財政運営と改革の基本方針」において、給付と負担の在り方を含め社会保
障の総合的かつ重点的に取り組むべき政策を取りまとめ、早期に改革の具体化を進める。

改革工程表（61項目）

95

新経済・財政再生計画 改革工程表（平成30年12月20日）【社会保障分野】



Ⅵ 「2040年を見据えた社会保障の将来見通し（議論の素材）」に

基づくマンパワーのシミュレーション（平成30年5月21日）の改定
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シミュレーションの位置付け

○ 「2040年を見据えた社会保障の将来見通し（議論の素材）」に基づき、今後の様々な議論に資するため、以下の
ケースを仮定した場合の、将来の就業者数のシミュレーションを厚生労働省において行い、昨年５月に行った推計を
改定したもの。

（１）仮に、当該シミュレーションにおける計画ベースに加え、高齢期における医療や介護を必要とする者の割合（受療率
等の医療・介護需要）が低下した場合

（２）仮に、当該シミュレーションにおける計画ベースに加え、労働投入量当たりの生産性の向上が図られ、医療福祉分
野における就業者数全体でも効率化が達成された場合

（１）医療・介護等における生産性の向上について
・ 仮に、医療や介護の生産性が5％程度向上するなど、医療福祉分野における就業者数全体でも5％程度の効率化
が達成された場合、医療福祉分野における就業者数は△54万人程度（就業者数に占める割合△0.9％程度）。

（２）医療・介護需要の低下について
① 上記（１）に加え、仮に、介護の要介護（支援）認定率が1歳分程度低下した場合、2040年度の医療福祉分野にお
ける就業者数は△107万人程度（就業者数に占める割合△1.8％程度）。
② 上記（１）に加え、仮に、介護の要介護（支援）認定率が1.5歳分程度低下した場合、2040年度の医療福祉分野に
おける就業者数は△120万人程度（就業者数に占める割合△2.0％程度）。
③ 上記（１）に加え、仮に、高齢者の入院や外来の受療率が2.5歳分程度低下、介護の要介護（支援）認定率が1.5歳
分程度低下した場合、2040年度の医療福祉分野における就業者数は△144万人程度（就業者数に占める割合
△2.4％程度）。

シミュレーション結果（ポイント）
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シミュレーションの手法・前提

○ シミュレーションの方法については、基本的に「2040年を見据えた社会保障の将来見通し（議論の素材）」に準じている。その
上で、それぞれのケースにおける前提は以下のとおり。

（１）仮に、計画ベースに加え、労働投入量当たりの生産性の向上が図られ、医療福祉分野における就業者数全体でも効率化が
達成された場合

・ 医療分野については、ICT、AI、ロボットの活用で業務代替が可能と考えられるものが５％程度あること（「医師の勤務実態
及び働き方の意向等に関する調査」結果から抽出）等から、５％以上の単位時間当たりサービス提供量の向上を目標とした
こと、介護分野については、平成28年に実施したモデル事業において、ICT導入によって介護の記録時間や介護報酬の請
求事務にかかる時間が効率化されたという結果を踏まえ、介護サービス全体として3.3％の生産性向上を達成可能として試
算し、加えて、ロボット・ICTの活用によって効率的に介護サービスを提供している特養があることから、この水準に基づく介
護サービスの提供を可能とすることで、さらに1.9％の生産性向上を達成可能として、合わせて５％以上の向上を目標とした
ことなどを踏まえ、医療・介護サービス全体的に5％程度業務の効率化が図られるものと仮定。

・ 医療・介護分野以外を含む医療福祉分野全体については、医療・介護分野全体と同程度の効率化が図られるものと機械的
に仮定。

（２）仮に、計画ベースに加え、高齢期における医療や介護を必要とする者の割合（受療率等の医療・介護需要）が低下した場合

・ 介護については、医療ほど顕著ではないものの、2015年度以降年齢階級別にみた認定率の低下がみられること、また、地
域によって介護予防や自立支援で認定率低下の実績がみられること等を踏まえて、65歳以降の各年齢階級における認定率
が1歳分程度高齢にシフトする場合と、2040年までの平均寿命の伸び２歳程度に対して、健康寿命の伸びを３歳以上と目標
設定がされたことを踏まえ、平均寿命の伸びに対する健康寿命の伸びの比率（≒３歳÷２歳）を考慮して、1.5歳程度高齢に
シフトする場合を仮定。

・ 医療については、平均寿命が2018年から2040年にかけて男性、女性ともに2.2年程度上昇することや、過去10年程度の年
齢階級別受療率の低下傾向等を踏まえて、入院や外来の受療率のカーブが2.5歳分程度高齢にシフトする場合を仮定。他
方、健康寿命延伸と医療費（特に生涯医療費）との関係については、有識者の研究班において様々な意見があったこと、医
療費は健康なときもかかり得ることや健康を回復するためにかかる場合もあるといった意見もあったことなどを踏まえて、今
回のシミュレーションでは、昨年仮定した2.5歳だけでなく、より慎重に考えた年齢階級別受療率が変化しない場合も仮定。
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2018年度 2040年度

患者数・
利用者数等

（万人）

医療
入院 132 131

外来 783 731

介護

1歳分程度認
定率後ろ倒し

施設 104 148

居住系 46 70

在宅 353 464

1.5歳分程度認
定率後ろ倒し

施設 104 144

居住系 46 68

在宅 353 454

（２）需要低下の場合の患者数および利用者数

※ 患者数はある日に医療機関に入院中又は外来受診した患者数。利用者数は、ある月における介護サービスの利用者数であり、総合事業等における利用者数を含まない。
※ 就業者数欄の「医療福祉分野における就業者数」は、医療・介護分に、その他の福祉分野の就業者数等を合わせた推計値。医療分、介護分ともに、直接に医療に従事する
者や介護に従事する者以外に、間接業務に従事する者も含めた数値である。［ ］内は、就業者数全体に対する割合。

2018年度 2040年度

就業者数
（万人）

医療福祉分野における
就業者数

826

[12.4%]

1,016

[16.9%]

医療 309 312

介護 334 479

（１）生産性向上の場合の就業者数
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※ 就業者数欄の「医療福祉分野における就業者数」は、医療・介護分に、その他の福祉分野の就業者数等を合わせた推計値。医療分、介護分ともに、直接に医療に従事する
者や介護に従事する者以外に、間接業務に従事する者も含めた数値である。［ ］内は、就業者数全体に対する割合。

2018年度 2040年度

就業者数
（万人）

医療福祉分野における
就業者数

826

[12.4%]

1,014

[16.8%]

医療 309 328

介護 334 461

（３）需要低下の場合の就業者数
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①介護の認定率１歳分程度後ろ倒し

2018年度 2040年度

就業者数
（万人）

医療福祉分野における
就業者数

826

[12.4%]

1,000

[16.6%]

医療 309 328

介護 334 450

②介護の認定率１．５歳分程度後ろ倒し

③介護の認定率１．５歳分程度後ろ倒しに加え、医療の受療率２．５歳分程度低下
2018年度 2040年度

就業者数
（万人）

医療福祉分野における
就業者数

826

[12.4%]

975

[16.2%]

医療 309 309

介護 334 450

シミュレーション結果②（医療・介護の患者数・利用者数および就業者数）



【留意事項】

○ 受療率等の需要の低下については、近年、年齢階級別の入院や外来の受療率が低下していること等を踏まえて仮定し
ものであるが、近年の受療率低下は、様々な政策等の取組みを背景としたものと考えられ、今後も追加的な政策等が講じら
れない限り、自然にこの傾向が続くとは限らないことに留意が必要。今後の政策を考える上での議論の素材として、将来さら
に受療率が低下した場合のシミュレーションを行ったもの。

○ 生産性の向上については、近年の技術進歩の速度を考えると、2040年度までにどのような技術が登場するかを確実に
見通すことは容易ではないが、今般、単位時間当たりサービス提供の向上の目標を設定したこと、マンパワーの確保という
社会保障の給付・サービスを成り立たせるための本質的な問題についての議論の素材とするために、一定の仮定の下でシ
ミュレーションを行ったもの。
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②▲13万人

③▲24万人

963万人[16.0％]

〜〜
2040年度
計画ベース

2040年度
労働力の需給推計

（経済成長と労働参加が適切に進むケース）

2040年度

〜〜 〜〜
※本シミュレーションは、独立行政法人労働政策研究・研修機構（JILPT）において新たな労働力の需給推計を行ったこと等を踏まえ、2018年５月に行った『「2040年を見据えた社会保障の将来見通し（議論の素材）」に基づくマンパ
ワーのシミュレーション』について改定を行ったもの。

（注１） 就業者数全体及び「医療・福祉」の就業者数の推計については、独立行政法人労働政策研究・研修機構（JILPT）が行ったものであり、労働力需要に加え、労働力供給も勘案した就業者の見通し（経済成長と労働参加が適切に進むケース。）
（注２） 医療福祉分野における就業者の見通しについては、①医療・介護分野の就業者数について、それぞれの需要の変化に応じて就業者数が変化すると仮定して就業者数を計算。②その他の福祉分野を含めた医療福祉分野全体の就業者数については、医療・

介護分野の就業者数の変化率を用いて機械的に計算。③医療福祉分野の短時間雇用者の比率等の雇用形態別の状況等については、現状のまま推移すると仮定して計算。
（注３） 改革により生産性が向上した場合については、ICT等の活用に関する調査研究や先進事例等を踏まえ、医療・介護の生産性が各５％程度向上するなど、医療福祉分野における就業者数全体で５％程度の効率化が達成された場合。
（注４） 医療・介護需要が一定程度低下した場合については、以下のとおり。

①介護の認定率が、1歳分程度（2040年までの65歳以降の平均余命の伸びの平均と同程度）後ろ倒しとなったと機械的に仮定した場合

②介護の認定率が、1.5歳分程度（①に加え、2016年から2040年までの健康寿命の延びの目標分(3年)／2016年から2040年までの平均寿命の延び分(男性2.3年、女性2.5年)を乗じた分）後ろ倒しするものと機械的に仮定した場合
③医療の受療率について、平均寿命が2018年から2040年にかけて男性、女性ともに2.2年程度上昇することや、過去10年程度の年齢階級別受療率の低下傾向等を踏まえて、受療率のカーブが2.5歳分程度高齢にシフトすると機械的に仮定した場合

【就業者数全体 6,024万人】

1,070万人
[17.8％]

974万人
[16.2％]

▲54万人

参考試算

医療福祉の
就業者数

（参考）
労働力需要に加え、労働力供給も
勘案した「医療・福祉」の就業者数

950万人[15.8％]

926万人[15.4％]

新たな労働力の需給推計等を踏まえたマンパワーのシミュレーション（平成30年5月21日）の改定

改革により
生産性が向上した場合

医療・介護需要が
一定程度低下した場合

①▲53万人

［ ］内は就業者数全体に対する割合
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○ 高齢者層における年齢階級別１人当たり受診日数（受療率に対応）の推移をみると、入院、外来とも
にどの年齢層でも低下。

○ 介護については、ここ数年では、年齢階級別要介護（支援）認定率の低下がみられるものの、医療ほ
ど顕著ではない。

（出典）厚生労働省「医療保険に関する基礎資料」、「介護給付費等実態調査」
外来は医科。認定率は、要支援認定者数＋要介護認定者数の人口に対する割合。
平均寿命は、平成18年は男性79.00年、女性85.81年、平成23年は男性79.44年、女性85.90年、平成28年は男性80.98年、女性87.14年。

【入院】 【外来】 【介護】

（年齢階級、歳）

（認定率）
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1 

第１章 現下の日本経済 
 

１．内外の経済動向と今後の課題 

（１）日本経済の現状と課題 

第２次安倍内閣が発足した2012年当時、我が国は、経済の低迷やデフレに苦しみ、成

長力の低下やグローバル競争の激化をはじめ、その取り巻く経済環境の厳しさが増す中

で、国民の間では、閉塞感や先行きの不透明感が強まる状況に陥っていた。このため、

まずは経済再生を最優先の政策課題に据え、アベノミクスを強力に推進し広く展開する

ことにより、こうした局面を打開することに成功した。 

現在の我が国経済は、デフレではない状況を作り出し、長期にわたる回復を持続させ

ており、ＧＤＰは名目・実質ともに過去最大規模に達した。国民生活に密接に関わる雇

用・所得環境も、大きく改善している。雇用面では、生産年齢人口がこの６年間で約500

万人減少する中にあっても、女性・高齢者の労働参加により就業者が約380万人増加し

た。また、過去最高水準の企業収益が続く中、最低賃金は2016年度以降３年連続で３％

程度の引上げを実現したほか、春季労使交渉では中小企業を含め２％程度の高い賃金上

昇が続くなど、着実かつ継続的な賃上げが実現している。 

アベノミクスの成果は地域にも波及し、統計を取り始めて以来初めて有効求人倍率は

全都道府県で１倍を超える状態が続くとともに、2000 年代半ばの景気回復期と比べて、

全国的に景況感が改善する中で地域間のばらつきも小さくなっている。さらに、地方圏

の地価がバブル崩壊後初めて上昇に転じるなど、地方における経済の好循環の前向きな

動きが生まれ始めている。 

一方で、中国経済の減速等を背景に輸出や生産が弱含んでおり、先行きについても、

米中貿易摩擦の激化など通商問題の動向が世界経済に与える影響や中国経済の先行きな

どの下方リスクにはしっかり目配りする必要がある。 

 

財政面では、我が国の財政は引き続き厳しい状況にあるものの、国・地方の税収は景

気回復の継続等により過去最高となり、国・地方の基礎的財政収支（以下「ＰＢ」とい

う。）の対ＧＤＰ比は、2012年度の▲5.5％から 2018 年度には▲2.8％に縮小する見込

みである。また、新経済・財政再生計画（2019～25年度）を定め、団塊の世代が75歳に

入り始める 2022年までの３年間を「基盤強化期間」（2019～21年度）と位置付け、令

和元年度予算から目安に沿った予算編成を行うなど、引き続き経済再生と財政健全化に

着実に取り組むこととされた。 

2019 年 10月には、全世代型社会保障の構築に向け、少子化対策や社会保障に対する

安定的な財源を確保するため、また、社会保障の充実と財政健全化にも資するよう、消

費税率の８％から 10％への引上げを予定している。今回は、前回 2014 年４月の引上げ

後に景気の回復力が弱まったという経験を十分にいかし、需要変動の平準化に万全を期

すこととしている。すなわち、教育無償化や社会保障の充実、軽減税率制度の実施によ

り、今回の引上げによる経済への影響を２兆円程度に抑制する。加えて、予算面では、
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臨時・特別の措置として、令和元年度当初予算において、２兆円程度、税制面では 0.3

兆円程度、合わせて2.3兆円程度という十二分な規模の措置を盛り込んだところであり、

これらの適切な執行により、消費税率引上げ前後の需要変動の平準化を図り、経済の回

復基調に影響を及ぼさないように取り組むこととしている。 

 

中長期の課題に目を転ずれば、平成から令和の時代に引き継がれた課題が多いことは、

否めない。人口減少・少子高齢化の進行、第４次産業革命の到来、生産性と成長力の伸

び悩み、世界的なデジタル化の流れ、通商問題・保護主義の台頭、エネルギー・環境制

約の高まり、地方経済の活性化、大規模自然災害の頻発、社会保障と財政の持続可能性

など、我が国が直面する大きな変化や喫緊の課題は、枚挙に暇がない。特に、これまで

世界的にも経験したことがない、人口減少や少子高齢化の急速な進展は、我が国経済が

直面する最大の壁となっている。 

 

（２）国際経済環境の変化と課題 

日本経済を取り巻く国際経済環境もまた、激動ともいうべき大きな変化の渦中にある。 

足元では、中国経済の減速や欧州経済の一部の弱さなど、景気回復のペースに鈍化が

みられる。また、持続可能で包摂的な経済社会を実現するべく、世界が一体となってＳ

ＤＧｓの達成に取り組む機運が高まる一方で、新たな技術や知的財産をめぐる国際的な

軋轢
あつれき

や大国間の貿易摩擦が発生しており、世界経済の不安定要因となりかねない。また、

グローバル化の進展に対して、格差の拡大等を背景に懐疑的な見方が広がり、保護主義

に代表される内向きで自国中心主義的な動きが台頭している。特にエネルギー等で対外

依存度が高い日本は、こうした国際政治動向や経済情勢の不安定化に十分な注意が必要

である。 

  このような国際経済環境の大きな変化の中で、いち早く戦略を構築し、日本経済の再

生とプレゼンスの維持・強化にいかしていくことが重要な課題となっている。すなわち、

我が国が主導して、経済政策における国際協調の重要性を確認していく。また、我が国

が初めて主催するＧ20大阪サミットにおいて、世界経済の持続的で包摂的な成長に向け、

Ｇ20が結束して強いコミットメントを行うとともに、議長国として、我が国がそのコミ

ットメントの実行においても世界をリードしていくことが重要である。 

国際的な経済摩擦を技術的、中立的視点で解決するルールと仕組みは、その有効な歯

止めとなる。我が国は自由貿易の旗手として、経済連携の更なる推進に加え、ＴＰＰ11

や日ＥＵ・ＥＰＡで設けられた「21世紀型ルール」の国際標準化等に向けて、議論を主

導する。また、国際的なデータ駆動型経済拡大の時代にふさわしい、安心と信頼性の高

いルールづくりを進め、グローバルな経済活動の促進に貢献することが求められる。 

 

２．今後の経済財政運営 

（１）基本認識  

アベノミクスの推進がもたらした経済の好循環を更に持続・拡大させていくこと、そ
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して、我が国が直面する様々な課題を克服し、持続的かつ包摂的な経済成長の実現と財

政健全化の達成を両立させていくことが、我が国経済が目指すべき最重要目標である。

「経済再生なくして財政健全化なし」の基本方針の下、経済再生と財政健全化に一体的

に取り組み、2020年頃の名目ＧＤＰ600兆円経済と2025年度の財政健全化目標 1の達成

を目指す。 

この達成のため、以下の３つの視点を重視して取組を推進する。 

第１に、潜在成長率の引上げによる成長力の強化である。労働力人口の伸びが中長期

的に鈍化する懸念がある中では、Society 5.0時代に向けた人的・物的投資を一層喚起

し、生産性を飛躍的に向上させることにより、潜在成長率を引き上げていく必要がある。

デジタル化など先端技術を社会実装することにあわせて、これを可能とする経済社会構

造の変革、国際的なルールづくりなどグローバルな課題解決への積極的な貢献が急務と

なる。 

第２に、成長と分配の好循環の拡大である。この好循環の拡大に向け、成長力の強化

という供給サイドの強化のみならず、内需の持続的な拡大と外需の継続的な取り込みを

図る必要がある。内需の面では、企業収益を拡大しつつ、賃金・雇用者所得の増加を通

じて、消費の継続的な拡大を図るとともに、外需の面では、我が国の持つソフトパワー

もいかし、経済連携やインバウンド等を通じて、アジアをはじめ海外の活力を更に取り

込んでいくことが重要である。 

第３に、誰もが活躍でき、安心して暮らせる社会づくりである。人生100年時代の到

来を見据え、高齢者から若者まで、誰もがいくつになっても活躍できる社会を構築する

ために、一人一人の人材としての質を高める「人づくり革命」とともに、年齢が働くこ

との制約とならないよう、これまでの考え方や諸制度を見直し、働き方を自由に選べる

中で社会保障の支え手を拡大しながら、全世代型社会保障を実現していくことが不可欠

である。 

 

（２）新たな時代への挑戦 ：「Society 5.0」実現の加速 

我が国は今、「令和」という新たな時代の幕開けを迎えている。 

この新しい時代に、人口減少や少子高齢化が進行する中にあっても、直面する様々な

課題を克服し、さらにはピンチをチャンスに変えていく。その大きなパラダイムシフト

の鍵となるのが、デジタル化を原動力とした「Society 5.0」の実現である。Society 5.0

の実現は、経済社会の構造改革そのものであり、第４次産業革命の先端技術を社会実装

し、より高度な経済、より便利で豊かな生活を体現する一方、課題先進国として課題解

決のモデルを提供し、世界をリードしていく。その中で、人生100年時代の到来を見据

え、一人一人が能力を高め、誰もがいくつになっても活躍できる社会を構築していく。 

デジタル分野における国際競争が既に激しさを増す中、我が国が世界に後れを取るこ

                                            
1 経済再生と財政健全化に着実に取り組み、2025年度の国・地方を合わせたＰＢ黒字化を目指す。同時に債務残高対Ｇ
ＤＰ比の安定的な引下げを目指す。 
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とがないよう、切迫した危機感を持って、国を挙げてSociety 5.0実現を加速しなけれ

ばならない。 

我が国が国際的なデータ流通等のルールや枠組みの構築や国際連携を主導するなど、

世界のパラダイム変化のリード役となるチャンスでもあり、「今こそ絶好機」との認識

の下、本基本方針においては、以下の方向で取り組む。 

 

① Society 5.0時代にふさわしい仕組みづくり 

成長力の強化に向け、「成長戦略実行計画 2」を強力に推進する。第４次産業革命の先

端技術を社会実装し、生産性の飛躍的な向上を図るとともに、70歳までの就業機会の確

保をはじめ生涯現役社会の実現に向けた全世代型社会保障改革を推進し、全ての世代の

人々が希望に応じて意欲・能力をいかして活躍できる環境整備を進める。  

Society 5.0時代のニーズに合った教育内容の提供、教育システムの複線型への転換

を含めた、「人づくり革命」と「働き方改革」を推進する。また、内需の喚起に資する

所得の向上を図り、成長と分配の好循環を継続・拡大させるため、経済成長率の引上げ

や生産性の底上げを図りつつ、就職氷河期世代の人々への支援を行うとともに最低賃金

の上昇を実現する。 

地方創生に向けて、Society 5.0を日本全国で促進し、豊かで暮らしやすい地方を実

現していく。二地域居住・就業の促進や都市部に住む経験豊富な人材が地方で活躍でき

る環境の整備など、東京一極集中を是正し地方への新たな人の流れを創出する。また、

「スマートシティ」を新たな基本コンセプトとしたまちづくりを推進するとともに、地

域金融機関を強化しつつ、観光、農林水産業をはじめとした地域産業の活性化や中小企

業等の支援に取り組む。 

 

② 経済再生と財政健全化の好循環 

経済再生が財政健全化に貢献し、財政健全化の進展が経済再生の一段の進展に寄与す

るよう、その好循環を拡大する。 

このため、可処分所得の増大と全世代型社会保障の構築を通じた消費の拡大、 Society 

5.0 時代に向けた民間投資の喚起、公的サービスへの民間参入・官民連携の促進による

継続的な需要拡大と財政の効率化等を併せて実現する。 

デジタル化の推進に当たっては、国・地方の行政分野が自ら率先して範となるべく取

り組み、デジタル・ガバメントを構築していく。徹底したデジタル化をはじめ次世代型

行政サービスの実現を通じて、行政コストの引下げ、住民生活の安定の確保、ビジネス

機会拡大・生産性向上等を実現する。 

また、新経済・財政再生計画に基づき、基盤強化期間内から改革を順次実行に移し、

経済成長と財政を持続可能とするための基盤固めにつなげる。特に、団塊世代が75歳に

入り始める2022年までに、持続可能な社会保障制度に向けた環境整備を進めるため、改

                                            
2 「成長戦略実行計画」（令和元年○月○日閣議決定）。 
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革を着実に推進する。 

 

厳しい財政状況の下で、限られた財政資源をより有効に活用するためにも、人的投資・

先端技術への投資促進や次世代型行政サービスへの改革に思い切って資源を投入し、民

間のポテンシャルを最大限にいかしつつ生産性と成長力の引上げを加速する。 

また、Society 5.0の実現に向けた大胆な取組を、時間軸としても戦略的に推進する

ことにより、臨時・特別の措置や2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の

終了後の需要の剥落を克服していく。さらに、2025年に開催される、いわゆる大阪・関

西万博は、継続的に日本の魅力を世界に発信し続ける絶好の機会である。開催地のみな

らず全国各地を訪れる観光客が増大し、地域経済を活性化する「起爆剤」とすべく、オ

ールジャパンの体制で取り組む。 

 

（３）当面の経済財政運営等  

足元の経済動向をみると、我が国経済は、緩やかな回復を続けているものの、輸出や

生産に弱さがみられており、通商問題を含め、海外経済の動向等に十分注視していく必

要がある。もし、海外発の下方リスクが顕在化すれば、日本経済の回復は腰折れしかね

ず、経済再生と財政健全化への道筋も危ぶまれる。デフレ脱却・経済再生最優先との安

倍内閣の基本方針を堅持し、経済の回復基調を持続させ、国民一人一人に景気回復の波

が広がっていくよう、あらゆる政策を総動員し、経済運営に万全を期す。 

令和２年度当初予算においても、消費税率引上げの需要変動に対する影響の程度や最

新の経済状況等を踏まえ、歳出改革の取組を継続するとの方針とは別途、適切な規模の

臨時・特別の措置を講ずる。加えて、海外発の下方リスクに十分目配りし、経済・金融

への影響を迅速に把握するとともに、リスクが顕在化する場合には、機動的なマクロ経

済政策を 躊躇
ちゅうちょ

なく実行する。 

 日本銀行には、経済・物価・金融情勢を踏まえつつ、２％の物価安定の目標の下、金

融緩和を推進し、目標をできるだけ早期に実現することを期待する。 

  

これらの政府の取組についての国民の理解や世界への発信強化のため、内閣の基本方

針について一層の理解を得るよう、内外広報を積極的かつ効果的に展開する。 

 

３．東日本大震災等からの復興 

（１）東日本大震災からの復興・再生 

東北の復興なくして、日本の再生なし。東日本大震災からの復興・再生は、内閣の最

重要課題である。 

震災から８年以上が経過し、これまでの取組の結果、地震・津波被災地域では、住ま

いの再建がおおむね完了し、原発事故によって大きな被害を受けた福島の被災地域では、
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今年４月に大熊町の一部地域において避難指示が解除され、帰還困難区域でも６町村 3の

特定復興再生拠点区域 4整備が進むなど、本格的な復興・再生に向けた動きが着実に進ん

でいる。引き続き復興の加速化に取り組む。 

復興・創生期間後の適切な対応を図るため、年内にその基本方針を定めるとともに、

復興庁の後継組織として、復興庁と同じような司令塔として各省庁の縦割りを排し、政

治の責任とリーダーシップの下で東日本大震災からの復興を成し遂げるための組織を置

くこととする。 

ラグビーワールドカップ2019や2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会

を通じて、世界中から寄せられた支援に対する感謝を伝え、復興しつつある被災地の姿

や魅力を国内外に積極的に発信する。 

 

① 切れ目のない被災者支援と産業・生業の再生 

復興期間の総仕上げに向け、復興の進展に応じて生じる課題に的確に対応していく。

被災者の心身のケアやコミュニティ形成支援などの「心の復興」に重点的に取り組むな

ど、生活再建のステージに応じた切れ目ない支援を行う。岩手県及び宮城県において、

復興・創生期間中に仮設生活の解消を目指す。交通・物流網の整備を着実に進め、水産

加工業の販路開拓、企業の新規立地等への支援を通じて産業・生業の再生を進める。観

光については、東北６県の外国人宿泊者数を2020年に150万人泊とすることを目指した

取組を進めるとともに、福島県における国内プロモーションや教育旅行再生事業等を実

施する。 

復興期間10年間の復興事業費を合計で32兆円程度と見込んで 5いるが、引き続き、各

年度の事業規模の適切な管理、効率的かつ適正な執行を通じ、この復興事業費により確

実に復興を進める。 

 

② 原子力災害からの福島の復興・再生 

原子力災害被災地域の復興・再生に向けて、福島復興再生特別措置法等 6に基づき、着

実に取組を進める。 

その大前提である廃炉・汚染水対策及び中長期的な廃炉に向け、国も前面に立って、

中長期ロードマップを踏まえ、国内外の叡智
え い ち

を結集し、研究開発や人材育成を着実に進

めるとともに、必要な対応に安全かつ着実に取り組む。中間貯蔵施設の整備と施設への

継続的な搬入、放射性物質汚染廃棄物の処理、除去土壌等の減容・再生利用に向けて、

政府一体となって取り組む。 

福島の復興・再生を加速させるため、教育、医療・介護、買い物などの生活環境の整

備を一層推進し、住民の帰還や移住の促進を図る。浜通り地域等において、「福島イノ

                                            
3 双葉町、大熊町、浪江町、富岡町、飯舘村、葛尾村。 
4 帰還困難区域のうち、避難指示を解除し、帰還者等の居住を可能とすることを目指す区域。 
5 「平成28年度以降５年間を含む復興期間の復旧・復興事業の規模と財源について」（平成27年６月30日閣議決定）。 
6 福島復興再生特別措置法（平成24年法律第25号）及び「福島復興再生基本方針」（平成29年６月30日閣議決定）。 
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ベーション・コースト構想」の更なる具体化に関係府省庁が連携して取り組み、地域の

自立的・持続的な産業発展を目指す。福島県で製造する再エネ水素を2020年東京オリン

ピック・パラリンピック競技大会に活用する。福島相双復興官民合同チームを通じた被

災事業者等の事業・なりわい再建等への支援や、農林漁業者の経営再建への支援、農林

水産物の生産から流通・販売に至るまでの風評の払拭の総合的な支援など、産業・生業

の再生を進める。科学的根拠に基づかない風評被害やいじめなどいわれのない偏見・差

別の問題に対して、風評払拭・リスクコミュニケーション強化戦略に基づき、放射線に

関する正確な情報等を国内外に効果的に発信する。 

帰還困難区域については、たとえ長い年月を要するとしても、将来的に帰還困難区域

の全てについて避難指示を解除し、復興・再生に責任を持って取り組むとの決意の下、

放射線量をはじめ多くの課題があることも踏まえ、まずは特定復興再生拠点区域につい

て、各町村の認定計画に定められた避難指示解除の目標時期を目指して、除染やインフ

ラ整備等を進める。 

福島の復興・再生は中長期的対応が必要であることから、復興・創生期間後も継続し

て国が前面に立って取り組む。 

 

（２）近年の自然災害からの復興、防災・減災・国土強靱化の加速 

 平成28年熊本地震 7の被災地では、インフラの復旧や地域産業の再建等が着実に進展

しているが、仮設住宅等で暮らす被災者の早期の生活再建のため、住まいの確保等に取

り組むとともに、まちづくりや道路、鉄道、熊本城の復旧を進めるなど、引き続き、被

災者に寄り添ったきめ細かな支援等を実施する。 

平成30年7月豪雨、台風第21号、北海道胆振東部地震など、昨年相次ぎ発生した災

害については、住宅再建や孤立防止等のための見守り支援などの被災者の生活再建、河

川、道路等の復旧工事、農林水産業や観光業などの地域産業の再建等に引き続き取り組

む。今後も被災者が一日も早く安心した暮らしを取り戻せるよう、被災者の気持ちに寄

り添い、復旧・復興に全力を尽くす。 

これら近年の自然災害を教訓とし、災害に強くてしなやかな国づくりを進めるため、

「防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策」8を実施し、防災・減災対策、国土

強靱化の取組を加速させる。  

                                            
7 2016年４月14日・16日に発生した地震をはじめ、熊本県を中心とする一連の地震活動。 
8 「防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策」（平成30年12月14日閣議決定）。 
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第２章 Society 5.0時代にふさわしい仕組みづくり 
 

１．成長戦略実行計画をはじめとする成長力の強化 

（１）Society 5.0の実現 

① デジタル市場のルール整備 

（ⅰ）内閣官房にデジタル市場の競争状況の評価等を行う専門組織を設置 

国際的データ流通の枠組み構築にあたっては、その前提として、国内におけるデータ

の収集・保管・管理・流通等について、強固かつ明確な枠組みを構築していく必要があ

る。具体的には、データセキュリティに資する研究開発、データ・フォーマットの共通

化・汎用化、データクレンジングの推進、データ流通の際のプライバシーやセキュリテ

ィの確保、Society 5.0におけるサイバーセキュリティ・フレームワークの推進、産業競

争力強化の観点から機微技術から一般技術情報までデータの種類や構造に応じた戦略的

管理、データポータビリティやＡＰＩ開放などの方針作成、など課題は省庁横断的に多

岐にわたる。 

このため、省庁横断的に多様かつ高度な知見を有する専門家で構成される、国内外の

データ・デジタル市場に関する専門組織 (「デジタル市場競争本部」(仮称))を早期に創

設する。同組織には、データポータビリティやＡＰＩ開放を始めとする上述のデータ利

活用に係る多岐の課題への対応を通じたイノベーション促進のための権限とともに、グ

ローバルなデジタル・プラットフォーム企業がせめぎあうデジタル市場を俯瞰・評価し、

競争・イノベーションを促進する観点から、独占禁止法等の関係法令に基づく調査結果

等の報告を聴取する権限、デジタル市場に関する基本方針の企画・総合調整の権限、各

国の競争当局との協力・連携の権限を付与する。 

デジタル市場競争本部（仮称）は、ＩＴ総合戦略本部・サイバーセキュリティ戦略本

部や各省庁との密接な連携の下、データ駆動社会における戦略的枠組みを構築していく。 

 

（ⅱ）デジタル・プラットフォーム企業と利用者間の取引の透明性・公正性の確保のた

めのルール整備 

（企業結合） 

デジタル市場においては、企業の市場シェアが小さくても、データの独占により競争

阻害が生じるおそれがある。独禁当局は、デジタル市場についての知見が弱いこともあ

り、十分な勘案が出来ていないとの指摘がある。このため、データの価値評価を含めた

企業結合審査のためのガイドラインand/or法制整備を図る。その際、イノベーションを

阻害することのないよう留意する。 

 

（取引慣行等の透明性・公正性） 

デジタル・プラットフォーム企業は、中小企業・ベンチャー、フリーランス（ギグ・

エコノミー）にとって、国際市場を含む市場へのアクセスの可能性を飛躍的に高める。

他方、デジタル・プラットフォーム企業と利用者間の取引において、(a)契約条件やルー
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ルの一方的押しつけ、(b)サービスの押しつけや過剰なコスト負担、(c)データへのアク

セスの過度な制限等の問題が生じるおそれがある。 

このため、デジタル市場に特有に生じる取引慣行等の透明性および公正性確保のため

の法制及びガイドラインの整備を図る。このため、2020年の通常国会に法案（「デジタ

ル・プラットフォーマー取引透明化法」（仮称））の提出を図る。 

一方で、ルール整備が第４次産業革命のデジタルイノベーションを阻害することのな

いよう、当初はcomply or explain（従うか、または、従わない理由を説明する）といっ

た自主性を尊重したルールを検討する。 

具体的には、契約条件や取引拒絶事由の明確化・開示、ランキング（商品検索結果の

表示順）の明示、デジタル・プラットフォーム企業が自身の商品・役務提供を優遇する

場合の開示、最恵国待遇条項（取引先の中で最も有利な取引条件を求めること等）を求

める際の開示、あるいは苦情処理システムの整備義務といった項目について検討を行う。 

 

（ⅲ）５Ｇ整備やＧ空間社会実現に向けて 

Society 5.0の実現に向けて、2020年度末までに全都道府県で５Ｇサービスを開始す

るとともに、セキュリティの確保に留意しつつ、通信事業者等による５Ｇ基地局や光フ

ァイバーなどの情報通信インフラの全国的な整備に必要な支援を実施し、2024年度まで

の５Ｇ整備計画を加速する。 

また、地理空間情報高度活用社会（Ｇ空間社会）の実現に向け、地理空間情報を使っ

た高度な技術の社会実装を進める。 

 

② フィンテック／金融分野 

現在の業態ごとの金融・商取引関連法制を改め、同一の機能・リスクには同一のルー

ルを適用する機能別・横断的な法制の実現に向けて取り組む。これにより、新規事業者

の参入と様々なサービス間の競争を通じたイノベーション、金融サービスの質をめぐる

競争を促進する。 

 

（決済分野） 

現行法の業態別の縦割り構造が、事業者のビジネスモデルやサービスの自由な選択へ

の弊害となっているとの指摘のある「決済」分野について横断化を図る。これにより、

これまでの銀行送金や従来型の比較的高額なクレジットカード決済とともに、（ⅰ）プ

リペイド（前払い）・ポストペイ（後払い）を組み合わせたシームレスな支払い 9や、（ⅱ）

銀行業と現行の資金移動業の間に新たな類型を設け、銀行送金以外でも幅広い金額の送

金 10を可能とし、新規事業者の参入と様々なサービス間の競争を通じた、柔軟で利便性

                                            
9 プリペイド・ポストペイを組み合わせたシームレスな支払い：少額・低リスクな決済について、従来型の比較的高額な
決済の場合とは異なる制度へと見直すことにより、プリペイド・ポストペイ等を通じたシームレスな支払いサービスの
提供を円滑化する。 
10 銀行送金以外の幅広い金額の送金：100万円までの送金が可能な現行の資金移動業に加え、銀行業と現行の資金移動
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の高いキャッシュレスペイメント手段を実現する。その際、例えば、割賦販売法の与信

審査における性能規定の導入など、フィンテック企業をはじめとした決済事業者の円滑

な事業展開を可能とする仕組みを導入する。これらについては、2020年の通常国会に必

要な法案の提出を図る。 

 

（横断的な法制） 

「決済」、「資金供与」、「資産運用」、「リスク移転」といった各機能に対応する

サービスについて横断的に提供することを可能とする横断的な金融サービス仲介法制の

実現に向けた検討を進める。これにより、スマートフォン等を活用した、個々の利用者

のニーズに即した利便性の高いワンストップのチャネルの提供を可能とし、利用者が自

らニーズにあった金融サービスの選択をより容易とするとともに、金融サービスの質を

めぐる競争の促進を図る。これについては、本年中を目途に基本的な考え方を取りまと

める。 

 

③ モビリティ 

（ⅰ）自家用有償旅客運送 

（交通事業者が協力する自家用有償旅客運送制度の創設） 
市町村が交通事業者（タクシー事業者等）に運行管理を委託するなどの連携を図るこ

とは、地域の暮らしの足の確保のために意義がある。 

地方公共団体にとっても、交通事業者のノウハウの活用により負担の軽減となり、利

用客にとっても安全・安心な交通サービスが受けられるため、双方にとってメリットが

ある。 

このため、交通事業者（タクシー事業者等）が自らのノウハウを通じて自家用有償旅

客運送に協力する、具体的には、交通事業者が委託を受ける、交通事業者が実施主体に

参画する場合の法制を整備する。この場合、事業者が参画する前提のため、地域におけ

る合意形成手続きを容易化する。これにより、安全・安心な輸送サービスの提供を促進

するとともに、実施主体の負担を軽減する。必要な法案について、2020年の通常国会に

提出を図る。 

 

（観光ニーズへの対応のための輸送対象の明確化） 

インバウンド誘致は、地域活性化において欠かすことが出来ない重要な観点である。

自家用有償旅客運送においても、観光ニーズに対応することが必要である。このため、

バス、タクシーと同様、観光客にも対応するため、地域住民だけでなく来訪者も対象と

することを法律において明確化する。 

 

 

                                            
業の間に新たな類型を設け、銀行業より簡易な規制の下での100万超の送金を可能とする制度の整備を図る。 
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（交通空白地の明確化） 

現状では、自家用有償旅客運送の対象地域の考え方は様々である。このため、地方公

共団体が、制度導入を検討する際の基準となる考え方を具体化する必要がある。生活実

態を踏まえて、地域における合意形成を容易化するため、既存の導入事例を調査・分析

し、一定の目安を示し、判断の枠組みについてガイドラインを策定する。 

 

（広域的な取組の促進） 

地域公共交通網形成計画（地域公共交通活性化再生法に基づき、都道府県や市町村が

単独又は複数で作成）に自家用有償旅客運送の導入を位置づけた場合は、手続きを簡素

化する。 

 

（ⅱ）タクシーの相乗り導入 

過疎化が進む地域において、大型バスの運行に対して補助金を支払うことは非効率で

あり、交通需要にフィットした移動サービスの最適化が必要である。 

また、IT化が進展した時代において、アプリをつかった乗客のマッチングやリアルタ

イムの配車依頼に応じた最適なルート選定、キャッシュレスといったサービスの導入を

進め、ビジネスモデルのデジタルトランスフォーメーションを図るべきである。 

タクシーの相乗りの導入は、利用客にとっては低廉な料金で利用可能であり、同時に、

タクシー事業者にとっては生産性向上につながる。限られた交通機関で可能な限り多く

の人が低廉に移動することを可能とするため、タクシーの相乗りについて、地域や要件

の限定はかけずに一般的に導入を行う。具体的には、道路運送法上の通達等の整備を本

年度中に図る 11。 

 

（ⅲ）ドローンの有人地帯での目視外飛行 

飛行禁止区域を除き、飛行ルートの安全性確保を前提として、有人地帯での目視外飛

行の目標時期を2022年度目途とし、それに向けて、本年度中に制度設計の基本方針を決

定するなど、具体的な工程を示す。 
 

④ コーポレート・ガバナンス 

上場子会社のガバナンスについてのルール整備を図り、親会社は事業ポートフォリオ

の再編のための上場子会社の意義について説明責任を果たすとともに、上場子会社側に

ついては、適切なガバナンスの在り方を特段に明確にし、実務への浸透を図る。 
 

（ⅰ）実務指針 

 上場子会社のガバナンスの在り方を示し、企業に遵守を促す「グループ・ガバナンス・

                                            
11 アプリによりマッチング、乗車距離（オンデマンドなルート選定）に応じた割り勘料金（事前確定）とキャッシュレ
スにより、利用しやすい環境を整備する。 
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システムに関する実務指針」を新たに策定する。 

 

（ⅱ）東京証券取引所の対応等 

 「グループ・ガバナンス・システムに関する実務指針」の実効性を高めるため、同指

針の方向性に沿って、東京証券取引所の独立性基準の見直し等、上場子会社等の支配株

主からの独立性を高めるための更なる措置等を講じる。 

 

⑤ スマート公共サービス 

（ⅰ）マイナンバーカードを活用した新たな国民生活・経済政策インフラの構築 

 Society 5.0社会の国民共有の基盤として、個人情報保護を徹底しつつ、マイナンバ

ーカードの利活用を一層深化させる観点から、行政サービスと民間サービスの共同利用

型キャッシュレス決済基盤の構築を目指すこととし、マイナンバーカードの本人確認機

能を活用したクラウドサービスを発展的に利活用する。 

具体的には、厳格な本人確認を行った利用者IDを格納するマイキープラットフォーム

と自治体ポイント管理クラウドを官民で活用する。民間の活力を最大限活用し、住民が

自治体ポイントをキャッシュレスで購入できるようにするほか、将来的には、民間の各

種ポイントとの交換も検討する。こうした取組により、例えば、地域における移動支援

や買い物支援、介護サポートなどに自治体ポイントを使うことを可能とするとともに、

地域商店街の活性化にも資する政策展開を図る。 

併せて、国や地方公共団体が実施する子育て支援金等各種の現金給付をポイントで行

うことも視野に入れ、関係府省や地方公共団体と検討を進め、真に必要な国民に対して、

きめ細かい対応を可能にするとともに、不正受給の防止、事務コストの削減など、効果

的な政策遂行にもつなげることを目指す。 

消費税率引き上げの際の消費平準化対策として、マイナンバーカードを活用した自治

体ポイントの発行準備を進めた上で、上記のような視点に立ち、対策実施後の将来的な

拡張性や互換性も担保したナショナルシステムとしての基盤を目指し、官民でのタスク

フォースを立ち上げる等、対策の進捗を踏まえて、具体的なあり方について検討を行う。 

また、マイナンバーカードの健康保険証利用を進めるため、診療時における確実な本

人確認と保険資格確認を可能とし、医療保険事務の効率化や患者の利便性の向上等を図

り、2021年３月から本格運用する。これに、全国の医療機関等ができる限り早期かつ円

滑に対応できるよう、2022年度中に概ね全ての医療機関等での導入を目指し、医療機関

等の読み取り端末、システム等の早期整備を十分に支援する。さらに、保険者毎に被保

険者の具体的なマイナンバーカード取得促進策を速やかに策定するとともに、国家公務

員や地方公務員等による本年度中のマイナンバーカードの取得を推進する。 

安全・安心で利便性の高いデジタル社会をできる限り早期に実現する観点から、2022

年度中にほとんどの住民がマイナンバーカードを保有していることを想定し、国は市町

村毎のマイナンバーカードの交付円滑化計画の策定の推進と定期的なフォローアップを

行うとともに必要な支援を行うなど、マイナンバーカードの普及を強力に推進する。あ
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わせて、マイナンバーカードの利便性向上・利活用シーンの拡大を更に推進するととも

に、社会保障の公平性の実現、行政の利便性向上・運用効率化等に向け、マイナンバー

の利活用を図る 12。 

 

（ⅱ）個人・法人による手続の自動化 

予防接種や児童手当等、妊娠から就学前までの子育て関連手続をボタン一つで申請で

きるサービスにつき、来年度から一部の地方公共団体において開始し、2023年度からの

全国展開を目指す。併せて、年末調整手続に関して、来年度から、マイナポータルを活

用したデータ連携により、必要書類の一括取得、各種申告書への入力・添付の自動化を

開始する。 

 

（２）全世代型社会保障への改革 

① 70歳までの就業機会確保 

（多様な選択肢） 

人生100年時代を迎え、働く意欲がある高齢者がその能力を十分に発揮できるよう、高

齢者の活躍の場を整備することが必要である。 

高齢者の雇用・就業機会を確保していくには、70歳までの就業機会の確保を図りつつ、

65歳までと異なり、それぞれの高齢者の特性に応じた活躍のため、とりうる選択肢を広

げる必要がある。 

このため、65歳から70歳までの就業機会確保については、多様な選択肢を法制度上整

え、当該企業としては、そのうちどのような選択肢を用意するか、労使で話し合う仕組

み、また、当該個人にどの選択肢を適用するか、企業が当該個人と相談し、選択ができ

るような仕組みを検討する。 

法制度上整える選択肢のイメージは、 

（a）定年廃止 

（b）70歳までの定年延長 

（c）継続雇用制度導入（現行65歳までの制度と同様、子会社・関連会社での継続雇用

を含む） 

（d）他の企業（子会社・関連会社以外の企業）への再就職の実現 

（e）個人とのフリーランス契約への資金提供 

（f）個人の起業支援 

（g）個人の社会貢献活動参加への資金提供 

が想定しうる。 

企業は（a）から（g）の中から当該企業で採用するものを労使で話し合う。それぞれ

の選択肢の具体的な検討に当たっては、各選択肢における企業が負う責務の程度など、

                                            
12 「マイナンバーカードの普及とマイナンバーの利活用の促進に関する方針」（令和元年６月４日デジタル・ガバメン

ト閣僚会議決定）に基づく。 
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企業の関与の具体的な在り方について、今後慎重に検討する。 

 

（第一段階の法制整備） 

70歳までの就業機会の確保を円滑に進めるためには、法制についても、二段階に分け

て、まず、第一段階の法制の整備を図ることが適切である。 

 第一段階の法制については、法制度上、上記の（a）～（g）といった選択肢を明示し

た上で、70歳までの就業機会確保の努力規定とする。また、必要があると認める場合は、

厚生労働大臣が、事業主に対して、個社労使で計画を策定するよう求め、計画策定につ

いては履行確保を求める。 

 

（第二段階の法制整備） 

 第一段階の実態の進捗を踏まえて、第二段階として、現行法のような企業名公表によ

る担保（いわゆる義務化）のための法改正を検討する。この際は、かつての立法例のよ

うに、健康状態が良くない、出勤率が低いなどで労使が合意した場合について、適用除

外規定を設けることについて検討する。 

 

（提出時期及び留意点） 

 混乱が生じないよう、65歳（現在63歳。2025年に施行完了予定）までの現行法制度

は、改正を検討しないこととする。 

 手続き的には、労働政策審議会における審議を経て、2020年の通常国会において、第

一段階の法案提出を図る。 

 

（年金制度との関係） 

 70 歳までの就業機会の確保に伴い、現在 65歳からとなっている年金支給開始年齢の

引上げは行わない。他方、現在60歳から70歳まで自分で選択可能となっている年金受

給開始の時期については、70 歳以降も選択できるよう、その範囲を拡大する。加えて、

在職老齢年金制度について、公平性に留意した上で、就労意欲を阻害しない観点から、

将来的な制度の廃止も展望しつつ、社会保障審議会での議論を経て、制度の見直しを行

う。 

このような取組を通じ、就労を阻害するあらゆる壁を撤廃し、働く意欲を削がない仕

組みへと転換する。 

 

② 中途採用・経験者採用の促進 

人生100年時代を踏まえ、働く意欲がある労働者がその能力を十分に発揮できるよう、

雇用制度改革を進めることが必要である。特に大企業に伝統的に残る新卒一括採用中心

の採用制度の見直しを図ると同時に、通年採用による中途採用・経験者採用の拡大を図

る必要がある。このため、企業側においては、採用制度及び評価・報酬制度の見直しに

取り組む必要がある。政府としては、個々の大企業に対し、中途採用・経験者採用比率
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の情報公開を求めるといった対応を図る。 

 

③ 疾病・介護の予防 

人生100年時代の安心の基盤は「健康」である。医療・介護については、全世代型社会

保障の構築に向けた改革を進めていくことが必要である。 

予防・健康づくりには、①個人の健康を改善することで、個人のQOLを向上し、将来不

安を解消する、②健康寿命を延ばし、健康に働く方を増やすことで、社会保障の「担い

手」を増やす、③高齢者が重要な地域社会の基盤を支え、健康格差の拡大を防止する、

といった多面的な意義が存在している。これらに加え、生活習慣の改善・早期予防や介

護・認知症の予防を通じて、生活習慣病関連の医療需要や伸びゆく介護需要への効果が

得られることも期待される。こうしたことにより、社会保障制度の持続可能性にもつな

がり得るという側面もある。 

 

（ⅰ）疾病予防の促進について 

疾病予防は、地域や職域の保険者の役割が重要であり、保険者の予防・健康インセン

ティブの強化を図る。 

 

（保険者努力支援制度13（国民健康保険）） 

先進自治体のモデルの横展開を進めるために保険者の予防・健康インセンティブを高

めることが必要であり、公的保険制度における疾病予防の位置づけを高めるため、保険

者努力支援制度（国民健康保険）の抜本的な強化を図る。同時に、疾病予防に資する取

組を評価し、（a）生活習慣病の重症化予防や個人へのインセンティブ付与、歯科健診や

がん検診等の受診率の向上等については、配点割合を高める、（b）予防・健康づくりの

成果に応じて配点割合を高め、優れた民間サービス等の導入を促進する、といった形で

配分基準のメリハリを強化する。 

 

（後期高齢者支援金の加減算制度14（企業健保組合）） 

後期高齢者支援金の加減算の幅を2017年度の0.23％から2020年度に両側に最大10％ま

で引き上げることで、保険者（企業健保組合）の予防・健康インセンティブを強化する。 

 

（ⅱ）介護予防の促進について 

介護予防も、保険者（市町村）や当該地域の都道府県の役割が重要であり、保険者と

都道府県の予防・健康インセンティブの強化を図る。 

                                            
13 保険者（都道府県と市町村）の予防・健康づくり等への取組状況について評価を加え、保険者に交付金を交付する仕
組み。 

14 企業健保組合など現役世代の医療保険が後期高齢者医療制度に対して負担・拠出する後期高齢者支援金について、当
該企業健保組合の予防・健康づくり等への取組状況について評価を加え、加算（ペナルティ）又は減算（インセンテ
ィブ）を行う仕組み。 
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（介護インセンティブ交付金15（保険者機能強化推進交付金）） 

先進自治体の介護予防モデルの横展開を進めるために保険者と都道府県のインセンテ

ィブを高めることが必要であり、公的保険制度における介護予防の位置づけを高めるた

め、介護インセンティブ交付金の抜本的な強化を図る。同時に、介護予防等に資する取

組を評価し、（a）介護予防について、運動など高齢者の心身の活性化につながる民間サ

ービスも活用し、地域の高齢者が集まり交流する通いの場の拡大・充実、ポイントの活

用といった点について、（b）高齢者就労・活躍促進について、高齢者の介護助手への参

加人数、ボランティアや介護助手へのポイント付与といった点について、交付金の配分

基準のメリハリを強化する。 

 

（ⅲ）エビデンスに基づく政策の促進 

 上記（ⅰ）や（ⅱ）の改革を進めるため、エビデンスに基づく評価を取組に反映して

いくことが重要である。このため、データ等を活用した予防・健康づくりの健康増進効

果等を確認するため、エビデンスを確認・蓄積するための実証事業を行う。 

 

（３）人口減少下での地方施策の強化・人材不足への対応 

① 地域のインフラ維持と競争政策 

（ⅰ）乗合バス（及び乗合バスと競合する地域交通機関） 

街の中心部等においては、複数の乗合バス事業者あるいは乗合バス事業者と競合する

地域交通機関の間で、過剰に頻度の高い運行が行われている。 

これらの事業者間で共同経営等を認めることで、頻度の高い運行について便数の適正

化を図りつつ、運賃プールなどにより収入の調整を行い、低需要地区の路線を維持する

ことが出来れば、広範囲の住民全体の利便性が確保され、ひいては競争政策の最終目的

である一般消費者の利益確保が図られる。乗合バス等については、従来より、地域公共

交通活性化再生法に基づき協議会が設置され、地域公共交通網形成計画の策定と実施が

行われてきた。しかしながら、同協議会の下であっても、具体的な運賃・料金、運行回

数、路線等を事業者間で協議することは独占禁止法に抵触するおそれがあるとされ、計

画の策定・実施に障害があるとの指摘もあった。このため、こうした協議会等の枠組み

に基づく、乗合バス事業者の路線、運行間隔、運賃等についての共同経営等の独占禁止

法の適用除外を図り、事業者や地域にとって明確な枠組みを整備する必要がある16。 

この際、事業者間で、連携した取組を行うことによって、基盤的な運行サービス提供

がネットワークとして確保されることが可能となる地域を対象とした地域公共交通活性

化再生法に基づく協議会が設置されることを前提にする。 

                                            
15 保険者や都道府県の介護予防等への取組状況について評価を加え、保険者や都道府県に交付金を交付する仕組み。 
16 具体的には、（a）中心市街地を運行するバス事業者等の路線、運行間隔、運賃等について共同経営等を認めることに
より、その収入をプールすることで低需要の山間部等の路線を維持すること、（b）このため、低需要地区の路線のサー
ビス維持を共同経営等認可の条件とし、認可後に条件が満たされない場合、共同経営等の認可取消し等を可能とするこ
と、（c）関係事業者側にとって、これらのルールの予見可能性が確保されていること、が必要である。 
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その上で、対象とすべき区域、地域全体の利便性維持・向上の計画、確保すべきサー

ビス内容の目標を複数の事業者間で設定する。 

計画の対象とする区域は、事業者間で便数の適正化等を図る区域のみならず、それに

より運行が確保される山間部等の不採算路線を含んだネットワーク全体の区域とし、共

同経営等の認可要件としては、周辺部の不採算路線を含むネットワーク域内全体でみて、

事業収支が赤字で、共同経営等を行わない場合、周辺部の運行サービス提供が困難にな

ると予測される場合などとする。 

 

（ⅱ）地域銀行 

地域銀行は、地域において重要な役割を担っており、人口減少社会においても、その

サービスを適切な形で維持する必要がある。 

地域銀行の業績悪化の状態が今後継続すれば、貸出金が減少するなど、悪影響が広範

な預金者や債務者（借り手）に及ぶ。特に、地域金融においては、金融機関が債務者と

の信頼関係を構築し、これを基礎に与信判断や経営支援を行っているため、十分な金融

仲介機能が発揮できなくなるおそれがある。 

このため、業績悪化により当該銀行が業務改善を求められており、この状態が継続す

れば、当該地域における円滑な金融仲介に支障を及ぼすおそれがある場合に限定して、

早期の業務改善のために、マーケットシェアが高くなっても、特例的に経営統合が認め

られるようにする17。 
 

（ⅲ）特例法の対象範囲の限定 

特例法の対象範囲については、地域における基盤的サービスの提供を担っており、経

営統合や共同経営による経営力強化の効果が大きいことが見込まれ、かつ主務官庁が経

営統合や共同経営を実施した後の行動を監視・監督できる分野に限定することが必要で

あり、当面、上記２分野に限定する。本施策については、10年間の時限措置とする。 

また、2020年の通常国会に特例法の法案提出を図る。 

                                            
17（a）経営統合を行おうとする金融機関が金融庁に対して、特例法に基づく独占禁止法適用除外の申請を行う。申請が

あった場合、金融庁は、特例法の以下の要件に該当するかについて確認し、その要件該当性について公正取引委員
会に協議を行う（申請が行われない場合は、通常の独占禁止法に基づき、審査が行われる）。 

（b）申請案件が以下のⅰ）～ⅳ）について主に金融庁、ⅴ）について主に公正取引委員会が審査を行い、いずれの要
件も満たされる場合には、適用除外の認可を行う。 
ⅰ）人口減少等により、地域において中小企業等の顧客向け貸出・手数料事業に対する持続的な需要の減少が見込
まれる状況にあり、その結果、地銀が将来にわたって当該地域における当該事業の提供を持続的に行うことが困
難となるおそれのある地域であること。 

ⅱ）申請者の地銀が継続的に、当該事業からの収益で、当該事業のネットワークを持続するための経費等をまかな
えないこと。 

ⅲ）経営統合により相当の経営改善や機能維持が認められること。 
ⅳ）上記ⅲ）の結果生じる余力に応じた地域経済への貢献が見込まれること。 
ⅴ）経営統合が（競争を減らしても）利用者（一般消費者）の利益に資すること。 

（c）金融庁は、ⅰ）～ⅳ）の要件を満たす場合には、公正取引委員会に協議を行 い、ⅴ）の要件該当性を含めた公正
取引委員会の意見を尊重する。 

（d）認可後に、上記ⅰ）～ⅴ）の要件に適合するものでなくなったと認められるときは、金融庁は地銀に対して是正
を命じる。また、公正取引委員会は、金融庁に対して措置を講ずることを求めることができる。 
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② 地方への人材供給 

 日本全体の生産性を向上させるためにも、地域的にも業種的にもオールジャパンでの

職業の選択がより柔軟になることが必要である。 

 特に、疲弊が進む地方には、経営水準を高度化する専門・管理人材を確保する意義は

大きい。一方、人生100年時代を迎える中で、大都市圏の人材を中心に、転職や兼業・副

業の場、定年後の活躍の場を求める動きは今後さらに活発化していく。これら２つのニ

ーズは相互補完の関係にあり、これらを戦略的にマッチングしていくことが、今後の人

材活躍や生産性向上の最重点課題の１つである。 

 しかしながら、地方の中小・小規模事業者は、往々にしてどのような人材が不足して

いるか、どのような機能を果たして貰うべきかが明確化できておらず、適切な求人がで

きないか、獲得した人材を適切に処遇できていないのが現状である。 

 また、結果として地方での人材市場が未成熟なため、人材紹介事業者も、地方での事

業展開は消極的で、地方への人材流動は限定的である。 

こうした現状に鑑み、（ⅰ）受け手である地域企業の経営戦略や人材要件の明確化を

支援する機能の強化（地域金融機関の関与の促進等）、（ⅱ）大都市圏の人材とのマッ

チング機能の抜本的強化、（ⅲ）大都市圏から地方への人材供給の促進を促す仕組みを

構築し、大都市圏から地方への専門・管理人材の流れを一気に加速させていくこと、に

重点的、集中的に取り組む。 

 

２．人づくり革命、働き方改革、所得向上策の推進 

 一人一人の人材の質を高めるとともに、人生100年時代に向けて誰もが生きがいを感

じてその能力を思う存分に発揮できる社会を構築するため、「人づくり革命」と「働き

方改革」を推進する。また、Society 5.0時代のニーズに合わせて、従来の型にはまった

教育システムを複線型に転換するなど、多様性を追求できる仕組みに改革する。あわせ

て、成長と分配の好循環を継続・拡大させるため、就職氷河期世代の人々が安定的に就

労するなど社会への参画機会を拡大する仕組みを構築するとともに、最低賃金の上昇を

実現する。 

 

（１）少子高齢化に対応した人づくり革命の推進 

① 幼児教育・保育の無償化等 

2019 年 10月から、３歳から５歳までの全ての子供たちの幼稚園、保育所、認定こど

も園の費用を所得制限なく無償化する。加えて、幼稚園、保育所、認定こども園以外に

ついても、保育の必要性があると認定された子供を対象として無償化する 18。０歳から

                                            
18 認可外保育施設については、待機児童問題により、認可保育所に入りたくても入れず、やむを得ず認可外保育施設を
利用せざるを得ない方がいることから、代替的な措置として無償化の対象とした。原則、都道府県等に届出を行い、
国が定める認可外保育施設の指導監督基準を満たすことが必要であるが、指導監督基準を満たさない認可外保育施設
が基準を満たすために、５年間の猶予期間を設けることとした。なお、待機児童の状況等が地域によって大きく異な
ることを踏まえ、市町村が地域の実情に応じて柔軟な運用ができるよう、市町村が、保育の需給状況等を勘案し、条
例により対象施設の範囲を定めることを可能とする仕組みを設けている。 



 

19 

２歳児については、待機児童解消の取組と併せて、住民税非課税世帯を対象として無償

化を進める。また、就学前の障害児の発達支援についても、併せて無償化を進める。 

待機児童問題を解消し、女性就業率80％に対応できる「子育て安心プラン」に基づき、

保育の受け皿整備を着実に進める。 

幼児教育・保育の質の確保・向上を行う。認可外保育施設の認可施設への移行を加速

化する。企業主導型保育事業については、待機児童対策への貢献や多様な働き方への対

応等の意義を確認しつつ、子供の安全第一の観点から、保育の質の確保・向上を重視し、

審査、指導監査、地方自治体との連携の在り方を検証し見直すなど、円滑な実施を図る。 

 

② 初等中等教育改革等 

教育システムを複線型に転換し、多様性を追求できる仕組みづくりを進める。初等中

等教育においては、児童・生徒に個別最適化された教育を効果的・効率的に実現するた

め、希望する全ての小・中・高等学校等で遠隔教育を活用できるよう、ＳＩＮＥＴ19の活

用モデルの提示をはじめとした教育の情報化を推進する。学校ＩＣＴ環境の整備状況に

地方自治体間でばらつきが見られる中、個人情報の取扱いに適切に配慮した上で、教育

データのデジタル化・標準化を進める。また、高等学校教育においては、特色ある教育

を推進するための多様化・類型化 20などの普通科改革、高大連携、地域人材やグローバ

ル人材の育成などの多様な高等学校教育の構築を進める。さらに、中途退学の未然防止

の観点からの体制整備を図るとともに、中退者に対する切れ目ない支援を推進する。 

改革を加速するため、「第３期教育振興基本計画」21や教育再生実行会議の提言 22に基

づき、教育課程、教員養成・免許・採用・研修制度等について総合的な検討を行い、2020

年度中に結論を得る。 

学校における働き方改革を実現するため、適正な勤務時間管理の徹底や業務の効率化・

精選などの施策を推進するとともに、学校の指導・事務体制の効果的な強化・充実や、

チーム学校の実現、教員の勤務時間の１年単位の変形労働時間制の導入に向けた取組を

推進する 23。 

新学習指導要領が目指す教育の着実な実現、安全・安心な学校施設の効率的な整備、

在外教育施設における教育機能の強化を図る。学校・家庭・地域の連携・協働を進める

とともに、学校安全 24、ＳＮＳ等を活用したいじめ・自殺等への相談体制整備、不登校

                                            
19 国立情報学研究所が運用する、日本全国の国公私立大学や公的研究機関等を結ぶ、世界最高速級の通信インフラ。 
20 専門学科は、農業学科・工業学科・商業学科等に類型化され、それぞれの教育目標等に照らした特色ある教育を行って
いることを踏まえ、高等学校の生徒数の約７割を占める普通科においても、制度改正も含めた類型化を図るなど、特色
ある教育づくりを推進する。 

21 「第３期教育振興基本計画」（平成30年６月15日閣議決定）。 
22 「技術の進展に応じた教育の革新、新時代に対応した高等学校改革について（第十一次提言）」（令和元年５月17日教
育再生実行会議）。 

23 「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的
な方策について（答申）」（平成31年１月25日中央教育審議会）に基づく。 

24 学校と関係機関が連携して科学的・実証的な安全対策に取り組むセーフティープロモーションの考え方を参考に推
進。 
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児童生徒や外国人児童生徒等の教育機会確保、夜間中学の設置促進、一人一社制 25の在

り方の検討、障害者の生涯を通じた学習活動を推進する。 

 

③ 私立高等学校の授業料の実質無償化 

2020年４月から、安定的な財源を確保しつつ 26、高等学校等就学支援金の支給上限額

を引き上げることにより、年収590万円未満世帯を対象とした私立高等学校授業料の実

質無償化を実現する。 

 

④ 高等教育無償化 

 2020年４月からの高等教育無償化を円滑に実施する 27ため、新制度の周知や予約採用
28を着実に実施し、支援対象学生の自立活躍に向けた状況を中心に、新制度の成果や実施

状況の把握・検討を行う。独立行政法人日本学生支援機構について、そのために必要な

業務の見直し 29など機能強化を図る。こうした新制度の実施と併せて、大学改革や教育

研究の質の向上、中間所得層における大学等へのアクセスの機会均等について注視する。 

 

⑤ 大学改革等 

大学教育において、産学連携を推進しつつ、課題発見・解決力、未来社会の構想・設

計力、論理的思考力と規範的判断力など、Society 5.0時代に求められる能力の育成に

向けた取組を強化する。このため、実務家教員の活用による社会の現実のニーズに対応

した教育プログラムの実現、教学面に係る指針の作成・活用による各大学の取組の促進

など、大学教育の質の向上を図る。 

科学技術・イノベーション人材を育成するため、「ＡＩ戦略2019」30に基づき、数理・

データサイエンス・ＡＩ教育の抜本的充実などＳＴＥＡＭ31教育の充実等を図る。若手研

究者の支援への重点化をはじめとした人材育成支援を行う。 

大学・大学院において、文理を横断したリベラルアーツ教育や社会のニーズに応える

博士などの高度人材の育成を推進する。専門職大学、高等専門学校、専門学校等におけ

る企業等と連携した実践的な職業教育を進める。学部・研究科などの組織の枠を超えた

学位プログラムの制度化により、広さと深さを両立した新たな教育プログラムを推進す

る。大学等の国際化を進める。 

国立大学における一法人の下で複数の大学を運営できる制度の活用推進、私立大学に

                                            
25 １人の生徒が応募できる企業を１社として、当該企業の内定が得られなかった場合のみに他の企業に応募できるとい
う高校卒業者の就職に関する慣行。 

26 「新しい経済政策パッケージ」（平成29年12月8日閣議決定）に基づく。 
27 住民税非課税世帯とそれに準ずる世帯の大学・短期大学・高等専門学校・専門学校の学生を対象とした、授業料等減免
制度の創設と給付型奨学金の支給の拡充。 

28 入学前の段階で、奨学金の対象になるかを、奨学金給付希望者からの申請を受けて、独立行政法人日本学生支援機構が
通知する取組。 

29 将来にわたる財務の健全性の観点からの、延滞債権の縮減や未収財源への対応、保証制度の在り方等についての検討
を含む。 

30 「ＡＩ戦略2019」（令和元年６月11日統合イノベーション戦略推進会議決定） 
31 Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics。 
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おける学部単位での事業譲渡の円滑化や合併の促進、国公私立の枠を超えた大学等の連

携を可能とする「大学等連携推進法人（仮称）」の創設など、大学の連携・統合等を進

める。 

 

⑥ リカレント教育 

 社会人・女性・高齢者等の多様なニーズに対応して大学や専修学校等のリカレント教

育を拡大する。このため、大学・大学院等において、産業界との連携・接続を強化し、

人文社会科学系も含めた幅広い分野の教育プログラムを構築し、社会人が学び直す機会

を拡充するとともに、2019 年 10月から拡充される教育訓練給付の活用を進める。特定

の職業分野への就職など幅広い社会人や地域のニーズを踏まえた産学官連携による実践

的な出口一体型のリカレント教育 32を推進し、地方の労働力不足解消や都市から地方へ

の新しい人の流れにつなげる。ＩＣＴ人材など社会が求める人材の育成を推進するため、

ｅ-ラーニング等を活用したリカレント教育を進める。その際、関係府省庁の連携を強化

するとともに、民間企業等の知見・ノウハウを最大限活用する。 

リカレント教育の中核を担う実務家教員を育成する。プログラムのコーディネートか

ら受講の成果を就業につなげるまでのキャリア支援を総合的に行うことができる専門人

材の育成を進める。 

社会人学生等が柔軟に履修期間・内容を選択できるよう、早期卒業・長期履修制度や

単位累積加算制度 33の活用を促進する。全ての大学院が入学前や他大学院での学修を活

用して単位累積加算的に学位授与を行うための方策を検討し、大学・大学院での学位取

得の弾力化を進める。 

 

⑦ 少子化対策、子ども・子育て支援 

社会全体で子育てを支えるため、通勤時間の短縮やテレワークの推進、地域や家庭に

おける子育ての担い手の多様化等の取組による、総合的な子育て環境の整備を図り、少

子化対策を強化する。これにより「希望出生率1.8」の実現を目指す。 

子ども・子育て支援の更なる「質の向上」を図るため、消費税分以外も含め、適切に

財源を確保していく。子ども・子育て支援新制度の見直しに係る検討を進める。「新・

放課後子ども総合プラン」に基づき、2023 年度末までに放課後児童クラブの約 30万人

分の更なる受け皿整備等を進める。なお、共働き世帯の増加や児童期の多様な学びの必

要性の高まりを踏まえ、2019年中に、放課後児童クラブに期待される様々な役割を把握

するための実態調査を行う。 

世代を超えた貧困の連鎖を断ち切るため、新たな子供の貧困対策に関する大綱を作成

し、ひとり親家庭の支援や子供の学習支援、スクールカウンセラー等による教育相談の

充実、地域ネットワークの形成等を通じ、子供の貧困の解消に向けて社会全体で取り組

                                            
32 学習者の就職・転職・キャリアアップ等を目的として行われる実践的なリカレント教育。 
33 複数の高等教育機関で随意修得した単位を累積して加算し、一定の要件を満たした場合、独立行政法人大学改革支援・
学位授与機構が大学卒業の資格を認定し、学位を授与する制度。 
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む。 

児童福祉司等の確実な増員・専門性の強化や処遇改善、医師・弁護士の配置支援の拡

充など児童相談所の体制強化や市町村の子ども家庭支援体制の強化、スクールソーシャ

ルワーカー等による学校・教育委員会の体制強化、一時保護の受け皿確保並びに一時保

護所の環境整備及び職員体制の強化、中核市等への児童相談所設置促進、ＡＩを活用し

たツールの開発、特別養子縁組・里親養育への支援の拡充、児童養護施設等の小規模か

つ地域分散化の更なる推進など社会的養育の充実・強化など、児童虐待防止対策の総合

的・抜本的な強化策 34を迅速かつ強力に推進する。 

 不妊治療への支援、予期せぬ妊娠等により不安を抱えた若年妊婦等への支援、産後ケ

アの充実などの支援強化に取り組むとともに、妊産婦の診療に積極的な医療機関を増や

し、妊産婦の負担に配慮しつつ、診療の質の向上を図る。また、成育医療等を切れ目な

く提供するための施策を総合的に推進するため、成育基本法 35に基づく取組を進める。 

 

⑧ 女性活躍の推進 

「女性活躍加速のための重点方針2019」36を着実に実施しながら、女性活躍情報の「見

える化」の深化や地域の多様な主体による女性活躍等の取組支援、女性リーダーの育成、

女性に対するあらゆる暴力根絶、女性活躍を支える制度や基盤の整備等を進める。 

様々なハラスメントの防止など女性の就業・登用のための更なる環境整備を推進及び

仕事と時間的制約との両立を支援するため時間休制度の拡大などの休暇制度改革を検討

するとともに、民間シェルターなどの先進的取組の促進やワンストップ支援センターの

運営支援及び質の向上、婦人保護事業の見直しの検討など、生きづらさを抱える女性に

対する支援等を政府一体となって進めること等により、女性の活躍を推進する。 

 

⑨ 介護人材等の処遇改善 

介護離職ゼロに向けた介護人材確保のため、2019 年 10月から介護職員の更なる処遇

改善を行う。また、障害福祉人材についても、介護人材と同様の処遇改善を行う。 

 

（２）働き方改革の推進 

育児や介護など一人一人の事情に応じた多様な働き方を選択でき、誰もがその能力を

思う存分発揮できる一億総活躍社会の実現に向けて、働き方改革を推進する。 

働き方改革関連法 37については、36協定でも超えてはならない罰則付きの時間外労働

の上限規制等による長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現、同一労働同一賃金

の導入など雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保を着実に推進すべく、円滑な施行

                                            
34 「児童虐待防止対策の抜本的強化について」（平成31年3月19日児童虐待防止対策に関する関係閣僚会議決定）に
基づく。 

35 成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な

推進に関する法律（平成30年法律第104号）。 
36 「女性活躍加速のための重点方針2019」（令和元年〇月〇日すべての女性が輝く社会づくり本部決定）。 
37 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律（平成30年法律第71号）。 
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を進める。 

このため、ワンストップの相談窓口である「働き方改革推進支援センター」38において、

引き続き、中小企業支援機関とも連携しつつ、企業への相談支援を行うとともに、中小

企業・小規模事業者の労働法制に対する理解を深めるため、今般の労働制度改革の内容

をはじめ、労働法制の周知徹底を図る 。 

一方で、引き続き、時間外労働の上限規制の適用が猶予される業務 39については、そ

の業務特有の事情を踏まえたきめ細かな取組を省庁横断的に実施して労働時間の短縮を

図り、上限規制の適用に向けた環境整備を着実に進める。 

働き方改革の実現及び定着に向けて、中小企業支援機関の相談体制の強化や、生産性

向上に資する一層の設備投資・ＩＴ導入など生産性向上に取り組む中小企業・小規模事

業者への支援に取り組む。大企業における働き方改革のしわ寄せにより、中小企業・小

規模事業者の働き方改革や賃上げが妨げられることのないよう、適正なコストを負担し

ない短納期発注の抑制などの取引上の配慮について産業界に対して、改善に向けた要請

や指導を行うとともに、取引関係の実態把握に努めるほか、取引条件の改善に向け、下

請取引対策の強化に積極的に取り組む。  

地域の実情に即した働き方改革を進めるため、「地方版政労使会議」等を活用し、地

方自治体、労使その他の関係者間の連携体制を整備する。 

 

（３）所得向上策の推進 

① 就職氷河期世代支援プログラム 

（基本認識） 

いわゆる就職氷河期世代は、現在、30代半ばから 40代半ばに至っているが、雇用環

境が厳しい時期に就職活動を行った世代であり、その中には、希望する就職ができず、

新卒一括採用をはじめとした流動性に乏しい雇用慣行が続いてきたこともあり、現在も、

不本意ながら不安定な仕事に就いている、無業の状態にあるなど、様々な課題に直面し

ている者がいる。 

今回、これら就職氷河期世代への本格的支援プログラムを政府を挙げて、また民間ノ

ウハウを最大限活用して進めることとした。就職氷河期世代が抱える固有の課題（希望

する就業とのギャップ、社会との距離感、実社会での経験不足、年齢の上昇等）を踏ま

えつつ、個々人の状況に応じた支援により、正規雇用化をはじめとして、同世代の活躍

の場を更に広げられるよう、地域ごとに対象者を把握した上で、具体的な数値目標を立

てて３年間で集中的に取り組む。 

                                            
38 全国47都道府県に設置。働き方改革推進支援センターでは、営利企業以外の社会福祉法人等の相談にも対応する。 
39 ①自動車運送事業については、生産性の向上や働きやすい労働環境の実現を目指した「ホワイト物流」推進運動の展開
など、働き方改革の実現に向けた政府行動計画を着実に実施する。②建設業については、建設業法及び公共工事の入札
及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律（令和元年法律第〇号）に基づき、工期の適正化による長
時間労働の是正や社会保険加入の要件化などの処遇改善を図る。③医師については、医師の働き方改革に関する検討会
の報告書（平成 31年３月 28日）を踏まえつつ、医療機関に対する勤務環境改善支援などの総合的な対策を実施する。
④鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業については、人材確保、省力化等に対する支援を実施する。 
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支援対象としては、正規雇用を希望していながら不本意に非正規雇用で働く者（少な

くとも50万人 40）、就業を希望しながら、様々な事情により求職活動をしていない長期

無業者、社会とのつながりを作り、社会参加に向けてより丁寧な支援を必要とする者な

ど、100万人程度と見込む。この３年間の取組により、これらの者に対し、現状よりも良

い処遇、そもそも働くことや社会参加を促す中で、同世代の正規雇用者については、30

万人増やすことを目指す。 

また、社会参加支援が先進的な地域の取組の横展開を図っていく。まずは、本プログ

ラムの期間内に、各都道府県等において、支援対象者が存在する基礎自治体の協力を得

て、対象者の実態やニーズを明らかにし、その結果に基づき必要な人に支援が届く体制

を構築することを目指す。 

 

（施策の方向性）  

（ⅰ）相談、教育訓練から就職まで切れ目のない支援 

○きめ細かな伴走支援型の就職相談体制の確立 

ＳＮＳ、政府広報、民間ノウハウ等も活用し、本プログラムによる新たな支援策の

周知徹底を図り、できるだけ多くの支援対象者が相談窓口を利用する流れをつくる。 

ハローワークに専門窓口を設置し、キャリアコンサルティング、生活設計面の相談、

職業訓練の助言、求人開拓等の各専門担当者のチーム制によるきめ細かな伴走型支援

を実施するとともに、専門ノウハウを有する民間事業者による対応、大学などのリカ

レント教育の場を活用した就職相談の機会を提供する。 

 

○受けやすく、即効性のあるリカレント教育の確立 

仕事や子育て等を続けながら受講でき、正規雇用化に有効な資格取得等に資するプ

ログラムや、短期間での資格取得と職場実習等を組み合わせた「出口一体型」のプロ

グラム、人手不足業種等の企業や地域のニーズを踏まえた実践的な人材育成プログラ

ム等を整備する。「出口一体型」のプログラムや民間ノウハウを活用した教育訓練・

職場実習を職業訓練受講給付金の給付対象とし、安心して受講できるように支援する。 

 

○採用企業側の受入機会の増加につながる環境整備 

採用選考を兼ねた「社会人インターンシップ」の実施を推進する。 

各種助成金の見直し等により企業のインセンティブを強化する。 

採用企業や活躍する個人の好事例を横展開する。 

 

○民間ノウハウの活用 

  最近では、転職、再就職を求める人材の民間事業者への登録、民間事業者による就

                                            
40 中心層の35～44歳で、現職の雇用形態（非正規雇用）についた主な理由が「正規の職員・従業員の仕事がないから」
と回答した者（総務省統計局「労働力調査（詳細集計）」（平成30年（2018年）平均）。このほか、潜在的な正規雇
用希望者も想定され、本プログラムの支援対象者に含まれる。 
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職相談や仕事の斡旋の事例が増加している。就職相談、教育訓練・職場実習、採用の

全段階について、専門ノウハウを有する民間事業者に対し、成果に連動する業務委託

を行い、ハローワーク等による取組と車の両輪で、必要な財源を確保し、本プログラ

ムの取組を加速させる。 

 

（ⅱ）個々人の状況に合わせた、より丁寧な寄り添い支援 

○アウトリーチの展開 

  受け身ではなく能動的に潜在的な支援対象者に丁寧に働きかけ、支援の情報を本人・

家族の手元に確実に届けるとともに、本人・家族の状況に合わせた息の長い継続的な

伴走支援を行う。このため、地域若者サポートステーションや生活困窮者相談支援機

関のアウトリーチ機能を強化し、関係機関の連携を進める。 

 

○支援の輪の拡大 

  断らない相談支援など複合課題に対応できる包括支援や多様な地域活動を促進する

とともに、ひきこもり経験者の参画やＮＰＯの活用を通じて、当事者に寄り添った支

援を行う。 

 

以上の施策に併せて、地方経済圏での人材ニーズと新たな活躍の場を求める人材プー

ルのマッチングなどの仕組みづくりやテレワーク、副業・兼業の拡大、柔軟で多様な働

き方の推進により、地方への人の流れをつくり、地方における雇用機会の創出を促す施

策の積極的活用を進める。 

就職氷河期世代等の支援に社会全体で取り組む気運を醸成し、支援の実効性を高める

ための官民協働スキームとして、関係者で構成するプラットフォームを形成・活用する

とともに、本プログラムに基づく取組について、様々なルートを通じ、一人一人につな

がる戦略的な広報を展開する。 

短時間労働者に対する年金などの保障を厚くする観点から、被用者保険（年金・医療）

の適用拡大を進めていく。 

 

② 最低賃金の引上げ 

経済成長率の引上げや生産性の底上げを図りつつ、中小企業・小規模事業者が賃上げ

しやすい環境整備に積極的に取り組む。生産性向上に意欲をもって取り組む中小企業・

小規模事業者に対して、きめ細かな伴走型の支援を粘り強く行っていくことをはじめ、

思い切った支援策を講じるとともに、下請中小企業振興法に基づく振興基準の更なる徹

底を含め取引関係の適正化を進め、下請事業者による労務費上昇の取引対価への転嫁の

円滑化を図る。 

最低賃金については、この３年、年率３％程度を目途として引き上げられてきたこと

を踏まえ、景気や物価動向を見つつ、これらの取組とあいまって、より早期に全国加重

平均が1000円になることを目指す。あわせて、我が国の賃金水準が他の先進国との比較
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で低い水準に留まる理由の分析 41をはじめ、最低賃金のあり方について引き続き検討す

る。 

 

３．地方創生の推進 

全都道府県で有効求人倍率が１倍を超え、地方圏の地価がバブル崩壊後初めて上昇に

転じるなど、地方における経済の好循環の端緒が見られる中、都市部だけではなく日本

全国でSociety 5.0の実現を促進し、豊かで暮らしやすい地方を実現していく。このた

め、東京一極集中を是正し、地方への新たな人の流れを創出するとともに、地域外から

人・カネ・サービスを自律的に引き寄せるための取組を官民一体となって加速する。ま

た、「スマートシティ」をSociety 5.0時代のまちづくりの基本コンセプトとする新た

なまちづくりを推進し、地域住民の生活の質を向上させる。 

 

（１）東京一極集中の是正、地方への新たな人の流れの創出 

地方に新しいひとの流れをつくり、地方を活性化するためには、ＡＩ・ＩоＴなどの

Society 5.0の実現に向けた技術等も活用して地域の課題解決に主体的に取り組むとい

う地方自治体の前向き、具体的な行動と民間ノウハウの活用が鍵であり、こうした進取

の気性に満ちた先駆的な地方自治体を情報・人材・財政の面から支援する。 

過度な東京一極集中を是正し、地方への新しい人の流れをつくるため、地域における

若者等の修学・就業の促進に向け、民間人材事業者との連携による取組を含むＵＩＪタ

ーンによる起業・就業者創出や「キラリと光る地方大学づくり」の推進、地域おこし協

力隊の拡充に取り組む。地方への企業の本社機能移転等の加速化に向けて、地方拠点強

化税制を含め、総合的かつ抜本的な方策について検討する。「地域連携プラットフォー

ム（仮称）」を構築し、地方大学改革を推進する。地域に求められる人材育成機関とし

ての高等学校・高等専門学校・大学の機能を強化する。 

地域課題の解決や将来的な地方移住に向けた裾野を拡大するため、定住に至らないも

のの、特定の地域に継続的に多様な形で関わる「関係人口」を増加させていくための取

組を進める。二地域居住・就業を推進する。農泊や子供の農山漁村体験を体系的に促進

する。地域金融機関の関与の促進など、プロフェッショナル人材事業が担っている人材

マッチング機能の抜本的な拡充等をはじめ、民間企業で働く人材の地方企業・地域への

人材還流等を推進する。 

新技術をフル活用する「スマートシティ」をSociety 5.0時代のまちづくりの基本コ

ンセプトと位置付け、インフラデータ等の活用による物流の高度化、次世代モビリティ

の導入等を推進し、得られた知見等を海外展開する。 

ユニバーサル社会の実現を推進し、高齢者や子育て世帯が安心して暮らせるよう、地

域の生活機能を集約したコンパクトなまちづくりを健康づくりと合わせて進める。中枢

                                            
41 業種業態別、地域別の実態分析を含む。 
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中核都市等に民間投資を呼び込むため、都市再生を力強く進める 42とともに、産学金官

の連携による地域密着型企業の立ち上げの促進など、地域における産業振興への取組を

支援する。公共施設等の整備・運営などのあらゆる公共サービスにＰＰＰ/ＰＦＩを積極

的に活用し、地域の企業等の参入を促す。 

企業版ふるさと納税について、地方への資金の流れを飛躍的に高める観点から、更に

寄附しやすくなるよう検討する。 

 

（２）地域産業の活性化 

① 観光の活性化  

訪日外国人旅行者数を 2020年に 4000万人、2030年に 6000万人とする目標等 43を達

成し、観光立国を実現するため、各省庁、民間、各地域が一体となって施策を実行する
44。 

まずは、外国人が真の意味で楽しめる仕様に変えるための環境を整備するため、多言

語対応、Wi-Fi、キャッシュレス対応等に早急に取り組む。ＭａａＳ45の推進、宿泊施設

の生産性向上や外国人人材の活用、宿泊施設等のバリアフリー化の促進とともに、非常

時の外国人旅行者の安全・安心確保 46を確実に実現する。 

こうした整備と並行して、地域の新しい観光コンテンツの開発に取り組む。「日本博」
47を全国で開催し国宝・重要文化財の展示・活用等を実施する。ＶＲ48の活用や Living 

History の取組 49等を推進する。国立公園の滞在環境の向上、自然体験コンテンツの充

実、公的施設の更なる活用 50等を図る。農泊らしい農家民宿や古民家の整備、農業体験

などのコンテンツの充実を行う。城泊・寺泊、グランピングなどの体験型宿泊コンテン

ツの開発やスノーリゾートの活性化、旅館・ホテルの再生とともに、健全な民泊サービ

スの普及・拡大を図る。クルーズ旅客等の満足度向上とともに、自転車利用環境の創出、

観光列車・サイクルトレインの導入、ダムなどのインフラや医療をいかした観光等を推

進する。 

外国人観光客の誘致に関して、日本政府観光局と地域（地方自治体・観光地域づくり

法人 51）の適切な役割分担と連携強化に向けて、地域の役割は着地整備が主であること

を明確化し、その周知を図るとともに、日本政府観光局が各地域の情報・魅力を海外に

                                            
42 都市再生の見える化情報基盤「i-都市再生」の活用やスーパー・メガリージョン関連プロジェクトの組成・推進等。 
43 「明日の日本を支える観光ビジョン」（平成28年３月30日明日の日本を支える観光ビジョン構想会議決定）及び
「観光立国推進基本計画」（平成29年３月28日閣議決定）による。このほか、訪日外国人旅行消費額を2020年に８
兆円とする目標等も位置付けられている。 

44 観光先進国を実現し、インバウンド需要を喚起するため、訪日リピーター数の増加や長期滞在化を図る 
45 Mobility as a Serviceの略称：鉄道・バス等を一体的に検索・予約・決済できるシステム。 
46「非常時の外国人旅行者の安全・安心確保のための緊急対策」（平成30年９月28日観光戦略実行推進会議決定）に基
づく。 

47 2020年を中心に日本全国で日本の美を発信する大型プロジェクト。 
48 Virtual Reality（バーチャル・リアリティ）の略称：コンピューターを用いた仮想現実。 
49 文化財について、歴史的な出来事や当時の生活を再現する新たなコンテンツを開発する取組。 
50 皇居東御苑の開園時間の延長、新宿御苑の民間カフェの導入、三の丸尚蔵館の展示スペースの抜本拡大等。 
51 ＤＭＯ（Destination Management/Marketing Organization）の呼称。 
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一元的に発信することとし、そのための体制強化を図る。デジタルマーケティング技術
52を活用した各地域へのコンサルティングを強化するとともに、グローバルキャンペーン

を欧米豪だけでなく東アジア等にも強化し、中東・中南米などの新市場の開拓を推進す

る。 

ビザの戦略的緩和や免税店の拡大を図る。顔認証システムの導入やＣＩＱ53の計画的な

体制整備等による出入国の迅速化、空港の機能強化 54、地方空港への直行便就航等を推

進し、相互交流の拡大を図る。 

持続可能な観光地づくりに向けた観光地の混雑対策等に取り組むとともに、広域周遊

観光の推進、ナイトタイムの活性化等により、国内観光の一層の促進も図る。 

国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現するＩＲ55の整備を推進するため、特定複

合観光施設区域整備法 56に基づき、基本方針の策定等に着実に取り組む。カジノに対す

る様々な懸念に万全の対策を講ずるため、カジノ管理委員会を設立し、世界最高水準の

カジノ規制を実施する。ギャンブル等依存症対策を徹底的かつ包括的に実施する 57。 

 

② 農林水産業の活性化  

農林水産業全般にわたる改革を力強く進め、農林水産業を成長産業にしつつ、美しく

伝統ある農山漁村を次世代に継承し、食料安全保障の確立を図る。 

農業者の所得向上を図るため、農業者が自由に経営展開できる環境の整備と自らの努

力では解決できない構造的な問題を解決していく 58。「農業新技術の現場実装推進プロ

グラム」に基づき、制度的課題への対応も含めた技術実装の推進によるスマート農業の

実現等により競争力強化を更に加速させる。農地中間管理機構中心の集積体制を確立し

つつ、人・農地プランの実質化等により、農地の集積・集約化を推進する。土地改良事

業により農地の大区画化や汎用化・畑地化を進める。中山間地域の収益力を強化する。

農協改革を着実に実施するとともに、農業経営体が自らの判断で作物を選択できるよう

米政策改革の定着も進める。土づくりに役立つ肥料生産等が進むよう、肥料に関する法

制度の見直しを早期に行う。国際水準の有機農業を推進する。 

林業の成長産業化に向けて、新たな森林管理システムによる経営管理の集積・集約化、

国有林の樹木採取権制度による地域の林業経営の育成、路網整備や高性能林業機械の導

入等を推進する。セルロースナノファイバーの研究開発、高精度な資源情報を活用した

森林管理、自動化機械の開発、ＩＣＴによる木材の生産管理などスマート林業等の林業

                                            
52 ウェブサイトの閲覧履歴等を分析して各国や分野別の関心や傾向を把握する技術。 
53 税関（Customs）、出入国管理（Immigration）、検疫（Quarantine）を包括した略称。 
54 羽田空港約４万回・成田空港約４万回の首都圏空港の発着容量拡大、那覇空港第二滑走路新設など。 
55 Integrated Resortの略称：特定複合観光施設。 
56 特定複合観光施設区域整備法（平成30年法律第80号）。 
57 「ギャンブル等依存症対策推進基本計画」（平成31年４月19日閣議決定）に基づく。 
58 「農林水産業・地域の活力創造プラン」（平成30年11月27日農林水産業・地域の活力創造本部改訂）、「食料・農
業・農村基本計画」（平成27年３月31日閣議決定）、「農業競争力強化プログラム」（平成28年11月29日農林水
産業・地域の活力創造本部決定）に基づく。 
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イノベーションを推進する。ＣＬＴ59を含めた木材の中高層建築物や非住宅等への利用拡

大、生産流通構造改革を進め、効率的なサプライチェーンを構築する 60。 

水産資源の適切な管理と水産業の成長産業化を両立させ、漁業者の所得向上と年齢バ

ランスのとれた漁業就業構造を確立することを目指し、水産政策の改革 61を着実に実施

する。新たな資源管理システムの実施に向け、資源調査を拡充し、資源管理目標の導入

に伴う減船・休漁等の円滑な実施を推進する。資源評価機関の独立性を確保し、最新の

科学的知見に基づいた資源管理政策を推進する。養殖等について新規参入者の参入を不

当に制限することのないよう必要な対策を講ずる。漁業収入安定対策の機能強化を図る

法制化、高性能漁船の導入等による収益性向上、養殖業振興のための総合戦略に基づく

取組、漁村の活性化、国境監視機能等の発揮、人材確保・育成の強化等を推進する。「水

産業データ連携基盤(仮称)」の構築・稼働、水産バリューチェーンの生産性改善などの

スマート水産業を推進する。漁獲証明に係る法制度の整備を行う。漁業取締体制を増強

する。 

農林水産業の輸出力強化に向け、輸出先国の輸入規制に対して政府一体となって戦略

的に取り組むための「輸出促進本部（仮称）」を農林水産省に創設する。本部では、輸

出先国との協議等を戦略的に進めるための基本的な方針を定めるとともに、工程表 62の

進行管理を行う。また、輸出のための施設認定や証明書発行を農林水産省も行えること

とし、厚生労働省とも連携して迅速に手続を進める。事業者等が輸出の支援等を希望す

る場合の相談窓口を本部に一元化し、関係府省庁が支援や審査等を一体的に行う。国、

地方自治体、民間事業者が連携するとともに、民間登録検査機関の仕組みを導入し、証

明書発行の迅速化等に対応する体制を整備する。これらの内容を実現するための体制を

整備し、新たな法制度について検討し早期に国会に提出する。これらの取組のほか、生

産者等への必要な情報の提供、グローバル産地の形成、最適な包材等の規格化・普及、

マッチングできる環境の整備、ＪＦＯＯＤＯによる戦略的マーケティング、インバウン

ドの取組と連携したプロモーション、知的財産の戦略的活用等に取り組む 63。特に、米

の輸出については、中国向けに追加された精米工場及びくん蒸施設も最大限活用し、効

果的な輸出拡大を支援する。ＪＡＳ、ＨＡＣＣＰ、ＧＡＰなど規格・認証の活用や国際

規格化を推進する。効果的・効率的な輸出拠点整備を進める 64。 

優良品種の海外流出防止や植物新品種の育成促進のため、品種登録制度の充実に向け

検討する。和牛遺伝資源の不適切な海外流出を防止する観点から、適正な流通管理や保

護を進めるため、法制上の措置も含め方策を検討する。 

農山漁村における高齢者等のスキルを活用する取組等を支援する。農福連携を推進し、

                                            
59 Cross Laminated Timberの略称：直交集成板。ひき板を繊維方向が直交するように積層接着した重厚なパネル。 
60 「農林水産業・地域の活力創造プラン」（平成30年11月27日農林水産業・地域の活力創造本部改訂）に基づく。 
61 「農林水産業・地域の活力創造プラン」（平成30年11月27日農林水産業・地域の活力創造本部改訂）に基づく。 
62 令和元年６月４日「農林水産物・食品の輸出拡大のための輸入国規制への対応等に関する関係閣僚会議」取りまと
め。 

63 「農林水産業の輸出力強化戦略」（平成28年５月19日農林水産業・地域の活力創造本部取りまとめ）に基づく。 
64 「農林水産物輸出インフラ整備プログラム」（平成28年11月29日農林水産業・地域の活力創造本部決定）に基づく。 
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障害者等の就農・就労を促進する。有害鳥獣の対策を強化するとともに、安全・安心な

ジビエの利活用を進める。棚田の保全と棚田地域の振興を図るため総合的な支援策を講

ずる。 

 

③ 海外活力の取込みを通じた地域活性化 

欧米・アジア諸国の旺盛な消費需要をより一層地方へ取り込むため、地元産品の輸出

を通じた海外販路開拓と、訪日外国人の拡大・地方への誘客によるインバウンド需要獲

得の好循環を創出し、「海外から稼ぐ」地域の取組について、地域への対日直接投資の

促進も踏まえ、関係府省庁が連携して推進していく。このため、訪日観光・農林水産品

輸出・対日直接投資の３分野の一体的な推進 65に前向きかつ具体的に取り組む地方自治

体等への支援を強化するとともに、優良な取組事例の横展開を図る。 

具体的には、地方創生担当部局を中心とする関係省庁支援チームによる地方自治体等

からの相談窓口を設置し、地方創生推進交付金、地域未来投資促進法 66に基づく税制措

置・補助金、ＪＥＴＲＯや日本政府観光局による情報提供、リスクマネーの提供などの

関連施策を総動員して伴走支援を行う。また、地方自治体等による地方創生の取組にお

ける外国人材の知見・ノウハウの活用について検討する。 

地域への対日直接投資を、先導的な地方自治体への人的体制の強化、観光・農林水産

品輸出等との連携強化といった重点支援や、誘致成功事例の周知等を通じて集中的に促

進し、2020年までに対日直接投資残高35兆円の達成を目指す 67。 

 

（３）中堅・中小企業・小規模事業者への支援   

即戦力となる中核人材の確保を地域金融機関・商工会議所をはじめとする経営支援機

関等を通じて支援する。若者・女性・高齢者などの潜在的労働力の活用を促進する。既

存人材の育成にも取り組む。 

Society 5.0を実現し、サプライチェーン全体の最適化を含めて生産性向上を図るた

め、「中小サービス等生産性戦略プラットフォーム」68等の活用によるＩＴツール導入支

援、中小企業の実態に合ったＡＩツール開発とＡＩ人材育成の一体的推進、中堅・中小

企業に対するＩоＴ・ロボットの導入・利用促進支援等を行う。また、地域未来牽引企

業等による地域経済を牽引
けんいん

する事業に対して、地域未来投資促進法をはじめ、予算、税

制、金融、規制の特例などの支援を重点投入する。 

事業承継については、事業承継税制の活用促進を図りつつ、10年程度の集中実施期間

で予算、税制などの総合的な支援を強力に進める。特に、第三者承継や経営資源引継ぎ

型の創業を後押しするため、Ｍ＆Ａを通じた事業再編やマッチングへの支援を促進する。

                                            
65 例えば、訪日中の多様な旅行体験と「食」を組み合わせ、新たな価値を創出して輸出に繋げる取組や、外国資本を活用
し訪日客ニーズや視点を元にしたモノ・サービスの創出をインバウンドに繋げる取組等。 

66 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律（平成19年法律第40号）。 
67 「地域への対日直接投資 集中強化・促進プログラム」（平成31年４月16日対日直接投資推進会議決定）に基づく。 
68 中小サービス等事業者のＩＴ化等を通じた生産性向上を３年間の政策集中期間において100万社規模で推進するための
関連政策及び民間活動の連携推進体制。 
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第二創業・ベンチャー型事業承継への支援を拡充・重点化する。経営者保証の取扱いに

ついて「経営者保証に関するガイドライン」の特則策定、後継者の保証を不要とする信

用保証制度の創設と保証料負担の最大ゼロまでの軽減を行う。地方創生のための銀行の

出資規制見直しを通じ、円滑な事業承継や地域活性化事業の効果的な支援に資する地域

金融機関の強化を進める。 

経営発達支援計画 69について、市町村が新たに共同作成するスキームに見直し、地域

課題への支援内容の充実化を図る。中小企業の防災・減災対策のため、金融・税制によ

る支援に加え、事業継続力強化計画の策定支援や人材育成を行う。「中小企業支援プラ

ットフォーム」70を構築し、施策の利便性向上とデータに基づく中小企業行政の実現を目

指す。 

 

（４）地方分権改革の推進等  

地方自治体の創意工夫を喚起するためにも、地方分権改革を着実かつ強力に進める。

地方からの提案をいかに実現するかという姿勢で提案募集を行う。改革の成果を国民が

実感できるよう、優良事例の普及や情報発信の強化に努める。道州制について、基本法

案の動向を踏まえ、必要な検討を進める。 

一定の人口を有する圏域を形成し、医療・交通・教育・産業などの分野における近隣

市町村の連携を促進する。地方自治体等によるモデル的取組の創出・横展開を通じ、共

助による地域課題の解決やイノベーションを促す仕組みとして、消費者等の安全を守り

つつ、シェアリングエコノミーの活用を進める。 

 

（５）対流促進型国土の形成 

地域の個性と連携を重視する対流促進型国土の形成により、これからの時代にふさわ

しい国土の均衡ある発展を図る 71。海事クラスター72の活性化や産業を支える港湾等によ

り、地域経済を押し上げる。広域的な高速交通ネットワーク 73の早期整備・活用を通じ、

人流や物流の拡大を図る。 

人口減少が深刻な過疎地域や半島、離島・奄美などの条件不利地域については、近隣

地域との調和ある発展や交流・連携 74を図りつつ、生活機能を確保する小さな拠点や地

                                            
69 経営発達支援計画は、商工会・商工会議所が作成し、国の認定を受けることとされている。 
70 中小企業施策の情報提供から申請手続までをワンストップで提供するとともに、中小企業・小規模事業者に関連するデ
ータを蓄積するプラットフォーム。 

71 「第二次国土形成計画（全国計画）」（平成27年８月14日閣議決定）及び「広域地方計画」（平成28年３月29日
国土交通大臣決定）に基づく。 

72 海運業・造船業を中心とした、船員、舶用工業、船舶貸渡業、港湾関連業などの海事産業、金融保険、教育機関・研究
機関などの海事産業の関連産業・関連機関の地理的な集積。 

73 高規格幹線道路、整備新幹線、リニア中央新幹線等を含む。リニア中央新幹線については、財政投融資の活用により、
全線開業の最大８年間前倒しを図ることとなった。建設主体が全線の駅・ルートの公表に向けた準備を進められるよう、
必要な連携、協力を行う。また、新大阪駅について、リニア中央新幹線、北陸新幹線等との乗継利便性の観点から、結
節機能強化や容量制約の解消を図るため、民間プロジェクトの組成など事業スキームを検討し、新幹線ネットワークの
充実を図る。 

74 世界遺産登録を見据えたものを含む。 
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域運営組織等の形成を推進し、地域づくりを行う人材の確保や交通基盤の維持等を図る

とともに、地域資源や創意工夫をいかした自立的な地域社会の構築による、維持・活性

化を目指す。「スマートアイランド」の推進により離島地域の課題解決を図る。 

北海道の開発については、食と観光を担う生産空間の維持・発展や北方領土隣接地域

の振興等を図る 75。アイヌ文化の復興・創造及び国民理解の促進を図るため、また、国

際観光・親善にも寄与するため、2020年４月に国立アイヌ民族博物館、国立民族共生公

園等からなる民族共生象徴空間（愛称：ウポポイ）を開業し、年間100万人の来場者を

目指す。アイヌ施策推進法 76に基づくアイヌ政策推進本部を立ち上げ、従来の文化振興

や福祉施策に加え、地域・産業・観光振興等を含むアイヌ施策を政府一体となって総合

的かつ効果的に推進する。 

 

（６）沖縄の振興 

沖縄は、成長が続くアジアに近く出生率も高いなどの優位性と潜在力を有しており、

日本経済再生の牽引役となるよう国家戦略として総合的・積極的な沖縄振興策を進める。  

国家戦略特区の活用による観光客の利便性向上や、クルーズ船の受入環境を改善する

港湾整備、那覇空港の第二滑走路供用開始を踏まえた発着回数拡大、沖縄都市モノレー

ルの３両編成化など、観光産業の戦略展開や国際物流拠点の形成を進める。深刻な子供

の貧困への対策、子育て環境の充実、沖縄科学技術大学院大学の規模拡充による科学技

術・イノベーションの国際的拠点の形成、ＩＴ・ものづくりの中核人材の育成、米国の

協力を得た英語教育の充実などにより、沖縄の成長力を強化する。農業では生産基盤整

備等により、生産性を向上させ競争力を確保する。琉球泡盛輸出量倍増 77に取り組むな

ど、沖縄県産酒類の振興を促進する。 

定住条件の改善等による北部・離島地域の振興を進めるとともに、現行沖縄振興特別

措置法78に基づく一括交付金など沖縄振興策全般について成果等の検証を多角的に行う。 

米軍基地の迅速な跡地利用を進める。西普天間住宅地区跡地では、関係府省庁の連携

の下、琉球大学の医学部と附属病院の移設を核とする沖縄健康医療拠点の整備を進める。 

 

４．グローバル経済社会との連携 

 貿易摩擦の激化など、保護主義に代表される内向きで自国中心主義的な動きが台頭し

ている中、世界経済の持続的で包摂的な成長に向け、Ｇ20の議長国として我が国が世界

をリードしていくとともに、「21世紀型ルール」の国際標準化等に向けた議論を主導す

るなど、課題先進国として世界に課題解決のモデルを提供し、世界をリードしていく。 

 

                                            
75 「北海道総合開発計画」（平成28年３月29日閣議決定）に基づく。 
76 アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律（平成31年法律第16号）。 
77 「琉球泡盛海外輸出プロジェクト」及び「琉球泡盛テロワールプロジェクト」などに取り組み、2017年の29キロリッ
トルであった輸出量を2020年に70キロリットルまで増加させることを目指す。 

78 沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）。2022年３月末が現行法の期限となっている。 
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（１）Ｇ20における持続的成長へのコミットメント 

Ｇ20の議長国として、世界経済の成長と市場の安定のため、国際協調の強化に更なる

リーダーシップを発揮していく。 

世界経済に様々な下方リスクがみられる中、Ｇ20においては、世界金融危機の渦中に

創設されたＧ20サミットの趣旨を踏まえ、世界経済の持続可能で包摂的な成長の実現の

ため、世界経済の持続的成長への力強いコミットメントとして、各国の適切な政策運営

と国際協調の重要性を確認する。 

Ｇ20の最重要の責務として、世界経済のサーベイランスを通じて、世界経済の主なリ

スクをモニターし、経済危機の芽を事前に摘む。 

我が国においても、下方リスクの動向にしっかり目を配り、経済の回復基調が持続す

るように経済運営に万全を期す。 

 経常収支については、過度な経常収支不均衡は二国間の貿易上の措置ではなく、マク

ロ経済に関する国際協力を通じた貯蓄・投資バランスの適正化によって対処すべきもの

であることを踏まえ、Ｇ20 において、持続可能でバランスのとれた経済成長に向けて、

過度な経常収支不均衡の原因や対応の方向性に関する議論を続けていく。 

 

（２）経済連携の推進、ＴＰＰ等の 21世紀型ルールの国際標準化 

自由貿易体制の維持が国際社会の最重要課題であるとの認識の下、自由貿易の旗手と

して、経済連携の更なる推進に加え、ＴＰＰ11や日ＥＵ・ＥＰＡで設けられた自由で公

正な21世紀型ルールの国際標準化を進める。そのスタンダードとして今後の経済連携の

礎となるＴＰＰ11について、新たな国・地域の加入により、保護主義に対抗するＴＰＰ

11の新しいルールを世界に拡大していく。 

公平な競争条件の確保に向け、市場歪曲的措置の是正や電子商取引などの新たな分野

でのルール形成に取り組んでいく。ＷＴＯを中核としたルールに基づく多角的貿易体制

が世界経済の成長と発展の基盤であることの再確認を様々な枠組みを使って各国に働き

かけるとともに、ＷＴＯ改革を推進する。 

米国とは、公正なルールに基づく、自由で、開かれた、インド太平洋地域における経

済発展を実現するため、日米貿易交渉の早期の成果実現など、日米双方の利益となるよ

うに、貿易や投資を更に拡大させる。 

ＥＵとは、日ＥＵ・ＥＰＡの実施等を通じ、更なる経済関係強化を推進する。英国に

ついては、ＥＵ離脱に関する新政権の方針を見極めた上で、いわゆる「合意なき離脱」

の回避及び予見可能性と法的安定性の確保等を通じた世界経済及び日系企業への影響の

最小化を英・ＥＵ双方に要請するとともに、情報提供など日系企業の支援に引き続き取

り組むなど、必要な対応に万全を期す。ＥＵ離脱後も、新たな経済的パートナーシップ

の構築等を通じて、更に強固な貿易・投資関係の構築を目指す。 

ＴＰＰ11や日ＥＵ・ＥＰＡの発効を踏まえ、「総合的なＴＰＰ等関連政策大綱」79に基

                                            
79 「総合的なＴＰＰ等関連政策大綱」（平成29年11月24日ＴＰＰ等総合対策本部決定）。 
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づいて、きめ細やかな施策を実施する。 

包括的で、市場アクセス及びルール分野のバランスが取れた、質の高いＲＣＥＰの年

内妥結に向け、交渉をリードしていく。 

投資関連協定について、2020年までに100の国・地域を対象に署名・発効することを

目指して締結を推進し、企業の海外展開を促進する。自由で公正な経済圏の拡大による

効果を享受できるようにするため、ＯＤＡも活用するとともに、中堅・中小企業の海外

展開の総合的な支援として、海外展開先における現地人材の育成支援、開発・販路開拓

における海外ニーズの活用などの支援等を実施する。 

 

（３）国際的なデータ駆動型経済拡大に向けたデータの越境流通等のルール・枠組み 

ＤＦＦＴ80を実現するため、Ｇ20大阪サミットの機会に「大阪トラック」を立ち上げ、

データ流通及び利活用、ＷＴＯでの電子商取引の取組に焦点を当て、デジタル貿易のル

ールメイキングを主導する。「人間中心のＡＩ」実現に向け、Ｇ20において取りまとめ

られた国際的なＡＩ原則の周知を行う。 

 

（４）持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）を中心とした環境・地球規模課題への貢献 

日本で開催されるＧ20大阪サミットや第７回アフリカ開発会議 81を通じ、人間の安全

保障の理念に基づき、ＳＤＧｓの力強い担い手たる日本の姿を国際社会に示す。特に、

質の高いインフラ、気候変動・エネルギー、海洋プラスチックごみ対策、保健等の取組

をリードする。この他、女性、防災、教育といった分野でも、ＳＤＧｓの取組を進める。 

 

① 質の高いインフラ投資 

質の高いインフラ投資に関するＧ20原則等に基づき、「開放性」「透明性」「経済性」

「借入国の債務持続可能性」等が確保されるようにインフラの整備を推進し、世界経済

の成長力強化を図る。 

2020 年のインフラシステム受注約 30兆円という目標に向けて「インフラシステム輸

出戦略」の下、第三国連携による市場アクセス強化や経営参画など官民一体となった競

争力強化、我が国の技術・知見を活用した成長分野の海外展開の促進、ソフトインフラ

分野への取組といった施策を推進し、我が国の経済成長の実現に寄与する。 

 

② パリ協定に基づく長期戦略の策定を含む環境・エネルギー問題への対応 

「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」82に基づき、最終到達点としての

「脱炭素社会」を掲げ、それを野心的に今世紀後半のできるだけ早期に実現することを

目指すとともに、2050年までの温室効果ガス80％削減に大胆に取り組み、世界全体の

                                            
80 Data Free Flow with Trustの略称：信頼性のある自由なデータ流通のこと。 
81 ＴＩＣＡＤ７（the Seventh Tokyo International Conference on African Development）。 
82 「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」（令和元年６月11日閣議決定）。 
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取組と非連続なイノベーションが不可欠であることを踏まえてビジネス主導の環境と成

長の好循環を実現していく。 

 具体的には、野心的な目標を掲げ、官民を挙げてエネルギー・環境分野の革新的なイ

ノベーションを加速化するべく、2019年中に、革新的環境イノベーション戦略を策定

する。2019年秋には20か国のトップ研究機関のリーダーを日本に招いた国際会合 83を

行う。世界で膨らむＥＳＧ資金をイノベーションに繋げるべく、「ＴＣＦＤ84コンソー

シアム」、「ＴＣＦＤサミット」の開催を通じて、従来型の規制でなく情報開示・見え

る化を進めることでグリーンファイナンスを活性化する。ビジネス環境整備と市場の創

出を通じてイノベーションの成果を世界に普及させるべく、日本が主導して、ＡＳＥＡ

Ｎにおいて各国が官民で協働していく枠組の立ち上げを目指す。 

 

③ 海洋プラスチックごみ対策 

海洋プラスチックごみ対策についてＧ20大阪サミットにおいて議論を行い、共通の認

識について合意することを目指す。 

「海洋プラスチックごみ対策アクションプラン」、「プラスチック資源循環戦略」及

び「海岸漂着物処理推進法に基づく基本方針」85を踏まえてプラスチックごみの回収・適

正処理の徹底や３Ｒ、レジ袋の有料化義務化、代替素材のイノベーションを講ずるとと

もに、途上国の能力構築支援などの国際貢献にも取り組み、これらの内容を世界に発信

していく。 

 

④ 国際保健への対応 

ＵＨＣ（ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ）の達成、高齢化への対応、健康危機へ

の対応などの課題について、Ｇ７伊勢志摩サミットの成果にも立脚し、Ｇ20自身の課題

解決と途上国への支援の両面から主導力を発揮し、Ｇ20各国としての共通理解を取りま

とめる。アジア健康構想、アフリカ健康構想の下、我が国のヘルスケア産業の海外展開

等を推進する。アジアにおける規制調和等 86を推進する。2020年に栄養サミットを開催

し、栄養課題に向けた今後の国際的取組を促進する。 

 

５．重要課題への取組 

（１）規制改革の推進 

革新的ビジネスを促す規制・制度の構築、行政手続コストの削減、女性活躍や地方創

生のための規制・制度改革を一層推進する「規制改革実施計画」 87において決定した事

項を着実に実施する。現在の規制改革推進会議の設置期限（2019年７月末）以降も、会

                                            
83 ＲＤ20（Research and Development 20 for Clean Energy Technologies）。 
84 Task Force on Climate-related Financial Disclosuresの略称。 
85 「海岸漂着物処理推進法に基づく基本方針」（令和元年５月31日閣議決定）。 
86 「アジア医薬品・医療機器規制調和グランドデザイン」（令和元年〇月〇日健康・医療戦略推進本部決定）。 
87 「規制改革実施計画」（令和元年〇月〇日閣議決定） 
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議の常設化を検討するなど不断の規制・制度改革を推進する。 

国家戦略特区制度においては、地域限定型サンドボックス 88を創設し、高度で革新的

な近未来技術に関連する実証実験を進めつつ、「スーパーシティ」89構想の実現に向け、

住民等の合意を踏まえ域内独自で複数の規制改革を同時かつ一体的に進めることのでき

る法制度の早期実現を図る。 

 

（２）科学技術・イノベーションと投資の推進 

① 科学技術・イノベーションの推進 

Society 5.0の世界に先駆けた実現、イノベーション・エコシステムの構築に向けて、

「世界で最もイノベーションに適した国」へと我が国を変革する。このため、科学技術・

イノベーション関連の司令塔の機能強化・相互連携を図るとともに、官民を挙げて研究

開発を推進する 90。特に、研究環境の整備 91など、研究の人材・資金・環境の改革を大学

改革と一体的に展開することで、研究力の更なる強化を目指すとともに、挑戦的な研究

開発を推進する。大型研究の集中的マネジメント体制の構築や共同研究機能の外部化な

ど産学共同研究を活性化する新たな仕組みの必要性の検討や、産学連携を通じた人材の

多面的な活用、スタートアップ・エコシステムの構築、当事者の意識の改革等により、

オープン・イノベーションを推進する。また、産業投資を活用し、成長段階ごとのボト

ルネックを踏まえた日本政策投資銀行の投資業務等の活用について検討する。 

社会課題解決に資する研究開発プロジェクトを優先順位を付けつつ明確化し、世界中

から研究者の英知を結集するムーンショット型研究開発を早期に開始し、多年度にわた

る取組を進める。特に、全ての科学技術イノベーションに影響する最先端の基盤的技術

であるＡＩ、バイオテクノロジー、量子技術の研究開発を戦略的に進める。また、内外

の動向に鑑み、国及び国民の安全・安心に関する重要な技術分野への予算や人材等に重

点化を図り、効果的な研究開発を推進する。政府研究開発投資について、新経済・財政

再生計画との整合性を確保しつつ、対ＧＤＰ比１％にすることを目指し所要の規模の予

算が確保されるよう努める 92。民間資金獲得状況に応じた財政支援のインセンティブ付

けの本格実施等により、2025年までに企業から大学、国立研究開発法人等への投資を３

倍増とすることを目指し、これらにより、官民合わせた研究開発投資を対ＧＤＰ比４％

以上とすることを目標とする。 

知的財産戦略の推進 93、先端技術の国際標準化等に官民挙げて取り組む。 

                                            
88 特区において近未来技術実証に関する事前規制・手続を見直すことで迅速・円滑に実証実験を実現する仕組み。英国等
で始められた「規制の砂場（Regulatory Sandbox）」を参考としている。 

89 ＡＩやビッグデータ等を活用し、世界に先駆けて未来の生活を先行実現する「丸ごと未来都市」を目指すもの。 
90 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律（平成 30年法律第 94号）、 「第５期科学技術基本計画」（平
成28年１月22日閣議決定） 及び「統合イノベーション戦略2019」（令和元年〇月○日閣議決定）に基づく。 

91 研究機器等の環境整備と研究支援体制の強化を一体的に行うこと、また、研究を下支えする情報基盤整備を行うことで
研究を効率的に実施できる魅力ある研究環境への改革。 

92 計画期間中に必要となる政府研究開発投資の総額の規模は、第５期科学技術基本計画策定当時の「中長期の経済財政に
関する試算」（平成27年7月22日経済財政諮問会議提出）の経済再生ケースに基づく名目ＧＤＰ成長率を前提とすれ
ば、約26兆円となる。 

93 「知的財産推進計画2019」（令和元年〇月〇日知的財産戦略本部決定）に基づく。 
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（宇宙開発利用の推進） 

準天頂衛星 94システムにおける７機体制の確立及び機能・性能の向上と、これに対応

した地上設備の開発・整備等について、効率化を図りつつ着実に行うとともに、Ｇ空間

プロジェクト 95とも連携し、国内外での利用拡大を図る。また、情報収集衛星の機数増

を着実に実施する。宇宙産業の更なる拡大を目指し、農水産、防災分野等での衛星デー

タの利活用を促進するとともに、次期基幹ロケット H３の開発、宇宙デブリ低減に向け

た研究開発、Gateway96への参画に関する方針の年内決定、宇宙探査プロジェクト等を効

率的にメリハリを付けながら実施しつつ、我が国の一層の宇宙利用を促す環境整備を進

める。 

 

（新たな海洋立国への挑戦） 

海洋の安全保障、海洋産業利用の促進、海洋環境の維持・保全、科学的知見の充実な

ど総合的な海洋政策を省庁横断的に推進し、ＡＩ・自動化技術等を活用した海洋監視体

制の強化に取り組む。北極域研究船に関する取組等を推進し、北極海航路の利活用にも

役立てる 97。 

 

② 成長力を強化し支える公的投資の推進 

成長力を強化し支える社会資本整備を戦略的に重点化し、安定的・持続的な公共投資

を推進する 98。国際競争力強化等の基盤となる、大都市圏環状道路、国際戦略港湾、国

際拠点空港 99等を整備する。その際、現下の低金利状況も活用する。産業のサプライチ

ェーンが途切れることのないよう災害に強い強靱なインフラの整備を行う。ＡＩ・Ｉｏ

Ｔの活用によるコンテナターミナルの機能強化などの物流の効率性・安全性の向上や効

率的な渋滞対策を進める。データ、自動運転などの新技術を活用し、生産性向上等の取

組を進める。 

 

（３）新たな外国人材の受入れ 

① 外国人材の円滑かつ適正な受入れの促進 

新たな在留資格「特定技能１号」及び「特定技能２号」による外国人材（以下「特定

技能外国人材」という。）の受入れが、より円滑かつ適正に行われるよう、悪質な仲介

                                            
94 我が国のほぼ真上を通る軌道を持つ人工衛星。複数機を運用することで安定した高精度測位が可能となる。 
95 地理空間情報活用推進基本法（平成19年法律第63号）に基づき、地理空間情報（空間上の特定の位置を示す情報とこ
れに関連付けられた情報。「Ｇ空間情報」と呼ぶ。）についての世界最先端の技術を高度に活用できる社会を実現する
ことで、国民生活の安全・安心の確保と経済成長の実現を図る取組。 

96 米国が構想する月近傍の有人拠点。 
97 「第３期海洋基本計画」（平成30年５月15日閣議決定）に基づく。 
98 「社会資本整備重点計画」（平成27年９月18日閣議決定）などのインフラの整備計画に基づく。 
99 現下の低金利状況も活用し、これに加え、空港アクセス等の都市鉄道、物流施設等の早期整備を図る。 
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事業者の排除等を目的とした二国間の協力覚書の作成を推進するとともに、その実効性

を確保する。あわせて海外における日本語教育基盤の充実を図る 

特定技能外国人材等が大都市圏等に過度に集中しないよう、分野ごとの特性等を踏ま

えた地方での就労を促進するための対策を充実させるとともに、地方自治体等が運営す

る一元的相談窓口の整備促進など、地方の受入れ環境整備を進める。 

地域における継続的な外国人材の受入れ促進のため、一定の要件を満たす所属機関等

を対象に、本人に代わりオンラインで在留関係諸申請手続を行えるようにする。 

 

② 共生社会実現のための受入れ環境整備 

今後我が国に在留する外国人の増加を見据え、国民及び外国人の声を聴きつつ、外国

人を適正に受け入れ、日本人と外国人が安心して安全に暮らせる共生社会を実現するた

めの施策を充実・強化する 100。 

具体的には、地方自治体等が運営する一元的相談窓口の整備促進、同相談窓口への法

務省等の職員派遣などによる支援の強化等を行う。関係行政機関の相談窓口を集約し、

外国人、外国人を支援する個人・団体等及び地方自治体の相談窓口がワンストップで正

確な情報を入手可能な拠点を整備し（外国人共生センター（仮称）の設置 101）、2020年

度中に運用を開始する。司法分野や行政窓口等における多言語対応のための体制整備を

図る。 

 

③ 在留管理体制の構築 

（在留状況・就労状況の把握） 

外国人の適正な受入れ等のため、在留状況や就労状況等について、より正確な情報に

基づく審査を図る。このため、在留外国人を受入れ機関別に把握するためのＩＣＴ活用

システムの整備等を行うとともに、届出のオンライン化や出入国在留管理庁と厚生労働

省とのオンラインでの情報連携を検討・推進する。偽造在留カードを簡便に発見するた

めの効果的な方策を検討・推進するなどして、不法滞在者対策を強化する。これらの業

務を適切に遂行するため、職員等への研修や研究の充実など体制の強化を図る。 

 

（留学生・技能実習生の在留管理） 

留学生の在籍管理の適正化のため、日本語教育機関の告示基準を見直すとともに、不

適正な留学生の受入れや在籍管理が懸念される大学等に対し厳正な措置を講ずることが

できるよう制度を見直し、留学生の在留資格審査等を強化する。 

 技能実習生への報酬の支払いを適正化し、法務省・厚生労働省及び外国人技能実習機

構の実地調査能力の強化を通じて、技能実習制度を適正化する。悪質な送出機関の排除

                                            
100 「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」（平成30年12月25日外国人材の受入れ・共生に関する関係閣
僚会議決定）に基づく。 

101 外国人共生センター（仮称）は、相互交流事業を行う国際交流基金や、国際観光振興機構とも連携の上、運用され
る。 
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等のため、中国・インドネシアとの二国間の協力覚書の早急な作成に取り組むとともに、

協力覚書に基づく相手国政府との連携強化のための定期協議の開催等により、協力覚書

を確実に実施する。 

 

④ 留学生の国内就職促進 

 地域や企業が求める外国人留学生の国内就職支援を推進する 102。このため、オフィス

ワーク以外の幅広い就職先を認めるための在留資格「特定活動」について、大学等に対

し制度の普及を図る。また、留学生の多様性に応じた採用プロセス及び採用後の待遇の

多様化を推進するため、産官学連携によりベストプラクティスを構築し横展開する。こ

れらの取組により、希望する留学生の大多数が国内で就職できる状況の実現を目指す。 

 

（４）大規模国際大会等の成功とスポーツ・文化芸術立国の実現 

① 大規模国際大会等の成功 

ラグビーワールドカップ2019や2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会、

2025年大阪・関西万博の開催に向け、円滑な輸送体制の構築や暑さ対策に取り組むなど

大規模国際大会等 103の円滑な準備を着実に進め 104、その成功を通じてインバウンド需要

を喚起する。復興オリンピック・パラリンピック 105の実現、ホストタウンによる地域活

性化や国際交流の推進、beyond2020 プログラム 106等を通じた日本文化の魅力の発信、

beyond2020マイベストプログラム 107の推進、心のバリアフリーとユニバーサルデザイン

の街づくりの推進 108、深層学習 109による同時通訳を含む自動翻訳システムの開発・普及

など、新しい日本の創造に関する取組を地方自治体や民間企業と連携しながら進め、レ

ガシーを創出し、将来の開催国等に示していく。2025年大阪・関西万博の開催準備及び

運営を担う博覧会協会を指定し、国の補助、国の職員の派遣などの支援措置等を講ずる
110。加えて、2020年ドバイ万博や国際会議などの機会を活用して、参加招請活動を行い、

大阪・関西万博の魅力・情報を世界に発信する。 

 

② スポーツ立国の実現 

                                            
102 外国人留学生の日本国内での就職率が32.4％にとどまっている。（独立行政法人日本学生支援機構「平成29年度外
国人留学生進路状況・学位授与状況調査結果」） 

103 閣議了解に基づき、政府一丸となって招致や準備に取り組む大会等。 
104 「2020 年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会の準備及び運営に関する施策の推進を図るための
基本方針」（平成27年11月27日閣議決定）等に基づく。 

105 東日本大震災からの復興を後押しするとともに、復興に向かいつつある被災地の姿を世界に発信する機会として位置付
けられた2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会。 

106 2020年以降を見据え、多様な団体が実施する共生社会・国際化につながるレガシーを創出する活動等について認証し、
そうした取組を広く支援する取組。 

107 健康面等での自己ベストを目指す個々人の取組を支援する事業・活動を認証する取組。 
108 「ユニバーサルデザイン2020行動計画」（平成29年２月20日ユニバーサルデザイン2020関係閣僚会議決定）に基づ
く。 

109 多層構造の人工神経回路を用いたコンピューターによる学習。 
110 平成三十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(平成31年第18号)。 
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 スタジアム・アリーナ改革等を通じたスポーツの成長産業化、大学スポーツ協会 111の

活動充実等による大学スポーツの振興、スポーツツーリズム等による地域活性化など、

スポーツ全般にわたって民間資金の活用を推進し、スポーツ市場規模を拡大する。スペ

シャルオリンピックスやデフリンピックの社会的認知度向上を含めた総合的な障害者ス

ポーツの振興、スポーツ実施率 112の向上等によるスポーツを通じた健康増進、国際競技

力の強化、スポーツによる国際貢献を進める。スポーツ・インテグリティ 113を確保する

ため、スポーツ団体のガバナンス強化 114を推進する。ワールドマスターズゲームズ2021

関西の円滑な開催に向け、組織委員会等と協力する。 

 

③ 文化芸術立国の実現 

文化による国家ブランド戦略の構築や稼ぐ文化への展開、文化産業の経済規模の拡大、

民間資金・先端技術の活用 115を推進する 116。「日本博」をはじめとする文化プログラム

を展開し、日本文化の魅力を国内外に発信する 117。我が国の誇るマンガ・アニメ・ゲー

ムなどのメディア芸術の情報拠点等の整備について指定法人による取組を促進する。国

等の地方ゆかりの文化資産等 118の公開促進やアート市場の活性化など、文化施設を拠点

とした文化資源の好循環創出に民間や地方と連携して取り組む。子供や障害者等の文化

芸術活動の推進、文化財を防衛する観点での適正周期の修理や緊急調査に基づく防火対

策などの防災対策、文化財活用モデル構築や日本遺産認定等により、地域活性化を進め

る。京都移転に向け文化庁の機能強化を着実に進める。新たなクールジャパン戦略を2019

年中に策定し、それに基づく施策 119を推進する。海賊版対策を総合的に推進する。国立

公文書館の新たな施設建設や機能充実を進める。 

 

（５）資源・エネルギー、環境対策 

① 資源・エネルギー 

エネルギー制約の克服・2050年に向けたエネルギー転換・脱炭素化に挑戦する。この

ため、省エネを、規制と支援の両面で、あらゆる分野で徹底する。再生可能エネルギー

について、主力電源化を目指し、固定価格買取制度の抜本見直しに向けた検討等を進め

るとともに、電力ネットワークの強靱化や、必要な供給力・調整力の整備を含めた電力

                                            
111 大学横断・競技横断的統括組織として、平成31年３月に一般社団法人として設立。 
112 運動・スポーツを行う者の割合のことであり、第２期スポーツ基本計画（平成 29年３月 24日文部科学大臣決定）で
は、2021年度までに、成人の週１回以上のスポーツ実施率を、現状の約42％から65％程度になることを目指すとされ
ている。 

113 ドーピング・暴力・ハラスメントなどの不正がない状態、スポーツに携わる者の誠実性・健全性・高潔性と国際的に通
念されている。 

114 スポーツ団体が遵守すべき原則・規範を定めたスポーツ団体ガバナンスコードの策定等。 
115 文化財の高精細レプリカやＶＲの作成等。 
116 「文化芸術推進基本計画」（平成30年３月６日閣議決定）及び「文化経済戦略」（平成29年12月27日内閣官房・文
化庁決定）に基づく。 

117 国際博物館会議（ＩＣＯＭ）京都大会2019等の成果の活用を含む。 
118 国立博物館の文化財や三の丸尚蔵館の美術品等。 
119 ｅスポーツ（コンピューターゲーム、ビデオゲームを使った対戦をスポーツ競技として捉える際の名称）等を含む。 
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投資の確保に向けた仕組みの整備に取り組む。新たなエネルギーシステムを構築するた

め、電力・ガス市場の競争活性化や、自由化の下での環境適合や安定供給等への対応、

水素社会の実現に向けた取組の抜本的強化、次世代調整力の活用、分散型エネルギーシ

ステムの構築等のエネルギーの地産地消の推進、カーボンリサイクルの推進等に取り組

む。 

原子力については、安全性確保を全てに優先させ、原子力規制委員会が世界で最も厳

しい水準の規制基準に適合すると認めた原子力発電所については、その判断を尊重し再

稼働を進める。その際、国も前面に立ち、立地自治体などの関係者の理解と協力が得ら

れるよう取り組む。さらに、自主的安全性向上や防災対策の強化など不断の安全性向上

に向けた取組を進める。また、使用済燃料の再処理・放射性廃棄物の最終処分に関する

取組、技術開発、人材育成、国際協力等を行う。また、新たな検査制度の円滑な施行に

向けた準備など、実効ある原子力規制を着実に推進する。 

リスクマネー供給等による資源権益の獲得を引き続き進めつつ、資源開発産業の競争

力強化に向け、物理探査船更新によるデータ集積能力やＡＩ・ＩｏＴ等を応用した革新

的技術の獲得等を促進する。アジアでのＬＮＧ需要開拓や、ＬＮＧバンカリング拠点形

成等を推進する。国内外での鉱物資源の安定供給確保に関する取組を強化する。海外か

らの供給危機への対応として、ホルムズ海峡封鎖等の具体的な緊急時を想定した対応訓

練の強化、産油国やアジア消費国との協力強化等を進める。国内でも、石油・天然ガス

開発の促進や、海洋エネルギー・鉱物資源 120の開発・商業化に向け官民で取り組む。国

内の石油・ＬＰガスの安定供給確保に向けたサプライチェーンの効率的維持・強化、燃

料供給拠点の地域コミュニティインフラとしての機能強化等に取り組む。 

 

② 環境対策 

人口減少・少子高齢化の中、脱炭素化やＳＤＧｓの取組を牽引
けんいん

し、環境と成長の好循

環を実現するため、自立・分散型で、近隣地域等と地域資源を補完し支え合う「地域循

環共生圏」の創造やＥＳＧ投資の推進等により、イノベーションの創出を後押しする。

SATOYAMAイニシアティブの推進など、国際的な連携・ルールづくりに貢献する。健全な

水循環の維持・回復、汚水処理リノベーション、廃棄物処理・浄化槽などの環境インフ

ラの国際展開、石綿の飛散防止対策やフロン対策などの大気・水・土壌環境の保全、化

学物質対策、農業や防災等に関する気候変動適応策等を推進する。 

 

（６）暮らしの安全・安心 

① 外交 

自由、民主主義、人権、法の支配といった基本的価値を共有する国々と連携し、世界

の平和と繁栄をリードするとともに、世界で保護主義や内向き傾向が強まる中で、これ

らの基本的価値と自由で公正な高い水準の貿易・投資ルールを世界に広めていくため、

                                            
120 メタンハイドレート・海底熱水鉱床・レアアース泥など。 
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政治基盤が安定した我が国こそが、国際社会で主導的な役割を果たしていかなければな 

らない。日米同盟を基軸としながら、積極的平和主義を実践し、地球儀を俯瞰
ふ か ん

する外交

に取り組む。即位の礼の際に訪日する各国元首等の接遇に万全を期す。 

北朝鮮との関係については、日朝平壌宣言に基づき、拉致、核・ミサイルといった諸

懸案を包括的に解決し、不幸な過去を清算して、国交正常化を目指す。日本の安全保障

の観点も考慮しつつ、自律型致死兵器システム 121などの新分野について、国際的なルー

ルづくりに積極的に関わる。外交の一環として、国際裁判を含む紛争処理制度の効果的

活用を図る。 

米豪や太平洋島嶼
とうしょ

国
こく

等と連携しながら「自由で開かれたインド太平洋」122の実現に向

け取り組む。第７回アフリカ開発会議の成果を踏まえ、経済構造転換とビジネス環境・

制度改善等のため、官民一体となって取り組む。 

在外邦人・在外公館等の安全対策の強化、在外邦人の安全確保のための国際テロに係

る情報収集・分析機能の強化に取り組む。 

国際機関及びＮＧＯを含む多様な実施主体と連携し、ＯＤＡを通じた開発協力の適正・

効率的かつ戦略的活用や、国連ＰＫＯや平和構築への協力を通じて、国際貢献を強化す

る。国際社会の理解と支持を得るべく、戦略的対外発信 123の更なる強化を行い、親日派・

知日派の育成等に積極的に取り組む。 

これらの取組の基盤となる外交実施体制の整備 124を推進する。 

 

② 安全保障 

国際社会のパワーバランスが大きく変化しつつあるなど、我が国の安全保障環境が厳

しさと不確実性を増している中、国家安全保障戦略 125に基づき、国家安全保障会議の司

令塔機能の下、国家安全保障政策を一層戦略的かつ体系的なものとして実施する。 

日米の緊密な連携の下、あらゆる事態に備え、高度の警戒態勢を維持する。いかなる

事態にあっても、国民の命と平和な暮らしを守り抜くため、情報収集・分析機能や危機

管理機能 126を含め、我が国の防衛力を大幅に強化する。これを支える防衛産業について

も、民生分野の知見の活用、競争環境の確保、徹底した原価の低減などの施策に取り組

み、その結果生じ得る企業の再編や統合も視野に効率化・強靱化を図る。 

新たな防衛計画の大綱 127や中期防衛力整備計画 128に基づき、宇宙・サイバー・電磁波

といった新たな領域の活用が死活的に重要になっていることを踏まえ、これらの領域に

                                            
121 ＬＡＷＳ（Lethal Autonomous Weapons Systemsの略称）。人間の関与が及ばない完全自律型の致死性兵器システム。 
122 自由で開かれたインド太平洋を介してアジアとアフリカの連結性を向上させ、地域全体の安定と繁栄を促進する考え方
として、平成28年８月27日に安倍内閣総理大臣が発表。 

123 歴史認識や領土保全における日本の立場の発信、草の根レベルからの日米関係強化、「ＪＩＣＡ開発大学院連携」の
活用を含む。 

124 人的体制や、施設の国有化推進を含む在外公館の整備、領事業務に係る体制整備、効率的・機動的な外交を目指す取組
の強化、質の高い公邸料理人の確保、国際機関邦人職員の増強を含む。 

125 「国家安全保障戦略」（平成25年12月17日閣議決定）。 
126 全国瞬時警報システム（Ｊアラート）による情報伝達等。 
127 「平成31年度以降に係る防衛計画の大綱」（平成30年12月18日閣議決定）。 
128 「中期防衛力整備計画（平成31年度～平成35年度）」（平成30年12月18日閣議決定）。 
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おける能力の強化も含め、真に実効的な防衛力として、多次元統合防衛力を構築する。

在日米軍再編及び基地対策の推進等を図る。 

海上保安体制強化に関する方針 129等に基づく領海警備・海洋監視・海洋調査体制等の

強化、「法の支配」に基づく海洋秩序の維持・強化、海洋状況把握の能力向上等による

総合的な海洋の安全保障の実現、国境離島の保全や地域社会の維持及び事態対処能力の

向上に取り組む。 

 

③ 防災・減災と国土強靱化 

国民の生命と財産を守るため、近年の災害の発生状況や気候変動の影響を踏まえ、体

制整備に努めつつ、ハード・ソフト両面において防災・減災対策、国土強靱化の取組を

進める。 

被災者の迅速な救命・救助や被害の最小化を図るため、ＩＳＵＴ130などのＩＣＴを活

用した情報共有、域外からの緊急援助体制や広域化をはじめとした消防体制の強化を行

う 131。国及び地方自治体の災害救助体制や消防団を中核とした地域防災力の充実強化、

行政・ＮＰＯ・ボランティア等の三者連携の強化及びコーディネート人材の育成、自主

防災組織等の育成・教育訓練、防災拠点等となる学校等公共施設等の耐震化などの防災・

避難所機能強化、新技術を活用した河川管理の高度化・避難の迅速化等により、地域の

災害対応力の向上を図る。被災地の早急な復旧・復興に向けて、緊急災害対策派遣隊 132

の体制・機能の拡充・強化、地方自治体職員の中長期派遣体制整備に取り組む。被災者

の速やかな生活再建を図るため、被災者支援制度の充実や福祉との連携を検討する。南

海トラフ地震に備えた計画的避難体制を確立するとともに、国民の正しい理解につなげ

る広報の充実を図る。 

強くてしなやかな国をつくるため、既に顕在化している気候変動による豪雨の頻発・

激甚化に対する事前防災としての堤防整備・ダム再生などの水害対策・土砂災害対策、

災害時の避難道路や高速道路の４車線化を含めた道路などのネットワークの代替性確保、

岸壁や堤防の耐震化などの地震対策、津波対策、雪害対策などの災害対策・国土強靱化

の取組を推進する 133。特に、重要インフラの緊急点検の結果等を踏まえ、緊急に実施す

べき対策を３年間で集中的に実施する 134とともに、その実施状況を踏まえ、国土強靱化

の取組の加速化・深化を図る。地域計画の策定・実施支援、国土強靱化に資する事業継

                                            
129 「海上保安体制強化に関する方針」（平成28年12月21日海上保安体制強化に関する関係閣僚会議決定）。 
130 大規模災害時に災害情報を集約・地図化、提供し、地方自治体等の災害対応を支援する現地派遣チーム。 
131 緊急消防援助隊（大規模災害や特殊な災害が発生し被災地の消防機関だけでは対処できない場合に、被災地の要請を
受けて地域外から駆け付ける消防の応援部隊）及び被災市区町村応援職員確保システム（大規模災害発生時に被災市
区町村を支援するための全国一元的な応援職員の派遣の仕組み）を含む。近年の事故を踏まえ、消防防災ヘリコプタ
ーの安全運航を確保しつつ、航空消防防災体制の強化を図る。 

132 大規模な自然災害等に際して、被災自治体が行う被災状況の迅速な把握、被害の拡大の防止、被災地の早期復旧等に対
する技術的な支援を円滑かつ迅速に実施するために派遣される各地方整備局等の職員部隊。ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ
（Technical Emergency Control Force）とも呼ぶ。 

133 「国土強靱化基本計画」（平成30年12月14日閣議決定）及び「国土強靱化年次計画2019」（令和元年６月11日国
土強靱化推進本部決定）に基づく。 

134 「防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策」（平成30年12月14日閣議決定）に基づく。 
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続及び社会貢献に取り組む企業等認証制度の周知・普及、企業の生産力の強靱化など、

地方自治体や民間の取組の促進を図る。安全なまちづくりに向け、住宅・建築物の耐震

化や地盤の強化、木造密集市街地の改善、無電柱化、民間投資の活用を進める。特に、

耐震診断義務付け対象建築物の耐震改修を促進するため、着実な支援の実施、不動産証

券化手法の活用等に努める。災害派遣医療チームの強化された司令塔機能の活用等を進

めるとともに、医療活動訓練等において医療モジュール 135の実証を推進する。「世界津

波の日」を通じて、国内外において津波防災の重要性を普及啓発する。 

原子力災害に対しては、避難計画の策定、訓練研修による人材育成、道路整備等によ

る避難経路の確保、モデル実証事業等による避難の円滑化、放射線防護施設整備、原子

力災害医療の質の向上などの対策を進め、防災体制の充実・強化を図る。 

 

④ 治安・司法 

性犯罪や児童虐待、サイバー犯罪、薬物犯罪、特殊詐欺、組織犯罪など深刻化する犯

罪に対し、多機関連携を強化して対策を充実させ「世界一安全な日本」を実現する。治

安・司法分野における人的・物的基盤を整備する。 

地域の安全対策を推進する。高齢者の安全運転対策や移動を支える施策を強化し、子

供が日常的に集団で移動する経路などの交通安全対策を推進するとともに、登下校時に

おける子供の安全確保に取り組む。鉄道事業者等と連携して痴漢撲滅の対策を強化する。 

再犯者 136を減少させるため、対象者の特性に応じた指導、就労・修学支援、福祉等の

利用促進、協力雇用主への継続的支援、保護司の安定的確保・活動支援、自治体との連

携、矯正施設の環境整備等を強化する 137とともに、持続可能で質の高い更生保護を推進

する。 

犯罪被害者等支援のための施策を推進し、第四次基本計画 138を検討する。子供の死因

究明139・情報共有や違法薬物中毒死等の検査・解剖の推進など死因究明体制を強化する。 

国際紛争に強い日本を作るため、国際法等の知見を持つ国際法務人材を育成し、国際

紛争解決機関派遣等により国際的ネットワークを充実させる。国内外の法的紛争に係る

予防司法機能を充実させ、国際紛争解決ルールの形成に積極的に関与し、国際裁判への

対応能力を強化する。日本型司法制度の強みを重要なソフトパワーとして国連・関係各

国等と連携しながら、京都コングレス2020140を成功させ、成果を展開すべく、司法分野

の国内外の取組「司法外交」を外交一元化の下、オールジャパンで総合的・戦略的に推

進する。この中で、国際協力としての法制度整備支援や人材育成支援を強化し、外国法

事務弁護士制度の充実強化などの国際仲裁の更なる活性化に向けた基盤整備を推進する。 

                                            
135 コンテナ等の中に医療資機材を搭載することにより、医療機能を運搬可能にするもの。 
136 2017年の刑法犯検挙者数に占める再犯者数の割合は48.7％。統計を取り始めた1972年以降、最も高くなっている。 
137 「再犯防止推進計画」（平成29年12月15日閣議決定）に基づく。 
138 「第四次犯罪被害者等基本計画」は、2020年度末が計画期限となっている「第三次犯罪被害者等基本計画」（平成28
年４月１日閣議決定）の次期計画。 

139 ＣＤＲ（Child Death Review）：予防可能な死亡の再発防止を目的に、子供の死因を分析する仕組み。 
140 「第14回国際連合犯罪防止刑事司法会議」（2020年４月20日から27日まで京都市にて開催予定）。 
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総合法律支援 141など利用しやすく頼りがいのある司法や法教育を推進し、民事司法制

度改革を政府全体で進める 142。利用者の利便性と業務の質・効率性を高めるため治安・

司法分野のＩＣＴ・ＡＩ利活用を進めつつ、法令外国語訳の一層推進に向けた方策を検

討するほか、ヘイトスピーチ・ウェブ上の人権侵害情報の適切な削除に向けた相談対応

等を推進する。ＳＮＳを多用する若年層の問題など実態を踏まえた人権擁護活動を行う。 

 

⑤ 危機管理 

2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会等の国際的行事 143の開催などを控

え、テロの発生の未然防止やサイバーセキュリティ対策に万全を期す。このため、産学

官と国際社会の連携の下、先端技術を利活用して、テロ関連情報の収集・集約・分析等

の体制・能力を充実させる。空港・港湾・海上等での水際対策・入国管理や新幹線をは

じめ鉄道等における警戒・警備を強化する。テロ等の緊急事態に備え、人的基盤や装備

資機材を強化し、これをフルに活用して対処能力を向上させる。感染症対策や薬剤耐性

対策について、研究・検査・治療体制の充実などの国内対策や国際枠組みを推進する。 

 

⑥ 消費者の安全・安心 

地方消費者行政強化のため、消費生活センターの全県的配置144や相談員の対応力向上・

処遇改善、消費者安全確保地域協議会の設置などを進める。成年年齢引下げに向け、高

等学校等での実践的な教材を活用した授業の実施など消費者教育を強化する。消費者志

向経営 145を推進するとともに、内部通報制度の認証制度等を通じて公益通報者保護制度

の実効性を強化するほか、食品ロス削減に向けて多様な主体が連携した国民運動を推進

するなど、国際的潮流を踏まえ消費者の持続可能なライフスタイルへの理解を促進する。 

 

⑦ 共助・共生社会づくり 

（ＳＤＧｓ実現に向けた社会的ファイナンスの促進等による共助社会づくり） 
ＳＤＧｓ実現を含む社会的課題の解決に寄与する公益活動に民間の資金、人材を広く

呼び込むよう、社会的ファイナンスの活用を促進する。 

このため、休眠預金等活用制度に基づき民間公益活動を支援する取組が2019年度中に

始まることに伴い、その着実な進展を図る。情報発信を強化し、同制度への幅広い理解

を促す。また、成果連動型民間委託契約方式の普及促進を図るとともに、地域の社会的

課題に民間の立場から取り組む社会的事業の創出環境の整備を進める。 

                                            
141 日本司法支援センター（法テラス）による業務。 
142 民事司法制度改革推進に関する関係府省庁連絡会議における検討を踏まえ、司法制度改革推進法（平成13年法律第119
号）の理念に基づく改革を進める。 

143 2020 年以前の行事として 2019年では、Ｇ20大阪サミット（６月）、第７回アフリカ開発会議（ＴＩＣＡＤ７）（８
月）、ラグビーワールドカップ2019（９月～11月）、即位礼正殿の儀（10月）などが挙げられる。 

144 全ての都道府県において、人口５万人以上の全ての市区町で設置するとともに、その他については 50％以上の市町村
で設置することを目指す。 

145 「サステナブル経営」とも呼ぶ。事業者が、消費者全体の視点に立ち、健全な市場の担い手として、消費者の信頼を獲
得するとともに、持続可能で望ましい社会の構築に向けて、社会的責任を自覚して事業活動を行うこと。 
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特定非営利活動促進法 146が施行され20年を経たことに伴う課題を踏まえ、ＮＰＯ法人

の活動の活性化に向けた環境整備を図るとともに、寄附の促進に向けた取組を進めるほ

か、ボランティア参加者の拡大や官民連携による協働（コレクティブインパクト）の促

進等による多様な担い手の参画を促進し、これらを通じ、共助社会の実現を図る。 

 

（共生社会づくり） 

全ての人々が地域、暮らし、生きがいを共に創り高め合う地域共生社会を実現する。 

発達障害について、社会全体の理解促進、家族支援等に取り組む。ＥＢＰＭを実現す

る観点から、障害者と障害がない者との比較を可能とするため、障害者統計の充実を図

る 147。障害者雇用ゼロ企業をはじめとする中小企業による雇用の促進や、多様な障害特

性に応じた職場定着支援の推進、地域における障害者就労支援の推進等を図る。公務部

門における障害者雇用について2018年に判明した不適切計上の再発防止を図る。また、

障害者就労施設等からの物品等の調達を着実に推進する 148。 

高齢者・障害者虐待の早期発見・未然防止やセルフネグレクトの実態把握等の観点か

ら、関係機関の専門性の向上や連携の強化・体制の整備を図る。生活困窮者への包括的

な支援体制の整備を推進する。「認知症施策推進大綱」149に基づき、認知症と共生する社

会づくりを進める。また、成年後見制度の利用を促進するため、同大綱も踏まえ、中核

機関の整備や意思決定支援研修の全国的な実施などの施策を総合的・計画的に推進する。 

性的指向、性自認に関する正しい理解を促進するとともに、社会全体が多様性を受け

入れる環境づくりを進める。デジタル格差のないインクルーシブ（包摂的）な社会を実

現するため、高齢者、障害者等に対するＩＣＴ利活用支援に取り組む。 

若者向けの相談・支援や地域レベルの取組への支援を強化するなど、自殺総合対策を

推進する。ガイドラインの作成や診療体制の充実などの慢性疼痛
とうつう

対策に取り組む。旧優

生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律 150に基づ

き、着実な一時金の支給等に取り組む。無戸籍を生じさせないための施策を推進する。 

2022 年４月に予定されている成年年齢 18歳への引下げを見据え、関係府省庁連絡会

議を活用しつつ、必要な環境整備を推進する。 

在留外国人について、情報提供等の更なる多言語化・「やさしい日本語」の活用、運

転免許学科試験や外国の運転免許からの切替えの際の知識確認の多言語対応、入居中の

マナーに関するチェックシートの活用・充実など、生活環境の整備を進める。銀行口座

を円滑に開設できるよう多言語対応の充実や手続の明確化等を進めるとともに、マネー

ロンダリング対策を徹底する。日本語教育環境強化のため、地域日本語教育の総合的体

制づくりや日本語を自習できるＩＣＴ教材の開発・提供を進める。医療費の未収金発生

                                            
146 特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）。 
147 「公的統計の整備に関する基本的な計画」（平成30年３月６日閣議決定）に基づく。 
148 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律（平成24年法律第50号）に基づく。 
149 「認知症施策推進大綱」（令和元年〇月〇日認知症施策推進関係閣僚会議決定）。 
150 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律（平成31年法律第14号） 
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の抑制を図り、医療機関が安心して外国人に医療サービスを提供できる環境整備を着実

に進める。 

 

⑧ 住宅セーフティネットの充実等 

多様なライフステージに対応した住まいの確保を目指すため、賃貸住宅等を活用した

住宅セーフティネットの充実を図りつつ、誰もが安心して暮らせる良質な住環境の整備、

住み替えへの支援、マンションの管理適正化・再生円滑化等を一体的に進める。空き家

の利活用を図るとともに、住宅の良質化・省エネ化、リフォームの推進、不動産管理業

の適正化等により、既存住宅市場を活性化させる。 
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第３章 経済再生と財政健全化の好循環 
 

１．新経済・財政再生計画の着実な推進 

「経済再生なくして財政健全化なし」との基本方針の下、新経済・財政再生計画を着

実に推進する。海外発の下方リスクがみられる中、デフレ脱却・経済再生最優先との安

倍内閣の経済政策の基本方針を堅持し、成長と分配の好循環を持続・拡大させることが

不可欠である。 

このためには、新経済・財政再生計画の着実な推進を通じて、デフレ脱却・経済再生

の取組の強化と同時に、歳出改革や歳入改革に当たっても経済再生に寄与する改革とす

ることが重要である。具体的には、①社会保障改革による保険料負担の伸びの抑制・労

働参加の促進、②人的投資をはじめとする民間投資の喚起、③規制・制度改革を通じた

公的分野への民間参入・官民連携を併せて実現していく。特に、パラダイムシフトの鍵

となるSociety 5.0実現の加速に向けて、徹底したデジタル化をはじめ次世代型行政サ

ービスの構築に早期に取り組むことにより、新たな民間投資やサービスの呼び水とする

とともに、中長期的な成長基盤を強化する。 

①については、引き続き、企業の生産性の向上や賃上げに向けた財政的なインセンテ

ィブ等を通じて賃上げの流れが確実に継続するよう促すとともに、引き続き、経済成長

率の引上げや中小企業・小規模事業者を中心とする生産性の底上げを支援しつつ、最低

賃金の力強い上昇を実現していく。新経済・財政再生計画に基づき、医療・介護改革を

着実に推進し社会保険料負担の伸びを抑制するほか、年金改革等を通じてより多くの国

民の労働参加を促すこと等により、可処分所得の継続的な拡大を実現する。これらの取

組により、可処分所得の増大と将来の安心の確保を通じて消費を拡大する。マイナンバ

ーカードを活用した消費活性化策や健康づくり支援等の実効性が高まるよう、マイキー

プラットフォームの早期かつ広範な普及を進める。 

②については、財政の利活用や制度改革等により、Society 5.0時代に向けた人的投

資を一層喚起する。このため、メンバーシップ型からジョブ型の雇用形態 151への転換、

より効率的で成果が的確に評価される働き方、労働移動の円滑化等を含め、今後、フェ

ーズⅡの働き方改革に向けて必要な制度改革や仕組みづくりに取り組む。企業による従

業員への人的投資や教育機関による適切なカリキュラムの提供等を支援する。企業にお

ける人的投資の活性化・見える化に向けて、機関投資家等と関係省庁が連携し、人的資

本の非財務情報の活用の在り方について検討を進める。また、人的投資に関する開示の

状況について調査し、好事例の収集・公表等を通じて、企業における開示の充実を促進

する。政府事業・制度等の一層のイノベーション化等を通じ官民を挙げて研究開発を推

進するとともに、大学・研究機関等における人的資本をより高め、産学連携を通じてよ

り多面的な活用を図る。 

③については、規制・制度改革を通じた公的分野への民間参入・官民連携を促進し、

                                            
151職務や勤務場所、勤務時間が限定された働き方等を選択できる雇用形態。 
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民需中心に継続的に需要拡大するとともに財政の効率化と質の向上を併せて実現してい

く。このため、次世代型行政サービスへの改革を推進するとともに、予防・健康づくり

やデータヘルスの取組、ＰＰＰ／ＰＦＩなどの公的サービスの産業化の取組を加速・拡

大し、公的サービスに付随する投資や新たなサービスの創出を促進する。また、既存資

源・資本の有効活用等により、必要な再投資を可能とするとともに、中期にわたる円滑

な取組を強化するなどの予算上の対応を工夫しつつ、賢い予算支出を実現する。 

 

２．経済・財政一体改革の推進等 

新経済・財政再生計画の下、「デフレ脱却・経済再生」、「歳出改革」、「歳入改革」

の３本柱の改革を一体として推進し、経済再生が財政健全化に貢献し、財政健全化の進

展が経済再生の一段の進展に寄与することで、経済と財政の一体的な再生を目指す。新

経済・財政再生計画における基盤強化期間（2019～21年度）において、「経済財政運営

と改革の基本方針2018」152（以下「骨太方針2018」という。）及び本方針に基づき、経

済・財政一体改革を着実に推進するとともに、引き続き、2025年度の財政健全化目標 153

の達成を目指し、「目安 154」に沿った予算編成を行う。このため、以下（１）に掲げる

ように、高い経済波及効果と質・効率の高い行財政改革の同時実現につながる次世代型

行政サービスへの改革を推進する。また、以下（２）に掲げた主要分野での歳出改革を

推進するとともに、その他全ての歳出分野においても、類似事業の整理・統合や重複排

除の徹底、事業の効率化など、聖域なく改革を進める。 

見える化、先進・優良事例の横展開などの歳出改革に向けた取組を戦略的に加速・拡

大し、国民各層の行動変容を通じ、公的部門の効率性向上と公的支出の抑制に取り組む。

改革工程表のＫＰＩを活用し、経済・財政一体改革の進捗管理や成果の評価を行い、改

革工程表を2019年末に改定する。 

なお、追加的な歳出増加要因については、必要不可欠なものとするとともに、適切な

安定財源を確保する。また、一定期間内の追加的な歳出増加要因については、引き続き、

資産売却等を含めた財源を確保し、財政規律を堅持する。ＰＢの改善に向けて、当初予

算のみならず、補正予算も一体として歳出改革の取組を進める。 

内閣府は、中長期試算において実績との乖離
か い り

を定期的に検証する。また、2025 年度

のＰＢ黒字化以降についても、経済財政運営を考える上では、2040年代半ば頃 155までの

                                            
152 「経済財政運営と改革の基本方針2018」（平成30年６月15日閣議決定）。 
153 経済再生と財政健全化に着実に取り組み、2025年度の国・地方を合わせたＰＢ黒字化を目指す。同時に債務残高対Ｇ
ＤＰ比の安定的な引下げを目指す。 

154 社会保障関係費については、経済・財政再生計画（｢経済財政運営と改革の基本方針2015｣（平成27年６月30日閣議
決定）第３章）において、2020年度に向けてその実質的な増加を高齢化による増加分に相当する伸びにおさめること
を目指す方針とされていること、経済・物価動向等を踏まえ、2019年度以降、その方針を2021年度まで継続する。一
般歳出のうち非社会保障関係費については、経済・物価動向等を踏まえつつ、安倍内閣のこれまでの歳出改革の取組
を継続する。地方の歳出水準については、国の一般歳出の取組と基調を合わせつつ、交付団体をはじめ地方の安定的
な財政運営に必要となる一般財源の総額について、2018年度地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を
確保する。 

155 国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成29年推計）」における出生中位・死亡中位推計によれ
ば、2042年に65歳以上人口がピークを迎える一方、15～64歳人口は減少が続き、15～64歳人口の65歳以上人口に対
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中長期スパンでの経済財政の展望の下、経済・財政一体で改革を推進することが重要で

ある。 

 

（１）次世代型行政サービスを通じた効率と質の高い行財政改革 

（基本的な考え方） 

行政サービスのデジタル化は、行政内部のコスト及び行政手続に係る民間負担の引下

げを可能にするだけでなく、新たな民間ビジネスも活性化させるSociety 5.0の実現に

向けた基盤である。この転換に後れを取ると、我が国行政サービスの相対的な質の低下

を招くとともに、生産性向上と地域活性化の大きな推進力を失うこととなる。また、2040

年にかけて１万人未満の市町村が全地方自治体の1/3を超えることとなり、現状の延長

線上では、行政サービスの質や効率性が低下することが懸念される。情報セキュリティ

の確保を大前提にして、国・地方自治体を含め、政府横断的な取組により、行政サービ

スのデジタル化を早急に推進する。 

その際、単なるデジタル化だけではなく、ＩｏＴやＡＩなどの新技術活用やデータ整

備等を通じて、行政が保有するデータを民間も利活用し、より効率的で質の高い行政サ

ービスへの転換を図る。組織や分野を超えたデータの利活用等を通じて新たな価値の創

出を目指す分野間データ連携基盤が本格稼働する2022年度に向けて、下記の取組を集中

的に推進し、次世代型行政サービスを早急に実現する。 

 

① デジタル・ガバメントによる行政効率化 

（国主導の情報システム・データ標準化の推進と財源の確保等） 

国及び地方自治体等の情報システムやデータは、集約・標準化・共同化し、原則、オ

ープンな形で誰もが利用でき、キャッシュフローを生み出す「公共財」となるよう設計

する。地方自治体等の情報システムについては、財源を含めた国の主導的な支援の下で

標準化等を進め、また、カスタマイズを抑制しつつ、各団体のシステム更新時期を踏ま

えた個別団体への助言を含む支援策により、自治体クラウドの広域化や大規模団体のク

ラウド化を計画的に推進する。 

デジタル・ガバメントの早期実現に向け、マイナンバー制度等の既存インフラを最大

限活用し、既に行政が保有している情報について添付書類の提出を一括して撤廃すると

ともに、戸籍事務、罹災証明事務などの業務へのマイナンバー制度の利活用の拡大を進

める。 

 

（書類・対面手続等の徹底した簡素化） 

ＩＴ活用による行政の利便性向上や簡素化・効率化に向けて、情報セキュリティの確

保を大前提に、業務の見直し（添付書類の撤廃等を含む）とデジタル３原則 156に則った

                                            
する比率は、2015年の2.3から2042年には1.5に低下する。 

156 ①デジタルファースト（原則として、個々の手続・サービスが一貫してデジタルで完結する。）、②ワンスオンリー
（一度提出した情報は、二度提出することを不要とする。）、③コネクテッド・ワンストップ（民間サービスを含
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行政手続等におけるオンライン化の徹底により、行政サービスの 100％デジタル化を目

指す。 

このため、行政手続に関連する民間手続のワンストップ化を進める。具体的には、子

育て、介護、引越し、死亡・相続など主要なライフイベントの際に個人が行う手続や、

社会保険・税など従業員の採用、退職等のライフイベントに伴い企業が行う手続につい

て、順次実施する。また、行政が保有している行政機関間の情報連携等により省略可能

となる添付書類について法制上の措置を講ずるほか、介護、保育、福祉の現場等を中心

に、自治体ごとにバラバラな申請書類・添付書類等について、国と地方の連携により、

標準化・ガイドライン化を進める。 

また、中小企業等への時間外労働の上限規制が適用される2020年４月から中小企業等

の行政手続上の負担を軽減するため、社会保険の採用・退職時等の手続についてのＩＤ・

パスワード方式での簡易なオンライン申請や、補助金（各省、有志自治体）についての

ＧビズＩＤ（法人共通認証基盤）を活用したＩＤ・パスワード方式での申請を実現する。 

 

（地方自治体のデジタル化の推進） 

地方自治体におけるデジタル・ガバメントを実現するため、デジタル手続法 157に基づ

く取組について地方自治体への展開を促す。自治体行政の様々な分野 158で、団体間比較

を行いながら、地方自治体及び関係府省庁が連携して、ＩＣＴやＡＩ等の活用、業務プ

ロセスやシステムの標準化等による業務効率化を進める。関係府省庁は、地方自治体と

連携して横展開可能なＡＩを開発し、全国に広げていく。ＩＴに係る地方自治体への補

助金の効率化を図るとともに、財源を含めた国の主導的な支援の下で情報システムやデ

ータの標準化を推進する観点から、ＩＴ予算の一元化を契機に、内閣官房が中心となり

関係府省庁が連携して、地方自治体のデジタル化の取組を後押しするための政策に関す

る検討を進める。 

総務省は、Society 5.0時代にふさわしい自治体行政のデジタルトランスフォーメー

ション実現に向け、技術面、人材面、財源面、業務面からの課題を早急に洗い出し、Ａ

Ｉ・ＩＣＴ化、クラウド化等を抜本的に進める計画を策定することとし、そのための工

程を2019年末までに明確化する。 

地方自治体が保有するデータについて、個人情報の保護を徹底しつつ、その活用方策

の考え方を2019年度内に整理し、地方自治体におけるデータ活用の取組を推進する。 

 

② 効率的・効果的な予算執行の推進 

デジタル・ガバメントの効果的な推進のため、政府情報システムの一層の改革を進め、

データの標準化、情報システム間の互換性、高度なセキュリティ対応等の確保を、政府

                                            
め、複数の手続・サービスがどこからでも／一か所で実現する。）。 

157 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律（令和元年法律第16号） 

158 例えば、インフラの点検・維持補修、国保や介護保険事務、保育所入所審査等。 
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として統一性を確保しつつ効率的に実現する観点から、政府情報システムの予算要求か

ら執行の各段階における一元的なプロジェクト管理の強化を実施する。内閣官房の下、

サービス視点の業務改革（ＢＰＲ）を意識した年間を通じたプロジェクト管理を2019年

度から一部開始し、順次拡大を図るとともに、クラウドサービス等を活用し、政府全体

で共通的に利用するシステム、基盤、機能等（デジタルインフラ）の構築・利用を進め

るため、2020年度からデジタルインフラの整備及び運用に係る予算の一括要求・一括計

上を順次開始する。    

政府情報システムの調達において、機動的かつ効率的、効果的なシステム整備に資す

るよう、契約締結前に、複数事業者と提案内容について技術的対話を可能とする調達・

契約方法を、2020年度から試行的に開始する。これらの取組を通じ、運用等経費及び整

備経費のうちのシステム改修に係る経費を2025年度までに2020年度比で３割削減する

ことを目指す。 

各府省は全ての歳出分野において行政事業レビューを徹底的に実施し、令和２年度予

算に反映する。また、防衛調達に関して、実効的な防衛力を整備し費用対効果の更なる

向上を図るため、新たな防衛計画の大綱及び中期防衛力整備計画に基づき装備調達の最

適化等を進め、防衛予算の一層の効率化・合理化を徹底するとともに、後年度負担につ

いて適切に管理する。官民ファンドについては、民業補完に配慮した適切な支援決定、

ＫＰＩの設定やＳＤＧｓ等への取組の推進に関する横断的な指針の見直し等を通じ、よ

り効率的かつ効果的な活用を徹底する。あわせて、監督官庁及び出資者において収益構

造の改善等を推進する 159。これらを基に、必要に応じてファンドの体制等を見直す。 

 

③ ＥＢＰＭをはじめとする行政改革の推進 

データを積極的に活用する行政サービスの構築に向け、公的統計の整備やＥＢＰＭを

着実に推進する。また、自助・共助・公助の役割分担の見直し、行政分野への働き方改

革の徹底等を通じ、複雑高度化する行政課題に的確に対応する。 

また、新公益法人制度の発足から10年が経過したことから、公益法人の活動の状況等

を踏まえ、公益法人のガバナンスの在り方等について必要な検討を行う。公益法人とし

ての学校法人制度についても、社会福祉法人制度改革や公益社団・財団法人制度の改革

を十分踏まえ、同等のガバナンス機能が発揮できる制度改正のため、速やかに検討を行

う。 

 

(ⅰ)データの積極的活用に向けた公的統計の整備とＥＢＰＭの推進 

政府統計について、統計委員会の点検・検証等に基づき、事案の再発防止に止まらな

い抜本改善を行うとともに、国民に信頼される統計行政の推進に必要なリソースを計画

的に確保する。 

個別統計の分析審査及びＰＤＣＡサイクルを機能させるための点検・検証体制の早急

                                            
159 骨太方針2018等を踏まえ策定された改善目標・計画等。 



 

53 

な整備、総務省・統計委員会のチェックの重点化・強化、地方における審査・調査員管

理体制の強化や業務の実情に応じた効率化、統計部門の人材育成を行う。また、これま

での統計の作成・報告・利用の負担の２割削減の取組を踏まえつつ、業務、働き方、サ

ービスの改革を一層進め、統計データの利便改善、品質の見える化、オンライン化促進

やシステム適正化やビッグデータの活用の本格研究、国の統計業務の「共同化」に取り

組む。公的統計を所管する各府省及び総務省において、税務情報や不動産登記情報など

の行政記録情報等の統計への二次的な活用の促進を検討する。 

統計改革推進会議に、今般の事案を受けた総合対策の検討体制と、政策部門と連携し

た不断の統計改革実施体制を構築する。 

また、ＥＢＰＭを推進し、人材の確保・育成と必要なデータ収集等を通じて、予算の

質の向上と効果検証に取り組む。 

 

(ⅱ)自助・共助・公助の役割分担の見直し 

少子高齢化の進展と財政制約の下、多様な公的サービスが求められていく中にあって、

これまでの自助・共助・公助の役割分担にとらわれることなく、新たな仕組み、新たな

連携を通じて社会的課題をより効率的、効果的に解決していくことが重要である。公共

サービスの在り方を、制度の持続可能性の確保の観点から見直すとともに、そこに新た

な経済活力が生み出されるよう、多様な分野のサービスの担い手、資金、ノウハウ等を

新結合し、活性化させていく仕組みを構築していくことが重要である。 

こうした観点から、成果連動型インセンティブをはじめとする民間資金・ノウハウを

引き出す公契約・普及方策の検討、既存の公的資産の多様な利活用に向けた規制改革、

官・公益・民間の間の人材交流の促進に向けた阻害要因の除去、既存市場や公共サービ

ス分野への多様な参加者の参入促進、休眠預金等や所有者不明土地など未活用資産をこ

れまでにない方法で利活用する取組を推進する。 

 

(ⅲ)行政分野への働き方改革の徹底 

（公務員の定年の引上げと能力・実績主義の徹底等） 

平均寿命の伸長や少子高齢化の進展を踏まえ、複雑高度化する行政課題に的確に対応

する観点から、平成30年８月の人事院の意見の申出 160も踏まえて、公務員の定年を段階

的に65歳に引き上げる方向で検討する。 

また、国家公務員制度改革基本法 161に則り、能力・実績主義の人事管理を徹底し、適

材適所の人材配置を図るため、局長等の職務内容の明示、人事評価の運用改善、幹部職

員及び管理職員の公募の目標設定等に取り組む。 

 

 

                                            
160 平成30年８月10日に人事院から国会及び内閣に提出された「定年を段階的に65歳に引き上げるための国家公務員
法等の改正についての意見の申出」。 

161 国家公務員制度改革基本法（平成20年法律第68号）。 
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（業務の抜本見直し） 

 内外の諸課題に即応できる質の高い行政サービスの確立に資するため、必要な推進体

制を整備し、現場業務の実態把握とそれを踏まえた既存業務の抜本見直しを着実に実施

するとともに、幹部・管理職員の職責としてそれを明確にし、その成果を人事評価に適

切に反映する。当該見直しの結果を踏まえ、新たな機構・定員管理体制について検討を

行う。 

 

（２）主要分野ごとの改革の取組 

① 社会保障 

（基本的な考え方） 

新経済・財政再生計画に基づき、基盤強化期間内から改革を順次実行に移し、団塊の

世代が75歳以上に入り始める2022年までに社会保障制度の基盤強化を進め、経済成長

と財政を持続可能にするための基盤固めにつなげる。このため、給付と負担の見直しも

含めた改革工程表について、進捗を十分に検証しながら、改革を着実に推進する。 

年金及び介護については、必要な法改正も視野に、2019年末までに結論を得る。医療

等のその他の分野についても、基盤強化期間内から改革を順次実行に移せるよう、2020

年度の「経済財政運営と改革の基本方針」（以下「骨太方針2020」という。）において、

給付と負担の在り方を含め社会保障の総合的かつ重点的に取り組むべき政策を取りまと

める。 

なお、人生100年時代を迎え、少子高齢社会の中で、生き方、働き方の多様化に対応

できる持続可能な社会保障制度へと改革していく必要がある。議論を進めるに当たって

は、いわゆる「支える側」と「支えられる側」のリバランスという観点や、個人の自由

で多様な選択を支え、特定の生き方や働き方が不利にならない「選択を支える社会保障」

という考え方も含め、年齢等にとらわれない視点から検討を進めるとともに、自助・共

助・公助の役割分担の在り方、負担能力や世代間・世代内のバランスを考慮した給付と

負担の在り方等の観点を踏まえて行う。 

あわせて、現役世代が減少していく中で高齢者数がピークを迎える 2040 年頃を見据

え、下記の予防・健康づくりの推進や医療・福祉サービス改革による生産性の向上に向

けた取組について、具体的な目標とそれにつながる各施策のＫＰＩを掲げ推進する。 

また、国と地方が方向性を共有 162し、適切な役割分担の下で地域の実情を踏まえつつ

具体的な取組を進める。 

第２章１．（２）に掲げる取組及びこれらの取組を通じて、人生100年時代に対応し

た全世代型の社会保障制度を構築し、世界に冠たる国民皆保険・皆年金の維持、そして

次世代への継承を目指す。 

 

                                            
162 骨太方針2018等も踏まえ、全国知事会では「健康立国」の実現に向けて、優良・先進事例の横展開の取組の連携を
強化すべく、国と地方の意見交換会を本年５月から開催している。 
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（予防・健康づくりの推進） 

(ⅰ)健康寿命延伸プランの推進 

健康寿命延伸プランを推進し、2040 年までに健康寿命を男女ともに３年以上延伸し、

75歳以上とすることを目指す。健康寿命の延伸に関する実効的なＰＤＣＡサイクルの構

築に向けて、各都道府県・市町村の取組の参考となるよう、健康寿命に影響をもたらす

要因に関する研究を行い、客観的な指標等をしっかりと設定・活用しつつ、施策を推進

する。健康無関心層も含めた予防・健康づくりの推進及び地域・保険者間の格差の解消

に向け、自然に健康になれる環境づくりや行動変容を促す仕掛けなど新たな手法も活用

し、次世代を含めた全ての人の健やかな生活習慣形成等、疾病予防・重症化予防、介護

予防・フレイル対策、認知症予防等に取り組む。 

 

(ⅱ)生活習慣病・慢性腎臓病・認知症・介護予防への重点的取組 

糖尿病などの生活習慣病や慢性腎臓病の予防を推進する。特定健診・特定保健指導に

ついて、地域の医師会等と連携するモデルを全国展開しつつ、実施率向上を目指し、2023

年度までに特定健診70％、特定保健指導45％の達成を実現する。保険者努力支援制度に

おいて加減算双方向での評価指標の導入などメリハリを強化するとともにその抜本的強

化を図る。 

がん検診受診率の向上のため、職域におけるがん検診実施状況の把握方法を確立する

とともに、がん検診と特定健診の一体的実施等に取り組む。 

特に働き盛りの 40～50歳代の特定健診・がん検診受診率の向上に向けて、40歳代に

脳血管疾患や乳がんの罹患
り か ん

率が急上昇すること等についての特定健診対象者への注意喚

起と受診促進（例えば、がん検診と特定健診の一体的実施等によるアクセシビリティの

向上、40歳時をターゲットとした効果的な受診勧奨などナッジの活用、40歳時の健診・

検診の無料・低額化等）、新たな技術を活用した血液検査など負荷の低い健診に向けた

健診内容の見直し・簡素化等について総合的に取り組む。 

ゲノム情報が国内に蓄積する仕組みを整備し、がんの克服を目指した全ゲノム解析等

を活用するがんの創薬・個別化医療、難病の早期診断に向けた研究等を着実に推進する

ため、10万人の全ゲノム検査を実施した英国等を参考にしつつ、これまでの取組と課題

を整理した上で、数値目標や人材育成・体制整備を含めた具体的な実行計画を、2019年

中を目途に策定する。 

認知症予防に関し、「認知症施策推進大綱」に基づき「共生」を基盤として、予防に

関するエビデンスの収集・普及、研究開発などを進める。 

高齢者一人一人に対し、フレイルなどの心身の多様な課題に対応したきめ細やかな保

健事業を行うため、市町村における保健事業と介護予防の一体的な実施を推進する。高

齢者の通いの場の活用など、介護予防の取組の更なる推進に向け、介護保険制度の保険

者機能強化推進交付金の抜本的強化を図る。 
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(ⅲ)健康増進に向けた取組、アレルギー疾患・依存症対策 

健康増進の観点から受動喫煙対策を徹底する。また、産学官連携による推進体制を2020

年度末までに整備し、自然に健康になれる食環境づくりを推進する。口腔の健康は全身

の健康にもつながることからエビデンスを蓄積しつつ、国民への適切な情報提供、生涯

を通じた歯科健診、フレイル対策にもつながる歯科医師、歯科衛生士による口腔機能管

理など歯科口腔保健の充実、入院患者への口腔衛生管理などの医科歯科連携に加え、介

護、障害福祉関係機関との連携を含む歯科保健医療提供体制の構築に取り組む。生涯を

通じた女性の健康支援の強化に取り組む。アレルギー疾患の重症化予防と症状の軽減に

向けた対策を推進する。あわせて、健康サポート薬局についても、その効果を検証しつ

つ取組を進める。アルコール・薬物・ギャンブル等の依存症対策について、相談・治療

体制の整備や民間団体への支援等に取り組む。難聴児の早期支援に向けた保健・医療・

福祉・教育の関係機関の連携体制の構築など難聴対策の強化に取り組む。 

 

（多様な就労・社会参加に向けた年金制度改革等） 

高齢者、女性をはじめとして多様な就労・社会参加を促進するため、勤労者が広く被

用者保険でカバーされる勤労者皆社会保険制度 163の実現を目指して検討を行う。働き方

の多様化に応じた年金受給開始時期の選択肢の拡大、被用者保険の適用拡大について検

討を進めるなど、多様な生き方、働き方に対応した社会保障制度を目指す。雇用の期間

を「縦」に伸ばす観点から、元気で働く意欲のある高齢者の雇用機会の更なる拡大に向

けた環境を整備するとともに、雇用の選択肢を「横」に広げていく取組を進める。 

短時間労働者に対する厚生年金保険及び健康保険の適用範囲について、これまでの被

用者保険の適用拡大及びそれが労働者の就業行動に与えた影響についての効果検証を行

いつつ、法案提出も含めた必要な措置を講ずる。また、多様で柔軟な働き方を支援する

ため、就業調整の是正に向けた環境整備を進めるとともに、企業によるキャリア相談や

サバティカル休暇制度の導入を促進する。 

高齢期における職業生活の多様性に応じた一人一人の状況を踏まえた年金受給の在り

方について、高齢者雇用の動向、年金財政や再分配機能に与える影響、公平性等に留意

した上で、繰下げ制度の柔軟化を図るとともに、就労意欲を阻害しない観点から、将来

的な制度の廃止も展望しつつ在職老齢年金の在り方等を検討し、法案提出も含めた必要

な措置を講ずる。また、老後の生活設計の選択を支援するため、随時ねんきん定期便等

の記載を見直す。 

雇用情勢はアベノミクス等の成果により引き続き安定的に推移していること等を踏ま

え、消費税率引上げ後の国民の所得環境にも配意し、雇用保険の積立金の積極的な活用

と安定的な運営の観点から、雇用保険料と国庫負担の時限的な引下げの継続等について

検討する。 

 

                                            
163 被用者保険の更なる適用拡大。 
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（医療・介護制度改革） 

持続可能な社会保障制度の実現に向け、医療・介護サービスの生産性向上を図るため、

医療・福祉サービス改革プランを推進するとともに、地域包括ケアシステムの構築と併

せ、医療・介護提供体制の効率化を推進し、一人当たり医療費の地域差半減、介護費の

地域差縮減を目指す。診療報酬や介護報酬においては、適正化・効率化を推進しつつ、

安定的に質の高いサービスが提供されるよう、ＡＤＬの改善などアウトカムに基づく支

払いの導入等を引き続き進めていく。 

 

(ⅰ)医療・福祉サービス改革プランの推進 

医療・福祉サービス改革プランにより、ロボット・ＡＩ・ＩＣＴ等 164、データヘルス

改革、タスク・シフティング、シニア人材の活用推進、組織マネジメント改革、経営の

大規模化・協働化を通じて、医療・福祉サービス改革による生産性の向上を図ることに

より、2040年における医療・福祉分野の単位時間サービス提供量について５％以上向上、

医師については７％以上向上させる。 

データヘルス改革を推進し、被保険者番号の個人単位化とオンライン資格確認の導入、

「保健医療データプラットフォーム」の2020年度の本格運用開始、クリニカル・イノベ

ーション・ネットワークとＭＩＤ－ＮＥＴ165の連携、ＡＩの実装に向けた取組の推進、栄

養状態を含む高齢者の状態やケアの内容等のデータを収集・分析するデータベースの構

築、ＡＩも活用した科学的なケアプランの実用化に向けた取組の推進などの科学的介護

の推進等を行う。 

レセプトに基づく薬剤情報や特定健診情報といった患者の保健医療情報を、患者本人

や全国の医療機関等で確認できる仕組みを、2021年10月を目途に稼働させる。さらに、

その他のデータ項目を医療機関等で確認できる仕組みを推進するため、これまでの実証

結果等を踏まえ、情報連携の必要性や技術動向、費用対効果等を検証しつつ、医師や患

者の抵抗感、厳重なセキュリティと高額な導入負担など、推進に当たっての課題を踏ま

えた対応策の検討を進め、2020年夏までに工程表を策定する。あわせて、医療情報化支

援基金の使途や成果の見える化を図りつつ、電子カルテの標準化を進めていく。介護情

報との連携を進めるに当たって、手法等について引き続き検討する。医療保険の審査支

払機関について、「支払基金業務効率化・高度化計画・工程表」等に掲げられた改革項

目を着実に進める。 

 

(ⅱ)医療提供体制の効率化 

2040年に向けて人材不足等の新たな課題に対応するため、地域医療構想の実現に向け

た取組、医師偏在対策、医療従事者の働き方改革を三位一体で推進し、総合的な医療提

供体制改革を実施する。 

                                            
164 「未来イノベーションＷＧ」（健康・医療戦略推進本部の下に設置）の取りまとめを踏まえ具体化される取組を含
む。 

165 独立行政法人医薬品医療機器総合機構の医療情報データベース。 
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地域医療構想の実現に向け、全ての公立・公的医療機関等に係る具体的対応方針につ

いて、診療実績データの分析を行い、具体的対応方針の内容が、民間医療機関では担え

ない機能に重点化され、2025年において達成すべき医療機能の再編、病床数等の適正化

に沿ったものとなるよう、重点対象区域の設定を通じて国による助言や集中的な支援を

行うとともに、適切な基準を新たに設定した上で原則として2019年度中 166に対応方針の

見直しを求める。民間医療機関についても、2025年における地域医療構想の実現に沿っ

たものとなるよう対応方針の策定を改めて求めるとともに、地域医療構想調整会議にお

ける議論を促す。こうした取組によっても病床の機能分化・連携が進まない場合には、

2020年度に実効性のある新たな都道府県知事の権限の在り方について検討し、できる限

り早期に所要の措置を講ずる。地域医療介護総合確保基金の配分（基金創設前から存在

している事業も含む）における大幅なメリハリ付けの仕組みや国が主導する実効的なＰ

ＤＣＡサイクルを構築するとともに、成果の検証等を踏まえ、真に地域医療構想の実現

に資するものとする観点から必要な場合には、消費税財源を活用した病床のダウンサイ

ジング支援の追加的方策を講ずる。病床の転換や介護医療院への移行等が着実に進むよ

う、地域医療介護総合確保基金や急性期病床や療養病床に係る入院基本料の見直しによ

る病床再編の効果などこれまでの推進方策の効果・コストの検証を行い、必要な対応を

検討する。質が高く効率的な救急医療提供体制の構築のため、救急医療のデータ連携体

制の構築、救急救命士の資質向上・活用に向けた環境整備に関し検討を行う。 

諸外国と比べて高い水準にとどまる入院日数の縮小を目指す。特に精神病床について

は、認知症である者を含めその入院患者等が地域の一員として安心して自分らしい暮ら

しをすることができるよう、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築など基

盤整備への支援等を講ずる。 

病院と診療所の機能分化・連携等を推進しつつ、かかりつけ機能の在り方を踏まえな

がら、かかりつけ医・かかりつけ歯科医・かかりつけ薬剤師の普及を進めるとともに、

医療機関へのかかり方への啓発を行う。高額医療機器の効率的な配置に係る方針を都道

府県の医療計画において盛り込むとともに、配置状況の地域差縮減に向けて共同利用率

の向上等を図る。 

人生の最終段階における医療・ケアの在り方等について、人生会議 167などの取組を推

進するとともに、在宅看取りの好事例の横展開を行う。 

オンラインでの服薬指導を含めた医療の充実を進める。オンライン診療について、現

場の状況等を踏まえ、診療報酬における対応について検討するとともに、オンライン服

薬指導についての実施の際の適切なルールを検討する。生まれてから学校、職場など生

涯にわたる健診・検診情報の予防等への分析・活用を進めるため、マイナポータルを活

用するＰＨＲとの関係も含めて対応を整理し、健診・検診情報を2022年度を目途に標準

化された形でデジタル化し蓄積する方策をも含め、2020年夏までに工程化する。 

                                            
166 医療機関の再編統合を伴う場合については、遅くとも2020年秋頃まで。 
167 人生の最終段階で希望する医療やケアについて前もって考え、家族等や医療・ケアチームと繰り返し話し合い、共有
する取組。ＡＣＰ（Advance Care Planning）の愛称。 
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医師偏在指標を活用し、地域及び診療科の実効性のある医師偏在対策を推進する。2022

年度以降の医学部定員について、定期的に医師需給推計を行った上で、将来的な医学部

定員の減員に向け、医師養成数の方針について検討する。総合診療専門研修を受けた専

攻医の確保数について目標を設定しつつ養成を促進するなどプライマリ・ケアへの対応

を強化する。 

医師・医療従事者の働き方改革について、医師の働き方改革に関する検討会報告書も

踏まえ、医師に対する時間外労働の上限規制の適用開始も見据え、医療機関における労

働時間管理の適正化とタスク・シフティングなどのマネジメント改革を推進する。 

 

(ⅲ)保険者機能の強化 

一人当たり医療費の地域差半減、一人当たり介護費の地域差縮減に向けて、国ととも

に都道府県が積極的な役割を果たしつつ、地域別の取組や成果について進捗管理・見え

る化を行うとともに、進捗の遅れている地域の要因を分析し、保険者機能の一層の強化

を含め、更なる対応を検討する。 

インセンティブの評価指標（例えば、糖尿病等の重症化予防事業）について、アウト

カム指標の割合を計画的に引き上げていくとともに、引上げスケジュールをあらかじめ

明らかにし、保険者等の計画的な取組を促す。インセンティブ付与に当たっては、健診

情報やレセプトを活用した多剤・重複投薬の是正や糖尿病等の重症化予防、保険者間で

のデータ連携・解析等に取り組む保険者を重点的に評価する。 

個人の自発的な予防・健康づくりの取組を推進するため、ヘルスケアポイントなど個

人のインセンティブ付与につながる保険者の取組を支援し、先進・優良事例の横展開を

図る。 

法定外繰入等の解消について、国保財政を健全化する観点から、その解消期限や公費

の活用等解消に向けた実効的・具体的な手段が盛り込まれた計画の策定を求めるととも

に、保険者努力支援制度における加減算双方向でのインセンティブ措置を導入し、法定

外繰入等の一人当たりの額が大きい都道府県を含め、法定外繰入等の早期解消を促す。

国保の都道府県内保険料水準の統一や収納率の向上など受益と負担の見える化に取り組

む都道府県の先進・優良事例について全国展開を図る。高齢者の医療の確保に関する法

律 168第14条に基づく地域独自の診療報酬について、都道府県の判断に資する具体的な活

用策の在り方を検討する。国保の普通調整交付金の配分について、骨太方針2020におけ

る取りまとめに向けて、所得調整機能の観点や、加入者の性・年齢で調整した標準的な

医療費を基準とする観点から引き続き地方団体等と議論を継続する。 

介護の保険者機能強化推進交付金についても、アウトカム指標の割合の計画的引上げ

等とともに、介護予防などの取組を重点的に評価するなど配分基準のメリハリの強化や

更なる見える化を通じて、保険者へのインセンティブを強化する。また、第８期介護保

険事業計画期間における調整交付金の活用方策について、地方自治体関係者の意見も踏

                                            
168 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）。 
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まえつつ、関係審議会等において検討し、所要の措置を講ずる。住所地特例制度の適用

実態を把握するとともに、高齢者の移住促進の観点も踏まえ、必要な措置を検討する。 

 

(ⅳ)診療報酬・医薬品等に係る改革 

イノベーションの推進を図ること等により、医薬品産業を高い創薬力を持つ産業構造

に転換するとともに、「薬価制度の抜本改革に向けた基本方針」に基づき、国民負担の

軽減と医療の質の向上に取り組む。こうした観点から、前回の薬価改定で引き続き検討

することとされた課題 169等について結論を得、着実に改革を推進する。また、医薬品開

発の促進に資する薬事規制の合理化を進める。 

バイオ医薬品の研究開発の推進を図るとともに、バイオシミラー170については、有効

性・安全性等への理解を得ながら研究開発・普及を推進する。 

調剤報酬について、2018年度診療報酬改定の影響の検証やかかりつけ機能の在り方の

検討等を行いつつ、地域におけるかかりつけ機能に応じた適切な評価や、対物業務から

対人業務への構造的な転換の推進やこれに伴う所要の適正化等、2020年度診療報酬改定

に向け検討する。その際、医療機関及び薬局における調剤の実態や報酬体系を踏まえ、

調剤料などの技術料について、2018年度診療報酬改定の影響や薬剤師の業務の実態も含

めた当該技術料の意義の検証を行いつつ適正な評価に向けた検討を行う。高齢者への多

剤投与対策、生活習慣病治療薬の費用面も含めた適正な処方の在り方については引き続

き検討を進める。 

後発医薬品の使用促進について、2020年９月までの後発医薬品使用割合80％の実現に

向け、インセンティブ強化も含めて引き続き取り組む。 

 

（給付と負担の見直しに向けて） 

社会保障の給付と負担の在り方の検討に当たっては、社会保障分野における上記の「基

本的な考え方」を踏まえつつ、骨太方針2018及び改革工程表の内容に沿って、総合的な

検討を進め、骨太方針2020において、給付と負担の在り方を含め社会保障の総合的かつ

重点的に取り組むべき政策を取りまとめる。 

 

② 社会資本整備 

（基本的な考え方） 

デジタル化を推進し、新技術をフル活用して「スマートシティ」を実現させていくこ

とは、今後、各地域の生産性を向上させるとともに、利便性や快適性を高めることとな

ることから、Society 5.0時代のまちづくりの基本コンセプトに「スマートシティ」の実

                                            
169 医薬品等の費用対効果評価における迅速で効率的な実施に向けた見直しや、その体制等を踏まえた実施範囲・規模の
拡大、新薬創出等加算対象品目を比較薬とする場合の薬価算定の見直し、効能追加等による革新性・有用性の評価の
是非、長期収載品の段階的な価格引き下げ開始までの期間の在り方、2021年度における薬価改定の具体的な対象範囲
の2020年中の設定。 

170 国内で既に新有効成分含有医薬品として承認されたバイオ医薬品と同等／同質の品質、安全性及び有効性を有する医

薬品。 
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現を位置づけ、その実現に向けた取組を加速させる。そのため、データ駆動型のインフ

ラ整備・都市経営と大胆な民間資金の取り込みに向けた環境整備を進める。 

また、人口減少やインフラの老朽化が進展する中、各地域の実情に応じたコンパクト・

プラス・ネットワークの推進とともに、地域生活に不可欠なインフラの維持・計画的更

新を図りつつ、インフラの統廃合や広域的な取組の推進、予防保全に基づくメンテナン

スサイクルを徹底し、ライフサイクルコストを低減させるなど、時代の変化に対応した

構造的な制度改革を進める。 

データ駆動型のインフラ整備・管理などの新技術の活用等を通じ、コスト縮減を含め

た公共事業の効率化や民間投資の喚起を図りつつ、中長期的な見通しの下、安定的・持

続的な公共投資を推進しつつ戦略的・計画的な取組を進める。また、生産性向上等のス

トック効果を最大限発揮するため、既存インフラやソフト対策の活用を進めるとともに、

予算の重点化を図る。 

財政制約の下、財政投融資や民間資金の利活用、公的資産の活用とそこからの収入の

再投資等、多様な投資財源を確保するとともに、民間のノウハウを最大限活用していく。 

こうした取組を通じて、ワイズスペンディングを一層強化するとともに、生産性を高

め、豊かな暮らしを守るプロジェクト等をメリハリを付けて戦略的に展開し、将来世代

に質の高いストックを引き継ぐ。 

 

（新しい時代に対応したまちづくり） 

2019年度中に、国土交通省が中心となり、国・地方・民間を横断するインフラデータ

の積極的な利活用に向けた官民が保有するデータの連携・蓄積・利用の仕組み等の全体

像の整理と、より多方面でのデータ利活用を推進する観点からデータの標準化・共有化

等を積極的に進めるための取組方針と工程を明確化する。また、データのオープン化・

３次元化、デジタルデータ化 171の徹底やロボット、ＡＩなどの先進技術の実装を進める

とともに、インフラ整備と併せて、データを取得・更新・分析することにより、維持管

理・更新を効率化する取組 172を推進する。 

官民データやＩｏＴなどの新技術を活用し、まちの課題を解決する「スマートシティ」

の創出と全国展開に向け、データの官民利活用やモデル都市の創出、その横展開を目指

す官民の連携プラットフォームの構築に全府省で連携して取り組む。コンパクト・プラ

ス・ネットワークを推進するため、立地適正化計画と地域公共交通網形成計画の一体的

策定等を促進するとともに、立地適正化計画制度の更なる改善や都市計画制度の在り方

の見直しを進める。都市計画道路の見直しについて手引を周知するなど横展開を図る。

また、街路、広場等の修復・利活用、緑や水をいかした都市環境整備等を推進する。 

市町村における人口減少や技術者不足等を見据え、国・都道府県・市町村間での広域

的なインフラ整備・維持管理に加え、市町村で対応が困難な場合の広域圏又は都道府県

                                            
171 国管理の河川で実施しているペーパーレス・タブレット端末対応の全国展開、国・地方のインフラ点検台帳のデジタ
ル化等。 

172 下水道事業において実証事業がすでに行われており、そのような取組を他分野にも横展開する。 
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等による代替等を進める。 

さらに、空き家等の流通・利活用 173に向け、地方自治体・不動産団体等の先進的取組

や活用・除却への支援、情報の充実等を促進するとともに、所有者不明土地等の解消や

有効活用に向け、基本方針 174等に基づき、新しい法制度の円滑な施行を図るとともに、

土地の適切な利用・管理の確保や地籍調査を円滑かつ迅速に進めるための措置、所有者

不明土地の発生を予防するための仕組み、所有者不明土地を円滑かつ適正に利用するた

めの仕組み等について2020年までに必要な制度改正の実現を目指すなど、期限を区切っ

て対策を推進する。あわせて、遺言書保管制度の円滑な運用に向けた取組を進めるほか、

登記所備付地図の整備を推進するため、筆界特定制度の新たな活用策 175等についても検

討を進める。 

 

（重点プロジェクトの明確化と生産性向上等） 

事業実施後にストック効果の発現状況を定量的・客観的に把握するとともに、事業の

改善点などの工夫・教訓をアーカイブ化し、これらの知見をＰＤＣＡサイクルに活用す

る取組を進めること等を通じて、2020年のインバウンド目標の先を見据えた供給能力増

強等の受入れ環境整備や国際競争力の強化など重点的に取り組むプロジェクトを明確化

する。 

建設現場の生産性を 2025 年度までに２割向上を目指し、i-Construction の推進によ

り省人化・工事日数削減を図るとともに、建設機械の普及等によるコスト縮減の取組を

進める。改革工程表に沿って、生産性向上に関する効果の把握、ＫＰＩの達成に向けた

プロセスについて検討を進め、ＫＰＩを設定する。 

あわせて、新・担い手３法 176も踏まえ、施工時期の平準化 177に取り組み、人材の確保、

稼働率の改善を推進するとともに、現場の担い手を確保するため、就業者の処遇改善や

働き方改革、生産性向上等を進める。 

 

（ＰＰＰ／ＰＦＩの推進等） 

民間資金のより積極的な活用、既存の公的資産の利活用、収益を再投資に向ける仕組

み等の構築を通じ、インフラ・公共サービス分野への民間の資金・ノウハウ活用につい

て、抜本的に拡充する。このため、「成長戦略フォローアップ」及び「ＰＰＰ／ＰＦＩ

推進アクションプラン」178に基づき、多様なＰＰＰ／ＰＦＩの活用を重点的に推進する。

                                            
173 住宅セーフティネットの一環として空き家を若者・子育て世代向けの住宅として活用すること、空き家や空き室等を
災害時の住まいに活用することを含む。 

174 「所有者不明土地等対策の推進に関する基本方針」（令和元年〇月〇日所有者不明土地等対策の推進のための関係閣
僚会議決定）。 

175 例えば、地籍調査を実施する地方自治体等が筆界特定の申請をすることを新たに認めること。 
176 建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律（令和元年法律〇号）及び

公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律（令和元年法律〇号）。 
177 債務負担行為の活用、地域単位で国・地方自治体の発注見通しの統合等。 
178 「ＰＰＰ／ＰＦＩ推進アクションプラン（令和元年改定版）」（令和元年○月○日民間資金等活用事業推進会議決
定）。 
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上下水道のコンセッションについて、関係府省庁が連携し、先頭に立って取組を開始す

る地方自治体を後押しするとともに、そのノウハウを横展開する。また、赤字空港の経

営自立化を目指し、運営権対価の最大化を図りつつ、地方管理空港を含め、原則として

全ての空港へのコンセッションの導入を促進する。刑務所の運営等にＰＦＩ手法を活用

した事例の検証結果を踏まえ、地方を含めた庁舎建設などあらゆる公共サービスにＰＰ

Ｐ／ＰＦＩを積極的に活用する。 

人口20万人以上の地方自治体における実効ある優先的検討の運用をはじめとするＰＰ

Ｐ／ＰＦＩの実施支援に加え、導入可能性調査経費等の初期投資支援や地域企業が参加

するプラットフォームの形成促進など具体的案件形成に向けた支援を強化するとともに、

ＰＰＰ／ＰＦＩ導入の優先的検討を要件とした補助金・交付金の拡大など、地方自治体

等がＰＰＰ／ＰＦＩに取り組みやすい方策を講ずる。人口20万人未満など人口規模が小

さい地方自治体においても案件形成が進むよう、また、地元企業の案件への参加が促進

されるよう、全国の地方自治体や、地元企業、地域金融機関の地域プラットフォームへ

の参画を促す。 

また、キャッシュフローを生み出しにくいインフラにも、積極的にＰＰＰ／ＰＦＩを

導入すべく、サービス購入型の運営権設定や多年度かつ広域での一括契約などの仕組み

を活用した民間技術・ノウハウの導入に向けて、具体的に検討を進める。 

 

（人口減少時代に対応した制度等の抜本見直し） 

高齢者数がピークを迎える2040年代半ば頃までを見据えた対応が重要であり、以下の

事項等を含め、持続可能な地域社会の構築に向けて、人口減少時代に対応した制度等の

抜本見直しの検討を進める。 

公共インフラ資産から得られる収益を増加させる方策を検討し、将来必要となる再投

資への計画的な活用策を検討する。高速道路で取組が始まった民間の発意と負担による

高速道路と民間施設を直結するインターチェンジの整備など公共インフラ整備における

民間資金の更なる活用、さらには、リース手法等を通じた民間資金・ノウハウの活用と

官の資産保有コストの軽減を図るための方策の検討等を進める。また、過疎化や人口減

少の下で公共インフラネットワークの在り方についての検討を進める。 

 

（公的ストックの適正化） 

長寿命化を徹底し、地方の単独事業も含め、効率的・効果的に老朽化に対応するとと

もに、各地方の実情に応じたコンパクト・プラス・ネットワークの考え方等に基づき公

共施設の統廃合を推進する。 

インフラ所管省は、長寿命化等による効率化の効果も含めた中長期的なインフラ維持

管理・更新費見通しを公表するとともに、新経済・財政再生計画に定めた「地方公共団

体による３年以内の維持管理・更新費見通しの公表」を着実に促すため、その標準的な

算定方法を示すなどの必要な支援を行う。また、「個別施設計画」が2020年度までに確

実に策定されるよう、必要な対策を講ずるとともに、インフラ所管省は、個別施設計画
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等に基づく集約・再編、廃止等の状況を毎年度点検し、フォローアップを行う。 

「公共施設等総合管理計画」における公営企業施設分を含めた地方自治体ごとの策定

状況や「個別施設計画」における地方自治体ごとの長寿命化等の対策の有無等の「見え

る化」の内容の更なる充実、先進・優良事例の横展開を図る。また、インフラメンテナ

ンス国民会議等を通じた先進・優良事例の全国展開を推進する。「個別施設計画」を踏

まえ、2021年度までに「公共施設等総合管理計画」の見直し・充実を進める。 

 

③ 地方行財政改革 

（基本的な考え方） 

地方創生の推進や東京一極集中の是正により、東京から地方への人・モノ・金の流れ

を促進することで、より個性と活力ある地域経済に再生し、同時に、次世代に持続可能

な地方財政制度を引き渡していくことが重要である。Society 5.0時代の到来や人口減

少を見据え、2040年頃までに顕在化する諸課題に今から対応する観点から地方行財政制

度の在り方について検討し、必要となる取組を実行するとともに、国・地方で基調を合

わせた歳出改革や効率化を積極的に推進する 179。 

具体的には、地方歳出についても、2020年度において、新経済・財政再生計画に定め

る目安180に従って、国の取組と基調を合わせて歳出改革等の加速・拡大に取り組む中で、

臨時財政対策債等の発行額の圧縮、さらには、臨時財政対策債などの債務の償還に取り

組み、財政健全化につなげる。 

また、人口減少に対応するためにも、地方自治体の業務改革と新技術の徹底活用を通

じた住民視点に立った利便性の高い「次世代型行政サービス」への転換を積極的に推進

する。同時に、歳出効率化等に前向き、具体的に取り組む地方自治体を支援するととも

に、「見える化」の推進等を通じて、改革意欲を高め、効果の高い先進・優良事例の横

展開を後押しする。 

社会保障関係費の増加、人口減少・高齢化の下での新たなサービス需要の増加といっ

た課題に引き続き対処し、地方自治体が、より自立的かつ自由度高く、行財政運営でき

るよう、税源の偏在性が小さく税収が安定的な地方税体系の構築や地方行財政の持続可

能性向上に向けて取り組む。地方の安定的な行財政運営を確保しつつ、上記の観点から

地方交付税制度をはじめとする地方行財政改革を進める。 

 

（持続的な地方行財政制度の構築） 

人口減少・高齢化の下、長寿命化等による効率化の効果を含めたインフラ維持管理・

更新費見通しについて、関係府省庁は作成・公表を進めるとともに、社会保障の将来見

                                            
179 地方歳出の多くが法令により義務付けられている経費や国の補助事業であることから、制度の見直しなど、国の歳出
改革を確実に実行していくことが地方の歳出改革にとっても不可欠であり、地方自治体における運用の実態等を踏ま
え、各省が連携して制度改革を進める。 

180 地方の歳出水準については、国の一般歳出の取組と基調を合わせつつ、交付団体をはじめ地方の安定的な財政運営に
必要となる一般財源の総額について、2021年度までにおいて、2018年度地方財政計画の水準を下回らないよう実質的
に同水準を確保する。 
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通しに関する議論も踏まえた上で、地方単独事業を含め、医療・介護、教育や子ども・

子育て、ライフラインを維持するインフラ等に係る経費や制度的な課題について、関係

府省庁が連携し、今後の動向を検証し、必要な対応策を検討する。 

市町村における人口減少や技術者不足等を見据え、行政コストの効率化に向け、全て

の行政分野において、多様な広域連携を推進する。また、人口規模が小さく、行財政能

力の限られる地方自治体と周辺の中核的な都市や都道府県との間の連携・補完に係る制

度の活用等を推進する。連携中枢都市圏や定住自立圏による広域連携の取組に対する支

援とともに、取組事例に関する情報提供等により、各圏域における取組の深化を促進す

る。地方自治体の実情に応じ、市町村合併の進捗状況が地域ごとに異なることを踏まえ、

公共サービスの広域化・共同化の取組を着実に推進する。 

地方の安定的な行財政運営を確保しつつ、地方における新たな発想や創意工夫を活か

せるよう、地方の実情を踏まえて補助金の自由度を高めるほか、要件の緩和、手続の簡

素化、補助単価等の実態に即した見直し等に向けて、課題を捕捉した上で2019年末まで

に対象や工程を具体化する。基準財政需要額の在り方を含め、将来の人口構造の変化に

対応した地方団体の行財政制度の在り方について、第32次地方制度調査会での議論も踏

まえつつ、検討する。また、課税自主権の一層の活用を図る観点から、情報提供など地

方団体への支援を行うことにより、地方の独自財源の確保とそれによる地方独自の行政

サービスの向上への取組を促進する。 

地方法人課税における新たな偏在是正措置により生じる財源（不交付団体の減収分）

は、地方が偏在是正の効果を実感できるよう、必要な歳出を地方財政計画に計上するな

ど、その全額を地方のために活用する。 

 

（地方交付税をはじめとした地方の財政に係る制度の改革） 

歳出改革の推進と地域再生や業務効率化等に前向き、具体的な行動に取り組む地方の

取組を支援する仕組みの強化の観点から、地方交付税に関し、まち・ひと・しごと創生

事業費の人口減少等特別対策事業費において、地方版総合戦略に基づく取組の成果の実

現具合等に応じ、「成果」を反映した配分を５割以上とすることを目指す。第２期まち・

ひと・しごと創生総合戦略策定に向けて、地方創生関連施策のこれまでの事業全体の成

果を検証するとともに、重要課題に前向きに取り組み、ＫＰＩを設定し具体的な成果を

目指して取り組む地方自治体への支援を更に強化する観点から各種支援措置のインセン

ティブを強化する。重点課題対応分に関連する諸施策について、地方自治体による前年

度までの取組の成果を把握・見える化し、翌年度以降の施策の在り方について検討した

上で、所要の措置を講ずる。 

地方自治体の窓口業務の委託について、委託が進んでいない理由等を踏まえた上で、

地方独立行政法人の活用や標準委託仕様書等の拡充・全国展開などの取組を強化する。

その他の業務改革についても、改革工程表に沿った取組を進めていく。その際、業務改

革は、より質の高い行政サービスを効率的・効果的に提供していくために行うものであ

ることに留意する。地方創生推進交付金について、各事業及び事業全体の効果を検証し
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て効果向上を図る。地方自治体の改革意欲を損ねないようにしつつ、業務改革の取組等

の成果を、地方財政計画及び基準財政需要額の算定基礎へ適切に反映する。また、広域

的に相互に連携する事業やスマートシティの推進など地域課題の解決に効果的な事業に

積極的に取り組む地方自治体に対する地方財政措置の拡充について検討する。 

 

（公営企業・第三セクター等の経営抜本改革） 

公営企業会計の人口３万人未満の団体における更なる適用拡大により、資産を含む経

営状況の比較可能な形での把握を一層促すとともに、経営戦略の策定及びＰＤＣＡ等を

通じて、改革工程表に沿って、収入・支出や、管理者の情報の見える化を推進するとと

もに、繰出基準の精査・見直し、事業廃止、民営化、広域化等及び外部の知見の活用な

どの抜本的な改革等を加速する。あわせて、総務省は改革の進捗や成果の定量的把握を

強力に進め、公営企業の一層の経営基盤の強化とマネジメントの向上を促すとともに、

廃止・民営化等の検討にも資するよう、経営比較分析表の充実と一覧して容易に比較で

きる形での公表を検討する。下水道・簡易水道については、新たなロードマップに基づ

き、人口３万人未満の団体においても公営企業会計の適用を一層促進するほか、その他

の事業についても公営企業会計にできる限り移行するよう検討を促す。これらの取組の

進捗状況を踏まえつつ、今後の公営企業制度の在り方の見直しを含め、公営企業の経営

改革を更に推進する。財政的リスクの高い第三セクター等について、関係を有する地方

自治体において2018年度末までに策定・公表された経営健全化のための方針に基づく取

組を推進し、2020年度から取組状況を把握・公表する。 

水道・下水道について、持続的経営を確保するため、関係府省庁が連携し、各都道府

県において広域化等を推進するための計画の策定を促すとともに策定状況を把握・公表

し、計画に基づく取組に対して支援措置を講ずることにより広域化などの取組を推進し

ていく。先行事例の歳出効率化や収支等への効果を公表するほか、多様なＰＰＰ／ＰＦ

Ｉの導入や広域化・連携を促進する。また、公立病院について、2020年度までの集中的

な改革の推進に当たり再編・ネットワーク化等に引き続き取り組むとともに、経営改革

の進捗状況を定量的に把握し、必要な取組を検討する。 

 

（見える化、先進・優良事例の横展開） 

地方財政計画の一般行政経費（単独）と対応関係にある地方単独事業（ソフト）に関

して、試行調査を行い明らかになった課題 181に配慮しつつ検討を行い、法令との関係を

含めて引き続き見える化に取り組む。その際、試行調査における歳出区分の適正化や歳

出区分への計上精度の向上を着実に進めるとともにＩＣＴを活用することにより、地方

自治体の業務負担を軽減することを検討する。また、改革工程表に沿って、統一的基準

による地方公会計の見える化による資産管理の向上、地方財政計画上の各歳入・歳出項

                                            
181 歳出区分の設定の在り方、歳出区分への計上精度の向上、システム改修による対応の必要性、各地方自治体における
事務負担やシステム対応に伴うコスト等。 
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目と決算の差額及び対応関係の見える化、地方自治体の基金の見える化（一覧化を含む）

に、引き続き着実に取り組む。 

地方自治体における業務改革等や地域の課題に関する住民の気付きと前向きな行動を

促すため、類似団体間の横比較や時系列変化の把握ができるよう見える化データベース

の機能の拡充を図り、戦略的な情報発信を行う。 

 

④ 文教・科学技術 

（基本的考え方） 

新経済・財政再生計画並びに改革工程表に基づいて改革を順次実行に移す。少子化の

進展を踏まえた予算の効率化と教育の質の向上に向け、教育政策における外部資源の活

用やＰＤＣＡサイクルの徹底、教育研究の定量的成果等に応じた財政支援のメリハリ付

けの強化を進める。 

また、イノベーション創出による社会的課題解決等の推進、科学技術政策のＥＢＰＭ

化等を通じ、予算の質の向上を図る。官民を挙げて研究開発を推進することで、国民の

生活の質の向上等に貢献する形でSociety 5.0やイノベーション・エコシステムの構築

等の実現を目指し、世界最高水準の「イノベーション国家創造」の実現につなげる。 

 

（少子化の進展を踏まえた予算の効率化、ＰＤＣＡサイクルの徹底、教育の質の向上） 

「第３期教育振興基本計画」に基づき、教育政策全般にわたるエビデンスに基づく実

効性のあるＰＤＣＡサイクルを確立する体制の構築を進める。教育政策に関する質の高

い実証研究や、客観的な証拠の開発に向け、大学生を対象とした調査を実施する。卒業

後の状況、学修時間や学修成果、在学中に身に付けた能力・付加価値など、教育成果を

客観的・定量的に把握し、エビデンスに基づく効果的・効率的な政策立案を図る。地方

自治体や研究機関等のコンソーシアムの構築等により、全国学力・学習状況調査結果な

ど自治体所有データの研究者等による利用の円滑化や当該自治体の教育政策への活用を

進めるなど、国のみならず地方自治体の教育政策におけるＰＤＣＡサイクルの構築を推

進する。あわせて、国の財政支援について、地方自治体の改革の取組や成果に応じて実

施する仕組みとする。 

頑張る大学の取組を後押しするため、国立大学法人運営費交付金について、教育研究

に係る客観・共通指標による成果に基づく配分対象割合・再配分率を順次拡大するとと

もに、私学助成について、教育の質保証や経営力強化に向けたメリハリある配分の強化

を図る。また、国立大学改革を加速するため、大学ガバナンスコードの策定、人事・給

与・財務マネジメント改革、厳格な評価と資源配分の仕組みを強化していく。また、国

立大学が自らの努力により財源を確保し教育研究に有効活用できるよう、余裕金の共同

運用の仕組みの創設、留学生対象授業料に係る規制緩和、大型共同研究の促進や寄附の

拡大などの多様な資金の獲得を進める。 
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（イノベーション創出や科学技術政策におけるＥＢＰＭ推進による予算の質の向上） 

新たな戦略形成プロセスに基づく科学技術イノベーション政策を推進する 182。特に、

生活習慣病・認知症対策、防災・減災、再生医療、ゲノム医療、ＡＩ、量子、革新的環

境エネルギー等の社会的課題解決に資する研究開発を官民挙げて推進するとともに、政

府事業・制度等の一層のイノベーション化を進める。 

科学技術分野におけるＥＢＰＭの基盤整備を推進するとともに、研究資金や研究成果

も含めた科学技術イノベーション政策のコスト・効果等の見える化など予算の質の向上

を図る。 

あわせて、若手研究者への支援の重点化等により、Society 5.0時代の成長を牽引
けんいん

す

る重要な資源である大学・研究機関等における人的資本を高めるとともに、産学連携を

通じてより多面的な活用を図り、オープン・イノベーションを推進する観点から、大学・

研究機関に属する研究者や研究業績・成果等に関する情報の効率的収集や一元的・総合

的に活用する仕組みを構築する。 

予算を効果的に執行する観点から、研究開発への更なる民間資金の活用、大型研究施

設の最大限の産学官共用を図るとともに、民間投資の誘発効果が高い大型研究施設につ

いて官民共同の仕組みで推進する。また、国際共同研究の強化などグローバルな研究ネ

ットワークの拡充を促進するとともに、科学研究費助成事業などの競争的研究費の一体

的見直し等により、新興・融合領域の開拓に資する挑戦的な研究を促進する。研究設備・

機器等の計画的な共用の推進や研究支援体制の整備により、研究の効率化や研究時間の

確保を図り、研究の生産性向上を目指す。 

 

⑤ 税制改革、資産・債務の圧縮等 

（基本的考え方） 

急速な少子高齢化、働き方の変化など、経済社会の構造が大きく変化する中、持続的

な経済成長を維持・促進するとともに、経済成長を阻害しない安定的な税収基盤を構築

する観点から、引き続き税体系全般にわたる見直しを進めるとともに、国・地方の資産・

債務の圧縮等を推進する。 

 

（税制改革） 

個人所得課税や資産課税について、人生100年時代を見据え、働き方の多様化への対

応や再分配機能の向上、格差の固定化防止等の観点から、累次の改正の効果も見極めつ

つ、引き続き丁寧に検討を進める。個人所得課税について、ライフコースの多様化も踏

まえ、老後の生活等に備える資産形成を支援する公平な制度の構築に向けて、包括的な

見直しを進める。資産課税についても、機会の平等の確保に留意しながら、資産移転の

時期に中立的な制度の構築に向け、検討を進める。 

企業に対し、これまで進めてきた成長志向の法人税改革の活用等により、賃上げや生

                                            
182 「統合イノベーション戦略2019」（令和元年〇月○日閣議決定）に基づく。 
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産性向上への取組を促すとともに、租税特別措置について、毎年度、適用状況や政策効

果を見極めながら必要な見直しを行う。  

国際協調に基づく「ＢＥＰＳプロジェクト」の勧告の着実な実施を通じて、グローバ

ルな経済活動の構造変化及び多国籍企業の活動実態に即した国際課税制度の再構築を進

めていく。経済の電子化に伴う課税上の課題についても、長期的な解決策の国際的な合

意に向けた議論に積極的に貢献する。あわせて、税務当局間の情報交換を一層推進する。 

ＩＣＴの更なる活用等を通じて、納税者が簡便・正確に申告等を行うことができるよ

う納税環境の利便性を高め、社会全体のコスト削減及び企業の生産性向上を図る観点か

ら、税務関係システムの高度化も図りつつ、税務手続の電子化等を一層推進する。グロ

ーバル化やＩＣＴ化が急速に進展するとともに、新たな経済活動が拡大する中で、適正・

公平な課税を実現し、税に対する信頼を確保するため、制度及び執行体制の両面からの

取組を強化する。 

 

（３）歳出改革等に向けた取組の加速・拡大 

骨太方針 2018 に掲げた広く国民各層の意識改革や行動変容につながる取組 183を引き

続き加速・拡大し、公的部門の効率性向上等により潜在成長力を強化するとともに、需

要面での経済への下押し圧力を抑えつつ公的支出の抑制に取り組む。 

 

① 「見える化」の徹底・拡大 

見える化は歳出改革の推進力である。各府省は見える化を通じて得られた客観データ

を活用し、各分野における歳出改革の取組について実効的なＰＤＣＡサイクルを構築す

る道筋を具体化する 184。 

内閣府は各省と連携し、糖尿病などの生活習慣病の重症化予防、40～50歳代への特定

健診・特定保健指導・がん検診の実施、地域医療構想の実現、国民健康保険の法定外繰

入解消、介護予防などの重点課題について、経済・財政と暮らしの指標・見える化デー

タベースを活用し、類似団体間での進捗状況等の比較を含め、重点的に見える化を行い、

課題解決に向けた取組を2019年末までに工程化する。また、地方自治体や住民が自ら課

題を発見し解決・向上につなげていくよう、総務省は地方単独事業（ソフト）の試行調

査における歳出区分の適正化や公営企業の経営・資産の状況等の見える化を徹底する。 

さらに、我が国の経済社会の構造を人々の満足度（well-being）の観点から見える化

する「満足度・生活の質を表す指標群（ダッシュボード）」の構築を進め、関連する指

標を各分野のＫＰＩに盛り込む。 

 

                                            
183 前向きな行動の変化を促すための、「インセンティブ改革」、「見える化」、「先進・優良事例の横展開等」、「公
的サービスの産業化」、「技術革新を活用した業務イノベーション」の取組。 

184 「見える化」により政策の努力目標を策定し（Plan）、目標を「見える化」することで、住民、地方自治体等の行動
変容を促し（Do）、その結果を「見える化」することで、政策の効果検証を行い（Check）、検証結果に基づき政策の
改定、新たな評価指標（「見える化」により）を設定する（Action）。 
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② 先進・優良事例の全国展開等 

「経済・財政再生計画」以降、先進・優良事例の全国展開については、予防・健康づ

くりをはじめ多くの分野 185において取組が着実に進められてきたが、その取組を強化・

拡大していくためには、そうした事業について、経済効果等を定量的に把握するととも

に、関係団体等を巻き込みながら、所管府省庁は効果の高い事業を戦略的に全国展開す

ることが重要である。 

このため、各府省庁が実施しているモデル事業等について、骨太方針2018で掲げた取

組 186の進捗状況をフォローアップし、インセンティブの付与、行動経済学の活用（ナッ

ジ理論、デフォルトの設定等）などの方策、時期、ＫＰＩ等を含め、取組の強化に向け、

年末にその工程を具体化する。また、各府省が歳出改革に向けたモデル事業等を2020年

度から新たに実施する場合には、モデル事業等の設計段階から、専門家の知見も活用し、

その成果を定量的に検証できるようすることを前提とする。 

また、糖尿病などの生活習慣病の重症化予防、特定健診・特定保健指導事業において

地域の医師会等と連携するモデル、ＩＣＴやＡＩ等を活用した業務手法の標準化・コス

ト縮減等の効果が高い事業について、方策、時期、ＫＰＩ等を具体化し、日本健康会議

や全国知事会の取組 187とも連携し、戦略的に全国展開する。 

 

③ インセンティブ改革 

インセンティブ改革を更に発展・拡大させていくため、インセンティブ措置の効果検

証を適切に実施し、それに基づき、より効果の高いインセンティブの仕組みの構築に向

けて経済財政諮問会議において必要な対応を検討する。各府省は、改革工程表に盛り込

まれたインセンティブ改革の取組について、データの収集、学識経験者を交えた効果検

証などの取組を経済・財政一体改革推進委員会に報告の上、改革工程表に盛り込み、イ

ンセンティブ改革に関するＰＤＣＡサイクルを構築する。 

  

                                            
185 「自治体行政スマートプロジェクト」（ＩＣＴやＡＩ等を活用した標準的・効率的な業務プロセスの構築）、生活習
慣病の重症化予防の先進・優良事例の横展開や特定健診・特定保健指導の実施に取り組む好事例の横展開、個別施設
計画（公営住宅、官庁施設、空港、鉄道、港湾、公園等）の先進・優良事例の横展開 

186 歳出効率化効果、経済効果等を定量的に把握し、評価・公表するとともに、効果が高いものについて、所管府省庁が
責任を持って戦略的に全国展開を進め、その状況をフォローアップする。また、地方自治体が実施するモデル事業も
同様に効果の把握・評価・公表・横展開を促進する。 

187 例えば、糖尿病などの生活習慣病の重症化予防に関して、県・国民健康保険団体連合会・医師会が連携して進める埼
玉県の取組の全国展開。 
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第４章 当面の経済財政運営と令和２年度予算編成に向けた考え方 
 
１．当面の経済財政運営について 

（１）消費税率引上げへの対応 

政府は、2019年10月１日の消費税率10％への引上げに当たり、下記の各措置や防災・

減災、国土強靱化を含めた2019年度の臨時・特別の措置等の適切な執行により、消費税

率引上げ前後の需要変動の平準化を図り、経済の回復基調に影響を及ぼさないように取

り組む。 

 

① 駆け込み・反動減の平準化 

消費税率引上げの前後において、事業者のそれぞれの判断によって柔軟な価格設定が

行われるよう、諸外国の例等を踏まえ整備した「消費税率の引上げに伴う価格設定につ

いて（ガイドライン）」188の周知を進める。 

同時に、下請などの中小企業・小規模事業者に対する消費税の転嫁拒否等が行われな

いよう、転嫁拒否等に対する監視、取締りや、事業者等に対する指導、周知徹底等に努

め、万全の転嫁対策を講ずる。 

キャッシュレス・消費者還元事業 189、プレミアム付商品券事業 190、耐久消費財（自動

車・住宅）に係る税制・予算措置により、消費税率引上げ前後の需要変動を平準化し、

消費を喚起・下支えする。これらの措置についても、事業者に混乱が生じないよう、ま

た、消費者が安心して購買できるよう、周知・広報を強力に実施する。 

 

② 軽減税率制度の実施 

消費税率引上げに当たっては、低所得者に配慮する観点から、酒類及び外食を除く飲

食料品と定期購読契約が締結された週２回以上発行される新聞について軽減税率制度を

実施することとしており、個別の相談対応など一層丁寧な対応による周知徹底を行うと

ともに、レジ導入等への支援を行うことで準備を更に促し、制度の円滑な実施と適正か

つ安定的な運用のため、必要な体制整備を含め万全を期す。 

 

（２）当面の経済財政運営 

政府は、成長を持続し、経済再生と財政健全化の好循環を実現していくため、Society 

5.0 の実現や適切な物的・人的投資の一層の喚起等によって、潜在成長率を引き上げ、

成長力の強化を進める。所得向上に向けた取組や地方での好循環の前向きな流れを確実

                                            
188 「消費税率の引上げに伴う価格設定について（ガイドライン）」（平成30年11月28日内閣官房・公正取引委員
会・消費者庁・財務省・経済産業省・中小企業庁）。 

189 2019年10月からオリンピック・パラリンピック前の2020年６月までの９か月間に限定し、中小・小規模事業者等に
おいて消費者がキャッシュレス決済を行う場合、５％（又は２％）ポイント還元により支援（いわゆる「ポイント還
元事業」）。 

190 住民税非課税者及び３歳未満の小さな乳幼児のいる子育て世帯に対し、2019年10月から2020年３月までの間で使用
できるプレミアム付商品券を発行・販売（１人当たり２万５千円まで（プレミアム額５千円））。 
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にする取組等を通じて、成長と分配の好循環の拡大を目指す。全世代型社会保障の推進

や国の財政の持続可能性を見据えた取組等によって、将来に対する不安に対応する。 

日本銀行には、経済・物価・金融情勢を踏まえつつ、２％の物価安定の目標の下、金

融緩和を推進し、目標をできるだけ早期に実現することを期待する。 

   

２．令和２年度予算編成等について 

① 消費税率引上げの需要変動に対する影響の程度や最新の経済状況等を踏まえ、歳

出改革の取組を継続するとの方針とは別途、令和２年度当初予算においても適切な

規模の臨時・特別の措置を講ずることとし、その具体的な内容については、令和２

年度予算の編成過程において検討する。 

② 海外発の下方リスクに十分目配りし、経済・金融への影響を迅速に把握するとと

もに、リスクが顕在化する場合には、機動的なマクロ経済政策を 躊躇
ちゅうちょ

なく実行す

る。 

③ 令和２年度予算は、骨太方針2018及び本方針に基づき、経済・財政一体改革を着

実に推進するとともに、引き続き、新経済・財政再生計画で定める目安に沿った予

算編成を行う。 

④ 次世代型行政サービスへの改革、「見える化」の徹底・拡大などの国民各層の意

識改革や行動変容につながる歳出改革等に向けた取組への予算の重点配分を推進す

る。 

⑤ ＰＤＣＡサイクルの実効性を高めるため、各府省は、全ての歳出分野において行

政事業レビューを徹底的に実施するとともに、ＥＢＰＭを推進し、予算の質の向上

と効果の検証に取り組む。 
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1  

第１章  基本的考え方 

（１）背景 

AI、IoT、ロボット、ビッグデータ、分散台帳技術（ブロックチェーン）など、

第４次産業革命のデジタル技術とデータの活用は、19世紀から20世紀にかけて進ん

だ電力化や、20世紀末に進んだIT化と同じく、全ての産業に幅広い影響を及ぼす、

汎用技術（General Purpose Technology：GPT）としての性格を有する。 

令和の新時代において、我が国が第４次産業革命の新たな汎用技術の潜在力を最

大限に活かし、生産性向上や経済成長につなげるためには、企業組織のあり方や個

人の仕事の内容・仕方など、経済社会システム全体の再構築を図る必要がある。 

第４次産業革命は、同質的なコスト競争から付加価値の獲得競争への構造変化を

もたらす。デジタリゼーションを企業経営者が本格活用し、いかに差別化を図り、

付加価値の高い新たな製品、サービスを生み出すかという競争であり、付加価値の

創出・獲得が課題である。 

第４次産業革命は、労働市場にも大きな影響を及ぼす。現在、世界的に中スキル

の仕事が減少し、高スキルと低スキルの仕事が増加する「労働市場の両極化

（Polarization）」が進行している。高スキルの雇用を増加させるためには、機械

やAIでは代替できない創造性、感性、デザイン性、企画力といった能力やスキルを

具備する人材を育てていく必要がある。 

このように、第４次産業革命に合わせて「組織」と「人」の変革を進められるか

どうかが、付加価値の創出による労働生産性上昇を実現できるかどうかを左右する。 

 

（２）政府・政策の変革 

第４次産業革命の変化のスピードは早く、かつ、急激であり、世界は大きく変化

している。政府が、早期に、かつ、具体的に対応策を打ち出し、民間がこれに応え

て具体的なアクションを起こせるかどうかが、日本が第４次産業革命をリードでき

るかどうかを決する。この１、２年が勝負である。 

このため、必要な法制面を含む環境整備を全政府的に早急に進め、2020年の通常

国会において国の基本的なインフラ整備・ルール整備を完了するよう取り組むこと

とする。 

引き続き、アベノミクスにおける大胆な金融政策や機動的な財政運営を推進しつ

つ、その間に、政府においては、人材の流動化などのオープン・イノベーションの

試みを率先して実施すると同時に、規制改革の推進により新規参入を促進し、経済

政策の持続可能性を確保していく。 

 

（３）組織の変革 

第４次産業革命を実現するためには、企業によるイノベーションの実行が重要に

なる。イノベーションの担い手として、引き続きベンチャー企業への期待は大きく、

その育成は重要であるが、懐妊期間の長い研究開発投資が必要となる第４次産業革

命においては、資金面・人材面で豊富なリソースを有する既存企業・大企業の役割

も重要となる。 

 

 2001年から2007年では、日本の労働生産性の伸び率は米英に比べて低い状況であ

った（図1）。これに対して、2011年以降は、伸び率としては、日本がG7の中で一

位となっている（図2）。 
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 ただし、労働生産性の絶対値自体は依然として低く、米国の65％である（図3）。

生産性は、売値－コストを基礎とするので、日本の労働生産性の低さは、コストが

高いことが原因か、それとも売値が低いことが原因か、ということが論点である。 

この点を確認するため、マークアップ率を見てみる。「マークアップ率」とは、

分母をコスト（限界費用）、分子を販売価格とする分数であり、製造コストの何倍

の価格で販売できているかを見るものである。この値が１のとき、販売価格はちょ

うど費用をまかなう分だけを捻出していることになる。 

米国や欧州企業は、2010年以降、急速にマークアップ率が上昇する一方、日本企

業は2010年以降も低水準で推移している（図4）。 

 

 

 

米国では、1980年段階では、マークアップ率の分布は１倍近傍に集中し、価格が

ちょうどコストをまかなう程度であった。直近の2016年になると、右側の方向にロ

ングテールに伸びている（図5）。第４次産業革命などの結果、値段を取ることが

出来る企業が増えてきたことを示している。 

米国を除く先進国においても、企業のマークアップ率の分布は同様の変化になっ

ている（図6）。日本においてもマークアップ率が高い企業が登場しつつあること

は一定程度確認できるが、その変化の幅は海外と比して非常に低い（図7）。 

図1．時間当たり実質労働生産性の年平均伸び率 

         （2001-07年） 

図2．時間当たり実質労働生産性の年平均伸び率 

         （2011-17年） 

図3．時間当たり実質労働生産性の対米国比水準 

         （2017年） 

図4．先進国企業のマークアップ率の推移 
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日本の労働生産性上昇の課題は、顧客視点でみた付加価値の創出である。すなわ

ち、第４次産業革命のデジタル技術とデータを活用し、付加価値の高い新たな製

品・サービスを生み出すことで、マークアップ率・利益率の向上を図る必要がある。 

図5．米国企業におけるマークアップ率の分布 

図6．先進国企業におけるマークアップ率の分布 

図7．日本企業におけるマークアップ率の分布 
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特に、日本企業は、その得意とした実世界（フィジカル空間）での知識やリアル

データを生かし、仮想空間（サイバー空間）への展開を早急に行う必要がある。 

このためには、第４次産業革命において最大の資源となる「データ」を利活用で

きる環境を整備し、世界に先駆けてイノベーションを生み出す必要がある。また、

国際社会において、プライバシー保護と自由なデータ流通の両立に我が国が先導役

として取り組む。これにより、地域の暮らし、国民の生活がよりスマートで豊かに

なる社会を作るとともに、地球環境問題や高齢化等の世界的課題を解決する。 

 

（４）人の変革 

①付加価値の高い雇用の創出 

 第４次産業革命は、労働市場の構造にも著しい影響を与える。その構造変化の代

表が両極化である。 

 米国では、中スキルの製造・販売・事務といった職が減り、低賃金の介護・清

掃・対個人サービス、高賃金の技術・専門職が増えている（図8）。日本でも同様

の両極化が発生し始めている（図9）。 

 

図8．米国における職業別就業者シェアの変化（16-64歳） 

図9．日本における職業別就業者シェアの変化（15歳以上） 
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 経済成長を支える原動力は「人」である。劇的なイノベーションや若年世代の急

減が見込まれる中、国民一人一人の能力発揮を促すためには、社会全体で人的資本

への投資を加速し、高スキルの職に就ける構造を作り上げる必要がある。 

 また、第４次産業革命や人口減少など変化が激しい時代には、企業も個人も、変

化に柔軟に対応し、ショックへの強靭性を高める必要がある。このためには、第４

次産業革命によってもたらされる分散化・パーソナル化の力に合わせて、働き方と

しても、多様で柔軟な企業組織・文化を広げる必要がある。 

 これにより、組織の中に閉じ込められ、固定されている人を解放して、異なる世

界で試合をする機会が与えられるよう、真の意味での流動性を高め、個人が組織に

縛られ過ぎず、自由に個性を発揮しながら、付加価値の高い仕事が出来る、新たな

価値創造社会を実現する必要がある。 

 第４次産業革命が進むと、創造性、感性、デザイン性、企画力といった機械やAI

では代替できない人間の能力が付加価値を生み出すようになる。労働市場の両極化

に対応し、付加価値の高い雇用を拡大するためには、教育制度においても、様々な

発想や異質なアイデアを尊重することで、それぞれの領域で抜きんでた才能を有す

る人材を育成する必要がある。 

 また、第４次産業革命の結果、大学院卒の賃金にプレミアムが発生するようにな

っている。賃金プレミアムが発生している分野は、学部卒を０％として、修士卒・

博士卒のプレミアムをみると、心理学、芸術、コミュニケーション、文学、理科系

では物理学といった基礎的、本質的な分野に発生している（図10）。AIと組み合わ

せたとき、基礎的な部分が問題になることを示している。大学院卒を含め、日本に

おいても、文理を問わず、大学院教育を含めリベラルアーツ教育の強化を進める必

要がある。同時に、企業による大学院卒業生の活用を促進する必要がある。また、

基礎的なデータ・AIのリテラシーの強化を推進する。 

 

 

 

図10．米国における大学院卒の生涯賃金増加(対学部卒） 
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 能力開発・キャリア形成は、労働者一人一人が自らの責任で主体的に取り組むこ

とが重要であるが、企業としても、従業員の学び直しによる能力発揮を支援する必

要がある。同時に、一度社会に出てからも、時代の変化に合わせて、いつでも何度

でも学び直すことができるリカレント教育の環境を引き続き整備する。 

 

②柔軟で多様な働き方の拡大 

終身雇用や年功序列を基盤とした日本型の雇用慣行を社会の変化に応じてモデル

チェンジし、多様な採用や働き方を促す必要がある。 

足元で進む新卒一括採用のあり方の見直しと同時並行的に、中途採用・経験者採

用、あるいはキャリア採用と呼ばれている採用形態の拡大や、評価・報酬制度の見

直しを促していく必要がある。 

そのためには、職を求める学生等がその企業の雇用方針を理解して入社できる環

境が重要であり、現在は選択的開示項目にとどまっている中途採用・経験者採用の

実績開示について、個々の大企業に対し、中途採用・経験者採用比率の情報公開を

求め、一層の見える化を図っていく必要がある。 

 

③兼業・副業の拡大 

 副業を希望する者は、近年増加傾向にあるものの、他方、実際に副業がある者の

数は、横ばい傾向である（図11）。 

本業の企業の付加価値の創出・獲得との関係でみても、「医療・福祉」を除いて、

本業とは異なる業種での副業を行う者が多く、本業の企業にとっては、多様な経験

を積む機会となっている（図12）。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図11．副業がある者、希望する者の推移 
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また、副業を行うことにより、９割の副業者が本業への意識が高まった、または

変わらないと回答し、さらに、２割の副業者は本業へのモチベーション等が高まっ

ていると回答している状況にある（図13）。 

 実際、思考・分析といった高度人材では、副業をしている人が、そうでない人よ

りも本業での賃金が36％高くなっている（図14）。このことは、企業の境界を低く

し、高度人材の従業員に兼職させることで、本業の価値が高まることを示唆してい

る。 

 また、どの国でも、企業を出て起業を行うことにはリスクが伴うが、このリスク

を逓減させるため、海外では、新たな起業を行うとき、過半は兼業で起こしている

（図15）。 

 

 

   

 

図12．業種別における副業の業種の割合 

図13．副業による本業への影響 
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 兼業・副業の拡大は、所得の増加に加え、スキルや経験の獲得を通じた、本業へ

のフィードバックや、人生100年時代の中で将来的に職業上別の選択肢への移行・

準備も可能とする。労働時間・健康管理についての懸念に対応するため、課題の論

点整理を加速するとともに、兼業・副業について規定したモデル就業規則等の普及

促進や取組事例の展開等により、兼業・副業の定着を図っていく必要がある。さら

に、兼業・副業を通じた起業の促進も図る必要がある。 

 技術の進展により、インターネットを通じて短期・単発の仕事を請け負い、個人

で働く新しい就業形態が増加しており、「ギグ・エコノミー」（Gig Economy）と呼

ばれている。特に高齢者の就業機会の拡大に貢献している（図16）。日本でも、全

体の７割弱が40代以上の中高齢層とのデータもあり（図17）、ギグ・エコノミーに

より、高齢者雇用拡大の可能性がある。 

また、会社員よりも個人事業主・フリーランスの方が満足度が高い。特に「達成

感/充実感」、「スキル/知識/経験の向上」では差がついている（図18）。個人が

個人事業主・フリーランスを選択できる環境を整える必要がある。 

図14．副業経験が本業の賃金に与える影響 

（注） グラフは、副業（ボランティア）を始めた従業者の、

副業経験（ボランティア経験）を持たない従業者と比

較した、賃金の増加分を示している。なお、ここでの

「賃金」は、本業の1時間当たり賃金を、「運動タス

ク」は主に運動能力が求められる仕事（製造・建築作

業、運輸・通信事業等）、「コミュニケーションタス

ク」は主に対人能力が求められる仕事（サービス職、

販売職等）、「思考・分析タスク」は主に思考能力・

分析能力が求められる仕事（管理職、専門・技術職、

情報処理技術職等）を表す。 

思考・分析 
タスク 
36％ 

図15．スウェーデンのハイテク産業の起業家の内訳 

（注） スウェーデンではハイテク産業の起

業家のうち、４割が副業で起業して

いる。また、２割は副業の起業後に

本業になった者である。 
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図18．個人事業主・フリーランスと会社員の満足度比較 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図17．日本の「フリーランサー」の年齢構成 

図16．ギグ・エコノミーによる就業割合の推移（1995年-2015年） 
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④多様な働き方の拡大のインフラ整備 

 多様な働き方の拡大に対応するため、勤労者皆社会保険の実現を目指して、被用

者保険の短時間労働者等に対する適用拡大を進める必要がある。 

 

（５）オープン・イノベーションの推進 

①既存企業の役割の重要性 

 付加価値の創出のためのイノベーションを推進するには、ベンチャー企業を育成

し、新規上場させることが近道と考えられてきた。そして、新規上場数の少なさが

我が国の課題と考えられてきた。 

 しかし、我が国の新規上場会社数は近年増加傾向にあり、2016年には、日本の新

規上場数はついにアメリカを上回った（図19）。他方、米国の新規上場会社数が

2014年を境に減少していることにも注意がいる。米国の新規上場数が減少している

理由は、上場よりも既存企業にM&Aで買収してもらった方が、その内部資金を用い

て、懐妊期間の長い技術開発をしやすいからである（図20）。そうなると、イノベ

ーションを興すためには、既存の大会社のビヘイビアも重要になる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実際のところ、日本にしろ、米国にしろ、国の労働生産性の上昇要因を分析する

と、新規上場企業よりも既存企業の要因が大きく、既存の大企業の構造改革に牽引

されていることが分かる（図21、図22）。 

図20．ベンチャー企業のIPO・M＆A件数 図19．市場別新規上場会社数 
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②既存企業の現状 

 日本は他の先進諸国に比較すると企業年齢10年以上の歴史の長い企業が多く（図

23）、このことが、イノベーションの阻害になるとの見解があるが、米国では、社

歴が長いほど利益率が高くなる傾向にある（図24）。 

 これは、既存の大企業が新たな分野を積極的に手がけ、また、革新的なベンチャ

ーを買収することで、成長していることを示している。 

  

 

図21．労働生産性の要因分解（米国） 

図22．労働生産性の要因分解（日本） 
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 また、米国企業は、大規模化と多角化により、利益率が上昇する傾向があるが、

日本企業は、大規模化・多角化が進むほど、利益率が低下する傾向にあり、既存企

業の内部資本市場（Internal Capital Market）の活用効率に差がある可能性がある

（図25）。日本の既存企業は内部の経営資源を新たな分野に投資することで成果を

上げることができる潜在可能性を有していることが分かる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図25．日米企業の規模・多角化度別の営業利益率（2000-2012年平均） 

図23．企業年齢の分布 

図24．企業年齢と利益率（ROA）の関係 
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ハーバード、スタンフォード、MITなどの経営学者、経済学者が共同で作ってい

る企業データベースを活用した実証研究では、生産性を決定するのは、IT投資金額

よりも経営の質である（図26）。このため、成果に応じた処遇・昇進など、経営の

質の改善を進める必要がある（図27）。 

また、既存企業は内部資金を新規分野やリスクの高い分野に配分し、将来の成長

基盤となる新たな事業やベンチャー企業への投資を飛躍的に進める必要がある。そ

の際、企業本体から独立した「出島」の活用や、成熟事業と新規事業の両方を推進

する「両利き経営」を進めていく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③オープン・イノベーションの推進 

日本企業のオープン・イノベーションの実施率は低いが、課題の設定・解決とも

に、大学・公的研究機関とのジョイントは、欧米と遜色ない。 

むしろ、既存企業とスタートアップ企業との協働、あるいは既存企業同士の協働

といった企業間連携が欧米より弱い（図28）。 

第４次産業革命の可能性を最大限引き出すためには、人材・技術・資本の閉鎖的

な自前主義、囲い込み型の組織運営を脱し、開放型、連携型の組織運営に移行する

必要がある。 

図27．日米企業の経営スコア比較 

図28．オープン・イノベーションの実施率とパートナーの比較 

（注） 右図の 横軸の点数は、企業に、オープン・イノベーションに費やした時間と、パートナー別の時間を質問し、

その割合を点数化した上で、回答者の平均値を算定したもの。 

      

起業家・スタートアップ企業 

起業家・スタートアップ企業 

競合企業 

競合企業 

図26．米国の製造業における生産性（TFP）格差 

             の要因 

経営の質 
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近年の米国で、ベンチャー企業の出口がIPOから事業会社への売却へと移行して

きている。これは、第４次産業革命において、ベンチャー企業の有する技術の潜在

可能性について情報ギャップのある株式市場への新規上場より、事業会社による買

収が資金の出し手として重要性を増しているからである。 

我が国では、オープン・イノベーションという場合、大学や公的研究機関との連

携が主流となってきたが、協調すべきは協調し、競争すべきは競争することで新た

な付加価値を共創するCo-Opetitionが重要である。今後は、大企業、中小企業、ベ

ンチャー、大学などが機動的に連携するオープン・シェアード・ビジネス的なアプ

ローチ、つまり、大企業とベンチャー企業の連携や既存企業によるベンチャー企業

の買収、競合既存企業同士の協調を進める必要がある。 

具体的には、事業再編の円滑化やコーポレート・ベンチャー・キャピタルの拡大、

企業間の研究開発の推進などの環境整備を検討する必要がある。 
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第２章 Society5.0の実現 

１．デジタル市場のルール整備 

 
 

世界で流通するデータの量は、近年、急増している。デジタル・プラットフ

ォーム企業は、中小・小規模事業者、ベンチャーや個人の利用者にとって、国

際市場などへのアクセスの可能性を飛躍的に高めている。 

一方で、利用者からは、個別交渉が困難、規約が一方的に変更される、利用

料が高い、といった声も聞かれる。このため、取引慣行の透明性や公正性確保

に向けた、法制、ガイドラインの整備を図る必要がある。 

また、デジタル市場においては、データの独占による競争阻害が生じるおそ

れがあり、これについても同様の対応が求められる。 

 同時に、デジタル市場の競争政策の調整等を行うためには、高い専門的知見

が求められるとともに、加速度的な変化を遂げつつある中で、スピーディな対

応が可能となるよう、縦割り省庁的な発想を脱することが求められる。このた

め、新しい体制の整備を進める。 
 

 

（１）現状 

デジタル・プラットフォーム企業は、簡易なメール（メッセージ）や検索、コン

テンツといったデジタル領域から、実店舗での小売りやIT化した住宅（スマートホ

ーム）、自動運転といったリアルな領域へ事業を拡大している。 

デジタル・プラットフォーム企業は、中小企業・ベンチャー、フリーランス（そ

の発展は、ギグ・エコノミーと呼ばれる）にとって、国際市場を含む市場へのアク

セスの可能性を飛躍的に高める。具体的には、新規顧客の開拓機会の獲得、売上金

の回収コスト軽減、制作・販売ツールの利用が可能、といったメリットを指摘する

声が多い。 

これに対し、デジタル・プラットフォーム企業の問題点としては、個別交渉が困

難、規約等の一方的変更がある、利用料・手数料が高い、検索結果が恣意的・不透

明といった声が多い。また、取引するデジタル・プラットフォーム企業を切り替え

ることが困難とする声が過半に上っている（図29）。また、デジタル・プラットフ

ォーム企業が支配的地位を濫用している事件も頻発している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要旨 

図29．デジタル・プラットフォーム企業のメリットと問題点 
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＜デジタル・プラットフォーム企業にかかる事件の例＞ 

■amazon電子書籍事件（2015年6月） 

米amazonが、取引先に対し、他の流通事業者との契約でamazonより有利な条件を提供する際に

は、amazonに対しても最低でも同条件の適用を求める条項（いわゆる最恵国待遇条項）を設け

るなどにより、競争を制限しているとの疑いがあり、EUの競争当局が調査。 

⇒ 2017年に米amazonが当該条項を使用しないことをEUの競争当局に確約。 

 

■Google Shopping事件（2017年6月） 

米Googleが検索エンジン市場で支配的地位を濫用し、検索結果において自ら提供するショッピ

ングサービスを優先表示させることにより、当該サービスを違法に有利にしているとの疑いが

あり、EUの競争当局が調査。 

⇒ 米Googleに対し、EU競争法違反により24.2億ユーロ（3,146億円)の制裁金を賦課。 

 

また、デジタル市場においては、企業の売上等の市場シェアが小さくても、デー

タの独占により競争阻害が生じるおそれがある。独禁当局は、デジタル市場につい

ての知見が弱いこともあり、十分な勘案が出来ていないとの指摘がある。 

米欧では、データ価値評価を含む企業結合審査手法の開発に着手している。我が

国も、米欧と連携しつつ、適切なデータ価値評価を含む企業結合審査手法の開発に

取り組む必要がある。 

 
＜企業結合審査においてデータ価値評価が不十分で問題となった事例＞ 

 

■FacebookによるWhatsApp買収事案(2014年) 

① Facebook(SNS)がWhatsApp(SNS)を190億ドル(2.09兆円)で買収提案。 

② EUは、将来、両社のメッセージアプリ間でユーザデータの統合が行われる可能性について

審査。データ評価を含む将来の市場予測に取り組み、その結果、データ統合は技術的に困

難であるとの同社の申請を受け入れ、買収を容認。 

③ しかし、その後、Facebookは、両アプリのデータ統合を実行。その結果、Facebookの寡占

化が進んだ。結果として、EUは当初の判断を覆し、2017年に1.1億ユーロ(143億円)の制裁

金を決定。 
 

 

（２）対応の方向性 

① 内閣官房にデジタル市場の競争状況の評価等を行う専門組織を設置 

国際的データ流通の枠組み構築にあたっては、その前提として、国内におけるデ

ータの収集・保管・管理・流通等について、強固かつ明確な枠組みを構築していく

必要がある。具体的には、データセキュリティに資する研究開発、データ・フォー

マットの共通化・汎用化、データクレンジングの推進、データ流通の際のプライバ

シーやセキュリティの確保、Society5.0におけるサイバーセキュリティ・フレーム

ワークの推進、産業競争力強化の観点から機微技術から一般技術情報までデータの

種類や構造に応じた戦略的管理、データポータビリティやAPI開放などの方針作成、

など課題は省庁横断的に多岐にわたる。 

このため、省庁横断的に多様かつ高度な知見を有する専門家で構成される、国内

外のデータ・デジタル市場に関する専門組織 (「デジタル市場競争本部」(仮称))を

早期に創設する。同組織には、データポータビリティやAPI開放を始めとする上述

のデータ利活用に係る多岐の課題への対応を通じたイノベーション促進のための権

限とともに、グローバルなデジタル・プラットフォーム企業がせめぎあうデジタル

市場を俯瞰・評価し、競争・イノベーションを促進する観点から、独禁法等の関係

法令に基づく調査結果等の報告を聴取する権限、デジタル市場に関する基本方針の



17  

企画・総合調整の権限、各国の競争当局との協力・連携の権限を付与する。 

具体的には、所掌事務として、（a）デジタル市場における競争状況の評価、（b）

様々なプラットフォームビジネスについてのルール整備、独禁法、個人情報保護な

どの課題の調査・提言、（c）中小企業・ベンチャーなどを含めたデジタル市場の

活性化に向けた提言、（d）G7、G20等の国際的枠組みにおけるデジタル市場の競争

評価に関するルールづくりへの参画等、とする。 

専門組織は、法学、経済学、情報工学、システム論等の専門家を集め、事務局に

ついては、公正取引委員会事務総局、デジタル関係の政策を担当する経済産業省、

総務省などの知見のある行政官を広く募る。 

デジタル市場競争本部（仮称）は、IT総合戦略本部・サイバーセキュリティ戦略

本部や各省庁との密接な連携の下、データ駆動社会における戦略的枠組みを構築し

ていく。 

 

②デジタル・プラットフォーム企業と利用者間の取引の透明性・公正性の確保のた

めのルール整備 

（企業結合） 

デジタル市場においては、企業の市場シェアが小さくても、データの独占により

競争阻害が生じるおそれがある。独禁当局は、デジタル市場についての知見が弱い

こともあり、十分な勘案が出来ていないとの指摘がある。このため、データの価値

評価を含めた企業結合審査のためのガイドラインand/or法制整備を図る。その際、

イノベーションを阻害することのないよう留意する。 

 

（取引慣行等の透明性・公正性） 

デジタル・プラットフォーム企業は、中小企業・ベンチャー、フリーランス（ギ

グ・エコノミー）にとって、国際市場を含む市場へのアクセスの可能性を飛躍的に

高める。他方、デジタル・プラットフォーム企業と利用者間の取引において、(a)

契約条件やルールの一方的押しつけ、(b)サービスの押しつけや過剰なコスト負担、

(c)データへのアクセスの過度な制限等の問題が生じるおそれがある。 

このため、デジタル市場に特有に生じる取引慣行等の透明性および公正性確保の

ための法制及びガイドラインの整備を図る。このため、2020年の通常国会に法案

（「デジタル・プラットフォーマー取引透明化法」（仮称））の提出を図る。 

一方で、ルール整備が第４次産業革命のデジタルイノベーションを阻害すること

のないよう、当初はcomply or explain（従うか、または、従わない理由を説明する）

といった自主性を尊重したルールを検討する。 

具体的には、契約条件や取引拒絶事由の明確化・開示、ランキング（商品検索結

果の表示順）の明示、デジタル・プラットフォーム企業が自身の商品・役務提供を

優遇する場合の開示、最恵国待遇条項（取引先の中で最も有利な取引条件を求める

こと等）を求める際の開示、あるいは苦情処理システムの整備義務といった項目に

ついて検討を行う。 

 

③個人情報保護法の見直し 

 個人情報保護法について、個人が自らのデータの利用の停止を企業等に対し求め

ることができる仕組みの導入を含む個人情報の望ましくない利用の防止措置や国内

外企業への内外無差別の適用策を講じる一方、活用が必ずしも進んでいない匿名加
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工情報について、より利活用が進む仕組みへと見直すことなどを検討し、2020年の

通常国会に改正法案の提出を図る。 

 

④データの移転・開放の促進等 

金融分野、医療分野、といった具体的分野ごとにデータポータビリティ・API開

放について具体的制度設計の検討を行う。また、レガシー規制などについて、デジ

タル市場に即したルールの整備を図る。 

 

⑤DFFTの実現に向けた国際的な議論とWTOにおけるデータ流通ルールの整備 

 プライバシーやセキュリティ・知的財産権に関する信頼を確保しながら、ビジネ

スや社会課題の解決に有益なデータが国境を意識することなく自由に行き来する、

国際的に自由なデータ流通の促進を目指す必要がある。そのため、「データ・フリ

ー・フロー・ウィズ・トラスト（DFFT）」のコンセプトの下、G20などの機会を活

用しつつ、日本が主導権を持って国際的な議論をリードしていく。 

 また、データの自由な流通を含む、WTOにおける電子商取引に関するルール交渉

について、可能な限り多くの加盟国とともにハイレベルなルール形成に向け、国際

的な合意形成を進める。 

 

⑥5G整備やG空間社会実現に向けて 

 Society5.0の実現に向けて、2020年度末までに全都道府県で5Gサービスを開始す

るとともに、通信事業者等による5G基地局や光ファイバーなどの情報通信インフラ

の全国的な整備に必要な支援を実施し、2024年度までの5G整備計画を加速する。ま

た、地理空間情報高度活用社会（G空間社会）の実現に向けた取組を進める。 

 

⑦デジタル技術の社会実装を踏まえた規制の精緻化 

 高圧ガス保安法では、IoT、ビックデータ（常時監視データ）の活用等により高

度なプラント保安を行う事業所をスーパー認定事業所と認定し、プラントの連続運

転期間を通常より長く認める他、定期検査を大幅に合理化（１年毎→最大８年）す

るといった、規制の精緻化を実施しており、他分野の安全規制についても同様の規

制の再設計を検討する。   

 また、金融・決済関連法制においても、例えば、割賦販売法において技術やデー

タを活用した与信審査の手法を許容するなど、与信イノベーションを促進すること

で消費者保護の精緻化を図り、他分野においても同様に規制の精緻化の考え方を進

める。 

 

 

２．フィンテック／金融分野 

 
 
 

現在の銀行、サービス提供者といった業態別の法体系が、新規参入者などに

よる柔軟なサービス提供の障害となっている。決済をはじめとする分野で、早

期に規制体系を再編成する。 
 

 

 

要旨 
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（１）現状 

現在の金融法制は、基本的に銀行、送金サービス提供者といった「業態別」の法

体系となっている。 

特に決済の分野は、近年の支払サービスの多様化の中で、業態別の法体系が新規

事業者の参入等柔軟なサービス提供の障害となっているとの指摘がある（図30）。 

また、我が国の銀行以外の送金サービス提供者の取り扱う金額・件数は、第４次

産業革命の進展に伴い、ともに増加傾向にある（図31）。 

 決済分野に限らず、金融取引の代理・媒介等を行う者は、現在、「業態別」の法

律に応じて分類されている（図32）。これらについても、新規事業者の参入の障害

になるおそれがある。 

 

 

資金決済法 割賦販売法 

利用者資金の保持 
（決済のみに利用可） 

商品の購入等に 

付随する融資 

登録制 免許制 登録制 登録制 

銀行 送金サービス 
［資金移動業者］ 

預金 
（預金を融資に回すことが

可能） 

融資 

決済 
決済 

 ※1回 100万円以下に限る 

銀行法 

サービス 

法律 

法律の構成 

 交通系 ICカードなど 
［前払式支払手段発行者］ 

決済 
※一旦入金すると換金不可 

決済 

クレジットカード 
［包括信用購入あっせん業者］ 

資金決済法 

利用者資金の保持 
（決済のみに利用可） 

図30．現行の金融法制 

左
軸
：
取
扱
金
額
（
単
位
：
百
万
円
） 
図31．送金サービス提供者の取扱い実績推移 

右
軸
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（
単
位
：
件
） 
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（２）対応の方向性 

現在の業態ごとの金融・商取引関連法制を改め、同一の機能・リスクには同一の

ルールを適用する機能別・横断的な法制の実現に向けて取り組む。これにより、新

規事業者の参入と様々なサービス間の競争を通じたイノベーション、金融サービス

の質をめぐる競争を促進する。 

 

（決済分野） 

現行法の業態別の縦割り構造が、事業者のビジネスモデルやサービスの自由な選

択への弊害となっているとの指摘のある「決済」分野について横断化を図る。これ

により、これまでの銀行送金や従来型の比較的高額なクレジットカード決済ととも

に、①プリペイド（前払い）・ポストペイ（後払い）を組み合わせたシームレスな

支払い（注1）や、②銀行業と現行の資金移動業の間に新たな類型を設け、銀行送金

以外でも幅広い金額の送金（注2）を可能とし、新規事業者の参入と様々なサービス

間の競争を通じた、柔軟で利便性の高いキャッシュレスペイメント手段を実現する。

その際、例えば、割賦販売法の与信審査における性能規定の導入など、フィンテッ

ク企業をはじめとした決済事業者の円滑な事業展開を可能とする仕組みを導入する。

これらについては、2020年の通常国会に必要な法案の提出を図る。 

 
（注1）プリペイド・ポストペイを組み合わせたシームレスな支払い 

：少額・低リスクな決済について、従来型の比較的高額な決済の場合とは異なる制度へと見

直すことにより、プリペイド・ポストペイ等を通じたシームレスな支払いサービスの提供

を円滑化する。 

 

（注2）銀行送金以外の幅広い金額の送金  

図32.金融取引規制全般 
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：100万円までの送金が可能な現行の資金移動業に加え、銀行業と現行の資金移動業の間に新

たな類型を設け、銀行業より簡易な規制の下での100万超の送金を可能とする制度の整備を

図る。 

 

（横断的な法制） 

 「決済」、「資金供与」、「資産運用」、「リスク移転」といった各機能に対応

するサービスについて横断的に提供することを可能とする横断的な金融サービス仲

介法制の実現に向けた検討を進める。これにより、スマートフォン等を活用した、

個々の利用者のニーズに即した利便性の高いワンストップのチャネルの提供を可能

とし、利用者が自らニーズにあった金融サービスの選択をより容易とするとともに、

金融サービスの質をめぐる競争の促進を図る。これについては、本年中を目途に基

本的な考え方を取りまとめる。 

 

 

３．モビリティ 

 
 

地方を中心に、交通手段の自動車依存が高い中で、ドライバーの人手不足が

深刻化している。 

モビリティはSociety5.0の内で重要な柱であり、自家用車を用いて提供する

有償での旅客の運送については、利用者の視点に立ち、現在の制度を利用しや

すくするための見直しが必要である。 

タクシー事業者と連携を図ることは、自治体にとって負担の軽減となり、利

用者にとっても安全・安心なサービスが受けられるため、双方にメリットがあ

る。 

このため、タクシー事業者が委託を受ける、あるいは、実施主体に参画する

場合について、手続きを容易化する法制度の整備を図る。この運送は、地域住

民だけでなく、外国人観光客4,000万人時代も見据え、観光客も対象とする。 

また、タクシー事業については、ITの活用も含めて、相乗りの導入は、利用

者が低廉な料金で移動することを可能とする。 

ドローンについても、目視外での飛行の拡大に向けて取り組む。 
 

 

（１）現状 

地方では、年代問わず、交通手段は自動車依存が高い。また、80歳以上では、自

動車依存率が50％を超えている（図33）。さらに、働く高齢者が増加しているとと

もに、買い物や病院・役所等での用事などを目的として外出する高齢者も多い。 

また、運転業務の人手不足が年々深刻化しており、有効求人倍率は全職業平均の

２倍となっている（図34）。タクシーのドライバー確保の観点からも、交通網の維

持が厳しい状況である。タクシー運転者数については、2005年の381,943人をピー

クに減少傾向となっており、2016年には289,373人であり、ピーク時から24％減と

なっている（図35）。 

地域の移動を担う交通手段の一つである、自家用有償旅客運送（図36）をさらに

実施しやすくするための検討が必要である。他方、専任担当者が不在の市町村は８

割であり（図37）、市町村が、配車や安全管理を行うことは大きなハードルとなっ

要旨 
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図36．地域の移動を担う交通手段 

種類 特徴 

バ
ス 

路線バス 
路線やバス停、運行時刻を定めて定時・定路線で運行するバス。通勤・通学、

通院など地域住民の生活に欠かせない公共交通機関。 

コミュニティバス 
路線バスで対応しきれないニーズに応えるため、市町村が主体的に計画し、定

時・定路線で運行するバス。 

デマンドバス 
区域を定めて、利用者の要望に応じて、機動的に最短ルートを運行したり、利

用希望のある地点まで送迎したりするバス。 

タ
ク
シ
ー 

タクシー 
子供からお年寄りまで幅広い利用者の日常生活における多様な移動ニーズに応

える、ドアツードアのきめ細かいサービスを提供する公共交通機関。 

乗合タクシー 

地域の生活交通を維持するため、タクシー事業者が自治体と連携して提供する

乗合の運送サービス。定時・定路線からデマンドまで地域のニーズに応じて多

様な形態で運行。 

自家用有償旅客運送 

必要な安全上の措置をとった上で、市町村やNPO法人等が、自家用車を用いて提

供する運送サービス。安全・安心を確保するための措置として、①安全確保

（２種免許または１種免許＋講習、運行管理の責任者の選任等）、②利用者保

護（対価掲示）が求められる。 

道路運送法の許可・登録

を要しないもの（互助） 

地域の移動手段の確保のため、道路運送法の許可又は登録を要しない助け合い

による運送。（収受することが可能な範囲は、運転者が実際の運送に要するガ

ソリン代、道路通行料、駐車場料金、自発的な謝礼） 

 

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図35．タクシー運転者数の推移 
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年
） 

2016 
2015 
2014 
2013 
2012 
2011 
2010 
2009 
2008 
2007 
2006 
2005 
2004 
2003 
2002 
2001 
2000 
1999 
1998 
1997 
1996 
1995 
1994 
1993 
1992 
1991 
1990 
1989 
1988 

図33．地方（三大都市圏以外）の自動車依存 図34．自動車運転業務の有効求人倍率の推移 

（年） 
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また、タクシーの相乗りの実施は、利用客が低廉な料金で利用可能であり、同時

に、タクシー事業者には生産性向上につながる。国内でも、2018年に東京都におい

て相乗りタクシーの実証実験を実施した。図38の通り、利用客の７割が再度利用し

たいとの回答があった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）対応の方向性 

①自家用有償旅客運送 

（交通事業者が協力する自家用有償旅客運送制度の創設） 

市町村が交通事業者（タクシー事業者等）に運行管理を委託するなどの連携を図

ることは、地域の暮らしの足の確保のために意義がある。 

地方公共団体にとっても、交通事業者のノウハウの活用により負担の軽減となり、

利用客にとっても安全・安心な交通サービスが受けられるため、双方にとってメリ

ットがある。 

このため、交通事業者（タクシー事業者等）が自らのノウハウを通じて自家用有

償旅客運送に協力する、具体的には、交通事業者が委託を受ける、交通事業者が実

施主体に参画する場合の法制を整備する。この場合、事業者が参画する前提のため、

地域における合意形成手続きを容易化する。これにより、安全・安心な輸送サービ

スの提供を促進するとともに、実施主体の負担を軽減する。必要な法案について、

2020年の通常国会に提出を図る。 

 

図38.「相乗りタクシー」が本格的に導入された場合、 

また利用したいと思うか 

図37．人口区分別の地域公共交通専任担当者数の割合 
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（観光ニーズへの対応のための輸送対象の明確化） 

インバウンド誘致は、地域活性化において欠かすことが出来ない重要な観点であ

る。自家用有償旅客運送においても、観光ニーズに対応することが必要である。こ

のため、バス、タクシーと同様、観光客にも対応するため、地域住民だけでなく来

訪者も対象とすることを法律において明確化する。 

 

（交通空白地の明確化） 

現状では、自家用有償旅客運送の対象地域の考え方は様々である。このため、地

方公共団体が、制度導入を検討する際の基準となる考え方を具体化する必要がある。

生活実態を踏まえて、地域における合意形成を容易化するため、既存の導入事例を

調査・分析し、一定の目安を示し、判断の枠組みについてガイドラインを策定する。 

 

（広域的な取組の促進） 

地域公共交通網形成計画（地域公共交通活性化再生法に基づき、都道府県や市町

村が単独又は複数で作成）に自家用有償旅客運送の導入を位置づけた場合は、手続

きを簡素化する。 

 

②タクシーの相乗り導入 

過疎化が進む地域において、大型バスの運行に対して補助金を支払うことは非効

率であり、交通需要にフィットした移動サービスの最適化が必要である。 

また、IT化が進展した時代において、アプリをつかった乗客のマッチングやリア

ルタイムの配車依頼に応じた最適なルート選定、キャッシュレスといったサービス

の導入を進め、ビジネスモデルのデジタルトランスフォーメーションを図るべきで

ある。 

タクシーの相乗りの導入は、利用客にとっては低廉な料金で利用可能であり、同

時に、タクシー事業者にとっては生産性向上につながる。限られた交通機関で可能

な限り多くの人が低廉に移動することを可能とするため、タクシーの相乗りについ

て、地域や要件の限定はかけずに一般的に導入を行う。具体的には、道路運送法上

の通達等の整備を本年度中に図る1。 

 

③Mobility As A Service （MaaS）の実現 

 複数の交通手段や行先での宿泊・サービスの予約などをスマートフォンで一括し

て手配し、キャッシュレスで、無駄な待ち時間なく、スムーズに移動できる便利な

サービス（いわゆるMaaS：Mobility as a Service）が世界的な流れとなっている。

我が国においても、住民のみならず、観光客の潜在需要を掘り起こし、地域交通の

再生に貢献することが期待されている。 

 こうしたサービスを、地域の様々な事業者・自治体が展開しようとする取組を支

援し、様々な好事例を創り出していく。 

 

（３）ドローンの有人地帯での目視外飛行 

①現状 

                            
1  アプリによりマッチング、乗車距離（オンデマンドなルート選定）に応じた割り勘料金（事前確定）とキャ

ッシュレスにより、利用しやすい環境を整備する。 
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ドローンについては、無人地帯での目視外飛行が可能になり、荷物配送を実施す

る事業者も登場したが、地方の配達困難地域での配送、農作物の生育状況の把握、

老朽化するインフラの点検、高齢化が進む市街地の広域巡回警備などを可能とする

ためには、有人地帯での目視外飛行を可能とする必要がある。 

 有人地帯におけるドローンの活用例としては、（a）陸上輸送が困難な地域での

生活物品や医薬品などの配送、（b）散在する農地の作物の生育や害虫・病害の発

生を空からまとめて広域的に確認、（c）人の手で確認しにくい街中の橋、建物や

道を広域的に点検、（d）高齢化が進む地方の市街地などでの広域巡回警備、など

が想定される。 

 

②対応の方向性 

飛行禁止区域を除き、飛行ルートの安全性確保を前提として、有人地帯での目視

外飛行の目標時期を2022年度目途とし、それに向けて、本年度中に制度設計の基本

方針を決定するなど、具体的な工程を示す。 

 

 

４．コーポレート・ガバナンス 

 

 

安倍政権において、コーポレート・ガバナンス改革を進め、東証一部の上場

企業の91％が２名以上の独立社外取締役を選任するなどコーポレート・ガバナ

ンス改革の成果が着実に進展するに至り、国際的にも投資家から高く評価され

ている。 

他方、日本企業の競争力、信頼性を一層グレードアップさせるために、グロ

ーバルスタンダードに沿って、コーポレート・ガバナンスの更なる強化が求め

られている。特に、支配的な親会社が存在する上場子会社のガバナンスについ

ては、投資家から見て、手つかずのまま残されているとの批判があり、日本市

場の信頼性が損なわれる恐れがある。 

このため、新たに指針を策定し、親会社に説明責任を求めるとともに、子会

社側には、支配株主から独立性がある社外取締役の比率を高めるといった対応

を促す。また、東証の基準等についても見直しを図る。 

 

 

（１）現状 

上場企業のうち支配株主2を有する会社（上場子会社）は628社（上場企業の17.2%）

存在する。このうち、親子上場企業は311社（上場企業の8.5%）である。日本の親

子上場企業数とその市場に占める割合は、欧米各国と比較してかなり高い。 

本来、上場子会社のガバナンス体制は、支配株主（親会社）から独立して上場子

会社の一般株主を保護し、独立した意思決定を確保するため、上場企業一般より充

実している必要がある。にもかかわらず、上場子会社における独立社外取締役と独

立社外監査役の人数は、むしろ、上場企業一般に劣後している現状にある（図39）。 

                            
2   現行の東証の上場規程においては、「支配株主」とは、①議決権50%超又は②40%以上＋取締役過半数派遣

あるいは重要な財務及び事業の方針の決定を支配する契約書が存在すること、その他財務及び事業の方針の

決定を支配していることが推測される事実が存在すること、とされている。 

要旨 
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（２）対応の方向性 

 上場子会社のガバナンスについてのルール整備を図り、親会社は事業ポートフォ

リオの再編のための上場子会社の意義について説明責任を果たすとともに、上場子

会社側については、適切なガバナンスの在り方を特段に明確にし、実務への浸透を

図る。 

 

① 実務指針 

 上場子会社のガバナンスの在り方を示し、企業に遵守を促す「グループ・ガバナ

ンス・システムに関する実務指針」を新たに策定する。 

 

（上場子会社側の対応） 

 具体的には、上場子会社の一般株主保護及び独立した意思決定の確保のために

は、独立社外取締役の役割が特に重要であること。 

 上場子会社におけるガバナンスの実効性を確保するためには、支配株主からの

独立性が重要であることから、独立社外取締役の独立性判断基準については、

少なくとも支配株主出身者（10年以内に支配株主に所属していた者）に該当す

るものは選任しないこと。 

 上場子会社の取締役会の独立社外取締役比率を高める（３分の１以上や過半数）

ことを目指すこと。 

 利益相反取引が発生する具体的な局面においては、例えば、独立社外取締役

（又は独立社外監査役）のみ又は過半数を占める委員会において、一般株主の

利益保護の観点から審議・検討することとし、かつ、取締役会においても、そ

の審議結果が尊重される仕組みをつくること。 

 上場子会社において、一般株主の利益を確保するためにどのようなガバナンス

体制を構築しているかについて、投資家等に対して情報開示を行うこと。 

 

（親会社側の対応） 

 親会社は、グループとしての企業価値の最大化の観点から上場子会社として維

持することの合理的理由を示すとともに、支配株主として上場子会社の取締役

の選解任権限について上場子会社のガバナンス体制の実効性を確保できるよう

行使し、その適切性について、情報開示を通じて、投資家等に対して説明責任

を果たすこと。 

図39．上場子会社と上場企業一般における独立社外取締役・監査役の人数の比較 

（※）ここでいう上場子会社は、親子上場企業を指す。 
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②東京証券取引所の対応等 

 「グループ・ガバナンス・システムに関する実務指針」の実効性を高めるため、

同指針の方向性に沿って、東京証券取引所の独立性基準の見直し等、上場子会社等

の支配株主からの独立性を高めるための更なる措置等を講じる。 

 

 

５．スマート公共サービス 

（１）マイナンバーカードを活用した新たな経済政策インフラの構築 

 Society5.0 社会の国民共有の基盤として、個人情報保護を徹底しつつ、マイナ

ンバーカードの利活用を一層深化させる観点から、行政サービスと民間サービスの

共同利用型キャッシュレス決済基盤の構築を目指すこととし、マイナンバーカード

の本人確認機能を活用したクラウドサービスを発展的に利活用する。 

 具体的には、厳格な本人確認を行った利用者IDを格納するマイキープラットフォ

ームと自治体ポイント管理クラウドを官民で活用する。民間の活力を最大限活用

し、住民が自治体ポイントをクレジットカード等で購入できるようにするほか、将

来的には、民間の各種ポイントとの交換も検討する。こうした取組により、例え

ば、地域における移動支援や買い物支援、介護サポートなどに自治体ポイントを使

うことを可能とするとともに、地域商店街の活性化にも資する政策展開を図る。 

 併せて、国や地方公共団体が実施する子育て支援金等各種の現金給付をポイント

で行うことも視野に入れ、関係府省や地方公共団体と検討を進め、真に必要な国民

に対して、きめ細かい対応を可能にするとともに、不正受給の防止、事務コストの

削減など、効果的な政策遂行にもつなげることを目指す。 

 消費税率引き上げの際の消費平準化対策として、マイナンバーカードを活用した

自治体ポイントの発行準備を進めた上で、上記のような視点に立ち、対策実施後の

将来的な拡張性や互換性も担保したナショナルシステムとしての基盤を目指し、官

民でのタスクフォースを立ち上げる等、対策の進捗を踏まえて、具体的なあり方に

ついて検討を行う。 

 

（２）個人・法人による手続の自動化 

予防接種や児童手当等、妊娠から就学前までの子育て関連手続きをボタン一つで

申請できるサービスにつき、来年度から一部の地方公共団体において開始し、2023

年度からの全国展開を目指す。併せて、年末調整手続に関して、来年度から、マイ

ナポータルを活用したデータ連携により、必要書類の一括取得、各種申告書への入

力・添付の自動化を開始する。 

 

 

６．次世代インフラ 

（１）インフラ維持管理業務の高度化・効率化 

点検・維持補修等のデータを一元管理して地方公共団体のインフラ維持管理業務

を高度化・効率化するICTデータベースの全国導入を加速する。併せて、橋梁点検

等の現場でドローン等の新技術の実装を加速する。これらの取組に併せて、５年間

に限定して、地方公共団体が行う取組に、地方財政措置を講じる。加えて、BIM

（Building Information Modeling）を、国・地方公共団体が発注する建築工事で率

先して利用し、民間工事へ横展開させる。 
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（２）PPP/PFI手法の導入加速 

内閣府は、国内での取組が具体化しつつある医療・健康、介護、再犯防止の３分

野を成果連動型民間委託契約方式の普及を進める重点分野として、2022年度までの

具体的なアクションプランを本年度中に策定する。関係府省は、アクションプラン

に基づき重点３分野で成果連動型民間委託契約方式の普及を促進する。その成果は

さらに重点３分野以外へ横展開させる。 

 

 

７．脱炭素社会の実現を目指して 

（１）パリ協定に基づく長期戦略の策定及びSDGsとESG投資の推進 

環境問題への対応に積極的な企業に世界中から資金が集まり、次なる成長と更な

る対策が可能となる環境と成長の好循環とも呼ぶべき変化が世界規模で進んでいる。

「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略（令和元年六月〇日地球温暖化対策

本部決定or閣議決定）」に基づき、最終到達点としての脱炭素社会を掲げ、それを

野心的に今世紀後半のできるだけ早期に実現することを目指すとともに、2050年ま

での温室効果ガス80％削減に大胆に取り組み、世界全体の取組と非連続なイノベー

ションが不可欠であることを踏まえてビジネス主導の環境と成長の好循環を実現し

ていくため、以下の取組を行う。 

 

① 野心的な目標を掲げ、官民を挙げてエネルギー・環境分野の革新的なイノベー

ションを加速化するべく、本年中に、革新的環境イノベーション戦略を策定す

る。戦略には、水素製造コストを2050年までに現在の10分の１以下に抑えるこ

とや、人工光合成など二酸化炭素の有効利用を図るCCU技術の商用化に向けた

具体的なロードマップ等を盛り込む。 

 

② さらに本年秋には20か国のトップ研究機関のリーダーを日本に招いた国際会合

RD20（Research and Development 20 for Clean Energy Technologies）を行

う。本会合は継続的な開催を目指し、革新的なイノベーションに向けた国際協

力を日本がリードする。 

 

③ 世界で膨らむESG資金をイノベーションに繋げるべく、従来型の規制でなく情

報開示・見える化を進めることでグリーンファイナンスを活性化する。具体的

には、事業会社と金融機関等の対話の場として本年５月に立ち上げたTCFD

（Task Force on Climate-related Financial Disclosures）コンソーシアム

において、昨年末に策定した政府初の事業会社向けのTCFDガイダンスを改訂す

るとともに、金融機関向けにグリーン投資に関するガイダンスを策定する。ま

た、本年秋に、世界の先進的な事業会社、金融機関等が一堂に会するTCFDサミ

ットを開催する。これらを通じて、企業等の経営戦略へのSDGsの組込みを推進

するとともに、SDGs経営に先進的に取り組む企業の視座やメッセージをまとめ

た指針を策定して国内外に発信していく。 

 

④ ビジネス環境整備と市場の創出を通じてイノベーションの成果を世界に普及さ

せるべく、日本が主導して、ASEANにおいて各国が官民で協働していく枠組の

立ち上げを目指す。 
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（２）再生可能エネルギーの大量導入と脱炭素化の実現 

 再生可能エネルギーの主力電源化に向けて、最大限の導入に全力をあげていく。

その際、国民負担を抑制しつつ、最大限の導入を進めるため、コスト低減を進める

とともに、系統制約の克服、そのための電力ネットワークの改革を実施する。 

 このため、脱炭素化の実現に向け、地域間連系線の増強を含め、再生可能エネル

ギーの導入を後押しするような形での電力ネットワークの強靭化や、必要な供給

力・調整力の整備を含めた電力投資の確保に向けた仕組みを整える。また、再生可

能エネルギー拡大のボトルネックとなっている調整力を補う意味で、蓄電池、水素

など蓄エネ技術の高性能化、低コスト化を図るとともに、デジタル技術を活用した

高度なエネルギーマネジメントを普及させ、電力ネットワークの次世代化も進めて

いく。 

 原子力については、いかなる事情よりも安全性を最優先し、原子力規制委員会に

よって世界で最も厳しい水準の規制基準に適合すると認められた場合には、立地自

治体等関係者の理解と協力を得つつ、原発の再稼働を進める。更なる安全性の向上

や円滑な廃炉に対応するための技術・人材の維持に向けた取組を進める。 

 2018年に創設された非化石価値取引市場についても、FIT終了後を見据えて、育

成・活性化し、市場メカニズムを活用した非化石エネルギーの拡大につなげていく。

欧州でも急速なコストダウンが進む洋上風力発電については、その導入拡大に資す

る海域利用のルールの適用を図る。地熱発電などの低廉かつ安定的な電源や、バイ

オマスなど地域ごとの特色のある再生可能エネルギーを、地域と共生する形で導入

を進め、競争力のある再生可能エネルギーを地産地消することなど分散型地域エネ

ルギーシステムの社会実装を通じて、地域の活性化やレジリエンス強化につなげて

いく。  
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第３章 全世代型社会保障への改革 

 
 

全世代型社会保障への改革は安倍内閣の最大のチャレンジである。 

第一に、65 歳以上への継続雇用年齢の引上げについては、70 歳までの就業機

会の確保を図り、高齢者の希望・特性に応じて、多様な選択肢を許容する。 

 中途採用・経験者採用拡大及び新卒一括採用見直しを進め、併せて、企業に

よる評価・報酬制度の見直しを図る。加えて、政府としては、大企業に対し、

中途採用・経験者採用比率の情報公開を求めるといった対応を図る。 

 第二に、病気予防や介護予防についての、保険者のインセンティブ強化であ

る。これまで公的保険は、病気になった方に対する治療費、要介護になった方

への介護サービス費を中心に、支出を行ってきた。他方、人生100年時代を迎え

て、病気予防や介護予防の役割が増加しており、予防には、健康寿命の延伸、

個人のQOLの向上、高齢者の活躍促進といった、多面的な意義がある。 

このため、個人の努力に加えて、地方公共団体や健康保険組合といった保険

者の予防への取組が重要である。具体的には、病気の予防について、国民健康

保険における「保険者努力支援制度」の抜本的強化と配分のメリハリの強化な

どである。この際、民間サービスの活用も大切である。これにより、健診等の

受診率の向上や生活習慣病の重症化予防を図る。介護の予防については、「介

護インセンティブ交付金」の抜本的強化などを図る。高齢者の通いの場の整備

や高齢者の就労促進を図る。 

 

１．70歳までの就業機会確保 

（１）現状 

2050年に日本の人口は約１億人まで減少する見込みである。他方、高齢者の体

力・運動能力は、この10年強で５歳若返っている（図40）。また、歩行速度につい

ては、10年で10歳若返っている（図41）。このため、健康状態だけで見ると、高齢

者の就業率は、現在より大幅に高い水準になる余地があるとの分析がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このような中、60歳以上の方で、70歳以降まで働くことを希望している高齢者は

８割にのぼる。他方、高齢者の希望する就労形態は、男性でも４割弱、女性は７割

がパートタイムを希望している（図42）など、多様な働き方のニーズが存在してい

る。なお、60～64歳は、就業率と就労の意向のそれぞれの指標を確認するとほぼ差

がないが、65歳以上は著しい差がある（図43）。 

要旨 

図40．高齢者の体力・運動能力の推移 

（
年
度
） 

2015 
2014 
2013 
2012 
2011 
2010 
2009 
2008 
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2006 
2005 
2004 
2003 
2002 
2001 
2000 
1999 
1998  

図41. 高齢者の通常歩行速度の変化 
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（２）対応の方向性 

①70歳までの就業機会確保 

（多様な選択肢の許容） 

人生100年時代を迎え、働く意欲がある高齢者がその能力を十分に発揮できるよ

う、高齢者の活躍の場を整備することが必要である。 

高齢者の雇用・就業機会を確保していくには、70歳までの就業機会の確保を図り

つつ、65歳までと異なり、それぞれの高齢者の特性に応じた活躍のため、とりうる

選択肢を広げる必要がある。 

このため、65歳から70歳までの就業機会確保については、多様な選択肢を法制度

上許容し、当該企業としては、そのうちどのような選択肢を用意するか、労使で話

し合う仕組み、また、当該個人にどの選択肢を適用するか、企業が当該個人と相談

し、選択ができるような仕組みを検討する。 

法制度上許容する選択肢のイメージは、 

（a） 定年廃止 

（b） 70歳までの定年延長 

（c） 継続雇用制度導入（現行65歳までの制度と同様、子会社・関連会社での継

続雇用を含む） 

（d） 他の企業（子会社・関連会社以外の企業）への再就職の実現 

（e） 個人とのフリーランス契約への資金提供 

（f） 個人の起業支援 

（g） 個人の社会貢献活動参加への資金提供 

 が想定しうる。 

企業は（a）から（g）の中から当該企業で採用するものを労使で話し合う。それ

ぞれの選択肢についての企業の関与の具体的な在り方について、今後検討する。 

（注） 「あなたは、60歳以降も収入を伴う仕事をする場合、どのような形態での就労を希望しますか。」に対する回答 

 

図42．高齢者（60～64歳）希望する就労形態 

図43．60歳以降の就業率と就労の意向 
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（第一段階の法制整備） 

 70歳までの就業機会の確保を円滑に進めるためには、法制についても、二段階に

分けて、まず、第一段階の法制の整備を図ることが適切である。 

 第一段階の法制については、法制度上、上記の（a）～（g）といった選択肢を明

示した上で、70歳までの就業機会確保の努力規定とする。また、必要があると認め

る場合は、厚生労働大臣が、事業主に対して、個社労使で計画を策定するよう求め、

計画策定については履行確保を求める。 

 

（第二段階の法制整備） 

 第一段階の実態の進捗を踏まえて、第二段階として、現行法のような企業名公表

による担保（いわゆる義務化）のための法改正を検討する。この際は、かつての立

法例のように、健康状態が良くない、出勤率が低いなどで労使が合意した場合につ

いて、適用除外規定を設けることについて検討する。 

 

（提出時期及び留意点） 

 混乱が生じないよう、65歳（現在63歳。2025年に施行完了予定）までの現行法制

度は、改正を検討しないこととする。 

 手続き的には、労働政策審議会における審議を経て、2020年の通常国会において、

第一段階の法案提出を図る。 

  

（年金制度との関係） 

 70歳までの就業機会の確保に伴い、年金支給開始年齢の引上げは行わない。他方、

年金受給開始の時期を自分で選択できる範囲（現在は70歳まで選択可）は拡大する。 

加えて、在職老齢年金制度について、社会保障審議会での議論を経て、制度の見直

しを行う。 

このような取組を通じ、就労を阻害するあらゆる壁を撤廃し、働く意欲を削がな

い仕組みへと転換する。 

 

（諸環境の整備） 

 高齢者のモチベーションや納得性に配慮した、能力及び成果を重視する評価・報

酬体系構築の支援、地方公共団体を中心とした就労促進の取組、キャリア形成支

援・リカレント教育の推進、高齢者の安全・健康の確保など、高齢者が能力を発揮

し、安心して活躍するための環境を整備する。 

 また、女性会員の拡充を含めたシルバー人材センターの機能強化など、中高年齢

層の女性の就労支援を進める。 

 

 

２．中途採用・経験者採用の促進 

（１）現状 

従業員規模が大きい5,000人以上の企業では新卒採用比率が高く、春期一括採用

を基軸とした採用を実施しており、中途採用・経験者採用比率は低い状況にある

（図44）。 
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（２）対応の方向性 

人生100年時代を踏まえ、働く意欲がある労働者がその能力を十分に発揮できる

よう、雇用制度改革を進めることが必要である。特に大企業に伝統的に残る新卒一

括採用中心の採用制度の見直しを図ると同時に、通年採用による中途採用・経験者

採用の拡大を図る必要がある。 

このため、企業側においては、採用制度及び評価・報酬制度の見直しに取り組む 

必要がある。政府としては、個々の大企業に対し、中途採用・経験者採用比率の情

報公開を求めるといった対応を図る。 

 

 

３．疾病・介護の予防 

（１）現状 

国民の感じる「悩みや不安」については、半数以上が「自分の健康」としており、

「老後の生活設計」の不安に比して、近年、その割合が上昇している。 

医科診療費は合計で30兆1,853億円となっており、その３分の１以上が生活習慣

病関連である（図45）が、この中には予防で防げるものも含まれている。 

他方、公的医療保険における予防事業（「保健事業費」）の割合は、市町村国保

で0.8％（0.1兆円）であり（図46）、介護保険における予防事業（「介護予防・生

活支援サービス事業費」等）は、全体の1.1％（0.1兆円）である（図47）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図44．新卒・中途採用の比率 

 社数 新卒採用比率（2018年卒） 中途採用比率（2017年度） 
全体 4,055 34.7% 65.3% 

規
模
別 

5~299人 2,084 23.3% 76.7% 
300~999人 1,071 58.5% 41.5% 

1,000~4,999人 710 59.6% 40.4% 
5,000人以上 190 62.6% 37.4% 

 

図45．医科診療費の内訳 
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（糖尿病の重症化予防、特定保健指導） 

糖尿病患者の年間医療費は、重症化が進むにしたがって急増しており、早期介入

を通じた重症化予防が効果的である。広島県呉市においては、地元のベンチャー企

業がレセプトデータ等から国民健康保険加入者の健康状態を推定し、糖尿病性腎症

の重症化リスクの高い患者に対し、保健指導の介入を実施している。これにより、

６年間で新規透析導入患者を６割減少させることに成功している。 

地域別に比較すると、糖尿病性腎症の重症化予防に関する市町村国保の取組状況

には差がある（図48）。 

また、保険者の特定保健指導3の実施率は改善傾向にあるが、依然として目標を下

回る（図49）。 

 

                            
3 40歳～74歳を対象とする特定健診を受診し、生活習慣病の発症リスクが高いと判断された方に、保健師等が

生活習慣の改善を支援する制度。 

（注）2017年度決算 

図46．公的医療保険における予防事業 

             （市町村国保） 

 

図47．介護保険における予防事業 

（注）2016年度決算 

（注） 1716市町村の実績。 

  都道府県別に取組比率の高い順に第一（12都道府県）、第二

（12都道府県）、第三（12都道府県）、第四（11都道府県）。

最上位は100％、最下位は21.1％。 

 

図48．糖尿病の重症化予防に取り組んでいる保険者

 の割合 

（注） 市町村国保は、自営業者、農林水産業の従事者、無職者、

退職者など、その他の保険制度に属さない人が加入する公

的医療保険。 

 協会けんぽは、主に中小企業の従業員やその家族が加入す

る公的医療保険。 

 企業健保組合は、主に大企業の従業員やその家族が加入す

る公的医療保険。 

図49．保険者による特定保健指導の実施率 
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（ヘルスケア・ポイントの付与） 

個人の行動変容を促す、保険者による個人の加入者向けのヘルスケア・ポイント

（注）の付与等の実施は半分程度にとどまる。これについて、ベストプラクティス

の横展開に意義がある。 

 
（注） ヘルスケア・ポイント事業とは、保険者が加入者に対して、健診受診、歩行、運動、健康イ

 ベントへの参加等の健康増進活動を行った場合にポイントを付与し、当該ポイントを電子マ

 ネーや地域商品券などに交換することを認める予防健康事業である。 

 

（歯科健診、がん検診） 

重症の歯周病を放置すると、糖尿病が発症する可能性があるとの指摘がある。歯

科健診を受診する割合は増加傾向であるが、依然として半分にとどまっている。 

がん検診についても、受診率は増加傾向だが、依然として４割～５割程度にとど

まっている。歯科健診、がん検診の双方について、受診率を高めることが必要であ

る。 

 

（介護予防） 

 介護予防については、サロン（通いの場）に参加した高齢者は、①要介護認定率

が半減、②認知症発症リスクが３割減との調査結果がある（図50）。また、三重県

では、介護現場において高齢者を介護助手として採用し、周辺業務を担ってもらう

取組を推進している。介護予防の観点から、ベストプラクティスの横展開に意義が

ある。 
 

 

（注）三重県における高齢者の介護助手としての採用例 
 

 介護予防の観点から、全国で初めて高齢者を介護助手として採用。 

 介護助手の業務も難易度別に３つの等級を設け、経験や資格、職場研修等を通じてステップ

アップできる仕組みとなっている。 

 採用効果として、①高齢者の社会参加による介護予防、②介護職員の残業時間削減、③介護

助手1人で、介護職員1人が平均190分/日、直接介護に関わる時間が増加、④認知症利用者の

個別対応が可能になった、等が挙げられている 
 

 

図50．サロン（通いの場）参加による介護・認知症予防の効果 
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（２）対応の方向性 

人生100年時代の安心の基盤は「健康」である。医療・介護については、全世代

型社会保障の構築に向けた改革を進めていくことが必要である。 

予防・健康づくりには、①個人の健康を改善することで、個人のQOLを向上し、

将来不安を解消する、②健康寿命を延ばし、健康に働く方を増やすことで、社会保

障の「担い手」を増やす、③高齢者が重要な地域社会の基盤を支え、健康格差の拡

大を防止する、といった多面的な意義が存在している。これらに加え、生活習慣の

改善・早期予防や介護・認知症の予防を通じて、生活習慣病関連の医療需要や伸び

ゆく介護需要への効果が得られることも期待される。こうしたことにより、社会保

障制度の持続可能性にもつながり得るという側面もある。 

予防・健康づくりは、健康に無関心な層を含め、全ての世代や地域の住民を対象

に進めることが必要であり、このためには、個人の努力に加えて、個人を支える企

業、保険者、地方公共団体等の役割が重要である。近年、働き方の多様化や、単身

世帯の増加等による家族構成の変化が進んでおり、特に、地域や職域における保険

者の予防健康事業が重要である。 

予防・健康づくりは、①病気や要介護になることを防ぐ１次予防・健康増進、②

病気になった後の早期治療や重症化予防等の２次予防といった段階があり、その特

性や効果に応じた取組を促進する。 

 

①疾病予防の促進について 

疾病予防は、地域や職域の保険者の役割が重要であり、保険者の予防・健康イン

センティブの強化を図る。 

 

（保険者努力支援制度（国民健康保険）） 

保険者努力支援制度は、保険者（都道府県と市町村）の予防・健康づくり等への

取組状況について評価を加え、保険者に交付金を交付する仕組みである。 

先進自治体のモデルの横展開を進めるために保険者の予防・健康インセンティブ

を高めることが必要であり、公的保険制度における疾病予防の位置づけを高めるた

め、保険者努力支援制度の抜本的な強化を図る。同時に、疾病予防に資する取組を

評価し、（a）生活習慣病の重症化予防や個人へのインセンティブ付与、歯科健診

やがん検診等の受診率の向上等については、配点割合を高める、（b）予防・健康

づくりの成果に応じて配点割合を高め、優れた民間サービス等の導入を促進する、

といった形で配分基準のメリハリを強化する。 

 

（後期高齢者支援金の加減算制度（企業健保組合）） 

後期高齢者支援金の加減算制度は、企業健保組合など現役世代の医療保険が後期

高齢者医療制度に対して負担・拠出する後期高齢者支援金について、当該企業健保

組合の予防・健康づくり等への取組状況について評価を加え、加算（ペナルティ）

又は減算（インセンティブ）を行う仕組みである。 

後期高齢者支援金の加減算の幅を2017年度の0.23％から2020年度に両側に最大

10％まで引き上げることで、保険者（企業健保組合）の予防・健康インセンティブ

を強化する。 
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②介護予防の促進について 

介護予防も、保険者（市町村）や当該地域の都道府県の役割が重要であり、保険

者と都道府県の予防・健康インセンティブの強化を図る。 

 

（介護インセンティブ交付金（保険者機能強化推進交付金）） 

介護インセンティブ交付金は、保険者や都道府県の介護予防等への取組状況につ

いて評価を加え、保険者や都道府県に交付金を交付する仕組みである。 

先進自治体の介護予防モデルの横展開を進めるために保険者と都道府県のインセ

ンティブを高めることが必要であり、公的保険制度における介護予防の位置づけを

高めるため、介護インセンティブ交付金の抜本的な強化を図る。同時に、介護予防

等に資する取組を評価し、（a）介護予防について、運動など高齢者の心身の活性

化につながる民間サービスも活用し、地域の高齢者が集まり交流する通いの場の拡

大・充実、ポイントの活用といった点について、（b）高齢者就労・活躍促進につ

いて、 高齢者の介護助手への参加人数、ボランティアや介護助手へのポイント付与

といった点について、交付金の配分基準のメリハリを強化する。 

 

③エビデンスに基づく政策の促進 

 上記①や②の改革を進め、疾病・介護予防に資する取組を促進するにあたっては、

エビデンスに基づく評価を取組に反映していくことが重要である。このため、デー

タ等を活用した予防・健康づくりの健康増進効果等を確認するため、エビデンスを

確認・蓄積するための実証事業を行う。 

 その際、統計学的な正確性を確保するため、国が実証事業の対象分野・実証手法

等の基本的な方向性を定めるとともに、その結果を踏まえ、保険者等に対して適切

な予防健康事業の実施を促進する。 

 

④ナッジ理論の活用による個人の行動変容促進 

 健診等の結果や案内の通知が個人の行動変容につながり、受診率向上が図られる

よう、ナッジ理論も活用しつつ、健診データを分かりやすく本人へ提供するため、

全体・平均値との比較や将来予測等の情報の充実を図る。 

 

⑤民間予防・健康サービスの促進について 

総合的な社会保障改革を進める中で、予防健康事業においてウェアラブル機器や

データ等を活用した優れた民間サービスの活用を進め、（a）個人の健康改善、

（ｂ）担い手の増加、（c）成長産業の育成、等に伴う経済社会の活性化を同時に

実現する３方良しの明るい改革を進める。 

 

（企業の健康経営・健康投資の促進） 

企業健保組合の予防・健康づくりの取組を見える化する健康スコアリングレポー

トにより、企業健保組合と企業との協力を促進する。企業の健康投資額の見える化

により、企業の健康経営が資本市場から適切に評価されるようにする。 

 

（ヘルスケアサービスの品質向上） 

ヘルスケアサービスの品質向上に向けたガイドラインを策定する。また、ヘルス

ケアデータの標準化を進める。  
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第４章 人口減少下での地方施策の強化 

１．地域のインフラ維持と競争政策 

 
 

 地域銀行及び乗合バス等の事業者は、地域における基盤的サービスを提供

し、破綻すれば地域に甚大な影響を与える可能性が高い「地域基盤企業」とも

言える存在であり、その維持は国民的課題である。 

他方、これら２分野の事業者は、現在、少子化、人口減少の中で、地域にお

いて、その経営が急速に悪化しており、インフラ機能維持のため、その経営力

強化が喫緊の課題である中、その選択肢として、経営統合や共同経営の実施が

見込まれる。 

 このため、こうした地域基盤企業に限定して、経営統合等に関して、特例的

な措置を講ずることにより、地域社会のコミュニティの維持を図るべきであ

る。その際、経営統合等から生じる消費者・利用者への弊害を防止し、経営統

合等の果実を地域のインフラ維持や経済発展に活用するなどにより、独占禁止

法の究極的な目的である「一般消費者の利益」の確保を達成することが不可欠

であり、公正取引委員会及び主務官庁のいずれの知見も最大限生かされるよ

う、両者の緊密な連携を前提とするものとする。 

 第一に、乗合バスは地域の足であり、高齢者の住民のためにも、その維持が

必要である。地方の不安な現状を訴える声は多い。乗合バス等の事業者につい

て、共同経営等を認め、街の中心部における頻度の高い便数の適正化を図れれ

ば、その収入を調整することにより、低需要の路線を維持することが可能とな

る。これは、地域住民の利便性向上につながる。地域において、関係者による

協議会を設置することを前提にした、新たなスキームを実現する。 

 第二に、地域銀行は、それぞれの地域において、７割から８割の企業のメイ

ンバンクとして、地域経済を支えている。業績が悪化すれば、貸出金が減少す

るなど、悪影響が預金者や借り手に及び、地域における円滑な金融仲介に支障

を及ぼすおそれがある。早期に地域銀行の事業の改善を図るため、経営統合に

より生じる余力に応じて、地方におけるサービス維持への取組を行うことを前

提に、シェアが高くなっても特例的に経営統合が認められるようにする。 

これらの目的のため、特例法を設けることとする。 

 

（１）現状 

①乗合バス 

公共交通が減少し、自家用車依存の生活を強いられることへの不安が特に地方で

顕著になっている（図51）。また、高齢者の免許返納が進む中で、乗合バスを維持

する必要性は増加している。特に、地方部においては、年齢が高くなるにつれて、

乗合バスを利用する比率が顕著に上昇している（図52）。 

他方、乗合バス（一般乗合旅客自動車運送事業）の事業者の３分の２が赤字とな

っているが、特に、地方における一般乗合バス事業者の収支の悪化が顕著になって

いる（図53）。 

要旨 
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図54．地域銀行のメインバンクとしての役割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②地域銀行 

地方銀行・第二地方銀行は、特に地方においては、７割から８割の企業のメイン

バンクとして、地域経済を支えている（図54）。しかし、地域銀行（地方銀行、第

二地方銀行、埼玉りそな銀行）の貸出利鞘（貸出金利回りー資金調達利回り）は低

下し続けており（図55）、経営が悪化している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図51．現居住地の将来的な不安（居住地別） 

図53．乗合バス事業者の収支状況（2017年度） 図52．地方部の移動手段における鉄道・乗合バス 

   の利用割合 （％） 
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他方、銀行はシステム費用等の多額の固定費が発生するため、規模の経済性（ス

ケールメリット）が働きやすい。すなわち、貸出の規模が２倍になっても、システ

ム費用が２倍かかる訳ではない（図56）。このため、経営統合による経費削減余地

が大きく、経営統合は、銀行の持続可能性にプラスの効果があると推測される。 

 

（２）対応の方向性 

①乗合バス（及び乗合バスと競合する地域交通機関） 

街の中心部等においては、複数の乗合バス事業者あるいは乗合バス事業者と競合

する地域交通機関の間で、過剰に頻度の高い運行が行われている。 

これらの事業者間で共同経営等を認めることで、頻度の高い運行について便数の

適正化を図りつつ、運賃プールなどにより収入の調整を行い、低需要地区の路線を

維持することが出来れば、広範囲の住民全体の利便性が確保され、ひいては競争政

策の最終目的である一般消費者の利益確保が図られる。 

乗合バス等については、従来より、地域公共交通活性化再生法に基づき協議会が

設置され、地域公共交通網形成計画の策定と実施が行われてきた。しかしながら、

同協議会の下であっても、具体的な運賃・料金、運行回数、路線等を事業者間で協

議することは独占禁止法に抵触するおそれがあるとされ、計画の策定・実施に障害

があるとの指摘もあった。このため、こうした協議会等の枠組みに基づく、乗合バ

ス事業者の路線、運行間隔、運賃等についての共同経営等の独占禁止法の適用除外

を図り、事業者や地域にとって明確な枠組みを整備する必要がある。具体的には、

（a）中心市街地を運行するバス事業者等の路線、運行間隔、運賃等について共同

経営等を認めることにより、その収入をプールすることで低需要の山間部等の路線

を維持すること、（b）このため、低需要地区の路線のサービス維持を共同経営等

の認可の条件とし、認可後に条件が満たされない場合、共同経営等の認可取消し等

を可能とすること、（c）関係事業者側にとって、これらのルールの予見可能性が

確保されていること、が必要である。 

この際、事業者間で、連携した取組を行うことによって、基盤的な運行サービス

提供がネットワークとして確保されることが可能となる地域を対象とした地域公共

交通活性化再生法に基づく協議会が設置されることを前提にする。 

図55．地域銀行の貸出利鞘の減少 

（注）図は、地方銀行・第二地方銀行・埼玉りそな銀行 

   についてのもの 

    

（注）図は、地方銀行・第二地方銀行・埼玉りそな銀行 

   についてのもの 

    

図56. 地域銀行の営業経費と貸出残高 
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その上で、対象とすべき区域、地域全体の利便性維持・向上の計画、確保すべき

サービス内容の目標を複数の事業者間で設定する。 

計画の対象とする区域は、事業者間で便数の適正化等を図る区域のみならず、そ

れにより運行が確保される山間部等の不採算路線を含んだネットワーク全体の区域

とし、共同経営等の認可要件としては、周辺部の不採算路線を含むネットワーク域

内全体でみて、事業収支が赤字で、共同経営等を行わない場合、周辺部の運行サー

ビス提供が困難になると予測される場合などとする。 

 

②地域銀行 

地域銀行は、地域において重要な役割を担っており、人口減少社会においても、

そのサービスを適切な形で維持する必要がある。 

地域銀行の業績悪化の状態が今後継続すれば、貸出金が減少するなど、悪影響が

広範な預金者や債務者（借り手）に及ぶ。特に、地域金融においては、金融機関が

債務者との信頼関係を構築し、これを基礎に与信判断や経営支援を行っているため、

十分な金融仲介機能が発揮できなくなるおそれがある。 

このため、業績悪化により当該銀行が業務改善を求められており、この状態が継

続すれば、当該地域における円滑な金融仲介に支障を及ぼすおそれがある場合に限

定して、早期の業務改善のために、マーケットシェアが高くなっても、特例的に経

営統合が認められるようにする。 

すなわち、 

（a）経営統合を行おうとする金融機関が金融庁に対して、特例法に基づく独占禁

止法適用除外の申請を行う。申請があった場合、金融庁は、特例法の以下の要

件に該当するかについて確認し、その要件該当性について公正取引委員会に協

議を行う（申請が行われない場合は、通常の独占禁止法に基づき、審査が行われる）。 

（b）申請案件が以下のⅰ）～ⅳ）について主に金融庁、ⅴ）について主に公正取

引委員会が審査を行い、いずれの要件も満たされる場合には、適用除外の認可

を行う。 

ⅰ）人口減少等により、地域において中小企業等の顧客向け貸出・手数料事業に

対する持続的な需要の減少が見込まれる状況にあり、その結果、地銀が将来

にわたって当該地域における当該事業の提供を持続的に行うことが困難とな

るおそれのある地域であること。 

ⅱ）申請者の地銀が継続的に、当該事業からの収益で、当該事業のネットワーク

を持続するための経費等をまかなえないこと。 

ⅲ）経営統合により相当の経営改善や機能維持が認められること。 

ⅳ）上記ⅲ）の結果生じる余力に応じた地域経済への貢献が見込まれること。 

ⅴ）経営統合が（競争を減らしても）利用者（一般消費者）の利益に資すること。 

（c） 金融庁は、ⅰ）～ⅳ）の要件を満たす場合には、公正取引委員会に協議を行

 い、ⅴ）の要件該当性を含めた公正取引委員会の意見を尊重する。 

（d） 認可後に、上記ⅰ）～ⅴ）の要件に適合するものでなくなったと認められる

 ときは、金融庁は地銀に対して是正を命じる。また、公正取引委員会は、金

 融庁に対して措置を講ずることを求めることができる。 

 

③特例法の対象範囲の限定 

特例法の対象範囲については、地域における基盤的サービスの提供を担っており、
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経営統合や共同経営による経営力強化の効果が大きいことが見込まれ、かつ主務官

庁が経営統合や共同経営を実施した後の行動を監視・監督できる分野に限定するこ

とが必要であり、当面、上記２分野に限定する。本施策については、10年間の時限

措置とする。 

また、2020年の通常国会に特例法の法案提出を図る。 

 

④その他 

金融分野については、利用者の利便や地域経済の維持・発展を図る観点から、新

たなテクノロジーを活用した異業種を含む新規参入を促進するための規制改革等の

他の政策手段についても併せて検討する。 

 今後、県域を越えた地域金融の金融行政の在り方については、将来的に、独占禁

止法との関係も含めて、検討を行うこととする。 

 

 

２．地方への人材供給 

 日本全体の生産性を向上させるためにも、地域的にも業種的にもオールジャパン

での職業の選択がより柔軟になることが必要である。 

 特に、疲弊が進む地方には、経営水準を高度化する専門・管理人材を確保する意

義は大きい。一方、人生100年時代を迎える中で、大都市圏の人材を中心に、転職

や兼業・副業の場、定年後の活躍の場を求める動きは今後さらに活発化していく。

これら２つのニーズは相互補完の関係にあり、これらを戦略的にマッチングしてい

くことが、今後の人材活躍や生産性向上の最重点課題の１つである。 

 しかしながら、地方の中小・小規模事業者は、往々にしてどのような人材が不足

しているか、どのような機能を果たして貰うべきかが明確化できておらず、適切な

求人ができないか、獲得した人材を適切に処遇できていないのが現状である。 

 また、結果として地方での人材市場が未成熟なため、人材紹介事業者も、地方で

の事業展開は消極的で、地方への人材流動は限定的である。 

こうした現状に鑑み、①受け手である地域企業の経営戦略や人材要件の明確化を

支援する機能の強化（地域金融機関の関与の促進等）、②大都市圏の人材とのマッ

チング機能の抜本的強化、③大都市圏から地方への人材供給の促進を促す仕組みを

構築し、大都市圏から地方への専門・管理人材の流れを一気に加速させていくこと、

に重点的、集中的に取り組む。 

 

 

３．人口急減地域の活性化 

 人口急減地域においては、農林水産業、商工業等の地域産業の担い手不足が深刻

化し、地域社会・経済の維持に困難が生じていることから、地域づくりを行う人材

の確保とその活躍の推進を図る。 

 

 

４．国家戦略特区 

 健全な競争環境を作る観点から、国家戦略特区制度を基礎に、AIやビッグデータ

などを活用し、世界に先駆けて、未来の生活を先行実現する「丸ごと未来都市」を

目指す「スーパーシティ」構想の実現に向け、住民等の合意を踏まえ域内独自で複
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数の規制改革を同時かつ一体的に進めることのできる法制度の早期実現を図るとと

もに、Society5.0に向けた技術的基盤を早急に整備する。 

 加えて、近未来技術の実証実験の迅速化・円滑化を図るため、地域限定型の規制

のサンドボックス制度の創設に取り組む。 
 

 

５．中小企業・小規模事業者の生産性向上 

 ローカルのグローバル化を進めるなどにより、中小企業・小規模事業者の生産性

を高め、付加価値を増加させ、従業員や家族の消費を支え、地域経済にも貢献する

という好循環を促すことが、我が国全体の成長に不可欠である。 

 

①デジタル実装支援 

  デジタル化による生産性向上の取組が普遍的に広がるよう、ものづくり補助金やＩＴ導入

補助金等による支援を引き続き推進するとともに、創業時等におけるクラウド会計をはじ

めとするデジタル化の普及促進やクラウド・ファンディング等のデジタルツールの活用を採

択時の加点要素とする補助金の範囲の拡大を検討する。また、個社単位のデジタル化の

みならず、データレンディング、補助金交付決定の電子記録債権化によるつなぎ融資サー

ビス、ＥＤＩ関連サービス、支援機関によるデジタル化促進等の普及支援策を検討する。 

 

②経営資源引継ぎの促進 

 事業承継を契機に行う新事業展開を促進するため、現行の事業承継補助金について、

第二創業・ベンチャー型事業承継への支援の拡充・重点化を行う。また、事業引継ぎ支援

データベースや後継者人材バンクを抜本拡充するなど、経営資源引継ぎ型の創業や第三

者承継等を後押しするための取組を進める。 

 

③経営者保証 

 経営者保証が事業承継の阻害要因とならないよう、原則として新旧経営者からの二重

徴求を行わないことを明記した「経営者保証に関するガイドライン」の特則を年内を目途に

策定する。また、中小企業等が経営者保証を不要とするための要件の充足をできるよう、

専門家の確認・支援を受けることができる体制を整備する。さらに、事業承継時に後継者

の経営者保証を不要とする新たな信用保証メニューを創設するとともに、保証料負担を最

大ゼロまで軽減する政策を推進する。 

 

④産業毎のきめ細かな取引関係の適正化 

 親事業者からのコスト低下圧力が原因となって、下請事業者となっている中小企

業が賃金や設備投資の水準を上げられない可能性もあることから、利益や付加価値

の状況、労働や資本への分配状況等を、産業・業種、企業規模ごとの分析等を行っ

た上で、親事業者と下請事業者との格差が特に大きい産業等を中心に、下請Ｇメン

による下請事業者の実態把握等も含めて調査を重点的に行うなど、個別の産業に応

じた取引関係の課題を明らかにし、競争法制や中小企業法制等をフル活用して、き

め細かな改善を図っていく。  
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図33： 国土交通省都市局「平成27年全国都市交通特性調査」。地方都市圏は、札幌市、仙台市、広島市、北九州市、福岡市、

  宇都宮市、金沢市、静岡市、松山市、熊本市、鹿児島市、弘前市、盛岡市、郡山市、松江市、徳島市、高知市やその  

  周辺都市を含む41都市。 

図34： 国土交通省第1回地域交通フォローアップ・イノベーション検討会資料より抜粋。「自動車運転」、「船舶・航空機運 

  転」及び「鉄道運転」は、厚生労働省「一般職業紹介状況」の「自動車運転の職業」、「船舶・航空機運転の職業」  

  及び「鉄道運転の職業」の数値。 

図35： 一般社団法人全国ハイヤー・タクシー連合会「Taxi Today in Japan 2018」より抜粋。各年３月末現在国土交通省調  

  べ。法人    の運転者数の推移。 

図36： 国土交通省「自家用有償旅客運送と登録不要の運送の考え方」（平成30年9月30日）より抜粋。 

図37： 国土交通省「平成28年度 地域公共交通に関する全国的な現況把握のための調査」を基に作成。市区町村数の割合は住 

  民基本台帳   を基に算出。 

図38： 国土交通省HP「相乗りタクシー実証実験の結果」を基に作成。n=206。 

図39： 2018年11月時点のEOLデータを基に作成。 

図40： 文部科学省(2015)を基に作成。 

図41： 日本老年学会・日本老年医学会「高齢者に関する定義検討ワーキンググループ 報告書」を基に作成。 

図42：  内閣府「平成25年度高齢期に向けた「備え」に関する意識調査」（2013年）を基に作成。男性（N=278）、女性         

           （N=242）。 

図43：総務省「労働力調査」（2017）、内閣府「第8回高齢者の生活と意識に関する国際比較調査」（2015）を基に作成。60

歳以上の男    女（施設入所者は除く。）を対象とした調査（n=1.105）。収入を伴う仕事をしたい（続けたい）割合は

男女計の数値。 

図44：リクルートワークス研究所「中途採用実態調査（2017年度実績）」を基に作成。調査対象は従業員５人以上の民間企業。

   集計は、新卒採用・中途採用を実施した企業、実施しなかった企業を含んでおり、一社当たりの人数は採用を実施し 

   ていない企業を含んだ社数で平均を算出。また、従業員規模によって、ウェイトバックした値を掲載。 

図45：厚生労働省「平成28年度 国民医療費の概況」を基に作成。 

図46：厚生労働省「平成29年度 国民健康保険事業年報」を基に作成。 

図47：厚生労働省「平成28年度 介護保険事業状況報告」を基に作成。介護予防・生活支援サービス事業費等は、「介護予   

  防・生活支援サービス事業費」（要支援者等が対象）、「一般介護予防事業費」（日常生活に支障のない者等が対象）

  及び「介護予防事業費」（2017年度までは新制度への猶予が可能であったため存在した旧制度の科目）、「保健福祉  

  事業費」の合計値。その他は、地域支援事業の「包括的支援事業・任意事業」と「その他」を含む。 

図48：日本健康会議「保険者データヘルス全数調査」（厚生労働省補助事業）を基に作成。 

図49：厚生労働省「2017年度特定健康診査・特定保健指導の実施状況について」を基に作成。 

図50：左図：引地博之「高齢者が交流を持つ「コミュニティ・サロン」をまちに設置すると、 要介護認定率が半減する可能 

 性がある. Press Release No: 056-15-01」、右図：引地博之「「憩いのサロン」参加で認知症リスク ３割減―７年 

 間の追跡調査―. Press Release No:095-16-25」を基に作成。 

図51：国土交通省「国民意識調査（平成29年度）」を基に作成。 

図52：国土交通省都市局「平成27年全国都市交通特性調査」を基に作成。鉄道・乗合バスの割合以外は自家用車や徒歩等によ

 る移動が含まれる。 

図53：国土交通省「平成29年度乗合バス事業の収支状況について」（平成30年11月22日）を基に作成。保有車両数30両以上の

 一般乗合バス事業者。補助金を含まない状態での収支を指す。また、兼業事業収支は含まない。大都市は、千葉、武 

 相（東京三多摩地区、埼玉県及び神奈川県）、京浜（東京特別区、三鷹市、武蔵野市、調布市、狛江市、横浜市及び川

 崎市）、東海（愛知県、三重県及び岐阜県）、京阪神（大阪府、京都府（京都市を含む大阪府に隣接する地域）及び兵

 庫県（神戸市及び明石市を含む大阪府に隣接する地域）。 

図54：帝国データバンクが独自に調査・保有している企業概要データベース「COSMOS2」に収録された企業データでメインバ

 ンクと認識している金融機関について抽出・集計したもの。一企業に複数のメインがあるケースでは企業が最上位とし

 て認識している金融機関をメインバンクとして集計。 

図55：金融庁「変革期における金融サービスの向上に向けて～金融行政のこれまでの実践と今後の方針～」（平成30年９月26

 日公表） 

図56：金融庁・金融仲介の改善に向けた検討会議報告書「地域金融の課題と競争のあり方」（平成30年４月11日公表） 
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多様な働き方の拡大に対応するため、勤労者皆社会保険の実現を目指して、被用者保険の短
時間労働者等に対する適用拡大を進める
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１．デジタル市場のルール整備

2019年度 2020年度 2021年度 2022～2025年度

通常国会予算編成
税制改正要望

秋～年末

デジタル市場競争本部（仮称）の
設置

個人情報の保護に関する法律の３年ごと見直し
左記見直し結果に基づき、改
正法案の提出を図る

第２章 Society5.0の実現

①デジタル市場の競争状況の評価、②プラットフォームビジネスについてのルール整備、独禁法、個人情報保護などの課題の調査・提言、③デジタル市場の活性化に
向けた提言、④G7 、G20等の国際的枠組みにおけるルール作りへの参画等

データの価値評価を含めた企業結合審査のためのガイドラインand/or法制整備を図る 新たな企業結合審査の実施

デジタル市場に特有に生じる取引慣行等の透明性及び公正性確保（法制及びガイドラインの整備）

法案（デジタル・プラットフォーマー取引透明化法（仮称））の提出を図る

データポータビリティやAPI開放に向けた課題整理 具体的分野ごとにデータポータビリティ・API開放について具体的制度設計の検討

レガシー規制のデジタル市場に則したルール整備

今夏 年末

専門組織の設置

透明性・公正性確保のためのルール整備

個人情報保護法の見直し

データの移転・開放の促進等
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２．フィンテック／金融分野
2019年度 2020年度 2021年度 2022～2025年度

通常国会
予算編成

税制改正要望
秋～年末

機能別・横断的な法制の実現に向けて取り組む

「決済」分野について、①プリペイド・ポストペイを組み合わせたシームレスな支払いや、②銀
行送金以外でも幅広い金額の送金を可能とするため、必要な法案の提出を図る

横断的な金融サービス仲介法制について、本年中を目途に
基本的な考え方を取りまとめる

今夏 年末

１．デジタル市場のルール整備
2019年度 2020年度 2021年度 2022～2025年度

通常国会
予算編成

税制改正要望
秋～年末

「データ・フリー・フロー・ウィズ・トラスト（DFFT）」のコンセプトの下、G20などの機会を活用しつつ、日本が主導権を持って国際的な議論をリード

WTOにおける電子商取引に関するルール交渉について、国際的な合意形成を進める

5G整備計画（2024年度までに全国を10km四方に区切った区画
の50%以上に5G展開の基盤となる基地局を整備）の加速

全都道府県で5Gサービスを開始

G20サミットで「DFFT」
コンセプト合意

今夏 年末

DFFTの実現に向けた国際的な議論とWTOにおけるデータ流通ルールの整備

5G整備

機能別・横断的な法制の実現
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2019年度 2020年度 2021年度 2022～2025年度

通常国会
予算編成

税制改正要望
秋～年末

自家用有償旅客運送の見直し

交通事業者（タクシー事業者等）が自らのノウハウを通じて自家用有償旅客運送に
協力する場合の必要な法案の提出を図る

来訪者も対象とすることを法律において明確化

地域公共交通網形成計画に自家用有償旅客運送の導入を位置づける場合の手続簡素化

交通空白地について、既存の導入事例を調査・分析
一定の目安を示し、判断の枠組みのガイドラインを策定

全国のタクシー事業者を対象に導入タクシーの相乗りについて、地域や要件の限定はかけずに一般的に導入を行うべく、
道路運送法上の通達等の整備を図る

ドローンの有人地帯での目視外飛行

制度設計の基本方針を決定 有人地帯でのドローン有人の目視外
飛行の実現

基本方針に基づいた必要な制度
整備等の推進

３．モビリティ

地域の暮らしの足の
確保安全・安心な交通
サービスの提供
（観光ニーズにも対応）

今夏 年末

法案の円滑な施行

ガイドラインの施行
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2019年度 2020年度 2021年度 2022～2025年度

通常国会
予算編成

税制改正要望 秋～年末

グループ・ガバナンス・システ
ムに関する実務指針の策定

４．コーポレート・ガバナンス

上場子会社のガバナンスについてのルール整備

同指針に基づき、親会社・子会社側の実務への浸透を推進

東京証券取引所のガイ
ドラインにおける独立役
員の要件の見直し等、
上場子会社等の支配株
主からの独立性を高め
るための更なる措置

新たなガイドラインの適用

今夏 年末

５．スマート公共サービス

2019年度 2020年度 2021年度 2022～2025年度

通常国会予算編成
税制改正要望

秋～年末

子育て関連手続をボタン一つで申請できるサービスの実現に向けた検討、ロードマップ策定 一部の地方公共団体でのサービス開始 全国的な展開

年末調整手続の電子化・自動化
マイナポータルを活用したデータ連携による、必要書類の一括取得、
各種申告書への入力・添付の自動化

自治体ポイントのクレジットカードによる購入、QRコードによる決済の導入等のマイキープラットフォーム等の改修

消費平準化対策の具体化、利用環境の整備

自治体ポイントの実施等

将来的な拡張性や互換性も担保したナショナルシステムの基盤としての活用に向けた検討

今夏 年末

個人・法人による手続の自動化

マイナンバーカードを活用した新たな経済政策インフラの構築
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2019年度 2020年度 2021年度 2022～2025年度

通常国会予算編成
税制改正要望

秋～年末

インフラ維持管理業務の高度化・効率化

ICTデータベースシステムの全国導入を加速、橋梁点検等の現場でドローン等の新技術の実装を加速

BIMの取組を国・地方公共団体が発注する建築工事で率先して利用し、民間発注工事へ横展開

PPP/PFI手法の導入加速

成果連動型民間委託契約方式の活用と普及を促進

6．次世代インフラ

ICTデータベースシステムや新技術の実装の取組を行う地方公共団体向けに、地方財政措置による支援を実施（2023年度まで）

今夏 年末

内閣府は、医療・健康、介護、再犯防止分野を重点分野として、2022年度までの具体的なア
クションプランを策定

関係府省は、アクションプランに基づき重点3分野で成果連動型民間委託契約方式を普及促
進、重点3分野以外へ横展開
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2019年度 2020年度 2021年度 2022～2026年度

７．脱炭素社会の実現を目指して

通常国会予算編成
税制改正要望 秋～年末

革新的環境イノベーション戦略を策定する

主要国（G20)研究機関のリーダーを集める国際会合（RD20) の年次開催

TCFDコンソーシアムにおいて、金融機関向けのグリーン投資に関するガイダンスの策定及び
TCFDガイダンスの改訂を行う。また、2019年秋にTCFDサミットを開催し、国際的な情報発信等
を行う

左記の取組等を踏まえ、環境と成長の好循環をリードし、気候変動対策に関する日本企業の国際発信
を促進

パリ協定に基づく長期戦略の策定 パリ協定に基づく長期戦略の取組を推進

再生可能エネルギーの主力電源化に向けて、コスト低減を進めるとともに、系統制約の克服、そのための電力ネットワークの改革を実施
地域間連系線の増強を含め、 電力ネットワークの強靭化や、必要な供給力・調整力の整備を含めた電力投資の確保に向けた仕組みを整える
蓄エネ技術の高性能化、低コスト化や、高度なエネルギーマネジメントの普及による電力ネットワークの次世代化を進める

今夏 年末

パリ協定に基づく長期戦略の策定及びSDGsとESG投資の推進

再生可能エネルギーの大量導入と脱炭素化の実現
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第３章 全世代型社会保障への改革
１．７０歳までの就業機会確保

2019年度 2020年度 2021年度 2022～2025年度

70歳までの就業機会の確保

70歳までの就業機会確保のた
めの仕組みの実現に向け、労
働政策審議会において審議を
行う

円滑な施行を図るとともに、施行後における就業機会確保の実態の進捗を踏まえて、 70歳
までの就業機会確保について義務化のための法改正を検討する

年金受給開始の時期を自分で選択できる範囲の拡大や在職老齢年金制度について、社会保
障審議会での議論（年末を目途）を経て、制度の見直しを行う

通常国会予算編成
税制改正要望

秋～年末

今夏 年末

2019年度 2020年度 2021年度 2022～2025年度

中途採用・経験者採用の拡大等

個々の大企業に対し、中途採
用・経験者採用比率の情報公
開を求めるものとする法制上
の措置について、労働政策審
議会において審議を行う

通常国会予算編成
税制改正要望

秋～年末

今夏 年末

２．中途採用・経験者採用の促進

円滑な施行を図る

多様な選択肢を
明示した上で、70
歳までの就業機
会の確保の努力
規定とする法案の
提出を図る

法案の提出を
図る
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2019年度 2020年度 2021年度 2022～2025年度

３．疾病・介護の予防

通常国会
予算編成

税制改正要望
秋～年末

疾病予防の促進

PDCAサイクルによる効果的な事業展開

健康保険組合の後期高齢者支援金を加減算する制度について、最大±10％に引上げ 評価指標を見直し
PDCAサイクルによる効果的な事
業展開

今夏 年末

生活習慣病の重症化予防等への配点割合を高めたり、予防・健康づくりの成果に応じて配点割合を高め、優れた民間
サービス等の導入を促進するといった形での配分基準のメリハリを強化する

国民健康保険の保険者努力支援制度の抜本的強化に向けて、予算編成過程において検
討し、その結果を来年度予算案に反映し、国会での成立を図る

抜本的強化方策の実施

介護予防の促進

エビデンスを確認・蓄積するための実証について、予算編成過程において検討
結果を踏まえ保険者
等による予防健康事
業の実施の促進

民間予防・健康サービスの促進

介護予防等に対する取組を評価し、介護予防と高齢者就労・活躍促進について、交付金の配分基準のメリハリを強化す
る

引き続き、効果検証・改善を実施

介護インセンティブ交付金の抜本的強化に向けて、予算編成過程において検討し、その結
果を来年度予算案に反映し、国会での成立を図る

抜本的強化方策の実施

実証の実施

・健康スコアリングレポートにより企業健保組合と企業との協力を推進、企業の健康投資額の見える化により健康経営の取組と成果が資本市場から評価される環境を整備
・ヘルスケアサービスの品質向上に向けて、国のガイドラインの普及や業界自主ガイドラインの策定を支援、ヘルスケアデータの標準化を推進

エビデンスを確認・蓄積するための実証について、予算編成過程において検討 実証の実施
結果を踏まえ保険者
等による予防健康事
業の実施の促進
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2019年度 2020年度 2021年度 2022～2025年度

2019年度 2020年度 2021年度 2022～2025年度

2019年度 2020年度 2021年度 2022～2025年度

第４章 人口減少下での地方施策の強化
１．地域のインフラ維持と競争政策

通常国会予算編成
税制改正要望

秋～年末

地域銀行及び乗合バス等の経営統合等について、独占禁
止法の適用を除外するための特例法案の提出を図る

２．地方への人材供給

３．人口急減地域の活性化

地域づくりを行う人材の確保とその活躍の推進を図る

今夏 年末

特例法の施行準備、特例法に基づく経営統合等の審査の実施

通常国会予算編成
税制改正要望

秋～年末

今夏 年末

通常国会予算編成
税制改正要望

秋～年末

今夏 年末

地方への人材供給について、予算編成過程を通じて具体
的なスキームを検討

具体的施策の実施
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５. 中小企業・小規模事業者の生産性向上

2019年度 2020年度 2021年度 2022～2025年度

通常国会予算編成
税制改正要望

秋～年末

今夏 年末

・ものづくり補助金による設備導入やIT導入補助金等によるIT導入を引き続き推進
・中小企業・小規模事業者のデジタル実装に向けた普及支援策の検討
‐創業時等におけるクラウド会計をはじめとするデジタル化の普及促進
‐デジタルツールの活用を採択時の加点要素とする補助金の範囲拡大
‐データレンディング、補助金交付決定の電子記録債権化によるつなぎ融資サービス、

EDI関連サービス、支援機関によるデジタル化促進等

事業承継補助金について、第二創業・ベンチャー型事業承継への支援の拡充・重点化 運用を開始

土地、建物、設備等の経営資源の引継ぎに係る情報を含めて、事業引継ぎ支援データベースを抜本拡充

後継者人材バンクを全国の事業引継ぎ支援センターに拡大

原則として新旧経営者からの二重徴求を行わないこと
を明記した「経営者保証に関するガイドライン」の特則
を策定

周知・運用を開始

・経営者保証を不要とするための要件の充足をできる
よう、専門家の確認・支援を受けることができる体制を
整備
・事業承継時に後継者の経営者保証を不要とする新た
な信用保証メニューを創設

・利益や付加価値の状況、労働や資本への分配状況等を、産業・業種、企業規模ごとに分析
・下請Gメンによる下請事業者の実態把握等、個別の産業に応じた取引関係の課題の明確化

デジタル実装支援

経営資源引継ぎの促進

経営者保証

産業毎のきめ細かな取引関係の適正化

周知・運用を開始



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成長戦略フォローアップ案 
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Ⅰ．Society5.0の実現 

１．デジタル市場のルール整備 

（１）KPIの主な進捗状況 

《KPI》企業価値又は時価総額が 10億ドル以上となる、未上場ベンチ

ャー企業（ユニコーン）又は上場ベンチャー企業を 2023 年ま

でに 20 社創出 

【参考値】 

・未上場ベンチャー企業：２社（JAPAN STARTUP FINANCE REPORT 

2018(2019年２月現在)） 

・上場ベンチャー企業：５社（内閣府調べ（2019年４月現在）） 

《KPI》（新）2020年度末までに全都道府県で 5G サービスを開始する。 

《KPI》業種・事業者を横断するデータ共有を行う事例を 2020年度ま

でに 30 事業創出する。 

⇒25事例（2019年３月） 

 

 

ⅰ）デジタル市場のルール整備 

インターネットにおける新しい石油、デジタル世界における新た

な通貨とも呼ばれるデータに注目が集まっている。デジタル・プラ

ットフォーム企業は、これを巧みに活用し、利用者や事業者に便利

で有益なサービスや世界市場へのアクセスを提供するなど、デジタ

ル時代に欠かすことのできない存在となっている。 

一方で、デジタル・プラットフォーム企業は独占化・寡占化が進

みやすいという特徴を有しており、取引環境の透明化・公正性の確

保に向け、公正かつ自由な競争を促進することが求められている。

デジタル・プラットフォーム企業を巡る取引環境の整備については、

国際的にも取組が進められているところであり、我が国としても、

早急にその立ち位置を示しつつ、デジタル市場のルール整備を図る

とともに、成長の原動力として次世代のデジタル・プラットフォー

ム企業を我が国から育てていく。また、その際には、これまでの旧

態依然とした規制をデジタル時代に合わせた合理的なものとなる

よう、見直しを進めていくことが重要となる。 

 

① デジタル・プラットフォーム企業への対応 

・グローバルで変化の激しいデジタル市場における市場競争の評価等を

行うため、省庁横断的に多様かつ高度な知見を有する専門家で構成さ

れる、国内外のデータ・デジタル市場に関する専門組織 (「デジタル
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市場競争本部」(仮称))を早期に創設する。同組織には、データポータ

ビリティや API開放を始めとするデータ利活用に係る多岐の課題への

対応を通じたイノベーション促進のための権限とともに、グローバル

なデジタル・プラットフォーム企業がせめぎあうデジタル市場を俯

瞰・評価し、競争・イノベーションを促進する観点から、独禁法等の

関係法令に基づく調査結果等の報告を聴取する権限、デジタル市場に

関する基本方針の企画・総合調整の権限、各国の競争当局との協力・

連携の権限を付与する。 

具体的には、所掌事務として、（a）デジタル市場における競争状況の

評価、（b）様々なプラットフォームビジネスについてのルール整備、

独禁法、個人情報保護などの課題の調査・提言、（c）中小企業・ベン

チャーなどを含めたデジタル市場の活性化に向けた提言、（d）G7、G20

等の国際的枠組みにおけるデジタル市場の競争評価に関するルール

づくりへの参画等、とする。 

専門組織は、法学、経済学、情報工学、システム論等の専門家を集め、

事務局については、公正取引委員会事務総局、デジタル関係の政策を

担当する経済産業省、総務省などの知見のある行政官を広く募る。 

デジタル市場競争本部（仮称）は、IT総合戦略本部・サイバーセキュ

リティ戦略本部や各省庁との密接な連携の下、データ駆動社会におけ

る戦略的枠組みを構築していく。 

・デジタル市場においては、企業の市場シェアが小さくても、データの

集積により競争阻害が生じるおそれがあることを踏まえ、企業買収に

よるデータ集積に起因する競争阻害を防止するため、デジタル市場に

おけるデータ集積等を考慮した審査の諸点に係る企業結合審査上の

考え方について整理を行い、当該審査基準を本年中に改正するととも

に、売上を基準とした届出基準の在り方についても本年度内に検討す

る。 

・デジタル・プラットフォーム企業は、中小企業・ベンチャー、フリー

ランス（ギグ・エコノミー）にとって、国際市場を含む市場へのアク

セスの可能性を飛躍的に高める。他方、デジタル・プラットフォーム

企業と利用者間の取引において、(a)契約条件やルールの一方的押し

つけ、(b)サービスの押しつけや過剰なコスト負担、(c)データへのア

クセスの過度な制限等の問題が生じるおそれがある。 

このため、デジタル市場に特有に生じる取引慣行等の透明性および公

正性確保のための法制及びガイドラインの整備を図る。このため、令

和２年の通常国会に法案（「デジタル・プラットフォーマー取引透明化

法」（仮称））の提出を図る。 
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一方で、ルール整備が第４次産業革命のデジタルイノベーションを阻

害することのないよう、当初は comply or explain（従うか、または、

従わない理由を説明する）といった自主性を尊重したルールを検討す

る。 

具体的には、契約条件や取引拒絶事由の明確化・開示、ランキング（商

品検索結果の表示順）の明示、デジタル・プラットフォーム企業が自

身の商品・役務提供を優遇する場合の開示、最恵国待遇条項（取引先

の中で最も有利な取引条件を求めること等）を求める際の開示、ある

いは苦情処理システムの整備義務といった項目について検討を行う。 

・個人情報保護法について、個人が自らのデータの利用の停止を企業等

に対し求めることができる仕組みの導入を含む個人情報の望ましく

ない利用の防止措置や国内外企業への内外無差別の適用策を講じる

一方、活用が必ずしも進んでいない匿名加工情報について、より利活

用が進む仕組みへと見直すことなどを検討し、令和２年の通常国会に

改正法案の提出を図る。 

・デジタル・プラットフォーム企業からいつでもユーザーや利用事業者

が移籍できるデータポータビリティや、オープンに接続されることが

可能な API開放に向けた課題の整理を本年度中に行う。加えて、医療、

金融、クラウドといった個別分野については、上記の課題の整理も踏

まえた上で、分野毎の固有の問題にも十分留意しつつ、検討を進める。 

・現行の独占禁止法の優越的地位の濫用規制をデジタル・プラットフォ

ーム企業による対消費者取引に適用する際の考え方の整理を本夏ま

でに行い、執行可能な体制を整備する。 

・併せて、デジタル資本主義時代に適切に対応し、国際協力の強化や公

正透明な競争環境を実現するため、公正取引委員会の体制の整備・強

化及び基盤整備を図る。 

・また、デジタル・プラットフォーム企業と消費者との関係の透明性及

び公正性を確保する観点から、消費者保護関係法令の適用の考え方の

整理や利用規約の透明性・公正性の確保、海外事業者への域外適用そ

の他の消費者保護に関する規律の在り方について、本年度中に検討を

開始し、その結果を踏まえ必要な措置を講じる。 

・利用者情報の適切な取扱いを確保するため、国外のデジタル・プラッ

トフォーム企業が我が国の利用者を対象に通信サービスを提供する

場合における、電気通信事業法の通信の秘密の保護規定の適用等の在

り方について、次期通常国会での法案提出も視野に、本年中に整理を

行う。 

・国外のデジタル・プラットフォーム企業が我が国の利用者を対象に旅
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行サービスを提供する場合に、海外事業者への旅行業法の域外適用の

在り方について、消費者保護等の観点から本年度中に整理し、実効性

のある方策について結論を得る。 

 

② デジタル時代の規制見直し 

・「Society 5.0」の実現に向けて関係者間での認識共有や合意形成を加

速するため、異なるシステム間の相互運用性や信頼性を確保し、デー

タ連携形式等の標準を定めるための、産業界向けのリファレンスとな

る「アーキテクチャ」について、その設計・検討等を行う体制を本年

度中に構築する。同体制を中核として SIPによる各省横断的な取組や

各省の取組と連携し、モビリティ、ドローン、プラント保安等の分野

を対象に「アーキテクチャ」の設計を本年度から開始する。 

・データ連携によりサイバー空間とフィジカル空間が高度に融合する中、

AI、IoT、ビッグデータ（常時監視データ）等のデジタル技術を活用す

ることで、既存規制が担保している安全などの法益を損なうことなく、

共同規制等多様な手法で企業の合理的対応を促進する規制改革につ

いて、未来投資会議や規制改革推進会議が連携しつつ、政府横断的な

検討を開始する。この際、デジタル時代に適した規制を実現する観点

から、「アーキテクチャ」を活用した検討を行い、与信等に関する消費

者保護や安全確保等の分野において、本年度内にデジタル技術やデー

タを活用した規制の見直しを検討する。 

・産業保安・製品安全に関する主要な法令手続のシステム化を進めると

ともに、そのデータを活用しつつ、来年度から安全性向上に効果的な

情報・取組の抽出・横展開や事故の未然防止等への AI活用を実証し、

データに基づく効率的な規制の実現に向けて検討を行う。 

 

ⅱ）データ流通の促進 

Society5.0が目指す、サイバー空間とフィジカル空間の高度な連携

による更なる経済発展、社会課題の解決の実現に向けては、これまで

以上にデータを活用した取組を推進する必要がある。そのため、早期

に国際・国内でのデータ流通における基本的な考え方を確立し、安心・

安全なデータ流通・利活用を促進する。 

また、グローバルな競争に打ち勝つための企業のデジタルトランス

フォーメーションの促進や 5G 時代における社会全体を支える世界最

先端のインフラの確保を強力に進めていく必要がある。さらに、サイ

バー、フィジカルの両空間におけるセキュリティ水準の更なる向上を

図り、安心・安全なデータ駆動型社会を実現する。 
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① データ流通における基本的考え方の確立 

ア）国際的なデータ流通 

・プライバシーやセキュリティ・知的財産権に関する信頼を確保しなが

ら、ビジネスや社会課題の解決に有益なデータが国境を意識すること

なく自由に行き来する、国際的に自由なデータ流通の促進を目指す必

要がある。そのため、「データ・フリー・フロー・ウィズ・トラスト

（DFFT）」のコンセプトの下、G20などの機会を活用しつつ、日本が主

導権を持って国際的な議論をリードしていく。 

 また、データの自由な流通を含む、WTO における電子商取引に関する

ルール交渉について、可能な限り多くの加盟国とともにハイレベルな

ルール形成に向け、国際的な合意形成を進める。 

・日 EU 間の相互の個人データ移転枠組みや、APEC の越境プライバシー

ルール（CBPR）を推進してきた立場から、国際的な個人情報の流通を

安全かつ円滑なものとすべく、各国間の個人情報保護ルールの相互運

用性を高めるため、国際会議や二国間の枠組みを活用して、国や企業

単位での枠組みや国際的な基準に係る議論を主導する。 

 

イ）パーソナルデータの円滑な流通 

・個人情報保護法について、個人が自らのデータの利用の停止を企業等

に対し求めることができる仕組みの導入を含む個人情報の望ましく

ない利用の防止措置や国内外企業への内外無差別の適用策を講じる

一方、活用が必ずしも進んでいない匿名加工情報について、より利活

用が進む仕組みへと見直すことなどを検討し、令和２年の通常国会に

改正法案の提出を図る。 

・パーソナルデータの円滑な流通の実現に向け、データ流通市場におけ

る各プレーヤ（データ保有者・個人・データ活用者等）が実装すべき

機能等のアーキテクチャを実証実験等を通じてとりまとめる。特に、

パーソナルデータの第三者提供を行う「情報銀行」について、その多

様化を見据えた認定ルールの見直しを本年夏を目途に行い、これに基

づく認定を加速させるとともに、情報銀行間の連携を実現するプラッ

トフォームの構築やデータフォーマットの標準化等に関する検討を

行い、本年度内に取りまとめる。 

・通信と放送の更なる融合が進む中で、放送分野において、視聴履歴等

の放送データを活用した新たなサービス・ビジネスの創出・展開を促

進するため、放送データ活用の事例（プラクティス）の集積、第三者

提供等に関するルール整備を来年度までに進める。 
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ウ）データ連携・流通による新たな事業創出 

・リアルデータを活用した付加価値創出と社会課題解決を目指す

「Connected Industries」の実現に向け、生産性向上特別措置法に基

づく特定革新的データ産業活用の認定を進めながら協調領域におけ

る産業データの共有・連携事例の拡大を図るとともに、重点５分野

（「自動走行・モビリティサービス」、「ものづくり・ロボティクス」、

「バイオ・素材」、「プラント・インフラ保安」、「スマートライフ」）を

中心に来年度からの本格運用を見据え、本年度から、データを共有す

るための標準やアーキテクチャ、プラットフォームの整備及び、当該

共用データを基にサービス創出を行う AIシステムの開発を支援する。 

・Society5.0 時代における地域力の強化に向けて、健康づくり、教育、

農業、防災等の生活に身近な分野において、地域課題の解決を目指す

地方公共団体に対して、地域 IoTの実装計画策定や導入効果が確立さ

れたモデルの実装事業の支援、都市 OS の構築等の関係府省庁と連携

した分野横断的なデータ利活用型の街づくりの推進等を実施。来年度

末までに 800の地方公共団体において、IoTを活用した取組を創出。 

・高齢者・障害者の ICT 利活用を促進するため、ICT 機器・サービスに

ついて、障害当事者参加による開発を促進する障害関連データの共有

プラットフォームの構築やアクセシビリティ確保に関する自己診断・

開示スキームの導入を早期に実現するとともに、併せてデジタル活用

支援員について、支援員の活動の具体的な内容や支援員へのサポート

のあり方（国、自治体、NPO 団体等の役割分担など）等の仕組みの整

備に取り組む。 

・データ社会の到来により増加した膨大な量の情報を効率的に活用する

ため、革新的 AI チップに係るコンピューティング技術を令和４年度

目途で、新原理により高速化と低消費電力化を両立する次世代コンピ

ューティング技術（量子コンピュータ、脳型コンピュータ等）等の技

術開発を令和９年度目途で確立するとともに、その社会実装に向けて、

AI チップ上で動作するソフトウェア開発に係るコンテストの実施を

通じた若手人材の育成や、次世代コンピューティング技術のユースケ

ースの開拓に取り組む。 

 

（シェアリングエコノミーの推進） 

・シェアリングエコノミーについて、消費者等の安全を守りつつ、イノ

ベーションと新ビジネス創出を促進する観点から、その普及促進を図

る。 
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・シェアリングエコノミーの更なる安全性・信頼性の向上に向け、一定

以上のスキルを習得したシェアワーカーを認証する仕組みについて、

業界団体と連携して検討を行い、本年度中に制度の具体化を図り、来

年度から実施する。 

・改定したモデルガイドラインやシェアワーカーの認証制度、地域課題

の解決に向けた自治体等によるモデル的取組等も踏まえ、共助と価値

共創を強みとした日本発のシェアリングエコノミーモデルを構築し、

官民一体となった社会実装を推進する。また、ISO における国際的な

ルールづくりの場において我が国が主導し、市場創出を念頭に置きな

がら国際標準化を進める。 

 

（オープンデータの普及・促進） 

・民間ニーズに即したオープンデータ公開を加速するため、官民ラウン

ドテーブルにより「健康・医療・介護・子育て」や「教育」などの分

野についてオープン化を重点的に進めるとともに、各府省庁の取組に

ついてフォローアップを行い、具体的なデータの公開を促進する。さ

らに、各府省庁自らオープンデータ官民ラウンドテーブルの開催を主

体的に行うことで、更なるデータ公開を促す。 

・来年度までに地域課題解決や経済活性化等に資するよう地方公共団体

のオープンデータ取組率 100％を達成するため、必要な知見・技術を

習得できる研修を本年度中に 40 回程度実施するとともに、推奨デー

タセットの拡大を図っていく。 

・オープンデータの一元的な提供により、データを活用した社会課題の

解決等に資するため、令和４年度早期に政府のデータカタログサイト

DATA.GO.JPと e-Gov（電子政府の総合窓口）との統合を実現する。 

 

（コンテンツの円滑な流通） 

・ブロックチェーン技術等を活用したコンテンツの流通について本年度

実証を行いその結果を踏まえて、新たなビジネスの創出や著作物に関

する権利処理及び利益分配のあり方の検討を行い、来年度中に取りま

とめる。また、放送コンテンツのインターネット同時配信等の普及・

展開を推進するため、音楽分野における権利情報データベースやブロ

ックチェーン技術等を活用した権利処理の円滑化・効率化のための仕

組みを令和３年度までに整備する。 

・ローカル局を含む全国 50以上の放送局、製作会社等が、多様で良質な

コンテンツを効率的・安定的にネットで配信し、さらにデータの活用

等により個人の属性に応じたコンテンツを手軽に視聴できる環境や
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新たなサービスの創出等を可能とするコンテンツ・プラットフォーム

について、令和３年度までの実現を促す。 

 

② 流通・活用環境の整備 

ア）攻めのシステム改革 

・企業における DX（デジタル・トランスフォーメーション）やデジタル

ガバナンスの状況を客観的に評価するための基準（「デジタルガバナ

ンス・コード」）の策定や、当該評価結果に基づき格付を行う「DX 格

付制度」創設等について、法律上の措置も含めて検討を行い、本年度

中に結論を得て、順次制度化を図る。また、DXを円滑に進めるため IT

ベンダー事業者とユーザー事業者の円滑な協力関係の下でシステム

開発を進められるよう、両者間の望ましい契約の在り方を整理し契約

モデルを本年度中に策定する。 

・社会インフラにおけるデータ利活用やレガシーシステムの刷新コスト

の低減、業務コスト効率化のため、組込みソフトウェア分野を含め、

非競争領域における共通システム化を促進する。具体的には、上水道

事業における業務管理やデータ流通のための共通プラットフォーム

について、本年度中にシステム構築を行い、来年度から運用を行う。

また、得られた成果について他の社会インフラへの展開を検討する。 

 

イ）ネットワークの更なる強化と高度化の推進 

・Society5.0 の実現に向けて、通信事業者等による 5G 基地局や光ファ

イバなどの情報通信インフラの全国的な整備に必要な支援を実施し、

令和６年度末までの 5G 整備計画を加速するとともに、ケーブルテレ

ビネットワークの光化を推進する。また、新幹線トンネルにおける携

帯電話の通じない区間について、来年までの解消を目指すとともに、

在来線については、令和４年度までに輸送量の 90％以上を占める路線

区間のトンネルについて携帯電話を利用できる環境の整備を促進す

る方策について、民間事業者の経営状況等も踏まえて検討を行い、本

年夏までに結論を得る。 

・今後の電波利用ニーズの拡大への対応として、Beyond 5Gの要素技術

やその円滑かつ迅速な導入に必要となる実世界の電波伝搬を模擬的

に再現する試験環境、HAPS（High-Altitude Platform Station）を用

いた通信システム等に関する研究開発を推進するとともに、既存シス

テムとのダイナミックな周波数共用を可能とするシステムの構築を

来年度末までに行う。 

・自動車組立工場や立体自動倉庫等の製造現場における生産性向上を目
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的とした無線通信の円滑な導入を推進するため、工場内の無線通信を

最適制御する技術等を来年度までに、工場内の無線通信を高信頼化す

る技術等を令和３年までに確立するとともに、各技術の国際標準化を

実現する。 

 

ウ）新たな技術によるユースケースの確立 

・5Gに関し、来年度末までに全都道府県でサービスを開始する等、全国

展開を着実に推進するとともに、5G等の ICTによる地域の課題解決に

係る技術や制度の検証を行うための実証実験を、関係府省や地方公共

団体、地域の住民・団体等と連携して、実施する。また、地域に密着

した課題解決を行うローカル 5G に必要な制度整備を本年秋から一部

先行し、来年までに行う。 

・通信技術との連携等による 4K・8K 放送の高度化や高度映像配信サー

ビスの全国的な普及を図るため、令和３年度までに技術的課題の検証

や技術仕様の策定等を行い、4K・8Kの一層の普及と新サービス創出を

図る。また、4K・8Kを放送・映像配信に加えて、令和３年度までに 8K

技術を活用した内視鏡の遠隔医療での活用を可能とするシステムを

開発する等、医療をはじめとする幅広い分野で利用することで、産業

横断的な基盤としての確立を図る。 

 

エ）ICTを活用した災害対応 

・トラヒックの混雑緩和と都市部での大規模災害発生時のリスク回避を

図るため、関係事業者の協力を得て、トラヒックの実態を収集･把握し、

客観的なデータを公開するとともに、電気通信事業者やコンテンツ事

業者等、幅広い関係者による協議会を本年内に設立し、地域 IX1や CDN2

等の活用による地域分散型のネットワーク構成への移行を進める。 

・本年度中に公的機関により多言語翻訳クラウドを活用可能とするため、

多言語翻訳クラウドの導入にあたってのセキュリティ・プライバシー

に関するガイドライン策定等の環境整備を行い、訪日外国人や新たな

外国人材に対する避難情報などの多言語での効率的な提供を実現す

る。 

・Ｌアラートによる災害関係情報の円滑な伝達や一層の利用拡大を図る

ため、来年度中に、Ｌアラートが配信する情報の確認・補正を行うた

めの体制を構築し、Ｌアラート情報の迅速性・正確性の向上を進展さ

                                      
1 IX（Internet eXchange）：インターネットにおけるトラヒックの交換拠点 
2 CDN（Content Delivery Network）:ユーザーに効率よくコンテンツを配信するための分散

型情報配信システム 
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せる。 

 

③ サイバーセキュリティの確保 

・平成 30年以降３年間の基本計画である「サイバーセキュリティ戦略」

を踏まえた、新たな年次計画に基づく取組を、サイバー攻撃に係る被

害の実態も把握しつつ、着実に推進する。その上で、2020年東京オリ

ンピック・パラリンピック競技大会とその後を見据えたサイバーセキ

ュリティの確保に向け、新たな技術の導入・活用等による政府機関等

における予防・検知等の連携高度化や、従来の枠を超えた情報共有体

制の構築、サプライチェーンリスクに対応するための技術検証体制の

整備、研究・技術開発の推進、対処態勢の整備、経営層の意識改革、

人材の確保・育成、脆弱な IoT機器への積極的対策等を推進する。 

・日本発のセキュリティ製品のマーケットインや日本における検証ビジ

ネスの活性化に向け、セキュリティの製品の性能評価や信頼性評価、

ホワイトハッカーによる実攻撃検証を包括的に行う枠組みである

「Proven in Japan」の実現に向け、本年度から評価の仕組の確立や

ガイドラインの整備、検証基盤の構築を進める。 

・サプライチェーンリスクに対応するため、令和４年度までを目途に 5G

を含むシステム等に組み込まれた不正な機能や脆弱性を効率的に検

出する技術開発・検証を進め、その成果を踏まえた対応策の重要イン

フラ事業者等への浸透を図るとともに、データの管理・処理を担う半

導体を中心に、信頼が確保されたサプライチェーンから調達できる環

境を整備する。 

・Society5.0時代の社会全体のセキュリティ、信頼性確保に向け、個社

ごとのセキュリティ対策ではなく、取引先等を含めたサプライチェー

ン全体として直面するリスク源や対応の方針等を整理した枠組であ

る「サイバー・フィジカル・セキュリティ対策フレームワーク」の実

装・具体化を進めるため、スマートホーム分野をはじめとした、各産

業分野の産業構造や商慣行などの特性を踏まえた産業分野別のガイ

ドラインを、本年度から順次策定する。 

 また、分野横断的な対応が求められる、データや IoT機器等のセキュ

リティ対策、ソフトウェアの管理策等について考え方を整理すべく、

本年度検討を行い、来年度までにガイドライン等の整備を進める。 

・来年度中を目途に中小企業が利用可能な簡易で安価なサイバーセキュ

リティ保険や付随サービス等が創出されることを目指し、本年度から

全国各地域において中小企業のセキュリティに関する相談窓口や相
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談後の対応等の支援を行う仕組について実証を行う。 

・サイバー空間での自由で安心・安全なデータ流通を支える基盤として、

データの改ざんや送信元のなりすまし等を防止する仕組み（トラスト

サービス）の在り方について、国際的な相互運用性の観点も踏まえ、

本年中を目途に結論を得て、速やかに制度化を目指す。 
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２．フィンテック／金融分野 

（１）KPIの主な進捗状況 

《KPI》2020 年６月までに、80 行程度以上の銀行におけるオープン

API の導入を目指す。 

⇒本年３月時点において、全邦銀（除く外国銀行支店）138行の

うち、130 行がオープン API の導入を表明。130 行中 124 行が

2020年６月までの導入を表明。 

《KPI》2025年６月までに、キャッシュレス決済比率を倍増し、４割

程度とすることを目指す。 

⇒2018年：24.1％ 

※分子は 2018 年のクレジットカード、デビットカード及び電子

マネーによる決済額の合計。分母は 2018 年の民間最終消費支

出（名目値、２次速報値）。 

 

（２）新たに講ずべき具体的施策 

ⅰ）イノベーションの進展を踏まえた法制度の見直し 

・現在の業態ごとの関連法制を改め、同一の機能・リスクには同一のル

ールを適用する機能別・横断的な法制の実現に向けて取り組む。特に、

現行法の業態別の縦割り構造が、事業者のビジネスモデルやサービス

の自由な選択への弊害となっているとの指摘のある「決済」分野につ

いて横断化・柔構造化を図り、これにより、柔軟で利便性の高いキャ

ッシュレスペイメント手段を実現するため、2020年の通常国会に必要

な法案の提出を図る。 

・また、スマートフォン等を活用した、個々の利用者のニーズに即した

利便性の高いワンストップのチャネルの提供を可能とする横断的な

金融サービス仲介法制の実現に向けた検討を進め、本年中を目途に基

本的な考え方を取りまとめる。 

・民間事業者による革新的な本人確認の実装支援や、クレジットカード

事業者を含む他の特定事業者との間での本人確認の活用について検

討し、本人確認の高度化・迅速化を推進する。 

・暗号資産（仮想通貨）交換業者を巡る課題や暗号資産を用いた新たな

取引の登場等に対応し、資金決済に関する法律や金融商品取引法等の

一部改正法を着実に施行し、利用者保護を確保するとともに、ルール

の明確化など必要な環境整備を推進する。 

 

ⅱ）キャッシュレス社会の実現に向けた取組の加速 

・令和元年 10 月から実施するキャッシュレス・消費者還元事業におい
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て、端末導入補助や手数料の引下げ措置等の支援を行うことにより、

中小・小規模事業者がキャッシュレス決済を導入しやすい環境を整え

るとともに、中小・小規模事業者の店舗でキャッシュレス決済を行っ

た消費者へのポイント還元に対する支援を行い、消費者がキャッシュ

レス決済の利便性を実感するきっかけを創出する。 

・産官学の関係者が一堂に会するキャッシュレス推進協議会において、

平成 31年３月に公表された統一 QRコード決済のガイドラインに基づ

き、実用化に向けた事業者対応を図る。また、キャッシュレス・消費

者還元事業も活用し、商店街や地域毎に面的にキャッシュレス決済を

導入する取組を支援するなど、地域全体でのキャッシュレス決済を推

進する。 

 

ⅲ）FinTechの実用化等イノベーションの推進 

・オープン APIを提供する銀行の数や銀行と電子決済等代行業者との間

の接続状況・接続条件等をフォローアップし必要に応じて公表すると

ともに、API を利活用したサービスの好事例の共有等を行う。また、

API の接続条件については、民間企業間の契約であることを踏まえつ

つ、銀行及び FinTech企業の双方が Win-Winの関係になるよう促しつ

つ、API連携を推進する。 

・銀行に加え、証券会社、保険会社などについても FinTechをいかしや

すい電子的な手段による情報提供・連携を推進することにより、国民

がより合理的な選択のもとで資産管理・運用等の経済活動や資産形成

を行えるよう積極的に取り組む。 

・金融分野におけるブロックチェーン技術の実用化に向けた取組の一環

として、貿易金融における手続に関し、実証実験の結果を踏まえ、ブ

ロックチェーン技術を活用した電子化に係る課題を整理するととも

に、その解決方策を検討する。 

・全国銀行協会の研究会にて、マネロン・テロ資金供与リスク管理シス

テム等の共有化や顧客管理における公的機関の提供する情報の活用

について検討を進めるなど、官民が連携して効果的・効率的に規制・

監督に係る対応を行えるようにする取組（RegTech 等）を推進する。

また、市場における不公正取引が疑われる事案の抽出等のために AIを

活用する市場監視システムの整備を進める。 

 

ⅳ）金・商流連携等に向けたインフラの整備 

・令和２年までの送金電文の全面的 XML化を着実に実現するため、全国

銀行協会や商工会議所等の金融界・産業界、関係省庁が連携して、周
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知活動や全銀 EDIシステムの活用の好事例の共有等の取組を推進する。 

・手形・小切手機能の電子化に関し、金融界・産業界・関係省庁が連携

して、全面的な電子化を視野に入れつつ、５年間で全国手形交換枚数

の約６割が電子的な方法に移行することを中間的な目標として、多様

な利用者に配慮しながら、社会全体として生産性が向上するよう取組

を進める。 

・税・公金のキャッシュレス化等について、以下の取組を行う。 

－地方税の電子化の推進について、本年 10 月から地方法人二税等を対

象に地方税共通納税システムを運用開始するとともに、地方団体の理

解を得ながら進めることに留意しつつ、納税者からの要望が多い税目

への拡大を含めた、システムの更なる活用に関して、本年度中にその

課題、対応策等を検討し、実施に向けた道筋を得る。 

－税・公金収納・支払に関し、金融機関、関係府省庁、地方公共団体な

どの関係者が連携した税・公金収納・支払の効率化等に関する勉強会

において、これまでに抽出した IT による利便性の向上・効率化に向

けた課題の解決方策等について、本年度中に、検討を進め、今後の道

筋を得る。 

・賃金支払について、給与受取側のニーズやキャッシュレス社会実現に

向けた要請を踏まえ、賃金の確実な支払等の労働者保護が図られるよ

う、資金移動業者が破綻した場合に十分な額が早期に労働者に支払わ

れる保険等の制度の設計が具体化されることを前提に、資金移動業者

の口座への賃金の支払を可能とすることについて、労使団体と協議の

上、今年度、できるだけ早期に制度化を図る。その際、併せて、マネ

ーローンダリング等についてリスクに応じたモニタリングを行う。 

・取引データを活用した短期・小口融資等のデータレンディングによる

中小企業・小規模事業者への融資を促進するために、関連する信用保

証制度の運用手法について検討し、本年度内に結論を得る。 
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３．モビリティ 

（１）KPIの主な進捗状況 

《KPI》来年目途に、公道での地域限定型の無人自動運転移動サービ

スが開始 

《KPI》2030 年までに、地域限定型の無人自動運転移動サービスが全

国 100か所以上で展開 

《KPI》2020年に、自動ブレーキが、国内販売新車乗用車の 90％以上

に搭載 

   ⇒国内販売新車乗用車の装着率：77.8％（2017年） 

《KPI》2020 年に、安全運転支援装置・システムが、国内車両（スト

ックベース）の 20％に搭載、世界市場の３割獲得 

   ⇒国内車両の装着率：14.1％（2017年） 

    世界市場獲得率の代替率：16.2％（2016年） 

《KPI》2030 年に、安全運転支援装置・システムが、国内販売新車に

全車標準装備、ストックベースでもほぼ全車に普及 

   ⇒国内販売新車の装着率：68.7％（2017年） 

    国内車両の装着率：14.1％（2017年） 

  

（２）新たに講ずべき具体的施策 

少子高齢化の中で、地方における移動の確保、都市部での渋滞削減

は社会的課題であり、特に高齢者の移動の確保は喫緊の課題となって

いる。また、インバウンドによる個人観光客が増加する中、住民のみ

ならず、観光客のスムーズな移動を確保していくことも課題である。

人流のみならず、物流についてもドライバー不足という課題に直面し

ている。 

こうした中、世界では、データにより様々な交通機関を瞬時に結び

つけるとともに限られた交通機関を最適に活用することが可能な、ス

マートフォンで簡単に手配・決済できる新たなモビリティサービス

(MaaS:Mobility As A Service)が出現しつつある。これに進展著しい

自動走行技術や多種多様な新たなモビリティが組み込まれて高度化

することで、前述の社会課題を解決していくことが期待されている。

こうした動きは、中期的には、都市空間の在り方をも変え、都市自体

が高度にサービス化するスマートシティへとつながっていく。 

我が国としては、こうした新たな移動サービスを通じた社会的課題

の解決のため、必要な制度改革、データ連携の実現、自動運転も含め

た様々なモビリティの実現等を推進する。 

また、昨今の高齢者による交通事故を踏まえ、安全対策を推進する。 
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ⅰ）日本版 MaaS の推進 

・ 地域での高齢者等の移動を確保するため、いわゆる交通空白地域にお

いて、地域の合意の下、市町村等が運送主体となって道路運送法上認

められている自家用有償旅客運送について、使いやすくする観点から、

以下の見直しを図る。 

－交通事業者（タクシー事業者等）が自らのノウハウを通じて自家用

有償旅客運送に協力する、具体的には、交通事業者が委託を受ける、

交通事業者が実施主体に参画する場合の法制を整備する。この場合、

事業者が参画する前提のため、地域における合意形成手続きを容易

化する。これにより、安全・安心な輸送サービスの提供を促進する

とともに、実施主体の負担を軽減する。必要な法案について、令和

２年の通常国会に提出を図る。 

－インバウンド誘致は、地域活性化において欠かすことが出来ない重

要な観点である。自家用有償旅客運送においても、観光ニーズに対

応することが必要である。このため、バス、タクシーと同様、観光

客にも対応するため、地域住民だけではなく来訪者も対象とするこ

とを法律において明確化する。 

－現状では、自家用有償旅客運送の対象地域の考え方は様々である。

このため、地方公共団体が、制度導入を検討する際の基準となる考

え方を具体化する必要がある。生活実態を踏まえて、地域における

合意形成を容易化するため、既存の導入事例を調査・分析し、一定

の目安を示し、判断の枠組みについてガイドラインを策定する。 

－地域公共交通網形成計画(地域公共交通活性化再生法に基づき、都

道府県や市町村が単独又は複数で作成)に自家用有償旅客運送の導

入を位置づけた場合は、手続きを簡素化する。 

・ 限られた交通機関で可能な限り多くの人が低廉に移動することを可

能とするため、タクシーの相乗りについて、地域や要件の限定はかけ

ずに一般的に導入を行う。具体的には、道路運送法上の通達等の整備

を本年度中に図る。 

・柔軟な料金制度の実現に向け、タクシーの事前確定運賃を本年度内に

可能とする。加えて、潜在需要を掘り起こすサブスクリプション(定額

制サービス)やダイナミックプライシング(料金変動制)に向け、定額

タクシー運賃やタクシーの迎車料金について検討していく。 

・ 地域交通について、多様な主体が連携・協働し、AI等新技術・サービ

スの進展も踏まえた地域の取組を促進するための計画・支援制度等の

あり方の検討を行い、次期通常国会を目指し、地域公共交通活性化再
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生法などの見直しを検討する。 

・ 地域の様々な交通機関をスマートフォン等で連携させ、効率よくスム

ーズな移動を実現する新たなモビリティサービスを実現するため、協

調領域におけるオープン化すべきデータの整理やシステム連携可能

な APIなどに関し、官民の検討会において、本年度内にガイドライン

を策定する。同時に、交通事業者や様々なサービス事業者とのデータ

連携を容易にする共通データプラットフォームの実現に向けた検討

を進める。 

・ 公共交通分野におけるオープンデータ化を推進するため、屋内でのナ

ビゲーション等への活用を視野に入れ、本年度中に、新たに民間事業

者による主要駅での Wi-Fiアクセスポイントの位置情報等をオープン

データ化する取組の促進を図る。 

・地方の観光地までの移動を一つのサービスとして捉え、スマートフォ

ンを活用して鉄道やバスなどを一体的に検索・予約・決済できるサー

ビスを提供する MaaSについて、多言語対応やサブスクリプション（定

額制サービス）の導入など、外国人目線での実装を推進するとともに、

観光施設におけるインターネット予約・決済対応の促進を図り、交通

サービスと一体で提供する観光型 MaaSの実現を図る。 

・国土交通省・経済産業省が連携し、新たなモビリティサービスの導入

に意欲的に取り組む地域に対する総合的な支援（スマートモビリティ

チャレンジ）を本年度から開始する。国土交通省では、さらに、新型

輸送サービスの導入を含む地域特性ごとのモデルづくりや障害とな

る課題を解決するためのルール整備などを行う。これらを通じ、新た

なモビリティサービスについて全国的に取組を拡大する。 

・来年度までにすべての都道府県で相互利用可能な交通系 IC カードの

導入に取り組みつつ、クラウドや QR コードによる乗車確認など地方

の交通事業者にとり低コストで導入可能なキャッシュレス化の取組

を支援する。 

・事業者による、様々な交通サービスを柔軟な料金で包括的に提供する

などの MaaS のサービスの取組について支援し、必要に応じて制度・

運用の緩和、更には必要な環境整備のための新たな仕組み作りを視野

に入れて取り組む。 

・バスタ新宿や品川、神戸三宮等をはじめとする集約交通ターミナル｢バ

スタプロジェクト｣を全国で戦略的に展開する。その際、MaaS 等の新

たなモビリティサービスにも対応可能な施設とするとともに、整備・

運営管理に関して民間の技術や活力を最大限に活用するための制度

等について、有識者委員会で検討し本年度中にとりまとめる。 



18 
 

・新たなモビリティの活用も含めて道路空間を車中心から人中心への空

間へと再構築するため、本年度中に法令等の改正の必要性について検

討するとともに、ロードマップを作成する。 

 

ⅱ）自動運転の社会実装に向けた取組の加速 

・来年度目途での無人自動運転移動サービスの実現に向け、令和元年

度は国の公道実証実験を可能性が高い地域に重点化し、長期での実

証を図るとともに、自動運転も組み込んだ地域交通再生の取組も支

援する。 

・自動運転の基盤となる高精度三次元地図について、高速道路の地図

化の完了を受け、重点地域に絞り、一般道路での地図化を開始する

とともに、北米との連携を図りつつ、国際標準化を進める。 

・自動運転整備大綱に基づく制度整備を着実に推進するとともに、レ

ベル 4に向けた制度整備の検討を開始する。 

・トラックの隊列走行について、後続車有人隊列走行の市場投入へ向

けた開発及びデータ検証等を進めつつ、後続車無人隊列走行の実現

に向け、来年度内に後続車無人隊列走行の高速道路上での実証を実

施する。併せて、高速道路でのトラック隊列走行の実現も見据え、

新東名・新名神高速道路の６車線化により、三大都市圏をつなぐダ

ブルネットワークの安定性・効率性を更に向上させるとともに、休

憩スペースや連結解除拠点の設置など、新東名を中心に高速道路イ

ンフラの活用策について検討する。 

・自動車産業の国際競争力強化のため、国連自動車基準調和世界フォ

ーラム（WP29）の場において、我が国の技術をベースとした自動運

転技術の国際基準の策定に向け、日本が議論を主導する。 

・2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を最先端技術の

発信の好機とすべく、信号情報や高速道路における分合流部支援情

報を車両に送信する道路交通インフラの整備等を実施し、本年 10月

から、東京臨海地域において、民間事業者等による最先端の自動運

転技術の実証を開始する。 

・自動運転車のための専用の空間、道路に敷設する電磁誘導線などの

路車連携技術など、自動運転に必要となるインフラについて、道路

法上の位置づけ、整備や管理の在り方などを検討し、今年度内にと

りまとめる。 

・航空需要の拡大や担い手不足に対応するため、来年までの省力化技

術の実装に向け、空港の制限区域内において実証を始めている自動

運転車両の対象を大幅に拡大するとともに、充電・位置推定等に必
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要な設備の設置や、空港内における業務指針について必要な改定を

行う。 

・将来的な人材不足に対応し、特に経営の厳しい地方鉄道のコスト削

減等を図るため、踏切がある等の一般的な鉄道路線への自動運転や

準天頂衛星を用いた精度の高い位置検知システムなどの生産性向

上に資する新技術の導入に向けた検討を行い、本年度内にとりまと

める。 

 

ⅲ）陸海空の様々なモビリティの推進、物流改革 

① 空における次世代モビリティ・システムの構築 

・ 小型無人機（ドローン）について、令和４年度を目途に有人地帯での

目視外飛行による荷物配送等のサービスを可能にするため、福島ロボ

ットテストフィールドを活用した運航管理システムや衝突回避の技

術開発等を進めるとともに、認証制度等の機体の安全性確保制度や、

操縦者・運航管理者の技能確保制度、複数のドローンの運航管理制度、

機体・所有者情報等の登録制度、被害者救済のあり方等を含む制度設

計の基本方針を本年度中に決定する。 

・ 令和３年度を目途に、有人地帯での目視外飛行を可能とするための社

会実装可能なドローン技術を確立する。さらに、上記制度設計の基本

方針に基づき、令和３年度を目途に、必要な制度整備等を進める。ま

た、新たなサービスの創出の促進や、各制度に係る手続き等の簡素化

に留意する。 

・ 物流、農林水産業、インフラ維持管理や災害対応等様々な分野でのド

ローン活用を促進していくため、小型無人機に係る環境整備に向けた

官民協議会において策定したロードマップの個別分野部分等に基づ

き、各分野の用途に対応した技術開発や実証実験、ガイドラインの策

定・周知等の取組を進める。 

・ 急峻な山間地に位置し高所作業が必要な砂防施設の維持管理や、土砂

崩落などの災害対応へのドローンを用いた点検の自動化に向けて、実

証実験を踏まえて点検要領の改定を行うことにより、来年度からの実

装を目指す。 

・ドローンの携帯電話の電波利用の拡大に向け、遅くとも令和２年中に

ユーザーがウェブサイト経由等で携帯電話事業者に申請することで

飛行を可能とする。それまでの間も実用化試験局免許について、農業

用ドローンをはじめとした低空飛行を行うドローンが携帯電話の電

波を簡易な手続で利用可能とするための新たな仕組みを構築し、携帯

電話事業者による手続も含め申請から許可までの期間を原則１か月
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以内とする。 

・ 特に農林水産分野においては、農薬散布や肥料散布、播種、受粉、収

穫物運搬、センシング、農地・農業水利施設の保全・管理、鳥獣被害

対策等にドローンを積極的に活用していくため、農業用ドローンの普

及計画に基づき、農業用ドローンの普及拡大に向けた官民協議会を通

じ、目視外飛行の拡大に向けた取組を含む技術開発や実証を行いつつ、

先進事例の普及やルールの見直しを進める。 

・ “空飛ぶクルマ”の実現に向けた「空の移動革命に向けたロードマッ

プ」に基づき、令和５年からの事業開始を目標として、それまでに必

要な技術開発や機体の安全基準を始めとする制度の整備を進める。 

 

② 陸における様々なモビリティの推進・物流改革 

・ラストワンマイルの交通を支える電動低速モビリティであるグリーン

スローモビリティについて、地域の課題に応じた実証実験を進めつつ、

来年度までに 50地域での実装を目指す。 

・宅配等への活用が期待される自動走行ロボットの社会実装を目指し、

本年度内に道路使用許可の申請に対する取扱いの基準を策定するな

どして実証のための枠組みの構築を行い、自動走行ロボットの公道上

での実証を実現する。加えて、本格的な社会実装に向け、本年度内に

官民による協議会を立ち上げ、同協議会における議論も踏まえながら、

ロードマップの策定及び社会受容性の向上のために必要な措置、必要

なルールの在り方、求められる安全性等についての検討に着手する。 

・一般貨物自動車運送事業の許可を取得してタクシー車両により貨物運

送を行うことができる過疎地域について、「平成 29年の地方からの提

案等に関する対応方針」（平成 29 年 12 月 26 日閣議決定）に基づき、

輸送の安全の確保や利用者利益の保護が損なわれることがないかと

いう観点から、当該区域における実施状況を検証するとともに、地方

公共団体、貨物自動車運送事業者等の関係者の意見も踏まえ、その対

象となる過疎地域の範囲の拡大について検討し、本年中に結論を得る

とともに、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。 

・物流事業者の人手不足に対して、個社の垣根を超えた共同物流を推進

するため、伝票や外装、データ仕様等の標準化を図るための協議会を

本年度中に立ち上げ、アクションプランを策定するとともに、サプラ

イチェーン全体で物流・商流データの共有を行う実証実験を本年中に

開始する。 

・来年度内に再配達率を 13％程度まで削減するため（H30年度は 15％）、

受取方法の更なる多様化に向け、利用者が指定する場所に配達する置
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き配について、課題整理や対応策を検討し、本年中に結論を得る。 

・「自動車運送事業の働き方改革の実現に向けた政府行動計画」に基づ

き、物流の効率化等を図る「ホワイト物流」推進運動の展開や荷待時

間削減・荷役効率化など、労働生産性の向上、取引環境の適正化等を

強力に推進する。 

 

③ 海における新たなシステムの開発 

・令和７年までの自動運航船の実用化に向け、令和５年度中の国際合意

を目指し、技術開発（システムインテグレーション等）や内航での実

証を進めつつ、本年度内に自動運航船の安全設計ガイドラインを世界

に先駆けて策定するとともに、船舶や舶用品の設計や生産工程に係る

情報の共有等によりサプライチェーンでの生産性向上を図るため、情

報の種類、仕様案を本年度内を目途に取りまとめる。 

・深刻化するトラックドライバー不足に対応し、国内物流を補完するフ

ェリー・RORO船 3の輸送力を強化するため、令和 12年までに複合一貫

輸送のスマート化の実現を目指し、ICTを活用したシャーシ等の共有・

管理の高度化、料金収受のキャッシュレス化、自動離着岸装置や自動

温度管理システムの導入などの総合的施策を本年度中にとりまとめ、

推進する。 

 

ⅳ) 昨今の交通事故を踏まえた安心安全な道路交通の実現 

近年、高齢運転者による事故、子供が犠牲となる交通事故が相次い

で発生していることを受け、高齢運転者による事故防止対策、未就学児

を中心に子供が日常的に集団で移動する経路の安全確保に強力に取り

組むなど、交通事故のない社会を目指す。 

・高齢者の安全運転を支える対策について、新たな技術の進展を意欲的

に取り入れつつ、以下の施策を中心として強力に推進するとともに、

前述の i)、ii) を始め、地域の公共交通ネットワークの維持・活性化

の取組を進めることにより、高齢者の移動の足の確保に向けた施策を

推進していく。 

－来年１月に見込まれる衝突被害軽減ブレーキの国際基準の発効を

受けて、衝突被害軽減ブレーキの国内基準を策定する。本年内を目

途に、新車を対象とした衝突被害軽減ブレーキの義務付けについて

結論を得る。また、衝突被害軽減ブレーキに加え、ペダル踏み間違

                                      
3 貨物を積んだトラックやトレーラーが自走で乗降でき、シームレスに陸運に移行できる運航形態。

RORO=Roll On/Roll Off 
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え時加速抑制装置などへの性能認定制度の導入について、本年内を

目途に結論を得る。 

－安全運転支援機能を有する自動車を前提として高齢者が運転でき

る免許制度の創設に向け、制度の在り方、当該免許制度に適した車

両に必要となる安全運転支援機能の範囲や要件及び適合性確認の

在り方並びに当該自動車の普及方策などについて関係省庁が連携

して検討を行い、本年度内に方向性を得る。 

－既販車への後付けの安全運転支援装置の開発を促進するとともに、

その性能認定制度の創設と来年度からの実施を検討する。 

－新たな先進安全技術の開発を促進し、特に、自動速度制御装置(ISA: 

Intelligent Speed Assistance)について、本年内に技術的要件等

のガイドラインを策定する。 

－運転適性相談について、専門職員の更なる配置や相談しやすい環境

整備などにより、本年度内に充実強化する。 

－高速道路における逆走対策については、平成 30 年度に民間企業か

ら公募・選定した逆走対策に係る新技術等を積極的に展開する。 

・次世代を担う子供のかけがえのない命を社会全体で守るため、未就学

児を中心に子供が日常的に集団で移動する経路の安全確保に早急に

取り組む。 

－関係省庁連携のもと、幼稚園､保育所等の「園児が集団で日常的に利

用する道路」等の緊急点検を実施し、秋を目途に結果を集約する。 

－緊急点検の結果を踏まえ、ゾーン 30 の整備等面的対策を含めた交

通安全施設整備の強化とともに、歩行者と自動車・自転車の利用空

間の分離、歩道の拡充、無電柱化、踏切対策、防護柵の設置等によ

る安心安全な歩行空間の整備を進めるほか、ETC2.0等のデータを活

用しての生活道路のエリア内での効果的な速度抑制策や、交差点改

良等の幹線道路対策による生活道路と幹線道路の機能分化等を推

進する。 

－スクールゾーン設定の促進、キッズゾーン（仮称）の設定や見守り

活動等の対策を至急具体化する。 
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４．コーポレート・ガバナンス 

（１）KPIの主な進捗状況 

《KPI》大企業（TOPIX500）の ROAについて、2025年までに欧米企業

に遜色のない水準を目指す 

⇒日本（TOPIX500）：4.0％ 

米国（S&P500）：6.2％ 

欧州（BE500）：4.2％ 

※いずれも昨年４月から本年３月までの期間における各企業

の年次決算について本年５月下旬時点で算出。 

 

（２）新たに講ずべき具体的施策 

ⅰ）コーポレート・ガバナンス改革 

平成 30 年６月のコーポレートガバナンス・コード改訂を踏まえ、

企業による資本コストを意識した経営、政策保有株式、取締役会の機

能発揮等の課題への対応を更に促進していく観点から、投資家と企業

の対話の質の向上等に向けた取組を進めていく。他方、日本企業の競

争力、信頼性を一層グレードアップさせるために、グローバルスタン

ダードに沿って、コーポレート・ガバナンスの更なる強化が求められ

ている。このため、スチュワードシップ・コード及びコーポレートガ

バナンス・コードのフォローアップ会議など関係省庁の有識者会議等

において、中長期的な企業価値向上の実現に向けてコーポレート・ガ

バナンス改革を進展させるため、以下の取組を進める。 

・上場子会社のガバナンスについてのルール整備を図り、親会社は事業

ポートフォリオの再編のための上場子会社の意義について説明責任

を果たすとともに、上場子会社側については、適切なガバナンスの在

り方を特段に明確にし、実務への浸透を図る。 

〇上場子会社のガバナンスの在り方を示し、企業に遵守を促す「グル

ープ・ガバナンス・システムに関する実務指針」を新たに策定する。 

【上場子会社側の対応】 

－具体的には、上場子会社の一般株主保護及び独立した意思決定の

確保のためには、独立社外取締役の役割が特に重要であること。 

－上場子会社におけるガバナンスの実効性を確保するためには、支

配株主からの独立性が重要であることから、独立社外取締役の

独立性判断基準については、少なくとも支配株主出身者（10 年

以内に支配株主に所属していた者）に該当するものは選任しな

いこと。 

－上場子会社の取締役会の独立社外取締役比率を高める（３分の１
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以上や過半数）ことを目指すこと。 

－利益相反取引が発生する具体的な局面においては、例えば、独立

社外取締役（又は独立社外監査役）のみ又は過半数を占める委員

会において、一般株主の利益保護の観点から審議・検討すること

とし、かつ、取締役会においても、その審議結果が尊重される仕

組みをつくること。 

－上場子会社において、一般株主の利益を確保するためにどのよう

なガバナンス体制を構築しているかについて、投資家等に対し

て情報開示を行うこと。 

【親会社側の対応】 

－親会社は、グループとしての企業価値の最大化の観点から上場子

会社として維持することの合理的理由を示すとともに、支配株

主として上場子会社の取締役の選解任権限について上場子会社

のガバナンス体制の実効性を確保できるよう行使し、その適切

性について、情報開示を通じて、投資家等に対して説明責任を果

たすこと。 

〇「グループ・ガバナンス・システムに関する実務指針」の実効性を

高めるため、同指針の方向性に沿って、東京証券取引所の独立性基

準の見直し等、上場子会社等の支配株主からの独立性を高めるため

の更なる措置等を講じる。 

・企業グループ全体の企業価値向上を図るため、グループ経営における

事業ポートフォリオの最適化や実効的な子会社管理、子会社経営陣の

指名・報酬決定などの在り方を示した「グループ・ガバナンス・シス

テムに関する実務指針」を新たに策定し、その周知を進め、同指針に

沿った実務の普及・浸透を図る。 

・投資家と企業の対話の実質化を通じコーポレート・ガバナンス改革の

実効性を向上させるため、建設的な対話の促進に向けた検討を行い、

令和２年度内を目途に、スチュワードシップ・コードの更なる改訂を

行う。 

・我が国の資本市場の信頼性を高めるとともに、企業価値向上に資する

M&A を促進するため、構造的な利益相反の問題が存在する MBO（経営

者による企業買収）及び親会社による上場子会社の買収（完全子会社

化）における一般株主利益を確保するための公正な手続の在り方を示

した「公正な M&Aの在り方に関する指針」を令和元年夏頃に新たに策

定し、その周知を進め、同指針に沿った実務の普及・浸透を図る。 

・自社株対価の M&A の促進のため、改正産業競争力強化法（平成 30 年

７月施行）で創設された税制・会社法に関する特例措置の利用を促す
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とともに、下記の会社法改正案や海外の制度整備の状況等も踏まえ、

その活用を促すための更なる制度的対応について検討を行う。 

・法制審議会答申を踏まえ、社外取締役を置くことの義務付け、自社株

対価 M&Aの手法を拡充するための株式交付制度の創設、株主総会資料

の電子提供制度の創設等を含む会社法改正案の早期成立を目指す。 

・ グローバルな観点から最も望ましい対話環境の整備を図るべく、株主

総会に係るプロセスへの更なる電子的手段の活用の在り方について、

令和元年秋頃を目途に論点整理を行うとともに、年間を通じた対話の

在り方について、諸外国の状況も踏まえて引き続き検討する。 

 

ⅱ）建設的な対話のための情報開示の質の向上、会計・監査の質の向上 

持続的な企業価値向上を図る観点から、企業を取り巻く経営環境や

リスクについて、企業と監査人が相互に連携しつつ認識を深め、投資

家による適切な判断を可能とする情報が提供される環境整備を図る

ため、関係省庁は以下の取組を進める。 

・中長期的な企業価値の向上に向けた企業と投資家の建設的な対話が促

進されるよう、経営者の考えが適切に反映された経営戦略やリスク情

報などの記述情報の充実のための取組を継続的に行う。 

・「事業報告等と有価証券報告書の一体的開示のための取組の支援につ

いて」（平成 30年 12月 28日内閣官房、金融庁、法務省、経済産業省

策定）における記載例等を踏まえ、関係省庁は、一体的な開示を行お

うとする企業の取組・連携を支援する。 

・関係機関等と連携し、国際会計基準（IFRS）への移行を容易にするた

めの更なる取組を進めることにより IFRS の任意適用企業の拡大を促

進する。また、会計監査の信頼性確保の観点から、監査報告書の透明

化を含む会計監査に関する情報提供の充実に向けた施策を実効性あ

るものとするための取組を進めるとともに、海外の動向も含め監査市

場の在り方について調査研究を行う。 

 

ⅲ）活力ある金融・資本市場の実現を通じた円滑な資金供給の促進 

人生 100年時代を迎える中、国民が自らのライフプランに必要とな

る資産形成を実現しつつ、経済成長へとつなげていくためには、国民

の金融リテラシーを向上させながら、その金融資産がリスク選好に応

じてバランスの取れたポートフォリオに移行していくことが重要で

ある。 

そのため、資金の出し手である家計から金融・資本市場を経由して

内外の資金需要者に至るインベストメントチェーンに関与する各主
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体が、より適正なリターンをもたらすことができるよう、その機能を

強化していくため、以下の取組を総合的に進めていく。 

・国民１人１人が安定的な資産形成を実現するため、教育現場を含む関

係者と連携しながら、金融リテラシー向上に向けた取組を進めるとと

もに、NISA制度の普及及びその改善に向けた検討を行う。特につみた

て NISAについては、長期・積立・分散投資の定着及び投資経験を通じ

た金融リテラシー向上にも資することから、積極的に普及を推し進め

ていく。また、長期化する老後の所得確保に向けて、iDeCo（個人型確

定拠出年金）等の私的年金の加入可能年齢等の引上げ等について、社

会保障審議会での議論を踏まえ、制度の見直しを検討するとともに、

私的年金制度の一層の普及を図る観点から、iDeCo の加入手続のオン

ライン化をはじめ、手続の簡素化に向けて検討を行う。NISA 制度や

iDeCo 等の私的年金制度を含む各種の老後の生活等に備える資産形成

を支援する税制について、働き方の違い等によって有利・不利が生じ

ないようにするなど公平な制度を構築する観点から、包括的な見直し

を進める。 

・長寿化を踏まえ、資産寿命も延ばす観点から、高齢社会における資産

の形成・管理面での心構え及びそれに対応する金融サービスの在り方

等をとりまとめたところであり、今後、その内容につき周知・浸透を

図る。 

・「顧客本位の業務運営」の確立と定着に向け、投資信託等の販売会社に

おける好事例や、顧客意識調査の分析結果及び各社が公表した共通

KPI を金融機関との対話において活用し、金融機関の取組の更なる改

善を促進する。 

・日本取引所グループと東京商品取引所との間で平成 31 年３月に締結

された基本合意を踏まえ、国際競争力の高い総合取引所が実現できる

よう、必要な環境整備に積極的に取り組む。また、引き続き、電力先

物市場の開設に向けて積極的に取り組む。 

・国内外の多様な投資家が投資しやすい環境を整備するとともに、投資

対象である上場会社自身の魅力の向上が図られていくことを推進す

るとの観点から、東京証券取引所の市場構造の在り方について、検討

を進める。 

・日本の金融市場の機能を強化する観点から、東京都とも連携しつつ、

海外資産運用業者等向けの誘致活動、金融業の登録申請を支援するた

めのガイドブックの作成、金融業の拠点開設サポートデスクの活用を

通じ、我が国への金融事業者の更なる集積を促進するとともに、

FinTech サポートデスクや FinTech 実証実験ハブも活用することで、
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金融業におけるイノベーションを促していく。 

・ホスト国として、監査監督機関国際フォーラム（IFIAR）事務局の円滑

な運営及び加盟国拡大を支援する。 

・成長力強化に向けた民間によるリスクマネー供給を促進するため、政

府出資（産業投資）を活用して、日本政策投資銀行等の投資機能の更

なる活用を図る。併せて、官民ファンドについては、効率的かつ効果

的な活用を進めつつ、新経済・財政再生計画改革工程表 2018 に基づ

き、策定された改善目標・計画等による具体的な取組を着実に進める。 
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５．スマート公共サービス 

（１）KPI の主な進捗状況 

《KPI》（新）2020年度時点での政府情報システムの運用等経費及び整

備経費のうちのシステム改修に係る経費を、2025年度までに

３割削減することを目指す。 

《KPI》2020年までに、世界銀行のビジネス環境ランキングにおいて、

日本が先進国３位以内に入る。 

⇒2018年 10月公表時 25位(前年比１位低下)  

《KPI》2020年３月までに重点分野※の行政手続コストを 20％以上削

減する。 

（※「行政手続部会とりまとめ」（平成 29年３月 29日規制改革推進

会議行政手続部会決定）に示された９の重点分野。事項によっ

ては 2022年３月まで。ただし、「国税」、「地方税」については、

大法人の電子申告利用率 100％など、別途の数値目標を設定。） 

 

（２）新たに講ずべき具体的施策 

業務・組織毎のレガシーシステムから、疎結合の設計思想でオープン

なクラウド上の様々なサービスが API経由でつながり、相互にデータ連

携して処理され、かつ、それが AI により自動化される仕組みへとパラ

ダイムが変わりつつある。また、行政のみが提供するのではなく、民間

と協働し、クラウド上でアプリケーションを開発し、サービス提供を行

うシビックテックの潮流が世界的にも起こってきている。 

こうした中、行政におけるデジタルトランスフォーメーションとは、

紙の手続を単に電子化するあるいは行政内でデータを共有する等の効

率化にとどまるものではない。利用者を起点として、行政と民間サービ

スが相互にデータ接続することにより、行政手続・民間取引がシームレ

スにつながり、煩わしいプロセスそのものが不要となり、データ連携に

よる新たな質の高いサービスを生み出すデジタルトランスフォーメー

ションを官民が連携して進めていくことが必要である。 

このような発想で、子育てや法人手続などの分野において、バックオ

フィスをはじめとした様々な分野でクラウド上に展開されている民間

のデジタルサービスと連動した行政サービスの再設計に順次取り組む

ほか、これらの基盤として、国・地方自治体での AI・RPAの活用やパブ

リッククラウド活用やデータ連携のための環境整備に取り組む。 

 

ⅰ）個人、法人による手続の自動化 

① 個人による手続の自動化 
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・ 子育て世帯の負担軽減は我が国喫緊の問題であり、「子育て」につい

ては、手続に係る負担軽減や利便性の向上のため、例えば、予防接

種や児童手当、保険、家事サービスなどの妊娠から就学前までの官

民の様々なサービスが最適なタイミングで案内され、ボタン１つで

申請できるサービスの実現に向け、本年度内に民間サービス・自治

体システム・マイナポータル等のシステム・情報連携のために必要

となるサービス・アーキテクチャーの設計、個別行政手続の見直し

を行い、ロードマップを策定する。これを踏まえ、具体的なサービ

ス提供を来年度に一部自治体において開始し、令和５年度からの全

国展開を目指す。 

・ また、このほか多くの国民の生活に大きな影響のある個人向け行政

手続等のワンストップ化の推進を図るため、 

－「引越し」については、本年度中に自治体等による導入を促進する

ためのガイドライン等を取りまとめるとともに、引越しポータルサ

イトからの手続申請（自治体手続についてはマイナポータルを経由）

について順次サービスを開始し、来年度から多くの自治体や民間企

業での導入や民間手続の更なる拡大を図り、本格展開を進める。 

－「死亡・相続」については、本年度中に自治体において遺族が行う

死亡関連手続の総合窓口を導入するためのガイドライン等を取り

まとめ、自治体でのサービス開始を図る。また、本年度から、遺族

が行う行政手続の見直しや生前情報の電子的な継承の仕組みの検

討に着手し、令和３年度以降、オンラインで必要な手続が完結する

仕組みを実現する。 

－「介護」については、要介護者本人や代理人による申請負担軽減を

図るサービスを昨年度から開始したところであり、本年度以降、電

子申請に係る自治体業務の効率化に関する取組等により、多くの自

治体での導入促進を図るとともに、自治体に対する電子申請におけ

る申請様式の提示等、自治体や事業者等の負担が軽減されるよう更

なる取組について本年度中に検討し、順次実施する。 

－「自動車」については、本年５月に開始した軽自動車保有関係手続

ワンストップの更なる拡大方策を本年度中に取りまとめ、早期に実

現するとともに、引越しワンストップサービス等との連携の在り方

や IC カード化した自動車検査証の空き容量の民間活用について検

討し、本年度中に一定の方向性を得る。 

 

② 法人向けワンストップサービスの実現 

・世界最高水準の起業環境を実現するために、法人設立手続のオンラ



30 
 

イン・ワンストップ化を行うこととし、以下の事項に取り組むとと

もに、定期的に取組状況を検証し、令和３年度目途で見直しを行い、

必要な措置を講ずる。 

－令和２年１月目途で、登記後の手続のワンストップ化を開始する

とともに、令和３年２月目途で、定款認証及び設立登記を含めた

全手続のワンストップ化、設立登記における印鑑届出の任意化、

一定の条件の下で全国での定款認証及び設立登記のオンライン

同時申請を対象にした 24 時間以内に設立登記が完了する取組及

び完全オンライン化による添付書類のペーパーレス化を開始す

る。この際、印鑑届出のオンライン化を検討する。 

－印鑑届出の任意化の実現に向けて、本年度中の商業登記法改正に

取り組むとともに、将来的な法人の商業登記電子証明書の取得・

保持の一般化に向けた課題・方策を検討し、本年度内に結論を得

る。 

・法人の住所及び役員等の変更時の登記・社会保険・税手続のオンラ

イン・ワンストップ化に向けたシステム対応として、マイナポータ

ルの APIを活用したワンストップ化を令和２年度中に開始する。 

・中小企業等の負荷軽減のため、以下の取組を行う。 

－社会保険の採用・退職時等の手続について、マイナポータルの API

との連携を早期に実現し、令和２年４月から法人共通認証基盤を

利用した ID・パスワード方式の導入を目指す。 

－法人共通認証基盤を活用した ID・パスワード方式による補助金申

請システムについて、本年度中に主要な中小企業向け補助金での

運用を開始し、各省庁・有志自治体の補助金について、来年 4月

からの導入を目指す。 

・従業員のライフイベントに伴い企業が行う社会保険・税手続につい

て、マイナポータルの APIを活用したオンライン・ワンストップ化

を令和２年 11月頃から開始し、順次、対象手続を拡大する。また、

社労士の電子署名等が必要な手続についても令和２年度中にマイ

ナポータルから行えるようにする。 

 

③ 税・社会保険手続の電子化・自動化 

・年末調整・所得税の確定申告に関して、令和２年分から、マイナポ

ータルを活用したデータ連携により、生命保険料控除証明書等の一

括取得、各種申告書への入力・添付を自動化するとともに、保険会

社等が発行する当該証明書については、関連するシステム対応状況

に応じて電子交付を原則とする。 
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・税・社会保険手続の自動化については、金融機関に係る法定調書の

提出に関して、クラウドを活用した企業保有情報の新しい提出方法

に係るシステムの利用を令和３年度以降開始し、事業者の事務作業

の負担を軽減する。また、国民・事業者の負担軽減が見込まれるそ

の他の手続についても、令和 4年度以降の対象拡大に向けて検討し、

来年度中に結論を得る。更に、年金関係をはじめ、行政機関等から

事業者への処分通知等について、電子化の課題や方策等を検討し、

令和 3年度以降の順次対応を目指すとともに、活用拡大を検討する。 

・個人住民税の特別徴収税額通知書（納税義務者用）については、地

方団体及び特別徴収義務者の理解を得ながら進めることに留意し

つつ、全ての市町村における電子的通知の実現に向けて検討し、早

期に結論を得る。 

・税・公金のキャッシュレス化等について、以下の取組を行う。 

－地方税の電子化の推進について、本年 10 月から地方法人二税等

を対象に地方税共通納税システムを運用開始するとともに、地方

団体の理解を得ながら進めることに留意しつつ、納税者からの要

望が多い税目への拡大を含めた、システムの更なる活用に関して、

本年度中にその課題、対応策等を検討し、実施に向けた道筋を得

る。 

－税・公金収納・支払に関し、金融機関、関係府省庁、地方公共団

体などの関係者が連携した税・公金収納・支払の効率化等に関す

る勉強会において、これまでに抽出した ITによる利便性の向上・

効率化に向けた課題の解決方策等について、本年度中に、検討を

進め、今後の道筋を得る。 

・事業者における経理・税務手続を電子化・自動化し、そのバックオ

フィスの効率化などを実現するため、中小企業のオンラインバンキ

ングの利用促進や電子的な請求書、領収書の普及に向けた電子帳簿

等保存制度の改善等を含めて、オンラインでの請求・支払・領収、

関連する書類等の電子保存及び電子申告・納税の更なる推進ととも

に、中小企業のスマート化を促進するための課題や方策を検討し、

本年度中に結論を得る。 

 

④ 情報システム関係予算の一元的なプロジェクト管理の強化 

・政府情報システムについて、内閣官房の下、サービス視点の業務改革

（BPR）を意識した年間を通じたプロジェクト管理を本年度から一部

開始し、順次拡大を図るとともに、クラウドサービス等を活用し、政
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府全体で共通的に利用するシステム、基盤、機能等（デジタルインフ

ラ）の構築・利用を進めるため、来年度からデジタルインフラの整備

及び運用に係る予算の一括要求・一括計上を順次開始する。 

・政府情報システムの調達において、機動的かつ効率的、効果的なシス

テム整備に資するよう、契約締結前に、複数事業者と提案内容につい

て技術的対話を可能とする調達・契約方法を、来年度から試行的に開

始する。 

 

⑤ マイナンバーカードの普及、利活用の推進等 

・「マイナンバーカードの普及とマイナンバーの利活用の促進に関する

方針」（令和元年６月４日、デジタル・ガバメント閣僚会議決定）に基

づき、国民がマイナンバー制度のメリットをより実感できるデジタル

社会を早期に実現するため、マイナンバーカードの普及、その利活用

を強力に促進するとともに、社会保障の公平性の実現、行政の利便性

向上・運用効率化等に向け、マイナンバーの利活用を図る。 

・Society5.0社会の国民共有の基盤として、個人情報保護を徹底しつつ、

マイナンバーカードの利活用を一層深化させる観点から、行政サービ

スと民間サービスの共同利用型キャッシュレス決済基盤の構築を目

指すこととし、マイナンバーカードの本人確認機能を活用したクラウ

ドサービスを発展的に利活用する。 

 具体的には、厳格な本人確認を行った利用者 ID を格納するマイキー

プラットフォームと自治体ポイント管理クラウドを官民で活用する。

民間の活力を最大限活用し、住民が自治体ポイントをクレジットカー

ド等で購入できるようにするほか、将来的には、民間の各種ポイント

との交換も検討する。こうした取組により、例えば、地域における移

動支援や買い物支援、介護サポートなどに自治体ポイントを使うこと

を可能とするとともに、地域商店街の活性化にも資する政策展開を図

る。 

 併せて、国や地方公共団体が実施する子育て支援金等各種の現金給付

をポイントで行うことも視野に入れ、関係府省や地方公共団体と検討

を進め、真に必要な国民に対して、きめ細かい対応を可能にするとと

もに、不正受給の防止、事務コストの削減など、効果的な政策遂行に

もつなげることを目指す。 

 消費税率引き上げの際の消費平準化対策として、マイナンバーカード

を活用した自治体ポイントの発行準備を進めた上で、上記のような視

点に立ち、対策実施後の将来的な拡張性や互換性も担保したナショナ
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ルシステムとしての基盤を目指し、官民でのタスクフォースを立ち上

げる等、対策の進捗を踏まえて、具体的なあり方について検討を行う。 

・マイナンバーカードの健康保険証利用の仕組みは、診療時における確

実な本人確認と保険資格確認を可能とし、医療保険事務の効率化や患

者の利便性の向上等に資するものであり、令和３年３月から本格運用

する。これに、全国の医療機関等ができる限り早期かつ円滑に対応で

きるよう、令和４年度中に概ね全ての医療機関での導入を目指し、医

療機関等の読み取り端末、システム等の早期整備を十分に支援する。

これとあわせ、保険者毎に被保険者の具体的なマイナンバーカード取

得促進策を速やかに策定するとともに、国家公務員や地方公務員等に

よる本年度中のマイナンバーカードの取得を推進する。 

・安全・安心で利便性の高いデジタル社会をできる限り早期に実現する

観点から、令和４年度中にほとんどの住民がマイナンバーカードを保

有していることを想定し、国は市町村毎のマイナンバーカードの交付

円滑化計画の策定の推進と定期的なフォローアップを行うとともに

必要な支援を行うなど、マイナンバーカードの普及を強力に推進する。 

・さらに、マイナンバーカードやマイナポータルを活用した①「デジタ

ル・ハローワーク・サービス」による教育訓練給付金の電子申請の推

進、各種申請書類等の簡素化、②「デジタル・キャンパス構想」によ

る大学におけるデジタル化の推進、マイナンバーカードの教員免許管

理等への活用、③納税手続のデジタル化（年末調整・確定申告手続に

必要となるデータの一括取得、各種申告書への入力・添付の自動化等）

の推進、④建設キャリアアップシステムとの連携等の施策を順次実現

し、カードの利便性向上・活用シーンの拡大を推進する。 

・できる限り多くの住民が安価にスマートフォンによる公的個人認証サ

ービスの利用を可能とするための方式について、スマートフォンへの

利用者証明用電子証明書の搭載を含め、本年度中を目途に市場動向や

技術動向を踏まえた技術的課題等の検討を行い、その結果を踏まえ、

速やかに必要な法制上・運用上の措置を講じる。さらに、マイナンバ

ーカードの機能のスマートフォンへの搭載について、必要な安全確保

措置を踏まえて検討を行う。 

 

ⅱ）行政機関におけるデジタルトランスフォーメーション（DX）の推進 

① デジタルファーストの実現 

・デジタルファーストの実現に向けて、規制改革や行政改革の観点か

らの見直しを行った上で、以下の取り組みを行う。 

－デジタル手続法における情報システム整備計画（行政手続のオン



34 
 

ライン化や添付書面等の省略の対象・実現時期を含む。）及び同法

の政省令を年内に策定する。 

－その際、行政サービスの 100％デジタル化に向けて、国及び自治

体に関する行政手続や民間手続における情報通信技術の活用に

関する課題や推進策を検討し、行政手続の単位毎に、利用者の負

担軽減及び行政運営の効率化並びにオンライン利用率に関する

目標等を設定する。 

－また、来年度、決算書の添付不要化などを可能とする法人データ

交換基盤の整備を進める。 

－情報システムの整備に当たっては、「デジタル・ガバメント推進標

準ガイドライン」等の行政のデジタル化を推進するための基盤と

なるガイドライン群に則することとし、毎年度末までに、その状

況を公表する。特に、民間事業者が提供するサービスを活用して、

行政手続のしやすさを改善することを可能とする環境整備を行

うこととし、そのために、システム連携やデータ連携を行う際に

は、「API導入実践ガイドブック」等に準拠した API導入を原則と

する。 

－保育園入所時の就労証明書については、競争率の高い大都市向け

の様式の導入等により、普及目標７割（来年度入所分）を目指し

て標準様式の普及率を拡大するとともに、デジタルでの手続の完

結を目指す。競争入札参加資格申請書については、本年度中に、

総務省研究会の報告を踏まえた上で標準書式案を検討・作成する

とともに、地方自治体の電子申請システムへの反映に結び付ける。 

 

② 国の行政機関における先進技術の更なる活用 

・行政サービスの質の向上や業務の効率化に向け、国の行政機関におい

て、国民・企業等に大きな影響を持つ分野を中心に、業務改革（BPR）

を実施した上で、AI・RPA 等の活用により効果が見込まれる審査、調

査、問合せ対応等の業務から優先的にその導入を推進する。 

・本年中に「デジタル・ガバメント実行計画」を改定し、国の行政機関

における BPRを踏まえた AI・RPA等の活用推進に当たっての基本的な

考え方を整理するとともに、優先的に取り組むべき業務を明確化する。

また、同計画の改定を踏まえ、各府省において、「各府省デジタル・ガ

バメント中長期計画」を改定し、優先的に取り組むべき業務の具体的

な進め方を明確化する。 

・各省庁における業務改革、AI・RPA 等の活用を推進するため、人的資

源支援の観点から制度整備を進めるとともに、好事例の蓄積・展開や
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導入・運用等に当たってのノウハウや課題等の整理を行う。 

・来年秋に運用開始が予定されているクラウドサービスの安全性評価制

度との整合を図るため、「政府情報システムにおけるクラウドサービ

スの利用に係る基本方針」（平成 30 年６月７日、各府省情報化統括

責任者（CIO）連絡会議決定）の見直しを本年度内に行い、情報システ

ムの導入に当たっては、パブリック・クラウドサービスの利用を第一

候補として検討する、各府省におけるクラウド・バイ・デフォルト原

則を明確化、確立する。 

・官民双方が一層安全・安心にクラウドサービスを採用し、継続的に利

用していくため、クラウドサービスの安全性評価制度について、来年

秋の全政府機関等での利用開始に向け、本年度中に実証を行いつつ、

評価基準や制度を確立する。 

 

③ 地方の行政機関における先進技術の更なる活用 

・自治体によるパブリッククラウドの安全な活用を推進するため、業務

に応じた技術的要件を整理し速やかに周知する。また、国のクラウド・

バイ・デフォルト原則やクラウドサービスの安全性評価制度の検討結

果も踏まえつつ、必要に応じ当該要件について内容の追加等を行う。 

・自治体における業務の更なる効率化、システムや AI・RPA等の ICTの

共同利用のため、住民記録システム等の自治体情報システムの標準化

及び業務プロセスの自治体間比較を通じた標準化モデルの構築を本

年度から進めるとともに、AI の標準化や RPA 導入補助を強力に推進

し、遅くとも 2020年代に各行政分野において標準システムや AI・RPA

等のサービスの全国的な提供、自治体におけるすべての手続の原則電

子化・ペーパーレス化を実現する。 

・自治体、事業者、関係団体等の幅広い関係者の参画の下、本年度中に

自治体業務システムのデータ連携標準を定める地域情報プラットフ

ォーム標準仕様等について、基幹系業務システム間において連携すべ

きデータ項目の拡充等見直し方針をとりまとめ、来年度から当該方針

に基づき抜本的な見直しを進める。 

・データ活用の実効性を最大化し、地域課題解決への支援を行うため、

本年度中に、「地域情報化アドバイザー」について、AI・RPAの専門家

や地方人材を新規委嘱する等質的・量的・地域的な拡大を図るととも

に、「自治体 CIO 育成研修」について、AI や RPA を実践的に学習でき

るよう見直す。 

・地方自治体が先端技術を用いた情報システム等について効果的かつ効

率的に活用できるよう、地方自治体のニーズを踏まえつつ、複数の地
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方自治体と開発者との設計段階からの対話を通じて、共同利用を前提

とした具体的なシステム等の提案を行う「自治体ピッチ」を本年から

実施する。 

・ベンチャーや NPO等が開発した有用な行政・市民向けデジタルサービ

スやアプリケーション等を一か所に集約した「マーケットプレイス」

について、本年度から整備を開始し、来年度以降、本格的な導入を進

め、地方自治体におけるベストプラクティスの効率的な横展開を可能

にする。 

 

ⅲ）世界で一番企業が活動しやすい国の実現  

① 裁判手続等の IT 化の推進 

・司法府による自律的判断を尊重しつつ、民事司法制度改革推進に関

する関係府省庁連絡会議における検討を踏まえながら、民事訴訟に

関する裁判手続等の全面 IT 化の実現を目指すこととし、以下の取

組を段階的に行う。 

－現行法の下で、司法府には，大規模庁を始めとする全国の複数の

裁判所でウェブ会議等の IT ツールを積極的に活用した争点整理

の新たな運用を速やかに開始するとともに、来年度以降、新たな

運用を行う裁判所を順次全国に拡大することを期待する。 

－オンライン申立て、訴訟記録の電子化、手数料等の電子納付、ウ

ェブ会議等を用いた関係者の出頭を要しない期日の実現等を目

指し、本年度中に法制審議会に諮問を行い、令和４年中の民事訴

訟法改正を視野に入れて取り組む。裁判手続等の IT 化により、

特に IT に習熟しない者の裁判を受ける権利を害することがない

よう、司法府の協力を得つつ、総合的な対策を検討する。司法府

には新たな制度の実現を目指した迅速な取組を期待し，行政府は

必要な措置を講ずる。 

－ITを用いた新たな運用・制度については、司法府の環境整備に向

けた検討・取組を踏まえた上で、段階的に速やかに導入し、法改

正を伴うものについては、令和５年頃より順次導入する。新制度

導入に向けたスケジュールについて本年度中に検討を行う。 

・紛争の多様化に対応した我が国のビジネス環境整備として、オンライ

ンでの紛争解決（ODR）など、IT・AI を活用した裁判外紛争解決手続

等の民事紛争解決の利用拡充・機能強化に関する検討を行い、基本方

針について本年度中に結論を得る。 

 

② 貿易手続・港湾物流等の改善 
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・港湾に関する行政機関及び民間事業者間の手続や、港湾施設の状況等

のあらゆる情報を電子化するため、「港湾関連データ連携基盤」を令和

２年までに構築し、電子情報の利活用を通じて港湾物流の生産性向上

を図る。 

 

③ 不動産関連情報・サービスのデジタル化 

ア）登記時の添付書類（売主の印鑑証明書）の削減 

・不動産登記手続において、令和元年度中に、異なる法務局間での法人

の印鑑証明書の添付を不要とする。 

 

イ）不動産取引におけるオンライン化の推進 

・不動産取引のオンライン取引を推進するため、不動産取引の安全性確

保を大前提としながら、売買における IT を活用した重要事項説明の

導入や賃貸における重要事項説明書等の書面の電子化に係る検討を

行い、本年度中に結論を得るなど、実証実験プロセスも取り入れつつ、

新技術に対応した制度インフラ整備や情報の充実を柔軟に進める。 

 

ウ）不動産関連情報のオープン化 

・官民それぞれが有する情報の更なる活用を推進するため、取引価格や

建物の利用現況、地域の安全・インフラの情報のオープン化に向けた

検討を行い、本年度中に結論を得る。 

 

エ）土地に関する情報基盤の実現 

・土地に関する情報基盤の実現に向けて、不動産登記簿、戸籍簿、固

定資産税台帳、農地台帳、林地台帳等の連携高度化の検討を行い、

本年度中に方向性について結論を得る。 

 

④ 動産担保に関する法的枠組み及び登記制度の整備 

・企業や金融機関からのニーズを踏まえて、動産担保に関する法的枠組

みや登記制度の整備について、将来的な法改正も視野に入れて検討す

ることとし、実務におけるニーズ調査及び本年３月に開始した法制上

の課題に関する検討を継続し、本年度内に中間的な議論の整理を行う。 
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６．次世代インフラ 
（１）KPIの主な進捗状況 

《KPI》2025年度までに建設現場の生産性の２割向上を目指す。 

《KPI》国内の重要インフラ・老朽化インフラの点検・診断などの業務

において、一定の技術水準を満たしたロボットやセンサーな

どの新技術等を導入している施設管理者の割合を、2020 年頃

までには 20％、2030 年までには 100％とする。 

《KPI》2020 年までに、都市総合力ランキングにおいて、東京が３位

以内に入る。 

   ⇒2018年：３位（2012年：４位）  

《KPI》10年間（2013 年度～2022年度）で PPP/PFIの事業規模を 21

兆円に拡大する。このうち、公共施設等運営権方式を活用し

た PFI事業については、７兆円を目標とする。 

⇒2013年度～2017年度の事業規模 

・PPP/PFI事業：約 13.8兆円 

・公共施設等運営権方式を活用した PFI事業：約 5.7兆円 

 

（２）新たに講ずべき具体的施策 

  ⅰ）インフラ分野の生産性向上、防災・交通・物流・都市の課題解決 

我が国の国際競争力を強化し、経済成長を促進するため、高規格幹

線道路、整備新幹線、リニア中央新幹線などの高速交通ネットワーク、

国際拠点空港、国際コンテナ・バルク戦略港湾等の早期整備・活用を

通じた産業インフラの機能強化を図るとともに、産業のサプライチェ

ーンが途切れることのないよう災害に強い強靭なインフラの整備を

行う。また、AI、IoT、ロボット、ビッグデータ、自動運転などの第 4

次産業革命の新技術を活用して「賢く投資・賢く使う」戦略的インフ

ラマネジメントやコンパクト・プラス・ネットワークの取組を進め、

生産性向上、利便性向上、民間投資の喚起等のインフラのストック効

果が最大限発揮される取組を進める。 

 

 ① インフラの整備・維持管理 

・建設プロセスに ICT の全面的な活用等を推進する i-Construction

の貫徹に向け、全国 10の i-Constructionモデル事務所で測量・調

査から維持管理まで３次元データや ICT等の新技術を集中的に活用

する。また、本年中に地盤改良工や付帯構造物設置工等へ ICT導入



39 
 

を拡大し、工事の大部分で ICTを活用する「ICT-Full活用工事」を

全国 53の i-Constructionサポート事務所で実施するとともに、地

方公共団体や地域企業へ普及・拡大させる。 

・測量・調査から設計、施工、維持管理に至る建設生産プロセス全体

で得られた構造物データや地盤データ等を基盤地図情報上に集約・

共有するインフラ・データプラットフォームと、交通・物流や気象・

災害情報等の各データプラットフォームを連携させ、サイバー空間

上でのシミュレーションを可能とする国土と交通に関する統合的

なデータプラットフォームの令和４年度までの構築に向けて、本年

度中にロードマップをとりまとめる。 

・BIM の取組を国・地方公共団体が発注する建築工事で横展開し、民

間発注工事へ波及拡大させる。BIM による建築確認申請の普及に向

けて、確認申請の大半を取り扱っている指定確認検査機関による確

認申請の電子化対応の支援等を速やかに進めるとともに、特定行政

庁である地方公共団体による電子化対応に向けた検討を進める。

BIM 導入を戦略的に進めるため、国・地方公共団体、建設業者、設

計者、建物所有者などの広範な関係者による協議の場を設置し、直

面する課題とその対策や官民の役割分担、工程表等を今年度中にと

りまとめる。 

・タブレット等と連動し、点検・維持補修等のデータを一元管理して

地方自治体のインフラ維持管理業務を高度化・効率化する ICTデー

タベースシステムについて、地方財政措置も活用して全国での導入

を進めるとともに、各インフラ所管省庁でデータ項目の標準化、ク

ラウド化など共同利用のための環境整備を進める。 

・メンテナンスサイクルを着実に進めるために、本年２月に改定した

橋梁等の点検要領と既往の現場実証で確認された新技術を整理し

た性能カタログ等に基づき、点検業務受注者が提案したドローンな

どの新技術の活用を発注者が承認する枠組み等により、橋梁点検等

での新技術の現場実装を加速する。他のインフラ分野においても、

同様に現場実証の成果を取り込んだ要領改定等を速やかに進める。 

・あわせて、インフラ所管省庁が推奨する新技術を地方公共団体が導

入する場合の地方財政措置を活用した取組や実装事例の横展開を

進めるとともに、各インフラ所管省庁において要領を整備するなど、

対象となるインフラ分野、新技術を充実させる。 
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・ 地下に埋設された管路などの下水道施設について、マンホールに設

置したセンサーからの運転情報等のクラウドへの蓄積や、AI によ

る異常箇所の検知や故障予測、遠隔操作を行う実証事業を本年度か

ら実施し、令和３年度までにガイドラインを策定する。 

・技術系職員が不足する地方公共団体が、新技術導入やデータ活用を

含めてインフラ管理の即戦力となりうる人材を積極的に中途採用

できる仕組みを検討して本年度中に結論を得るとともに、点検を行

う技術者の資格制度や新技術の認定制度について速やかに検討す

る。 

・キャッシュフローを生み出しにくいインフラに対して PPP/PFIの利

用が進まない理由、効果的な普及策等を検討するとともに、多年度

かつ広域での一括契約といった仕組みを活用し、民間技術・ノウハ

ウの導入を推進する。 

 

② 防災、災害対応 

・平成 30 年 7 月豪雨の経験を踏まえ、住民自らが命を守る行動を選

択できるよう、低コストの危機管理型水位計や簡易型河川監視カメ

ラを速やかに全国配備し、リアルタイムの水位や中継画像等を活用

した事態の切迫をわかりやすく伝える情報コンテンツを充実させ

るとともに、SNS やスマートフォンアプリの活用など行政と各種メ

ディアが連携した効果的な情報発信・伝達の取組を進める。 

・ 危機管理型水位計を活用した詳細な洪水・高潮・高波予測情報の提

供を来年度までに実現する。また、人手不足や観測員の安全性が課

題である流量観測についても革新的河川技術プロジェクトにより、

令和３年度までに無人化・自動化するため、本年度は機器開発及び

現場実証を実施する。 

・ 台風の強大化に伴う浸水リスクの増大に対応するため、本年度から

公表するメソアンサンブル気象予測と AI を活用し、複数の既設ダ

ムの統合管理によりダムの洪水調節能力を最大限発揮させる技術

を令和５年度までに実装するため、来年度から試行ダムで予測降雨

のダム操作への適用性の評価を開始する。 

・ 急峻な山間地に位置し高所作業が必要な砂防施設の維持管理や、土

砂崩落などの災害対応へのドローンを用いた点検の自動化に向け

て、実証実験を踏まえて点検要領の改定を行うことにより、来年度
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からの実装を目指す。＜再掲＞ 

・ ５G を用いて被災地から離れた場所から建設機械を遠隔操作する

ことで、土砂崩落などに対して早期の復旧が可能となるよう、本年

度から実証実験を開始し、来年夏頃より５Gの通信カバーエリアで

実装を目指す。 

・ 戦略的イノベーション創造プログラムで開発したシステムを用い

て、全国のため池のデータベース化、維持管理情報や水位計データ

を共有化し、自治体、ため池管理者へ危機管理情報を提供するため

の体制を本年度中に構築する。 

 

 ③ 交通の課題の解決 

オープンデータ化やスマートモビリティチャレンジの実施、新し

いモビリティや自動運転技術の活用、必要な制度面での検討などに

よる日本版 MaaSを推進するほか、以下の取組を進める。 

・ ラストワンマイルの交通を支える電動低速モビリティであるグリ

ーンスローモビリティについて、地域の課題に応じた実証実験を進

めつつ、来年度までに 50地域での実装を目指す。＜再掲＞ 

・ 新たなモビリティの活用も含めて道路空間を車中心から人中心へ

の空間へと再構築するため、本年度中に法令等の改正の必要性につ

いて検討するとともに、ロードマップを作成する。＜再掲＞ 

・ ベビーカー使用者から課題とされている保育所や駅周辺等におけ

る歩道の段差を解消するため、センシング技術を活用して歩行空間

データを効率的に収集する実証実験を本年夏から開始し、来年度ま

でにガイドラインを策定する。 

・ ETC2.0から得られる車両の速度・経路等のデータと民間保有データ

を組み合わせた新たなサービスの創出を推進するため、本年度 20件

程度の実証実験の実施を目指す。 

・ 高速道路でのトラック隊列走行の実現も見据え、新東名・新名神高

速道路の６車線化により、三大都市圏をつなぐダブルネットワーク

の安定性・効率性を更に向上させるとともに、休憩スペースや連結

解除拠点の設置など、新東名を中心に高速道路インフラの活用策に

ついて検討する。＜再掲＞ 

・ 道路ネットワークのストック効果を最大限に発揮させ、迅速かつ円

滑な物流の実現、交通渋滞の緩和等を図るため、首都圏三環状道路
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をはじめとする三大都市圏環状道路等について整備を推進する。中

京圏において、名古屋第二環状自動車道の全線開通に合わせて、来

年度中を目途に新たな料金体系を導入する。 

・ 航空需要の拡大や担い手不足に対応するため、来年までの省力化技

術の実装に向け、空港の制限区域内において実証を始めている自動

運転車両の対象を大幅に拡大するとともに、充電・位置推定等に必

要な設備の設置や、空港内における業務指針について必要な改定を

行う。＜再掲＞ 

・ 現下の低金利状況も活用し、高規格幹線道路、リニア中央新幹線な

どの高速交通ネットワークに加え、国際拠点空港、空港等とのアク

セスとなる主要な都市鉄道ネットワーク、物流施設等の早期整備を

図る。そのための制度整備を必要とするものについては、本年度中

を目途に検討する。 

 

④ 物流の課題の解決 

・ 物流事業者の人手不足に対して、個社の垣根を超えた共同物流を推

進するため、伝票や外装、データ仕様等の標準化を図るための協議

会を本年度中に立ち上げ、アクションプランを策定するとともに、

サプライチェーン全体で物流・商流データの共有を行う実証実験を

本年中に開始する。＜再掲＞ 

・ 来年度内に再配達率を 13％程度まで削減するため（平成 30 年度は

15％）、受取方法の更なる多様化に向け、利用者が指定する場所に配

達する置き配について、課題整理や対応策を検討し、本年中に結論

を得る。＜再掲＞ 

・ 現在は１カ月程度要している特車通行許可の平均審査日数を、来年

までに 10 日程度に短縮するため、センシング技術の活用等により

道路構造の電子化を速やかに進めるとともに、重要物流道路のうち

国際海上コンテナ車両（40ft背高）について許可申請が不要となる

区間の指定を本年度中に実施する。 

・ 地域の雇用と経済を支える海事産業の国際競争力強化のため、令和

７年までの「自動運航船」の実現に向けて、自動運航船の安全設計

ガイドラインを本年度中に策定する。 

・ 世界最高水準の生産性を有する AI ターミナルを実現するため、本

年度から AI を活用したコンテナのダメージチェックの自働化や荷
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役機械の運転支援に関する実証事業に着手し、令和４年度までに所

要のシステム構築を行う。 

・ 来年度までに、国内２カ所での LNGバンカリング拠点を形成すると

ともに、シンガポール等と連携しながらバンカリングに必要な安全

基準等の国際標準化を目指す。 

 

⑤ 都市の競争力の向上 

・ サイバーとフィジカルを高度に融合した Society5.0の実現に向け、

AI、IoT 等の新技術やデータを活用したスマートシティをまちづく

りの基本コンセプトとして位置付け、その取組を加速化する。今年

度から、自治体、民間、大学等の連携による交通、防災、環境、観

光等の分野横断的な取組を基盤整備、ノウハウ・人材面等で支援し、

モデル事業の実施や、官民の連携プラットフォームの構築、ガイド

ラインの策定等により、スマートシティの成功モデルを創出し横展

開する。 

・ 公共交通、ライフライン、教育、医療の不足・不便、観光資源の活

用不足等の課題を有し、エリアが限定されている離島において、人

流データの解析、ドローン物流、高精細画像伝送等の先進技術を導

入するスマートアイランドの実現に向けて先駆的な取組を推進し、

条件不利地域に共通の課題の解決策を得て、成果の横展開を目指す。 

・ コンパクト・プラス・ネットワークの取組を加速するため、立地適

正化計画の居住誘導区域における生活利便施設の立地促進やハザ

ードエリアへの住宅の立地抑制等の措置を検討し、来年中に所要の

制度的措置を講ずる。 

・新たなビジネスやイノベーションを喚起する出会い・交流を生む、

居心地がよく歩きたくなる空間を創出するため、来年度までに、貴

重な都市空間を修復・利活用する新たな仕組みの導入、エリア単位

の官民協議会の制度化等を行うとともに、都市開発を集中的に促進

する。 

・ 緑や水を活かした都市空間の形成を図るグリーンインフラの取組

を推進し、新たな投資と人材を呼び込むため、本年夏頃に官民連携

プラットフォームを構築し、先導的なプロジェクトを支援するとと

もに、本年度中に土地利用方策について所要の改正措置を講ずる。 

・ ESG の視点も含め、適切な不動産投資を促進するため、不動産特定
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共同事業における一層のガバナンスの確保のための制度改正につ

いて検討し、来年度中に所要の制度的措置を講ずるとともに、本年

夏頃までに賃貸住宅管理業をめぐる実態調査を行い、その適正化に

向けた検討を進める。 

・ 不動産情報の官民データ連携の在り方を検討し、来年度中に、既存

住宅の取引量等不動産市場に関する指標を拡充するとともに、地方

に関する地価情報等の発信強化により地方への投資を呼び込む。 

・ マンションストックやその敷地の有効活用のため、管理組合による

適正な維持管理を促す仕組みや建替え・売却による更新を円滑化す

る仕組み等を検討し、方向性を本年中に取りまとめ、所要の制度的

措置を講ずる。 

・ 都市の管理や産業活動において、気象データを用いた AI による分

析を容易に行うことができるよう、気象現象や地球温暖化の予測な

どニーズの高い情報を本年中にクラウドで提供するとともに、デー

タの利活用に関して提言・助言等を行う専門技術者の育成や確保の

仕組みについて、気象ビジネス推進コンソーシアムの活動を通じて

検討を進め、本年度中に結論を得る。 

 

ⅱ）ＰＰＰ／ＰＦＩ手法の導入加速 

「PPP/PFI 推進アクションプラン（令和元年改定版）」（令和元年●

月●日民間資金等活用事業推進会議決定）のコンセッション重点分野

である空港、上水道、下水道、道路、文教施設、公営住宅、クルーズ

船向け旅客ターミナル施設、MICE施設、公営水力発電及び工業用水道

について、数値目標達成に向けた取組を推進する。 

行政の財政コストを抑えながら、民間のノウハウ等を活用し、社会

的課題の解決や行政の効率化等を実現する仕組みである成果連動型

民間委託契約方式について、その活用と普及を促進する。 

 

①コンセッション重点分野の取組推進 

・ 公共施設等運営権制度の絶え間ない改善のため、公共施設等運営権事

業に参画した国内外の企業へのヒアリングの結果を踏まえ、運営権ガ

イドライン等の見直しを検討するとともに、先進諸国での最新の取組

状況（活用手法や活用分野など）を俯瞰的に整理し、世界のトレンド

と日本における取り組みの差異を把握し、日本において今後必要な施

策を整理する。 
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・ これまでの国内での公共施設等運営権制度の活用実績や諸外国の事

例整理を基に公共施設等運営権制度の分かりやすい解説資料を作成

し、活用する。 

・ 関係省庁は、諸外国での公共施設等運営権に類似する権利を保有する

主体への法人税等の非課税措置の事例調査を基に我が国への示唆を

整理する。これを踏まえて内閣府は民間事業者のニーズを年内に確認

し、制度整備の必要性を判断する。 

 

②成果連動型民間委託契約方式の普及促進 

・ 内閣府は、国内での取組が具体化しつつある医療・健康、介護、再犯

防止の３分野を成果連動型民間委託契約方式の普及を進める重点分

野として、2022年度までの具体的なアクションプランを関係省庁と協

力して今年度中に策定する。関係府省は、アクションプランに基づき

重点３分野で成果連動型民間委託契約方式の普及を促進する。その成

果はさらに重点３分野以外へ確実に横展開させる。 

・ アクションプランでは、先行事例に取り組んでいる自治体、民間事業

者、評価専門家等の意見を踏まえた上で、成果指標、評価方法、支払

条件等に関するガイドラインの整備手順、成果指標評価の前提となる

エビデンス構築の進め方等について具体的に定める。 

・ 内閣府は本年度中に国内外での先進事例を調査・整理し、その成果を

基に成果連動型民間委託契約方式を普及・啓発するポータルサイトを

構築する。 

・ 内閣府は自治体による更なる事例構築を分野横断的に後押しするた

め、成果連動型民間委託契約の導入を支援するための調査を行い、事

例を蓄積する。 

・ 厚生労働省は医療・健康、介護分野における交付金・補助金等の既存

の制度枠組みにおいて成果連動型民間委託契約の導入の検討を進め

る。その際、複数年度にわたる委託契約の締結を促進するための方策

についても検討する。 

・ 内閣府は、成果連動型民間委託契約の補助の仕組みについて、本年度

中に英米のアウトカムファンドなどの海外事例を調査した上で検討

を行う。 
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７．脱炭素社会の実現を目指して 
（１）KPIの主な進捗状況 

《KPI》2020 年４月１日に電力システム改革の最終段階となる送配電

部門の法的分離を実施する。 

⇒平成 27年４月１日に電力広域的運営推進機関を設立。平成 28

年４月１日に電力小売全面自由化を実施。 

《KPI》2030 年までに乗用車の新車販売に占める次世代自動車の割合

を５～７割とすることを目指す。 

⇒新車販売のうち次世代自動車の割合は 36.7％（平成 29 年度） 

《KPI》商用水素ステーションを 2020 年度までに 160か所程度、2025

年度までに 320か所程度整備する。 

⇒103か所が開所済み（平成 31年 3月末） 

 

（２）新たに講ずべき具体的施策 

G20 議長国である機会を捉えて策定する「パリ協定に基づく成長

戦略としての長期戦略（仮称）」に基づき、最終到達点としての脱炭

素社会を掲げ、それを野心的に今世紀後半のできるだけ早期に実現

することを目指すとともに、2050（令和 32）年までの 80％削減に大

胆に取り組み、ビジネス主導で非連続なイノベーションを通じて環

境と成長の好循環を実現し、世界において環境政策のパラダイム転

換を起こし、世界全体の取組を進めていく。その際、エネルギー・

環境投資の拡大を図り、イノベーションの成果を活用して、エネル

ギー・環境施策や関連産業の高度化を推進する。 

 

ⅰ）イノベーションの推進 

・水素製造コストを 2050年までに現在の 10分の 1以下に抑えること

や人工光合成など二酸化炭素の有効利用を図る CCU技術の商用化に

向けた具体的なロードマップ等を含む革新的環境イノベーション

戦略を本年中に策定する。 

・世界の叡智を結集しクリーンエネルギー分野のイノベーション加速

に向けて、ICEF（Innovation for Cool Earth Forum）と連携する形

で、G20メンバーの研究機関からリーダーを集める RD20（Research 

and Development 20 for clean energy technologies）を今秋、日

本が主催する。 

・水素社会実現に向け、水素・燃料電池戦略ロードマップ等に基づき、
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2025（令和７）年からの本格普及期に向けたコスト大幅削減のため、

量産技術の確立、徹底的な規制改革を行う。 

・いぶき２号により、人間活動による温室効果ガス排出量を特定し、

世界各国の気候変動対策の透明性向上に貢献する。 

・窒化ガリウム半導体を活用した研究開発で電力損失を徹底的に減ら

したデータサーバー向け電源等を開発・実証し、情報通信分野の脱

炭素化を図る。 

・自動車の軽量化、建材の断熱性能の向上等に資するセルロースナノ

ファイバー等の新素材の研究開発・実証を進める。 

・CO2 を資源と捉え、燃料や原料として活用することで、経済合理的

に大気への排出を抑制していくことができるカーボンリサイクル

について、研究開発や国際連携を進める。 

・デジタル技術を活用した高度なエネルギーマネジメントの普及を図

るとともに、革新的エネルギーマネジメントシステムの確立（改革

2020プロジェクト）として、バーチャルパワープラントの令和３年

度の事業化に向け、利用可能なエネルギーリソースの拡大、制御技

術の高度化等に向けた実証、制度整備等を進める。 

 

ⅱ）グリーンファイナンスの推進 

・企業の情報開示と投資家・評価機関の手法の見える化を通じた建設

的な対話を促すため、価値協創のための統合的開示・対話ガイダン

スについて、国際的な発信等を通じて、国内外において更なる普及・

浸透、活用促進を進める。 

・SDGsを好機と捉え、積極的に経済合理性を見出そうとする企業の取

組を後押しし、それが投資に結び付く流れを作る。このような観点

も踏まえ、企業等の経営戦略への SDGs の組込みを推進するととも

に、SDGs経営に先進的に取り組む企業等の視座やメッセージをまと

めた SDGs 経営ガイドを、G20 等の場も活用し、国内外に向けて発

信・周知する。 

・地域金融機関による ESGを考慮した事業性評価に基づく融資等の支

援を通じて ESG 地域金融の普及拡大を図るとともに、ESG 金融専門

家の育成による ESG 金融リテラシー向上や、ESG 金融ハイレベル・

パネルを通じ、金融機関等の ESG金融へのモメンタム維持・醸成を

図る。 
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・企業の気候変動関連のリスク・機会に関する情報開示や、事業会社

と金融機関等の対話を促すため、金融安定理事会（FSB）の気候関連

財務情報開示タスクフォース（TCFD）の報告書に対応して、本年５

月に立ち上げた TCFD コンソーシアムにおいて、金融機関向けのグ

リーン投資に関するガイダンスの策定及び TCFD ガイダンス（気候

関連財務情報開示に関するガイダンス）の改訂を行い、また環境情

報開示基盤については、2021年度までの本格運用を目指す。さらに、

TCFD 提言に沿ったシナリオ分析に対応する企業への支援を拡大す

るとともに、支援を通じて得られた知見も活用し、企業による脱炭

素経営戦略の立案に役立つガイドを本年度中に策定する。加えて、

環境と成長の好循環をリードするため、本年秋に予定される TCFDサ

ミットにおいて国際的な情報発信等を行う。 

・企業行動や事業のシフトを ESG金融を通じて促進するため、グリー

ンボンドの発行促進及びグリーンファイナンスポータルサイト（仮

称）の開設を行う。また、投融資判断に環境要素を織り込むプロジ

ェクトのスキームの構築・事業化への支援を推進する。 

 

ⅲ）ビジネス主導の国際展開、国際協力 

・我が国の強みである技術力を活かして新しいビジネスを生み出し、

環境性能の高い技術・製品等の国際展開を促進し、我が国が世界を

リードしていき、世界の排出削減に最大限貢献していく。 

・相手国との協働を通じて、相手国に適した脱炭素製品・サービス・

技術の市場創出とイノベーション（コ・イノベーション）を起こし、

地球規模の脱炭素社会の実現に貢献する。 

・ビジネス環境整備と市場の創出を通じてイノベーションの成果を世

界に普及させるべく、ASEAN において各国が官民で協働していく枠

組みの立ち上げを目指して日本が主導する。 

・二国間クレジット制度（JCM）の経験を踏まえ、国際ルールづくりで

主導権をとり、市場メカニズムを活用する適切な枠組みをつくって

いく。 

・国際海運の持続的発展と温室効果ガス排出ゼロの実現に向けたロー

ドマップを本年度中に策定し早期に取組に着手するとともに、省エ

ネ船舶への代替等を促進する新たな国際制度を５年以内に構築す

る。 
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・代替フロンに代わる世界最先端のグリーン冷媒技術や、フロン類を

確実に回収する仕組みを構築し、それらの国際展開を推進する。 

・廃棄物処理・リサイクル・生活排水処理分野等の環境インフラ輸出

を支援するとともに、受入国の制度構築と技術導入を支援する。 

 

ⅳ）エネルギー分野での取組 

・令和元年度からの卒 FIT電源を含む非化石価値取引の育成・活性化、

令和３年度までを目途に容量市場、需給調整市場の創設等、市場メ

カニズムを活用しつつ、エネルギー転換・脱炭素化に向けた技術開

発や投資が行われる仕組みを設計・構築する。 

・再生可能エネルギーの主力電源化を目指し、コスト競争力・産業競

争力の強化と、自立化した電源として電力市場への統合を図るため、

固定価格買取制度の抜本見直しに向けた検討を進めるとともに、洋

上風力発電に不可欠な基地港に関する新たな制度の創設等の投資

環境整備、立地制約の克服に向けた技術開発及び安全指針の策定等

を進める。また、系統制約の克服に向け、まずは既存系統の最大限

の活用を図る。 

・洋上風力発電や地熱発電等地域ごとの特色ある再生可能エネルギー

の地域と共生する形での導入・自治体等と連携した地産地消などを

通じて、地域の活性化やレジリエンスの強化を図る。 

・大規模災害に対応した電力ネットワークの強靱化と再生可能エネル

ギーの更なる大量導入を両立させ、IoT、AI 等の新技術にも対応す

るため、地域間連系線の増強や制度面も含めた電力ネットワーク改

革を進め、必要な供給力・調整力の整備とあわせて電力投資の確保

に向けた仕組みを整える。加えて、蓄電池、水素など蓄エネ技術の

高性能化・低コスト化、次世代型の電力制御技術の開発・実証を進

める。 

・世界で水素利用に向けた動きを拡大・活性化するため、水素閣僚会

議等の場を活用して水素の国際連携を強化する。 

・複数事業者の連携や IoT、AI等による設備の効率的運用の促進、業

種別エネルギー消費原単位に関して国際水準等を踏まえた目標を

設定しつつ、規制と支援策を連動させる制度の構築等を通じ、事業

者の省エネルギーを進める。 

・2030（令和 12）年までに、自家消費型 ZEH等の普及を進め、新築住
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宅・建築物の平均で ZEH・ZEB相当となることを目指す。併せて、コ

ミュニティ内の連携等による新たな ZEH・ZEBモデルを検討する。 

・原子力については、安全最優先の再稼働を進める。防災対策の充実

化や自主的安全性向上の取組を通じて社会的信頼の回復に努めつ

つ、人材・技術・産業基盤の強化に着手し、安全性等に優れた炉の

追求、廃炉を含めたバックエンド問題の解決に向けた技術開発、人

材育成や国際連携を進める。また、高速実験炉や高温ガス炉等の試

験研究炉を活用するなど、将来に向けた研究開発を推進する。 

・アジアを中心に柔軟かつ透明性の高い LNG市場の実現・拡大を目指

し、LNG 関連プロジェクトに対する金融支援の強化・利便性向上、

制度・計画づくり及び人材育成等に取組む。 

・令和９年までに民間企業主導型の商業化に向けたプロジェクト開始

を目指し、メタンハイドレート等に関する技術開発を推進する。 

・電池材料等の製造に必要な鉱物資源やエネルギー資源の着実な安定

供給確保のため、資源外交や権益確保等に向けた取組を強化する。 

・新物理探査船の活用等による世界最先端の資源探査能力の獲得を目

指すとともに、開発現場への IoTや AIの技術実装等を促進する。 

・燃料供給インフラの強靱化と次世代化に向け、製油所等の競争力強

化、グローバル燃料供給網構築のための海外展開、SS等のデジタル

化による生産性向上や新たな燃料供給体制構築などを推進する。 

 

ⅴ）産業・運輸分野での取組 

・中小企業を含めてパリ協定と整合する目標の設定等を促進し、脱炭

素化を企業経営に取り込む取組を社会に浸透させる。 

・製品等によるグローバル・バリューチェーンを通じた温室効果ガス

の削減貢献量の見える化を通じ、我が国の低炭素製品等の国際的な

評価向上や企業への投資呼び込みを実現する基盤を整備する。 

・長期的な取組の一環として CO２フリー水素を活用したゼロカーボ

ン・スチールの実現に挑戦するため、その最初のステップとなる

COURSE50プロジェクト等の研究開発を実施する。 

・CCUS については、エネルギー基本計画・環境基本計画等も踏まえ、

商用規模の実証や技術開発、炭素循環利用の事業等を進めるととも

に、早期の社会実装に向け取組を加速化する。 

・微細藻類等による燃料製造技術実用化の研究開発や実証を進める。 
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・電動車活用社会推進協議会を今夏までに創設し、電動車とエネルギ

ーシステムの融合の実証やインフラ整備を進め、電動車の蓄電・給

電機能を活用した自動車・エネルギー融合社会の構築を目指す。 

・運輸部門の省エネを推進するため、次世代自動車の普及、新たな燃

費基準策定、商用車における電動車の活用、公共交通等と連携した

新たなモビリティサービスの実証、より高効率な車載用蓄電池の開

発・実用化を進める。 

 

ⅵ）地域・くらし分野・その他環境保全での取組 

① 地域循環共生圏の創造、ライフスタイルの転換 

・地域資源を持続可能な形で活用し自立・分散型の社会を形成しつつ、

地域間で補完し支えあう地域循環共生圏を創造する取組を支援し、

地域経済を活性化させるエネルギー・環境産業の育成や地域の再生

可能エネルギーを活用した分散型エネルギーシステムの構築、

SATOYAMA イニシアティブの推進を図るとともに国際展開を進める。 

・IoT、AI、シェアリングやデジタル化等を活用する新たな事業形態や

社会システムによるエネルギー利用の革新について、省エネ関連制

度の見直しも視野に検討を進める。 

・ナッジ・ブースト等の行動インサイトと IoT、AI等先進技術の融合

（BI-Tech）により、個人の価値観に即した働きかけを通じて環境配

慮等の行動変容を促す製品・サービス・ライフスタイルのマーケッ

ト拡大を図る。 

・自家消費される再生可能エネルギーの CO2 削減価値を取引できる

プラットフォームを構築し、ブロックチェーン技術を用いて実証し、

先進技術の実用化・ビジネス化を促進する。 

 

② 地域等における物質循環 

・第四次循環型社会形成推進基本計画に基づき、IoT、AI 等のデジタ

ル技術を活用した革新的な資源循環ビジネスの創生・普及、食品ロ

スの削減、未利用の循環資源の資源化実証・普及に取り組む。 

・国際的に提唱されている循環経済（Circular Economy: CE）の概念

を踏まえ、循環経済に係る野心的な目標を掲げる企業の取組等を促

進する Circular Economy Challengeプロジェクトを推進する。  

・AI・ロボット技術を活用した自動選別システム等のリサイクル技術
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開発、回収ルートの拡充等メダル作成の成果の活用により、都市鉱

山リサイクルシステムの高度化、普及促進を図る。 

・広域化・共同化や下水熱の活用、単独浄化槽の転換や台帳システム

の整備等を図り、汚水処理のリノベーションを推進する。 

・本年５月に策定された海洋プラスチックごみ対策アクションプラン、

プラスチック資源循環戦略及び海岸漂着物処理推進法に基づく基

本方針を踏まえ、プラスチックごみの回収・適正処理の徹底や３R、

海洋生分解性プラスチック等の代替素材のイノベーション、途上国

の能力強化、実態把握・科学的知見の集積等により新たな汚染を生

み出さない世界の実現を目指す。 

 

③ 福島新エネ社会構想の推進 

・福島新エネ社会構想に基づき、再生可能エネルギーの導入拡大に向

けた送電線の増強等の各種施策を進める。 

・再生可能エネルギー由来の CO2 フリー水素の利用（改革 2020 プロ

ジェクト）として、福島県内で再生可能エネルギーから大規模に水

素を製造し、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の

際にも活用する。2020（令和２）年 7月からの実証運転開始に向け、

実証設備の建設、試運転等を着実に進める。 

 

④ 気候変動への適応の推進 

・気候変動適応法に基づく気候変動適応計画の下、適応に係る情報基

盤の充実を図り、関係者が一体となって、農林水産業や防災、熱中

症対策等に関する適応策を推進し、適応の取組を契機として強靱な

地域作りや適応ビジネスの展開につなげる。 
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８．Society5.0実現に向けたイノベーション・エコシステムの構築 

（１）KPIの主な進捗状況 

《KPI》2025 年までに企業から大学、国立研究開発法人等への投資を

３倍増とすることを目指す。 

⇒1,361億円（2017年度実績） 

《KPI》2020年度までに、官民合わせた研究開発投資の対 GDP 比を４％

以上とする。 

⇒3.48％（2017年度実績） 

《KPI》企業価値又は時価総額が 10億ドル以上となる、未上場ベンチ

ャー企業（ユニコーン）又は上場ベンチャー企業を 2023 年ま

でに 20 社創出＜再掲＞ 

《KPI》今後 10年間（2023年まで）で、権利化までの期間を半減させ、

平均 14 月とする。 

⇒2017年度実績は平均 14.1月 

《KPI》製造業の労働生産性について年間２％を上回る向上 

⇒2017年：1.9％(2016年：1.8％) 

《KPI》2020年までに、工場等でデータを収集する企業の割合を 80％

に、収集したデータを具体的な経営課題の解決に結びつけてい

る企業の割合を 40％にする。 

⇒2018年：それぞれ 58％、26％(2017年：それぞれ 68％、22％) 

《KPI》2020年のロボット国内生産市場規模を製造分野で 1.2 兆円、

サービス分野など非製造分野で 1.2兆円 

   ⇒2017年：製造分野約 9,000億円、非製造分野約 1,800億円 

(2016年：製造分野約 7,200億円、非製造分野約 1,400億円) 

 

 

（２）新たに講ずべき具体的施策 

ⅰ）自律的なイノベーション・エコシステムの構築 

Society5.0によるパラダイムチェンジが急速に進む中、世界と戦え

るイノベーションを生み出していくためには、大企業やスタートアッ

プといった「産」、そして「学」、「官」等の力を総動員し、オープンイ

ノベーションに取り組む必要がある。我が国においては、大学改革が

進む一方で産学官連携は小規模に留まり、起業活動も他国と比べ低調

である。また、大企業は既存事業の効率的運営に適した経営・組織形

態をとっており、「自前主義」に陥り、機動性を失いがちとの課題を抱

えている。 
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こうした中、イノベーションの源泉としての大学・国立研究開発機

関（国研）について、将来像を見据えた課題設定段階から産業界とと

もにイノベーション創出に取り組むようにしていくとともに、産業の

新陳代謝、構造変革を促進し Society5.0 の実装を駆動するスタート

アップについて、特にグローバルに活躍するものの創出・育成に向け

官民一体で政策を総動員していく。また、会社本体から独立した「出

島」形式での異質な組織形態・組織文化の導入や、新たなマネジメン

ト手法による新規事業を既存事業とともに推進する「両利きの経営」

など、大企業による新たな経営への挑戦を加速する。 

 

① 産学官を通じたオープンイノベーションの推進 

ア）産学官融合に向けた取り組み 

・ 大学・国研の研究成果の社会実装を促進するとともに、財源の多様化

を一層進めるため、企業と大学・国研による大型共同研究開発を効果

的に行う仕組みについて、今年中に検討する。 

・ 今年度設置した「大学支援フォーラム PEAKS」において、大学の経営

課題や解決策等について大学関係者、産業界及び政府が具体的に議論

し、イノベーション創出につながる好事例を共有、分析して横展開を

進める。また、「産学官連携による共同研究強化のためのガイドライン

（平成 28年 11月 30日イノベーション促進産学官対話会議）」の実効

性を更に高める方策を今年度中に検討する。 

・ 官民が協調して有望なシーズ研究を発掘し、これに取り組む若手研究

者を育成する新たな仕組みについて、来年度目途で検討する。 

・ 新たな産学融合モデルを創出する拠点整備や、国立研究開発法人産業

技術総合研究所（産総研）が公設試験研究機関と連携し地域の具体的

技術ニーズを踏まえた支援を行う体制の強化について、来年度目途で

検討する。 

 

イ）グローバルに活躍するスタートアップの創出・育成 

・ スタートアップ・エコシステムの構築に向け、拠点都市形成に向けた

集中支援を行うとともに、大学を中心とした起業家教育、世界と伍す

るアクセラレーション機能、資金配分機関等における研究開発支援、

スタートアップ支援に係るネットワーク構築等を強化する。また、公

共調達へのスタートアップの参加及び研究開発人材の流動化を促進

する。 

・ J-Startup プログラムについて、大企業とのオープンイノベーション

を促進しつつ、地方の有望スタートアップや設立間もない時期から海
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外市場獲得を目指したスタートアップ（ボーン・グローバル）を発掘

するため、今年夏までに追加選定を実施する。選定企業に対しては、

各省連携での海外展開の推進とともに、経営資源が限られるスタート

アップの広報支援等、集中支援を強化する。また、エコシステム形成

に向け、来年度には、「グローバル・ベンチャーサミット（仮称）」と

して、国際的に評価の高いスタートアップ・カンファレンスや国内ス

タートアップ関連イベントを集中開催することを目指し、環境整備を

行う。 

・ ベンチャー・キャピタル（VC）等のコミットを得て行う研究開発型ス

タートアップ支援に関し、認定 VC の見直しやこれまでの取組の費用

対効果の検証等を通じ、支援分野やステージの重点化・強化等を行う

とともに、国際的に活躍する見込みのある例えば AI 等の先端技術領

域において、社会課題解決や市場ゲームチェンジをもたらすスタート

アップの効果的な支援を来年度目途で検討する。また、オープンイノ

ベーション・ベンチャー創造協議会（JOIC）において、大学発ベンチ

ャーに焦点を当てたピッチイベントの開催等、ベンチャーと大企業、

大学等のオープンイノベーション促進を強化する。 

・ 中小企業・ベンチャー企業によるイノベーションを推進するべく、フ

ィージビリティ調査から研究開発、事業化までを一貫して効率的に支

援できるよう、中小企業技術革新制度（日本版 SBIR制度）について、

関係府省で現行制度の評価・検証を行い、今年中に本制度の見直しの

方向性について結論を得て、その後速やかに必要な措置を講じる。 

 

ウ）大企業におけるイノベーションの促進 

・ イノベーション・マネジメント・システムの国際標準化の動き等も踏

まえて、今年夏頃にイノベーション経営推進のための指針を策定する。

この指針を踏まえて、大企業における情報開示を慫慂するとともに、

経済団体や市場関係者と協力して、イノベーション経営に挑戦する大

企業が資本市場等から評価されるための銘柄化等の枠組みを今年度

中に検討し、早期に具体化を図る。 

・ 産業競争力強化法に基づく経営資源活用共同化調査を今年度中に実

施し、この調査結果を踏まえて、大企業において、「内発的動機付けを

重要視するとともに、新奇な価値観こそ受容する」といった意識の下、

スタートアップ企業に対して経営資源の活用を認めるなど、経営資源

を組織や分野の枠を超えて組み合わせるための環境整備を行うこと

とし、企業の人事・知財・投資管理等の在り方を検討し、必要な方策

を具体化する。 
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・ 大企業・大学等による共同研究等のオープンイノベーション推進のた

めの技術研究組合の活用に向け、今年秋頃までに、技術研究組合を活

用して新会社設立を実現した事例や企業と大学の協働による成功事

例等を収集するとともに、設立・活用にむけた要点をまとめたガイダ

ンスを策定し、普及・広報する。 

・ 民間金融機関等の投資を促進すべく、日本政策投資銀行（DBJ）の投資

業務によるリスクマネー供給においてファンド手法を活用する取組

を今年度から推進する。加えて、来年度から大企業とベンチャー企業

等とのオープンイノベーションへの投資を促進するため、成長段階ご

とのボトルネックを踏まえた産業投資を活用した資金供給について

検討する。 

 

② 高等教育・研究改革 

ア）大学改革等による知と人材の集積拠点としての大学の機能強化 

・ 第４次産業革命により、付加価値の源泉は「知」にシフトする。「知」

を生み出す人材と、「知」の交流を生み付加価値を創出する場が決定的

に重要である。大学等の教育研究機関の機能を拡張し、付加価値を創

出する場、組織として機能させる観点から、各施策に取り組む。 

・ 今年度中に、大学経営環境の改善に向けた国立大学のガバナンスコー

ドを策定し、国公私の枠組みを超えた大学等の連携や機能分担を促進

する「大学等連携推進法人（仮称）」制度創設の検討を行う。 

・ 国立大学の運営費交付金の毎年度の配分について、成果を中心とする

実績状況に基づく配分の対象額及び変動幅を令和２年度予算から順

次拡大していくとともに、本年夏頃までに、教育研究や学問分野ごと

の特性を反映した客観・共通指標及び評価について検討し、検討結果

を令和２年度以降の適用に活用する。 

・ 国立大学法人や国研について、無形の「知」の価値が正しく評価され、

大型共同研究の促進や寄附の拡大等多様な資金の獲得など外部資金

割合の増加による運営費交付金依存度の低減及び財政基盤の強化等

に向けた必要な方策を検討する。あわせて、国立大学における余裕金

の共同運用の仕組みの創設や留学生対象授業料等の規制緩和につい

て検討する。 

 

イ）研究力の向上 

・ 研究「人材」、「資金」及び「環境」の改革を、産学官連携の下、大学

改革と一体的に展開する、「研究力向上改革 2019」を実施する。 

‐産学連携での大学院教育の好事例の周知や国際的に卓越した博士
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人材育成教育を推進する。また、若手研究者が経済的不安なく研究

に専念したり海外研さんを積む機会の拡充、研究者の世界水準の能

力の組織的育成プログラム開発とともに、来年度以降適用に向けて、

若手研究者の任期長期化やプロジェクトの専従義務緩和、直接経費

から研究代表者の人件費等を支出可能とするための検討等の研究

費制度の見直しを行う。 

‐世界的拠点形成に向けた先進的取組の組織内外への横展開など大

学等の国際化を進め、国際共同研究プログラムの拡充、国内向け研

究費の国際共同研究への活用等を行う。また、世界的研究拠点の持

続的発展に向けた国際・学際研究体制強化の検討を今年度中に行う。 

‐科学研究費助成事業や戦略的創造研究推進事業等で若手支援や新

興・融合領域開拓に資する挑戦的な研究に重点化し強化するほか、

国際化・ネットワーク化等による共同利用・共同研究体制の強化な

ど、基盤的経費と競争的資金のデュアルサポートにより多様で挑戦

的かつ卓越した研究を強化する。 

‐先端的な大型研究施設・設備や研究機器の戦略的活用、AI・ロボッ

ト技術の活用等によるスマートラボラトリ化、研究施設の戦略的リ

ノベーション等を積極的に推進し、Society5.0時代にふさわしい研

究環境を目指す「ラボ改革」を行う。 

・ 我が国の研究力を総合的・抜本的に強化するため、「研究力強化・若手

研究者支援総合パッケージ」（仮称）を、今年内目途に策定する。 

・ クロスアポイントメント制度について、現場に即した活用を促進する

ため、手引きや好事例の周知、多様なキャリアパスの奨励等を積極的

に行う。また、研究者の流動性向上の他の方策と合わせ、クロスアポ

イントメント制度の在り方等について、来年度までに検討する。 

・ 研究現場における多様性を確保し、イノベーションを活性化するため、

産学連携の下でリーダーとなる女性研究者を育成し、社会での活躍を

促進するための新たな取組を今年度中に開始するとともに、海外事例

の調査分析等を踏まえ、あるべき環境整備や支援方策を来年度までに

検討し、施策に反映する。 

・ 競争的資金等の執行データが集約されている府省共通研究開発管理

システム（e-Rad）において、公募プロセスの効率化と合わせ収集デー

タの範囲を全での公的研究資金へと拡大する等の機能強化を図るこ

とで、国の研究費と論文・特許等のアウトプットとの関連を見える化

し、効果的な資金配分の在り方等の政策検討への活用を目指す。 

 

ウ）戦略的な研究開発の推進 
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・ Society5.0 の実証の場としてのスマートシティ及びスーパーシティ

の実現に向け、本年度中に、分野・事業者横断のデータ連携等に資す

るアーキテクチャ構築に着手するとともに、各府省の既存事業の集中

投資等も通じ、都市 OS、標準 API、データ構造等の検討、実証を行う。

また、国際標準化等も見据え、G20 においてグローバルスマートシテ

ィ連合を提唱し（P）、スマートシティ間の相互学習、成功事例の共有

や運用に資する共通認識の形成を図る。 

・ 破壊的イノベーションの創出を目指し挑戦的研究開発を推進する。ム

ーンショット型研究開発制度に関し、関係府省一体となった推進体制

の下、ムーンショット型研究開発制度を早期に開始する。 

・ 「AI戦略 2019」（令和元年〇月〇日統合イノベーション戦略推進会議

決定）に基づき、人材育成や研究開発、社会実装に向けた取組等を推

進する。 

・ 「バイオ戦略」（令和元年〇月〇日統合イノベーション戦略推進会議

決定）に基づき、産業振興とデータ基盤の構築、国際拠点の形成、地

域における実証・研究、バイオ製品の価値・安全性の見える化、科学

的知見に基づく新たな機能性食品表示の実現、バイオベンチャーへの

投資環境整備等を推進する。 

・ 今年末に策定する「量子技術イノベーション戦略」の検討も踏まえつ

つ、量子に関する主要技術領域等におけるファンディングや国研等の

研究機関の取組の重点化と強化、国際研究開発拠点の推進、理数系教

育の充実を含む量子ネイティブ人材等の育成の推進を図る。 

・ スーパーコンピュータ「富岳」（ポスト「京」）からの早期の成果創出

を実現するため、試行的利用を来年度から開始するとともに、AIやデ

ータ科学への活用を推進する。また、学術情報ネットワーク（SINET）

の機動的な利用環境の構築や高性能計算環境によるデータ科学と計

算科学の融合等により、SINET を活用した多様なリアルワールド・リ

アルタイムデータの収集・解析・提供を図るとともに、これを企業に

も開放し、Society5.0を先取りする産学共同利用を加速度的に推進す

る。 

・ 北極海航路の持続的利用への取組、北極域研究推進プロジェクト

(ArCS)の後継プロジェクトに関する検討や北極域研究船に関する取

組など地球規模課題に対処する研究開発、北極科学大臣会合の来年日

本開催等の国際協力を総合的に推進する。 

・ 次世代放射光施設について、財源負担も含めた官民地域パートナーシ

ップにより推進する。 

・ 産学官連携による革新的材料開発の高度化や効率化に向け、研究環境
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のスマート化や最先端研究インフラの整備・共用を来年度から本格的

に推進する。 

・ IoT 等の業種横断的な分野も含め、研究開発の初期段階から標準化活

動を一体的に実施すべく、産総研における標準専門家による研究者向

け支援の充実や研究領域に係る外部からの標準化相談の受付機能の

強化等を来年度目途で検討する。また、関係省庁と連携し、NEDOが作

成した「標準化マネジメントガイドライン」等の標準化活動の具体的

手法や事例を国研間で共有する。 

 

③ 知的財産・標準化戦略 

・ 知的財産推進計画に基づき、価値デザイン社会の実現に向けた施策を

推進する。 

・ 経営をデザインすることや社会的にインパクトのあるオープンイノ

ベーションを加速するため、「経営デザインシート」の活用の促進や、

経営者や個人に求められる心構えを明らかにした診断項目リストの

活用の促進に取組む。 

・ 初等中等教育において、児童・生徒の創造性を育む知財創造教育を推

進するため、今年度から、高等学校を新たに対象として、教材等の収

集や作成を開始し、それら教材を活用した実証授業等を全国で行う。 

・ 地域のブランド力を強化する商標権の活用を進めるため、本年度から、

地域団体商標の活用や中小企業等への取組を強化するとともに、出願

増に伴い長期化傾向にある商標審査期間の短縮のための措置を講ず

る。 

・知的財産権が「侵害し得、侵害され損」とならないよう、知財訴訟制

度の機能強化に向けた具体策を検討する。 

・増加が顕著な模倣品の個人使用目的の輸入について、権利者等の被害

状況等及び諸外国における制度整備を含めた運用状況を踏まえ、具体

的な対応の方向性を検討し、早急に結論を得る。 

・ 海外における重要な技術情報等の流出を防ぐ体制を整備するため、ア

ジア等の海外における日系企業の営業秘密管理体制の構築支援等を

実施する。 

・ インターネット上の海賊版について、正規版の流通促進や国際連携・

国際執行の強化、必要な制度の検討など、総合的な対策を講じる。 

・自動運転関連技術、シェアリング、スマートシティ、データ取引市場、

AI 及び IoT などの各分野に加え、Society5.0 のコンセプトを具現化

したデータのアーキテクチャなどに関し、国際標準団体への積極的な

提案を行うなど国際標準化を進める。 
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ⅱ）次世代産業システム 

① サプライチェーンにおけるデータ連携の促進 

・製造現場から生まれる価値あるデータを最大限に活用するため、企業

の垣根を越えてデータを流通させる仕組みを国内の団体や企業が協

調して海外とも連携しながら本年度までに構築する。 

・我が国の「すりあわせ」をサプライチェーン全体で高度化するため、

自動車の設計・開発のデジタル化による開発効率向上に向けて昨年度

までに構築した燃費、熱、運動性能等のモデルに加え、本年度中に EV

関連のバーチャルシミュレーションモデル構築を目指す。 

 

② ロボット技術の社会実装等 

・サービス分野でのロボット開発・導入をユーザー視点で実施していく

ため、例えば、施設管理や介護、飲食等の分野別に、ロボットのユー

ザーとメーカー等が集まる議論の場を設け、ロボットを導入するに当

たっての現場での課題について検討を行い、業務プロセス、データ連

携、通信等の標準化や新たなビジネスモデルの在り方について本年度

内にとりまとめる。 

・ロボット開発者やロボットシステムインテグレータを広く育成するた

め、工業高校・高等専門学校におけるロボット利活用の教育プログラ

ムの導入に向け、教材の開発や産業界と連携した講師の派遣、現場実

習等の取組を進めるための産学連携の体制を来年夏までに構築する。 

・ロボットシステムインテグレータの技能を評価する国家資格（技能検

定制度）の在り方について、本年度内に検討を行い、結論を得る。さ

らに、社会的関心を高め、若年者のロボットシステムインテグレータ

等への入職を促進するため、技能五輪全国大会に「産業用ロボット」

を用いる競技職種を導入することについて、本年度内に検討し、結論

を得る。 

・世界のロボット技術が結集し、社会実装と研究開発を促進するアワー

ド型の競技等を行う「World Robot Summit」の令和２年の本大会（愛

知県国際展示場、福島ロボットテストフィールドで開催）に向けて、

今夏目途に競技ルールを公表し、競技参加者募集等を開始する。また、

福島ロボットテストフィールドを一つの拠点とする福島イノベーシ

ョンコースト構想を基軸とし、進出企業と地元企業が連携して産業集
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積を図り、自立的・持続的な産業発展を実現するための環境整備を推

進していく。 

・専門家の育成・派遣を通じて IoT・ロボット導入を促進する「スマー

トものづくり応援隊」に加え、自動運転技術や電動化等新技術への対

応等を支援する「サプライヤー応援隊」を整備し、これらを合わせた

中小製造業の支援拠点を本年度中に全国 40か所程度に拡大する。 

 

③ 宇宙ビジネスの拡大 
・準天頂衛星システム「みちびき」における、令和５年度目途の７機体

制の確立及び機能・性能の向上と、これに対応した地上設備の開発・

整備等について、効率化を図りつつ、着実に行う。また、実証事業や

対応受信機の普及に向けた支援等を通じた様々な分野での利用拡大

や海外展開も視野に入れた取組を行うとともに、G 空間情報センター

を中核とし、G 空間情報を使った高度な技術の社会実装を進める G 空

間プロジェクトの推進を図る。さらに、高精度に位置特定できる共通

基盤を令和２年度から順次社会実装するため、電子基準点等による測

位と整合した３次元地図の仕様を同年度中に明確化する。 

・H3ロケットの試験機２機の令和２・３年度打上げ、先進光学・レーダ

衛星の令和２年度打上げを着実に行う。情報収集衛星の機数増及び機

能保証強化、技術試験衛星の開発等を行う。 

・衛星データを地方自治体データ等とも連携させ一元的に提供する

Tellus の本格的開発・改良を行うとともに、ビジネスコンテスト S-

Booster のアジア地域への拡大等、様々な分野で衛星データ利活用を

図る。 

・宇宙ベンチャーに関し、株式会社日本政策投資銀行（DBJ）等のリスク

マネー供給拡大や海外からの投資の充実を図るとともに、専門人材プ

ラットフォームの本格運用を今年度開始する。 

・国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）と民間の協業による

事業創出を促進するほか、競争力のある小型衛星・小型ロケットの部

品・コンポーネントについて、国内民間ロケットの活用等による軌道

上実証支援を来年度目途で開始する。 

・スペースデブリ低減に関し、民間活力も活用して研究開発を迅速に進

め、本年５月に取りまとめた「スペースデブリに関する今後の取組に

ついて」に基づき、時間軸を含めた具体的取組を検討するとともに、
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国際枠組みに関する議論に参加する。 

・国際宇宙探査について、民間事業者とも連携し、我が国が強みを有す

る技術を活かす観点から、米国が構想する月近傍の活動拠点 Gateway

への参画に関する方針を検討し、年内に決定する。また、月、火星等

の宇宙探査のプロジェクトを着実に推進する。 

 

④ 航空機産業の拡大 

・世界で増大する航空機需要を取り込むため、DBJ 等を通じたリスクマ

ネー供給を拡大するとともに、電動化・複合材・自動化等の最先端の

技術を活用した次世代機の開発を促すための研究開発支援を行う。 

・三菱リージョナルジェット（MRJ）を含む今後の完成機事業については、

安全性審査を適確に行いつつ、MRJ の就航時期までに、開発完了後の

販売支援体制や量産機の安全運航維持の体制を整備する。 

・国際競争力のある航空機部品企業、クラスターを育成する観点から、

生産性の向上に資する設備投資等の促進や、全国航空機クラスターネ

ットワークを通じた事業拡大に向けた連携や新規参入を促進する。 

・成長著しいアジアでの航空機サプライチェーンを強化するため、国内

外の展示会や商談会などの機会を活用し、日本とアジアの関係者の官

民双方で協業を促進する。 
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９．Society 5.0時代に向けた人材育成 

（１）KPIの主な進捗状況 

《KPI》無線 LANの普通教室への整備を 2020年度までに 100％とする。  

⇒2017年：38.3％  

《KPI》学習者用コンピュータを 2020 年度までに３クラスに１クラス

分程度整備する。  

⇒2017年：児童生徒 5.6人に１台  

《KPI》新たな ITパスポート試験の受験者数を 2023 年度までに 50万

人とする。  

⇒新たに試験を整備（本年度開始）  

《KPI》第四次産業革命スキル習得講座認定を受けた講座数を 2020年

度までに 100 講座とする。  

⇒2018年：54講座  

《KPI》大学・専門学校等での社会人受講者数を 2022 年度までに 100

万人とする。  

⇒2016年：約 50万人 

 

 

（２）新たに講ずべき具体的施策 

ⅰ）大学等における人材育成 

・ データ・AIにより付加価値を創出する上では、各分野の専門性とデー

タサイエンスや AI のリテラシーの両方を備え、データの意味がわか

り、これを活用できる人材が求められる。このため、大学において、

数理・データサイエンス・AIの初級レベルの標準カリキュラムと教材

を本年度中に開発し、全国の大学及び高等専門学校に展開するととも

に、文理を問わず自らの専門分野への数理・データサイエンス・AIを

応用する基礎力を習得させるため、応用基礎レベルの標準カリキュラ

ム・教材の開発を令和２年度までに行う。加えて、カリキュラムに数

理・データサイエンス・AI教育を導入する大学を積極的・重点的に支

援する。また、博士人材等に対し、産業界や海外の大学等と連携した

高度なデータサイエンス等のスキルを習得させる研修プログラムを

開発し、本年度中に全国ネットワークを構築して展開する。 

・ 大学及び高等専門学校における産業界のニーズを踏まえた数理・デー

タサイエンス・AIの優れた教育プログラムを認定する制度の構築に向

けて、認定基準や産業界で採用・処遇等に活用する方策などについて

検討し、令和２年度中に認定を開始する。 

・ 学部・研究科等の枠を超えて教育課程を設定できる学位プログラム制
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度について積極的な活用を促すとともに、当該制度等を活用して全学

的な共通教育から大学院教育までを通じて広さと深さを両立する新

しいタイプの教育プログラム（「レイトスペシャライゼーションプロ

グラム」等）を複数構築することで、大学教育における文理を横断し

たリベラルアーツ教育の幅広い実現を図る。また、世界を牽引するよ

うなトップ人材を育成するため、飛び入学等を通じて早い段階から集

中的に育成する「出る杭」を引き出すプログラムを構築する。 

・ 本年中を目途に教学マネジメントに係る指針を作成し、当該指針等を

通じて大学等の学修成果の見える化を進めるとともに、学修成果や履

歴等を企業等の採用活動や更なる学びに活用する方策について本年

度中に事例を創出し、当該取組を全国の大学に展開する。 

・ Society5.0時代に必要な思考力・判断力・表現力などの学力を評価す

る大学入学共通テストを令和２年度から着実に実施できるよう準備

を進める。また、当該テストにおいて「情報Ⅰ」を令和６年度から出

題することについて CBT活用を含めた検討を行うとともに、学部分野

等を問わず入試で採用する大学を抜本的に拡大させるための支援を

行う。 

・ 大学・専修学校等において数理・データサイエンス分野等を中心とし

た産学連携プログラムの開発を進めるとともに、MOOCS や放送大学の

活用を拡充する。また、大学における実務家教員を育成するために本

年度から研修プログラムの開発・全国展開を行うとともに、実務家教

員のマッチングを行う人材紹介の仕組みを構築するほか、リカレント

教育の講座情報等を提供するための総合的なポータルサイトを構築

する。 

 

ⅱ）初等中等教育段階における人材育成 

・ すべての児童生徒に対して、最新技術を活用した世界最先端の質の高

い教育を実現するため、５年以内のできるだけ早期に、すべての小・

中・高校でデジタル技術が活用され、その効果が最大限発現されるよ

う包括的な措置を講じる。小学校、中学校、高等学校等における必要

な ICT環境について、最終的に、児童生徒１人１人がそれぞれ端末を

持ち、十分に活用できる環境を実現するため、目標の設定とロードマ

ップ策定を本年度中に行う。あわせて、BYOD（Bring Your Own Device）

等の活用について検討を行い、具体的な活用方法等を示す。また、ICT

環境について、速やかにかつできる限り費用を低減して調達できるよ

うにするため、ICT 機器等の標準仕様書例を本年夏までに示すととも

に、クラウド利活用等に向け、「教育情報セキュリティポリシーに関す
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るガイドライン」の見直しを本年夏までに行う。 

・ 学校ではクラウド活用を前提とすることとし、効率的・効果的なクラ

ウド導入の方策について周知するとともに、コスト等の面から学校が

導入しやすいよう、その接続方法について、公衆網を介したパブリッ

ククラウドや「SINET」などの多様な選択肢をモデル化して例示する。

また、初等中等教育における大学等の教育資源の活用や大学等の教

育・学術研究における活用なども含めて、希望する全ての自治体や学

校が「SINET」を利用できるように準備を進め、令和２年度中に試験的

な実施を行う。 

・ デジタル教科書は、児童生徒の学習の充実や障害等による学習上の困

難の程度の低減に大きな可能性を有する新たな教材であることから、

教育現場における効果的な活用を促進する。また、デジタル教科書の

効果・影響について検証を実施しつつ、最適な制度の在り方について、

国際競争力の観点からの調査を含む検討を行い、必要な措置を講じる。 

・ 令和２年度からの小学校のプログラミング教育の導入に向けて、全て

の教師がプログラミング教育を実施できるよう、体験や研修などの機

会を設けるとともに、ポータルサイトによる指導事例等の情報提供を

充実する。また、中学校及び高等学校の教員研修に資する教材等の開

発を本年度中に行うとともに、教師の養成・研修・免許の在り方等の

検討状況を踏まえつつ、高等学校において令和６年度までに社会の多

様な人材も含め ICTに精通した人材を 1校 1名以上登用することを目

指す。 

・ 大学等における数理・データサイエンス教育との接続を念頭に、高等

学校段階で確率・統計・線形代数等の基盤となる知識を得るための教

材を作成し、令和２年度から大学進学希望者等を中心に指導を行う。 

・ 学びの生産性及び質を向上させるため、AIによる効果的な学習等を実

現する EdTech の開発や学習ログ等を蓄積した学びのポートフォリオ

が児童生徒の学びや教師の指導に活用されるよう、収集するデータの

標準化や利活用に関する実践を進め、好事例を創出・収集し、全国へ

の展開を図る。また、EdTechをはじめとする先端技術や ICTを教師が

使いこなすことができるよう、先端技術の活用に関する基本的な考え

方を整理するとともに、「教育の情報化に関する手引」（仮称）の作成

や指導事例の普及・展開等を通じて研修の充実を図る。 

・ 遠隔教育について、学校等が接続先のマッチング、指導面・技術面の

アドバイスを得られるよう、本年度中に協力意向を有する様々な関係

団体を取りまとめて、提示を開始するとともに、中学校における弾力

的実施等も含めた事例の創出・展開を進め、令和５年度までに希望す
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る全ての学校で遠隔教育を実施することができる環境を実現する。 

・ 各教科での学習を実社会での課題解決に生かしていくための教科横

断的な教育である STEAM教育について、令和２年度までに産学連携や

地域連携による好事例を創出・収集し、モデルプランの提示と全国の

学校への展開を行うとともに、STEAM 教育コンテンツのオンライン・

ライブラリーを令和２年度までに構築する。 

 

ⅲ）産業界における人材育成・活用 

・ データサイエンス・AIを応用して中小企業の経営課題等を発見し解決

するために、企業等が行う課題解決型学習を中心とした実践的な学び

の場を提供する AI Quest（課題解決型 AI人材育成）について、本年

度から実証を行い、成果を国内外へ展開するとともに、AI Questを行

う企業等に対する認定制度について検討し、令和２年度から実施する。 

・ 「未踏 IT人材発掘・育成事業」において、高度な数学的才能を有する

人材を発掘し、AI技術をはじめとする情報処理技術を革新する人材へ

と育成する新たな仕組みについて本年度から検討を開始し、令和２年

度以降実施する。 

・ 「異能 vation」プログラムを見直し、破壊的イノベーションを創出す

るための課題を発掘し、挑戦を支援するとともに、これまでの取組の

成果も含めての国際的な発信や展開の支援及び企業とのマッチング

等のビジネス化に向けた支援を新たに行う。 

・ 子供、社会人、障害者、高齢者等がプログラミング等の ICTスキルを

お互いに学び合い、地域での活躍につなげる場となる「地域 ICTクラ

ブ」について、運営等に関するガイドラインを策定し、全国へ展開す

る。 

・ サイバーセキュリティ人材について、企業と人材のマッチング促進の

ため職務・役割と技能・資格等のひも付け、共通言語化等を行うとと

もに、情報系・制御系に精通した重要インフラ・産業基盤等の中核人

材育成の地方展開を図る。また、沖縄など地域において自律的にセキ

ュリティ人材を育成する拠点の構築や、行政機関等の情報システム担

当者を対象とする「実践的サイバー防御演習」の実施に取り組む。 
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10．海外の成長市場の取り込み 

（１）KPIの主な進捗状況 

《KPI》速やかに RCEP 交渉妥結を目指し、これを通じて FTA 比率が

70％を超える。 

⇒2018年度末時点：51.6％ 

※日本の貿易総額に占める、2018 年度末時点における EPA/FTA 発

効済・署名済の国との貿易額の割合（2018年貿易額ベース） 

※経済連携交渉の実施状況を踏まえ、従来の KPIを見直した。 

※現在交渉中の RCEP が署名に至った場合の FTA 比率は 78.7％

（2018年貿易額ベース） 

《KPI》2020 年までに外国企業の対内直接投資残高を 35兆円に倍増す 

る。 

⇒2018年末時点：30.7兆円 

《KPI》2020年までに中堅・中小企業等の輸出額及び現地法人売上高 

の合計額 2010年比２倍を目指す。 

⇒2016 年度：20.6兆円（2010年度：12.8兆円） 

《KPI》2020年に約 30兆円（2010年：約 10 兆円）のインフラシステ

ムの受注を実現する。 

⇒2017年：約 23兆円 

※KPIは「事業投資による収入額等」を含む 

《KPI》2020年度までに放送コンテンツ関連海外売上高を 500億円  

に増加させる。 

⇒2017年度：444.5億円 

 

（２）新たに講ずべき具体的施策 

日本経済の持続的成長のためには、広く国際市場にも目を向け、世界

の需要を我が国の地域に取り込むとともに、中小企業を含む日本企業の

更なる海外展開を促す必要がある。  

持続可能な開発目標（SDGs）の達成に向けた世界的な動きは、新たな

事業機会をもたらす。「Society 5.0」を国際的に展開し、「日本の SDGs

モデル」を、我が国における G20や第７回アフリカ開発会議（TICAD７）

の開催、SDGs首脳会合といった機会を活用して、アフリカ及び東南アジ

アを重点地域として、国際社会に共有・展開する。 

また、世界において貿易を巡る対立が見られる中、経済連携交渉等に

取り組むことにより、ルールに基づく自由で公正な経済秩序の構築を推

進し、世界経済の持続的な成長につなげる。 
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ⅰ）Society 5.0の国際展開と SDGs 達成 

① 民間企業による取組の支援 

・民間主導により、「Society5.0」を海外においても実現するため、一般

社団法人世界経済フォーラム第４次産業革命日本センターのネット

ワークを活用して、先進的な取組に積極的な多様な主体を巻き込む形

で、ヘルスケア、スマートシティ及びモビリティのプログラムを強力

に推進することとし、各省庁の施策によりこれを支援していく。 

 

② STI for SDGsの取組加速化 

・「SDGsのための科学技術イノベーション（STI for SDGs）」を推進する

ため、我が国が提案した「STI for SDGsロードマップ策定の基本的考

え方」を G20で策定し、各国のロードマップの策定を支援する。 

・本年度中に、課題解決に資するシーズとニーズのマッチング・事業創

造を図るためのプラットフォームの在り方の調査等及びプロトタイ

プの試行運用等を行う。さらに、G20 や TICAD 等の国際会議での発信

等を通じて国内外の多様なアクターの連携・協働を促し、気候変動や

海洋プラスチックごみ対策を含め SDGs 達成に向けたイノベーション

の創出を促進する。 

 

③ 「Society5.0」の国際標準化＜再掲＞ 

・自動運転関連技術、シェアリング、スマートシティ、データ取引市場、

AI 及び IoT などの各分野に加え、Society5.0 のコンセプトを具現化

したデータのアーキテクチャーなどに関し、国際標準団体への積極的

な提案を行うなど国際標準化を進める。 

 

ⅱ）日本企業の国際展開支援 

① インフラシステム輸出の拡大 

「インフラシステム輸出戦略（令和元年度改訂版）」（令和元年６月３日経

協インフラ戦略会議決定）の重点施策を官民一体で推進する。 

ア） 「質の高いインフラ」の推進 

・ IoT・AI 等高度な新技術を活用した課題解決力や高品質の物流サービ

スの構築等により、SDGs達成に貢献するなど、我が国のプレゼンスを

高めていく。併せて、我が国が優位性を有する分野の海外展開を促進

するため、相手国における規制等の整備、我が国発の国際標準の普及、

分野別タスクフォース等を通じた関係省庁・機関間の連携強化により、

スマートシティ等、横断的なパッケージ案件等の形成を推進する。 
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イ） 官民一体となった競争力強化、受注獲得に向けた戦略的取組 

・「自由で開かれたインド太平洋」等の外交政策とも整合的な形で、関係

国との連携を通じて、事業リスクの低減、アフリカや島嶼国等も含む

市場へのアクセス強化を図り、ビジネス機会の拡大を推進する。また、

価格競争力向上のための現地・第三国を含めた部材・人材等の活用を

進めるとともに、輸出基盤強化のための国内関連産業の構造改革に向

けた検討を進める。 

・機関投資家の資金の一層の活用やアフリカ市場の開拓といった課題に

対応すべく、関係機関と連携した新たな貿易保険スキームを構築する。 

・我が国事業者の海外インフラ市場への参入をより促進できるよう、案

件形成の「川上」から「川下」までの政府の関与、パッケージ案件等

への公的金融、官民ファンド、独法等の海外業務の取組の充実を図る。 

・単なる機器の売り切りではなく、ユーティリティ企業を含め、本邦企

業による経営及び O&M参画を通じた継続的関与を促進するため、公的

支援の充実を図る。 

・洋上風力発電等の再エネ分野等で技術優位性等を持つ本邦企業を支援 

すべく、先進技術を用いた事業や新規取組の事業化を公的金融で支援

し、本邦企業によるイノベーションと新規事業投資を促進する。 

・人材育成、法制度整備等のソフトインフラ支援を着実に実施する。 
 
② ルールに基づく自由で公正な経済秩序の構築 

ア）経済連携交渉 

・我が国は、自由貿易の旗手として、質の高い EPAの締結、拡大を通

じて、包括的で、バランスの取れた、高いレベルの世界のルールづ

くりの牽引者となることを目指す。 

・現在交渉中の RCEP の早期署名・発効を目指すとともに、日トルコ

EPA、日中韓 FTA を含むその他の経済連携交渉を戦略的かつスピー

ド感を持って推進する。加えて、昨年発効した TPP11協定の参加国・

地域の拡大や新たな国や地域との EPAの締結を含めた経済連携の強

化について議論を進めていく。 

・これまでに締結した EPAについて、今日の経済情勢に即した、一層

質の高いものとするべく、見直し協議に取り組んでいく。 

・中小企業も含めより多くの事業者に EPAを有効に活用してもらうべ

く、情報提供を含む支援を強化し、その利用の一層の促進にも取り

組んでいく。 

 

イ）投資関連協定 
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 ・現在交渉中の協定を含めると合計 94 の国・地域をカバーする見込

みであるところ、交渉中の投資関連協定については早期妥結を目指

す。加えて、2020年までに投資関連協定について、100の国・地域

を対象に署名・発効することを目指し、産業界の要望などを踏まえ

ながら新規交渉国を選定し、早期交渉開始を目指す。 

 

 ウ）租税条約 

 ・我が国との投資関係の発展が見込まれる国・地域との間での新規締

結や既存条約の改正を通じ、我が国企業の健全な海外展開を支援す

る上で必要な租税条約ネットワークの質的・量的拡充を進める。 

 

③ 中堅・中小企業の海外展開支援 

ア） 販路開拓支援・人材・金融面の支援 

・日 EU・EPA や TPP11 の協定発効を好機と捉え、「新輸出大国コンソ

ーシアム」を中核として、EU等の海外市場等に詳しい専門家を国内

外に配置し、計画策定から商談成立までの伴走型支援等を強化する。

その際、地域未来牽引企業をはじめとした波及効果が高く意欲のあ

る企業を重点的に支援する。 

・世界で急速に拡大する EC の活用を推進するため、プラットフォー

マーとのマッチングを進めるとともに、JETROが海外の主要 ECサイ

トに「ジャパンモール」を設置し、日本製品を販売支援する取組に

ついて、これまでのアジアに加えて米国や欧州、中東等にも拡大し

て実施する。 

・中堅・中小企業が自律的に輸出できるような販路・物流・ブランデ

ィング・手続き等へのサポートをワンストップで提供する取組を推

進すべく、その方策を本年度中に検討する。 

・現地のバイヤー、商社、政府機関等からニーズ情報を収集し、当該ニ

ーズに合致し得る国内企業とマッチングする仕組みを構築し、現地目

線での商品・サービス開発や販路開拓支援を国内外で強化する。また、

日本食と食文化・関連製品を一体とした海外への販路開拓の取組を推

進する。 

・国内外で企業の即戦力となるグローバル人材の育成・確保を強化する。 

 

イ） 海外進出支援 

・現地法人設立や現地規格・規制対応、現地代理店・販売先確保など、

海外進出並びに進出後の事業拡大における課題を重点的に支援する。

また、第７回アフリカ開発会議（TICAD７）も踏まえ、JICAと JETROが
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密接に連携し、ODA も活用しつつ、アフリカをはじめとする海外への

展開を強化する。 

・貿易保険法施行令を改正して NEXI による民間投資保険の再保険引受

けを可能とすることで中堅・中小企業の海外展開を促進する。 

・国際仲裁の活性化に向けた速やかな外弁法改正を含む紛争解決基盤の

整備を行い、日本企業の海外展開を後押しする。 

・在外教育施設における日本語指導や特別支援教育体制の充実、帰国時

の学校での受入れの円滑化など教育機能の強化を図る。 

 

ⅲ）日本の魅力をいかす施策 

① 対内直接投資の促進 

・「地域への対日直接投資 集中強化・促進プログラム」（平成 31 年４月

16 日対日直接投資推進会議決定）に基づき、外国企業誘致戦略が明確

化した地方公共団体が行う誘致活動に対する支援の充実、JETROによる

支援体制の強化及びインバウンド観光需要の取り込みや農林水産品の

輸出促進との連携強化を図る。また、地域への誘致成功事例の発信によ

る外国企業との協業・連携機運の醸成や我が国のビジネス環境の更な

る改善に向けた取組を進める。 

・JETROの海外主要拠点において、海外のイノベーションエコシステム等

との緊密なネットワークを形成すること等を通じ、イノベーション創

出に資する外国企業を積極的に誘致する。 

・昨年度開始した Regional Business Conference について、本年度にお

いても外国企業誘致に積極的な地域で開催するとともに、令和２年度

の Japan Business Conference 開催に向けて、実施体制構築等の準備

を進める。 
 
② クールジャパン 

・「知的財産戦略推進計画 2019」（令和元年〇月〇日知的財産戦略本部決

定）に基づき、これまでの取組の効果検証等も踏まえ、進化したクール

ジャパン戦略を本年夏頃までに策定する。新戦略に基づき、在外公館、

ジャパン・ハウス、国際交流基金や JETROの活用、日本食品海外プロモ

ーションセンター（JFOODO）による発信、クールジャパン機構の資金供給

等を始めとする関係施策を実施する。その際、インバウンドとアウトバ

ウンドの好循環創出も考慮しつつ、マーケットインの考えで、国別・属

性別の嗜好分析、分野横断的な取組・ストーリー作り、インフルエンサ

ー活用、展示会等イベント活用等を進める。 

・様々な関係者の連携促進のため、クールジャパン官民連携プラットフォ
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ーム等を活用して基盤を強化する。その一環として、デジタル技術を活

用して、日本好きの外国人へ継続的に働きかけ、2020 年東京オリンピ

ック・パラリンピック競技大会や「日本博」を契機に、日本ファンの拡

大・長期滞在の促進等を図る。 

・専門人材・高度デザイン人材・高度経営人材の育成や外国人材の受入れ

に向けた制度整備・地方文化発信も含めた相互交流事業、海外における

日本語の普及、地域プロデュース人材が活躍できる基盤作り等を推進

する。 

・情報通信技術の発達に伴い拡大する海外市場への進出を見据え、海外市

場において競争力のある日本の映像コンテンツについて、デジタル技

術の導入等により制作現場の生産性向上を促進し、更なる競争力強化

を図るとともに、国際見本市の開催や放送コンテンツの海外展開支援

等を通じ、コンテンツ関連産業及び地域産業の海外販路開拓や、地域へ

のインバウンド拡大に繋げる。 

・新たな成長領域として注目される e-スポーツについて、健全な発展に

必要な適切な環境整備として、社会における認知度向上のための取組

や、競技大会のガバナンスなど関連する実態調査に本年度中に取り組

む。 

・本年度中に、全国ロケーションデータベースの更新やエリアマネージャーの

試験的設置を通じて関係者間の許認可情報の共有を進めるとともに、外国

映像作品の誘致に関する実証調査等を行うことにより、国内外の映像

作品の撮影環境の改善を進める。また、若手映画作家等の育成や映画製

作支援、国際交流等を通じて、世界に評価される新たな日本映画の創出

に寄与するほか、国際共同製作の促進や、映画祭における海外への発

信・人材交流によって、日本映画等への関心の掘り起こし等を行う。 

・国・地域の特性や嗜好を踏まえた効果的な普及促進、ブランド力の向上、

輸出環境の整備、酒類以外の分野との連携等を行い、日本産酒類の一層

の輸出拡大やインバウンドの促進を図る。 

 

③ 2025 年大阪・関西万博の開催へ向けた準備 

・万博特措法に基づき、本万博の準備及び運営を担う博覧会協会を指定す

るとともに、国の補助、国の職員の派遣等の支援措置を講じる。 

・博覧会国際事務局（BIE）による我が国の開催計画（登録申請書）承認

後、できるだけ多くの国の参加を得るべく、2020 年ドバイ万博の機会

などを活用して、参加招請活動を行う。また、本万博のテーマに関連す

る国際会議等において、本万博の魅力・情報を世界に発信する。 
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11．外国人材の活躍推進 
（１）KPIの主な進捗状況 

《KPI》 2020年末までに 10,000人の高度外国人材の認定を目指す。

さらに 2022年末までに 20,000人の高度外国人材の認定を目

指す。 

⇒ポイント制の導入（2012 年５月）から 2018 年 12 月までに高

度外国人材と認定された外国人数は 15,386人 

《KPI》 2020年までに外国人留学生の受入れを 14万人から 30 万人

に倍増（「留学生 30 万人計画」の実現） 

⇒我が国の大学・大学院など高等教育機関における外国人留学生

数は 208,901人（2018年５月時点） 

※日本語教育機関に在籍する外国人留学生 90,079人を加えると

298,980人（2018年５月時点） 

 

（２）新たに講ずべき具体的施策 

国際的な人材獲得競争が激化する中、高度な知識・技能を有する外国人

材にとって我が国の生活・就労環境や入国・在留管理制度等がより魅力的

となり、かつ、これらの人材が長期にわたり我が国で活躍できるよう、「外

国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」（平成 30 年 12 月 25 日外

国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議決定）も踏まえつつ、政府横

断的に以下の取組を重点的に進めていく。 

 

ⅰ）高度外国人材の受入れ促進 

① 外国人留学生等の国内就職促進のための政府横断的な取組 

・「高度外国人材活躍推進プラットフォーム」を JETRO に設置したこと

を受け、関係省庁が保有する出入国管理制度等の関連施策情報、関係

省庁等が実施する高度外国人材に関するセミナー等の各種就職促進

施策等とともに、我が国での就労を希望する留学生の在籍大学情報、

留学生を含む高度外国人材の採用に関心がある企業情報を常時アッ

プデートされた最新の形で提供する。 

・プラットフォームの下で、留学生を含む高度外国人材の採用に関心が

ある中堅・中小企業に対し、専門家による採用から定着までのきめ細

かな伴走型支援を提供することで、留学生を含む高度外国人材の採用

を促していく。 

・留学生の採用時に高い日本語能力（例えば、日本語能力試験Ｎ１相当
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以上）を求める企業もみられるが、業務に必要な日本語能力のレベル

は企業ごとに様々であり、採用時に求める日本語能力水準には多様性

があること等を踏まえ、その多様性に応じた採用プロセス及び採用後

の待遇の多様化を推進する。そのため、関係省庁、産業界、就職支援

事業者、大学等が連携し、採用後の多様な人材育成・待遇等のベスト

プラクティスを構築し横展開する。また、先進的な留学生向けの取組

を行っている企業や大学等からの情報発信を促すため、関係省庁から

の周知を徹底していく。 

 

② ビジネス日本語等教育プログラムの充実及び日本語教育の質の向

上 

・大学が企業等と連携し、留学生が我が国での就職に必要なスキルであ

る「ビジネス日本語」等を在学中から身に付ける教育プログラムを策

定し、これを文部科学省が認定した上で留学生の国内企業等への就職

につなげる仕組みを全国展開する。認定大学には、留学生の就職率に

ついての達成目標の設定を求める一方で、奨学金の優先配分等を行う。 

・優秀な留学生の掘り起こし、日本語指導、国内企業とのマッチング等、

総合的な受入れモデルを構築する専修学校における取組を支援し、こ

れらの取組によって得られた教育プログラム等に関する成果を公表

して広く情報共有する。 

・外国人の子供の就学促進、日本語指導の充実、高校生等へのキャリア

教育等の包括的な支援を進める。また、就労者等に対する日本語教師

の研修プログラムの普及及び日本語教師の能力等を証明する新たな

資格等に関する検討を踏まえた取組を行うとともに、外国人の日本語

教育環境を整備するため、地方公共団体等の体制づくり、日本語を自

習できる ICT教材の利用を推進する。 

 

③ 高度外国人材の受入れ円滑化に向けた入国・在留管理制度等の改善 

・外国人起業家の管理・支援等を含む「外国人起業活動促進事業」の利

用普及に向け、ベストプラクティスの共有等を通じて地方公共団体向

けの広報を強化する。 

・留学生による我が国での起業の円滑化を図るべく、「外国人起業活動促

進事業」及び「国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業」に関連す

る制度・運用の拡充をはじめとした、入国・在留管理等に係る制度・
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運用の見直し等を進め、本年度中に結論を得る。 

・AI、IoT、クラウド技術など第４次産業革命を進める上で必要となる革

新技術分野における優秀な人材の円滑な受入れに向けて現行制度・運

用の見直し等を含め検討を進め、本年度中に結論を得る。 

 

ⅱ）在留資格手続の円滑化・迅速化等のための在留管理基盤の強化 

① 在留資格手続の円滑化・迅速化 

・外国人を適正に雇用し、かつ外国人雇用状況届出等を履行しているな

ど一定の要件を満たす所属機関等を対象に、外国人本人に代わって行

うオンラインでの在留関係諸申請の受付を本年７月に開始する。今後、

更なる利便性向上のため、オンラインで申請可能な手続の対象を拡大

していく。 
 
② 在留管理基盤の強化 

・外国人の受入れ状況に係る情報を継続的に把握し、外国人受入れ機関

単位で情報を管理・把握することを可能とするための情報基盤の整備

を推進するとともに、在留管理の電子化を進める。 
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Ⅱ．全世代型社会保障への改革 

１．70 歳までの就業機会確保  

（１）KPIの主な進捗状況 

《KPI》（新）2025年：65歳～69歳の就業率 51.6％ 

⇒2018年：46.6％ 

 

（２）新たに講ずべき具体的施策 

ⅰ）70歳までの就業機会確保 

・ 人生 100年時代を迎え、働く意欲がある高齢者がその能力を十分に発

揮できるよう、高齢者の活躍の場を整備することが必要。このため、

65 歳まで継続雇用することとしている現行制度を見直し、70 歳まで

就業機会を確保できるようにする。 

・ 65歳から 70歳までの就業機会の確保については、65歳までと異なり、

それぞれの高齢者の特性に応じた活躍のため、とりうる選択肢を広げ

る必要がある。このため、多様な選択肢を法制度上許容し、当該企業

としてはそのうちどのような選択肢を用意するか、労使で話し合う仕

組み、また、当該個人にどの選択肢を適用するか、企業が当該個人と

相談し、選択ができるような仕組みを検討する。 

・ 法制度上許容する選択肢のイメージは、「定年廃止」、「70 歳までの定

年延長」、「継続雇用制度導入（子会社・関連会社での継続雇用を含む）」

といった 65歳までの制度における選択肢に加え、「他の企業（子会社・

関連会社以外の企業）への再就職の実現」、「個人とのフリーランス契

約への資金提供」、「個人の起業支援」、「個人の社会貢献活動参加への

資金提供」が想定しうる。企業はこれらの選択肢の中から当該企業で

採用するものを労使で話し合う。それぞれの選択肢についての企業の

関与の具体的な在り方について、今後検討する。 

・ また、70歳までの就業機会の確保を円滑に進めるため、法制について

も、二段階に分けて、まず、第一段階の法制の整備を図ることが適切

である。第一段階の法制については、以下の方向で検討する。 

ア）法制度上、上記のような選択肢を明示した上で、70歳までの就業

機会確保の努力規定とする。 

イ）必要があると認める場合は、厚生労働大臣が、事業主に対して、

個社労使で計画を策定するよう求め、計画策定については履行確保

を求める。 

その上で、第一段階の実態の進捗を踏まえて、第二段階として、多様

な選択肢のいずれかについて、現行法のような企業名公表による担保

（いわゆる義務化）のための法改正を検討する。この際は、かつての
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立法例のように、健康状態が良くない、出勤率が低いなどで労使が合

意した場合について、適用除外規定を設けることについて検討する。 

・なお、混乱が生じないよう、65歳までの現行法制度は、改正を検討し

ないこととする。こうした仕組みの実現に向けて、労働政策審議会の

審議を経て、令和２年の通常国会において、第一段階の法案の提出を

図る。 

 ・働く意欲がある高齢者が、その能力を十分に発揮し、働く人の個々の

事情に応じて活躍できるよう、地方公共団体を中心とした就労促進の

取組と地域の企業との連携の推進、シルバー人材センターの機能強化、

企業のニーズと高齢者の経験・就業意欲を踏まえたマッチング機能の

強化を検討する。 

 ・高齢期を見据えたキャリアプランの再設計や、労働者が企業内で定期

的にキャリアコンサルティングを受ける仕組みの導入などを支援す

る拠点を整備し、全国でサービスを提供することを通じたキャリア形

成支援を行うとともに、高齢者を含めたリカレント教育を推進する。

また、70歳までの就業機会確保措置を講じる企業や高年齢労働者の労

働災害防止などの高齢者の安全・健康確保等に取り組む企業への支援、

高齢者のモチベーションや納得性に配慮した能力及び成果を重視す

る評価・報酬体系構築の支援など、高齢者が能力を発揮し、安心して

活躍するための環境を整備する。さらに、女性会員の拡充を含めたシ

ルバー人材センターの機能強化など、中高年齢層の女性の就労支援を

進める。 

 

ⅱ）働き方の多様化や高齢期の長期化・就労拡大に伴う年金制度の見直

し 

・ 本年の公的年金の財政検証結果を基に、「人生 100年時代」を展望し、

より多くの人が多様な形態で長く働く社会へと変化する中で、長期化

する高齢期の経済基盤を充実できるよう、令和２年の通常国会への法

案提出を念頭に、公的年金・私的年金両面にわたる制度改革を進める。 

・長期化する高齢期の経済基盤を就労期間を延伸することで充実するこ

とが可能となるよう、繰下げ制度の柔軟化等による、高齢期の就労と

年金受給開始時期の選択肢の拡大を図る。また、公平性に留意しつつ、

マクロ経済スライド調整が進む将来の受給世代ができるだけ長く働

き年金水準を確保することを阻害しないよう、将来的な制度の廃止も

展望しつつ在職中の賃金と年金の調整（在職老齢年金制度）等の見直

しを行う。これらについては、社会保障審議会での議論を経て、速や

かに制度の見直しを行う。 
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・ 短時間労働者に対する年金などの保障を厚くする観点から、勤労者皆

社会保険制度の実現を目指して、被用者保険の短時間労働者等に対す

る適用拡大について、社会保障審議会での議論を経て、速やかに制度

の見直しを行う。 

・ 高齢期の長期化と就労の拡大・多様化等を踏まえた私的年金の加入可

能年齢等の引上げや、中小企業への企業年金の普及・拡大等について、

社会保障審議会での議論を経て、速やかに制度の見直しを行う。 
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２．中途採用・経験者採用の促進  

（１）KPIの主な進捗状況 

《KPI》2020年：転職入職率 9.0％ 

⇒2017年：8.6％ 

 

（２）新たに講ずべき具体的施策 

ⅰ）中途採用・経験者採用の促進等 

・人生 100年時代を踏まえ、働く意欲がある労働者がその能力を十分に

発揮できるよう、雇用制度改革を進めることが必要。特に大企業に伝

統的に残る新卒一括採用中心の採用制度の見直しを図ると同時に、通

年採用による中途採用・経験者採用 4の拡大を図る必要がある。 

 このため、企業側においては、採用制度及び評価・報酬制度の見直し

に取り組む必要がある。政府としては、個々の大企業に対し、中途採

用・経験者採用比率の情報公開を求めるといった対応を図る。 

・中途採用・経験者採用に積極的に取り組む上場企業を中心としたリー

ディング企業やベンチャー・中小企業等を集めた中途採用・経験者採

用協議会で提起された好事例について、その横展開を図ること等によ

り、雇用慣行の変革に向けた運動を展開する。また、好事例の周知等

を通じて、各企業に対して、評価・報酬制度の見直しを促す。この際、

経営改革力に限界のある中小企業に対しては、中途採用等支援助成金

等を活用し、これらの見直しのための支援を行う。 

・学生の学修環境の確保を前提に、就職・採用活動の実態等も踏まえ、

例えば長期インターンシップの方向性等を中心に今後の時代にふさ

わしい学生と企業の就職・採用の在り方について、本年度中に検討を

開始する。 

  

 ⅱ）就職氷河期世代対策：調整中 

 

 

ⅲ）主体的なキャリア形成を支える労働市場のインフラ整備 

・令和２年からの稼働を目指す職業情報提供サイト「日本版 O-NET」（仮

称）や、令和４年以降の稼働を目指す「職業能力診断ツール」につい

て、両者の連携を図るほか、ハローワークインターネットサービスや

職場情報総合サイトなど、既存のシステムとの連携も視野に入れて開

発・運用を進めることで、求職者や企業の人事担当者等が、円滑に職

                                      
4 中途採用については、積極的な取組を行っている企業の間では「キャリア採用」と呼んでい

る事例も見られる。 
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業情報の把握や求人情報の検索等を行える有機的なシステム構築を

目指す。 

 ・中小企業における HR テクノロジーの導入支援や活用事例の周知を行

い、同テクノロジーの導入・活用による中小企業における多様な人材

の活躍や生産性向上を支援する。 

 ・解雇無効時の金銭救済制度について、可能な限り速やかに、法技術的

な論点についての専門的な検討を行い、その結果も踏まえて、労働政

策審議会の最終的な結論を得て、所要の制度的措置を講ずる。 
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３．多様で柔軟な働き方の拡大  

（１）KPIの主な進捗状況 

《KPI》2020年：テレワーク導入企業を 2012年度比で３倍 

⇒2018年：19.1％（2012年：11.5％） 

《KPI》2020年：上場企業役員に占める女性の割合 10％ 

⇒2018年：4.1％ 

《KPI》2020年：民間企業の課長相当職に占める女性の割合 15％ 

⇒2018年：11.2％ 

《KPI》2020年：第１子出産前後の女性の継続就業率 55％ 

⇒2015年：53.1％ 

 

（２）新たに講ずべき具体的施策 

ⅰ）多様で柔軟な働き方の拡大 

① 副業・兼業の促進 

・長時間労働の抑制や労働者の健康確保に留意しつつ、副業・兼業の普

及促進を図る。ガイドライン及び改定した「モデル就業規則」の周知

に努めるとともに、検討会における健康確保の充実と実効性のある労

働時間管理の在り方についての検討を加速し、今年中に結論を得る。

その上で労働政策審議会において議論を開始し、可能な限り速やかに

結論を得る。 

・副業・兼業の場合の労災補償の在り方について、現在、労働政策審議

会での検討が進められているが、引き続き論点整理等を進め、可能な

限り速やかに結論を得る。 

・中小企業の経営課題を解決する中核人材の確保に向け、地域金融機関

やよろず支援拠点等と民間企業などの人材支援機関が連携する場を

設けること等を通じ、引き続き、地域金融機関、大学等を通じた中核

人材確保のための取組の創出と横展開に取り組む。その際、本年度か

ら、中小企業がよろず支援拠点を含む経営支援機関を通じ、副業・兼

業の形も含め中核人材の確保が可能となるよう、人材支援機関と連携

した人材確保の取組の実現を図る。 

・国家公務員の兼業について、公益的活動等を行うための兼業を希望す

る者が円滑に制度を利用できるよう、明確化した兼業許可基準の更な

る周知を図る。 

 

 ② 雇用関係によらない働き方（フリーランス等）の環境整備 

契約条件の明示、契約内容の決定・変更・終了のルールの明確化、

報酬額の適正化等、フリーランス等の雇用関係によらない働き方にお
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ける諸課題について、法的保護の必要性も含めた中長期的な検討を進

めるに当たり、「雇用類似の働き方に係る論点整理等に関する検討会」

において、本年の夏までに一定の取りまとめを行うとともに、特に優

先すべき検討課題については、スピード感を持った検討を進める。 

 

③ テレワークの推進 

・テレワークにおける適切な労務管理のためのガイドラインの周知啓発

を行うとともに、テレワーク相談センターの設置・運営やテレワーク

導入に係る助成等による導入支援を行う。 

・女性、障害者、高齢者など多様な人材活用に資する効果的なテレワー

クの先進モデルの整理・普及を図るとともに、特に中小企業の課題解

決等を担う立場である社会保険労務士や IT コーディネータなどの専

門家にテレワーク普及の担い手になってもらうこと等により、地域や

企業の実情に応じたテレワークを推進する。 

 

④ 治療と仕事の両立支援 

・主治医と企業の連携の中核となり、患者に寄り添い支援する両立支援

コーディネーターの育成・配置を進めるとともに、本年３月に改訂し

た「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」及

び「企業・医療機関連携マニュアル」の周知を進めることにより、企

業・医療機関の患者に対する支援ノウハウの強化を図る。 

・都道府県労働局、労使、自治体、地域の医療機関等で構成される地域

両立支援推進チームの取組等を通じて、がんや難病の患者等に対する

地域における相談支援体制の構築等を進める。 

 

ⅱ）生産性を最大限に発揮できる働き方に向けた支援 

① 長時間労働の是正を始めとした働く環境の整備 

・本年４月から大企業に対して適用された罰則付きの時間外労働時間規

制について、監督指導の徹底など、適切な施行に努める。併せて、令

和２年４月からの中小企業への適用、令和６年４月からの建設業や医

師等への適用に向けて、相談体制の充実や制度の周知徹底、適用猶予

期間においても、必要な法整備を含め、時間外労働の削減や労働者の

健康確保のための取組を行うよう働きかけや支援を行うなど、円滑な

法の適用に向けた取組を行う。 

・適正な工期の確保や施工時期の平準化、技術者の配置要件の合理化等

を図るとともに、建設キャリアアップシステムを活用した技能者や専

門工事企業の能力評価制度を通じて処遇改善を図ることで、建設業の
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働き方改革を推進する。 

・令和２年度以降のパートタイム・有期雇用労働法、労働者派遣法等の

円滑な施行に向け、働き方改革推進支援センターにおいて中小企業・

小規模事業者等に対する相談支援を行うほか、事業主向けの「取組手

順書」や業界別の「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュア

ル」等の周知に努める。 

・労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法等の改正により、事業主に

対してパワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置義務が新

たに設けられることやセクシュアルハラスメント等の防止対策の強

化が図られたことを踏まえ、措置の適切・有効な実施を図るための指

針を整備するとともに、中小企業等が適切に措置を講じることができ

るよう必要な支援を行う。 

・取引先等の労働者等からのパワーハラスメントや顧客等からの著し

い迷惑行為について、相談対応等の望ましい取組を明確化し、関係省

庁と連携して周知啓発を図る。 

 

② 人材投資情報の「見える化」の推進 

・機関投資家などのステークホルダーと関係省庁が連携して、官民一体

で、企業価値向上に向けた人的資本の非財務情報の活用の在り方を検

討する。 

・昨年のコーポレートガバナンス・コード改訂により、人材投資をはじ

め経営資源の配分等に関する説明について定められたことを受け、今

後、その実施状況についてフォローアップする。 

・併せて、人材投資に関する開示の状況について調査し、好事例の収集・

公表を行い、企業における開示の充実を促進する。 

 

ⅲ）女性活躍の更なる拡大、ダイバーシティ経営の推進 

 ・女性活躍推進法の改正により、一般事業主行動計画の策定義務対象拡

大や情報公表の強化が図られることを踏まえ、その円滑な施行に向け

て、中小企業をはじめとする全国の企業が着実に女性活躍の取組を行

うよう、都道府県労働局と地方公共団体の連携を推進しながら、改正

の内容の周知徹底や企業向け相談窓口の整備、一般事業主行動計画の

効率的な策定・公表方法の検討を行う。あわせて、地域の多様な主体

の女性活躍の取組を更に強力に支援・推進する。 

 ・女性活躍やダイバーシティ経営推進の観点から、上場企業の女性役員

及び ESG投資における女性活躍情報の活用の状況の公表を進めるとと

もに、企業の女性活躍の要素を投資判断に考慮するジェンダー投資を
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推進する。また、女性役員人材の育成に向け、新たな地域における展

開を含め、地方、大学等との共催等により女性役員育成研修を実施す

るとともに、修了者人材バンクの充実・強化を行う。 

・企業と投資家等との積極的な対話を促す情報開示等を求める「ダイバ

ーシティ 2.0行動ガイドライン」の普及や、「なでしこ銘柄」等の選定

基準の見直し等を通じ、企業におけるダイバーシティ経営を推進する。 

・人生 100 年時代において、多様な選択ができる社会を構築するため、

地方創生推進交付金を活用し新規就業支援を図る「官民連携プラット

フォーム」の設置・活用促進や、キャリアアップを総合的に支援する

モデル開発推進、女性のニーズに寄り添って活動している NPO等の先

進的な取組への支援等を通じ、子育て中や子育てが一段落した世代の

女性を含む、多様な女性の労働市場への再参入を推進する。また、女

性が生涯にわたり健康に生活できるよう、女性特有のがん検診受診の

ための支援を行う。 

・保育の受け皿整備について、本年４月の待機児童の状況を踏まえ、地

方公共団体の整備計画の検証とその結果に応じた受け皿整備に対し、

引き続き支援を行う。また、「新・放課後子ども総合プラン」に基づき、

放課後児童クラブの更なる受け皿整備を着実に進める。さらに、地域

の多様なニーズに対応した子育て支援を実施するため、地域子育て支

援拠点の設置の更なる促進や多機能化を進める。 

・女性が出産後もキャリアを継続することができるよう、男性に育児に

対する当事者意識を持たせるための取組や子供と関わるパターンの

普及、企業による男性社員への休業・休暇取得促進など、男性の育児・

家事への参加を促し、育児・家事の負担が女性に偏っている現状の是

正を図る。 
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４．疾病・介護の予防 

（１）KPIの主な進捗状況 

《KPI》(新)2040年までに健康寿命を男女とも３年以上延伸し、75 歳

以上とすることを目指す 

⇒2016年：男性 72.14歳、女性 74.79歳 

 

（２）新たに講ずべき具体的施策 

人生 100年時代の安心の基盤は「健康」であり、全世代型社会保障の

構築に向けた改革を進めていくため、健康に無関心な層を含め、全ての

世代や地域の住民を対象に、予防・健康づくりの取組を大胆に強化する。 

 

ⅰ）人生 100 年時代を見据えた健康づくり、疾病・介護予防の推進 

① 疾病予防・健康づくりのインセンティブ措置の抜本的な強化  

・国民健康保険の保険者に対する保険者努力支援制度について、疾病予

防や健康づくりの取組が促進されるよう、財源を含めた予算措置を検

討し、来年度にインセンティブ措置の抜本的な強化を図る。あわせて、

各評価指標について、成果指標の導入拡大を進め、先進・優良事例の

横展開や個人の行動変容につながる取組が強化され、民間サービスの

活用等が推進されるよう見直し、配分のめりはりを強化する。 
・健康保険組合の予防・健康事業の取組状況に応じて、後期高齢者支援

金を加減算する制度について、来年度までに最大±10％となるよう強

化するとともに、保健事業の効果やインセンティブ措置の影響分析等

を行い、令和３年度に、各評価指標や配点について、成果指標の導入

拡大や配分基準のめりはりを強化するなどの見直しを行う。 
・その際、保険者が糖尿病性腎症の重症化リスクのある者に対し、医師

と連携して、保健師等によって濃密に介入するなどの先進・優良事例

の横展開や、歯科健診・がん検診等の受診率の向上等が進むよう留意

する。 
・個人の自発的な予防・健康づくりの取組を推進するため、ヘルスケア

ポイントなど個人のインセンティブ付与につながる保険者の取組を

支援し、先進・優良事例の横展開を図る。 
・医療保険や介護保険のインセンティブ措置の指標の見直しに際しては、

エビデンスに基づき予防・健康事業の効果検証を行い、徹底した PDCA

サイクルを通じ、効果的な事業を展開する。 
 

② 予防・健康づくりへ向けた個人の行動変容につなげる取組の強化 

・生活習慣病の発症や重症化のリスクのある者に対し、医療機関と保険

者・民間事業者等が連携して、医学的管理と適切な運動等のプログラ
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ムを一体的に提供できる新たな仕組みを検討し、本年度を目途に結論

を得る。また、医療機関が運動処方箋を出しやすいよう、運動施設に

おける標準的なプログラムを、本年度中に作成する。あわせて、運動

施設において安全かつ効果的に楽しく運動・スポーツを実践できる仕

組みの実証を行うとともに、好事例の普及を図る。 
・健康無関心層も含めた予防・健康づくりを推進していくため、ナッジ

理論等を活用し、本年度中に、特定健診等の各種健診の通知について、

全体・平均値との比較や将来予測（AIやビッグデータ等も活用）等と

いった通知情報を充実するとともに、先進・優良事例の横展開を図る。 
・東京で来年開催される栄養サミットを機に、健康無関心層も含め自然

に健康になれる食環境づくりを推進する。民間の様々な主体と連携し、

健康な食生活の推進に向けたエビデンスの構築・強化、健康な食事へ

の接点拡大、健康無関心層への効果的な情報提供など総合的な施策に

ついて検討を進め、直ちに実施できるものから順次取り組む。 
・野菜摂取量増加に向けた取組など、地域の多様な主体が連携し、日常

の中での健康な食事・運動・社会参加を促す取組や、個々の住まいや

地域の共食の場における適切な栄養管理に基づく配食サービスにつ

いて、先行事例分析やモデル実証事業等を通じて本年度から推進する。 
・妊娠中や子どもの頃からの健康づくりを支援するため、妊産婦への適

切な栄養指導に資するよう最新の知見も取り入れた食生活指針の改

定を来年度中に行うとともに、子ども時代からの健やかな生活習慣形

成に資する研究の推進等の取組を順次行う。 
 

③ 疾病の早期発見に向けた取組の強化  

・がんの早期発見・早期治療の仕組みを確立し、５年生存率の劇的な改

善を達成するため、難治性がん等について、リキッドバイオプシー等

の血液や唾液等による簡便で低侵襲な検査方法や治療法の開発を推

進する。また、ナッジ理論等を活用した検診受診率の向上に向けた取

組を本年度中に検討し、結論を得る。 
・全身の健康にもつながる歯周病などの歯科疾患対策を強化するため、

現在 10 歳刻みで行われている歯科健診の機会を拡大し、歯科の保健

指導を充実することについて、検証の結果を踏まえ、来年度までに検

討に着手し、速やかに結論を得る。あわせて、歯科健診の受診率の向

上を図るとともに、健診結果に基づき、必要な受診を促す実効的な取

組や、全身疾患の治療が必要な可能性がある場合の医科歯科連携を推

進する。 
・個人が自らの健康状態を把握し、疾病を早期発見するため、医療用検

査薬から一般用検査薬への迅速な転用に向けた手続きの改善を図る。



87 
 

このため、既に実施された事例を参考としながら、行政と関係業界が

協働して審査や申請の質の向上等の課題解決を図るための協働計画

を本年度中に策定し、検討を進める。 

 

④ 保険者と企業とが連携した健康づくり、健康経営、健康投資の促進 

・企業・保険者連携での予防・健康づくり「コラボヘルス」の取組を深

化させる。加入者の健康状態や医療費、予防・健康づくりへの取組状

況を見える化し、経営者に通知する健康スコアリングレポートについ

て、健保組合や事業主への働きかけを強化するため、評価指標に経年

変化を加えるなど、通知内容の充実や通知方法の工夫を行う。同様の

取組を、来年度からは全保険者種別で実施するとともに、令和３年度

からは、健保組合、国家公務員共済組合について事業主単位で実施す

る。 
・健康経営の生産性への影響に関する各種の研究等を踏まえつつ、健康

経営の取組と成果が資本市場から適切に評価されるよう、環境を整備

する。健康投資の投資額を見える化すべく、「企業の『健康管理会計』

に関するガイドライン（仮称）」を、本年度中に策定し、企業が健康投

資を更に進める上で必要なインセンティブ措置の検討も始める。また、

健康経営に係る情報開示等に関して、「企業の『健康経営』ガイドブッ

ク」を本年度中に改訂し、その普及を図る。さらに、市場が比較可能

な情報開示のあり方について、検討を進める。 
・ESG や SDGｓにおける健康経営の重要性に関して、グローバルな場へ

の発信を、引き続き、官民で展開・強化する。また、2020年東京オリ

ンピック・パラリンピック競技大会を契機とした「beyond2020マイベ

ストプログラム」の普及を図る。 
 

⑤ データ等を活用した予防・健康づくりの効果検証、民間予防・健康

サービスの促進 

・保険者や地方自治体等の予防健康事業における活用につなげるため、

データ等を活用した予防・健康づくりの健康増進効果等に関するエビ

デンスを確認・蓄積するための実証を行う。 
・その際、統計学的な正確性を確保するため、国が実証事業の対象分野・

実証手法等の基本的な方向性を定め、その結果を踏まえ、保険者等に

よる適切な予防健康事業の実施を促進する。 
・「ヘルスケアサービスガイドライン等のあり方」の業界団体、仲介者へ

の普及や、業界自主ガイドラインの策定支援を通じ、一定の品質が確

保されたヘルスケアサービスが仲介者から選択され、利用者が安心し
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てサービスを利用できる環境整備を図る。あわせて、複数の企業間の

協働や、業界横断的なイノベーションの基礎インフラとして、民間主

導によるヘルスケアデータの標準化やヘルスケアサービスの品質確

保に向けた取組の支援策について、本年度中に検討に着手する。 
 

⑥ 介護予防のインセンティブ措置の抜本的な強化等 

・介護保険の保険者や都道府県に対する介護インセンティブ交付金（保

険者機能強化推進交付金）について、自治体による先進的な介護予防

の取組が横展開され、健康寿命の地域間格差の縮小にも資するよう、

財源を含めた予算措置を検討し、来年度にインセンティブ措置の抜本

的な強化を図る。 
・あわせて、各評価指標や配点について、成果指標の導入拡大や配分基

準のめりはりを強化するなどの見直しを行い、介護予防や認知症予防

につながる可能性のある高齢者の身近な「通いの場」を拡充するとと

もに、介護予防と保健事業との一体的実施を推進する。その際、運動

など高齢者の心身の活性化につながる民間サービスも活用する。また、

「介護助手」など介護施設における高齢者就労・ボランティアを推進

するとともに、個人へのインセンティブとして、ポイントの活用等を

図る。 
・75歳以上の高齢者に対する保健事業について、フレイル対策を含めき

め細やかな支援を充実させる。このため、後期高齢者医療の保険者イ

ンセンティブ措置を活用する。また、市町村による介護予防と保健事

業の一体的実施の全国展開に向け、国の特別調整交付金を活用して、

医療専門職の市町村への配置等を支援する。 

・利用者の平均的な日常生活動作の維持又は改善に対する介護報酬加算

について、自立支援や重度化防止等の観点から、来年度までにエビデ

ンスに基づく効果検証を行い、次期介護報酬改定で必要な対応を行う。 
 
⑦ 認知症の総合的な施策の強化 
・「予防」と「共生」を柱とした総合的な認知症施策を、認知症施策推進

大綱（P）に基づき、推進する。「通いの場」の活用などの先進・優良

事例について、来年度までに事例集や実践に向けたガイドラインを作

成し、全国の自治体へ横展開する。あわせて、認知症の予防法の確立

に向け、研究開発を強化する。データ収集に本年度から着手し、デー

タ利活用の枠組みを令和３年度までに構築するとともに、認知症分野

における官民連携のプラットフォームを活用し、評価指標・手法の確

立を目指しつつ、予防やケア等の社会実装を促進する。  
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５．次世代ヘルスケア 

（１）KPIの主な進捗状況 

《KPI》(新)2040 年時点において、医療・福祉分野の単位時間当たり

のサービス提供について５％（医師について７％）以上の改

善を目指す 

 

（２）新たに講ずべき具体的施策 

次世代ヘルスケアシステムの構築に向けて、データや ICT等の技術革

新を積極的に導入、費用対効果の高い形でフル活用しつつ、健康・予防、

治療、ケア等に関する個々の施策を、国民の健康維持・増進や、医療・

介護の質・生産性の向上、さらにはこれらと表裏一体である現場の働き

方改革にもつながるよう、スピード感を持って「全体最適」な形で推進

する。 

 

ⅰ）技術革新等を活用した効果的・効率的な医療・福祉サービスの確保 

① 健康・医療・介護サービス提供の基盤となるデータ利活用の推進 

ア）オンライン資格確認等 

・医療保険の被保険者番号を個人単位化するとともに、マイナンバーカ

ードを健康保険証として利用できる「オンライン資格確認」の来年度

からの本格運用に向けて、必要なシステム整備を着実に進める。新設

される医療情報化支援基金を活用し、医療機関及び薬局のシステム整

備を支援する。 

・また、医療等分野における識別子（ID）については、オンライン資格

確認システムを基盤として、個人単位化される被保険者番号を活用し

た医療等分野の情報の連結の仕組みの検討を進め、必要な法的手当を

行い、令和３年度からの運用開始を目指す。 

イ）医療機関等における健康・医療情報の連携・活用 

・患者の保健医療情報を全国の医療機関等で確認可能とすべく、着実に

取組を進める。このため、レセプトに基づく薬剤情報や特定健診情報

を確認できる仕組みについては、令和３年 10 月以降稼働させること

を目指す。さらに、その他のデータ項目を医療機関等で確認できる仕

組みを推進するため、これまでの保健医療情報ネットワークに関する

実証結果等を踏まえて課題を整理し、情報連携の必要性や技術動向、

費用対効果等を検証しつつ、運営主体や費用負担のあり方等の検討を

進め、来年夏までに、その実現のための工程表を策定する。なお、介

護情報との連携についても、引き続き検討する。 

・医療情報化支援基金の活用等により、技術動向を踏まえた電子カルテ
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の標準化を進める。 

・電子処方箋について、実証を踏まえ、より円滑な運用を可能とするた

め、本年度中にガイドラインを改定する。 

ウ）介護分野における多職種の介護情報の連携・活用  

・介護職員の負担軽減を図り、質の高いサービスを提供するため、介護

分野における ICT化について、本年度から地域医療介護総合確保基金

を活用した支援を行う。また、介護現場の業務の効率化・生産性向上

の取組と一体として推進すべく、生産性向上ガイドラインを活用し、

介護現場への実効的な普及を図る。さらに、ICT を活用した医療・介

護連携の標準仕様の作成について、本年度中に検討し、結論を得る。 

エ）PHRの推進 

・個人の健康状態や服薬履歴等を本人や家族が把握、日常生活改善や健

康増進につなげるための仕組みである PHR（Personal Health Record）

を推進する。マイナポータルを通じた個人へのデータ提供について、

来年度から特定健診データの提供を開始するとともに、令和３年 10月

請求分から、薬剤情報のデータの提供を開始することを目指す。 

・乳幼児期・学童期の健診・予防接種などの健康情報を一元的に活用し、

必要に応じて受診につなげたり、医療の現場での正確なコミュニケー

ションに役立てたりできる仕組みの構築に向け、検討を進める。乳幼

児健診については、来年度からマイナポータルを通じたデータ提供を

開始するため、自治体の健診データの電子化・標準化への支援を行う。

また、学校健診についても、健診データの電子化を促進するとともに、

政府全体の PHR推進に係る議論と連携して今後の必要な工程を検討し、

来年夏までに結論を得る。 

・PHR の更なる推進のため、健診・検診に係るデータの電子化などの事

項について、有識者による検討会で議論を進め、来年夏までに一定の

結論を得る。 

・PHR サービスモデル等の実証の成果を踏まえ、API 公開や民間事業者

に必要なルールの在り方等を検討し、同サービスの普及展開を図る。 

 オ）健康・医療・介護情報のビッグデータとしての活用 

・レセプト情報・特定健診等情報データベース（NDB）や介護保険総合デ

ータベース（介護 DB）の連結解析を来年度から本格稼働し、行政・保

険者・研究者・民間事業者など幅広い主体の利活用を可能とする。本

年度以降、関係する他の公的データベースとの連結の必要性について

も検討し、法的・技術的課題が解決できたものから順次連結解析を実

現する。 

・次世代医療基盤法の下、同法の基本方針に基づき、広報・啓発による
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国民の理解増進を行うとともに、幅広い主体による匿名加工医療情報

の医療分野の研究開発への利活用を推進する仕組みを稼働させる。 

・公的研究事業において得られたデータや成果等について、IoT 等活用

行動変容研究事業等を例に、研究終了後、民間事業者等が活用可能と

するために必要な要件を整理し、データの管理主体を移行する際の契

約のひな型を本年度中に作成するとともに、その他の諸課題について

検討を進める。 

 

② ICT、ロボット、AI等の医療・介護現場での技術活用の促進 

 ア）オンライン医療の推進 

・診療から服薬指導に至る一連の医療プロセスを、一貫してオンライン

で広く受けられるよう、オンライン服薬指導等について盛り込んだ医

薬品医療機器等法の一部改正法案について、国会での早期成立を図る。

法案成立後、提供体制等のルールについて速やかに検討を行うととも

に、上記の状況を踏まえ、オンライン服薬指導に関する診療報酬上の

評価を検討する。 

・オンライン診療の適切な推進に向けて、関係学会や事業者等とも協力

しながら、オンライン診療の安全性・有効性に係るデータの収集、事

例の実態把握を進めるとともに、その結果等に基づき、オンライン診

療の適切な実施に向けたガイドラインを定期的に見直す。 

 ・次期診療報酬改定に向けて、オンライン診療料の普及状況を調査・検

証し、安全性・有効性が確認された疾患については、オンライン診療

料の対象に追加することを検討する。また、オンライン診療の実施方

法や実施体制等の要件についても、オンライン診療の適切な普及・促

進に向けて必要な見直しを行う。 

・オンライン診療を含む遠隔医療に関し、ICT の進展を踏まえた技術的

な検証と新たなモデル構築に向けた実証を実施し、安全かつ効果的な

遠隔医療の普及展開を図る。  

 イ）科学的介護の実現 

・自立支援等の効果が科学的に裏付けられた介護を実現するため、高齢

者の状態、ケアの内容などのデータを収集・分析するデータベースの

運用を、来年度に本格的に開始する。当該データベースの分析結果を、

次期以降の介護報酬改定の議論に活用し、効果が裏付けられた介護サ

ービスについて評価を進める。また、取得したデータについては、介

護事業所に提供し、ケアの質の向上等へ活用を進める。 

ウ）ロボット・センサー等の開発・導入 

・令和 22年を展望した中長期ビジョンである「未来イノベーション WG」
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の取りまとめを踏まえた医療福祉分野における取組を検討し、本年度

中に具体化する。ムーンショット型研究開発、先端技術の速やかな社

会実装に向けた新たな評価モデルの開発、技術インテリジェンス機能

の強化等、政府一丸でロボット・AI等の溶け込んだ社会システムの実

現を目指す。また、国民が自分の健康状態を自ら把握できる社会の実

現に向け、機器やサービスに関して、評価手法の開発を推進する。 

・ロボット・センサー等の効果検証に関するルールを次期介護報酬改定

までに整理する。事業者による継続的な効果検証とイノベーションの

循環を促す環境を整備し、得られたエビデンスを次期及びそれ以降の

介護報酬改定等での評価につなげる。 

 ・ロボット・センサーについて、重点分野に基づき、利用者を含め介護

現場と開発者等をつなげる取組や、介護現場でのモニター調査等によ

り、現場ニーズを捉えた開発支援を行うとともに、介護ロボットを活

用した介護技術の開発や介護ロボットの普及啓発を行い、介護現場へ

の導入・活用支援を着実に進める。あわせて、障害福祉分野について

も同様の取組を進める。 

エ）AI等の技術活用 

・重点６領域を中心としつつ、医療従事者の負担軽減や、的確な診断・

治療支援による医療の質の向上等を図るため、健康・医療・介護・福

祉領域における AI の開発や現場での利活用を促進する。あわせて、

AI 開発に必要な質の高いデータ収集を推進する。さらに、AI 開発に

おいて特定された課題の解消に向けた具体的な対応を本年度中に開

始するとともに、アジア等、海外の医療機関と提携し、本邦で開発さ

れた AI技術の海外展開を目指す。 

オ）ゲノム医療の推進 

 ・がん・難病等のゲノム医療を推進する。がんについては、全ゲノム医

療の実現に向け、質の高いゲノム情報と臨床情報を、患者同意及び十

分な情報管理体制の下、国内のがんゲノム情報管理センターに集積し、

当該データを、関係者が幅広く創薬等の革新的治療法や診断技術の開

発等に分析・活用できる体制を整備する。難病等については、より早

期の診断の実現に向けた遺伝学的検査の実施体制の整備や、遺伝子治

療を含むゲノム情報等を活用した治療法の開発を推進する。 

・ヒト受精胚等に対するゲノム編集技術等の利用について、基礎研究を

促進するため、倫理面にも配慮した指針を策定するとともに、これら

の臨床応用については、科学技術の進展にも配慮しながら、その法的

規制のあり方を含めた制度的枠組みの検討を進める。 
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③ 医療・介護現場の組織改革や経営の大規模化・協働化 

ア）書類削減、業務効率化、シニア層の活用 

 ・労働時間短縮をはじめ医師等の働き方改革を進めるため、労務管理の

徹底を図るとともに、タスクシフティング等の推進や、業務効率化に

資する ICT等の活用方策について検討し、効果的な事業を展開するこ

とで、医療機関のマネジメント改革を図る。また、緊急時の相談ダイ

ヤルの周知や、医療機関を検索できる医療情報ネットの抜本的な見直

しを行い、国民の医療のかかり方に関する行動変容を促す。 

・人手不足の中で、介護現場のサービスの質の維持・向上を実現するた

めの方向性を整理した「介護現場革新プラン」を踏まえ、本年度、介

護施設における①業務フローの分析・仕分け、②高齢者の介護助手等

としての活躍推進、③ロボット・センサー、ICT 等の活用等による、

パイロット事業を実施し、介護現場の業務効率化モデルを構築する。

また、本年度以降、集めたノウハウを生産性向上に係るガイドライン

に反映し、好事例の横展開を強力に進める。 

・文書量の削減に向けた取組について、介護分野においては、2020年代

初頭までの文書量の半減に向け、国及び自治体が求める文書や、事業

所が独自に作成する文書の更なる見直しを進めるとともに、自治体ご

とに様式や添付書類の差異がある等の課題について検討を行い、年内

目途に一定の結論を得て、必要な見直しを進める。医療分野や福祉分

野についても、各分野の特性を踏まえ、文書量の削減、標準化等の取

組を順次進める。 

・高齢者の活躍や介護予防を促進するとともに、介護人材の裾野を広げ

る観点から、地域医療介護総合確保基金により、「介護助手」などの多

様な人材の活用を図る等、介護人材確保に総合的に取り組む。 

イ）医療法人・社会福祉法人の経営の大規模化等 

・地域医療連携推進法人制度について、地域医療構想の達成に向けたさ

らなる効果的な活用に資するよう、医療連携推進業務の在り方や参加

法人間の資金融通等の制度面・運用面の課題を把握し、改善に向けた

検討を行い、必要な措置を講ずる。 

・医療法人の合併等が円滑に進むよう、必要な経営資金の融資制度の創

設を本年度中に検討する。あわせて、医療法人の合併・事業承継の好

事例等を収集し、周知を行う。 

・地域経済活性化支援機構における医療機関等の経営支援、地域医療の

面的再生のノウハウについて、地域金融機関への移転を積極的に図る。

あわせて、これらの支援・再生時における福祉医療機構と地域金融機

関の連携・協働を、推進する。 
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・社会福祉法人の事業の協働化・大規模化の促進方策等について、有識

者による検討会を開催し、本年度中に結論を得る。また、希望する法

人が、大規模化や協働化に円滑に取り組めるよう、合併等の際の会計

処理の明確化のための会計専門家による検討会による整理も含め、本

年度中を目途に、好事例の収集やガイドラインの策定等を行う。 

 

ⅱ）日本発の優れた医薬品・医療機器等の開発・事業化、国際展開等 

① 日本発の優れた医薬品・医療機器等の開発・事業化 

・本年度中に改定する「健康・医療戦略」（平成 26 年７月 22 日閣議決

定）等の下、健康長寿社会の形成に向け、健康寿命延伸に資するよう

予防にも着目しつつ、再生・細胞医療、遺伝子治療、ゲノム・データ

基盤等の医療技術・手法の研究開発を、疾患横断的に、かつ統一的な

エビデンスに基づき推進するとともに、新産業創出に取り組む。 

・予防から QOL向上まで様々なニーズを踏まえた医療機器・ヘルスケア

サービス等の開発を行うため、ベンチャー支援等を強化し、新規参入

の促進策を本年度中に検討する。さらに、Healthcare Innovation Hub

（InnoHub）によるベンチャー企業と関係機関とのネットワーク支援

を開始する。 

 

② 国際展開等 

・アジア健康構想の下、同地域の自律的な産業振興と裾野の広いヘルス

ケア実現に貢献するため、我が国のヘルスケア関連産業の国際展開を

推進する。特に、我が国企業が関わる形でのアジアにおける医薬品・

医療機器産業の振興と、「アジア医薬品・医療機器規制調和グランドデ

ザイン」（P）に基づくアジアの医薬品・医療機器等の規制調和等を、

両輪として推進する。 

・アフリカにおいて、公的セクターの取組が民間事業を創出・育成し、

民間セクターの活性化が公的セクターを支えるという好循環の形成

を通じ、裾野の広いヘルスケアを実現するため、健康・医療戦略推進

本部で「アフリカ健康構想」を決定し、TICAD７等で発信しつつ、同構

想の下、我が国のヘルスケア関連産業のアフリカへの展開を推進する。 

・メディカル・エクセレンス・ジャパン（MEJ）や日本貿易投資機構（JETRO）

等を中核とした医療の国際展開、ジャパン・インターナショナル・ホ

スピタルズ（JIH）等による医療インバウンド及び「訪日外国人に対す

る適切な医療等の確保に向けた総合対策」に則った医療提供を一体的

に推進することで、我が国の医療の国際的対応能力を向上させる。 
・国際的に脅威となる感染症対策について、長崎大学を中核とした研究
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拠点の形成や感染症流行地における研究基盤の整備による人材育成

を含めた研究能力・機能の強化、2020年東京オリンピック・パラリン

ピック競技大会に向けた発生動向調査・検査体制・治療体制の強化、

感染症指定医療機関の拡充等を推進する。 

・G20 大阪サミット、保健大臣会合及び財務大臣・保健大臣合同セッシ

ョン、TICAD７等を通じて、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）

の推進や国際的な感染症危機対応における日本の国際的地位を高め、

二国間支援、世界保健機関（WHO）、グローバル・ファンドや Gaviワク

チンアライアンス等の国際保健機関、グローバルヘルス技術振興基金

（GHIT Fund）、CEPI 等への支援を行うとともに、AMR対策を推進する。

加えて、国際感染症等対応人材の育成や国際機関への派遣を強化する。 
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Ⅲ．人口減少下での地方施策の強化 

１．地域のインフラ維持と競争政策 

（１）KPIの主な進捗状況 

《KPI》サービス産業の労働生産性の伸び率が、2020 年までに 2.0％

となることを目指す 

⇒2017年：0.18％(2016年：-0.23％)  

《KPI》2020年までに黒字中小企業・小規模事業者を 70万社から 140

万社に増やす 

⇒2016年度：954,546社（2015年度：923,037社） 

 

 

（２）新たに講ずべき具体的施策 

① 乗合バス（及び乗合バスと競合する地域交通機関） 

街の中心部等においては、複数の乗合バス事業者あるいは乗合バス

事業者と競合する地域交通機関の間で、過剰に頻度の高い運行が行わ

れている。 

これらの事業者間で共同経営等を認めることで、頻度の高い運行に

ついて便数の適正化を図りつつ、運賃プールなどにより収入の調整を

行い、低需要地区の路線を維持することが出来れば、広範囲の住民全

体の利便性が確保され、ひいては競争政策の最終目的である一般消費

者の利益確保が図られる。 

乗合バス等については、従来より、地域公共交通活性化再生法に基

づき協議会が設置され、地域公共交通網形成計画の策定と実施が行わ

れてきた。しかしながら、同協議会の下であっても、具体的な運賃・

料金、運行回数、路線等を事業者間で協議することは独占禁止法に抵

触するおそれがあるとされ、計画の策定・実施に障害があるとの指摘

もあった。このため、こうした協議会等の枠組みに基づく、乗合バス

事業者の路線、運行間隔、運賃等についての共同経営等の独占禁止法

の適用除外を図り、事業者や地域にとって明確な枠組みを整備する必

要がある。具体的には、（a）中心市街地を運行するバス事業者等の路

線、運行間隔、運賃等について共同経営等を認めることにより、その

収入をプールすることで低需要の山間部等の路線を維持すること、（b）

このため、低需要地区の路線のサービス維持を共同経営等の認可の条

件とし、認可後に条件が満たされない場合、共同経営等の認可取消し

等を可能とすること、（c）関係事業者側にとって、これらのルールの

予見可能性が確保されていること、が必要である。 

この際、事業者間で、連携した取組を行うことによって、基盤的な
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運行サービス提供がネットワークとして確保されることが可能とな

る地域を対象とした地域公共交通活性化再生法に基づく協議会が設

置されることを前提にする。 

その上で、対象とすべき区域、地域全体の利便性維持・向上の計画、

確保すべきサービス内容の目標を複数の事業者間で設定する。 

計画の対象とする区域は、事業者間で便数の適正化等を図る区域の

みならず、それにより運行が確保される山間部等の不採算路線を含ん

だネットワーク全体の区域とし、共同経営等の認可要件としては、周

辺部の不採算路線を含むネットワーク域内全体でみて、事業収支が赤

字で、共同経営等を行わない場合、周辺部の運行サービス提供が困難

になると予測される場合などとする。 

 

② 地域銀行 

地域銀行は、地域において重要な役割を担っており、人口減少社会

においても、そのサービスを適切な形で維持する必要がある。 

地域銀行の業績悪化の状態が今後継続すれば、貸出金が減少するな

ど、悪影響が広範な預金者や債務者（借り手）に及ぶ。特に、地域金

融においては、金融機関が債務者との信頼関係を構築し、これを基礎

に与信判断や経営支援を行っているため、十分な金融仲介機能が発揮

できなくなるおそれがある。 

このため、業績悪化により当該銀行が業務改善を求められており、

この状態が継続すれば、当該地域における円滑な金融仲介に支障を及

ぼすおそれがある場合に限定して、早期の業務改善のために、マーケ

ットシェアが高くなっても、特例的に経営統合が認められるようにす

る。 

すなわち、 

（a）経営統合を行おうとする金融機関が金融庁に対して、特例法に基づ

く独占禁止法適用除外の申請を行う。申請があった場合、金融庁は、

特例法の以下の要件に該当するかについて確認し、その要件該当性

について公正取引委員会に協議を行う（申請が行われない場合は、

通常の独占禁止法に基づき、審査が行われる）。 

（b）申請案件が以下のⅰ）～ⅳ）について主に金融庁、ⅴ）について主

に公正取引委員会が審査を行い、いずれの要件も満たされる場合に

は、適用除外の認可を行う。 

ⅰ）人口減少等により、地域において中小企業等の顧客向け貸出・

手数料事業に対する持続的な需要の減少が見込まれる状況にあ

り、その結果、地銀が将来にわたって当該地域における当該事業
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の提供を持続的に行うことが困難となるおそれのある地域であ

ること。 

ⅱ）申請者の地銀が継続的に、当該事業からの収益で、当該事業の

ネットワークを持続するための経費等をまかなえないこと。 

ⅲ）経営統合により相当の経営改善や機能維持が認められること。 

ⅳ）上記ⅲ）の結果生じる余力に応じた地域経済への貢献が見込ま

れること。 

ⅴ）経営統合が（競争を減らしても）利用者（一般消費者）の利益

に資すること。 

（c）金融庁は、ⅰ）～ⅳ）の要件を満たす場合には、公正取引委員会に

協議を行い、ⅴ）の要件該当性を含めた公正取引委員会の意見を尊

重する。 

（d）認可後に、上記ⅰ）～ⅴ）の要件に適合するものでなくなったと認

められるときは、金融庁は地銀に対して是正を命じる。また、公正

取引委員会は、金融庁に対して措置を講ずることを求めることがで

きる。 

 

③ 特例の対象範囲の限定 

本施策の対象範囲については、地域における基盤的サービスの提供

を担っており、経営統合や共同経営による経営力強化の効果が大きい

ことが見込まれ、かつ主務官庁が経営統合や共同経営を実施した後の

行動を監視・監督できる分野に限定することが必要であり、当面、上

記２分野に限定する。本施策については、10 年間の時限措置とする。 

また、令和２年の通常国会に特例法の法案提出を図る。 

 

④ その他 

金融分野については、利用者の利便や地域経済の維持・発展を図る

観点から、新たなテクノロジーを活用した異業種を含む新規参入を促

進するための規制改革等の他の政策手段についても併せて検討する。 

今後、県域を越えた地域金融の金融行政の在り方については、将来

的に、独占禁止法との関係も含めて、検討を行うこととする。 
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２．地方への人材供給  

KPI の主な進捗状況 

《KPI》サービス産業の労働生産性の伸び率が、2020 年までに 2.0％

となることを目指す＜再掲＞ 

《KPI》2020年までに黒字中小企業・小規模事業者を 70万社から 140

万社に増やす＜再掲＞ 

 

（２）新たに講ずべき具体的施策 

日本全体の生産性を向上させるためにも、地域的にも業種的にもオ

ールジャパンでの職業の選択がより柔軟になることが必要である。 

特に、疲弊が進む地方には、経営水準を高度化する専門・管理人材

を確保する意義は大きい。一方、人生 100年時代を迎える中で、大都

市圏の人材を中心に、転職や兼業・副業の場、定年後の活躍の場を求

める動きは今後さらに活発化していく。これら２つのニーズは相互補

完の関係にあり、これらを戦略的にマッチングしていくことが、今後

の人材活躍や生産性向上の最重点課題の１つである。 

しかしながら、地方の中小・小規模事業者は、往々にしてどのよう

な人材が不足しているか、どのような機能を果たして貰うべきかが明

確化できておらず、適切な求人ができないか、獲得した人材を適切に

処遇できていないのが現状である。 

また、結果として地方での人材市場が未成熟なため、人材紹介事業

者も、地方での事業展開は消極的で、地方への人材流動は限定的であ

る。 

こうした現状に鑑み、①受け手である地域企業の経営戦略や人材要

件の明確化を支援する機能の強化（地域金融機関の関与の促進等）、

②大都市圏の人材とのマッチング機能の抜本的強化、③大都市圏から

地方への人材供給の促進を促す仕組みを構築し、大都市圏から地方へ

の専門・管理人材の流れを一気に加速させていくこと、に重点的、集

中的に取り組む。 
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３．人口急減地域の活性化 

（１）KPIの主な進捗状況 

《KPI》サービス産業の労働生産性の伸び率が、2020 年までに 2.0％

となることを目指す＜再掲＞ 

《KPI》2020年までに黒字中小企業・小規模事業者を 70万社から 140

万社に増やす＜再掲＞ 

 

（２）新たに講ずべき具体的施策 

人口急減地域においては、農林水産業、商工業等の地域産業の担い手

不足が深刻化し、地域社会・経済の維持に困難が生じていることから、

地域づくりを行う人材の確保とその活躍の推進を図る。 
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４．国家戦略特区 

（１）KPIの主な進捗状況 

《KPI》2020年までに、世界銀行のビジネス環境ランキングにおいて、

日本が先進国 3位以内に入る＜再掲＞ 

⇒2018年 10月公表時 39位（前年比 5位後退） 

《KPI》2020 年までに、世界の都市総合力ランキングにおいて、東京

が 3 位以内に入る（2012年 4位）＜再掲＞ 

⇒2018年 10月公表時 3位（前年維持） 

 

（２）政策課題と施策の目標 

国家戦略特区制度については、遠隔服薬指導のより柔軟な実施や外

国人起業家の円滑なスタートアップ等に向けて必要な制度改革等に

取り組むなど、引き続き、残された岩盤規制改革に集中的に取り組ん

でいくとともに、経済効果が高く、特段の弊害の無い特区の成果につ

いては、必要なものから全国展開を加速的に進める。 

また、国家戦略特区制度を基礎に、AIやビッグデータなどを活用し、

世界に先駆けて未来の生活を先行実現する「丸ごと未来都市」を目指

す「スーパーシティ」構想の実現や、地域限定型のサンドボックス制

度の創設等を図る。 

 

（３）新たに講ずべき具体的施策 

 ⅰ）「スーパーシティ」構想の早期実現 

・ 国家戦略特区制度を基礎に、AIやビッグデータなどを活用し、世界に

先駆けて未来の生活を先行実現する「丸ごと未来都市」を目指す「ス

ーパーシティ」構想の実現に向け、住民等の合意を踏まえ域内独自で

複数の規制改革を同時かつ一体的に進めることのできる法制度の早

期実現を図るとともに、Society5.0に向けた技術的基盤を早急に整備

する。 

 

ⅱ）更なる規制改革事項の追加 

（遠隔服薬指導の実証的実施の拡大） 

① 都市部での遠隔服薬指導の実施 

・ 遠隔服薬指導は現在、過疎地等においてのみ実施できるが、生活習慣

病等、継続的に服薬することが必要な疾患を抱える患者は都市部にも

多く、遠隔診療と併せた遠隔服薬指導のニーズも高いことから、かか

りつけ薬剤師・薬局であること等、一定の要件を満たし、かつ患者又

は薬剤師・薬局の事情により薬剤師が患者を訪問することが困難な場
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合において､国家戦略特別区域内における都市部での遠隔服薬指導を

可能とするよう所要の制度整備を今年度上半期目途に実施する。 

 

② 過疎地等における遠隔服薬指導のバーチャル特区指定による横展

開  

・過疎地等での従来の遠隔服薬指導について、養父、愛知、福岡の３区

域以外にも実施のニーズが見込まれることを踏まえ、特定のテーマに

ついて複数の地域を一度に区域指定するバーチャル特区制度を活用

し、早期の横展開について、上記都市部での遠隔服薬指導と同じタイ

ミングでの実現を目指す。 

 

（「いつでもどこでもケア」実現のための制度整備） 

③ オンライン診療に係る要件の見直しに向けた検討 

・次期診療報酬改定に向けて、オンライン診療料の普及状況を調査・検

証し、安全性・有効性が確認された疾患については、オンライン診療

料の対象に追加することを検討する。また、オンライン診療の実施方

法や実施体制等の要件についても、オンライン診療の適切な普及・促

進に向けて必要な見直しを行う。 

 

（資金の流動性の活性化） 

④ デジタルマネーによる賃金支払い（資金移動業者への支払い）の解

禁の早期実現 

・賃金支払いについて、給与受取側のニーズやキャッシュレス社会実現

に向けた要請を踏まえ、賃金の確実な支払等の労働者保護が図られる

よう、資金移動業者が破綻した場合に十分な額が早期に労働者に支払

われる保険等の制度の設計が具体化されることを前提に、資金移動業

者の口座への賃金の支払いを可能とすることについて、労使団体と協

議の上、今年度、できるだけ早期に制度化を図る。その際、併せて、

マネーローンダリング等についてリスクに応じたモニタリングを行

う。 

 

（自動走行やドローンなどの実証実験の円滑化） 

⑤ 地域限定型の規制のサンドボックス制度の創設 

・自動車の自動走行、ドローンなど近未来技術の実証実験の迅速化・円

滑化を図るため、地域限定型の規制の「サンドボックス」制度の創設

に取り組む。 
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（小型モビリティやドローンを活用した新たな交通・物流網の形成） 

⑥ パーソナルモビリティ関連の規制の見直し 

・人の移動を支援する小型で柔軟性の高いモビリティについて、その移

動手段の実需も踏まえつつ、他の交通主体と調和のとれた形で安全性

が確保されることを前提として、必要に応じ、所要の制度整備につい

て本年中に結論を得る。 

 

⑦ 大型の無人航空機（ドローン）製造許可の緩和 

・今後の中山間地域での物流に大きな役割を担うものとして自治体から

の期待が強い大型の無人航空機（ドローン）について、現場のニーズ

や関連法制の動向を見極めつつ、国内での開発・製造を円滑にするた

め、規制・運用の撤廃・緩和・合理化について検討を行い、年内に結

論を得る。 

 

（地方における研究開発の加速化） 

⑧ 新薬の共同研究開発における麻薬譲渡に関する許可発出手続きの

迅速化  

・創薬のために複数の企業が参画した共同研究で複数回の麻薬の譲渡が

予定されている場合、初回の譲渡許可申請において、共同研究全体に

係る計画書が提出され、複数回それぞれの譲渡の必要性等が説明され

ることを前提として、厚生労働省において 2回目以降の譲渡許可をそ

れぞれの申請後迅速に行うこととし、この手続を明確化するための所

要の措置を今年度上期に実現する。 

 

⑨ 外国医師による治験のための臨床教授実施要件の緩和 

・医薬品の研究開発に係る第Ⅰ相試験については民間病院に実績とノウ

ハウが蓄積していることから、新薬開発の加速化のため、こうした病

院において外国人医師が臨床教授として第 I相試験を実施する場合に

ついて臨床教授等病院（外国人医師が臨床教授を行うことができる病

院）の指定要件を柔軟化するよう、早急に検討を行い、今年度上期に

結論を得ることを目指す。 

 

⑩ 地方独立行政法人(試験研究機関型)の業務範囲への出資業務の追

加 

・地方独立行政法人（試験研究機関型）の業務範囲への出資業務の追加

について、国家戦略特区における提案を踏まえ、地方公共団体のニー

ズや、公立大学法人、国立大学法人、国立研究開発法人等における出
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資の制度を勘案しつつ、国家戦略特区での対応か一般制度での対応か

を含めて、早期に検討を進め、本年中に結論を得る 

 

（地方創生に貢献する外国人材の活躍促進） 

⑪ クールジャパン分野の外国人留学生の就労促進 

・調理又は製菓の科目を専攻して専門学校の専門課程を修了した留学生

が就職できる業務の幅を広げるため、「日本料理海外普及人材育成事

業」を拡充し、日本料理に加え、その他の料理や製菓についても海外

普及人材を育成するための所要の措置を今年度早期に講ずる。 

・調理又は製菓分野における国家戦略特別区域外国人海外需要開拓支援

等活動促進事業の活用に向けて、関係自治体からの提案に基づき、実

務経験 10 年以上との上陸許可基準の代替措置の妥当性等について、

関係府省が一体となって早期に協議・検討を行い、年内に結論を得る

ことを目指す。 

 

⑫ 外国人起業家受入促進のためのスタートアップビザの制度拡充 

・国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業の事業所確保要件について、

地方公共団体と連携する創業支援事業者の提供するコワーキングス

ペース等でも要件を満たすものとする制度の拡充を図るため、今年度

上期までに所要の措置を講ずる。 

・意欲と能力のある留学生の創業を促進するため、在学中及び卒業後に

帰国することなくスタートアップビザへの切り替えを可能とするよ

う、「国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業」に関連する制度の改

正について速やかに検討を行い、早急に実現する。 

 

⑬ 外国人ダイビングインストラクターの就労要件の緩和 

・拡大するインバウンド需要に対応するため、海外の潜水に関する資格

を有し、一定の要件を満たす者は、ダイビングインストラクターとし

て就労する際に必要となる潜水士免許を潜水士免許試験に合格する

以外の方法においても取得可能であることにつき、申請プロセスの明

確化に関する所要の措置を年内に実施する。 

 

（復興特区特例措置により実施されている訪問リハビリテーションへの

対応） 

⑭ 医療機関等以外による訪問リハビリテーション事業所設置の特例

措置の取扱について 

・東日本大震災の復興特区で活用されている訪問リハビリテーション事
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業所に係る特例措置が現行計画上今年度末に期限を迎える（福島県を

除く）ことを踏まえ、復興特区の医療・介護サービスの提供状況を踏

まえたニーズを確認し、利用者の視点から有効性と安全性を引き続き

確保した上で、被災地以外の全国的なニーズも確認しつつ、医療機関

等以外による訪問リハビリテーション事業所設置の特例措置の取扱

いについて検討し、関係団体の意見を踏まえ、年度内早期に結論を得

る。 
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５．サンドボックス制度の活用 

（１）KPIの主な進捗状況 

《KPI》企業価値又は時価総額が 10億ドル以上となる、未上場ベンチ

ャー企業（ユニコーン）又は上場ベンチャー企業を 2023 年ま

でに 20 社創出＜再掲＞ 

 

（２）新たに講ずべき具体的施策 

AI・IoT・ビッグデータ・ブロックチェーンをはじめとする革新的

な技術やビジネスモデルの実用化を早期に行い、革新的な商品・サ

ービスを間断なく創出することで、生産性を飛躍的に向上させるた

め、生産性向上特別措置法に基づき、新技術等実証制度（いわゆる

「規制のサンドボックス制度」）を導入した。これまでに、FinTech

のみならず、IoT、ブロックチェーン等を医療、環境等の分野で活用

するものなど、６件の実証計画が主務大臣の認定を受けている。 

引き続き同制度を活用し、革新的なアイデアについて、期間や参

加者を限定し、参加者の同意を得ること等により、既存の規制の適

用を受けることなく、「まずやってみる」ことを許容し、より多くの

実証をより迅速に実施し、蓄積した経験やデータを活用し、速やか

な社会実装の実現を図る。このため、新技術等の社会実装に向けた

政府横断・一元的体制を強化する。 

 

・内閣官房は、内閣府と連携して設置した新技術等社会実装推進チー

ム（一元的窓口）において、申請に向けた事前相談や助言のみなら

ず、関係省庁との総合調整を行い、「規制のサンドボックス制度」を

活用する事業者を支援していく。認定事例の紹介等を通じて、国内

外への本制度の周知徹底に取り組む。 

 

・関係府省庁等は、規制所管部局以外に設けた新技術等実証の推進部

局を中心とした体制の下で、申請を迅速に審査するとともに、所管

分野において「規制のサンドボックス制度」を積極的に活用してい

く。また、実証の実施に当たり特例措置を講ずることが必要かつ適

当なときは、事業者からの求めに応じ、迅速に特例措置を整備して

いく。加えて、実証の終了後は、新技術等に関する規制の在り方に

ついて検討を行い、その結果に基づいて、必要な規制の撤廃又は緩

和のために法制上の措置その他の措置を講じていく。 
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６．中小企業・小規模事業者の生産性向上 

（１）KPIの主な進捗状況 

《KPI》サービス産業の労働生産性の伸び率が、2020 年までに 2.0％

となることを目指す＜再掲＞ 

⇒2017年：0.18％(2016年：-0.23％)  

《KPI》2020 年までの３年間で全中小企業・小規模事業者の約３割に

当たる約 100 万社の ITツール導入促進を目指す 

《KPI》2020年までに黒字中小企業・小規模事業者を 70万社から 140

万社に増やす＜再掲＞ 

⇒2016年度：954,546社（2015年度：923,037社） 

《KPI》開業率が廃業率を上回る状態にし、開業率・廃業率が米国・英

国レベル(10％台)になることを目指す。 

⇒2017 年度：開業率 5.6％（2016 年度：5.6％）、廃業率 3.5％

（2016年度：3.5％） 

《KPI》中小企業の海外子会社保有率を 2023 年までに、2015 年比で

1.5 倍にする。 

⇒2016年：1.03倍 

 

 

（２）新たに講ずべき具体的施策 

ⅰ）中小企業・小規模事業者のデジタル実装支援 

① 普遍的な IT導入のための支援 

デジタル化による生産性向上の取組が普遍的に広がるようにする

ために、以下の基盤的な措置を講じる。 

・中小企業・小規模事業者の生産性向上のため、中小企業等経営強化法

に基づく業種の特性に応じた取組を進めるとともに、業種横断的な取

組が必要なものについては、基本方針の改訂も含め、本年度中に検討

を行い、その後速やかに必要な措置を講じる。その際、各種支援施策

が相乗効果を発揮するよう、関係省庁・業界団体等の連携体制を強化

する。 

・ものづくり補助金による設備導入や IT導入補助金等による IT導入を

これまでの支援策の費用対効果等も踏まえた上で引き続き推進する。

また、既にものづくり補助金においてクラウド・ファンディングの活

用を採択時の加点要素としているところ、令和２年度に、加点要素と

なるデジタルツールの範囲の拡大や、対象となる補助金の範囲の拡大

を検討する。 
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・本年度中に各種 IT 関連施策の事例やデータを収集し、経営課題に対

応した IT ツール等の情報基盤を整備するとともに、経営革新等支援

機関や認定情報処理支援機関等の様々な支援機関に対してこうした

情報の活用を促す。その上で、支援機関において、これらの情報を活

用しつつ、中小企業のデジタル化を支援する。 

・商工団体や金融機関（政府系金融機関を含む）を含め、中小企業にお

けるクラウド会計をはじめとするデジタル化を創業時等において支

援する体制や支援内容等について、これまでの支援策の費用対効果等

も踏まえて検証を行い、本年度中に今後の支援の在り方について結論

を得る。 

 

② より実践的なデジタルサービスの普及・拡大 

個社単位のデジタル化のみならず、他社と連携する形でのオープン

イノベーションを進めるとともに、データ活用等による新たなビジネ

ス機会の創出等、各企業のデジタル化の進捗に合わせたデジタル化の

恩恵が発現するようにするために、以下の措置を講じる。 

・取引データを活用した短期・小口融資等のデータレンディングによる

中小企業・小規模事業者への融資を促進するために、関連する信用保

証制度の運用手法について検討し、本年度内に結論を得る。 

・本年３月に創設した補助金交付決定の電子記録債権化によるつなぎ融

資サービスについて、その実効性を検証しつつ、今後３年間で取扱金

融機関を現在の４機関から 150機関まで拡大することを目指すととも

に、対象となる補助金を拡大する。 

・中小企業共通 EDI の導入等企業間取引のデジタル化を促進するため、

本年度中に下請中小企業振興法「振興基準」を改正することで、親事

業者が下請事業者の取組を先導することを促進する。また、サプライ

チェーンをはじめとする一定の取引関係にある複数社が同時に EDI関

連サービスを導入する取組の支援方策を検討し、本年度内に結論を得

る。 

 

ⅱ）新陳代謝の促進 

・事業承継を契機に行う新事業展開を促進するため、現行の事業承継補

助金について、第二創業・ベンチャー型事業承継への支援の拡充・重

点化を行う。また、同補助金において、経営資源引継ぎ型の創業や事
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業承継を後押しするための方策について検討する。 

・創業希望者による創業や事業承継を促すため、事業引継ぎ支援センタ

ーの業務に、経営資源引継ぎのマッチング業務や廃業相談対応を追加

する。 

・中小企業・小規模事業者の円滑な事業承継及びそれを通じた地域経済

の持続的発展は、金融機関が経営基盤を継続的に確保する上でも重要

であるという観点を踏まえ、以下の施策を推進し、事業承継の阻害要

因となりうる経営者保証に関し、真に必要な場合に限るとの金融機関

の運用を徹底するとともに、事業者の支援を行う。 

－信用保証制度において、事業承継時に経営者保証を一定の要件の下

で不要とする新たなメニューを創設するとともに、同メニューにお

いて専門家の支援・確認を受けた場合、企業の保証料負担を、信用

保証協会における管理に必要な費用の一部を除いて最大でゼロと

なるよう軽減する。 

－事業承継時に焦点を当てた「経営者保証に関するガイドライン」の

特則を、年内を目途に策定し、その後の速やかな運用開始を目指す。

同特則では、金融機関において、原則として前経営者、後継者の双

方から二重には保証を求めないようにする。また、両者の保証要否

の検討において事業承継への影響も考慮した柔軟な判断を促進す

べく、具体的な着眼点や対応手法などについても明記する。 

－中小企業・小規模事業者が事業承継時に「経営者保証に関するガイ

ドライン」及びその特則の要件を充足できるよう、専門家の確認・

支援を受けることができる体制を整備する。 

－商工組合中央金庫は、政府系金融機関として、「経営者保証に関する

ガイドライン」の徹底により、一定の要件を満たす企業に対して令

和２年から原則無保証とする。また、中小企業金融における政府系

金融機関、信用保証協会による経営者保証の徴求状況について、平

成 30 年度分から個別機関の実績を一括して公表を行うなど、経営

者保証の見直し状況について「見える化」を行う。 

－金融機関における金融仲介の取組状況を客観的に評価できる指標

群（KPI）として、「事業承継時における保証徴求割合（前経営者と

後継者から二重、前経営者のみ、後継者のみ、両者とも保証徴求せ

ず）」及び「新規融資に占める経営者保証に依存しない融資の割合」

を設定し、本年度下期以降の状況の公表を通じ、金融仲介の取組状
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況の「見える化」を推進する 

・本年度中を目途に「事業引継ぎガイドライン」（平成 27年 3月中小企

業向け事業引継ぎ検討会策定）を見直し、より実践的な内容とすると

ともに、経営資源引継ぎに関する内容を追加する。 

・本年度中を目途に後継者人材バンクを全国の事業引継ぎ支援センター

に拡大する。また、全国の創業支援機関とも連携して、同バンクに登

録される創業希望者の数を大幅に増加させる。あわせて、土地、建物、

設備等の経営資源の引継ぎに係る情報を含めて、事業引継ぎ支援デー

タベースを抜本拡充する。 

・昨年抜本拡充された法人の事業承継税制や今年創設された個人版事業

承継税制の活用促進を図りつつ、引き続き、10年程度の集中実施期間

で第三者承継を含めた事業承継を強力に支援するため、予算や税とい

った総合的な支援を進める。その際、後継者不在の中小企業が、外部

から後継者候補のトライアル雇用を行う場合における支援策を検討

する。 

・創業者の事業立上げから展開に必要な資金調達を切れ目なく支援する

ため、持続化補助金やものづくり補助金等の既存補助金の活用も含め、

設立時及び設立後間もない創業者への支援を重点的に行う。 

・地域の手で地域の企業を生み、育てる取組を促進するため、既存税制

の活用促進を含め、地域のエンジェル投資家等による地元の中小企業

等への資金拠出を促す取組を検討する。 

・全国各地で創業を促すため、市区町村や金融機関等が行う創業支援や

創業に関する普及啓発への支援等を進める。また、地域で成長志向の

創業を行おうとする起業家への支援を強化する。 

 

ⅲ）海外展開、適正取引等の促進 

・海外現地のバイヤー、商社、政府機関等からニーズやトレンド情報を

収集し、これらを国内企業に情報提供した上で、当該ニーズ等に合致

する商品やサービスを提供する意向のある企業に関する情報を現地

へ提供、マッチングを実施する。また、中小企業による EC（電子商取

引）や海外のクラウド・ファンディング等の活用を促進するための支

援を行う。加えて、市場ニーズに対応した試作品開発、販路開拓、ブ

ランド開発に対する支援を行う。 

・親事業者からのコスト低下圧力が原因となって、下請事業者となって
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いる中小企業が賃金や設備投資の水準を上げられない可能性もある。

このため、利益や付加価値の状況、労働や資本への分配状況等を、産

業・業種、企業規模ごとの分析等を行った上で、親事業者と下請事業

者との格差が特に大きい産業等を中心に、不合理な原価低減要請や価

格転嫁の状況、働き方改革に伴う取引上のしわ寄せ等の下請取引の実

態について、下請Ｇメンヒアリング等の調査を重点的に行うなど、個

別の産業に応じた取引関係の課題を明らかにし、競争法制や中小企業

法制、産業界の「自主行動計画」等をフル活用して、きめ細かな改善

を図っていく。また、地方公共団体と連携協定の締結を拡大し、地域

特性に応じた商慣行等の実態把握を進め、地域レベルでの取引適正化

の浸透に繋げていく。 

 

ⅳ）中小企業支援機関の機能強化 

・中小企業の経営課題を解決する中核人材の確保に向け、地域金融機関

やよろず支援拠点等と民間企業等の人材支援機関が連携する場を設

けることなどを通じ、引き続き、地域金融機関、大学等を通じた中核

人材確保のための取組の創出と横展開に取り組む。その際、本年度か

ら、中小企業がよろず支援拠点を含む経営支援機関を通じ、副業・兼

業の形も含め中核人材の確保が可能となるよう、人材支援機関と連携

した人材確保の取組の実現を図る。＜再掲＞ 

・本年３月に開設した認定支援機関の活動実績等を見える化するホーム

ページをはじめとし、中小企業支援機関の専門性や実績の見える化の

対象を拡大する。また、中小企業支援を行う公設試や大学等について

も、サポイン補助金等における活動実績等を見える化するデータベー

スを構築する。 

・中小企業支援プラットフォームの構築を引き続き進め、2020年４月か

ら本格運用を開始する。また、それ以降も、関係省庁、地方自治体、

商工団体等との連携を進め、サービス範囲を拡大する。 

・地域の中小企業経営者及び金融機関を含む支援機関の人材育成と実践

的な経営課題解決ノウハウを共有するコミュニティ形成のため、地域

の中小企業経営者と金融機関等の支援機関に対し、ビジネスの課題解

決を共同で学習・実践する場を提供することを検討する。また、大学

等で養成された AI 人材を中小企業へ派遣し、現場のデータを用いて

中小企業の経営課題を解決する先進的サービスモデルを生み出し、国
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内外へ横展開する。 

・地域金融機関が、地域企業の生産性向上等に資する適切なアドバイス

やファイナンスの提供、経営人材の確保に向けた支援等を行うことは、

自らの経営基盤の確保につながり得るとの観点から、個々の金融機関

の特性や顧客企業の評価、地域金融・産業の実態といった様々な情報

を踏まえた深度ある対話を通じ、上記取組を促す。 

・こうした地域金融機関による企業支援機能を強化するため、地域金融

機関に対し、ノウハウ移転に重点的に取り組む地域経済活性化支援機

構（REVIC）や日本人材機構の一層の活用を促す。 

・地域経済の活性化のために、事業承継や事業再生等の場面において地

域金融機関が役割を果たすことは重要であることから、地域金融機関

による企業の事業承継や事業再生等における支援を目的とする議決

権保有制限（いわゆる５％ルール）の見直しについて、地域金融機関

の健全性の確保等に留意しつつ検討を行う。 

 

ⅴ）地域中核企業への支援 

・地域未来牽引企業等の地域経済を牽引する事業を行う者に対して、地

域未来投資促進法をはじめ、予算、税制、金融、規制の特例等の支援

策を重点投入する。 

・地域の成長には地域経済とグローバル市場を直結させることが重要で

あることを踏まえ、地域中核企業のシーズをいかした地域発のイノベ

ーションを促進するため、グローバル市場を見据えた事業展開の戦略

策定や販路開拓等を支援する。また、地域経済への波及効果を高める

ために、自治体とも連携しつつ、地域に人を呼び込む魅力的なコンテ

ンツづくりを行うサービス業等の地域中核企業の取組を支援する。 

・地域中核企業の成長に向けたリスクマネー供給の促進について、これ

までの取組を踏まえつつ、日本政策投資銀行の特定投資業務等も活用

する。 

・地域中核企業支援を行う支援機関（産業振興センター、公設試、大学、

民間コンサルタント等）について、ネットワークを強化するとともに、

地域中核企業のシーズの新たな活用や販路開拓等の効果的な支援内

容の横展開を図る。 

・産学金官の連携により、地域金融機関からの融資等と合わせて、地域

資源を活かした創業や既存事業の新分野展開を後押しする地域経済
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循環創造事業交付金の活用について、先進事例集の作成や自治体、地

域金融機関、起業家などへの周知を強力に進め、地方創生を推進する。 
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７．農林水産業全体にわたる改革とスマート農林水産業の実現 

（１）KPIの主な進捗状況 

《KPI》2025 年までに農業の担い手のほぼ全てがデータを活用した農

業を実践 

※進捗把握は、調査項目を拡充した農林業センサス等を基に行

う予定。 

《KPI》今後 10年間（2023 年まで）で全農地面積の８割が担い手によ

って利用される（2013 年度末：48.7％） 

⇒2017年度末：55.2％ 

《KPI》今後 10 年間（2023年まで）で資材・流通面等での産業界の努

力も反映して担い手のコメの生産コストを 2011年全国平均比

４割削減する（2011 年産：16,001 円/60kg） 

⇒2017年産の担い手のコメの生産コスト 

・個別経営 5 10,995円/60kg（32％減） 

・組織法人経営 6 11,859円/60kg（26％減） 

《KPI》2019 年に農林水産物・食品の輸出額１兆円を達成する（2012

年：4,497 億円） 

⇒2018年：9,068億円 

《KPI》2028 年までに、私有人工林に由来する林業・木材産業の付加

価値額を倍増させる（2015年：2,500 億円） 

 

（２）新たに講ずべき具体的施策 

我が国の農林水産分野の従事者や農山漁村における人口が減少す

る中、農林水産業の生産や農山漁村を維持・発展させていくためには、

ICT 等の先端技術を活用するとともに、新たな農業構造を構築し、農

山漁村に必要な人材の育成・派遣等を図っていかなければならない。 

また、バリューチェーンにおいて、流通・加工の改革を進めるとと

もに、輸出の促進や知的財産の保護を図るなど、農林水産業を支える

環境の整備にも積極的に取り組む必要がある。 

このための改革を強力に進めることにより、農林水産業の競争力強

化の加速化を図り、人口減少下においても、力強い農林水産業の実現

を図る。 

 

                                      
5 認定農業者のうち、農業就業者１人当たりの稲作に係る農業所得が他産業所得と同等となる

個別経営体（水稲作付面積 15ha 以上層） 
6 米の販売金額が第１位となる稲作主体の組織法人経営体（平均水稲作付面積約 22ha） 
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ⅰ）農業改革の加速 

① 生産現場の強化 

ア）人口減少下においても力強い農業構造の構築と人材の育成 

・農業者が減少する中、農業生産を持続的に行っていくため、地縁的ま

とまりにとらわれず、農業者と協業しつつ、農産物買取り、農産物加

工・供給量調整等による付加価値向上、農作業代行、GAP（農業生産工

程管理）指導、ICT 活用などを創意工夫により行う新たな生産事業体

の展開を推進する。 

・日本型直接支払制度についても、農業者の減少等に対応した見直しを

行うとともに、中山間地の特色を活かした多様な取組を促進する。 

・人生 100 年時代に対応し、農業のリカレント教育を行う機関として、

農業大学校等の機能の強化を図る。 

・令和２年度に地域の課題解決に資するスキルを有する人材の派遣等を

行うことができるよう、様々な分野の専門人材と農山漁村をつなぐ仕

組みについて検討を行う。 

・女性が働きやすい農業の実現に向け、地域の課題に取り組む女性農業

者の育成や、農業経営体の意識の改革を進める。 

・園芸農業が安定的に行われるよう、園芸施設共済の集団加入の促進を

図る。 

・太陽光を農業生産と発電とで共有する営農型太陽光発電の全国的な展

開を図る。 

・農協改革について、農協改革集中推進期間の終了後も、自己改革の実

施状況を把握した上で、引き続き自己改革の取組を促す。 

・畜産業の成長産業化に向けて畜舎等の建築費の低減を図るべく、畜舎

等を建築基準法の安全基準の適用の対象から除外する特別法につい

て検討を行い、所要の法律案を整備する。 

・農福連携について、農業・福祉双方のニーズのマッチング、農福連携

に取り組む農業経営の発展や障害者等の就労に資する環境整備、専門

人材の育成等を進め、全国的な推進を図る。 

・令和４年度までに、AI等を活用し、農畜産物の国内外の需給情報をリ

アルタイムで収集し、分析・提供する仕組みが整備されるよう、取り

組む。 

 

イ）農地の集積・集約化と土づくりの推進 

・改正農地中間管理事業法に基づき、地域の現況情報の提供を通じ、話

合いを徹底し、人・農地プランの実質化を図る等により、担い手への

農地の集積・集約の加速化を図る。 



116 
 

・人・農地プランの実質化の取組と連携し、農業経営相談所の専門家の

派遣や事例の共有等を通じ、法人経営体設立の加速化を図る。 

・農地の地力向上のため、ドローン等を活用した土壌診断に基づく土づ

くりの推進や、令和４年度までに収量増加効果を含めた土壌診断デー

タベースの構築を図るとともに、有機農業など地力の増進に資する農

業の推進を図る。 

・土づくりに役立つ堆肥や産業副産物由来肥料の活用とともに、農業者

のニーズに応じた柔軟な肥料生産や、安全性の確保を前提とした肥料

コストの低減等に向けた事業者の創意工夫が促進されるよう、法制度

を抜本的に見直し、速やかに所要の法律案を整備する。 

・土地改良事業について、コスト低減を図りつつ、他事業との連携を進

め、農地の大区画化や汎用化など農業競争力の強化を図るとともに、

ため池や農業水利施設等の強靭化対策を緊急に実施する。 

・棚田の保全と棚田地域の振興を図るため、総合的な支援策を講じる。 

・都市農地貸借法により都市農地を有効活用し、都市農業の振興を図る。 

 

ウ）米政策改革 

・農業経営者が自らの経営判断に基づき作物を選択できるよう、きめ細

かな情報提供や水田フル活用に向けた支援を行うなどにより、高収益

作物の導入などを促進し、米政策改革の定着を図る。 

・米の多収品種がニーズに応じて導入されるよう、地域ごとの栽培技術

の確立等を推進し、作期分散も通じ、生産コストの削減を図る。 

 

② バリューチェーンにおける改革の推進 

ア）流通・加工等の改革 

・農林水産物等の流通・加工の構造改革のため、農業競争力強化支援法

（平成 29年法律第 35号）に基づき、業界の再編等を進めるとともに、

流通の効率化、ICTの活用等による流通の合理化を進める。 

・農業生産資材の価格引下げを目指し、農業競争力強化支援法の対象業

種を本年度に見直し、生産資材業界の再編等の取組を強化する。 

・６次産業化の推進のため、農林漁業者が異業種と協働で取り組む一次

加工や、加工・直売と農泊等が連携した取組等についても促進を図る

とともに、農林漁業者等の資金ニーズに適切に対応する。 

・納品期限の緩和などの商慣習の見直しとともに、フードバンクとの連

携等を進め、食品ロス削減を全国的に推進する。 

・有害鳥獣の捕獲を強化し安全・安心なジビエの供給体制を確保すると

ともに、ジビエ利用量を本年度に平成 28 年度と比べ倍増させるなど
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ジビエの利用拡大を図るため、ICT を活用したスマート捕獲等の推進

や利用者向け産地情報のネットワーク化等に取り組む。 

 

イ）知的財産等の保護と水際検疫の強化 

・種苗の海外流出を防止し優良品種の持続的な利用が図られるよう、品

種登録制度の充実に向けた検討を進める。 

・和牛遺伝資源の不適切な海外流出を防止する観点から、適正な流通管

理や保護に向けた検討を進める。 

・家畜伝染性疾病や病害虫の侵入リスクに対応し、検疫探知犬の活用を

含め水際検疫の強化を図る。 

 

③ スマート農業の推進 

  令和４年度までに、様々な現場で導入可能なスマート農業技術が開

発され、農業者のスマート農業に関する相談体制が整うなど、スマー

ト農業の本格的な現場実装を着実に進める環境が整うよう、「農業新

技術の現場実装推進プログラム」（令和〇年〇月〇日農林水産業・地域

の活力創造本部取りまとめ）にも即し【P】、以下の取組を一体的に進

める。 

 

ア）研究開発 

・中山間地を含め様々な地域、品目に対応したスマート農業技術を現場

で導入可能な価格で提供できるよう、農業者のニーズを踏まえ現場ま

での実装を視野に研究開発を行い、地域や品目の空白領域の研究開発

を優先的に行う。 

・農業分野における AI 研究が全国展開され、農業現場の課題解決に貢

献するよう、農業版 ICT 人材バンクの構築に向け、農研機構の AI 人

材を強化し、質の高い AI研究を実施する。 

 

イ）実証・普及 

・全農業大学校でスマート農業がカリキュラム化されるよう、スマート

農業を取り入れた授業等の順次拡大・充実を図るとともに、農業高校

にも展開を図る。 

・農業者のスマート農業技術の入手機会が拡大するよう、フォーラム・

マッチングミーティング等を各地で開催するとともに、行政手続のオ

ンラインシステムの活用を通じた農業者への直接発信に向け取り組

む。 

・各都道府県の主要農産物品目でのスマート農業技術体系の構築・実践
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を目指し、スマート農業技術の生産から出荷までの一貫した体系とし

ての実証、産地・品目単位のスマート農業技術体系の構築等を図る。 

・スマート農業機械・システムの共同利用や作業受委託等の効率利用モ

デルを提示するとともに、様々な業種の民間事業者のスマート農業分

野への参入を促進するための環境を整備する。 

・全普及指導センターが窓口となった、農業者のスマート農業に関する

相談対応に向け、普及指導員等による知識や技術活用方法の習得を図

る。 

・スマート農機の実用化に合わせ、必要な安全性ガイドラインを整備す

る。 

 

ウ）環境整備 

・自動走行農機や ICT水管理等のスマート農業に対応した農業農村整備

の展開に向けた検討・開発を進めるとともに、情報ネットワーク環境

整備に向け取り組む。 

・中山間地におけるスマート農業の実現を念頭に置いた農場の整備や、

果樹農業等の特性に応じた環境の整備を図る。 

・農業データ連携基盤において多様なデータの蓄積・提供を進めるとと

もに、農業生産のみならず加工・流通・消費にまで拡張したスマート

フードチェーンシステムの構築に向けた開発を進める。 

・食品等流通法の計画認定制度を活用し、食品流通プラットフォームの

立上げを後押しするとともに、物流、商品管理、決済の各分野におい

て、データの共有・活用や省人化・省力化の取組を推進し、各取組の

プラットフォームの実装を図る。 

 

ⅱ）輸出の促進 

・農林水産物・食品の海外への販売を強化するため、生産者への輸出診

断等を行う「農林水産物・食品輸出プロジェクト」（GFP）を強化し、

輸出商社間の交流の促進を通じ生産者への提案・助言機能の強化を図

る。 

・海外のニーズや規制に対応したグローバル産地づくりや、産地と港湾

が連携したプロジェクトの加速化を図る。 

・海外の食品安全等の規制に対して、輸出先国の基準に適合した施設の

認定の加速化を含めた国内対応の充実や、規制の撤廃・緩和に向けた

交渉の政府一体的な実施を図るため、法制度化を含め検討し、体制を

強化する。 

・本年度中に海外向け輸送に適した包材を調査し周知を図るとともに、
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規格化に向けた検討を行う。 

・訪日した外国人が食と旅・歴史等を組み合わせた体験をし、帰国後も

日本の食を再体験できる環境の整備に取り組む。 

・「農林水産業の輸出力強化戦略」（平成 28年５月 19日農林水産業・地

域の活力創造本部取りまとめ）及び「農林水産物輸出インフラ整備プ

ログラム」（同年 11 月 29 日同本部決定）に基づく輸出促進の取組を

着実に実行する。 

・2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会も契機として、国

際水準の GAP、JAS（日本農林規格）、有機、GI（地理的表示）、水産エ

コラベル等の規格・認証や知的財産の戦略的活用を推進する。 

・同競技大会や、新潟県産米の中国への輸出解禁等を踏まえ、ノングル

テン米粉を含む米の輸出拡大など新たな需要開拓の取組を国内外で

推進する。 

・世界の食需要の獲得に向けて、食産業の海外展開を促進するため、本

年中にプランを策定し、２国間政策対話や官民共同でのフードバリュ

ーチェーン構築等に取り組む。 

 

ⅲ）林業改革 

①  原木生産の集積・拡大 

・森林経営管理制度において、森林環境譲与税も活用しつつ森林の経営

管理の集積・集約化を推進するとともに、路網整備と高性能林業機械

の導入の重点的な推進や、製材工場等の大規模化・効率化を進める。 

・森林組合について、製材工場等の大規模化等に対応し、組合間の連携

手法の多様化に向けた検討を行う。 

・国有林野の一定の区域において、公益的機能を維持しつつ、長期・安

定的に樹木を採取できる権利を、意欲と能力のある林業経営者等に設

定できる仕組みを創設する。 

 

②  スマート林業等の推進（林業イノベーション） 

・森林情報の収集や造林に当たりレーザ計測やドローン等の活用を進め

るとともに、伐採や運搬を自動・遠隔操作で行う林業機械等の開発を

図る。 

・ICT を活用し、生産管理の取組や、需給等のデータを共有するサプラ

イチェーン構築の取組の加速化を図る。 

・地方公共団体や民間事業者が森林等の情報を共有できるデータベース

を、令和３年までに立ち上げる。 

・造林から伐採までが林業者１世代で可能となる早生樹の選抜・活用を
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進めるとともに、低密度植栽や機械化等を通じ造林作業等の省力化を

図る。 

・セルロースナノファイバー、改質リグニン等の木材由来の新素材の製

造プロセス及び新素材を用いた製品の研究開発・実装等を進める。 

 

③  木材の利用促進 

・オフィス等の非住宅建築物や中高層建築物への CLT（直交集成板）を

含めた木材の利用拡大に、経済界等の協力も得つつ、都市部を中心に

取り組む。 

・森林組合や民間企業等が連携して高付加価値木材製品の輸出を行う取

組の促進を図る。 

 

ⅳ）水産業改革 

①  水産政策改革の推進 

・水産資源の適切な管理と水産業の成長産業化を両立させるため、「水

産政策の改革について」（平成 30年６月１日農林水産業・地域の活力

創造本部決定）に即して、水産政策改革を着実に実行する。 

・適切な資源管理等に取り組む漁業者の経営安定を図るため、漁業収入

安定対策の機能強化を図る法制度の検討を行う。 

・養殖業の資金調達の円滑化を図るため、養殖生産の需要家からの受託

や、エサ費用等の事業資金に対する金融制度の構築など、養殖業者の

経営安定化に資するビジネスモデルの構築を図る。 

・養殖業の魚病対策の迅速化を図るため、養殖業者が日常的に相談でき

る「かかりつけ獣医師」制度を構築するとともに、魚病に詳しい獣医

師の量的拡充に向けた数値目標の発表や、獣医師のオンライン診療を

可能とする仕組みを構築する。 

・トレーサビリティの出発点である漁獲証明に係る法制度の整備に向け

た検討を行う。 

・「規制改革実施計画」（令和〇年〇月〇日閣議決定）に従い、近海を操

業する中規模漁船について、小型船舶操縦士１名の乗組による航行を

可能とするよう、制度的な手当てを行う。 

 

②  スマート水産業の推進 

・令和５年度までの水産資源の評価対象の有用魚種全体（200 種程度）

への拡大と資源評価の精度の向上を目指し、ICT を活用し、漁船・調

査船からの操業・漁場環境情報の収集や、産地市場の水揚げ情報の収

集のための体制整備等を進める。 
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・沖合・沿岸等の漁業者にリアルタイムで漁海況情報が提供されるよう、

漁海況予測の検討・実証を行う。 

・データに基づく効率的で安定した養殖業の実現に向け、海洋情報や赤

潮・急潮情報等を共有する全国データベースの構築に取り組む。 

・漁業者の減少に対処し、若手漁業者の確保に向けて、ICT 等の先端技

術を活用した漁業・養殖技術の開発・実証・普及に取り組む。 

・ICT 等の先端技術を活用し、生産から流通・加工・販売までの関係者

が連携して、作業の自動化・省力化や商品の高付加価値化に取り組む

水産バリューチェーン産地の構築・実践に取り組む。 

・ 水産資源の管理やデータに基づく漁業・養殖業を支援する水産業デー

タ連携基盤（仮称）を令和２年までに構築・稼働させるとともに、ス

マート水産業の具体的取組についての産学官の協議の場での検討を

本年度行う。 
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８．観光・スポーツ・文化芸術 
（１）KPIの主な進捗状況 

《KPI》訪日外国人旅行者数を 2020 年に 4,000万人、2030 年に 6,000

万人とすることを目指す。 

⇒2018年：3,119万人（2012年：836万人） 

《KPI》訪日外国人旅行消費額を 2020 年に８兆円、2030 年に 15 兆円

とすることを目指す。 

⇒2018年：4兆 5,189億円（2012年：1兆 846億円） 

《KPI》スポーツ市場規模を 2020年までに 10 兆円、2025年までに 15

兆円に拡大することを目指す。 

⇒2015年：5.5兆円 

 ※（株）日本政策投資銀行の協力を得て、スポーツ市場規模を

継続的かつ国際比較可能な形で推計する手法の検討を進め、

最新の数値が得られ次第評価を行う。 

《KPI》全国のスタジアム・アリーナについて、多様な世代が集う交流

拠点として、2017年から 2025年までに 20拠点を実現する。 

⇒2019 年 3 月までに新たに設計・建設段階に入った案件は 10 件

程度。この他、構想・計画段階にあるスタジアム・アリーナは

全国に 80件以上が存在。 

《KPI》2025年までに、文化 GDPを 18兆円（GDP 比３％程度）に拡大

することを目指す。 

⇒2016年：8.9兆円（2015年：8.8兆円） 

※ユネスコ（国連教育科学文化機関）において文化の経済的な

価値を測る国際的な指標に関する検討を進めていく 

 

   

（２）新たに講ずべき具体的施策 

ⅰ）観光立国の実現 

観光は、「地方創生」への切り札、GDP600 兆円達成に向けた成長戦

略の柱であり、「明日の日本を支える観光ビジョン」（平成 28 年３月

30日明日の日本を支える観光ビジョン構想会議決定）及び「観光ビジ

ョン実現プログラム 2019」（令和元年６月●日観光立国推進閣僚会議

決定）等に基づき、観光先進国の実現に向けた取組を進める。 

その際、まずは、外国人に本当の意味で日本を楽しんでもらえるよ

う、多言語による表示やアナウンス、無料 Wi-Fi等の環境整備に早急

に取り組むとともに、公的施設の夜間開放など、地域において外国人
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が楽しめる新たなコンテンツの開発に取り組む。また、日本政府観光

局と地域（自治体・DMO7）の適切な役割分担と連携強化を進め、日本

政府観光局における一元的な情報発信や地域における着地整備等に

取り組む。 

①外国人が真の意味で楽しめる仕様に変えるための環境整備 

ア）観光地 

・主要観光地の多言語対応（英・中・韓）や無料 Wi-Fi整備、キャッシ

ュレス対応等をモデル的に直ちに整備することとし、本年度中に少な

くとも 50 程度、令和３年までに 100 の主要観光地を抜本的に改善す

る。 

・飲食店や小売店等における多言語音声翻訳システムの導入を促進する。 

・外国人観光案内所の機能強化を図るため、AI チャットボット 8など最

先端技術を活用した観光案内サービスの普及促進を図る。 

・観光を中心としたまちづくりの推進に向けて、歴史的観光資源の高質

化、シェアサイクルの導入、無電柱化の推進等に取り組む。 

・レンタカーの利用が多い地域を中心に、道の駅の多言語対応や無料 Wi-

Fi整備等を促進する。 

・自家用有償旅客運送の導入の円滑化、タクシーの相乗りの導入等によ

り、地方の観光地までのアクセス（バス・タクシー・レンタカー等）

を確保・充実する取組を推進する。 

・宿泊業における生産性向上（１人が複数業務を兼務できるシステムの

構築等）、外国人人材の活用等によるインバウンド対応の強化等によ

り「稼ぐ」旅館・ホテルへの改革を推進するほか、2020年東京オリン

ピック・パラリンピック競技大会に向けた宿泊施設等のバリアフリー

化を促進する。 

・地方における免税店拡大とともに、免税店のキャッシュレス対応や免

税手続電子化に向けた環境整備等を促進する。 

・日本政府観光局コールセンターの 24 時間の多言語対応など「非常時

の外国人旅行者の安全・安心確保のための緊急対策」（平成 30年９月

28日観光戦略実行推進会議決定）に基づく取組を確実に実現する。 

                                      
7 DMOは、Destination Management/Marketing Organization の略。観光地域づくりの舵取り役を担う

法人。（P） 
8 チャットボットは、チャット（会話）とロボットを組み合わせた用語であり、人工知能(AI)を組み込

んで学習したコンピュータが、人間に代わって自動的に会話するプログラムのことを指す。 
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・防災・気象情報に関する多言語辞書、気象庁ホームページ、災害時情

報提供アプリ「Safety tips」の対応言語数増加など、災害時に備えた

情報提供の強化により、外国人観光客が安心して旅行を継続できるよ

うにするための取組を充実・強化する。 

・ムスリムなど多様な外国人観光客に対応した受入環境整備を促進し、

海外に向けて発信する。 

イ）交通機関 

・国際観光振興法に基づき、多言語対応（英・中・韓）や無料 Wi-Fi、

キャッシュレス対応等を整備する。地方鉄道等では整備を促進し、本

年度中に少なくとも 100線区、令和３年までに 300線区を抜本的に改

善する。 

・世界水準の交通サービスの実現に向けて、本年度中にほぼ全ての新幹

線車両で無料 Wi-Fiを整備するとともに、ジャパン・レールパスにつ

いて海外からのインターネット予約を可能とするほか、鉄道車両にお

ける大型荷物置き場の整備、鉄道駅等における観光客の移動等円滑化

に取り組む。 

・新幹線における異常時の外国人観光客向けの情報提供について、多言

語（英・中・韓）による駅構内・車内放送及びウェブサイトの充実、

QRコードの活用等により、各事業者共通かつ十分な水準での実施を確

保する。 

・令和２年までに新幹線トンネルの全区間において携帯電話が利用でき

るようにするとともに、在来線トンネルについても対策を実施する方

策について検討し、本年夏頃までに結論を得る。 

・地方の観光地までの移動を一つのサービスとして捉え、スマートフォ

ンを活用して鉄道やバスなどを一体的に検索・予約・決済できるサー

ビスを提供する MaaSについて、多言語対応やサブスクリプション（定

額制サービス）の導入など、外国人目線での実装を推進するとともに、

観光施設におけるインターネット予約・決済対応の促進を図り、交通

サービスと一体で提供する観光型 MaaSの実現を図る。＜再掲＞ 

ウ）文化財・国立公園 

・外国人観光客が文化財、国立公園を本当の意味で楽しめるよう、歴史

的背景などが外国人観光客に伝わる多言語解説を行うこととし、令和

２年までに、観光資源としての価値が高い世界文化遺産 18 地域、国

立公園 34公園を含む 100地域以上の多言語解説を抜本的に改善する。 
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エ）農泊 

・令和２年までに全国 500箇所の農泊地域で利用者のニーズに応じた多

言語対応（英・中・韓）、無料 Wi-Fiの整備等を実施する。 

 

②地域の新しい観光コンテンツの開発 

 ア）文化財 

 ・「日本博」の開催を契機とした観光コンテンツの創出、「Living History」

（文化財について、歴史的な出来事や当時の生活を再現する新たなコ

ンテンツを開発）の取組への支援、VR等の先端技術を駆使した空港等

における日本文化の魅力発信等により、外国人観光客が我が国の文化

を楽しみ、地域の消費拡大に資する取組を全国各地で実施する。 

 イ）国立公園 

 ・グランピングをはじめとする多様な宿泊体験の提供に向け、国立公園

における民間活用の取組をより一層推進する。 

・利用拠点の滞在環境の向上（民間カフェの導入等）、体験型コンテンツ

の充実、ビジターセンターにおけるインバウンド対応機能強化、利用

者負担による保全の仕組み作り、新宿御苑における国立公園の情報発

信強化等の取組を推進する。 

 ウ）公的施設・インフラ 

 ・皇居東御苑について、近年、年間入園者数が急増していることから、

開園時間の延長を実施する。 

 ・迎賓館赤坂離宮及び京都迎賓館の一般公開の更なる魅力向上に向け、

これらを貸し切って行う特別ガイドツアーを計画的に実施するとと

もに、来年４月下旬を目途に迎賓館赤坂離宮前の公園に観光の呼び水

となるカフェ等を有する施設を新たに開業する。 

 ・皇居外苑等の国民公園の一層の魅力向上に取り組む。特に新宿御苑に

ついては開園時間を最長午後７時まで延長するとともに、旧洋館御休

所の開館拡大、民間カフェの導入や夜間イベントでの活用等に取り組

む。 

 ・三の丸尚蔵館に収蔵されている皇室の貴重な美術品等の公開拡充に向

けて、地方の博物館・美術館等と連携した展示の拡大を進めるほか、

展示スペースの抜本的な拡大等を図るため、三の丸尚蔵館の建設工事

に着手する（令和７年全館開館予定）。 

 ・首都圏外郭放水路などにおけるインフラツーリズムを推進する。 
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 エ）古民家や城泊・寺泊等 

 ・古民家等のさらなる活用を図るほか、城泊や寺泊など、泊まって楽し

む体験型宿泊コンテンツの開拓を推進する。また、健全な民泊サービ

スの普及を図る。 

 オ）農泊 

 ・利用者のニーズに対応した「農泊」らしい農家民宿や古民家の整備、

農業体験などのコンテンツの充実を図る。 

 カ）観光地・交通機関 

 ・ナイトタイム活性化に向けて、夜間のコンテンツを開拓する取組とあ

わせて、飲食店の夜間営業や公共交通の夜間運行など、多様な主体間

の連携により地域ぐるみで夜間観光を促進する取組を推進する。 

 ・移動そのものを楽しむ観光列車やレストランバス、新たな観光ニーズ

に対応するサイクルトレイン等の導入を促進する。 

 ・地方での長期滞在や消費拡大に向けての有力なコンテンツであるスノ

ーリゾートについて、多言語対応や設備更新の金融支援等により、国

際競争力の強化に向けたスノーリゾート改革を推進する。 

 ・ビーチリゾートの活性化に向けて、海岸管理者と多様な主体が連携し、

砂浜利用の柔軟化（通年利用や占用期間の延長等）、防災施設等の平常

時の観光客への開放等の取組を推進する。 

 ・VR・AR等の最先端技術の導入や、自転車ガイドツアーなど、既存の体

験型コンテンツに質の高いガイドを組み合わせることで観光資源の

付加価値を高め、地域の消費に繋げる取組を全国各地で創出する。 

 ・厚生労働省と観光庁が連携し、訪日外国人旅行者を受け入れる共通の

医療機関のリストを整備するなど、医療機関における外国人患者の受

入れ環境整備を進めるとともに、訪日外国人旅行者に対する旅行保険

の加入促進に取り組む。また、地方の医療資源や温泉等の地域固有の

観光資源を活用した海外からの患者受入れを推進する。 

 ・クルーズ旅客等の満足度向上や消費拡大に向けて、国際旅客船拠点形

成港湾をはじめとした寄港地における魅力的な体験プログラムの開

発や地元商店街への誘導、クルーズ船社との連携強化等に取り組む。 

 ・富裕層の誘致に向けたフライ＆クルーズの商品開発やスーパーヨット

の受入拡大、離島へのアイランドツーリズムの推進等を図る。 

 

③日本政府観光局と地域（自治体・DMO）の適切な役割分担と連携強化 



127 
 

 ・地域（自治体・DMO）の役割は、多言語対応、無料 Wi-Fi整備、観光地

までの交通アクセスの充実などの受入環境整備や、外国人が楽しめる

新たなコンテンツの開発などの着地整備が主体であることを明確化

し、その周知を図る。また、地域の魅力発信やプロモーションについ

ては、日本政府観光局において一元的に行うことを目指す。具体的に

は、着地整備の取組を行った地域（自治体・DMO）について、写真・動

画等対外的な発信のための素材やツールの作成を推進するとともに、

それらのツールを活用し、日本政府観光局の海外ネットワークやデジ

タルマーケティング技術 9等を最大限活かして、地域の魅力を日本政

府観光局から一元的に発信する。そのため、日本政府観光局全体の体

制について見直しを講じた上で、日本政府観光局の抜本的な体制強化

を図る。 

・地域の役割は着地整備が主体であることを踏まえ、地元の宿泊事業者

やアクティビティー事業者など、地域の多様な関係者の参画を促す。 

 ・関係省庁と日本政府観光局との緊密な連携により、日本政府観光局ウ

ェブサイト等において、文化財や国立公園、農泊等の魅力を一元的に

発信する。 

 ・欧米豪を中心に展開してきた大規模なプロモーション（グローバルキ

ャンペーン）を東アジア（中・韓ほか）なども含めて展開するととも

に、ICT の活用等により個人の属性や関心に直接リーチする先進的な

プロモーションを展開し、これにより得られたユーザーの属性や関心

等の分析データを地域（自治体・DMO）に提供する好循環の仕組みを確

立する。また、日本政府観光局における高度人材の活用等により、デ

ジタルマーケティング技術を活用した各地域へのコンサルティング

業務の強化を図る。 

 ・全国的な研修の実施や DMO間の情報共有システムの活用等により、地

域（自治体・DMO）間の横の連携を高め、地域で抱える課題の共有・優

良事例の横展開を図る。 

 ・DMO において必要となる人材の育成・確保を図るため、中核人材の育

成や、JET プログラムの活用周知等による外部人材の登用等を支援す

る。 

 ・インバウンド市場の太宗を占める東アジアからの取込みを徹底すると

                                      
9 ウェブサイトの閲覧履歴等を分析して各国や分野別の関心や傾向を把握する技術 
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ともに、更に幅広い地域からの誘客に向けて新たな市場を開拓するた

め、中東や中南米等の成長が見込まれる市場において、日本政府観光

局の現地事務所の設置や試行的なプロモーション等を進める。 

 ・ラグビーワールドカップ 2019 の機会を最大限活用し、海外メディア

向けの情報発信や地方への誘客促進等に取り組む。 

 ・地域の大学等と DMO等が連携した新たな体験プログラムの開発を推進

する。 

 ・多言語対応や無料 Wi-Fi整備等に取り組む地方鉄道等について、観光

列車等の魅力を日本政府観光局を通じて海外に発信する。 

 ・ホストタウンの推進を通じ、海外への情報発信等を強化する。 

 

④地方誘客・消費拡大に資するその他主要施策 

 ア）出入国の円滑化 

 ・新たに新千歳空港及び那覇空港に顔認証ゲートを、羽田空港等に税関

検査場電子申告ゲートを導入するなど、CIQ において必要な物的・人

的体制を計画的に整備する。また、搭乗関連手続の自動化や顔認証に

よる一元化、手荷物輸送等の円滑化、地方空港の搭乗手続円滑化やビ

ジネスジェット対応の強化等により、出入国に係る時間を大幅に縮減

する FAST TRAVELの推進を図る。 

 イ）ビザの戦略的緩和 

 ・我が国で予定されている国際的行事などの開催も見据え、政府全体の

受入環境の整備や日本政府観光局によるプロモーション等と連携し

て、ビザ緩和を戦略的に進めるとともに、在外公館でのビザ審査に係

る物的・人的体制の整備に取り組む。 

 ウ）空港 

 ・首都圏空港の発着容量を世界最高水準の年間約 100 万回に拡大する。 

 ・令和２年までに訪日需要への対応や国際競争力強化を主眼として羽田

空港の国際線を増便するため、丁寧な情報提供等を行い、飛行経路の

見直し等の取組を進め、年間約４万回の発着容量拡大を実現する。 

 ・成田空港についても、本年度中の高速離脱誘導路の整備により、令和

２年までに年間約４万回の発着容量拡大を実現する。また、本年冬ダ

イヤから A滑走路の夜間飛行制限を緩和し、さらに第３滑走路の整備

等に向けた取組を着実に進め、年間約 16 万回の発着容量拡大を目指

す。 
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 ・福岡・那覇空港の滑走路増設などの拠点空港等の機能強化や操縦士等

の育成、省力化・自動化等による地上支援業務の受入体制強化等によ

り、航空需要の増加に対応するほか、先進技術の導入等により安全対

策を推進する。 

 ・北海道７空港の一体運営など空港コンセッションを推進する。 

 ・地方空港の着陸料軽減等の支援により、国内外の航空ネットワークの

充実を図り、訪日外国人旅行者の地方への誘客を促進する。 

 ・空港における日本の魅力発信等により、おもてなし環境を充実する。 

 エ）MICE・IR 

 ・VR等を活用した MICE誘致、顔認証技術等の最先端技術の MICEへの導

入等により、MICE誘致・開催の国際競争力の強化を図る。 

 ・「特定複合観光施設区域整備法」に基づき、カジノ管理委員会の設立と

規制の実施、基本方針の策定等に着実に取り組むことにより、国際競

争力の高い魅力ある滞在型観光を実現し、政策効果を早期に発現させ

るとともに、世界最高水準のカジノ規制等によって依存症等の様々な

懸念に万全の対策を講ずる。 

 オ）持続可能な観光地域づくり 

 ・観光スポットの混雑状況をスマートフォンで閲覧できるシステムの導

入や、早朝時間帯の活用などにより、観光地の混雑対策を促すととも

に、地域コミュニティにも配慮した観光地経営に資する持続可能な観

光指標を開発する。 

 カ）国際観光旅客税の活用 

 ・国際観光旅客税の使途に関する基本方針に基づき、国際観光旅客税の

税収を活用し、観光先進国実現に向けた観光基盤の拡充・強化を図る。 

 キ）アウトバウンド・国内観光 

・アウトバウンドの一層の促進に向けて、官民連携による海外旅行商品

の造成等の取組を一層強化するほか、旅行者が安全・安心に海外旅行

できるよう、IT技術の活用や、旅行安全情報共有プラットフォームを

はじめとした海外安全情報発信の機能強化を図る。 

・地域経済活性化支援機構（REVIC）や日本政策投資銀行が組成した観光

関連ファンド等により、古民家のリノベーション等を推進する。また、

ナイトタイムの活性化や体験型コンテンツの充実等により、国内観光

の一層の促進を図る。 

・働き方改革法に基づく最低５日の年次休暇取得義務化にあわせ、ビジ
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ネスと観光が融合した新たな旅行形態の普及に向けた検討を行う。 

 ク）東北の観光復興 

 ・東北６県の外国人宿泊者数を令和２年に 150 万人泊（平成 27 年の３

倍）とするため、観光資源の磨き上げ、「復興観光拠点都市圏」の重点

支援、福島県の国内観光関連事業への支援等を行う。 

 ケ）「観光立国ショーケース」の形成の推進 

 ・釧路市・金沢市・長崎市に対し、各市が設定した重点項目を中心に、

関係省庁が連携して優先的な支援を行い、取組事例の横展開を図る。 

 コ）観光統計 

 ・地域の誘客状況や消費動向のより正確な把握のため、民間データ等の

活用可能性を含め、観光統計の推計手法の改善に向けた検討を行う。 

 

ⅱ）スポーツ産業の未来開拓 

① スポーツの成長産業化の基盤形成 

・中央競技団体等のガバナンス確保と収益力向上を両輪とする経営改革

を促すため、スポーツ団体ガバナンスコードを策定し、本年度中にそ

の実施の仕組みを構築する。また、普及・マーケティング戦略策定に

係る手引きを本年度中に策定するとともに、先進モデル形成を行う。

さらに、中央競技団体等に財政基盤の確保を含む経営改革を促すため

の新たな支援の在り方について検討する。 

・スポーツ経営人材を育成するため、既存の MBAコース等に導入するス

ポーツビジネスに関する新たなカリキュラム開発を支援するととも

に、マッチングを通じスポーツ団体への外部人材の流入を促進する。 

・スポーツ分野とヘルスケア産業など他産業との融合による新事業創出

を目的とするスポーツオープンイノベーションプラットフォームの

構築を加速させるため、企業、大学、スポーツ団体等が一堂に会する

カンファレンスを開催するとともに、スポーツ団体やスタートアップ

等が連携した新事業の実証や資金調達等に係る事業化を促す。 

・スポーツツーリズムの取組を加速させるため、関係省庁との連携体制

を強化しつつ、「アウトドアスポーツ」と「武道」の重点テーマを中心

として、スポーツコミッション等が行う、スポーツツーリズムコンテ

ンツの開拓や環境整備、日本政府観光局と連携した海外発信等の取組

を支援し、課題や事例を集積しつつその横展開を図る。特に、「武道ツ

ーリズム」については、関係団体の協力を得て、推進母体となる団体



131 
 

の来年度の設立を目指して検討を進める。 

 

②スポーツを核とした地域活性化 

・スタジアム・アリーナについて、引き続き個別のニーズを踏まえた支

援を関係府省庁・機関等と連携して行うとともに、スタジアム・アリ

ーナ等が地域にもたらす経済的効果・社会的効果についての新たな評

価検証手法の開発を来年度を目途に行う。 

・地域におけるスポーツ施設の数や利用可能時間、情報オープン化の状

況などを総合的に評価する「スポーツのしやすさ指標」（仮称）の来年

度中の開発等を通じて、スポーツ施設の利用を多様化、高度化し、収

益性の向上や地域経済の活力増進につなげる。 

・スポーツ実施率向上のための中長期的な施策を本年夏を目途に策定し、

スポーツ関係者と医療機関等の連携や障害者スポーツにおける福祉・

教育関係者と企業等の連携の促進、ICT による地域のスポーツ資源の

情報の見える化・シェアリングを通じた利活用の促進等を実施する。 

 
ⅲ）文化芸術資源を活用した経済活性化 

① 「文化芸術推進基本計画」及び「文化経済戦略」に基づく、文化芸術

による経済好循環の加速化 

・日本の美を体現する大型プロジェクト「日本博」や、国際文化芸術発

信拠点の形成など「国際文化交流の祭典の実施の推進に関する基本計

画」に基づく取組を進め、国家ブランディングの確立を図る。 

・文化芸術界、経済界、行政の３者が対話する場において、相互理解を

促進し、それぞれが取り組むべきことを明らかにすることで、文化芸

術への投資と経済成長の好循環を構築する。具体的には、インバウン

ド対応に係る美術館の機能強化や文化芸術資源・関連技術を利用した

ビジネス等におけるイノベーション創出、アート市場の活性化等の方

策を検討し、本年度中にとりまとめる。 

・東京国立博物館について世界トップレベルの博物館とする「トーハク

新時代プラン」を着実に実行し、その成果等を他の博物館に横展開す

る。また、地方の美術館・博物館等において、国等が有する地方ゆか

りの名品を展示するなど地方の特色ある取組を促進するとともに、文

化インバウンド創出に向けた新たな枠組みの検討等を進める。さらに、

国際博物館会議（ICOM:International Council of Museums）京都大
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会 2019 のレガシーを地域の博物館の機能強化に活かすとともに、コ

レクションの充実や見える化、学芸員の資質向上等に取り組むなど文

化施設を拠点とした文化ストック徹底活用による好循環の創出を図

る。 

・ 「国立映画アーカイブ」における映画フィルム等の活用を充実するほ

か、文化コンテンツについて、データベース化、多言語解説、高精細

画像・動画、アクセス情報などを集約したサイトを構築し、デジタル

化・二次利用に向けた条件整備を図り、国内外への発信力を強化する。 

・マンガ、アニメ及びゲーム等、我が国の優れたメディア芸術を活用し

た国際的な総合フェスティバル化に向けた取組の促進や、情報拠点の

整備等を通じ、日本が誇るメディア芸術の国内外への発信を強化する。 

 

②文化芸術資源を核とした地域活性化 

・2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を契機とした文化

プログラムを、「日本博」や「beyond2020 プログラム」等を通じて全

国展開し、地域活性化につなげる。また、日本政府観光局と連携した

国内外への情報発信や、外交上の周年行事、大型スポーツイベント等

と連動した文化芸術事業や国際文化交流を通じて、日本文化の発信を

強化する。 

・地域における文化財を総合的・計画的に保存・活用する取組を促進す

るとともに、日本遺産の磨き上げや、文化資源の新たな経済的価値を

生かした活用モデルを構築し、文化財保存・活用の好循環を実現する。

また、原材料・用具確保の観点も踏まえつつ文化財の適切な周期での

修理等を行うとともに、散逸等防止のため、国の指定・登録等に係る

情報取集・把握や防火・防災・防犯対策への支援、文化財の買上げ・

活用を行う。 

・地域の文化施設や文化芸術団体、芸術系教育機関と連携し、学校や地

域における芸術教育を推進するとともに、専門人材の派遣等による表

現や鑑賞の機会がより充実するよう取組を推進する。また、「障害者に

よる文化芸術活動の推進に関する基本計画」に基づいた、障害者の文

化芸術活動への支援や継続的に文化芸術に親しむ環境の整備を進め

る。 
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第１章  基本的考え方 

（１）背景 

AI、IoT、ロボット、ビッグデータ、分散台帳技術（ブロックチェーン）など、

第４次産業革命のデジタル技術とデータの活用は、19世紀から20世紀にかけて進ん

だ電力化や、20世紀末に進んだIT化と同じく、全ての産業に幅広い影響を及ぼす、

汎用技術（General Purpose Technology：GPT）としての性格を有する。 

令和の新時代において、我が国が第４次産業革命の新たな汎用技術の潜在力を最

大限に活かし、生産性向上や経済成長につなげるためには、企業組織のあり方や個

人の仕事の内容・仕方など、経済社会システム全体の再構築を図る必要がある。 

第４次産業革命は、同質的なコスト競争から付加価値の獲得競争への構造変化を

もたらす。デジタリゼーションを企業経営者が本格活用し、いかに差別化を図り、

付加価値の高い新たな製品、サービスを生み出すかという競争であり、付加価値の

創出・獲得が課題である。 

第４次産業革命は、労働市場にも大きな影響を及ぼす。現在、世界的に中スキル

の仕事が減少し、高スキルと低スキルの仕事が増加する「労働市場の両極化

（Polarization）」が進行している。高スキルの雇用を増加させるためには、機械

やAIでは代替できない創造性、感性、デザイン性、企画力といった能力やスキルを

具備する人材を育てていく必要がある。 

このように、第４次産業革命に合わせて「組織」と「人」の変革を進められるか

どうかが、付加価値の創出による労働生産性上昇を実現できるかどうかを左右する。 

 

（２）政府・政策の変革 

第４次産業革命の変化のスピードは早く、かつ、急激であり、世界は大きく変化

している。政府が、早期に、かつ、具体的に対応策を打ち出し、民間がこれに応え

て具体的なアクションを起こせるかどうかが、日本が第４次産業革命をリードでき

るかどうかを決する。この１、２年が勝負である。 

このため、必要な法制面を含む環境整備を全政府的に早急に進め、2020年の通常

国会において国の基本的なインフラ整備・ルール整備を完了するよう取り組むこと

とする。 

引き続き、アベノミクスにおける大胆な金融政策や機動的な財政運営を推進しつ

つ、その間に、政府においては、人材の流動化などのオープン・イノベーションの

試みを率先して実施すると同時に、規制改革の推進により新規参入を促進し、経済

政策の持続可能性を確保していく。 

 

（３）組織の変革 

第４次産業革命を実現するためには、企業によるイノベーションの実行が重要に

なる。イノベーションの担い手として、引き続きベンチャー企業への期待は大きく、

その育成は重要であるが、懐妊期間の長い研究開発投資が必要となる第４次産業革

命においては、資金面・人材面で豊富なリソースを有する既存企業・大企業の役割

も重要となる。 

 

 2001年から2007年では、日本の労働生産性の伸び率は米英に比べて低い状況であ

った（図1）。これに対して、2011年以降は、伸び率としては、日本がG7の中で一

位となっている（図2）。 
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 ただし、労働生産性の絶対値自体は依然として低く、米国の65％である（図3）。

生産性は、売値－コストを基礎とするので、日本の労働生産性の低さは、コストが

高いことが原因か、それとも売値が低いことが原因か、ということが論点である。 

この点を確認するため、マークアップ率を見てみる。「マークアップ率」とは、

分母をコスト（限界費用）、分子を販売価格とする分数であり、製造コストの何倍

の価格で販売できているかを見るものである。この値が１のとき、販売価格はちょ

うど費用をまかなう分だけを捻出していることになる。 

米国や欧州企業は、2010年以降、急速にマークアップ率が上昇する一方、日本企

業は2010年以降も低水準で推移している（図4）。 

 

 

 

米国では、1980年段階では、マークアップ率の分布は１倍近傍に集中し、価格が

ちょうどコストをまかなう程度であった。直近の2016年になると、右側の方向にロ

ングテールに伸びている（図5）。第４次産業革命などの結果、値段を取ることが

出来る企業が増えてきたことを示している。 

米国を除く先進国においても、企業のマークアップ率の分布は同様の変化になっ

ている（図6）。日本においてもマークアップ率が高い企業が登場しつつあること

は一定程度確認できるが、その変化の幅は海外と比して非常に低い（図7）。 

図1．時間当たり実質労働生産性の年平均伸び率 

         （2001-07年） 

図2．時間当たり実質労働生産性の年平均伸び率 

         （2011-17年） 

図3．時間当たり実質労働生産性の対米国比水準 

         （2017年） 

図4．先進国企業のマークアップ率の推移 



3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本の労働生産性上昇の課題は、顧客視点でみた付加価値の創出である。すなわ

ち、第４次産業革命のデジタル技術とデータを活用し、付加価値の高い新たな製

品・サービスを生み出すことで、マークアップ率・利益率の向上を図る必要がある。 

図5．米国企業におけるマークアップ率の分布 

図6．先進国企業におけるマークアップ率の分布 

図7．日本企業におけるマークアップ率の分布 
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特に、日本企業は、その得意とした実世界（フィジカル空間）での知識やリアル

データを生かし、仮想空間（サイバー空間）への展開を早急に行う必要がある。 

このためには、第４次産業革命において最大の資源となる「データ」を利活用で

きる環境を整備し、世界に先駆けてイノベーションを生み出す必要がある。また、

国際社会において、プライバシー保護と自由なデータ流通の両立に我が国が先導役

として取り組む。これにより、地域の暮らし、国民の生活がよりスマートで豊かに

なる社会を作るとともに、地球環境問題や高齢化等の世界的課題を解決する。 

 

（４）人の変革 

①付加価値の高い雇用の創出 

 第４次産業革命は、労働市場の構造にも著しい影響を与える。その構造変化の代

表が両極化である。 

 米国では、中スキルの製造・販売・事務といった職が減り、低賃金の介護・清

掃・対個人サービス、高賃金の技術・専門職が増えている（図8）。日本でも同様

の両極化が発生し始めている（図9）。 

 

図8．米国における職業別就業者シェアの変化（16-64歳） 

図9．日本における職業別就業者シェアの変化（15歳以上） 
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 経済成長を支える原動力は「人」である。劇的なイノベーションや若年世代の急

減が見込まれる中、国民一人一人の能力発揮を促すためには、社会全体で人的資本

への投資を加速し、高スキルの職に就ける構造を作り上げる必要がある。 

 また、第４次産業革命や人口減少など変化が激しい時代には、企業も個人も、変

化に柔軟に対応し、ショックへの強靭性を高める必要がある。このためには、第４

次産業革命によってもたらされる分散化・パーソナル化の力に合わせて、働き方と

しても、多様で柔軟な企業組織・文化を広げる必要がある。 

 これにより、組織の中に閉じ込められ、固定されている人を解放して、異なる世

界で試合をする機会が与えられるよう、真の意味での流動性を高め、個人が組織に

縛られ過ぎず、自由に個性を発揮しながら、付加価値の高い仕事が出来る、新たな

価値創造社会を実現する必要がある。 

 第４次産業革命が進むと、創造性、感性、デザイン性、企画力といった機械やAI

では代替できない人間の能力が付加価値を生み出すようになる。労働市場の両極化

に対応し、付加価値の高い雇用を拡大するためには、教育制度においても、様々な

発想や異質なアイデアを尊重することで、それぞれの領域で抜きんでた才能を有す

る人材を育成する必要がある。 

 また、第４次産業革命の結果、大学院卒の賃金にプレミアムが発生するようにな

っている。賃金プレミアムが発生している分野は、学部卒を０％として、修士卒・

博士卒のプレミアムをみると、心理学、芸術、コミュニケーション、文学、理科系

では物理学といった基礎的、本質的な分野に発生している（図10）。AIと組み合わ

せたとき、基礎的な部分が問題になることを示している。大学院卒を含め、日本に

おいても、文理を問わず、大学院教育を含めリベラルアーツ教育の強化を進める必

要がある。同時に、企業による大学院卒業生の活用を促進する必要がある。また、

基礎的なデータ・AIのリテラシーの強化を推進する。 

 

 

 

図10．米国における大学院卒の生涯賃金増加(対学部卒） 
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 能力開発・キャリア形成は、労働者一人一人が自らの責任で主体的に取り組むこ

とが重要であるが、企業としても、従業員の学び直しによる能力発揮を支援する必

要がある。同時に、一度社会に出てからも、時代の変化に合わせて、いつでも何度

でも学び直すことができるリカレント教育の環境を引き続き整備する。 

 

②柔軟で多様な働き方の拡大 

終身雇用や年功序列を基盤とした日本型の雇用慣行を社会の変化に応じてモデル

チェンジし、多様な採用や働き方を促す必要がある。 

足元で進む新卒一括採用のあり方の見直しと同時並行的に、中途採用・経験者採

用、あるいはキャリア採用と呼ばれている採用形態の拡大や、評価・報酬制度の見

直しを促していく必要がある。 

そのためには、職を求める学生等がその企業の雇用方針を理解して入社できる環

境が重要であり、現在は選択的開示項目にとどまっている中途採用・経験者採用の

実績開示について、個々の大企業に対し、中途採用・経験者採用比率の情報公開を

求め、一層の見える化を図っていく必要がある。 

 

③兼業・副業の拡大 

 副業を希望する者は、近年増加傾向にあるものの、他方、実際に副業がある者の

数は、横ばい傾向である（図11）。 

本業の企業の付加価値の創出・獲得との関係でみても、「医療・福祉」を除いて、

本業とは異なる業種での副業を行う者が多く、本業の企業にとっては、多様な経験

を積む機会となっている（図12）。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図11．副業がある者、希望する者の推移 
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また、副業を行うことにより、９割の副業者が本業への意識が高まった、または

変わらないと回答し、さらに、２割の副業者は本業へのモチベーション等が高まっ

ていると回答している状況にある（図13）。 

 実際、思考・分析といった高度人材では、副業をしている人が、そうでない人よ

りも本業での賃金が36％高くなっている（図14）。このことは、企業の境界を低く

し、高度人材の従業員に兼職させることで、本業の価値が高まることを示唆してい

る。 

 また、どの国でも、企業を出て起業を行うことにはリスクが伴うが、このリスク

を逓減させるため、海外では、新たな起業を行うとき、過半は兼業で起こしている

（図15）。 

 

 

   

 

図12．業種別における副業の業種の割合 

図13．副業による本業への影響 
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 兼業・副業の拡大は、所得の増加に加え、スキルや経験の獲得を通じた、本業へ

のフィードバックや、人生100年時代の中で将来的に職業上別の選択肢への移行・

準備も可能とする。労働時間・健康管理についての懸念に対応するため、課題の論

点整理を加速するとともに、兼業・副業について規定したモデル就業規則等の普及

促進や取組事例の展開等により、兼業・副業の定着を図っていく必要がある。さら

に、兼業・副業を通じた起業の促進も図る必要がある。 

 技術の進展により、インターネットを通じて短期・単発の仕事を請け負い、個人

で働く新しい就業形態が増加しており、「ギグ・エコノミー」（Gig Economy）と呼

ばれている。特に高齢者の就業機会の拡大に貢献している（図16）。日本でも、全

体の７割弱が40代以上の中高齢層とのデータもあり（図17）、ギグ・エコノミーに

より、高齢者雇用拡大の可能性がある。 

また、会社員よりも個人事業主・フリーランスの方が満足度が高い。特に「達成

感/充実感」、「スキル/知識/経験の向上」では差がついている（図18）。個人が

個人事業主・フリーランスを選択できる環境を整える必要がある。 

図14．副業経験が本業の賃金に与える影響 

（注） グラフは、副業（ボランティア）を始めた従業者の、

副業経験（ボランティア経験）を持たない従業者と比

較した、賃金の増加分を示している。なお、ここでの

「賃金」は、本業の1時間当たり賃金を、「運動タス

ク」は主に運動能力が求められる仕事（製造・建築作

業、運輸・通信事業等）、「コミュニケーションタス

ク」は主に対人能力が求められる仕事（サービス職、

販売職等）、「思考・分析タスク」は主に思考能力・

分析能力が求められる仕事（管理職、専門・技術職、

情報処理技術職等）を表す。 

思考・分析 
タスク 
36％ 

図15．スウェーデンのハイテク産業の起業家の内訳 

（注） スウェーデンではハイテク産業の起

業家のうち、４割が副業で起業して

いる。また、２割は副業の起業後に

本業になった者である。 
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図18．個人事業主・フリーランスと会社員の満足度比較 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図17．日本の「フリーランサー」の年齢構成 

図16．ギグ・エコノミーによる就業割合の推移（1995年-2015年） 
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④多様な働き方の拡大のインフラ整備 

 多様な働き方の拡大に対応するため、勤労者皆社会保険の実現を目指して、被用

者保険の短時間労働者等に対する適用拡大を進める必要がある。 

 

（５）オープン・イノベーションの推進 

①既存企業の役割の重要性 

 付加価値の創出のためのイノベーションを推進するには、ベンチャー企業を育成

し、新規上場させることが近道と考えられてきた。そして、新規上場数の少なさが

我が国の課題と考えられてきた。 

 しかし、我が国の新規上場会社数は近年増加傾向にあり、2016年には、日本の新

規上場数はついにアメリカを上回った（図19）。他方、米国の新規上場会社数が

2014年を境に減少していることにも注意がいる。米国の新規上場数が減少している

理由は、上場よりも既存企業にM&Aで買収してもらった方が、その内部資金を用い

て、懐妊期間の長い技術開発をしやすいからである（図20）。そうなると、イノベ

ーションを興すためには、既存の大会社のビヘイビアも重要になる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実際のところ、日本にしろ、米国にしろ、国の労働生産性の上昇要因を分析する

と、新規上場企業よりも既存企業の要因が大きく、既存の大企業の構造改革に牽引

されていることが分かる（図21、図22）。 

図20．ベンチャー企業のIPO・M＆A件数 図19．市場別新規上場会社数 
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②既存企業の現状 

 日本は他の先進諸国に比較すると企業年齢10年以上の歴史の長い企業が多く（図

23）、このことが、イノベーションの阻害になるとの見解があるが、米国では、社

歴が長いほど利益率が高くなる傾向にある（図24）。 

 これは、既存の大企業が新たな分野を積極的に手がけ、また、革新的なベンチャ

ーを買収することで、成長していることを示している。 

  

 

図21．労働生産性の要因分解（米国） 

図22．労働生産性の要因分解（日本） 
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 また、米国企業は、大規模化と多角化により、利益率が上昇する傾向があるが、

日本企業は、大規模化・多角化が進むほど、利益率が低下する傾向にあり、既存企

業の内部資本市場（Internal Capital Market）の活用効率に差がある可能性がある

（図25）。日本の既存企業は内部の経営資源を新たな分野に投資することで成果を

上げることができる潜在可能性を有していることが分かる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図25．日米企業の規模・多角化度別の営業利益率（2000-2012年平均） 

図23．企業年齢の分布 

図24．企業年齢と利益率（ROA）の関係 



13  

ハーバード、スタンフォード、MITなどの経営学者、経済学者が共同で作ってい

る企業データベースを活用した実証研究では、生産性を決定するのは、IT投資金額

よりも経営の質である（図26）。このため、成果に応じた処遇・昇進など、経営の

質の改善を進める必要がある（図27）。 

また、既存企業は内部資金を新規分野やリスクの高い分野に配分し、将来の成長

基盤となる新たな事業やベンチャー企業への投資を飛躍的に進める必要がある。そ

の際、企業本体から独立した「出島」の活用や、成熟事業と新規事業の両方を推進

する「両利き経営」を進めていく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③オープン・イノベーションの推進 

日本企業のオープン・イノベーションの実施率は低いが、課題の設定・解決とも

に、大学・公的研究機関とのジョイントは、欧米と遜色ない。 

むしろ、既存企業とスタートアップ企業との協働、あるいは既存企業同士の協働

といった企業間連携が欧米より弱い（図28）。 

第４次産業革命の可能性を最大限引き出すためには、人材・技術・資本の閉鎖的

な自前主義、囲い込み型の組織運営を脱し、開放型、連携型の組織運営に移行する

必要がある。 

図27．日米企業の経営スコア比較 

図28．オープン・イノベーションの実施率とパートナーの比較 

（注） 右図の 横軸の点数は、企業に、オープン・イノベーションに費やした時間と、パートナー別の時間を質問し、

その割合を点数化した上で、回答者の平均値を算定したもの。 

      

起業家・スタートアップ企業 

起業家・スタートアップ企業 

競合企業 

競合企業 

図26．米国の製造業における生産性（TFP）格差 

             の要因 

経営の質 
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近年の米国で、ベンチャー企業の出口がIPOから事業会社への売却へと移行して

きている。これは、第４次産業革命において、ベンチャー企業の有する技術の潜在

可能性について情報ギャップのある株式市場への新規上場より、事業会社による買

収が資金の出し手として重要性を増しているからである。 

我が国では、オープン・イノベーションという場合、大学や公的研究機関との連

携が主流となってきたが、協調すべきは協調し、競争すべきは競争することで新た

な付加価値を共創するCo-Opetitionが重要である。今後は、大企業、中小企業、ベ

ンチャー、大学などが機動的に連携するオープン・シェアード・ビジネス的なアプ

ローチ、つまり、大企業とベンチャー企業の連携や既存企業によるベンチャー企業

の買収、競合既存企業同士の協調を進める必要がある。 

具体的には、事業再編の円滑化やコーポレート・ベンチャー・キャピタルの拡大、

企業間の研究開発の推進などの環境整備を検討する必要がある。 
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第２章 Society5.0の実現 

１．デジタル市場のルール整備 

 
 

世界で流通するデータの量は、近年、急増している。デジタル・プラットフ

ォーム企業は、中小・小規模事業者、ベンチャーや個人の利用者にとって、国

際市場などへのアクセスの可能性を飛躍的に高めている。 

一方で、利用者からは、個別交渉が困難、規約が一方的に変更される、利用

料が高い、といった声も聞かれる。このため、取引慣行の透明性や公正性確保

に向けた、法制、ガイドラインの整備を図る必要がある。 

また、デジタル市場においては、データの独占による競争阻害が生じるおそ

れがあり、これについても同様の対応が求められる。 

 同時に、デジタル市場の競争政策の調整等を行うためには、高い専門的知見

が求められるとともに、加速度的な変化を遂げつつある中で、スピーディな対

応が可能となるよう、縦割り省庁的な発想を脱することが求められる。このた

め、新しい体制の整備を進める。 
 

 

（１）現状 

デジタル・プラットフォーム企業は、簡易なメール（メッセージ）や検索、コン

テンツといったデジタル領域から、実店舗での小売りやIT化した住宅（スマートホ

ーム）、自動運転といったリアルな領域へ事業を拡大している。 

デジタル・プラットフォーム企業は、中小企業・ベンチャー、フリーランス（そ

の発展は、ギグ・エコノミーと呼ばれる）にとって、国際市場を含む市場へのアク

セスの可能性を飛躍的に高める。具体的には、新規顧客の開拓機会の獲得、売上金

の回収コスト軽減、制作・販売ツールの利用が可能、といったメリットを指摘する

声が多い。 

これに対し、デジタル・プラットフォーム企業の問題点としては、個別交渉が困

難、規約等の一方的変更がある、利用料・手数料が高い、検索結果が恣意的・不透

明といった声が多い。また、取引するデジタル・プラットフォーム企業を切り替え

ることが困難とする声が過半に上っている（図29）。また、デジタル・プラットフ

ォーム企業が支配的地位を濫用している事件も頻発している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要旨 

図29．デジタル・プラットフォーム企業のメリットと問題点 
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＜デジタル・プラットフォーム企業にかかる事件の例＞ 

■amazon電子書籍事件（2015年6月） 

米amazonが、取引先に対し、他の流通事業者との契約でamazonより有利な条件を提供する際に

は、amazonに対しても最低でも同条件の適用を求める条項（いわゆる最恵国待遇条項）を設け

るなどにより、競争を制限しているとの疑いがあり、EUの競争当局が調査。 

⇒ 2017年に米amazonが当該条項を使用しないことをEUの競争当局に確約。 

 

■Google Shopping事件（2017年6月） 

米Googleが検索エンジン市場で支配的地位を濫用し、検索結果において自ら提供するショッピ

ングサービスを優先表示させることにより、当該サービスを違法に有利にしているとの疑いが

あり、EUの競争当局が調査。 

⇒ 米Googleに対し、EU競争法違反により24.2億ユーロ（3,146億円)の制裁金を賦課。 

 

また、デジタル市場においては、企業の売上等の市場シェアが小さくても、デー

タの独占により競争阻害が生じるおそれがある。独禁当局は、デジタル市場につい

ての知見が弱いこともあり、十分な勘案が出来ていないとの指摘がある。 

米欧では、データ価値評価を含む企業結合審査手法の開発に着手している。我が

国も、米欧と連携しつつ、適切なデータ価値評価を含む企業結合審査手法の開発に

取り組む必要がある。 

 
＜企業結合審査においてデータ価値評価が不十分で問題となった事例＞ 

 

■FacebookによるWhatsApp買収事案(2014年) 

① Facebook(SNS)がWhatsApp(SNS)を190億ドル(2.09兆円)で買収提案。 

② EUは、将来、両社のメッセージアプリ間でユーザデータの統合が行われる可能性について

審査。データ評価を含む将来の市場予測に取り組み、その結果、データ統合は技術的に困

難であるとの同社の申請を受け入れ、買収を容認。 

③ しかし、その後、Facebookは、両アプリのデータ統合を実行。その結果、Facebookの寡占

化が進んだ。結果として、EUは当初の判断を覆し、2017年に1.1億ユーロ(143億円)の制裁

金を決定。 
 

 

（２）対応の方向性 

① 内閣官房にデジタル市場の競争状況の評価等を行う専門組織を設置 

国際的データ流通の枠組み構築にあたっては、その前提として、国内におけるデ

ータの収集・保管・管理・流通等について、強固かつ明確な枠組みを構築していく

必要がある。具体的には、データセキュリティに資する研究開発、データ・フォー

マットの共通化・汎用化、データクレンジングの推進、データ流通の際のプライバ

シーやセキュリティの確保、Society5.0におけるサイバーセキュリティ・フレーム

ワークの推進、産業競争力強化の観点から機微技術から一般技術情報までデータの

種類や構造に応じた戦略的管理、データポータビリティやAPI開放などの方針作成、

など課題は省庁横断的に多岐にわたる。 

このため、省庁横断的に多様かつ高度な知見を有する専門家で構成される、国内

外のデータ・デジタル市場に関する専門組織 (「デジタル市場競争本部」(仮称))を

早期に創設する。同組織には、データポータビリティやAPI開放を始めとする上述

のデータ利活用に係る多岐の課題への対応を通じたイノベーション促進のための権

限とともに、グローバルなデジタル・プラットフォーム企業がせめぎあうデジタル

市場を俯瞰・評価し、競争・イノベーションを促進する観点から、独禁法等の関係

法令に基づく調査結果等の報告を聴取する権限、デジタル市場に関する基本方針の
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企画・総合調整の権限、各国の競争当局との協力・連携の権限を付与する。 

具体的には、所掌事務として、（a）デジタル市場における競争状況の評価、（b）

様々なプラットフォームビジネスについてのルール整備、独禁法、個人情報保護な

どの課題の調査・提言、（c）中小企業・ベンチャーなどを含めたデジタル市場の

活性化に向けた提言、（d）G7、G20等の国際的枠組みにおけるデジタル市場の競争

評価に関するルールづくりへの参画等、とする。 

専門組織は、法学、経済学、情報工学、システム論等の専門家を集め、事務局に

ついては、公正取引委員会事務総局、デジタル関係の政策を担当する経済産業省、

総務省などの知見のある行政官を広く募る。 

デジタル市場競争本部（仮称）は、IT総合戦略本部・サイバーセキュリティ戦略

本部や各省庁との密接な連携の下、データ駆動社会における戦略的枠組みを構築し

ていく。 

 

②デジタル・プラットフォーム企業と利用者間の取引の透明性・公正性の確保のた

めのルール整備 

（企業結合） 

デジタル市場においては、企業の市場シェアが小さくても、データの独占により

競争阻害が生じるおそれがある。独禁当局は、デジタル市場についての知見が弱い

こともあり、十分な勘案が出来ていないとの指摘がある。このため、データの価値

評価を含めた企業結合審査のためのガイドラインand/or法制整備を図る。その際、

イノベーションを阻害することのないよう留意する。 

 

（取引慣行等の透明性・公正性） 

デジタル・プラットフォーム企業は、中小企業・ベンチャー、フリーランス（ギ

グ・エコノミー）にとって、国際市場を含む市場へのアクセスの可能性を飛躍的に

高める。他方、デジタル・プラットフォーム企業と利用者間の取引において、(a)

契約条件やルールの一方的押しつけ、(b)サービスの押しつけや過剰なコスト負担、

(c)データへのアクセスの過度な制限等の問題が生じるおそれがある。 

このため、デジタル市場に特有に生じる取引慣行等の透明性および公正性確保の

ための法制及びガイドラインの整備を図る。このため、2020年の通常国会に法案

（「デジタル・プラットフォーマー取引透明化法」（仮称））の提出を図る。 

一方で、ルール整備が第４次産業革命のデジタルイノベーションを阻害すること

のないよう、当初はcomply or explain（従うか、または、従わない理由を説明する）

といった自主性を尊重したルールを検討する。 

具体的には、契約条件や取引拒絶事由の明確化・開示、ランキング（商品検索結

果の表示順）の明示、デジタル・プラットフォーム企業が自身の商品・役務提供を

優遇する場合の開示、最恵国待遇条項（取引先の中で最も有利な取引条件を求める

こと等）を求める際の開示、あるいは苦情処理システムの整備義務といった項目に

ついて検討を行う。 

 

③個人情報保護法の見直し 

 個人情報保護法について、個人が自らのデータの利用の停止を企業等に対し求め

ることができる仕組みの導入を含む個人情報の望ましくない利用の防止措置や国内

外企業への内外無差別の適用策を講じる一方、活用が必ずしも進んでいない匿名加
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工情報について、より利活用が進む仕組みへと見直すことなどを検討し、2020年の

通常国会に改正法案の提出を図る。 

 

④データの移転・開放の促進等 

金融分野、医療分野、といった具体的分野ごとにデータポータビリティ・API開

放について具体的制度設計の検討を行う。また、レガシー規制などについて、デジ

タル市場に即したルールの整備を図る。 

 

⑤DFFTの実現に向けた国際的な議論とWTOにおけるデータ流通ルールの整備 

 プライバシーやセキュリティ・知的財産権に関する信頼を確保しながら、ビジネ

スや社会課題の解決に有益なデータが国境を意識することなく自由に行き来する、

国際的に自由なデータ流通の促進を目指す必要がある。そのため、「データ・フリ

ー・フロー・ウィズ・トラスト（DFFT）」のコンセプトの下、G20などの機会を活

用しつつ、日本が主導権を持って国際的な議論をリードしていく。 

 また、データの自由な流通を含む、WTOにおける電子商取引に関するルール交渉

について、可能な限り多くの加盟国とともにハイレベルなルール形成に向け、国際

的な合意形成を進める。 

 

⑥5G整備やG空間社会実現に向けて 

 Society5.0の実現に向けて、2020年度末までに全都道府県で5Gサービスを開始す

るとともに、通信事業者等による5G基地局や光ファイバーなどの情報通信インフラ

の全国的な整備に必要な支援を実施し、2024年度までの5G整備計画を加速する。ま

た、地理空間情報高度活用社会（G空間社会）の実現に向けた取組を進める。 

 

⑦デジタル技術の社会実装を踏まえた規制の精緻化 

 高圧ガス保安法では、IoT、ビックデータ（常時監視データ）の活用等により高

度なプラント保安を行う事業所をスーパー認定事業所と認定し、プラントの連続運

転期間を通常より長く認める他、定期検査を大幅に合理化（１年毎→最大８年）す

るといった、規制の精緻化を実施しており、他分野の安全規制についても同様の規

制の再設計を検討する。   

 また、金融・決済関連法制においても、例えば、割賦販売法において技術やデー

タを活用した与信審査の手法を許容するなど、与信イノベーションを促進すること

で消費者保護の精緻化を図り、他分野においても同様に規制の精緻化の考え方を進

める。 

 

 

２．フィンテック／金融分野 

 
 
 

現在の銀行、サービス提供者といった業態別の法体系が、新規参入者などに

よる柔軟なサービス提供の障害となっている。決済をはじめとする分野で、早

期に規制体系を再編成する。 
 

 

 

要旨 



19  

（１）現状 

現在の金融法制は、基本的に銀行、送金サービス提供者といった「業態別」の法

体系となっている。 

特に決済の分野は、近年の支払サービスの多様化の中で、業態別の法体系が新規

事業者の参入等柔軟なサービス提供の障害となっているとの指摘がある（図30）。 

また、我が国の銀行以外の送金サービス提供者の取り扱う金額・件数は、第４次

産業革命の進展に伴い、ともに増加傾向にある（図31）。 

 決済分野に限らず、金融取引の代理・媒介等を行う者は、現在、「業態別」の法

律に応じて分類されている（図32）。これらについても、新規事業者の参入の障害

になるおそれがある。 

 

 

資金決済法 割賦販売法 

利用者資金の保持 
（決済のみに利用可） 

商品の購入等に 

付随する融資 

登録制 免許制 登録制 登録制 

銀行 送金サービス 
［資金移動業者］ 

預金 
（預金を融資に回すことが

可能） 

融資 

決済 
決済 

 ※1回 100万円以下に限る 

銀行法 

サービス 

法律 

法律の構成 

 交通系 ICカードなど 
［前払式支払手段発行者］ 

決済 
※一旦入金すると換金不可 

決済 

クレジットカード 
［包括信用購入あっせん業者］ 

資金決済法 

利用者資金の保持 
（決済のみに利用可） 

図30．現行の金融法制 

左
軸
：
取
扱
金
額
（
単
位
：
百
万
円
） 
図31．送金サービス提供者の取扱い実績推移 

右
軸
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単
位
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） 
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（２）対応の方向性 

現在の業態ごとの金融・商取引関連法制を改め、同一の機能・リスクには同一の

ルールを適用する機能別・横断的な法制の実現に向けて取り組む。これにより、新

規事業者の参入と様々なサービス間の競争を通じたイノベーション、金融サービス

の質をめぐる競争を促進する。 

 

（決済分野） 

現行法の業態別の縦割り構造が、事業者のビジネスモデルやサービスの自由な選

択への弊害となっているとの指摘のある「決済」分野について横断化を図る。これ

により、これまでの銀行送金や従来型の比較的高額なクレジットカード決済ととも

に、①プリペイド（前払い）・ポストペイ（後払い）を組み合わせたシームレスな

支払い（注1）や、②銀行業と現行の資金移動業の間に新たな類型を設け、銀行送金

以外でも幅広い金額の送金（注2）を可能とし、新規事業者の参入と様々なサービス

間の競争を通じた、柔軟で利便性の高いキャッシュレスペイメント手段を実現する。

その際、例えば、割賦販売法の与信審査における性能規定の導入など、フィンテッ

ク企業をはじめとした決済事業者の円滑な事業展開を可能とする仕組みを導入する。

これらについては、2020年の通常国会に必要な法案の提出を図る。 

 
（注1）プリペイド・ポストペイを組み合わせたシームレスな支払い 

：少額・低リスクな決済について、従来型の比較的高額な決済の場合とは異なる制度へと見

直すことにより、プリペイド・ポストペイ等を通じたシームレスな支払いサービスの提供

を円滑化する。 

 

（注2）銀行送金以外の幅広い金額の送金  

図32.金融取引規制全般 
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：100万円までの送金が可能な現行の資金移動業に加え、銀行業と現行の資金移動業の間に新

たな類型を設け、銀行業より簡易な規制の下での100万超の送金を可能とする制度の整備を

図る。 

 

（横断的な法制） 

 「決済」、「資金供与」、「資産運用」、「リスク移転」といった各機能に対応

するサービスについて横断的に提供することを可能とする横断的な金融サービス仲

介法制の実現に向けた検討を進める。これにより、スマートフォン等を活用した、

個々の利用者のニーズに即した利便性の高いワンストップのチャネルの提供を可能

とし、利用者が自らニーズにあった金融サービスの選択をより容易とするとともに、

金融サービスの質をめぐる競争の促進を図る。これについては、本年中を目途に基

本的な考え方を取りまとめる。 

 

 

３．モビリティ 

 
 

地方を中心に、交通手段の自動車依存が高い中で、ドライバーの人手不足が

深刻化している。 

モビリティはSociety5.0の内で重要な柱であり、自家用車を用いて提供する

有償での旅客の運送については、利用者の視点に立ち、現在の制度を利用しや

すくするための見直しが必要である。 

タクシー事業者と連携を図ることは、自治体にとって負担の軽減となり、利

用者にとっても安全・安心なサービスが受けられるため、双方にメリットがあ

る。 

このため、タクシー事業者が委託を受ける、あるいは、実施主体に参画する

場合について、手続きを容易化する法制度の整備を図る。この運送は、地域住

民だけでなく、外国人観光客4,000万人時代も見据え、観光客も対象とする。 

また、タクシー事業については、ITの活用も含めて、相乗りの導入は、利用

者が低廉な料金で移動することを可能とする。 

ドローンについても、目視外での飛行の拡大に向けて取り組む。 
 

 

（１）現状 

地方では、年代問わず、交通手段は自動車依存が高い。また、80歳以上では、自

動車依存率が50％を超えている（図33）。さらに、働く高齢者が増加しているとと

もに、買い物や病院・役所等での用事などを目的として外出する高齢者も多い。 

また、運転業務の人手不足が年々深刻化しており、有効求人倍率は全職業平均の

２倍となっている（図34）。タクシーのドライバー確保の観点からも、交通網の維

持が厳しい状況である。タクシー運転者数については、2005年の381,943人をピー

クに減少傾向となっており、2016年には289,373人であり、ピーク時から24％減と

なっている（図35）。 

地域の移動を担う交通手段の一つである、自家用有償旅客運送（図36）をさらに

実施しやすくするための検討が必要である。他方、専任担当者が不在の市町村は８

割であり（図37）、市町村が、配車や安全管理を行うことは大きなハードルとなっ

要旨 
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図36．地域の移動を担う交通手段 

種類 特徴 

バ
ス 

路線バス 
路線やバス停、運行時刻を定めて定時・定路線で運行するバス。通勤・通学、

通院など地域住民の生活に欠かせない公共交通機関。 

コミュニティバス 
路線バスで対応しきれないニーズに応えるため、市町村が主体的に計画し、定

時・定路線で運行するバス。 

デマンドバス 
区域を定めて、利用者の要望に応じて、機動的に最短ルートを運行したり、利

用希望のある地点まで送迎したりするバス。 

タ
ク
シ
ー 

タクシー 
子供からお年寄りまで幅広い利用者の日常生活における多様な移動ニーズに応

える、ドアツードアのきめ細かいサービスを提供する公共交通機関。 

乗合タクシー 

地域の生活交通を維持するため、タクシー事業者が自治体と連携して提供する

乗合の運送サービス。定時・定路線からデマンドまで地域のニーズに応じて多

様な形態で運行。 

自家用有償旅客運送 

必要な安全上の措置をとった上で、市町村やNPO法人等が、自家用車を用いて提

供する運送サービス。安全・安心を確保するための措置として、①安全確保

（２種免許または１種免許＋講習、運行管理の責任者の選任等）、②利用者保

護（対価掲示）が求められる。 

道路運送法の許可・登録

を要しないもの（互助） 

地域の移動手段の確保のため、道路運送法の許可又は登録を要しない助け合い

による運送。（収受することが可能な範囲は、運転者が実際の運送に要するガ

ソリン代、道路通行料、駐車場料金、自発的な謝礼） 

 

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図35．タクシー運転者数の推移 

（
年
） 
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図33．地方（三大都市圏以外）の自動車依存 図34．自動車運転業務の有効求人倍率の推移 

（年） 
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また、タクシーの相乗りの実施は、利用客が低廉な料金で利用可能であり、同時

に、タクシー事業者には生産性向上につながる。国内でも、2018年に東京都におい

て相乗りタクシーの実証実験を実施した。図38の通り、利用客の７割が再度利用し

たいとの回答があった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）対応の方向性 

①自家用有償旅客運送 

（交通事業者が協力する自家用有償旅客運送制度の創設） 

市町村が交通事業者（タクシー事業者等）に運行管理を委託するなどの連携を図

ることは、地域の暮らしの足の確保のために意義がある。 

地方公共団体にとっても、交通事業者のノウハウの活用により負担の軽減となり、

利用客にとっても安全・安心な交通サービスが受けられるため、双方にとってメリ

ットがある。 

このため、交通事業者（タクシー事業者等）が自らのノウハウを通じて自家用有

償旅客運送に協力する、具体的には、交通事業者が委託を受ける、交通事業者が実

施主体に参画する場合の法制を整備する。この場合、事業者が参画する前提のため、

地域における合意形成手続きを容易化する。これにより、安全・安心な輸送サービ

スの提供を促進するとともに、実施主体の負担を軽減する。必要な法案について、

2020年の通常国会に提出を図る。 

 

図38.「相乗りタクシー」が本格的に導入された場合、 

また利用したいと思うか 

図37．人口区分別の地域公共交通専任担当者数の割合 
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（観光ニーズへの対応のための輸送対象の明確化） 

インバウンド誘致は、地域活性化において欠かすことが出来ない重要な観点であ

る。自家用有償旅客運送においても、観光ニーズに対応することが必要である。こ

のため、バス、タクシーと同様、観光客にも対応するため、地域住民だけでなく来

訪者も対象とすることを法律において明確化する。 

 

（交通空白地の明確化） 

現状では、自家用有償旅客運送の対象地域の考え方は様々である。このため、地

方公共団体が、制度導入を検討する際の基準となる考え方を具体化する必要がある。

生活実態を踏まえて、地域における合意形成を容易化するため、既存の導入事例を

調査・分析し、一定の目安を示し、判断の枠組みについてガイドラインを策定する。 

 

（広域的な取組の促進） 

地域公共交通網形成計画（地域公共交通活性化再生法に基づき、都道府県や市町

村が単独又は複数で作成）に自家用有償旅客運送の導入を位置づけた場合は、手続

きを簡素化する。 

 

②タクシーの相乗り導入 

過疎化が進む地域において、大型バスの運行に対して補助金を支払うことは非効

率であり、交通需要にフィットした移動サービスの最適化が必要である。 

また、IT化が進展した時代において、アプリをつかった乗客のマッチングやリア

ルタイムの配車依頼に応じた最適なルート選定、キャッシュレスといったサービス

の導入を進め、ビジネスモデルのデジタルトランスフォーメーションを図るべきで

ある。 

タクシーの相乗りの導入は、利用客にとっては低廉な料金で利用可能であり、同

時に、タクシー事業者にとっては生産性向上につながる。限られた交通機関で可能

な限り多くの人が低廉に移動することを可能とするため、タクシーの相乗りについ

て、地域や要件の限定はかけずに一般的に導入を行う。具体的には、道路運送法上

の通達等の整備を本年度中に図る1。 

 

③Mobility As A Service （MaaS）の実現 

 複数の交通手段や行先での宿泊・サービスの予約などをスマートフォンで一括し

て手配し、キャッシュレスで、無駄な待ち時間なく、スムーズに移動できる便利な

サービス（いわゆるMaaS：Mobility as a Service）が世界的な流れとなっている。

我が国においても、住民のみならず、観光客の潜在需要を掘り起こし、地域交通の

再生に貢献することが期待されている。 

 こうしたサービスを、地域の様々な事業者・自治体が展開しようとする取組を支

援し、様々な好事例を創り出していく。 

 

（３）ドローンの有人地帯での目視外飛行 

①現状 

                            
1  アプリによりマッチング、乗車距離（オンデマンドなルート選定）に応じた割り勘料金（事前確定）とキャ

ッシュレスにより、利用しやすい環境を整備する。 
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ドローンについては、無人地帯での目視外飛行が可能になり、荷物配送を実施す

る事業者も登場したが、地方の配達困難地域での配送、農作物の生育状況の把握、

老朽化するインフラの点検、高齢化が進む市街地の広域巡回警備などを可能とする

ためには、有人地帯での目視外飛行を可能とする必要がある。 

 有人地帯におけるドローンの活用例としては、（a）陸上輸送が困難な地域での

生活物品や医薬品などの配送、（b）散在する農地の作物の生育や害虫・病害の発

生を空からまとめて広域的に確認、（c）人の手で確認しにくい街中の橋、建物や

道を広域的に点検、（d）高齢化が進む地方の市街地などでの広域巡回警備、など

が想定される。 

 

②対応の方向性 

飛行禁止区域を除き、飛行ルートの安全性確保を前提として、有人地帯での目視

外飛行の目標時期を2022年度目途とし、それに向けて、本年度中に制度設計の基本

方針を決定するなど、具体的な工程を示す。 

 

 

４．コーポレート・ガバナンス 

 

 

安倍政権において、コーポレート・ガバナンス改革を進め、東証一部の上場

企業の91％が２名以上の独立社外取締役を選任するなどコーポレート・ガバナ

ンス改革の成果が着実に進展するに至り、国際的にも投資家から高く評価され

ている。 

他方、日本企業の競争力、信頼性を一層グレードアップさせるために、グロ

ーバルスタンダードに沿って、コーポレート・ガバナンスの更なる強化が求め

られている。特に、支配的な親会社が存在する上場子会社のガバナンスについ

ては、投資家から見て、手つかずのまま残されているとの批判があり、日本市

場の信頼性が損なわれる恐れがある。 

このため、新たに指針を策定し、親会社に説明責任を求めるとともに、子会

社側には、支配株主から独立性がある社外取締役の比率を高めるといった対応

を促す。また、東証の基準等についても見直しを図る。 

 

 

（１）現状 

上場企業のうち支配株主2を有する会社（上場子会社）は628社（上場企業の17.2%）

存在する。このうち、親子上場企業は311社（上場企業の8.5%）である。日本の親

子上場企業数とその市場に占める割合は、欧米各国と比較してかなり高い。 

本来、上場子会社のガバナンス体制は、支配株主（親会社）から独立して上場子

会社の一般株主を保護し、独立した意思決定を確保するため、上場企業一般より充

実している必要がある。にもかかわらず、上場子会社における独立社外取締役と独

立社外監査役の人数は、むしろ、上場企業一般に劣後している現状にある（図39）。 

                            
2   現行の東証の上場規程においては、「支配株主」とは、①議決権50%超又は②40%以上＋取締役過半数派遣

あるいは重要な財務及び事業の方針の決定を支配する契約書が存在すること、その他財務及び事業の方針の

決定を支配していることが推測される事実が存在すること、とされている。 

要旨 
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（２）対応の方向性 

 上場子会社のガバナンスについてのルール整備を図り、親会社は事業ポートフォ

リオの再編のための上場子会社の意義について説明責任を果たすとともに、上場子

会社側については、適切なガバナンスの在り方を特段に明確にし、実務への浸透を

図る。 

 

① 実務指針 

 上場子会社のガバナンスの在り方を示し、企業に遵守を促す「グループ・ガバナ

ンス・システムに関する実務指針」を新たに策定する。 

 

（上場子会社側の対応） 

 具体的には、上場子会社の一般株主保護及び独立した意思決定の確保のために

は、独立社外取締役の役割が特に重要であること。 

 上場子会社におけるガバナンスの実効性を確保するためには、支配株主からの

独立性が重要であることから、独立社外取締役の独立性判断基準については、

少なくとも支配株主出身者（10年以内に支配株主に所属していた者）に該当す

るものは選任しないこと。 

 上場子会社の取締役会の独立社外取締役比率を高める（３分の１以上や過半数）

ことを目指すこと。 

 利益相反取引が発生する具体的な局面においては、例えば、独立社外取締役

（又は独立社外監査役）のみ又は過半数を占める委員会において、一般株主の

利益保護の観点から審議・検討することとし、かつ、取締役会においても、そ

の審議結果が尊重される仕組みをつくること。 

 上場子会社において、一般株主の利益を確保するためにどのようなガバナンス

体制を構築しているかについて、投資家等に対して情報開示を行うこと。 

 

（親会社側の対応） 

 親会社は、グループとしての企業価値の最大化の観点から上場子会社として維

持することの合理的理由を示すとともに、支配株主として上場子会社の取締役

の選解任権限について上場子会社のガバナンス体制の実効性を確保できるよう

行使し、その適切性について、情報開示を通じて、投資家等に対して説明責任

を果たすこと。 

図39．上場子会社と上場企業一般における独立社外取締役・監査役の人数の比較 

（※）ここでいう上場子会社は、親子上場企業を指す。 
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②東京証券取引所の対応等 

 「グループ・ガバナンス・システムに関する実務指針」の実効性を高めるため、

同指針の方向性に沿って、東京証券取引所の独立性基準の見直し等、上場子会社等

の支配株主からの独立性を高めるための更なる措置等を講じる。 

 

 

５．スマート公共サービス 

（１）マイナンバーカードを活用した新たな経済政策インフラの構築 

 Society5.0 社会の国民共有の基盤として、個人情報保護を徹底しつつ、マイナ

ンバーカードの利活用を一層深化させる観点から、行政サービスと民間サービスの

共同利用型キャッシュレス決済基盤の構築を目指すこととし、マイナンバーカード

の本人確認機能を活用したクラウドサービスを発展的に利活用する。 

 具体的には、厳格な本人確認を行った利用者IDを格納するマイキープラットフォ

ームと自治体ポイント管理クラウドを官民で活用する。民間の活力を最大限活用

し、住民が自治体ポイントをクレジットカード等で購入できるようにするほか、将

来的には、民間の各種ポイントとの交換も検討する。こうした取組により、例え

ば、地域における移動支援や買い物支援、介護サポートなどに自治体ポイントを使

うことを可能とするとともに、地域商店街の活性化にも資する政策展開を図る。 

 併せて、国や地方公共団体が実施する子育て支援金等各種の現金給付をポイント

で行うことも視野に入れ、関係府省や地方公共団体と検討を進め、真に必要な国民

に対して、きめ細かい対応を可能にするとともに、不正受給の防止、事務コストの

削減など、効果的な政策遂行にもつなげることを目指す。 

 消費税率引き上げの際の消費平準化対策として、マイナンバーカードを活用した

自治体ポイントの発行準備を進めた上で、上記のような視点に立ち、対策実施後の

将来的な拡張性や互換性も担保したナショナルシステムとしての基盤を目指し、官

民でのタスクフォースを立ち上げる等、対策の進捗を踏まえて、具体的なあり方に

ついて検討を行う。 

 

（２）個人・法人による手続の自動化 

予防接種や児童手当等、妊娠から就学前までの子育て関連手続きをボタン一つで

申請できるサービスにつき、来年度から一部の地方公共団体において開始し、2023

年度からの全国展開を目指す。併せて、年末調整手続に関して、来年度から、マイ

ナポータルを活用したデータ連携により、必要書類の一括取得、各種申告書への入

力・添付の自動化を開始する。 

 

 

６．次世代インフラ 

（１）インフラ維持管理業務の高度化・効率化 

点検・維持補修等のデータを一元管理して地方公共団体のインフラ維持管理業務

を高度化・効率化するICTデータベースの全国導入を加速する。併せて、橋梁点検

等の現場でドローン等の新技術の実装を加速する。これらの取組に併せて、５年間

に限定して、地方公共団体が行う取組に、地方財政措置を講じる。加えて、BIM

（Building Information Modeling）を、国・地方公共団体が発注する建築工事で率

先して利用し、民間工事へ横展開させる。 
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（２）PPP/PFI手法の導入加速 

内閣府は、国内での取組が具体化しつつある医療・健康、介護、再犯防止の３分

野を成果連動型民間委託契約方式の普及を進める重点分野として、2022年度までの

具体的なアクションプランを本年度中に策定する。関係府省は、アクションプラン

に基づき重点３分野で成果連動型民間委託契約方式の普及を促進する。その成果は

さらに重点３分野以外へ横展開させる。 

 

 

７．脱炭素社会の実現を目指して 

（１）パリ協定に基づく長期戦略の策定及びSDGsとESG投資の推進 

環境問題への対応に積極的な企業に世界中から資金が集まり、次なる成長と更な

る対策が可能となる環境と成長の好循環とも呼ぶべき変化が世界規模で進んでいる。

「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略（令和元年六月〇日地球温暖化対策

本部決定or閣議決定）」に基づき、最終到達点としての脱炭素社会を掲げ、それを

野心的に今世紀後半のできるだけ早期に実現することを目指すとともに、2050年ま

での温室効果ガス80％削減に大胆に取り組み、世界全体の取組と非連続なイノベー

ションが不可欠であることを踏まえてビジネス主導の環境と成長の好循環を実現し

ていくため、以下の取組を行う。 

 

① 野心的な目標を掲げ、官民を挙げてエネルギー・環境分野の革新的なイノベー

ションを加速化するべく、本年中に、革新的環境イノベーション戦略を策定す

る。戦略には、水素製造コストを2050年までに現在の10分の１以下に抑えるこ

とや、人工光合成など二酸化炭素の有効利用を図るCCU技術の商用化に向けた

具体的なロードマップ等を盛り込む。 

 

② さらに本年秋には20か国のトップ研究機関のリーダーを日本に招いた国際会合

RD20（Research and Development 20 for Clean Energy Technologies）を行

う。本会合は継続的な開催を目指し、革新的なイノベーションに向けた国際協

力を日本がリードする。 

 

③ 世界で膨らむESG資金をイノベーションに繋げるべく、従来型の規制でなく情

報開示・見える化を進めることでグリーンファイナンスを活性化する。具体的

には、事業会社と金融機関等の対話の場として本年５月に立ち上げたTCFD

（Task Force on Climate-related Financial Disclosures）コンソーシアム

において、昨年末に策定した政府初の事業会社向けのTCFDガイダンスを改訂す

るとともに、金融機関向けにグリーン投資に関するガイダンスを策定する。ま

た、本年秋に、世界の先進的な事業会社、金融機関等が一堂に会するTCFDサミ

ットを開催する。これらを通じて、企業等の経営戦略へのSDGsの組込みを推進

するとともに、SDGs経営に先進的に取り組む企業の視座やメッセージをまとめ

た指針を策定して国内外に発信していく。 

 

④ ビジネス環境整備と市場の創出を通じてイノベーションの成果を世界に普及さ

せるべく、日本が主導して、ASEANにおいて各国が官民で協働していく枠組の

立ち上げを目指す。 
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（２）再生可能エネルギーの大量導入と脱炭素化の実現 

 再生可能エネルギーの主力電源化に向けて、最大限の導入に全力をあげていく。

その際、国民負担を抑制しつつ、最大限の導入を進めるため、コスト低減を進める

とともに、系統制約の克服、そのための電力ネットワークの改革を実施する。 

 このため、脱炭素化の実現に向け、地域間連系線の増強を含め、再生可能エネル

ギーの導入を後押しするような形での電力ネットワークの強靭化や、必要な供給

力・調整力の整備を含めた電力投資の確保に向けた仕組みを整える。また、再生可

能エネルギー拡大のボトルネックとなっている調整力を補う意味で、蓄電池、水素

など蓄エネ技術の高性能化、低コスト化を図るとともに、デジタル技術を活用した

高度なエネルギーマネジメントを普及させ、電力ネットワークの次世代化も進めて

いく。 

 原子力については、いかなる事情よりも安全性を最優先し、原子力規制委員会に

よって世界で最も厳しい水準の規制基準に適合すると認められた場合には、立地自

治体等関係者の理解と協力を得つつ、原発の再稼働を進める。更なる安全性の向上

や円滑な廃炉に対応するための技術・人材の維持に向けた取組を進める。 

 2018年に創設された非化石価値取引市場についても、FIT終了後を見据えて、育

成・活性化し、市場メカニズムを活用した非化石エネルギーの拡大につなげていく。

欧州でも急速なコストダウンが進む洋上風力発電については、その導入拡大に資す

る海域利用のルールの適用を図る。地熱発電などの低廉かつ安定的な電源や、バイ

オマスなど地域ごとの特色のある再生可能エネルギーを、地域と共生する形で導入

を進め、競争力のある再生可能エネルギーを地産地消することなど分散型地域エネ

ルギーシステムの社会実装を通じて、地域の活性化やレジリエンス強化につなげて

いく。  
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第３章 全世代型社会保障への改革 

 
 

全世代型社会保障への改革は安倍内閣の最大のチャレンジである。 

第一に、65 歳以上への継続雇用年齢の引上げについては、70 歳までの就業機

会の確保を図り、高齢者の希望・特性に応じて、多様な選択肢を許容する。 

 中途採用・経験者採用拡大及び新卒一括採用見直しを進め、併せて、企業に

よる評価・報酬制度の見直しを図る。加えて、政府としては、大企業に対し、

中途採用・経験者採用比率の情報公開を求めるといった対応を図る。 

 第二に、病気予防や介護予防についての、保険者のインセンティブ強化であ

る。これまで公的保険は、病気になった方に対する治療費、要介護になった方

への介護サービス費を中心に、支出を行ってきた。他方、人生100年時代を迎え

て、病気予防や介護予防の役割が増加しており、予防には、健康寿命の延伸、

個人のQOLの向上、高齢者の活躍促進といった、多面的な意義がある。 

このため、個人の努力に加えて、地方公共団体や健康保険組合といった保険

者の予防への取組が重要である。具体的には、病気の予防について、国民健康

保険における「保険者努力支援制度」の抜本的強化と配分のメリハリの強化な

どである。この際、民間サービスの活用も大切である。これにより、健診等の

受診率の向上や生活習慣病の重症化予防を図る。介護の予防については、「介

護インセンティブ交付金」の抜本的強化などを図る。高齢者の通いの場の整備

や高齢者の就労促進を図る。 

 

１．70歳までの就業機会確保 

（１）現状 

2050年に日本の人口は約１億人まで減少する見込みである。他方、高齢者の体

力・運動能力は、この10年強で５歳若返っている（図40）。また、歩行速度につい

ては、10年で10歳若返っている（図41）。このため、健康状態だけで見ると、高齢

者の就業率は、現在より大幅に高い水準になる余地があるとの分析がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このような中、60歳以上の方で、70歳以降まで働くことを希望している高齢者は

８割にのぼる。他方、高齢者の希望する就労形態は、男性でも４割弱、女性は７割

がパートタイムを希望している（図42）など、多様な働き方のニーズが存在してい

る。なお、60～64歳は、就業率と就労の意向のそれぞれの指標を確認するとほぼ差

がないが、65歳以上は著しい差がある（図43）。 

要旨 

図40．高齢者の体力・運動能力の推移 

（
年
度
） 

2015 
2014 
2013 
2012 
2011 
2010 
2009 
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2006 
2005 
2004 
2003 
2002 
2001 
2000 
1999 
1998  

図41. 高齢者の通常歩行速度の変化 
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（２）対応の方向性 

①70歳までの就業機会確保 

（多様な選択肢の許容） 

人生100年時代を迎え、働く意欲がある高齢者がその能力を十分に発揮できるよ

う、高齢者の活躍の場を整備することが必要である。 

高齢者の雇用・就業機会を確保していくには、70歳までの就業機会の確保を図り

つつ、65歳までと異なり、それぞれの高齢者の特性に応じた活躍のため、とりうる

選択肢を広げる必要がある。 

このため、65歳から70歳までの就業機会確保については、多様な選択肢を法制度

上許容し、当該企業としては、そのうちどのような選択肢を用意するか、労使で話

し合う仕組み、また、当該個人にどの選択肢を適用するか、企業が当該個人と相談

し、選択ができるような仕組みを検討する。 

法制度上許容する選択肢のイメージは、 

（a） 定年廃止 

（b） 70歳までの定年延長 

（c） 継続雇用制度導入（現行65歳までの制度と同様、子会社・関連会社での継

続雇用を含む） 

（d） 他の企業（子会社・関連会社以外の企業）への再就職の実現 

（e） 個人とのフリーランス契約への資金提供 

（f） 個人の起業支援 

（g） 個人の社会貢献活動参加への資金提供 

 が想定しうる。 

企業は（a）から（g）の中から当該企業で採用するものを労使で話し合う。それ

ぞれの選択肢についての企業の関与の具体的な在り方について、今後検討する。 

（注） 「あなたは、60歳以降も収入を伴う仕事をする場合、どのような形態での就労を希望しますか。」に対する回答 

 

図42．高齢者（60～64歳）希望する就労形態 

図43．60歳以降の就業率と就労の意向 
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（第一段階の法制整備） 

 70歳までの就業機会の確保を円滑に進めるためには、法制についても、二段階に

分けて、まず、第一段階の法制の整備を図ることが適切である。 

 第一段階の法制については、法制度上、上記の（a）～（g）といった選択肢を明

示した上で、70歳までの就業機会確保の努力規定とする。また、必要があると認め

る場合は、厚生労働大臣が、事業主に対して、個社労使で計画を策定するよう求め、

計画策定については履行確保を求める。 

 

（第二段階の法制整備） 

 第一段階の実態の進捗を踏まえて、第二段階として、現行法のような企業名公表

による担保（いわゆる義務化）のための法改正を検討する。この際は、かつての立

法例のように、健康状態が良くない、出勤率が低いなどで労使が合意した場合につ

いて、適用除外規定を設けることについて検討する。 

 

（提出時期及び留意点） 

 混乱が生じないよう、65歳（現在63歳。2025年に施行完了予定）までの現行法制

度は、改正を検討しないこととする。 

 手続き的には、労働政策審議会における審議を経て、2020年の通常国会において、

第一段階の法案提出を図る。 

  

（年金制度との関係） 

 70歳までの就業機会の確保に伴い、年金支給開始年齢の引上げは行わない。他方、

年金受給開始の時期を自分で選択できる範囲（現在は70歳まで選択可）は拡大する。 

加えて、在職老齢年金制度について、社会保障審議会での議論を経て、制度の見直

しを行う。 

このような取組を通じ、就労を阻害するあらゆる壁を撤廃し、働く意欲を削がな

い仕組みへと転換する。 

 

（諸環境の整備） 

 高齢者のモチベーションや納得性に配慮した、能力及び成果を重視する評価・報

酬体系構築の支援、地方公共団体を中心とした就労促進の取組、キャリア形成支

援・リカレント教育の推進、高齢者の安全・健康の確保など、高齢者が能力を発揮

し、安心して活躍するための環境を整備する。 

 また、女性会員の拡充を含めたシルバー人材センターの機能強化など、中高年齢

層の女性の就労支援を進める。 

 

 

２．中途採用・経験者採用の促進 

（１）現状 

従業員規模が大きい5,000人以上の企業では新卒採用比率が高く、春期一括採用

を基軸とした採用を実施しており、中途採用・経験者採用比率は低い状況にある

（図44）。 
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（２）対応の方向性 

人生100年時代を踏まえ、働く意欲がある労働者がその能力を十分に発揮できる

よう、雇用制度改革を進めることが必要である。特に大企業に伝統的に残る新卒一

括採用中心の採用制度の見直しを図ると同時に、通年採用による中途採用・経験者

採用の拡大を図る必要がある。 

このため、企業側においては、採用制度及び評価・報酬制度の見直しに取り組む 

必要がある。政府としては、個々の大企業に対し、中途採用・経験者採用比率の情

報公開を求めるといった対応を図る。 

 

 

３．疾病・介護の予防 

（１）現状 

国民の感じる「悩みや不安」については、半数以上が「自分の健康」としており、

「老後の生活設計」の不安に比して、近年、その割合が上昇している。 

医科診療費は合計で30兆1,853億円となっており、その３分の１以上が生活習慣

病関連である（図45）が、この中には予防で防げるものも含まれている。 

他方、公的医療保険における予防事業（「保健事業費」）の割合は、市町村国保

で0.8％（0.1兆円）であり（図46）、介護保険における予防事業（「介護予防・生

活支援サービス事業費」等）は、全体の1.1％（0.1兆円）である（図47）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図44．新卒・中途採用の比率 

 社数 新卒採用比率（2018年卒） 中途採用比率（2017年度） 
全体 4,055 34.7% 65.3% 

規
模
別 

5~299人 2,084 23.3% 76.7% 
300~999人 1,071 58.5% 41.5% 

1,000~4,999人 710 59.6% 40.4% 
5,000人以上 190 62.6% 37.4% 

 

図45．医科診療費の内訳 
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（糖尿病の重症化予防、特定保健指導） 

糖尿病患者の年間医療費は、重症化が進むにしたがって急増しており、早期介入

を通じた重症化予防が効果的である。広島県呉市においては、地元のベンチャー企

業がレセプトデータ等から国民健康保険加入者の健康状態を推定し、糖尿病性腎症

の重症化リスクの高い患者に対し、保健指導の介入を実施している。これにより、

６年間で新規透析導入患者を６割減少させることに成功している。 

地域別に比較すると、糖尿病性腎症の重症化予防に関する市町村国保の取組状況

には差がある（図48）。 

また、保険者の特定保健指導3の実施率は改善傾向にあるが、依然として目標を下

回る（図49）。 

 

                            
3 40歳～74歳を対象とする特定健診を受診し、生活習慣病の発症リスクが高いと判断された方に、保健師等が

生活習慣の改善を支援する制度。 

（注）2017年度決算 

図46．公的医療保険における予防事業 

             （市町村国保） 

 

図47．介護保険における予防事業 

（注）2016年度決算 

（注） 1716市町村の実績。 

  都道府県別に取組比率の高い順に第一（12都道府県）、第二

（12都道府県）、第三（12都道府県）、第四（11都道府県）。

最上位は100％、最下位は21.1％。 

 

図48．糖尿病の重症化予防に取り組んでいる保険者

 の割合 

（注） 市町村国保は、自営業者、農林水産業の従事者、無職者、

退職者など、その他の保険制度に属さない人が加入する公

的医療保険。 

 協会けんぽは、主に中小企業の従業員やその家族が加入す

る公的医療保険。 

 企業健保組合は、主に大企業の従業員やその家族が加入す

る公的医療保険。 

図49．保険者による特定保健指導の実施率 
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（ヘルスケア・ポイントの付与） 

個人の行動変容を促す、保険者による個人の加入者向けのヘルスケア・ポイント

（注）の付与等の実施は半分程度にとどまる。これについて、ベストプラクティス

の横展開に意義がある。 

 
（注） ヘルスケア・ポイント事業とは、保険者が加入者に対して、健診受診、歩行、運動、健康イ

 ベントへの参加等の健康増進活動を行った場合にポイントを付与し、当該ポイントを電子マ

 ネーや地域商品券などに交換することを認める予防健康事業である。 

 

（歯科健診、がん検診） 

重症の歯周病を放置すると、糖尿病が発症する可能性があるとの指摘がある。歯

科健診を受診する割合は増加傾向であるが、依然として半分にとどまっている。 

がん検診についても、受診率は増加傾向だが、依然として４割～５割程度にとど

まっている。歯科健診、がん検診の双方について、受診率を高めることが必要であ

る。 

 

（介護予防） 

 介護予防については、サロン（通いの場）に参加した高齢者は、①要介護認定率

が半減、②認知症発症リスクが３割減との調査結果がある（図50）。また、三重県

では、介護現場において高齢者を介護助手として採用し、周辺業務を担ってもらう

取組を推進している。介護予防の観点から、ベストプラクティスの横展開に意義が

ある。 
 

 

（注）三重県における高齢者の介護助手としての採用例 
 

 介護予防の観点から、全国で初めて高齢者を介護助手として採用。 

 介護助手の業務も難易度別に３つの等級を設け、経験や資格、職場研修等を通じてステップ

アップできる仕組みとなっている。 

 採用効果として、①高齢者の社会参加による介護予防、②介護職員の残業時間削減、③介護

助手1人で、介護職員1人が平均190分/日、直接介護に関わる時間が増加、④認知症利用者の

個別対応が可能になった、等が挙げられている 
 

 

図50．サロン（通いの場）参加による介護・認知症予防の効果 
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（２）対応の方向性 

人生100年時代の安心の基盤は「健康」である。医療・介護については、全世代

型社会保障の構築に向けた改革を進めていくことが必要である。 

予防・健康づくりには、①個人の健康を改善することで、個人のQOLを向上し、

将来不安を解消する、②健康寿命を延ばし、健康に働く方を増やすことで、社会保

障の「担い手」を増やす、③高齢者が重要な地域社会の基盤を支え、健康格差の拡

大を防止する、といった多面的な意義が存在している。これらに加え、生活習慣の

改善・早期予防や介護・認知症の予防を通じて、生活習慣病関連の医療需要や伸び

ゆく介護需要への効果が得られることも期待される。こうしたことにより、社会保

障制度の持続可能性にもつながり得るという側面もある。 

予防・健康づくりは、健康に無関心な層を含め、全ての世代や地域の住民を対象

に進めることが必要であり、このためには、個人の努力に加えて、個人を支える企

業、保険者、地方公共団体等の役割が重要である。近年、働き方の多様化や、単身

世帯の増加等による家族構成の変化が進んでおり、特に、地域や職域における保険

者の予防健康事業が重要である。 

予防・健康づくりは、①病気や要介護になることを防ぐ１次予防・健康増進、②

病気になった後の早期治療や重症化予防等の２次予防といった段階があり、その特

性や効果に応じた取組を促進する。 

 

①疾病予防の促進について 

疾病予防は、地域や職域の保険者の役割が重要であり、保険者の予防・健康イン

センティブの強化を図る。 

 

（保険者努力支援制度（国民健康保険）） 

保険者努力支援制度は、保険者（都道府県と市町村）の予防・健康づくり等への

取組状況について評価を加え、保険者に交付金を交付する仕組みである。 

先進自治体のモデルの横展開を進めるために保険者の予防・健康インセンティブ

を高めることが必要であり、公的保険制度における疾病予防の位置づけを高めるた

め、保険者努力支援制度の抜本的な強化を図る。同時に、疾病予防に資する取組を

評価し、（a）生活習慣病の重症化予防や個人へのインセンティブ付与、歯科健診

やがん検診等の受診率の向上等については、配点割合を高める、（b）予防・健康

づくりの成果に応じて配点割合を高め、優れた民間サービス等の導入を促進する、

といった形で配分基準のメリハリを強化する。 

 

（後期高齢者支援金の加減算制度（企業健保組合）） 

後期高齢者支援金の加減算制度は、企業健保組合など現役世代の医療保険が後期

高齢者医療制度に対して負担・拠出する後期高齢者支援金について、当該企業健保

組合の予防・健康づくり等への取組状況について評価を加え、加算（ペナルティ）

又は減算（インセンティブ）を行う仕組みである。 

後期高齢者支援金の加減算の幅を2017年度の0.23％から2020年度に両側に最大

10％まで引き上げることで、保険者（企業健保組合）の予防・健康インセンティブ

を強化する。 
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②介護予防の促進について 

介護予防も、保険者（市町村）や当該地域の都道府県の役割が重要であり、保険

者と都道府県の予防・健康インセンティブの強化を図る。 

 

（介護インセンティブ交付金（保険者機能強化推進交付金）） 

介護インセンティブ交付金は、保険者や都道府県の介護予防等への取組状況につ

いて評価を加え、保険者や都道府県に交付金を交付する仕組みである。 

先進自治体の介護予防モデルの横展開を進めるために保険者と都道府県のインセ

ンティブを高めることが必要であり、公的保険制度における介護予防の位置づけを

高めるため、介護インセンティブ交付金の抜本的な強化を図る。同時に、介護予防

等に資する取組を評価し、（a）介護予防について、運動など高齢者の心身の活性

化につながる民間サービスも活用し、地域の高齢者が集まり交流する通いの場の拡

大・充実、ポイントの活用といった点について、（b）高齢者就労・活躍促進につ

いて、 高齢者の介護助手への参加人数、ボランティアや介護助手へのポイント付与

といった点について、交付金の配分基準のメリハリを強化する。 

 

③エビデンスに基づく政策の促進 

 上記①や②の改革を進め、疾病・介護予防に資する取組を促進するにあたっては、

エビデンスに基づく評価を取組に反映していくことが重要である。このため、デー

タ等を活用した予防・健康づくりの健康増進効果等を確認するため、エビデンスを

確認・蓄積するための実証事業を行う。 

 その際、統計学的な正確性を確保するため、国が実証事業の対象分野・実証手法

等の基本的な方向性を定めるとともに、その結果を踏まえ、保険者等に対して適切

な予防健康事業の実施を促進する。 

 

④ナッジ理論の活用による個人の行動変容促進 

 健診等の結果や案内の通知が個人の行動変容につながり、受診率向上が図られる

よう、ナッジ理論も活用しつつ、健診データを分かりやすく本人へ提供するため、

全体・平均値との比較や将来予測等の情報の充実を図る。 

 

⑤民間予防・健康サービスの促進について 

総合的な社会保障改革を進める中で、予防健康事業においてウェアラブル機器や

データ等を活用した優れた民間サービスの活用を進め、（a）個人の健康改善、

（ｂ）担い手の増加、（c）成長産業の育成、等に伴う経済社会の活性化を同時に

実現する３方良しの明るい改革を進める。 

 

（企業の健康経営・健康投資の促進） 

企業健保組合の予防・健康づくりの取組を見える化する健康スコアリングレポー

トにより、企業健保組合と企業との協力を促進する。企業の健康投資額の見える化

により、企業の健康経営が資本市場から適切に評価されるようにする。 

 

（ヘルスケアサービスの品質向上） 

ヘルスケアサービスの品質向上に向けたガイドラインを策定する。また、ヘルス

ケアデータの標準化を進める。  
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第４章 人口減少下での地方施策の強化 

１．地域のインフラ維持と競争政策 

 
 

 地域銀行及び乗合バス等の事業者は、地域における基盤的サービスを提供

し、破綻すれば地域に甚大な影響を与える可能性が高い「地域基盤企業」とも

言える存在であり、その維持は国民的課題である。 

他方、これら２分野の事業者は、現在、少子化、人口減少の中で、地域にお

いて、その経営が急速に悪化しており、インフラ機能維持のため、その経営力

強化が喫緊の課題である中、その選択肢として、経営統合や共同経営の実施が

見込まれる。 

 このため、こうした地域基盤企業に限定して、経営統合等に関して、特例的

な措置を講ずることにより、地域社会のコミュニティの維持を図るべきであ

る。その際、経営統合等から生じる消費者・利用者への弊害を防止し、経営統

合等の果実を地域のインフラ維持や経済発展に活用するなどにより、独占禁止

法の究極的な目的である「一般消費者の利益」の確保を達成することが不可欠

であり、公正取引委員会及び主務官庁のいずれの知見も最大限生かされるよ

う、両者の緊密な連携を前提とするものとする。 

 第一に、乗合バスは地域の足であり、高齢者の住民のためにも、その維持が

必要である。地方の不安な現状を訴える声は多い。乗合バス等の事業者につい

て、共同経営等を認め、街の中心部における頻度の高い便数の適正化を図れれ

ば、その収入を調整することにより、低需要の路線を維持することが可能とな

る。これは、地域住民の利便性向上につながる。地域において、関係者による

協議会を設置することを前提にした、新たなスキームを実現する。 

 第二に、地域銀行は、それぞれの地域において、７割から８割の企業のメイ

ンバンクとして、地域経済を支えている。業績が悪化すれば、貸出金が減少す

るなど、悪影響が預金者や借り手に及び、地域における円滑な金融仲介に支障

を及ぼすおそれがある。早期に地域銀行の事業の改善を図るため、経営統合に

より生じる余力に応じて、地方におけるサービス維持への取組を行うことを前

提に、シェアが高くなっても特例的に経営統合が認められるようにする。 

これらの目的のため、特例法を設けることとする。 

 

（１）現状 

①乗合バス 

公共交通が減少し、自家用車依存の生活を強いられることへの不安が特に地方で

顕著になっている（図51）。また、高齢者の免許返納が進む中で、乗合バスを維持

する必要性は増加している。特に、地方部においては、年齢が高くなるにつれて、

乗合バスを利用する比率が顕著に上昇している（図52）。 

他方、乗合バス（一般乗合旅客自動車運送事業）の事業者の３分の２が赤字とな

っているが、特に、地方における一般乗合バス事業者の収支の悪化が顕著になって

いる（図53）。 

要旨 
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図54．地域銀行のメインバンクとしての役割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②地域銀行 

地方銀行・第二地方銀行は、特に地方においては、７割から８割の企業のメイン

バンクとして、地域経済を支えている（図54）。しかし、地域銀行（地方銀行、第

二地方銀行、埼玉りそな銀行）の貸出利鞘（貸出金利回りー資金調達利回り）は低

下し続けており（図55）、経営が悪化している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図51．現居住地の将来的な不安（居住地別） 

図53．乗合バス事業者の収支状況（2017年度） 図52．地方部の移動手段における鉄道・乗合バス 

   の利用割合 （％） 
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他方、銀行はシステム費用等の多額の固定費が発生するため、規模の経済性（ス

ケールメリット）が働きやすい。すなわち、貸出の規模が２倍になっても、システ

ム費用が２倍かかる訳ではない（図56）。このため、経営統合による経費削減余地

が大きく、経営統合は、銀行の持続可能性にプラスの効果があると推測される。 

 

（２）対応の方向性 

①乗合バス（及び乗合バスと競合する地域交通機関） 

街の中心部等においては、複数の乗合バス事業者あるいは乗合バス事業者と競合

する地域交通機関の間で、過剰に頻度の高い運行が行われている。 

これらの事業者間で共同経営等を認めることで、頻度の高い運行について便数の

適正化を図りつつ、運賃プールなどにより収入の調整を行い、低需要地区の路線を

維持することが出来れば、広範囲の住民全体の利便性が確保され、ひいては競争政

策の最終目的である一般消費者の利益確保が図られる。 

乗合バス等については、従来より、地域公共交通活性化再生法に基づき協議会が

設置され、地域公共交通網形成計画の策定と実施が行われてきた。しかしながら、

同協議会の下であっても、具体的な運賃・料金、運行回数、路線等を事業者間で協

議することは独占禁止法に抵触するおそれがあるとされ、計画の策定・実施に障害

があるとの指摘もあった。このため、こうした協議会等の枠組みに基づく、乗合バ

ス事業者の路線、運行間隔、運賃等についての共同経営等の独占禁止法の適用除外

を図り、事業者や地域にとって明確な枠組みを整備する必要がある。具体的には、

（a）中心市街地を運行するバス事業者等の路線、運行間隔、運賃等について共同

経営等を認めることにより、その収入をプールすることで低需要の山間部等の路線

を維持すること、（b）このため、低需要地区の路線のサービス維持を共同経営等

の認可の条件とし、認可後に条件が満たされない場合、共同経営等の認可取消し等

を可能とすること、（c）関係事業者側にとって、これらのルールの予見可能性が

確保されていること、が必要である。 

この際、事業者間で、連携した取組を行うことによって、基盤的な運行サービス

提供がネットワークとして確保されることが可能となる地域を対象とした地域公共

交通活性化再生法に基づく協議会が設置されることを前提にする。 

図55．地域銀行の貸出利鞘の減少 

（注）図は、地方銀行・第二地方銀行・埼玉りそな銀行 

   についてのもの 

    

（注）図は、地方銀行・第二地方銀行・埼玉りそな銀行 

   についてのもの 

    

図56. 地域銀行の営業経費と貸出残高 
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その上で、対象とすべき区域、地域全体の利便性維持・向上の計画、確保すべき

サービス内容の目標を複数の事業者間で設定する。 

計画の対象とする区域は、事業者間で便数の適正化等を図る区域のみならず、そ

れにより運行が確保される山間部等の不採算路線を含んだネットワーク全体の区域

とし、共同経営等の認可要件としては、周辺部の不採算路線を含むネットワーク域

内全体でみて、事業収支が赤字で、共同経営等を行わない場合、周辺部の運行サー

ビス提供が困難になると予測される場合などとする。 

 

②地域銀行 

地域銀行は、地域において重要な役割を担っており、人口減少社会においても、

そのサービスを適切な形で維持する必要がある。 

地域銀行の業績悪化の状態が今後継続すれば、貸出金が減少するなど、悪影響が

広範な預金者や債務者（借り手）に及ぶ。特に、地域金融においては、金融機関が

債務者との信頼関係を構築し、これを基礎に与信判断や経営支援を行っているため、

十分な金融仲介機能が発揮できなくなるおそれがある。 

このため、業績悪化により当該銀行が業務改善を求められており、この状態が継

続すれば、当該地域における円滑な金融仲介に支障を及ぼすおそれがある場合に限

定して、早期の業務改善のために、マーケットシェアが高くなっても、特例的に経

営統合が認められるようにする。 

すなわち、 

（a）経営統合を行おうとする金融機関が金融庁に対して、特例法に基づく独占禁

止法適用除外の申請を行う。申請があった場合、金融庁は、特例法の以下の要

件に該当するかについて確認し、その要件該当性について公正取引委員会に協

議を行う（申請が行われない場合は、通常の独占禁止法に基づき、審査が行われる）。 

（b）申請案件が以下のⅰ）～ⅳ）について主に金融庁、ⅴ）について主に公正取

引委員会が審査を行い、いずれの要件も満たされる場合には、適用除外の認可

を行う。 

ⅰ）人口減少等により、地域において中小企業等の顧客向け貸出・手数料事業に

対する持続的な需要の減少が見込まれる状況にあり、その結果、地銀が将来

にわたって当該地域における当該事業の提供を持続的に行うことが困難とな

るおそれのある地域であること。 

ⅱ）申請者の地銀が継続的に、当該事業からの収益で、当該事業のネットワーク

を持続するための経費等をまかなえないこと。 

ⅲ）経営統合により相当の経営改善や機能維持が認められること。 

ⅳ）上記ⅲ）の結果生じる余力に応じた地域経済への貢献が見込まれること。 

ⅴ）経営統合が（競争を減らしても）利用者（一般消費者）の利益に資すること。 

（c） 金融庁は、ⅰ）～ⅳ）の要件を満たす場合には、公正取引委員会に協議を行

 い、ⅴ）の要件該当性を含めた公正取引委員会の意見を尊重する。 

（d） 認可後に、上記ⅰ）～ⅴ）の要件に適合するものでなくなったと認められる

 ときは、金融庁は地銀に対して是正を命じる。また、公正取引委員会は、金

 融庁に対して措置を講ずることを求めることができる。 

 

③特例法の対象範囲の限定 

特例法の対象範囲については、地域における基盤的サービスの提供を担っており、
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経営統合や共同経営による経営力強化の効果が大きいことが見込まれ、かつ主務官

庁が経営統合や共同経営を実施した後の行動を監視・監督できる分野に限定するこ

とが必要であり、当面、上記２分野に限定する。本施策については、10年間の時限

措置とする。 

また、2020年の通常国会に特例法の法案提出を図る。 

 

④その他 

金融分野については、利用者の利便や地域経済の維持・発展を図る観点から、新

たなテクノロジーを活用した異業種を含む新規参入を促進するための規制改革等の

他の政策手段についても併せて検討する。 

 今後、県域を越えた地域金融の金融行政の在り方については、将来的に、独占禁

止法との関係も含めて、検討を行うこととする。 

 

 

２．地方への人材供給 

 日本全体の生産性を向上させるためにも、地域的にも業種的にもオールジャパン

での職業の選択がより柔軟になることが必要である。 

 特に、疲弊が進む地方には、経営水準を高度化する専門・管理人材を確保する意

義は大きい。一方、人生100年時代を迎える中で、大都市圏の人材を中心に、転職

や兼業・副業の場、定年後の活躍の場を求める動きは今後さらに活発化していく。

これら２つのニーズは相互補完の関係にあり、これらを戦略的にマッチングしてい

くことが、今後の人材活躍や生産性向上の最重点課題の１つである。 

 しかしながら、地方の中小・小規模事業者は、往々にしてどのような人材が不足

しているか、どのような機能を果たして貰うべきかが明確化できておらず、適切な

求人ができないか、獲得した人材を適切に処遇できていないのが現状である。 

 また、結果として地方での人材市場が未成熟なため、人材紹介事業者も、地方で

の事業展開は消極的で、地方への人材流動は限定的である。 

こうした現状に鑑み、①受け手である地域企業の経営戦略や人材要件の明確化を

支援する機能の強化（地域金融機関の関与の促進等）、②大都市圏の人材とのマッ

チング機能の抜本的強化、③大都市圏から地方への人材供給の促進を促す仕組みを

構築し、大都市圏から地方への専門・管理人材の流れを一気に加速させていくこと、

に重点的、集中的に取り組む。 

 

 

３．人口急減地域の活性化 

 人口急減地域においては、農林水産業、商工業等の地域産業の担い手不足が深刻

化し、地域社会・経済の維持に困難が生じていることから、地域づくりを行う人材

の確保とその活躍の推進を図る。 

 

 

４．国家戦略特区 

 健全な競争環境を作る観点から、国家戦略特区制度を基礎に、AIやビッグデータ

などを活用し、世界に先駆けて、未来の生活を先行実現する「丸ごと未来都市」を

目指す「スーパーシティ」構想の実現に向け、住民等の合意を踏まえ域内独自で複
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数の規制改革を同時かつ一体的に進めることのできる法制度の早期実現を図るとと

もに、Society5.0に向けた技術的基盤を早急に整備する。 

 加えて、近未来技術の実証実験の迅速化・円滑化を図るため、地域限定型の規制

のサンドボックス制度の創設に取り組む。 
 

 

５．中小企業・小規模事業者の生産性向上 

 ローカルのグローバル化を進めるなどにより、中小企業・小規模事業者の生産性

を高め、付加価値を増加させ、従業員や家族の消費を支え、地域経済にも貢献する

という好循環を促すことが、我が国全体の成長に不可欠である。 

 

①デジタル実装支援 

  デジタル化による生産性向上の取組が普遍的に広がるよう、ものづくり補助金やＩＴ導入

補助金等による支援を引き続き推進するとともに、創業時等におけるクラウド会計をはじ

めとするデジタル化の普及促進やクラウド・ファンディング等のデジタルツールの活用を採

択時の加点要素とする補助金の範囲の拡大を検討する。また、個社単位のデジタル化の

みならず、データレンディング、補助金交付決定の電子記録債権化によるつなぎ融資サー

ビス、ＥＤＩ関連サービス、支援機関によるデジタル化促進等の普及支援策を検討する。 

 

②経営資源引継ぎの促進 

 事業承継を契機に行う新事業展開を促進するため、現行の事業承継補助金について、

第二創業・ベンチャー型事業承継への支援の拡充・重点化を行う。また、事業引継ぎ支援

データベースや後継者人材バンクを抜本拡充するなど、経営資源引継ぎ型の創業や第三

者承継等を後押しするための取組を進める。 

 

③経営者保証 

 経営者保証が事業承継の阻害要因とならないよう、原則として新旧経営者からの二重

徴求を行わないことを明記した「経営者保証に関するガイドライン」の特則を年内を目途に

策定する。また、中小企業等が経営者保証を不要とするための要件の充足をできるよう、

専門家の確認・支援を受けることができる体制を整備する。さらに、事業承継時に後継者

の経営者保証を不要とする新たな信用保証メニューを創設するとともに、保証料負担を最

大ゼロまで軽減する政策を推進する。 

 

④産業毎のきめ細かな取引関係の適正化 

 親事業者からのコスト低下圧力が原因となって、下請事業者となっている中小企

業が賃金や設備投資の水準を上げられない可能性もあることから、利益や付加価値

の状況、労働や資本への分配状況等を、産業・業種、企業規模ごとの分析等を行っ

た上で、親事業者と下請事業者との格差が特に大きい産業等を中心に、下請Ｇメン

による下請事業者の実態把握等も含めて調査を重点的に行うなど、個別の産業に応

じた取引関係の課題を明らかにし、競争法制や中小企業法制等をフル活用して、き

め細かな改善を図っていく。  
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 る移動が含まれる。 

図53：国土交通省「平成29年度乗合バス事業の収支状況について」（平成30年11月22日）を基に作成。保有車両数30両以上の

 一般乗合バス事業者。補助金を含まない状態での収支を指す。また、兼業事業収支は含まない。大都市は、千葉、武 

 相（東京三多摩地区、埼玉県及び神奈川県）、京浜（東京特別区、三鷹市、武蔵野市、調布市、狛江市、横浜市及び川

 崎市）、東海（愛知県、三重県及び岐阜県）、京阪神（大阪府、京都府（京都市を含む大阪府に隣接する地域）及び兵

 庫県（神戸市及び明石市を含む大阪府に隣接する地域）。 

図54：帝国データバンクが独自に調査・保有している企業概要データベース「COSMOS2」に収録された企業データでメインバ

 ンクと認識している金融機関について抽出・集計したもの。一企業に複数のメインがあるケースでは企業が最上位とし

 て認識している金融機関をメインバンクとして集計。 

図55：金融庁「変革期における金融サービスの向上に向けて～金融行政のこれまでの実践と今後の方針～」（平成30年９月26

 日公表） 

図56：金融庁・金融仲介の改善に向けた検討会議報告書「地域金融の課題と競争のあり方」（平成30年４月11日公表） 
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2019年度 2020年度 2021年度 2022～2025年度2019年度 2020年度 2021年度 2022～2025年度

通常国会予算編成
税制改正要望

秋～年末

第１章 基本的考え方

必要な法制面を含む環境整備を全政府的に早急に進め、国の基本的なインフラ整備・ルール整備
を完了するよう取り組む

今夏 年末

政府・政策の変革

兼業・副業の拡大

多様な働き方の拡大のインフラ整備

兼業・副業の拡大に向けて、労働時間・健康管理について対
応すべく、課題を論点整理

多様な働き方の拡大に対応するため、勤労者皆社会保険の実現を目指して、被用者保険の短
時間労働者等に対する適用拡大を進める
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１．デジタル市場のルール整備

2019年度 2020年度 2021年度 2022～2025年度

通常国会予算編成
税制改正要望

秋～年末

デジタル市場競争本部（仮称）の
設置

個人情報の保護に関する法律の３年ごと見直し
左記見直し結果に基づき、改
正法案の提出を図る

第２章 Society5.0の実現

①デジタル市場の競争状況の評価、②プラットフォームビジネスについてのルール整備、独禁法、個人情報保護などの課題の調査・提言、③デジタル市場の活性化に
向けた提言、④G7 、G20等の国際的枠組みにおけるルール作りへの参画等

データの価値評価を含めた企業結合審査のためのガイドラインand/or法制整備を図る 新たな企業結合審査の実施

デジタル市場に特有に生じる取引慣行等の透明性及び公正性確保（法制及びガイドラインの整備）

法案（デジタル・プラットフォーマー取引透明化法（仮称））の提出を図る

データポータビリティやAPI開放に向けた課題整理 具体的分野ごとにデータポータビリティ・API開放について具体的制度設計の検討

レガシー規制のデジタル市場に則したルール整備

今夏 年末

専門組織の設置

透明性・公正性確保のためのルール整備

個人情報保護法の見直し

データの移転・開放の促進等
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２．フィンテック／金融分野
2019年度 2020年度 2021年度 2022～2025年度

通常国会
予算編成

税制改正要望
秋～年末

機能別・横断的な法制の実現に向けて取り組む

「決済」分野について、①プリペイド・ポストペイを組み合わせたシームレスな支払いや、②銀
行送金以外でも幅広い金額の送金を可能とするため、必要な法案の提出を図る

横断的な金融サービス仲介法制について、本年中を目途に
基本的な考え方を取りまとめる

今夏 年末

１．デジタル市場のルール整備
2019年度 2020年度 2021年度 2022～2025年度

通常国会
予算編成

税制改正要望
秋～年末

「データ・フリー・フロー・ウィズ・トラスト（DFFT）」のコンセプトの下、G20などの機会を活用しつつ、日本が主導権を持って国際的な議論をリード

WTOにおける電子商取引に関するルール交渉について、国際的な合意形成を進める

5G整備計画（2024年度までに全国を10km四方に区切った区画
の50%以上に5G展開の基盤となる基地局を整備）の加速

全都道府県で5Gサービスを開始

G20サミットで「DFFT」
コンセプト合意

今夏 年末

DFFTの実現に向けた国際的な議論とWTOにおけるデータ流通ルールの整備

5G整備

機能別・横断的な法制の実現
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2019年度 2020年度 2021年度 2022～2025年度

通常国会
予算編成

税制改正要望
秋～年末

自家用有償旅客運送の見直し

交通事業者（タクシー事業者等）が自らのノウハウを通じて自家用有償旅客運送に
協力する場合の必要な法案の提出を図る

来訪者も対象とすることを法律において明確化

地域公共交通網形成計画に自家用有償旅客運送の導入を位置づける場合の手続簡素化

交通空白地について、既存の導入事例を調査・分析
一定の目安を示し、判断の枠組みのガイドラインを策定

全国のタクシー事業者を対象に導入タクシーの相乗りについて、地域や要件の限定はかけずに一般的に導入を行うべく、
道路運送法上の通達等の整備を図る

ドローンの有人地帯での目視外飛行

制度設計の基本方針を決定 有人地帯でのドローン有人の目視外
飛行の実現

基本方針に基づいた必要な制度
整備等の推進

３．モビリティ

地域の暮らしの足の
確保安全・安心な交通
サービスの提供
（観光ニーズにも対応）

今夏 年末

法案の円滑な施行

ガイドラインの施行
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2019年度 2020年度 2021年度 2022～2025年度

通常国会
予算編成

税制改正要望 秋～年末

グループ・ガバナンス・システ
ムに関する実務指針の策定

４．コーポレート・ガバナンス

上場子会社のガバナンスについてのルール整備

同指針に基づき、親会社・子会社側の実務への浸透を推進

東京証券取引所のガイ
ドラインにおける独立役
員の要件の見直し等、
上場子会社等の支配株
主からの独立性を高め
るための更なる措置

新たなガイドラインの適用

今夏 年末

５．スマート公共サービス

2019年度 2020年度 2021年度 2022～2025年度

通常国会予算編成
税制改正要望

秋～年末

子育て関連手続をボタン一つで申請できるサービスの実現に向けた検討、ロードマップ策定 一部の地方公共団体でのサービス開始 全国的な展開

年末調整手続の電子化・自動化
マイナポータルを活用したデータ連携による、必要書類の一括取得、
各種申告書への入力・添付の自動化

自治体ポイントのクレジットカードによる購入、QRコードによる決済の導入等のマイキープラットフォーム等の改修

消費平準化対策の具体化、利用環境の整備

自治体ポイントの実施等

将来的な拡張性や互換性も担保したナショナルシステムの基盤としての活用に向けた検討

今夏 年末

個人・法人による手続の自動化

マイナンバーカードを活用した新たな経済政策インフラの構築



－ 6 －

2019年度 2020年度 2021年度 2022～2025年度

通常国会予算編成
税制改正要望

秋～年末

インフラ維持管理業務の高度化・効率化

ICTデータベースシステムの全国導入を加速、橋梁点検等の現場でドローン等の新技術の実装を加速

BIMの取組を国・地方公共団体が発注する建築工事で率先して利用し、民間発注工事へ横展開

PPP/PFI手法の導入加速

成果連動型民間委託契約方式の活用と普及を促進

6．次世代インフラ

ICTデータベースシステムや新技術の実装の取組を行う地方公共団体向けに、地方財政措置による支援を実施（2023年度まで）

今夏 年末

内閣府は、医療・健康、介護、再犯防止分野を重点分野として、2022年度までの具体的なア
クションプランを策定

関係府省は、アクションプランに基づき重点3分野で成果連動型民間委託契約方式を普及促
進、重点3分野以外へ横展開
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2019年度 2020年度 2021年度 2022～2026年度

７．脱炭素社会の実現を目指して

通常国会予算編成
税制改正要望 秋～年末

革新的環境イノベーション戦略を策定する

主要国（G20)研究機関のリーダーを集める国際会合（RD20) の年次開催

TCFDコンソーシアムにおいて、金融機関向けのグリーン投資に関するガイダンスの策定及び
TCFDガイダンスの改訂を行う。また、2019年秋にTCFDサミットを開催し、国際的な情報発信等
を行う

左記の取組等を踏まえ、環境と成長の好循環をリードし、気候変動対策に関する日本企業の国際発信
を促進

パリ協定に基づく長期戦略の策定 パリ協定に基づく長期戦略の取組を推進

再生可能エネルギーの主力電源化に向けて、コスト低減を進めるとともに、系統制約の克服、そのための電力ネットワークの改革を実施
地域間連系線の増強を含め、 電力ネットワークの強靭化や、必要な供給力・調整力の整備を含めた電力投資の確保に向けた仕組みを整える
蓄エネ技術の高性能化、低コスト化や、高度なエネルギーマネジメントの普及による電力ネットワークの次世代化を進める

今夏 年末

パリ協定に基づく長期戦略の策定及びSDGsとESG投資の推進

再生可能エネルギーの大量導入と脱炭素化の実現
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第３章 全世代型社会保障への改革
１．７０歳までの就業機会確保

2019年度 2020年度 2021年度 2022～2025年度

70歳までの就業機会の確保

70歳までの就業機会確保のた
めの仕組みの実現に向け、労
働政策審議会において審議を
行う

円滑な施行を図るとともに、施行後における就業機会確保の実態の進捗を踏まえて、 70歳
までの就業機会確保について義務化のための法改正を検討する

年金受給開始の時期を自分で選択できる範囲の拡大や在職老齢年金制度について、社会保
障審議会での議論（年末を目途）を経て、制度の見直しを行う

通常国会予算編成
税制改正要望

秋～年末

今夏 年末

2019年度 2020年度 2021年度 2022～2025年度

中途採用・経験者採用の拡大等

個々の大企業に対し、中途採
用・経験者採用比率の情報公
開を求めるものとする法制上
の措置について、労働政策審
議会において審議を行う

通常国会予算編成
税制改正要望

秋～年末

今夏 年末

２．中途採用・経験者採用の促進

円滑な施行を図る

多様な選択肢を
明示した上で、70
歳までの就業機
会の確保の努力
規定とする法案の
提出を図る

法案の提出を
図る
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2019年度 2020年度 2021年度 2022～2025年度

３．疾病・介護の予防

通常国会
予算編成

税制改正要望
秋～年末

疾病予防の促進

PDCAサイクルによる効果的な事業展開

健康保険組合の後期高齢者支援金を加減算する制度について、最大±10％に引上げ 評価指標を見直し
PDCAサイクルによる効果的な事
業展開

今夏 年末

生活習慣病の重症化予防等への配点割合を高めたり、予防・健康づくりの成果に応じて配点割合を高め、優れた民間
サービス等の導入を促進するといった形での配分基準のメリハリを強化する

国民健康保険の保険者努力支援制度の抜本的強化に向けて、予算編成過程において検
討し、その結果を来年度予算案に反映し、国会での成立を図る

抜本的強化方策の実施

介護予防の促進

エビデンスを確認・蓄積するための実証について、予算編成過程において検討
結果を踏まえ保険者
等による予防健康事
業の実施の促進

民間予防・健康サービスの促進

介護予防等に対する取組を評価し、介護予防と高齢者就労・活躍促進について、交付金の配分基準のメリハリを強化す
る

引き続き、効果検証・改善を実施

介護インセンティブ交付金の抜本的強化に向けて、予算編成過程において検討し、その結
果を来年度予算案に反映し、国会での成立を図る

抜本的強化方策の実施

実証の実施

・健康スコアリングレポートにより企業健保組合と企業との協力を推進、企業の健康投資額の見える化により健康経営の取組と成果が資本市場から評価される環境を整備
・ヘルスケアサービスの品質向上に向けて、国のガイドラインの普及や業界自主ガイドラインの策定を支援、ヘルスケアデータの標準化を推進

エビデンスを確認・蓄積するための実証について、予算編成過程において検討 実証の実施
結果を踏まえ保険者
等による予防健康事
業の実施の促進
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2019年度 2020年度 2021年度 2022～2025年度

2019年度 2020年度 2021年度 2022～2025年度

2019年度 2020年度 2021年度 2022～2025年度

第４章 人口減少下での地方施策の強化
１．地域のインフラ維持と競争政策

通常国会予算編成
税制改正要望

秋～年末

地域銀行及び乗合バス等の経営統合等について、独占禁
止法の適用を除外するための特例法案の提出を図る

２．地方への人材供給

３．人口急減地域の活性化

地域づくりを行う人材の確保とその活躍の推進を図る

今夏 年末

特例法の施行準備、特例法に基づく経営統合等の審査の実施

通常国会予算編成
税制改正要望

秋～年末

今夏 年末

通常国会予算編成
税制改正要望

秋～年末

今夏 年末

地方への人材供給について、予算編成過程を通じて具体
的なスキームを検討

具体的施策の実施
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５. 中小企業・小規模事業者の生産性向上

2019年度 2020年度 2021年度 2022～2025年度

通常国会予算編成
税制改正要望

秋～年末

今夏 年末

・ものづくり補助金による設備導入やIT導入補助金等によるIT導入を引き続き推進
・中小企業・小規模事業者のデジタル実装に向けた普及支援策の検討
‐創業時等におけるクラウド会計をはじめとするデジタル化の普及促進
‐デジタルツールの活用を採択時の加点要素とする補助金の範囲拡大
‐データレンディング、補助金交付決定の電子記録債権化によるつなぎ融資サービス、

EDI関連サービス、支援機関によるデジタル化促進等

事業承継補助金について、第二創業・ベンチャー型事業承継への支援の拡充・重点化 運用を開始

土地、建物、設備等の経営資源の引継ぎに係る情報を含めて、事業引継ぎ支援データベースを抜本拡充

後継者人材バンクを全国の事業引継ぎ支援センターに拡大

原則として新旧経営者からの二重徴求を行わないこと
を明記した「経営者保証に関するガイドライン」の特則
を策定

周知・運用を開始

・経営者保証を不要とするための要件の充足をできる
よう、専門家の確認・支援を受けることができる体制を
整備
・事業承継時に後継者の経営者保証を不要とする新た
な信用保証メニューを創設

・利益や付加価値の状況、労働や資本への分配状況等を、産業・業種、企業規模ごとに分析
・下請Gメンによる下請事業者の実態把握等、個別の産業に応じた取引関係の課題の明確化

デジタル実装支援

経営資源引継ぎの促進

経営者保証

産業毎のきめ細かな取引関係の適正化

周知・運用を開始



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成長戦略フォローアップ案 
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Ⅰ．Society5.0の実現 

１．デジタル市場のルール整備 

（１）KPIの主な進捗状況 

《KPI》企業価値又は時価総額が 10億ドル以上となる、未上場ベンチ

ャー企業（ユニコーン）又は上場ベンチャー企業を 2023 年ま

でに 20 社創出 

【参考値】 

・未上場ベンチャー企業：２社（JAPAN STARTUP FINANCE REPORT 

2018(2019年２月現在)） 

・上場ベンチャー企業：５社（内閣府調べ（2019年４月現在）） 

《KPI》（新）2020年度末までに全都道府県で 5G サービスを開始する。 

《KPI》業種・事業者を横断するデータ共有を行う事例を 2020年度ま

でに 30 事業創出する。 

⇒25事例（2019年３月） 

 

 

ⅰ）デジタル市場のルール整備 

インターネットにおける新しい石油、デジタル世界における新た

な通貨とも呼ばれるデータに注目が集まっている。デジタル・プラ

ットフォーム企業は、これを巧みに活用し、利用者や事業者に便利

で有益なサービスや世界市場へのアクセスを提供するなど、デジタ

ル時代に欠かすことのできない存在となっている。 

一方で、デジタル・プラットフォーム企業は独占化・寡占化が進

みやすいという特徴を有しており、取引環境の透明化・公正性の確

保に向け、公正かつ自由な競争を促進することが求められている。

デジタル・プラットフォーム企業を巡る取引環境の整備については、

国際的にも取組が進められているところであり、我が国としても、

早急にその立ち位置を示しつつ、デジタル市場のルール整備を図る

とともに、成長の原動力として次世代のデジタル・プラットフォー

ム企業を我が国から育てていく。また、その際には、これまでの旧

態依然とした規制をデジタル時代に合わせた合理的なものとなる

よう、見直しを進めていくことが重要となる。 

 

① デジタル・プラットフォーム企業への対応 

・グローバルで変化の激しいデジタル市場における市場競争の評価等を

行うため、省庁横断的に多様かつ高度な知見を有する専門家で構成さ

れる、国内外のデータ・デジタル市場に関する専門組織 (「デジタル
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市場競争本部」(仮称))を早期に創設する。同組織には、データポータ

ビリティや API開放を始めとするデータ利活用に係る多岐の課題への

対応を通じたイノベーション促進のための権限とともに、グローバル

なデジタル・プラットフォーム企業がせめぎあうデジタル市場を俯

瞰・評価し、競争・イノベーションを促進する観点から、独禁法等の

関係法令に基づく調査結果等の報告を聴取する権限、デジタル市場に

関する基本方針の企画・総合調整の権限、各国の競争当局との協力・

連携の権限を付与する。 

具体的には、所掌事務として、（a）デジタル市場における競争状況の

評価、（b）様々なプラットフォームビジネスについてのルール整備、

独禁法、個人情報保護などの課題の調査・提言、（c）中小企業・ベン

チャーなどを含めたデジタル市場の活性化に向けた提言、（d）G7、G20

等の国際的枠組みにおけるデジタル市場の競争評価に関するルール

づくりへの参画等、とする。 

専門組織は、法学、経済学、情報工学、システム論等の専門家を集め、

事務局については、公正取引委員会事務総局、デジタル関係の政策を

担当する経済産業省、総務省などの知見のある行政官を広く募る。 

デジタル市場競争本部（仮称）は、IT総合戦略本部・サイバーセキュ

リティ戦略本部や各省庁との密接な連携の下、データ駆動社会におけ

る戦略的枠組みを構築していく。 

・デジタル市場においては、企業の市場シェアが小さくても、データの

集積により競争阻害が生じるおそれがあることを踏まえ、企業買収に

よるデータ集積に起因する競争阻害を防止するため、デジタル市場に

おけるデータ集積等を考慮した審査の諸点に係る企業結合審査上の

考え方について整理を行い、当該審査基準を本年中に改正するととも

に、売上を基準とした届出基準の在り方についても本年度内に検討す

る。 

・デジタル・プラットフォーム企業は、中小企業・ベンチャー、フリー

ランス（ギグ・エコノミー）にとって、国際市場を含む市場へのアク

セスの可能性を飛躍的に高める。他方、デジタル・プラットフォーム

企業と利用者間の取引において、(a)契約条件やルールの一方的押し

つけ、(b)サービスの押しつけや過剰なコスト負担、(c)データへのア

クセスの過度な制限等の問題が生じるおそれがある。 

このため、デジタル市場に特有に生じる取引慣行等の透明性および公

正性確保のための法制及びガイドラインの整備を図る。このため、令

和２年の通常国会に法案（「デジタル・プラットフォーマー取引透明化

法」（仮称））の提出を図る。 
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一方で、ルール整備が第４次産業革命のデジタルイノベーションを阻

害することのないよう、当初は comply or explain（従うか、または、

従わない理由を説明する）といった自主性を尊重したルールを検討す

る。 

具体的には、契約条件や取引拒絶事由の明確化・開示、ランキング（商

品検索結果の表示順）の明示、デジタル・プラットフォーム企業が自

身の商品・役務提供を優遇する場合の開示、最恵国待遇条項（取引先

の中で最も有利な取引条件を求めること等）を求める際の開示、ある

いは苦情処理システムの整備義務といった項目について検討を行う。 

・個人情報保護法について、個人が自らのデータの利用の停止を企業等

に対し求めることができる仕組みの導入を含む個人情報の望ましく

ない利用の防止措置や国内外企業への内外無差別の適用策を講じる

一方、活用が必ずしも進んでいない匿名加工情報について、より利活

用が進む仕組みへと見直すことなどを検討し、令和２年の通常国会に

改正法案の提出を図る。 

・デジタル・プラットフォーム企業からいつでもユーザーや利用事業者

が移籍できるデータポータビリティや、オープンに接続されることが

可能な API開放に向けた課題の整理を本年度中に行う。加えて、医療、

金融、クラウドといった個別分野については、上記の課題の整理も踏

まえた上で、分野毎の固有の問題にも十分留意しつつ、検討を進める。 

・現行の独占禁止法の優越的地位の濫用規制をデジタル・プラットフォ

ーム企業による対消費者取引に適用する際の考え方の整理を本夏ま

でに行い、執行可能な体制を整備する。 

・併せて、デジタル資本主義時代に適切に対応し、国際協力の強化や公

正透明な競争環境を実現するため、公正取引委員会の体制の整備・強

化及び基盤整備を図る。 

・また、デジタル・プラットフォーム企業と消費者との関係の透明性及

び公正性を確保する観点から、消費者保護関係法令の適用の考え方の

整理や利用規約の透明性・公正性の確保、海外事業者への域外適用そ

の他の消費者保護に関する規律の在り方について、本年度中に検討を

開始し、その結果を踏まえ必要な措置を講じる。 

・利用者情報の適切な取扱いを確保するため、国外のデジタル・プラッ

トフォーム企業が我が国の利用者を対象に通信サービスを提供する

場合における、電気通信事業法の通信の秘密の保護規定の適用等の在

り方について、次期通常国会での法案提出も視野に、本年中に整理を

行う。 

・国外のデジタル・プラットフォーム企業が我が国の利用者を対象に旅
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行サービスを提供する場合に、海外事業者への旅行業法の域外適用の

在り方について、消費者保護等の観点から本年度中に整理し、実効性

のある方策について結論を得る。 

 

② デジタル時代の規制見直し 

・「Society 5.0」の実現に向けて関係者間での認識共有や合意形成を加

速するため、異なるシステム間の相互運用性や信頼性を確保し、デー

タ連携形式等の標準を定めるための、産業界向けのリファレンスとな

る「アーキテクチャ」について、その設計・検討等を行う体制を本年

度中に構築する。同体制を中核として SIPによる各省横断的な取組や

各省の取組と連携し、モビリティ、ドローン、プラント保安等の分野

を対象に「アーキテクチャ」の設計を本年度から開始する。 

・データ連携によりサイバー空間とフィジカル空間が高度に融合する中、

AI、IoT、ビッグデータ（常時監視データ）等のデジタル技術を活用す

ることで、既存規制が担保している安全などの法益を損なうことなく、

共同規制等多様な手法で企業の合理的対応を促進する規制改革につ

いて、未来投資会議や規制改革推進会議が連携しつつ、政府横断的な

検討を開始する。この際、デジタル時代に適した規制を実現する観点

から、「アーキテクチャ」を活用した検討を行い、与信等に関する消費

者保護や安全確保等の分野において、本年度内にデジタル技術やデー

タを活用した規制の見直しを検討する。 

・産業保安・製品安全に関する主要な法令手続のシステム化を進めると

ともに、そのデータを活用しつつ、来年度から安全性向上に効果的な

情報・取組の抽出・横展開や事故の未然防止等への AI活用を実証し、

データに基づく効率的な規制の実現に向けて検討を行う。 

 

ⅱ）データ流通の促進 

Society5.0が目指す、サイバー空間とフィジカル空間の高度な連携

による更なる経済発展、社会課題の解決の実現に向けては、これまで

以上にデータを活用した取組を推進する必要がある。そのため、早期

に国際・国内でのデータ流通における基本的な考え方を確立し、安心・

安全なデータ流通・利活用を促進する。 

また、グローバルな競争に打ち勝つための企業のデジタルトランス

フォーメーションの促進や 5G 時代における社会全体を支える世界最

先端のインフラの確保を強力に進めていく必要がある。さらに、サイ

バー、フィジカルの両空間におけるセキュリティ水準の更なる向上を

図り、安心・安全なデータ駆動型社会を実現する。 
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① データ流通における基本的考え方の確立 

ア）国際的なデータ流通 

・プライバシーやセキュリティ・知的財産権に関する信頼を確保しなが

ら、ビジネスや社会課題の解決に有益なデータが国境を意識すること

なく自由に行き来する、国際的に自由なデータ流通の促進を目指す必

要がある。そのため、「データ・フリー・フロー・ウィズ・トラスト

（DFFT）」のコンセプトの下、G20などの機会を活用しつつ、日本が主

導権を持って国際的な議論をリードしていく。 

 また、データの自由な流通を含む、WTO における電子商取引に関する

ルール交渉について、可能な限り多くの加盟国とともにハイレベルな

ルール形成に向け、国際的な合意形成を進める。 

・日 EU 間の相互の個人データ移転枠組みや、APEC の越境プライバシー

ルール（CBPR）を推進してきた立場から、国際的な個人情報の流通を

安全かつ円滑なものとすべく、各国間の個人情報保護ルールの相互運

用性を高めるため、国際会議や二国間の枠組みを活用して、国や企業

単位での枠組みや国際的な基準に係る議論を主導する。 

 

イ）パーソナルデータの円滑な流通 

・個人情報保護法について、個人が自らのデータの利用の停止を企業等

に対し求めることができる仕組みの導入を含む個人情報の望ましく

ない利用の防止措置や国内外企業への内外無差別の適用策を講じる

一方、活用が必ずしも進んでいない匿名加工情報について、より利活

用が進む仕組みへと見直すことなどを検討し、令和２年の通常国会に

改正法案の提出を図る。 

・パーソナルデータの円滑な流通の実現に向け、データ流通市場におけ

る各プレーヤ（データ保有者・個人・データ活用者等）が実装すべき

機能等のアーキテクチャを実証実験等を通じてとりまとめる。特に、

パーソナルデータの第三者提供を行う「情報銀行」について、その多

様化を見据えた認定ルールの見直しを本年夏を目途に行い、これに基

づく認定を加速させるとともに、情報銀行間の連携を実現するプラッ

トフォームの構築やデータフォーマットの標準化等に関する検討を

行い、本年度内に取りまとめる。 

・通信と放送の更なる融合が進む中で、放送分野において、視聴履歴等

の放送データを活用した新たなサービス・ビジネスの創出・展開を促

進するため、放送データ活用の事例（プラクティス）の集積、第三者

提供等に関するルール整備を来年度までに進める。 
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ウ）データ連携・流通による新たな事業創出 

・リアルデータを活用した付加価値創出と社会課題解決を目指す

「Connected Industries」の実現に向け、生産性向上特別措置法に基

づく特定革新的データ産業活用の認定を進めながら協調領域におけ

る産業データの共有・連携事例の拡大を図るとともに、重点５分野

（「自動走行・モビリティサービス」、「ものづくり・ロボティクス」、

「バイオ・素材」、「プラント・インフラ保安」、「スマートライフ」）を

中心に来年度からの本格運用を見据え、本年度から、データを共有す

るための標準やアーキテクチャ、プラットフォームの整備及び、当該

共用データを基にサービス創出を行う AIシステムの開発を支援する。 

・Society5.0 時代における地域力の強化に向けて、健康づくり、教育、

農業、防災等の生活に身近な分野において、地域課題の解決を目指す

地方公共団体に対して、地域 IoTの実装計画策定や導入効果が確立さ

れたモデルの実装事業の支援、都市 OS の構築等の関係府省庁と連携

した分野横断的なデータ利活用型の街づくりの推進等を実施。来年度

末までに 800の地方公共団体において、IoTを活用した取組を創出。 

・高齢者・障害者の ICT 利活用を促進するため、ICT 機器・サービスに

ついて、障害当事者参加による開発を促進する障害関連データの共有

プラットフォームの構築やアクセシビリティ確保に関する自己診断・

開示スキームの導入を早期に実現するとともに、併せてデジタル活用

支援員について、支援員の活動の具体的な内容や支援員へのサポート

のあり方（国、自治体、NPO 団体等の役割分担など）等の仕組みの整

備に取り組む。 

・データ社会の到来により増加した膨大な量の情報を効率的に活用する

ため、革新的 AI チップに係るコンピューティング技術を令和４年度

目途で、新原理により高速化と低消費電力化を両立する次世代コンピ

ューティング技術（量子コンピュータ、脳型コンピュータ等）等の技

術開発を令和９年度目途で確立するとともに、その社会実装に向けて、

AI チップ上で動作するソフトウェア開発に係るコンテストの実施を

通じた若手人材の育成や、次世代コンピューティング技術のユースケ

ースの開拓に取り組む。 

 

（シェアリングエコノミーの推進） 

・シェアリングエコノミーについて、消費者等の安全を守りつつ、イノ

ベーションと新ビジネス創出を促進する観点から、その普及促進を図

る。 
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・シェアリングエコノミーの更なる安全性・信頼性の向上に向け、一定

以上のスキルを習得したシェアワーカーを認証する仕組みについて、

業界団体と連携して検討を行い、本年度中に制度の具体化を図り、来

年度から実施する。 

・改定したモデルガイドラインやシェアワーカーの認証制度、地域課題

の解決に向けた自治体等によるモデル的取組等も踏まえ、共助と価値

共創を強みとした日本発のシェアリングエコノミーモデルを構築し、

官民一体となった社会実装を推進する。また、ISO における国際的な

ルールづくりの場において我が国が主導し、市場創出を念頭に置きな

がら国際標準化を進める。 

 

（オープンデータの普及・促進） 

・民間ニーズに即したオープンデータ公開を加速するため、官民ラウン

ドテーブルにより「健康・医療・介護・子育て」や「教育」などの分

野についてオープン化を重点的に進めるとともに、各府省庁の取組に

ついてフォローアップを行い、具体的なデータの公開を促進する。さ

らに、各府省庁自らオープンデータ官民ラウンドテーブルの開催を主

体的に行うことで、更なるデータ公開を促す。 

・来年度までに地域課題解決や経済活性化等に資するよう地方公共団体

のオープンデータ取組率 100％を達成するため、必要な知見・技術を

習得できる研修を本年度中に 40 回程度実施するとともに、推奨デー

タセットの拡大を図っていく。 

・オープンデータの一元的な提供により、データを活用した社会課題の

解決等に資するため、令和４年度早期に政府のデータカタログサイト

DATA.GO.JPと e-Gov（電子政府の総合窓口）との統合を実現する。 

 

（コンテンツの円滑な流通） 

・ブロックチェーン技術等を活用したコンテンツの流通について本年度

実証を行いその結果を踏まえて、新たなビジネスの創出や著作物に関

する権利処理及び利益分配のあり方の検討を行い、来年度中に取りま

とめる。また、放送コンテンツのインターネット同時配信等の普及・

展開を推進するため、音楽分野における権利情報データベースやブロ

ックチェーン技術等を活用した権利処理の円滑化・効率化のための仕

組みを令和３年度までに整備する。 

・ローカル局を含む全国 50以上の放送局、製作会社等が、多様で良質な

コンテンツを効率的・安定的にネットで配信し、さらにデータの活用

等により個人の属性に応じたコンテンツを手軽に視聴できる環境や
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新たなサービスの創出等を可能とするコンテンツ・プラットフォーム

について、令和３年度までの実現を促す。 

 

② 流通・活用環境の整備 

ア）攻めのシステム改革 

・企業における DX（デジタル・トランスフォーメーション）やデジタル

ガバナンスの状況を客観的に評価するための基準（「デジタルガバナ

ンス・コード」）の策定や、当該評価結果に基づき格付を行う「DX 格

付制度」創設等について、法律上の措置も含めて検討を行い、本年度

中に結論を得て、順次制度化を図る。また、DXを円滑に進めるため IT

ベンダー事業者とユーザー事業者の円滑な協力関係の下でシステム

開発を進められるよう、両者間の望ましい契約の在り方を整理し契約

モデルを本年度中に策定する。 

・社会インフラにおけるデータ利活用やレガシーシステムの刷新コスト

の低減、業務コスト効率化のため、組込みソフトウェア分野を含め、

非競争領域における共通システム化を促進する。具体的には、上水道

事業における業務管理やデータ流通のための共通プラットフォーム

について、本年度中にシステム構築を行い、来年度から運用を行う。

また、得られた成果について他の社会インフラへの展開を検討する。 

 

イ）ネットワークの更なる強化と高度化の推進 

・Society5.0 の実現に向けて、通信事業者等による 5G 基地局や光ファ

イバなどの情報通信インフラの全国的な整備に必要な支援を実施し、

令和６年度末までの 5G 整備計画を加速するとともに、ケーブルテレ

ビネットワークの光化を推進する。また、新幹線トンネルにおける携

帯電話の通じない区間について、来年までの解消を目指すとともに、

在来線については、令和４年度までに輸送量の 90％以上を占める路線

区間のトンネルについて携帯電話を利用できる環境の整備を促進す

る方策について、民間事業者の経営状況等も踏まえて検討を行い、本

年夏までに結論を得る。 

・今後の電波利用ニーズの拡大への対応として、Beyond 5Gの要素技術

やその円滑かつ迅速な導入に必要となる実世界の電波伝搬を模擬的

に再現する試験環境、HAPS（High-Altitude Platform Station）を用

いた通信システム等に関する研究開発を推進するとともに、既存シス

テムとのダイナミックな周波数共用を可能とするシステムの構築を

来年度末までに行う。 

・自動車組立工場や立体自動倉庫等の製造現場における生産性向上を目
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的とした無線通信の円滑な導入を推進するため、工場内の無線通信を

最適制御する技術等を来年度までに、工場内の無線通信を高信頼化す

る技術等を令和３年までに確立するとともに、各技術の国際標準化を

実現する。 

 

ウ）新たな技術によるユースケースの確立 

・5Gに関し、来年度末までに全都道府県でサービスを開始する等、全国

展開を着実に推進するとともに、5G等の ICTによる地域の課題解決に

係る技術や制度の検証を行うための実証実験を、関係府省や地方公共

団体、地域の住民・団体等と連携して、実施する。また、地域に密着

した課題解決を行うローカル 5G に必要な制度整備を本年秋から一部

先行し、来年までに行う。 

・通信技術との連携等による 4K・8K 放送の高度化や高度映像配信サー

ビスの全国的な普及を図るため、令和３年度までに技術的課題の検証

や技術仕様の策定等を行い、4K・8Kの一層の普及と新サービス創出を

図る。また、4K・8Kを放送・映像配信に加えて、令和３年度までに 8K

技術を活用した内視鏡の遠隔医療での活用を可能とするシステムを

開発する等、医療をはじめとする幅広い分野で利用することで、産業

横断的な基盤としての確立を図る。 

 

エ）ICTを活用した災害対応 

・トラヒックの混雑緩和と都市部での大規模災害発生時のリスク回避を

図るため、関係事業者の協力を得て、トラヒックの実態を収集･把握し、

客観的なデータを公開するとともに、電気通信事業者やコンテンツ事

業者等、幅広い関係者による協議会を本年内に設立し、地域 IX1や CDN2

等の活用による地域分散型のネットワーク構成への移行を進める。 

・本年度中に公的機関により多言語翻訳クラウドを活用可能とするため、

多言語翻訳クラウドの導入にあたってのセキュリティ・プライバシー

に関するガイドライン策定等の環境整備を行い、訪日外国人や新たな

外国人材に対する避難情報などの多言語での効率的な提供を実現す

る。 

・Ｌアラートによる災害関係情報の円滑な伝達や一層の利用拡大を図る

ため、来年度中に、Ｌアラートが配信する情報の確認・補正を行うた

めの体制を構築し、Ｌアラート情報の迅速性・正確性の向上を進展さ

                                      
1 IX（Internet eXchange）：インターネットにおけるトラヒックの交換拠点 
2 CDN（Content Delivery Network）:ユーザーに効率よくコンテンツを配信するための分散

型情報配信システム 
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せる。 

 

③ サイバーセキュリティの確保 

・平成 30年以降３年間の基本計画である「サイバーセキュリティ戦略」

を踏まえた、新たな年次計画に基づく取組を、サイバー攻撃に係る被

害の実態も把握しつつ、着実に推進する。その上で、2020年東京オリ

ンピック・パラリンピック競技大会とその後を見据えたサイバーセキ

ュリティの確保に向け、新たな技術の導入・活用等による政府機関等

における予防・検知等の連携高度化や、従来の枠を超えた情報共有体

制の構築、サプライチェーンリスクに対応するための技術検証体制の

整備、研究・技術開発の推進、対処態勢の整備、経営層の意識改革、

人材の確保・育成、脆弱な IoT機器への積極的対策等を推進する。 

・日本発のセキュリティ製品のマーケットインや日本における検証ビジ

ネスの活性化に向け、セキュリティの製品の性能評価や信頼性評価、

ホワイトハッカーによる実攻撃検証を包括的に行う枠組みである

「Proven in Japan」の実現に向け、本年度から評価の仕組の確立や

ガイドラインの整備、検証基盤の構築を進める。 

・サプライチェーンリスクに対応するため、令和４年度までを目途に 5G

を含むシステム等に組み込まれた不正な機能や脆弱性を効率的に検

出する技術開発・検証を進め、その成果を踏まえた対応策の重要イン

フラ事業者等への浸透を図るとともに、データの管理・処理を担う半

導体を中心に、信頼が確保されたサプライチェーンから調達できる環

境を整備する。 

・Society5.0時代の社会全体のセキュリティ、信頼性確保に向け、個社

ごとのセキュリティ対策ではなく、取引先等を含めたサプライチェー

ン全体として直面するリスク源や対応の方針等を整理した枠組であ

る「サイバー・フィジカル・セキュリティ対策フレームワーク」の実

装・具体化を進めるため、スマートホーム分野をはじめとした、各産

業分野の産業構造や商慣行などの特性を踏まえた産業分野別のガイ

ドラインを、本年度から順次策定する。 

 また、分野横断的な対応が求められる、データや IoT機器等のセキュ

リティ対策、ソフトウェアの管理策等について考え方を整理すべく、

本年度検討を行い、来年度までにガイドライン等の整備を進める。 

・来年度中を目途に中小企業が利用可能な簡易で安価なサイバーセキュ

リティ保険や付随サービス等が創出されることを目指し、本年度から

全国各地域において中小企業のセキュリティに関する相談窓口や相
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談後の対応等の支援を行う仕組について実証を行う。 

・サイバー空間での自由で安心・安全なデータ流通を支える基盤として、

データの改ざんや送信元のなりすまし等を防止する仕組み（トラスト

サービス）の在り方について、国際的な相互運用性の観点も踏まえ、

本年中を目途に結論を得て、速やかに制度化を目指す。 
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２．フィンテック／金融分野 

（１）KPIの主な進捗状況 

《KPI》2020 年６月までに、80 行程度以上の銀行におけるオープン

API の導入を目指す。 

⇒本年３月時点において、全邦銀（除く外国銀行支店）138行の

うち、130 行がオープン API の導入を表明。130 行中 124 行が

2020年６月までの導入を表明。 

《KPI》2025年６月までに、キャッシュレス決済比率を倍増し、４割

程度とすることを目指す。 

⇒2018年：24.1％ 

※分子は 2018 年のクレジットカード、デビットカード及び電子

マネーによる決済額の合計。分母は 2018 年の民間最終消費支

出（名目値、２次速報値）。 

 

（２）新たに講ずべき具体的施策 

ⅰ）イノベーションの進展を踏まえた法制度の見直し 

・現在の業態ごとの関連法制を改め、同一の機能・リスクには同一のル

ールを適用する機能別・横断的な法制の実現に向けて取り組む。特に、

現行法の業態別の縦割り構造が、事業者のビジネスモデルやサービス

の自由な選択への弊害となっているとの指摘のある「決済」分野につ

いて横断化・柔構造化を図り、これにより、柔軟で利便性の高いキャ

ッシュレスペイメント手段を実現するため、2020年の通常国会に必要

な法案の提出を図る。 

・また、スマートフォン等を活用した、個々の利用者のニーズに即した

利便性の高いワンストップのチャネルの提供を可能とする横断的な

金融サービス仲介法制の実現に向けた検討を進め、本年中を目途に基

本的な考え方を取りまとめる。 

・民間事業者による革新的な本人確認の実装支援や、クレジットカード

事業者を含む他の特定事業者との間での本人確認の活用について検

討し、本人確認の高度化・迅速化を推進する。 

・暗号資産（仮想通貨）交換業者を巡る課題や暗号資産を用いた新たな

取引の登場等に対応し、資金決済に関する法律や金融商品取引法等の

一部改正法を着実に施行し、利用者保護を確保するとともに、ルール

の明確化など必要な環境整備を推進する。 

 

ⅱ）キャッシュレス社会の実現に向けた取組の加速 

・令和元年 10 月から実施するキャッシュレス・消費者還元事業におい
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て、端末導入補助や手数料の引下げ措置等の支援を行うことにより、

中小・小規模事業者がキャッシュレス決済を導入しやすい環境を整え

るとともに、中小・小規模事業者の店舗でキャッシュレス決済を行っ

た消費者へのポイント還元に対する支援を行い、消費者がキャッシュ

レス決済の利便性を実感するきっかけを創出する。 

・産官学の関係者が一堂に会するキャッシュレス推進協議会において、

平成 31年３月に公表された統一 QRコード決済のガイドラインに基づ

き、実用化に向けた事業者対応を図る。また、キャッシュレス・消費

者還元事業も活用し、商店街や地域毎に面的にキャッシュレス決済を

導入する取組を支援するなど、地域全体でのキャッシュレス決済を推

進する。 

 

ⅲ）FinTechの実用化等イノベーションの推進 

・オープン APIを提供する銀行の数や銀行と電子決済等代行業者との間

の接続状況・接続条件等をフォローアップし必要に応じて公表すると

ともに、API を利活用したサービスの好事例の共有等を行う。また、

API の接続条件については、民間企業間の契約であることを踏まえつ

つ、銀行及び FinTech企業の双方が Win-Winの関係になるよう促しつ

つ、API連携を推進する。 

・銀行に加え、証券会社、保険会社などについても FinTechをいかしや

すい電子的な手段による情報提供・連携を推進することにより、国民

がより合理的な選択のもとで資産管理・運用等の経済活動や資産形成

を行えるよう積極的に取り組む。 

・金融分野におけるブロックチェーン技術の実用化に向けた取組の一環

として、貿易金融における手続に関し、実証実験の結果を踏まえ、ブ

ロックチェーン技術を活用した電子化に係る課題を整理するととも

に、その解決方策を検討する。 

・全国銀行協会の研究会にて、マネロン・テロ資金供与リスク管理シス

テム等の共有化や顧客管理における公的機関の提供する情報の活用

について検討を進めるなど、官民が連携して効果的・効率的に規制・

監督に係る対応を行えるようにする取組（RegTech 等）を推進する。

また、市場における不公正取引が疑われる事案の抽出等のために AIを

活用する市場監視システムの整備を進める。 

 

ⅳ）金・商流連携等に向けたインフラの整備 

・令和２年までの送金電文の全面的 XML化を着実に実現するため、全国

銀行協会や商工会議所等の金融界・産業界、関係省庁が連携して、周
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知活動や全銀 EDIシステムの活用の好事例の共有等の取組を推進する。 

・手形・小切手機能の電子化に関し、金融界・産業界・関係省庁が連携

して、全面的な電子化を視野に入れつつ、５年間で全国手形交換枚数

の約６割が電子的な方法に移行することを中間的な目標として、多様

な利用者に配慮しながら、社会全体として生産性が向上するよう取組

を進める。 

・税・公金のキャッシュレス化等について、以下の取組を行う。 

－地方税の電子化の推進について、本年 10 月から地方法人二税等を対

象に地方税共通納税システムを運用開始するとともに、地方団体の理

解を得ながら進めることに留意しつつ、納税者からの要望が多い税目

への拡大を含めた、システムの更なる活用に関して、本年度中にその

課題、対応策等を検討し、実施に向けた道筋を得る。 

－税・公金収納・支払に関し、金融機関、関係府省庁、地方公共団体な

どの関係者が連携した税・公金収納・支払の効率化等に関する勉強会

において、これまでに抽出した IT による利便性の向上・効率化に向

けた課題の解決方策等について、本年度中に、検討を進め、今後の道

筋を得る。 

・賃金支払について、給与受取側のニーズやキャッシュレス社会実現に

向けた要請を踏まえ、賃金の確実な支払等の労働者保護が図られるよ

う、資金移動業者が破綻した場合に十分な額が早期に労働者に支払わ

れる保険等の制度の設計が具体化されることを前提に、資金移動業者

の口座への賃金の支払を可能とすることについて、労使団体と協議の

上、今年度、できるだけ早期に制度化を図る。その際、併せて、マネ

ーローンダリング等についてリスクに応じたモニタリングを行う。 

・取引データを活用した短期・小口融資等のデータレンディングによる

中小企業・小規模事業者への融資を促進するために、関連する信用保

証制度の運用手法について検討し、本年度内に結論を得る。 

 

  



15 
 

３．モビリティ 

（１）KPIの主な進捗状況 

《KPI》来年目途に、公道での地域限定型の無人自動運転移動サービ

スが開始 

《KPI》2030 年までに、地域限定型の無人自動運転移動サービスが全

国 100か所以上で展開 

《KPI》2020年に、自動ブレーキが、国内販売新車乗用車の 90％以上

に搭載 

   ⇒国内販売新車乗用車の装着率：77.8％（2017年） 

《KPI》2020 年に、安全運転支援装置・システムが、国内車両（スト

ックベース）の 20％に搭載、世界市場の３割獲得 

   ⇒国内車両の装着率：14.1％（2017年） 

    世界市場獲得率の代替率：16.2％（2016年） 

《KPI》2030 年に、安全運転支援装置・システムが、国内販売新車に

全車標準装備、ストックベースでもほぼ全車に普及 

   ⇒国内販売新車の装着率：68.7％（2017年） 

    国内車両の装着率：14.1％（2017年） 

  

（２）新たに講ずべき具体的施策 

少子高齢化の中で、地方における移動の確保、都市部での渋滞削減

は社会的課題であり、特に高齢者の移動の確保は喫緊の課題となって

いる。また、インバウンドによる個人観光客が増加する中、住民のみ

ならず、観光客のスムーズな移動を確保していくことも課題である。

人流のみならず、物流についてもドライバー不足という課題に直面し

ている。 

こうした中、世界では、データにより様々な交通機関を瞬時に結び

つけるとともに限られた交通機関を最適に活用することが可能な、ス

マートフォンで簡単に手配・決済できる新たなモビリティサービス

(MaaS:Mobility As A Service)が出現しつつある。これに進展著しい

自動走行技術や多種多様な新たなモビリティが組み込まれて高度化

することで、前述の社会課題を解決していくことが期待されている。

こうした動きは、中期的には、都市空間の在り方をも変え、都市自体

が高度にサービス化するスマートシティへとつながっていく。 

我が国としては、こうした新たな移動サービスを通じた社会的課題

の解決のため、必要な制度改革、データ連携の実現、自動運転も含め

た様々なモビリティの実現等を推進する。 

また、昨今の高齢者による交通事故を踏まえ、安全対策を推進する。 
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ⅰ）日本版 MaaS の推進 

・ 地域での高齢者等の移動を確保するため、いわゆる交通空白地域にお

いて、地域の合意の下、市町村等が運送主体となって道路運送法上認

められている自家用有償旅客運送について、使いやすくする観点から、

以下の見直しを図る。 

－交通事業者（タクシー事業者等）が自らのノウハウを通じて自家用

有償旅客運送に協力する、具体的には、交通事業者が委託を受ける、

交通事業者が実施主体に参画する場合の法制を整備する。この場合、

事業者が参画する前提のため、地域における合意形成手続きを容易

化する。これにより、安全・安心な輸送サービスの提供を促進する

とともに、実施主体の負担を軽減する。必要な法案について、令和

２年の通常国会に提出を図る。 

－インバウンド誘致は、地域活性化において欠かすことが出来ない重

要な観点である。自家用有償旅客運送においても、観光ニーズに対

応することが必要である。このため、バス、タクシーと同様、観光

客にも対応するため、地域住民だけではなく来訪者も対象とするこ

とを法律において明確化する。 

－現状では、自家用有償旅客運送の対象地域の考え方は様々である。

このため、地方公共団体が、制度導入を検討する際の基準となる考

え方を具体化する必要がある。生活実態を踏まえて、地域における

合意形成を容易化するため、既存の導入事例を調査・分析し、一定

の目安を示し、判断の枠組みについてガイドラインを策定する。 

－地域公共交通網形成計画(地域公共交通活性化再生法に基づき、都

道府県や市町村が単独又は複数で作成)に自家用有償旅客運送の導

入を位置づけた場合は、手続きを簡素化する。 

・ 限られた交通機関で可能な限り多くの人が低廉に移動することを可

能とするため、タクシーの相乗りについて、地域や要件の限定はかけ

ずに一般的に導入を行う。具体的には、道路運送法上の通達等の整備

を本年度中に図る。 

・柔軟な料金制度の実現に向け、タクシーの事前確定運賃を本年度内に

可能とする。加えて、潜在需要を掘り起こすサブスクリプション(定額

制サービス)やダイナミックプライシング(料金変動制)に向け、定額

タクシー運賃やタクシーの迎車料金について検討していく。 

・ 地域交通について、多様な主体が連携・協働し、AI等新技術・サービ

スの進展も踏まえた地域の取組を促進するための計画・支援制度等の

あり方の検討を行い、次期通常国会を目指し、地域公共交通活性化再
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生法などの見直しを検討する。 

・ 地域の様々な交通機関をスマートフォン等で連携させ、効率よくスム

ーズな移動を実現する新たなモビリティサービスを実現するため、協

調領域におけるオープン化すべきデータの整理やシステム連携可能

な APIなどに関し、官民の検討会において、本年度内にガイドライン

を策定する。同時に、交通事業者や様々なサービス事業者とのデータ

連携を容易にする共通データプラットフォームの実現に向けた検討

を進める。 

・ 公共交通分野におけるオープンデータ化を推進するため、屋内でのナ

ビゲーション等への活用を視野に入れ、本年度中に、新たに民間事業

者による主要駅での Wi-Fiアクセスポイントの位置情報等をオープン

データ化する取組の促進を図る。 

・地方の観光地までの移動を一つのサービスとして捉え、スマートフォ

ンを活用して鉄道やバスなどを一体的に検索・予約・決済できるサー

ビスを提供する MaaSについて、多言語対応やサブスクリプション（定

額制サービス）の導入など、外国人目線での実装を推進するとともに、

観光施設におけるインターネット予約・決済対応の促進を図り、交通

サービスと一体で提供する観光型 MaaSの実現を図る。 

・国土交通省・経済産業省が連携し、新たなモビリティサービスの導入

に意欲的に取り組む地域に対する総合的な支援（スマートモビリティ

チャレンジ）を本年度から開始する。国土交通省では、さらに、新型

輸送サービスの導入を含む地域特性ごとのモデルづくりや障害とな

る課題を解決するためのルール整備などを行う。これらを通じ、新た

なモビリティサービスについて全国的に取組を拡大する。 

・来年度までにすべての都道府県で相互利用可能な交通系 IC カードの

導入に取り組みつつ、クラウドや QR コードによる乗車確認など地方

の交通事業者にとり低コストで導入可能なキャッシュレス化の取組

を支援する。 

・事業者による、様々な交通サービスを柔軟な料金で包括的に提供する

などの MaaS のサービスの取組について支援し、必要に応じて制度・

運用の緩和、更には必要な環境整備のための新たな仕組み作りを視野

に入れて取り組む。 

・バスタ新宿や品川、神戸三宮等をはじめとする集約交通ターミナル｢バ

スタプロジェクト｣を全国で戦略的に展開する。その際、MaaS 等の新

たなモビリティサービスにも対応可能な施設とするとともに、整備・

運営管理に関して民間の技術や活力を最大限に活用するための制度

等について、有識者委員会で検討し本年度中にとりまとめる。 
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・新たなモビリティの活用も含めて道路空間を車中心から人中心への空

間へと再構築するため、本年度中に法令等の改正の必要性について検

討するとともに、ロードマップを作成する。 

 

ⅱ）自動運転の社会実装に向けた取組の加速 

・来年度目途での無人自動運転移動サービスの実現に向け、令和元年

度は国の公道実証実験を可能性が高い地域に重点化し、長期での実

証を図るとともに、自動運転も組み込んだ地域交通再生の取組も支

援する。 

・自動運転の基盤となる高精度三次元地図について、高速道路の地図

化の完了を受け、重点地域に絞り、一般道路での地図化を開始する

とともに、北米との連携を図りつつ、国際標準化を進める。 

・自動運転整備大綱に基づく制度整備を着実に推進するとともに、レ

ベル 4に向けた制度整備の検討を開始する。 

・トラックの隊列走行について、後続車有人隊列走行の市場投入へ向

けた開発及びデータ検証等を進めつつ、後続車無人隊列走行の実現

に向け、来年度内に後続車無人隊列走行の高速道路上での実証を実

施する。併せて、高速道路でのトラック隊列走行の実現も見据え、

新東名・新名神高速道路の６車線化により、三大都市圏をつなぐダ

ブルネットワークの安定性・効率性を更に向上させるとともに、休

憩スペースや連結解除拠点の設置など、新東名を中心に高速道路イ

ンフラの活用策について検討する。 

・自動車産業の国際競争力強化のため、国連自動車基準調和世界フォ

ーラム（WP29）の場において、我が国の技術をベースとした自動運

転技術の国際基準の策定に向け、日本が議論を主導する。 

・2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を最先端技術の

発信の好機とすべく、信号情報や高速道路における分合流部支援情

報を車両に送信する道路交通インフラの整備等を実施し、本年 10月

から、東京臨海地域において、民間事業者等による最先端の自動運

転技術の実証を開始する。 

・自動運転車のための専用の空間、道路に敷設する電磁誘導線などの

路車連携技術など、自動運転に必要となるインフラについて、道路

法上の位置づけ、整備や管理の在り方などを検討し、今年度内にと

りまとめる。 

・航空需要の拡大や担い手不足に対応するため、来年までの省力化技

術の実装に向け、空港の制限区域内において実証を始めている自動

運転車両の対象を大幅に拡大するとともに、充電・位置推定等に必
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要な設備の設置や、空港内における業務指針について必要な改定を

行う。 

・将来的な人材不足に対応し、特に経営の厳しい地方鉄道のコスト削

減等を図るため、踏切がある等の一般的な鉄道路線への自動運転や

準天頂衛星を用いた精度の高い位置検知システムなどの生産性向

上に資する新技術の導入に向けた検討を行い、本年度内にとりまと

める。 

 

ⅲ）陸海空の様々なモビリティの推進、物流改革 

① 空における次世代モビリティ・システムの構築 

・ 小型無人機（ドローン）について、令和４年度を目途に有人地帯での

目視外飛行による荷物配送等のサービスを可能にするため、福島ロボ

ットテストフィールドを活用した運航管理システムや衝突回避の技

術開発等を進めるとともに、認証制度等の機体の安全性確保制度や、

操縦者・運航管理者の技能確保制度、複数のドローンの運航管理制度、

機体・所有者情報等の登録制度、被害者救済のあり方等を含む制度設

計の基本方針を本年度中に決定する。 

・ 令和３年度を目途に、有人地帯での目視外飛行を可能とするための社

会実装可能なドローン技術を確立する。さらに、上記制度設計の基本

方針に基づき、令和３年度を目途に、必要な制度整備等を進める。ま

た、新たなサービスの創出の促進や、各制度に係る手続き等の簡素化

に留意する。 

・ 物流、農林水産業、インフラ維持管理や災害対応等様々な分野でのド

ローン活用を促進していくため、小型無人機に係る環境整備に向けた

官民協議会において策定したロードマップの個別分野部分等に基づ

き、各分野の用途に対応した技術開発や実証実験、ガイドラインの策

定・周知等の取組を進める。 

・ 急峻な山間地に位置し高所作業が必要な砂防施設の維持管理や、土砂

崩落などの災害対応へのドローンを用いた点検の自動化に向けて、実

証実験を踏まえて点検要領の改定を行うことにより、来年度からの実

装を目指す。 

・ドローンの携帯電話の電波利用の拡大に向け、遅くとも令和２年中に

ユーザーがウェブサイト経由等で携帯電話事業者に申請することで

飛行を可能とする。それまでの間も実用化試験局免許について、農業

用ドローンをはじめとした低空飛行を行うドローンが携帯電話の電

波を簡易な手続で利用可能とするための新たな仕組みを構築し、携帯

電話事業者による手続も含め申請から許可までの期間を原則１か月
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以内とする。 

・ 特に農林水産分野においては、農薬散布や肥料散布、播種、受粉、収

穫物運搬、センシング、農地・農業水利施設の保全・管理、鳥獣被害

対策等にドローンを積極的に活用していくため、農業用ドローンの普

及計画に基づき、農業用ドローンの普及拡大に向けた官民協議会を通

じ、目視外飛行の拡大に向けた取組を含む技術開発や実証を行いつつ、

先進事例の普及やルールの見直しを進める。 

・ “空飛ぶクルマ”の実現に向けた「空の移動革命に向けたロードマッ

プ」に基づき、令和５年からの事業開始を目標として、それまでに必

要な技術開発や機体の安全基準を始めとする制度の整備を進める。 

 

② 陸における様々なモビリティの推進・物流改革 

・ラストワンマイルの交通を支える電動低速モビリティであるグリーン

スローモビリティについて、地域の課題に応じた実証実験を進めつつ、

来年度までに 50地域での実装を目指す。 

・宅配等への活用が期待される自動走行ロボットの社会実装を目指し、

本年度内に道路使用許可の申請に対する取扱いの基準を策定するな

どして実証のための枠組みの構築を行い、自動走行ロボットの公道上

での実証を実現する。加えて、本格的な社会実装に向け、本年度内に

官民による協議会を立ち上げ、同協議会における議論も踏まえながら、

ロードマップの策定及び社会受容性の向上のために必要な措置、必要

なルールの在り方、求められる安全性等についての検討に着手する。 

・一般貨物自動車運送事業の許可を取得してタクシー車両により貨物運

送を行うことができる過疎地域について、「平成 29年の地方からの提

案等に関する対応方針」（平成 29 年 12 月 26 日閣議決定）に基づき、

輸送の安全の確保や利用者利益の保護が損なわれることがないかと

いう観点から、当該区域における実施状況を検証するとともに、地方

公共団体、貨物自動車運送事業者等の関係者の意見も踏まえ、その対

象となる過疎地域の範囲の拡大について検討し、本年中に結論を得る

とともに、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。 

・物流事業者の人手不足に対して、個社の垣根を超えた共同物流を推進

するため、伝票や外装、データ仕様等の標準化を図るための協議会を

本年度中に立ち上げ、アクションプランを策定するとともに、サプラ

イチェーン全体で物流・商流データの共有を行う実証実験を本年中に

開始する。 

・来年度内に再配達率を 13％程度まで削減するため（H30年度は 15％）、

受取方法の更なる多様化に向け、利用者が指定する場所に配達する置
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き配について、課題整理や対応策を検討し、本年中に結論を得る。 

・「自動車運送事業の働き方改革の実現に向けた政府行動計画」に基づ

き、物流の効率化等を図る「ホワイト物流」推進運動の展開や荷待時

間削減・荷役効率化など、労働生産性の向上、取引環境の適正化等を

強力に推進する。 

 

③ 海における新たなシステムの開発 

・令和７年までの自動運航船の実用化に向け、令和５年度中の国際合意

を目指し、技術開発（システムインテグレーション等）や内航での実

証を進めつつ、本年度内に自動運航船の安全設計ガイドラインを世界

に先駆けて策定するとともに、船舶や舶用品の設計や生産工程に係る

情報の共有等によりサプライチェーンでの生産性向上を図るため、情

報の種類、仕様案を本年度内を目途に取りまとめる。 

・深刻化するトラックドライバー不足に対応し、国内物流を補完するフ

ェリー・RORO船 3の輸送力を強化するため、令和 12年までに複合一貫

輸送のスマート化の実現を目指し、ICTを活用したシャーシ等の共有・

管理の高度化、料金収受のキャッシュレス化、自動離着岸装置や自動

温度管理システムの導入などの総合的施策を本年度中にとりまとめ、

推進する。 

 

ⅳ) 昨今の交通事故を踏まえた安心安全な道路交通の実現 

近年、高齢運転者による事故、子供が犠牲となる交通事故が相次い

で発生していることを受け、高齢運転者による事故防止対策、未就学児

を中心に子供が日常的に集団で移動する経路の安全確保に強力に取り

組むなど、交通事故のない社会を目指す。 

・高齢者の安全運転を支える対策について、新たな技術の進展を意欲的

に取り入れつつ、以下の施策を中心として強力に推進するとともに、

前述の i)、ii) を始め、地域の公共交通ネットワークの維持・活性化

の取組を進めることにより、高齢者の移動の足の確保に向けた施策を

推進していく。 

－来年１月に見込まれる衝突被害軽減ブレーキの国際基準の発効を

受けて、衝突被害軽減ブレーキの国内基準を策定する。本年内を目

途に、新車を対象とした衝突被害軽減ブレーキの義務付けについて

結論を得る。また、衝突被害軽減ブレーキに加え、ペダル踏み間違

                                      
3 貨物を積んだトラックやトレーラーが自走で乗降でき、シームレスに陸運に移行できる運航形態。

RORO=Roll On/Roll Off 
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え時加速抑制装置などへの性能認定制度の導入について、本年内を

目途に結論を得る。 

－安全運転支援機能を有する自動車を前提として高齢者が運転でき

る免許制度の創設に向け、制度の在り方、当該免許制度に適した車

両に必要となる安全運転支援機能の範囲や要件及び適合性確認の

在り方並びに当該自動車の普及方策などについて関係省庁が連携

して検討を行い、本年度内に方向性を得る。 

－既販車への後付けの安全運転支援装置の開発を促進するとともに、

その性能認定制度の創設と来年度からの実施を検討する。 

－新たな先進安全技術の開発を促進し、特に、自動速度制御装置(ISA: 

Intelligent Speed Assistance)について、本年内に技術的要件等

のガイドラインを策定する。 

－運転適性相談について、専門職員の更なる配置や相談しやすい環境

整備などにより、本年度内に充実強化する。 

－高速道路における逆走対策については、平成 30 年度に民間企業か

ら公募・選定した逆走対策に係る新技術等を積極的に展開する。 

・次世代を担う子供のかけがえのない命を社会全体で守るため、未就学

児を中心に子供が日常的に集団で移動する経路の安全確保に早急に

取り組む。 

－関係省庁連携のもと、幼稚園､保育所等の「園児が集団で日常的に利

用する道路」等の緊急点検を実施し、秋を目途に結果を集約する。 

－緊急点検の結果を踏まえ、ゾーン 30 の整備等面的対策を含めた交

通安全施設整備の強化とともに、歩行者と自動車・自転車の利用空

間の分離、歩道の拡充、無電柱化、踏切対策、防護柵の設置等によ

る安心安全な歩行空間の整備を進めるほか、ETC2.0等のデータを活

用しての生活道路のエリア内での効果的な速度抑制策や、交差点改

良等の幹線道路対策による生活道路と幹線道路の機能分化等を推

進する。 

－スクールゾーン設定の促進、キッズゾーン（仮称）の設定や見守り

活動等の対策を至急具体化する。 
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４．コーポレート・ガバナンス 

（１）KPIの主な進捗状況 

《KPI》大企業（TOPIX500）の ROAについて、2025年までに欧米企業

に遜色のない水準を目指す 

⇒日本（TOPIX500）：4.0％ 

米国（S&P500）：6.2％ 

欧州（BE500）：4.2％ 

※いずれも昨年４月から本年３月までの期間における各企業

の年次決算について本年５月下旬時点で算出。 

 

（２）新たに講ずべき具体的施策 

ⅰ）コーポレート・ガバナンス改革 

平成 30 年６月のコーポレートガバナンス・コード改訂を踏まえ、

企業による資本コストを意識した経営、政策保有株式、取締役会の機

能発揮等の課題への対応を更に促進していく観点から、投資家と企業

の対話の質の向上等に向けた取組を進めていく。他方、日本企業の競

争力、信頼性を一層グレードアップさせるために、グローバルスタン

ダードに沿って、コーポレート・ガバナンスの更なる強化が求められ

ている。このため、スチュワードシップ・コード及びコーポレートガ

バナンス・コードのフォローアップ会議など関係省庁の有識者会議等

において、中長期的な企業価値向上の実現に向けてコーポレート・ガ

バナンス改革を進展させるため、以下の取組を進める。 

・上場子会社のガバナンスについてのルール整備を図り、親会社は事業

ポートフォリオの再編のための上場子会社の意義について説明責任

を果たすとともに、上場子会社側については、適切なガバナンスの在

り方を特段に明確にし、実務への浸透を図る。 

〇上場子会社のガバナンスの在り方を示し、企業に遵守を促す「グル

ープ・ガバナンス・システムに関する実務指針」を新たに策定する。 

【上場子会社側の対応】 

－具体的には、上場子会社の一般株主保護及び独立した意思決定の

確保のためには、独立社外取締役の役割が特に重要であること。 

－上場子会社におけるガバナンスの実効性を確保するためには、支

配株主からの独立性が重要であることから、独立社外取締役の

独立性判断基準については、少なくとも支配株主出身者（10 年

以内に支配株主に所属していた者）に該当するものは選任しな

いこと。 

－上場子会社の取締役会の独立社外取締役比率を高める（３分の１
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以上や過半数）ことを目指すこと。 

－利益相反取引が発生する具体的な局面においては、例えば、独立

社外取締役（又は独立社外監査役）のみ又は過半数を占める委員

会において、一般株主の利益保護の観点から審議・検討すること

とし、かつ、取締役会においても、その審議結果が尊重される仕

組みをつくること。 

－上場子会社において、一般株主の利益を確保するためにどのよう

なガバナンス体制を構築しているかについて、投資家等に対し

て情報開示を行うこと。 

【親会社側の対応】 

－親会社は、グループとしての企業価値の最大化の観点から上場子

会社として維持することの合理的理由を示すとともに、支配株

主として上場子会社の取締役の選解任権限について上場子会社

のガバナンス体制の実効性を確保できるよう行使し、その適切

性について、情報開示を通じて、投資家等に対して説明責任を果

たすこと。 

〇「グループ・ガバナンス・システムに関する実務指針」の実効性を

高めるため、同指針の方向性に沿って、東京証券取引所の独立性基

準の見直し等、上場子会社等の支配株主からの独立性を高めるため

の更なる措置等を講じる。 

・企業グループ全体の企業価値向上を図るため、グループ経営における

事業ポートフォリオの最適化や実効的な子会社管理、子会社経営陣の

指名・報酬決定などの在り方を示した「グループ・ガバナンス・シス

テムに関する実務指針」を新たに策定し、その周知を進め、同指針に

沿った実務の普及・浸透を図る。 

・投資家と企業の対話の実質化を通じコーポレート・ガバナンス改革の

実効性を向上させるため、建設的な対話の促進に向けた検討を行い、

令和２年度内を目途に、スチュワードシップ・コードの更なる改訂を

行う。 

・我が国の資本市場の信頼性を高めるとともに、企業価値向上に資する

M&A を促進するため、構造的な利益相反の問題が存在する MBO（経営

者による企業買収）及び親会社による上場子会社の買収（完全子会社

化）における一般株主利益を確保するための公正な手続の在り方を示

した「公正な M&Aの在り方に関する指針」を令和元年夏頃に新たに策

定し、その周知を進め、同指針に沿った実務の普及・浸透を図る。 

・自社株対価の M&A の促進のため、改正産業競争力強化法（平成 30 年

７月施行）で創設された税制・会社法に関する特例措置の利用を促す
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とともに、下記の会社法改正案や海外の制度整備の状況等も踏まえ、

その活用を促すための更なる制度的対応について検討を行う。 

・法制審議会答申を踏まえ、社外取締役を置くことの義務付け、自社株

対価 M&Aの手法を拡充するための株式交付制度の創設、株主総会資料

の電子提供制度の創設等を含む会社法改正案の早期成立を目指す。 

・ グローバルな観点から最も望ましい対話環境の整備を図るべく、株主

総会に係るプロセスへの更なる電子的手段の活用の在り方について、

令和元年秋頃を目途に論点整理を行うとともに、年間を通じた対話の

在り方について、諸外国の状況も踏まえて引き続き検討する。 

 

ⅱ）建設的な対話のための情報開示の質の向上、会計・監査の質の向上 

持続的な企業価値向上を図る観点から、企業を取り巻く経営環境や

リスクについて、企業と監査人が相互に連携しつつ認識を深め、投資

家による適切な判断を可能とする情報が提供される環境整備を図る

ため、関係省庁は以下の取組を進める。 

・中長期的な企業価値の向上に向けた企業と投資家の建設的な対話が促

進されるよう、経営者の考えが適切に反映された経営戦略やリスク情

報などの記述情報の充実のための取組を継続的に行う。 

・「事業報告等と有価証券報告書の一体的開示のための取組の支援につ

いて」（平成 30年 12月 28日内閣官房、金融庁、法務省、経済産業省

策定）における記載例等を踏まえ、関係省庁は、一体的な開示を行お

うとする企業の取組・連携を支援する。 

・関係機関等と連携し、国際会計基準（IFRS）への移行を容易にするた

めの更なる取組を進めることにより IFRS の任意適用企業の拡大を促

進する。また、会計監査の信頼性確保の観点から、監査報告書の透明

化を含む会計監査に関する情報提供の充実に向けた施策を実効性あ

るものとするための取組を進めるとともに、海外の動向も含め監査市

場の在り方について調査研究を行う。 

 

ⅲ）活力ある金融・資本市場の実現を通じた円滑な資金供給の促進 

人生 100年時代を迎える中、国民が自らのライフプランに必要とな

る資産形成を実現しつつ、経済成長へとつなげていくためには、国民

の金融リテラシーを向上させながら、その金融資産がリスク選好に応

じてバランスの取れたポートフォリオに移行していくことが重要で

ある。 

そのため、資金の出し手である家計から金融・資本市場を経由して

内外の資金需要者に至るインベストメントチェーンに関与する各主
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体が、より適正なリターンをもたらすことができるよう、その機能を

強化していくため、以下の取組を総合的に進めていく。 

・国民１人１人が安定的な資産形成を実現するため、教育現場を含む関

係者と連携しながら、金融リテラシー向上に向けた取組を進めるとと

もに、NISA制度の普及及びその改善に向けた検討を行う。特につみた

て NISAについては、長期・積立・分散投資の定着及び投資経験を通じ

た金融リテラシー向上にも資することから、積極的に普及を推し進め

ていく。また、長期化する老後の所得確保に向けて、iDeCo（個人型確

定拠出年金）等の私的年金の加入可能年齢等の引上げ等について、社

会保障審議会での議論を踏まえ、制度の見直しを検討するとともに、

私的年金制度の一層の普及を図る観点から、iDeCo の加入手続のオン

ライン化をはじめ、手続の簡素化に向けて検討を行う。NISA 制度や

iDeCo 等の私的年金制度を含む各種の老後の生活等に備える資産形成

を支援する税制について、働き方の違い等によって有利・不利が生じ

ないようにするなど公平な制度を構築する観点から、包括的な見直し

を進める。 

・長寿化を踏まえ、資産寿命も延ばす観点から、高齢社会における資産

の形成・管理面での心構え及びそれに対応する金融サービスの在り方

等をとりまとめたところであり、今後、その内容につき周知・浸透を

図る。 

・「顧客本位の業務運営」の確立と定着に向け、投資信託等の販売会社に

おける好事例や、顧客意識調査の分析結果及び各社が公表した共通

KPI を金融機関との対話において活用し、金融機関の取組の更なる改

善を促進する。 

・日本取引所グループと東京商品取引所との間で平成 31 年３月に締結

された基本合意を踏まえ、国際競争力の高い総合取引所が実現できる

よう、必要な環境整備に積極的に取り組む。また、引き続き、電力先

物市場の開設に向けて積極的に取り組む。 

・国内外の多様な投資家が投資しやすい環境を整備するとともに、投資

対象である上場会社自身の魅力の向上が図られていくことを推進す

るとの観点から、東京証券取引所の市場構造の在り方について、検討

を進める。 

・日本の金融市場の機能を強化する観点から、東京都とも連携しつつ、

海外資産運用業者等向けの誘致活動、金融業の登録申請を支援するた

めのガイドブックの作成、金融業の拠点開設サポートデスクの活用を

通じ、我が国への金融事業者の更なる集積を促進するとともに、

FinTech サポートデスクや FinTech 実証実験ハブも活用することで、
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金融業におけるイノベーションを促していく。 

・ホスト国として、監査監督機関国際フォーラム（IFIAR）事務局の円滑

な運営及び加盟国拡大を支援する。 

・成長力強化に向けた民間によるリスクマネー供給を促進するため、政

府出資（産業投資）を活用して、日本政策投資銀行等の投資機能の更

なる活用を図る。併せて、官民ファンドについては、効率的かつ効果

的な活用を進めつつ、新経済・財政再生計画改革工程表 2018 に基づ

き、策定された改善目標・計画等による具体的な取組を着実に進める。 
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５．スマート公共サービス 

（１）KPI の主な進捗状況 

《KPI》（新）2020年度時点での政府情報システムの運用等経費及び整

備経費のうちのシステム改修に係る経費を、2025年度までに

３割削減することを目指す。 

《KPI》2020年までに、世界銀行のビジネス環境ランキングにおいて、

日本が先進国３位以内に入る。 

⇒2018年 10月公表時 25位(前年比１位低下)  

《KPI》2020年３月までに重点分野※の行政手続コストを 20％以上削

減する。 

（※「行政手続部会とりまとめ」（平成 29年３月 29日規制改革推進

会議行政手続部会決定）に示された９の重点分野。事項によっ

ては 2022年３月まで。ただし、「国税」、「地方税」については、

大法人の電子申告利用率 100％など、別途の数値目標を設定。） 

 

（２）新たに講ずべき具体的施策 

業務・組織毎のレガシーシステムから、疎結合の設計思想でオープン

なクラウド上の様々なサービスが API経由でつながり、相互にデータ連

携して処理され、かつ、それが AI により自動化される仕組みへとパラ

ダイムが変わりつつある。また、行政のみが提供するのではなく、民間

と協働し、クラウド上でアプリケーションを開発し、サービス提供を行

うシビックテックの潮流が世界的にも起こってきている。 

こうした中、行政におけるデジタルトランスフォーメーションとは、

紙の手続を単に電子化するあるいは行政内でデータを共有する等の効

率化にとどまるものではない。利用者を起点として、行政と民間サービ

スが相互にデータ接続することにより、行政手続・民間取引がシームレ

スにつながり、煩わしいプロセスそのものが不要となり、データ連携に

よる新たな質の高いサービスを生み出すデジタルトランスフォーメー

ションを官民が連携して進めていくことが必要である。 

このような発想で、子育てや法人手続などの分野において、バックオ

フィスをはじめとした様々な分野でクラウド上に展開されている民間

のデジタルサービスと連動した行政サービスの再設計に順次取り組む

ほか、これらの基盤として、国・地方自治体での AI・RPAの活用やパブ

リッククラウド活用やデータ連携のための環境整備に取り組む。 

 

ⅰ）個人、法人による手続の自動化 

① 個人による手続の自動化 
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・ 子育て世帯の負担軽減は我が国喫緊の問題であり、「子育て」につい

ては、手続に係る負担軽減や利便性の向上のため、例えば、予防接

種や児童手当、保険、家事サービスなどの妊娠から就学前までの官

民の様々なサービスが最適なタイミングで案内され、ボタン１つで

申請できるサービスの実現に向け、本年度内に民間サービス・自治

体システム・マイナポータル等のシステム・情報連携のために必要

となるサービス・アーキテクチャーの設計、個別行政手続の見直し

を行い、ロードマップを策定する。これを踏まえ、具体的なサービ

ス提供を来年度に一部自治体において開始し、令和５年度からの全

国展開を目指す。 

・ また、このほか多くの国民の生活に大きな影響のある個人向け行政

手続等のワンストップ化の推進を図るため、 

－「引越し」については、本年度中に自治体等による導入を促進する

ためのガイドライン等を取りまとめるとともに、引越しポータルサ

イトからの手続申請（自治体手続についてはマイナポータルを経由）

について順次サービスを開始し、来年度から多くの自治体や民間企

業での導入や民間手続の更なる拡大を図り、本格展開を進める。 

－「死亡・相続」については、本年度中に自治体において遺族が行う

死亡関連手続の総合窓口を導入するためのガイドライン等を取り

まとめ、自治体でのサービス開始を図る。また、本年度から、遺族

が行う行政手続の見直しや生前情報の電子的な継承の仕組みの検

討に着手し、令和３年度以降、オンラインで必要な手続が完結する

仕組みを実現する。 

－「介護」については、要介護者本人や代理人による申請負担軽減を

図るサービスを昨年度から開始したところであり、本年度以降、電

子申請に係る自治体業務の効率化に関する取組等により、多くの自

治体での導入促進を図るとともに、自治体に対する電子申請におけ

る申請様式の提示等、自治体や事業者等の負担が軽減されるよう更

なる取組について本年度中に検討し、順次実施する。 

－「自動車」については、本年５月に開始した軽自動車保有関係手続

ワンストップの更なる拡大方策を本年度中に取りまとめ、早期に実

現するとともに、引越しワンストップサービス等との連携の在り方

や IC カード化した自動車検査証の空き容量の民間活用について検

討し、本年度中に一定の方向性を得る。 

 

② 法人向けワンストップサービスの実現 

・世界最高水準の起業環境を実現するために、法人設立手続のオンラ
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イン・ワンストップ化を行うこととし、以下の事項に取り組むとと

もに、定期的に取組状況を検証し、令和３年度目途で見直しを行い、

必要な措置を講ずる。 

－令和２年１月目途で、登記後の手続のワンストップ化を開始する

とともに、令和３年２月目途で、定款認証及び設立登記を含めた

全手続のワンストップ化、設立登記における印鑑届出の任意化、

一定の条件の下で全国での定款認証及び設立登記のオンライン

同時申請を対象にした 24 時間以内に設立登記が完了する取組及

び完全オンライン化による添付書類のペーパーレス化を開始す

る。この際、印鑑届出のオンライン化を検討する。 

－印鑑届出の任意化の実現に向けて、本年度中の商業登記法改正に

取り組むとともに、将来的な法人の商業登記電子証明書の取得・

保持の一般化に向けた課題・方策を検討し、本年度内に結論を得

る。 

・法人の住所及び役員等の変更時の登記・社会保険・税手続のオンラ

イン・ワンストップ化に向けたシステム対応として、マイナポータ

ルの APIを活用したワンストップ化を令和２年度中に開始する。 

・中小企業等の負荷軽減のため、以下の取組を行う。 

－社会保険の採用・退職時等の手続について、マイナポータルの API

との連携を早期に実現し、令和２年４月から法人共通認証基盤を

利用した ID・パスワード方式の導入を目指す。 

－法人共通認証基盤を活用した ID・パスワード方式による補助金申

請システムについて、本年度中に主要な中小企業向け補助金での

運用を開始し、各省庁・有志自治体の補助金について、来年 4月

からの導入を目指す。 

・従業員のライフイベントに伴い企業が行う社会保険・税手続につい

て、マイナポータルの APIを活用したオンライン・ワンストップ化

を令和２年 11月頃から開始し、順次、対象手続を拡大する。また、

社労士の電子署名等が必要な手続についても令和２年度中にマイ

ナポータルから行えるようにする。 

 

③ 税・社会保険手続の電子化・自動化 

・年末調整・所得税の確定申告に関して、令和２年分から、マイナポ

ータルを活用したデータ連携により、生命保険料控除証明書等の一

括取得、各種申告書への入力・添付を自動化するとともに、保険会

社等が発行する当該証明書については、関連するシステム対応状況

に応じて電子交付を原則とする。 
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・税・社会保険手続の自動化については、金融機関に係る法定調書の

提出に関して、クラウドを活用した企業保有情報の新しい提出方法

に係るシステムの利用を令和３年度以降開始し、事業者の事務作業

の負担を軽減する。また、国民・事業者の負担軽減が見込まれるそ

の他の手続についても、令和 4年度以降の対象拡大に向けて検討し、

来年度中に結論を得る。更に、年金関係をはじめ、行政機関等から

事業者への処分通知等について、電子化の課題や方策等を検討し、

令和 3年度以降の順次対応を目指すとともに、活用拡大を検討する。 

・個人住民税の特別徴収税額通知書（納税義務者用）については、地

方団体及び特別徴収義務者の理解を得ながら進めることに留意し

つつ、全ての市町村における電子的通知の実現に向けて検討し、早

期に結論を得る。 

・税・公金のキャッシュレス化等について、以下の取組を行う。 

－地方税の電子化の推進について、本年 10 月から地方法人二税等

を対象に地方税共通納税システムを運用開始するとともに、地方

団体の理解を得ながら進めることに留意しつつ、納税者からの要

望が多い税目への拡大を含めた、システムの更なる活用に関して、

本年度中にその課題、対応策等を検討し、実施に向けた道筋を得

る。 

－税・公金収納・支払に関し、金融機関、関係府省庁、地方公共団

体などの関係者が連携した税・公金収納・支払の効率化等に関す

る勉強会において、これまでに抽出した ITによる利便性の向上・

効率化に向けた課題の解決方策等について、本年度中に、検討を

進め、今後の道筋を得る。 

・事業者における経理・税務手続を電子化・自動化し、そのバックオ

フィスの効率化などを実現するため、中小企業のオンラインバンキ

ングの利用促進や電子的な請求書、領収書の普及に向けた電子帳簿

等保存制度の改善等を含めて、オンラインでの請求・支払・領収、

関連する書類等の電子保存及び電子申告・納税の更なる推進ととも

に、中小企業のスマート化を促進するための課題や方策を検討し、

本年度中に結論を得る。 

 

④ 情報システム関係予算の一元的なプロジェクト管理の強化 

・政府情報システムについて、内閣官房の下、サービス視点の業務改革

（BPR）を意識した年間を通じたプロジェクト管理を本年度から一部

開始し、順次拡大を図るとともに、クラウドサービス等を活用し、政
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府全体で共通的に利用するシステム、基盤、機能等（デジタルインフ

ラ）の構築・利用を進めるため、来年度からデジタルインフラの整備

及び運用に係る予算の一括要求・一括計上を順次開始する。 

・政府情報システムの調達において、機動的かつ効率的、効果的なシス

テム整備に資するよう、契約締結前に、複数事業者と提案内容につい

て技術的対話を可能とする調達・契約方法を、来年度から試行的に開

始する。 

 

⑤ マイナンバーカードの普及、利活用の推進等 

・「マイナンバーカードの普及とマイナンバーの利活用の促進に関する

方針」（令和元年６月４日、デジタル・ガバメント閣僚会議決定）に基

づき、国民がマイナンバー制度のメリットをより実感できるデジタル

社会を早期に実現するため、マイナンバーカードの普及、その利活用

を強力に促進するとともに、社会保障の公平性の実現、行政の利便性

向上・運用効率化等に向け、マイナンバーの利活用を図る。 

・Society5.0社会の国民共有の基盤として、個人情報保護を徹底しつつ、

マイナンバーカードの利活用を一層深化させる観点から、行政サービ

スと民間サービスの共同利用型キャッシュレス決済基盤の構築を目

指すこととし、マイナンバーカードの本人確認機能を活用したクラウ

ドサービスを発展的に利活用する。 

 具体的には、厳格な本人確認を行った利用者 ID を格納するマイキー

プラットフォームと自治体ポイント管理クラウドを官民で活用する。

民間の活力を最大限活用し、住民が自治体ポイントをクレジットカー

ド等で購入できるようにするほか、将来的には、民間の各種ポイント

との交換も検討する。こうした取組により、例えば、地域における移

動支援や買い物支援、介護サポートなどに自治体ポイントを使うこと

を可能とするとともに、地域商店街の活性化にも資する政策展開を図

る。 

 併せて、国や地方公共団体が実施する子育て支援金等各種の現金給付

をポイントで行うことも視野に入れ、関係府省や地方公共団体と検討

を進め、真に必要な国民に対して、きめ細かい対応を可能にするとと

もに、不正受給の防止、事務コストの削減など、効果的な政策遂行に

もつなげることを目指す。 

 消費税率引き上げの際の消費平準化対策として、マイナンバーカード

を活用した自治体ポイントの発行準備を進めた上で、上記のような視

点に立ち、対策実施後の将来的な拡張性や互換性も担保したナショナ
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ルシステムとしての基盤を目指し、官民でのタスクフォースを立ち上

げる等、対策の進捗を踏まえて、具体的なあり方について検討を行う。 

・マイナンバーカードの健康保険証利用の仕組みは、診療時における確

実な本人確認と保険資格確認を可能とし、医療保険事務の効率化や患

者の利便性の向上等に資するものであり、令和３年３月から本格運用

する。これに、全国の医療機関等ができる限り早期かつ円滑に対応で

きるよう、令和４年度中に概ね全ての医療機関での導入を目指し、医

療機関等の読み取り端末、システム等の早期整備を十分に支援する。

これとあわせ、保険者毎に被保険者の具体的なマイナンバーカード取

得促進策を速やかに策定するとともに、国家公務員や地方公務員等に

よる本年度中のマイナンバーカードの取得を推進する。 

・安全・安心で利便性の高いデジタル社会をできる限り早期に実現する

観点から、令和４年度中にほとんどの住民がマイナンバーカードを保

有していることを想定し、国は市町村毎のマイナンバーカードの交付

円滑化計画の策定の推進と定期的なフォローアップを行うとともに

必要な支援を行うなど、マイナンバーカードの普及を強力に推進する。 

・さらに、マイナンバーカードやマイナポータルを活用した①「デジタ

ル・ハローワーク・サービス」による教育訓練給付金の電子申請の推

進、各種申請書類等の簡素化、②「デジタル・キャンパス構想」によ

る大学におけるデジタル化の推進、マイナンバーカードの教員免許管

理等への活用、③納税手続のデジタル化（年末調整・確定申告手続に

必要となるデータの一括取得、各種申告書への入力・添付の自動化等）

の推進、④建設キャリアアップシステムとの連携等の施策を順次実現

し、カードの利便性向上・活用シーンの拡大を推進する。 

・できる限り多くの住民が安価にスマートフォンによる公的個人認証サ

ービスの利用を可能とするための方式について、スマートフォンへの

利用者証明用電子証明書の搭載を含め、本年度中を目途に市場動向や

技術動向を踏まえた技術的課題等の検討を行い、その結果を踏まえ、

速やかに必要な法制上・運用上の措置を講じる。さらに、マイナンバ

ーカードの機能のスマートフォンへの搭載について、必要な安全確保

措置を踏まえて検討を行う。 

 

ⅱ）行政機関におけるデジタルトランスフォーメーション（DX）の推進 

① デジタルファーストの実現 

・デジタルファーストの実現に向けて、規制改革や行政改革の観点か

らの見直しを行った上で、以下の取り組みを行う。 

－デジタル手続法における情報システム整備計画（行政手続のオン
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ライン化や添付書面等の省略の対象・実現時期を含む。）及び同法

の政省令を年内に策定する。 

－その際、行政サービスの 100％デジタル化に向けて、国及び自治

体に関する行政手続や民間手続における情報通信技術の活用に

関する課題や推進策を検討し、行政手続の単位毎に、利用者の負

担軽減及び行政運営の効率化並びにオンライン利用率に関する

目標等を設定する。 

－また、来年度、決算書の添付不要化などを可能とする法人データ

交換基盤の整備を進める。 

－情報システムの整備に当たっては、「デジタル・ガバメント推進標

準ガイドライン」等の行政のデジタル化を推進するための基盤と

なるガイドライン群に則することとし、毎年度末までに、その状

況を公表する。特に、民間事業者が提供するサービスを活用して、

行政手続のしやすさを改善することを可能とする環境整備を行

うこととし、そのために、システム連携やデータ連携を行う際に

は、「API導入実践ガイドブック」等に準拠した API導入を原則と

する。 

－保育園入所時の就労証明書については、競争率の高い大都市向け

の様式の導入等により、普及目標７割（来年度入所分）を目指し

て標準様式の普及率を拡大するとともに、デジタルでの手続の完

結を目指す。競争入札参加資格申請書については、本年度中に、

総務省研究会の報告を踏まえた上で標準書式案を検討・作成する

とともに、地方自治体の電子申請システムへの反映に結び付ける。 

 

② 国の行政機関における先進技術の更なる活用 

・行政サービスの質の向上や業務の効率化に向け、国の行政機関におい

て、国民・企業等に大きな影響を持つ分野を中心に、業務改革（BPR）

を実施した上で、AI・RPA 等の活用により効果が見込まれる審査、調

査、問合せ対応等の業務から優先的にその導入を推進する。 

・本年中に「デジタル・ガバメント実行計画」を改定し、国の行政機関

における BPRを踏まえた AI・RPA等の活用推進に当たっての基本的な

考え方を整理するとともに、優先的に取り組むべき業務を明確化する。

また、同計画の改定を踏まえ、各府省において、「各府省デジタル・ガ

バメント中長期計画」を改定し、優先的に取り組むべき業務の具体的

な進め方を明確化する。 

・各省庁における業務改革、AI・RPA 等の活用を推進するため、人的資

源支援の観点から制度整備を進めるとともに、好事例の蓄積・展開や
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導入・運用等に当たってのノウハウや課題等の整理を行う。 

・来年秋に運用開始が予定されているクラウドサービスの安全性評価制

度との整合を図るため、「政府情報システムにおけるクラウドサービ

スの利用に係る基本方針」（平成 30 年６月７日、各府省情報化統括

責任者（CIO）連絡会議決定）の見直しを本年度内に行い、情報システ

ムの導入に当たっては、パブリック・クラウドサービスの利用を第一

候補として検討する、各府省におけるクラウド・バイ・デフォルト原

則を明確化、確立する。 

・官民双方が一層安全・安心にクラウドサービスを採用し、継続的に利

用していくため、クラウドサービスの安全性評価制度について、来年

秋の全政府機関等での利用開始に向け、本年度中に実証を行いつつ、

評価基準や制度を確立する。 

 

③ 地方の行政機関における先進技術の更なる活用 

・自治体によるパブリッククラウドの安全な活用を推進するため、業務

に応じた技術的要件を整理し速やかに周知する。また、国のクラウド・

バイ・デフォルト原則やクラウドサービスの安全性評価制度の検討結

果も踏まえつつ、必要に応じ当該要件について内容の追加等を行う。 

・自治体における業務の更なる効率化、システムや AI・RPA等の ICTの

共同利用のため、住民記録システム等の自治体情報システムの標準化

及び業務プロセスの自治体間比較を通じた標準化モデルの構築を本

年度から進めるとともに、AI の標準化や RPA 導入補助を強力に推進

し、遅くとも 2020年代に各行政分野において標準システムや AI・RPA

等のサービスの全国的な提供、自治体におけるすべての手続の原則電

子化・ペーパーレス化を実現する。 

・自治体、事業者、関係団体等の幅広い関係者の参画の下、本年度中に

自治体業務システムのデータ連携標準を定める地域情報プラットフ

ォーム標準仕様等について、基幹系業務システム間において連携すべ

きデータ項目の拡充等見直し方針をとりまとめ、来年度から当該方針

に基づき抜本的な見直しを進める。 

・データ活用の実効性を最大化し、地域課題解決への支援を行うため、

本年度中に、「地域情報化アドバイザー」について、AI・RPAの専門家

や地方人材を新規委嘱する等質的・量的・地域的な拡大を図るととも

に、「自治体 CIO 育成研修」について、AI や RPA を実践的に学習でき

るよう見直す。 

・地方自治体が先端技術を用いた情報システム等について効果的かつ効

率的に活用できるよう、地方自治体のニーズを踏まえつつ、複数の地
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方自治体と開発者との設計段階からの対話を通じて、共同利用を前提

とした具体的なシステム等の提案を行う「自治体ピッチ」を本年から

実施する。 

・ベンチャーや NPO等が開発した有用な行政・市民向けデジタルサービ

スやアプリケーション等を一か所に集約した「マーケットプレイス」

について、本年度から整備を開始し、来年度以降、本格的な導入を進

め、地方自治体におけるベストプラクティスの効率的な横展開を可能

にする。 

 

ⅲ）世界で一番企業が活動しやすい国の実現  

① 裁判手続等の IT 化の推進 

・司法府による自律的判断を尊重しつつ、民事司法制度改革推進に関

する関係府省庁連絡会議における検討を踏まえながら、民事訴訟に

関する裁判手続等の全面 IT 化の実現を目指すこととし、以下の取

組を段階的に行う。 

－現行法の下で、司法府には，大規模庁を始めとする全国の複数の

裁判所でウェブ会議等の IT ツールを積極的に活用した争点整理

の新たな運用を速やかに開始するとともに、来年度以降、新たな

運用を行う裁判所を順次全国に拡大することを期待する。 

－オンライン申立て、訴訟記録の電子化、手数料等の電子納付、ウ

ェブ会議等を用いた関係者の出頭を要しない期日の実現等を目

指し、本年度中に法制審議会に諮問を行い、令和４年中の民事訴

訟法改正を視野に入れて取り組む。裁判手続等の IT 化により、

特に IT に習熟しない者の裁判を受ける権利を害することがない

よう、司法府の協力を得つつ、総合的な対策を検討する。司法府

には新たな制度の実現を目指した迅速な取組を期待し，行政府は

必要な措置を講ずる。 

－ITを用いた新たな運用・制度については、司法府の環境整備に向

けた検討・取組を踏まえた上で、段階的に速やかに導入し、法改

正を伴うものについては、令和５年頃より順次導入する。新制度

導入に向けたスケジュールについて本年度中に検討を行う。 

・紛争の多様化に対応した我が国のビジネス環境整備として、オンライ

ンでの紛争解決（ODR）など、IT・AI を活用した裁判外紛争解決手続

等の民事紛争解決の利用拡充・機能強化に関する検討を行い、基本方

針について本年度中に結論を得る。 

 

② 貿易手続・港湾物流等の改善 
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・港湾に関する行政機関及び民間事業者間の手続や、港湾施設の状況等

のあらゆる情報を電子化するため、「港湾関連データ連携基盤」を令和

２年までに構築し、電子情報の利活用を通じて港湾物流の生産性向上

を図る。 

 

③ 不動産関連情報・サービスのデジタル化 

ア）登記時の添付書類（売主の印鑑証明書）の削減 

・不動産登記手続において、令和元年度中に、異なる法務局間での法人

の印鑑証明書の添付を不要とする。 

 

イ）不動産取引におけるオンライン化の推進 

・不動産取引のオンライン取引を推進するため、不動産取引の安全性確

保を大前提としながら、売買における IT を活用した重要事項説明の

導入や賃貸における重要事項説明書等の書面の電子化に係る検討を

行い、本年度中に結論を得るなど、実証実験プロセスも取り入れつつ、

新技術に対応した制度インフラ整備や情報の充実を柔軟に進める。 

 

ウ）不動産関連情報のオープン化 

・官民それぞれが有する情報の更なる活用を推進するため、取引価格や

建物の利用現況、地域の安全・インフラの情報のオープン化に向けた

検討を行い、本年度中に結論を得る。 

 

エ）土地に関する情報基盤の実現 

・土地に関する情報基盤の実現に向けて、不動産登記簿、戸籍簿、固

定資産税台帳、農地台帳、林地台帳等の連携高度化の検討を行い、

本年度中に方向性について結論を得る。 

 

④ 動産担保に関する法的枠組み及び登記制度の整備 

・企業や金融機関からのニーズを踏まえて、動産担保に関する法的枠組

みや登記制度の整備について、将来的な法改正も視野に入れて検討す

ることとし、実務におけるニーズ調査及び本年３月に開始した法制上

の課題に関する検討を継続し、本年度内に中間的な議論の整理を行う。 
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６．次世代インフラ 
（１）KPIの主な進捗状況 

《KPI》2025年度までに建設現場の生産性の２割向上を目指す。 

《KPI》国内の重要インフラ・老朽化インフラの点検・診断などの業務

において、一定の技術水準を満たしたロボットやセンサーな

どの新技術等を導入している施設管理者の割合を、2020 年頃

までには 20％、2030 年までには 100％とする。 

《KPI》2020 年までに、都市総合力ランキングにおいて、東京が３位

以内に入る。 

   ⇒2018年：３位（2012年：４位）  

《KPI》10年間（2013 年度～2022年度）で PPP/PFIの事業規模を 21

兆円に拡大する。このうち、公共施設等運営権方式を活用し

た PFI事業については、７兆円を目標とする。 

⇒2013年度～2017年度の事業規模 

・PPP/PFI事業：約 13.8兆円 

・公共施設等運営権方式を活用した PFI事業：約 5.7兆円 

 

（２）新たに講ずべき具体的施策 

  ⅰ）インフラ分野の生産性向上、防災・交通・物流・都市の課題解決 

我が国の国際競争力を強化し、経済成長を促進するため、高規格幹

線道路、整備新幹線、リニア中央新幹線などの高速交通ネットワーク、

国際拠点空港、国際コンテナ・バルク戦略港湾等の早期整備・活用を

通じた産業インフラの機能強化を図るとともに、産業のサプライチェ

ーンが途切れることのないよう災害に強い強靭なインフラの整備を

行う。また、AI、IoT、ロボット、ビッグデータ、自動運転などの第 4

次産業革命の新技術を活用して「賢く投資・賢く使う」戦略的インフ

ラマネジメントやコンパクト・プラス・ネットワークの取組を進め、

生産性向上、利便性向上、民間投資の喚起等のインフラのストック効

果が最大限発揮される取組を進める。 

 

 ① インフラの整備・維持管理 

・建設プロセスに ICT の全面的な活用等を推進する i-Construction

の貫徹に向け、全国 10の i-Constructionモデル事務所で測量・調

査から維持管理まで３次元データや ICT等の新技術を集中的に活用

する。また、本年中に地盤改良工や付帯構造物設置工等へ ICT導入
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を拡大し、工事の大部分で ICTを活用する「ICT-Full活用工事」を

全国 53の i-Constructionサポート事務所で実施するとともに、地

方公共団体や地域企業へ普及・拡大させる。 

・測量・調査から設計、施工、維持管理に至る建設生産プロセス全体

で得られた構造物データや地盤データ等を基盤地図情報上に集約・

共有するインフラ・データプラットフォームと、交通・物流や気象・

災害情報等の各データプラットフォームを連携させ、サイバー空間

上でのシミュレーションを可能とする国土と交通に関する統合的

なデータプラットフォームの令和４年度までの構築に向けて、本年

度中にロードマップをとりまとめる。 

・BIM の取組を国・地方公共団体が発注する建築工事で横展開し、民

間発注工事へ波及拡大させる。BIM による建築確認申請の普及に向

けて、確認申請の大半を取り扱っている指定確認検査機関による確

認申請の電子化対応の支援等を速やかに進めるとともに、特定行政

庁である地方公共団体による電子化対応に向けた検討を進める。

BIM 導入を戦略的に進めるため、国・地方公共団体、建設業者、設

計者、建物所有者などの広範な関係者による協議の場を設置し、直

面する課題とその対策や官民の役割分担、工程表等を今年度中にと

りまとめる。 

・タブレット等と連動し、点検・維持補修等のデータを一元管理して

地方自治体のインフラ維持管理業務を高度化・効率化する ICTデー

タベースシステムについて、地方財政措置も活用して全国での導入

を進めるとともに、各インフラ所管省庁でデータ項目の標準化、ク

ラウド化など共同利用のための環境整備を進める。 

・メンテナンスサイクルを着実に進めるために、本年２月に改定した

橋梁等の点検要領と既往の現場実証で確認された新技術を整理し

た性能カタログ等に基づき、点検業務受注者が提案したドローンな

どの新技術の活用を発注者が承認する枠組み等により、橋梁点検等

での新技術の現場実装を加速する。他のインフラ分野においても、

同様に現場実証の成果を取り込んだ要領改定等を速やかに進める。 

・あわせて、インフラ所管省庁が推奨する新技術を地方公共団体が導

入する場合の地方財政措置を活用した取組や実装事例の横展開を

進めるとともに、各インフラ所管省庁において要領を整備するなど、

対象となるインフラ分野、新技術を充実させる。 
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・ 地下に埋設された管路などの下水道施設について、マンホールに設

置したセンサーからの運転情報等のクラウドへの蓄積や、AI によ

る異常箇所の検知や故障予測、遠隔操作を行う実証事業を本年度か

ら実施し、令和３年度までにガイドラインを策定する。 

・技術系職員が不足する地方公共団体が、新技術導入やデータ活用を

含めてインフラ管理の即戦力となりうる人材を積極的に中途採用

できる仕組みを検討して本年度中に結論を得るとともに、点検を行

う技術者の資格制度や新技術の認定制度について速やかに検討す

る。 

・キャッシュフローを生み出しにくいインフラに対して PPP/PFIの利

用が進まない理由、効果的な普及策等を検討するとともに、多年度

かつ広域での一括契約といった仕組みを活用し、民間技術・ノウハ

ウの導入を推進する。 

 

② 防災、災害対応 

・平成 30 年 7 月豪雨の経験を踏まえ、住民自らが命を守る行動を選

択できるよう、低コストの危機管理型水位計や簡易型河川監視カメ

ラを速やかに全国配備し、リアルタイムの水位や中継画像等を活用

した事態の切迫をわかりやすく伝える情報コンテンツを充実させ

るとともに、SNS やスマートフォンアプリの活用など行政と各種メ

ディアが連携した効果的な情報発信・伝達の取組を進める。 

・ 危機管理型水位計を活用した詳細な洪水・高潮・高波予測情報の提

供を来年度までに実現する。また、人手不足や観測員の安全性が課

題である流量観測についても革新的河川技術プロジェクトにより、

令和３年度までに無人化・自動化するため、本年度は機器開発及び

現場実証を実施する。 

・ 台風の強大化に伴う浸水リスクの増大に対応するため、本年度から

公表するメソアンサンブル気象予測と AI を活用し、複数の既設ダ

ムの統合管理によりダムの洪水調節能力を最大限発揮させる技術

を令和５年度までに実装するため、来年度から試行ダムで予測降雨

のダム操作への適用性の評価を開始する。 

・ 急峻な山間地に位置し高所作業が必要な砂防施設の維持管理や、土

砂崩落などの災害対応へのドローンを用いた点検の自動化に向け

て、実証実験を踏まえて点検要領の改定を行うことにより、来年度
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からの実装を目指す。＜再掲＞ 

・ ５G を用いて被災地から離れた場所から建設機械を遠隔操作する

ことで、土砂崩落などに対して早期の復旧が可能となるよう、本年

度から実証実験を開始し、来年夏頃より５Gの通信カバーエリアで

実装を目指す。 

・ 戦略的イノベーション創造プログラムで開発したシステムを用い

て、全国のため池のデータベース化、維持管理情報や水位計データ

を共有化し、自治体、ため池管理者へ危機管理情報を提供するため

の体制を本年度中に構築する。 

 

 ③ 交通の課題の解決 

オープンデータ化やスマートモビリティチャレンジの実施、新し

いモビリティや自動運転技術の活用、必要な制度面での検討などに

よる日本版 MaaSを推進するほか、以下の取組を進める。 

・ ラストワンマイルの交通を支える電動低速モビリティであるグリ

ーンスローモビリティについて、地域の課題に応じた実証実験を進

めつつ、来年度までに 50地域での実装を目指す。＜再掲＞ 

・ 新たなモビリティの活用も含めて道路空間を車中心から人中心へ

の空間へと再構築するため、本年度中に法令等の改正の必要性につ

いて検討するとともに、ロードマップを作成する。＜再掲＞ 

・ ベビーカー使用者から課題とされている保育所や駅周辺等におけ

る歩道の段差を解消するため、センシング技術を活用して歩行空間

データを効率的に収集する実証実験を本年夏から開始し、来年度ま

でにガイドラインを策定する。 

・ ETC2.0から得られる車両の速度・経路等のデータと民間保有データ

を組み合わせた新たなサービスの創出を推進するため、本年度 20件

程度の実証実験の実施を目指す。 

・ 高速道路でのトラック隊列走行の実現も見据え、新東名・新名神高

速道路の６車線化により、三大都市圏をつなぐダブルネットワーク

の安定性・効率性を更に向上させるとともに、休憩スペースや連結

解除拠点の設置など、新東名を中心に高速道路インフラの活用策に

ついて検討する。＜再掲＞ 

・ 道路ネットワークのストック効果を最大限に発揮させ、迅速かつ円

滑な物流の実現、交通渋滞の緩和等を図るため、首都圏三環状道路
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をはじめとする三大都市圏環状道路等について整備を推進する。中

京圏において、名古屋第二環状自動車道の全線開通に合わせて、来

年度中を目途に新たな料金体系を導入する。 

・ 航空需要の拡大や担い手不足に対応するため、来年までの省力化技

術の実装に向け、空港の制限区域内において実証を始めている自動

運転車両の対象を大幅に拡大するとともに、充電・位置推定等に必

要な設備の設置や、空港内における業務指針について必要な改定を

行う。＜再掲＞ 

・ 現下の低金利状況も活用し、高規格幹線道路、リニア中央新幹線な

どの高速交通ネットワークに加え、国際拠点空港、空港等とのアク

セスとなる主要な都市鉄道ネットワーク、物流施設等の早期整備を

図る。そのための制度整備を必要とするものについては、本年度中

を目途に検討する。 

 

④ 物流の課題の解決 

・ 物流事業者の人手不足に対して、個社の垣根を超えた共同物流を推

進するため、伝票や外装、データ仕様等の標準化を図るための協議

会を本年度中に立ち上げ、アクションプランを策定するとともに、

サプライチェーン全体で物流・商流データの共有を行う実証実験を

本年中に開始する。＜再掲＞ 

・ 来年度内に再配達率を 13％程度まで削減するため（平成 30 年度は

15％）、受取方法の更なる多様化に向け、利用者が指定する場所に配

達する置き配について、課題整理や対応策を検討し、本年中に結論

を得る。＜再掲＞ 

・ 現在は１カ月程度要している特車通行許可の平均審査日数を、来年

までに 10 日程度に短縮するため、センシング技術の活用等により

道路構造の電子化を速やかに進めるとともに、重要物流道路のうち

国際海上コンテナ車両（40ft背高）について許可申請が不要となる

区間の指定を本年度中に実施する。 

・ 地域の雇用と経済を支える海事産業の国際競争力強化のため、令和

７年までの「自動運航船」の実現に向けて、自動運航船の安全設計

ガイドラインを本年度中に策定する。 

・ 世界最高水準の生産性を有する AI ターミナルを実現するため、本

年度から AI を活用したコンテナのダメージチェックの自働化や荷
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役機械の運転支援に関する実証事業に着手し、令和４年度までに所

要のシステム構築を行う。 

・ 来年度までに、国内２カ所での LNGバンカリング拠点を形成すると

ともに、シンガポール等と連携しながらバンカリングに必要な安全

基準等の国際標準化を目指す。 

 

⑤ 都市の競争力の向上 

・ サイバーとフィジカルを高度に融合した Society5.0の実現に向け、

AI、IoT 等の新技術やデータを活用したスマートシティをまちづく

りの基本コンセプトとして位置付け、その取組を加速化する。今年

度から、自治体、民間、大学等の連携による交通、防災、環境、観

光等の分野横断的な取組を基盤整備、ノウハウ・人材面等で支援し、

モデル事業の実施や、官民の連携プラットフォームの構築、ガイド

ラインの策定等により、スマートシティの成功モデルを創出し横展

開する。 

・ 公共交通、ライフライン、教育、医療の不足・不便、観光資源の活

用不足等の課題を有し、エリアが限定されている離島において、人

流データの解析、ドローン物流、高精細画像伝送等の先進技術を導

入するスマートアイランドの実現に向けて先駆的な取組を推進し、

条件不利地域に共通の課題の解決策を得て、成果の横展開を目指す。 

・ コンパクト・プラス・ネットワークの取組を加速するため、立地適

正化計画の居住誘導区域における生活利便施設の立地促進やハザ

ードエリアへの住宅の立地抑制等の措置を検討し、来年中に所要の

制度的措置を講ずる。 

・新たなビジネスやイノベーションを喚起する出会い・交流を生む、

居心地がよく歩きたくなる空間を創出するため、来年度までに、貴

重な都市空間を修復・利活用する新たな仕組みの導入、エリア単位

の官民協議会の制度化等を行うとともに、都市開発を集中的に促進

する。 

・ 緑や水を活かした都市空間の形成を図るグリーンインフラの取組

を推進し、新たな投資と人材を呼び込むため、本年夏頃に官民連携

プラットフォームを構築し、先導的なプロジェクトを支援するとと

もに、本年度中に土地利用方策について所要の改正措置を講ずる。 

・ ESG の視点も含め、適切な不動産投資を促進するため、不動産特定
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共同事業における一層のガバナンスの確保のための制度改正につ

いて検討し、来年度中に所要の制度的措置を講ずるとともに、本年

夏頃までに賃貸住宅管理業をめぐる実態調査を行い、その適正化に

向けた検討を進める。 

・ 不動産情報の官民データ連携の在り方を検討し、来年度中に、既存

住宅の取引量等不動産市場に関する指標を拡充するとともに、地方

に関する地価情報等の発信強化により地方への投資を呼び込む。 

・ マンションストックやその敷地の有効活用のため、管理組合による

適正な維持管理を促す仕組みや建替え・売却による更新を円滑化す

る仕組み等を検討し、方向性を本年中に取りまとめ、所要の制度的

措置を講ずる。 

・ 都市の管理や産業活動において、気象データを用いた AI による分

析を容易に行うことができるよう、気象現象や地球温暖化の予測な

どニーズの高い情報を本年中にクラウドで提供するとともに、デー

タの利活用に関して提言・助言等を行う専門技術者の育成や確保の

仕組みについて、気象ビジネス推進コンソーシアムの活動を通じて

検討を進め、本年度中に結論を得る。 

 

ⅱ）ＰＰＰ／ＰＦＩ手法の導入加速 

「PPP/PFI 推進アクションプラン（令和元年改定版）」（令和元年●

月●日民間資金等活用事業推進会議決定）のコンセッション重点分野

である空港、上水道、下水道、道路、文教施設、公営住宅、クルーズ

船向け旅客ターミナル施設、MICE施設、公営水力発電及び工業用水道

について、数値目標達成に向けた取組を推進する。 

行政の財政コストを抑えながら、民間のノウハウ等を活用し、社会

的課題の解決や行政の効率化等を実現する仕組みである成果連動型

民間委託契約方式について、その活用と普及を促進する。 

 

①コンセッション重点分野の取組推進 

・ 公共施設等運営権制度の絶え間ない改善のため、公共施設等運営権事

業に参画した国内外の企業へのヒアリングの結果を踏まえ、運営権ガ

イドライン等の見直しを検討するとともに、先進諸国での最新の取組

状況（活用手法や活用分野など）を俯瞰的に整理し、世界のトレンド

と日本における取り組みの差異を把握し、日本において今後必要な施

策を整理する。 
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・ これまでの国内での公共施設等運営権制度の活用実績や諸外国の事

例整理を基に公共施設等運営権制度の分かりやすい解説資料を作成

し、活用する。 

・ 関係省庁は、諸外国での公共施設等運営権に類似する権利を保有する

主体への法人税等の非課税措置の事例調査を基に我が国への示唆を

整理する。これを踏まえて内閣府は民間事業者のニーズを年内に確認

し、制度整備の必要性を判断する。 

 

②成果連動型民間委託契約方式の普及促進 

・ 内閣府は、国内での取組が具体化しつつある医療・健康、介護、再犯

防止の３分野を成果連動型民間委託契約方式の普及を進める重点分

野として、2022年度までの具体的なアクションプランを関係省庁と協

力して今年度中に策定する。関係府省は、アクションプランに基づき

重点３分野で成果連動型民間委託契約方式の普及を促進する。その成

果はさらに重点３分野以外へ確実に横展開させる。 

・ アクションプランでは、先行事例に取り組んでいる自治体、民間事業

者、評価専門家等の意見を踏まえた上で、成果指標、評価方法、支払

条件等に関するガイドラインの整備手順、成果指標評価の前提となる

エビデンス構築の進め方等について具体的に定める。 

・ 内閣府は本年度中に国内外での先進事例を調査・整理し、その成果を

基に成果連動型民間委託契約方式を普及・啓発するポータルサイトを

構築する。 

・ 内閣府は自治体による更なる事例構築を分野横断的に後押しするた

め、成果連動型民間委託契約の導入を支援するための調査を行い、事

例を蓄積する。 

・ 厚生労働省は医療・健康、介護分野における交付金・補助金等の既存

の制度枠組みにおいて成果連動型民間委託契約の導入の検討を進め

る。その際、複数年度にわたる委託契約の締結を促進するための方策

についても検討する。 

・ 内閣府は、成果連動型民間委託契約の補助の仕組みについて、本年度

中に英米のアウトカムファンドなどの海外事例を調査した上で検討

を行う。 
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７．脱炭素社会の実現を目指して 
（１）KPIの主な進捗状況 

《KPI》2020 年４月１日に電力システム改革の最終段階となる送配電

部門の法的分離を実施する。 

⇒平成 27年４月１日に電力広域的運営推進機関を設立。平成 28

年４月１日に電力小売全面自由化を実施。 

《KPI》2030 年までに乗用車の新車販売に占める次世代自動車の割合

を５～７割とすることを目指す。 

⇒新車販売のうち次世代自動車の割合は 36.7％（平成 29 年度） 

《KPI》商用水素ステーションを 2020 年度までに 160か所程度、2025

年度までに 320か所程度整備する。 

⇒103か所が開所済み（平成 31年 3月末） 

 

（２）新たに講ずべき具体的施策 

G20 議長国である機会を捉えて策定する「パリ協定に基づく成長

戦略としての長期戦略（仮称）」に基づき、最終到達点としての脱炭

素社会を掲げ、それを野心的に今世紀後半のできるだけ早期に実現

することを目指すとともに、2050（令和 32）年までの 80％削減に大

胆に取り組み、ビジネス主導で非連続なイノベーションを通じて環

境と成長の好循環を実現し、世界において環境政策のパラダイム転

換を起こし、世界全体の取組を進めていく。その際、エネルギー・

環境投資の拡大を図り、イノベーションの成果を活用して、エネル

ギー・環境施策や関連産業の高度化を推進する。 

 

ⅰ）イノベーションの推進 

・水素製造コストを 2050年までに現在の 10分の 1以下に抑えること

や人工光合成など二酸化炭素の有効利用を図る CCU技術の商用化に

向けた具体的なロードマップ等を含む革新的環境イノベーション

戦略を本年中に策定する。 

・世界の叡智を結集しクリーンエネルギー分野のイノベーション加速

に向けて、ICEF（Innovation for Cool Earth Forum）と連携する形

で、G20メンバーの研究機関からリーダーを集める RD20（Research 

and Development 20 for clean energy technologies）を今秋、日

本が主催する。 

・水素社会実現に向け、水素・燃料電池戦略ロードマップ等に基づき、
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2025（令和７）年からの本格普及期に向けたコスト大幅削減のため、

量産技術の確立、徹底的な規制改革を行う。 

・いぶき２号により、人間活動による温室効果ガス排出量を特定し、

世界各国の気候変動対策の透明性向上に貢献する。 

・窒化ガリウム半導体を活用した研究開発で電力損失を徹底的に減ら

したデータサーバー向け電源等を開発・実証し、情報通信分野の脱

炭素化を図る。 

・自動車の軽量化、建材の断熱性能の向上等に資するセルロースナノ

ファイバー等の新素材の研究開発・実証を進める。 

・CO2 を資源と捉え、燃料や原料として活用することで、経済合理的

に大気への排出を抑制していくことができるカーボンリサイクル

について、研究開発や国際連携を進める。 

・デジタル技術を活用した高度なエネルギーマネジメントの普及を図

るとともに、革新的エネルギーマネジメントシステムの確立（改革

2020プロジェクト）として、バーチャルパワープラントの令和３年

度の事業化に向け、利用可能なエネルギーリソースの拡大、制御技

術の高度化等に向けた実証、制度整備等を進める。 

 

ⅱ）グリーンファイナンスの推進 

・企業の情報開示と投資家・評価機関の手法の見える化を通じた建設

的な対話を促すため、価値協創のための統合的開示・対話ガイダン

スについて、国際的な発信等を通じて、国内外において更なる普及・

浸透、活用促進を進める。 

・SDGsを好機と捉え、積極的に経済合理性を見出そうとする企業の取

組を後押しし、それが投資に結び付く流れを作る。このような観点

も踏まえ、企業等の経営戦略への SDGs の組込みを推進するととも

に、SDGs経営に先進的に取り組む企業等の視座やメッセージをまと

めた SDGs 経営ガイドを、G20 等の場も活用し、国内外に向けて発

信・周知する。 

・地域金融機関による ESGを考慮した事業性評価に基づく融資等の支

援を通じて ESG 地域金融の普及拡大を図るとともに、ESG 金融専門

家の育成による ESG 金融リテラシー向上や、ESG 金融ハイレベル・

パネルを通じ、金融機関等の ESG金融へのモメンタム維持・醸成を

図る。 
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・企業の気候変動関連のリスク・機会に関する情報開示や、事業会社

と金融機関等の対話を促すため、金融安定理事会（FSB）の気候関連

財務情報開示タスクフォース（TCFD）の報告書に対応して、本年５

月に立ち上げた TCFD コンソーシアムにおいて、金融機関向けのグ

リーン投資に関するガイダンスの策定及び TCFD ガイダンス（気候

関連財務情報開示に関するガイダンス）の改訂を行い、また環境情

報開示基盤については、2021年度までの本格運用を目指す。さらに、

TCFD 提言に沿ったシナリオ分析に対応する企業への支援を拡大す

るとともに、支援を通じて得られた知見も活用し、企業による脱炭

素経営戦略の立案に役立つガイドを本年度中に策定する。加えて、

環境と成長の好循環をリードするため、本年秋に予定される TCFDサ

ミットにおいて国際的な情報発信等を行う。 

・企業行動や事業のシフトを ESG金融を通じて促進するため、グリー

ンボンドの発行促進及びグリーンファイナンスポータルサイト（仮

称）の開設を行う。また、投融資判断に環境要素を織り込むプロジ

ェクトのスキームの構築・事業化への支援を推進する。 

 

ⅲ）ビジネス主導の国際展開、国際協力 

・我が国の強みである技術力を活かして新しいビジネスを生み出し、

環境性能の高い技術・製品等の国際展開を促進し、我が国が世界を

リードしていき、世界の排出削減に最大限貢献していく。 

・相手国との協働を通じて、相手国に適した脱炭素製品・サービス・

技術の市場創出とイノベーション（コ・イノベーション）を起こし、

地球規模の脱炭素社会の実現に貢献する。 

・ビジネス環境整備と市場の創出を通じてイノベーションの成果を世

界に普及させるべく、ASEAN において各国が官民で協働していく枠

組みの立ち上げを目指して日本が主導する。 

・二国間クレジット制度（JCM）の経験を踏まえ、国際ルールづくりで

主導権をとり、市場メカニズムを活用する適切な枠組みをつくって

いく。 

・国際海運の持続的発展と温室効果ガス排出ゼロの実現に向けたロー

ドマップを本年度中に策定し早期に取組に着手するとともに、省エ

ネ船舶への代替等を促進する新たな国際制度を５年以内に構築す

る。 
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・代替フロンに代わる世界最先端のグリーン冷媒技術や、フロン類を

確実に回収する仕組みを構築し、それらの国際展開を推進する。 

・廃棄物処理・リサイクル・生活排水処理分野等の環境インフラ輸出

を支援するとともに、受入国の制度構築と技術導入を支援する。 

 

ⅳ）エネルギー分野での取組 

・令和元年度からの卒 FIT電源を含む非化石価値取引の育成・活性化、

令和３年度までを目途に容量市場、需給調整市場の創設等、市場メ

カニズムを活用しつつ、エネルギー転換・脱炭素化に向けた技術開

発や投資が行われる仕組みを設計・構築する。 

・再生可能エネルギーの主力電源化を目指し、コスト競争力・産業競

争力の強化と、自立化した電源として電力市場への統合を図るため、

固定価格買取制度の抜本見直しに向けた検討を進めるとともに、洋

上風力発電に不可欠な基地港に関する新たな制度の創設等の投資

環境整備、立地制約の克服に向けた技術開発及び安全指針の策定等

を進める。また、系統制約の克服に向け、まずは既存系統の最大限

の活用を図る。 

・洋上風力発電や地熱発電等地域ごとの特色ある再生可能エネルギー

の地域と共生する形での導入・自治体等と連携した地産地消などを

通じて、地域の活性化やレジリエンスの強化を図る。 

・大規模災害に対応した電力ネットワークの強靱化と再生可能エネル

ギーの更なる大量導入を両立させ、IoT、AI 等の新技術にも対応す

るため、地域間連系線の増強や制度面も含めた電力ネットワーク改

革を進め、必要な供給力・調整力の整備とあわせて電力投資の確保

に向けた仕組みを整える。加えて、蓄電池、水素など蓄エネ技術の

高性能化・低コスト化、次世代型の電力制御技術の開発・実証を進

める。 

・世界で水素利用に向けた動きを拡大・活性化するため、水素閣僚会

議等の場を活用して水素の国際連携を強化する。 

・複数事業者の連携や IoT、AI等による設備の効率的運用の促進、業

種別エネルギー消費原単位に関して国際水準等を踏まえた目標を

設定しつつ、規制と支援策を連動させる制度の構築等を通じ、事業

者の省エネルギーを進める。 

・2030（令和 12）年までに、自家消費型 ZEH等の普及を進め、新築住
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宅・建築物の平均で ZEH・ZEB相当となることを目指す。併せて、コ

ミュニティ内の連携等による新たな ZEH・ZEBモデルを検討する。 

・原子力については、安全最優先の再稼働を進める。防災対策の充実

化や自主的安全性向上の取組を通じて社会的信頼の回復に努めつ

つ、人材・技術・産業基盤の強化に着手し、安全性等に優れた炉の

追求、廃炉を含めたバックエンド問題の解決に向けた技術開発、人

材育成や国際連携を進める。また、高速実験炉や高温ガス炉等の試

験研究炉を活用するなど、将来に向けた研究開発を推進する。 

・アジアを中心に柔軟かつ透明性の高い LNG市場の実現・拡大を目指

し、LNG 関連プロジェクトに対する金融支援の強化・利便性向上、

制度・計画づくり及び人材育成等に取組む。 

・令和９年までに民間企業主導型の商業化に向けたプロジェクト開始

を目指し、メタンハイドレート等に関する技術開発を推進する。 

・電池材料等の製造に必要な鉱物資源やエネルギー資源の着実な安定

供給確保のため、資源外交や権益確保等に向けた取組を強化する。 

・新物理探査船の活用等による世界最先端の資源探査能力の獲得を目

指すとともに、開発現場への IoTや AIの技術実装等を促進する。 

・燃料供給インフラの強靱化と次世代化に向け、製油所等の競争力強

化、グローバル燃料供給網構築のための海外展開、SS等のデジタル

化による生産性向上や新たな燃料供給体制構築などを推進する。 

 

ⅴ）産業・運輸分野での取組 

・中小企業を含めてパリ協定と整合する目標の設定等を促進し、脱炭

素化を企業経営に取り込む取組を社会に浸透させる。 

・製品等によるグローバル・バリューチェーンを通じた温室効果ガス

の削減貢献量の見える化を通じ、我が国の低炭素製品等の国際的な

評価向上や企業への投資呼び込みを実現する基盤を整備する。 

・長期的な取組の一環として CO２フリー水素を活用したゼロカーボ

ン・スチールの実現に挑戦するため、その最初のステップとなる

COURSE50プロジェクト等の研究開発を実施する。 

・CCUS については、エネルギー基本計画・環境基本計画等も踏まえ、

商用規模の実証や技術開発、炭素循環利用の事業等を進めるととも

に、早期の社会実装に向け取組を加速化する。 

・微細藻類等による燃料製造技術実用化の研究開発や実証を進める。 
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・電動車活用社会推進協議会を今夏までに創設し、電動車とエネルギ

ーシステムの融合の実証やインフラ整備を進め、電動車の蓄電・給

電機能を活用した自動車・エネルギー融合社会の構築を目指す。 

・運輸部門の省エネを推進するため、次世代自動車の普及、新たな燃

費基準策定、商用車における電動車の活用、公共交通等と連携した

新たなモビリティサービスの実証、より高効率な車載用蓄電池の開

発・実用化を進める。 

 

ⅵ）地域・くらし分野・その他環境保全での取組 

① 地域循環共生圏の創造、ライフスタイルの転換 

・地域資源を持続可能な形で活用し自立・分散型の社会を形成しつつ、

地域間で補完し支えあう地域循環共生圏を創造する取組を支援し、

地域経済を活性化させるエネルギー・環境産業の育成や地域の再生

可能エネルギーを活用した分散型エネルギーシステムの構築、

SATOYAMA イニシアティブの推進を図るとともに国際展開を進める。 

・IoT、AI、シェアリングやデジタル化等を活用する新たな事業形態や

社会システムによるエネルギー利用の革新について、省エネ関連制

度の見直しも視野に検討を進める。 

・ナッジ・ブースト等の行動インサイトと IoT、AI等先進技術の融合

（BI-Tech）により、個人の価値観に即した働きかけを通じて環境配

慮等の行動変容を促す製品・サービス・ライフスタイルのマーケッ

ト拡大を図る。 

・自家消費される再生可能エネルギーの CO2 削減価値を取引できる

プラットフォームを構築し、ブロックチェーン技術を用いて実証し、

先進技術の実用化・ビジネス化を促進する。 

 

② 地域等における物質循環 

・第四次循環型社会形成推進基本計画に基づき、IoT、AI 等のデジタ

ル技術を活用した革新的な資源循環ビジネスの創生・普及、食品ロ

スの削減、未利用の循環資源の資源化実証・普及に取り組む。 

・国際的に提唱されている循環経済（Circular Economy: CE）の概念

を踏まえ、循環経済に係る野心的な目標を掲げる企業の取組等を促

進する Circular Economy Challengeプロジェクトを推進する。  

・AI・ロボット技術を活用した自動選別システム等のリサイクル技術
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開発、回収ルートの拡充等メダル作成の成果の活用により、都市鉱

山リサイクルシステムの高度化、普及促進を図る。 

・広域化・共同化や下水熱の活用、単独浄化槽の転換や台帳システム

の整備等を図り、汚水処理のリノベーションを推進する。 

・本年５月に策定された海洋プラスチックごみ対策アクションプラン、

プラスチック資源循環戦略及び海岸漂着物処理推進法に基づく基

本方針を踏まえ、プラスチックごみの回収・適正処理の徹底や３R、

海洋生分解性プラスチック等の代替素材のイノベーション、途上国

の能力強化、実態把握・科学的知見の集積等により新たな汚染を生

み出さない世界の実現を目指す。 

 

③ 福島新エネ社会構想の推進 

・福島新エネ社会構想に基づき、再生可能エネルギーの導入拡大に向

けた送電線の増強等の各種施策を進める。 

・再生可能エネルギー由来の CO2 フリー水素の利用（改革 2020 プロ

ジェクト）として、福島県内で再生可能エネルギーから大規模に水

素を製造し、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の

際にも活用する。2020（令和２）年 7月からの実証運転開始に向け、

実証設備の建設、試運転等を着実に進める。 

 

④ 気候変動への適応の推進 

・気候変動適応法に基づく気候変動適応計画の下、適応に係る情報基

盤の充実を図り、関係者が一体となって、農林水産業や防災、熱中

症対策等に関する適応策を推進し、適応の取組を契機として強靱な

地域作りや適応ビジネスの展開につなげる。 
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８．Society5.0実現に向けたイノベーション・エコシステムの構築 

（１）KPIの主な進捗状況 

《KPI》2025 年までに企業から大学、国立研究開発法人等への投資を

３倍増とすることを目指す。 

⇒1,361億円（2017年度実績） 

《KPI》2020年度までに、官民合わせた研究開発投資の対 GDP 比を４％

以上とする。 

⇒3.48％（2017年度実績） 

《KPI》企業価値又は時価総額が 10億ドル以上となる、未上場ベンチ

ャー企業（ユニコーン）又は上場ベンチャー企業を 2023 年ま

でに 20 社創出＜再掲＞ 

《KPI》今後 10年間（2023年まで）で、権利化までの期間を半減させ、

平均 14 月とする。 

⇒2017年度実績は平均 14.1月 

《KPI》製造業の労働生産性について年間２％を上回る向上 

⇒2017年：1.9％(2016年：1.8％) 

《KPI》2020年までに、工場等でデータを収集する企業の割合を 80％

に、収集したデータを具体的な経営課題の解決に結びつけてい

る企業の割合を 40％にする。 

⇒2018年：それぞれ 58％、26％(2017年：それぞれ 68％、22％) 

《KPI》2020年のロボット国内生産市場規模を製造分野で 1.2 兆円、

サービス分野など非製造分野で 1.2兆円 

   ⇒2017年：製造分野約 9,000億円、非製造分野約 1,800億円 

(2016年：製造分野約 7,200億円、非製造分野約 1,400億円) 

 

 

（２）新たに講ずべき具体的施策 

ⅰ）自律的なイノベーション・エコシステムの構築 

Society5.0によるパラダイムチェンジが急速に進む中、世界と戦え

るイノベーションを生み出していくためには、大企業やスタートアッ

プといった「産」、そして「学」、「官」等の力を総動員し、オープンイ

ノベーションに取り組む必要がある。我が国においては、大学改革が

進む一方で産学官連携は小規模に留まり、起業活動も他国と比べ低調

である。また、大企業は既存事業の効率的運営に適した経営・組織形

態をとっており、「自前主義」に陥り、機動性を失いがちとの課題を抱

えている。 
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こうした中、イノベーションの源泉としての大学・国立研究開発機

関（国研）について、将来像を見据えた課題設定段階から産業界とと

もにイノベーション創出に取り組むようにしていくとともに、産業の

新陳代謝、構造変革を促進し Society5.0 の実装を駆動するスタート

アップについて、特にグローバルに活躍するものの創出・育成に向け

官民一体で政策を総動員していく。また、会社本体から独立した「出

島」形式での異質な組織形態・組織文化の導入や、新たなマネジメン

ト手法による新規事業を既存事業とともに推進する「両利きの経営」

など、大企業による新たな経営への挑戦を加速する。 

 

① 産学官を通じたオープンイノベーションの推進 

ア）産学官融合に向けた取り組み 

・ 大学・国研の研究成果の社会実装を促進するとともに、財源の多様化

を一層進めるため、企業と大学・国研による大型共同研究開発を効果

的に行う仕組みについて、今年中に検討する。 

・ 今年度設置した「大学支援フォーラム PEAKS」において、大学の経営

課題や解決策等について大学関係者、産業界及び政府が具体的に議論

し、イノベーション創出につながる好事例を共有、分析して横展開を

進める。また、「産学官連携による共同研究強化のためのガイドライン

（平成 28年 11月 30日イノベーション促進産学官対話会議）」の実効

性を更に高める方策を今年度中に検討する。 

・ 官民が協調して有望なシーズ研究を発掘し、これに取り組む若手研究

者を育成する新たな仕組みについて、来年度目途で検討する。 

・ 新たな産学融合モデルを創出する拠点整備や、国立研究開発法人産業

技術総合研究所（産総研）が公設試験研究機関と連携し地域の具体的

技術ニーズを踏まえた支援を行う体制の強化について、来年度目途で

検討する。 

 

イ）グローバルに活躍するスタートアップの創出・育成 

・ スタートアップ・エコシステムの構築に向け、拠点都市形成に向けた

集中支援を行うとともに、大学を中心とした起業家教育、世界と伍す

るアクセラレーション機能、資金配分機関等における研究開発支援、

スタートアップ支援に係るネットワーク構築等を強化する。また、公

共調達へのスタートアップの参加及び研究開発人材の流動化を促進

する。 

・ J-Startup プログラムについて、大企業とのオープンイノベーション

を促進しつつ、地方の有望スタートアップや設立間もない時期から海
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外市場獲得を目指したスタートアップ（ボーン・グローバル）を発掘

するため、今年夏までに追加選定を実施する。選定企業に対しては、

各省連携での海外展開の推進とともに、経営資源が限られるスタート

アップの広報支援等、集中支援を強化する。また、エコシステム形成

に向け、来年度には、「グローバル・ベンチャーサミット（仮称）」と

して、国際的に評価の高いスタートアップ・カンファレンスや国内ス

タートアップ関連イベントを集中開催することを目指し、環境整備を

行う。 

・ ベンチャー・キャピタル（VC）等のコミットを得て行う研究開発型ス

タートアップ支援に関し、認定 VC の見直しやこれまでの取組の費用

対効果の検証等を通じ、支援分野やステージの重点化・強化等を行う

とともに、国際的に活躍する見込みのある例えば AI 等の先端技術領

域において、社会課題解決や市場ゲームチェンジをもたらすスタート

アップの効果的な支援を来年度目途で検討する。また、オープンイノ

ベーション・ベンチャー創造協議会（JOIC）において、大学発ベンチ

ャーに焦点を当てたピッチイベントの開催等、ベンチャーと大企業、

大学等のオープンイノベーション促進を強化する。 

・ 中小企業・ベンチャー企業によるイノベーションを推進するべく、フ

ィージビリティ調査から研究開発、事業化までを一貫して効率的に支

援できるよう、中小企業技術革新制度（日本版 SBIR制度）について、

関係府省で現行制度の評価・検証を行い、今年中に本制度の見直しの

方向性について結論を得て、その後速やかに必要な措置を講じる。 

 

ウ）大企業におけるイノベーションの促進 

・ イノベーション・マネジメント・システムの国際標準化の動き等も踏

まえて、今年夏頃にイノベーション経営推進のための指針を策定する。

この指針を踏まえて、大企業における情報開示を慫慂するとともに、

経済団体や市場関係者と協力して、イノベーション経営に挑戦する大

企業が資本市場等から評価されるための銘柄化等の枠組みを今年度

中に検討し、早期に具体化を図る。 

・ 産業競争力強化法に基づく経営資源活用共同化調査を今年度中に実

施し、この調査結果を踏まえて、大企業において、「内発的動機付けを

重要視するとともに、新奇な価値観こそ受容する」といった意識の下、

スタートアップ企業に対して経営資源の活用を認めるなど、経営資源

を組織や分野の枠を超えて組み合わせるための環境整備を行うこと

とし、企業の人事・知財・投資管理等の在り方を検討し、必要な方策

を具体化する。 
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・ 大企業・大学等による共同研究等のオープンイノベーション推進のた

めの技術研究組合の活用に向け、今年秋頃までに、技術研究組合を活

用して新会社設立を実現した事例や企業と大学の協働による成功事

例等を収集するとともに、設立・活用にむけた要点をまとめたガイダ

ンスを策定し、普及・広報する。 

・ 民間金融機関等の投資を促進すべく、日本政策投資銀行（DBJ）の投資

業務によるリスクマネー供給においてファンド手法を活用する取組

を今年度から推進する。加えて、来年度から大企業とベンチャー企業

等とのオープンイノベーションへの投資を促進するため、成長段階ご

とのボトルネックを踏まえた産業投資を活用した資金供給について

検討する。 

 

② 高等教育・研究改革 

ア）大学改革等による知と人材の集積拠点としての大学の機能強化 

・ 第４次産業革命により、付加価値の源泉は「知」にシフトする。「知」

を生み出す人材と、「知」の交流を生み付加価値を創出する場が決定的

に重要である。大学等の教育研究機関の機能を拡張し、付加価値を創

出する場、組織として機能させる観点から、各施策に取り組む。 

・ 今年度中に、大学経営環境の改善に向けた国立大学のガバナンスコー

ドを策定し、国公私の枠組みを超えた大学等の連携や機能分担を促進

する「大学等連携推進法人（仮称）」制度創設の検討を行う。 

・ 国立大学の運営費交付金の毎年度の配分について、成果を中心とする

実績状況に基づく配分の対象額及び変動幅を令和２年度予算から順

次拡大していくとともに、本年夏頃までに、教育研究や学問分野ごと

の特性を反映した客観・共通指標及び評価について検討し、検討結果

を令和２年度以降の適用に活用する。 

・ 国立大学法人や国研について、無形の「知」の価値が正しく評価され、

大型共同研究の促進や寄附の拡大等多様な資金の獲得など外部資金

割合の増加による運営費交付金依存度の低減及び財政基盤の強化等

に向けた必要な方策を検討する。あわせて、国立大学における余裕金

の共同運用の仕組みの創設や留学生対象授業料等の規制緩和につい

て検討する。 

 

イ）研究力の向上 

・ 研究「人材」、「資金」及び「環境」の改革を、産学官連携の下、大学

改革と一体的に展開する、「研究力向上改革 2019」を実施する。 

‐産学連携での大学院教育の好事例の周知や国際的に卓越した博士
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人材育成教育を推進する。また、若手研究者が経済的不安なく研究

に専念したり海外研さんを積む機会の拡充、研究者の世界水準の能

力の組織的育成プログラム開発とともに、来年度以降適用に向けて、

若手研究者の任期長期化やプロジェクトの専従義務緩和、直接経費

から研究代表者の人件費等を支出可能とするための検討等の研究

費制度の見直しを行う。 

‐世界的拠点形成に向けた先進的取組の組織内外への横展開など大

学等の国際化を進め、国際共同研究プログラムの拡充、国内向け研

究費の国際共同研究への活用等を行う。また、世界的研究拠点の持

続的発展に向けた国際・学際研究体制強化の検討を今年度中に行う。 

‐科学研究費助成事業や戦略的創造研究推進事業等で若手支援や新

興・融合領域開拓に資する挑戦的な研究に重点化し強化するほか、

国際化・ネットワーク化等による共同利用・共同研究体制の強化な

ど、基盤的経費と競争的資金のデュアルサポートにより多様で挑戦

的かつ卓越した研究を強化する。 

‐先端的な大型研究施設・設備や研究機器の戦略的活用、AI・ロボッ

ト技術の活用等によるスマートラボラトリ化、研究施設の戦略的リ

ノベーション等を積極的に推進し、Society5.0時代にふさわしい研

究環境を目指す「ラボ改革」を行う。 

・ 我が国の研究力を総合的・抜本的に強化するため、「研究力強化・若手

研究者支援総合パッケージ」（仮称）を、今年内目途に策定する。 

・ クロスアポイントメント制度について、現場に即した活用を促進する

ため、手引きや好事例の周知、多様なキャリアパスの奨励等を積極的

に行う。また、研究者の流動性向上の他の方策と合わせ、クロスアポ

イントメント制度の在り方等について、来年度までに検討する。 

・ 研究現場における多様性を確保し、イノベーションを活性化するため、

産学連携の下でリーダーとなる女性研究者を育成し、社会での活躍を

促進するための新たな取組を今年度中に開始するとともに、海外事例

の調査分析等を踏まえ、あるべき環境整備や支援方策を来年度までに

検討し、施策に反映する。 

・ 競争的資金等の執行データが集約されている府省共通研究開発管理

システム（e-Rad）において、公募プロセスの効率化と合わせ収集デー

タの範囲を全での公的研究資金へと拡大する等の機能強化を図るこ

とで、国の研究費と論文・特許等のアウトプットとの関連を見える化

し、効果的な資金配分の在り方等の政策検討への活用を目指す。 

 

ウ）戦略的な研究開発の推進 
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・ Society5.0 の実証の場としてのスマートシティ及びスーパーシティ

の実現に向け、本年度中に、分野・事業者横断のデータ連携等に資す

るアーキテクチャ構築に着手するとともに、各府省の既存事業の集中

投資等も通じ、都市 OS、標準 API、データ構造等の検討、実証を行う。

また、国際標準化等も見据え、G20 においてグローバルスマートシテ

ィ連合を提唱し（P）、スマートシティ間の相互学習、成功事例の共有

や運用に資する共通認識の形成を図る。 

・ 破壊的イノベーションの創出を目指し挑戦的研究開発を推進する。ム

ーンショット型研究開発制度に関し、関係府省一体となった推進体制

の下、ムーンショット型研究開発制度を早期に開始する。 

・ 「AI戦略 2019」（令和元年〇月〇日統合イノベーション戦略推進会議

決定）に基づき、人材育成や研究開発、社会実装に向けた取組等を推

進する。 

・ 「バイオ戦略」（令和元年〇月〇日統合イノベーション戦略推進会議

決定）に基づき、産業振興とデータ基盤の構築、国際拠点の形成、地

域における実証・研究、バイオ製品の価値・安全性の見える化、科学

的知見に基づく新たな機能性食品表示の実現、バイオベンチャーへの

投資環境整備等を推進する。 

・ 今年末に策定する「量子技術イノベーション戦略」の検討も踏まえつ

つ、量子に関する主要技術領域等におけるファンディングや国研等の

研究機関の取組の重点化と強化、国際研究開発拠点の推進、理数系教

育の充実を含む量子ネイティブ人材等の育成の推進を図る。 

・ スーパーコンピュータ「富岳」（ポスト「京」）からの早期の成果創出

を実現するため、試行的利用を来年度から開始するとともに、AIやデ

ータ科学への活用を推進する。また、学術情報ネットワーク（SINET）

の機動的な利用環境の構築や高性能計算環境によるデータ科学と計

算科学の融合等により、SINET を活用した多様なリアルワールド・リ

アルタイムデータの収集・解析・提供を図るとともに、これを企業に

も開放し、Society5.0を先取りする産学共同利用を加速度的に推進す

る。 

・ 北極海航路の持続的利用への取組、北極域研究推進プロジェクト

(ArCS)の後継プロジェクトに関する検討や北極域研究船に関する取

組など地球規模課題に対処する研究開発、北極科学大臣会合の来年日

本開催等の国際協力を総合的に推進する。 

・ 次世代放射光施設について、財源負担も含めた官民地域パートナーシ

ップにより推進する。 

・ 産学官連携による革新的材料開発の高度化や効率化に向け、研究環境
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のスマート化や最先端研究インフラの整備・共用を来年度から本格的

に推進する。 

・ IoT 等の業種横断的な分野も含め、研究開発の初期段階から標準化活

動を一体的に実施すべく、産総研における標準専門家による研究者向

け支援の充実や研究領域に係る外部からの標準化相談の受付機能の

強化等を来年度目途で検討する。また、関係省庁と連携し、NEDOが作

成した「標準化マネジメントガイドライン」等の標準化活動の具体的

手法や事例を国研間で共有する。 

 

③ 知的財産・標準化戦略 

・ 知的財産推進計画に基づき、価値デザイン社会の実現に向けた施策を

推進する。 

・ 経営をデザインすることや社会的にインパクトのあるオープンイノ

ベーションを加速するため、「経営デザインシート」の活用の促進や、

経営者や個人に求められる心構えを明らかにした診断項目リストの

活用の促進に取組む。 

・ 初等中等教育において、児童・生徒の創造性を育む知財創造教育を推

進するため、今年度から、高等学校を新たに対象として、教材等の収

集や作成を開始し、それら教材を活用した実証授業等を全国で行う。 

・ 地域のブランド力を強化する商標権の活用を進めるため、本年度から、

地域団体商標の活用や中小企業等への取組を強化するとともに、出願

増に伴い長期化傾向にある商標審査期間の短縮のための措置を講ず

る。 

・知的財産権が「侵害し得、侵害され損」とならないよう、知財訴訟制

度の機能強化に向けた具体策を検討する。 

・増加が顕著な模倣品の個人使用目的の輸入について、権利者等の被害

状況等及び諸外国における制度整備を含めた運用状況を踏まえ、具体

的な対応の方向性を検討し、早急に結論を得る。 

・ 海外における重要な技術情報等の流出を防ぐ体制を整備するため、ア

ジア等の海外における日系企業の営業秘密管理体制の構築支援等を

実施する。 

・ インターネット上の海賊版について、正規版の流通促進や国際連携・

国際執行の強化、必要な制度の検討など、総合的な対策を講じる。 

・自動運転関連技術、シェアリング、スマートシティ、データ取引市場、

AI 及び IoT などの各分野に加え、Society5.0 のコンセプトを具現化

したデータのアーキテクチャなどに関し、国際標準団体への積極的な

提案を行うなど国際標準化を進める。 



60 
 

 

ⅱ）次世代産業システム 

① サプライチェーンにおけるデータ連携の促進 

・製造現場から生まれる価値あるデータを最大限に活用するため、企業

の垣根を越えてデータを流通させる仕組みを国内の団体や企業が協

調して海外とも連携しながら本年度までに構築する。 

・我が国の「すりあわせ」をサプライチェーン全体で高度化するため、

自動車の設計・開発のデジタル化による開発効率向上に向けて昨年度

までに構築した燃費、熱、運動性能等のモデルに加え、本年度中に EV

関連のバーチャルシミュレーションモデル構築を目指す。 

 

② ロボット技術の社会実装等 

・サービス分野でのロボット開発・導入をユーザー視点で実施していく

ため、例えば、施設管理や介護、飲食等の分野別に、ロボットのユー

ザーとメーカー等が集まる議論の場を設け、ロボットを導入するに当

たっての現場での課題について検討を行い、業務プロセス、データ連

携、通信等の標準化や新たなビジネスモデルの在り方について本年度

内にとりまとめる。 

・ロボット開発者やロボットシステムインテグレータを広く育成するた

め、工業高校・高等専門学校におけるロボット利活用の教育プログラ

ムの導入に向け、教材の開発や産業界と連携した講師の派遣、現場実

習等の取組を進めるための産学連携の体制を来年夏までに構築する。 

・ロボットシステムインテグレータの技能を評価する国家資格（技能検

定制度）の在り方について、本年度内に検討を行い、結論を得る。さ

らに、社会的関心を高め、若年者のロボットシステムインテグレータ

等への入職を促進するため、技能五輪全国大会に「産業用ロボット」

を用いる競技職種を導入することについて、本年度内に検討し、結論

を得る。 

・世界のロボット技術が結集し、社会実装と研究開発を促進するアワー

ド型の競技等を行う「World Robot Summit」の令和２年の本大会（愛

知県国際展示場、福島ロボットテストフィールドで開催）に向けて、

今夏目途に競技ルールを公表し、競技参加者募集等を開始する。また、

福島ロボットテストフィールドを一つの拠点とする福島イノベーシ

ョンコースト構想を基軸とし、進出企業と地元企業が連携して産業集
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積を図り、自立的・持続的な産業発展を実現するための環境整備を推

進していく。 

・専門家の育成・派遣を通じて IoT・ロボット導入を促進する「スマー

トものづくり応援隊」に加え、自動運転技術や電動化等新技術への対

応等を支援する「サプライヤー応援隊」を整備し、これらを合わせた

中小製造業の支援拠点を本年度中に全国 40か所程度に拡大する。 

 

③ 宇宙ビジネスの拡大 
・準天頂衛星システム「みちびき」における、令和５年度目途の７機体

制の確立及び機能・性能の向上と、これに対応した地上設備の開発・

整備等について、効率化を図りつつ、着実に行う。また、実証事業や

対応受信機の普及に向けた支援等を通じた様々な分野での利用拡大

や海外展開も視野に入れた取組を行うとともに、G 空間情報センター

を中核とし、G 空間情報を使った高度な技術の社会実装を進める G 空

間プロジェクトの推進を図る。さらに、高精度に位置特定できる共通

基盤を令和２年度から順次社会実装するため、電子基準点等による測

位と整合した３次元地図の仕様を同年度中に明確化する。 

・H3ロケットの試験機２機の令和２・３年度打上げ、先進光学・レーダ

衛星の令和２年度打上げを着実に行う。情報収集衛星の機数増及び機

能保証強化、技術試験衛星の開発等を行う。 

・衛星データを地方自治体データ等とも連携させ一元的に提供する

Tellus の本格的開発・改良を行うとともに、ビジネスコンテスト S-

Booster のアジア地域への拡大等、様々な分野で衛星データ利活用を

図る。 

・宇宙ベンチャーに関し、株式会社日本政策投資銀行（DBJ）等のリスク

マネー供給拡大や海外からの投資の充実を図るとともに、専門人材プ

ラットフォームの本格運用を今年度開始する。 

・国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）と民間の協業による

事業創出を促進するほか、競争力のある小型衛星・小型ロケットの部

品・コンポーネントについて、国内民間ロケットの活用等による軌道

上実証支援を来年度目途で開始する。 

・スペースデブリ低減に関し、民間活力も活用して研究開発を迅速に進

め、本年５月に取りまとめた「スペースデブリに関する今後の取組に

ついて」に基づき、時間軸を含めた具体的取組を検討するとともに、
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国際枠組みに関する議論に参加する。 

・国際宇宙探査について、民間事業者とも連携し、我が国が強みを有す

る技術を活かす観点から、米国が構想する月近傍の活動拠点 Gateway

への参画に関する方針を検討し、年内に決定する。また、月、火星等

の宇宙探査のプロジェクトを着実に推進する。 

 

④ 航空機産業の拡大 

・世界で増大する航空機需要を取り込むため、DBJ 等を通じたリスクマ

ネー供給を拡大するとともに、電動化・複合材・自動化等の最先端の

技術を活用した次世代機の開発を促すための研究開発支援を行う。 

・三菱リージョナルジェット（MRJ）を含む今後の完成機事業については、

安全性審査を適確に行いつつ、MRJ の就航時期までに、開発完了後の

販売支援体制や量産機の安全運航維持の体制を整備する。 

・国際競争力のある航空機部品企業、クラスターを育成する観点から、

生産性の向上に資する設備投資等の促進や、全国航空機クラスターネ

ットワークを通じた事業拡大に向けた連携や新規参入を促進する。 

・成長著しいアジアでの航空機サプライチェーンを強化するため、国内

外の展示会や商談会などの機会を活用し、日本とアジアの関係者の官

民双方で協業を促進する。 
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９．Society 5.0時代に向けた人材育成 

（１）KPIの主な進捗状況 

《KPI》無線 LANの普通教室への整備を 2020年度までに 100％とする。  

⇒2017年：38.3％  

《KPI》学習者用コンピュータを 2020 年度までに３クラスに１クラス

分程度整備する。  

⇒2017年：児童生徒 5.6人に１台  

《KPI》新たな ITパスポート試験の受験者数を 2023 年度までに 50万

人とする。  

⇒新たに試験を整備（本年度開始）  

《KPI》第四次産業革命スキル習得講座認定を受けた講座数を 2020年

度までに 100 講座とする。  

⇒2018年：54講座  

《KPI》大学・専門学校等での社会人受講者数を 2022 年度までに 100

万人とする。  

⇒2016年：約 50万人 

 

 

（２）新たに講ずべき具体的施策 

ⅰ）大学等における人材育成 

・ データ・AIにより付加価値を創出する上では、各分野の専門性とデー

タサイエンスや AI のリテラシーの両方を備え、データの意味がわか

り、これを活用できる人材が求められる。このため、大学において、

数理・データサイエンス・AIの初級レベルの標準カリキュラムと教材

を本年度中に開発し、全国の大学及び高等専門学校に展開するととも

に、文理を問わず自らの専門分野への数理・データサイエンス・AIを

応用する基礎力を習得させるため、応用基礎レベルの標準カリキュラ

ム・教材の開発を令和２年度までに行う。加えて、カリキュラムに数

理・データサイエンス・AI教育を導入する大学を積極的・重点的に支

援する。また、博士人材等に対し、産業界や海外の大学等と連携した

高度なデータサイエンス等のスキルを習得させる研修プログラムを

開発し、本年度中に全国ネットワークを構築して展開する。 

・ 大学及び高等専門学校における産業界のニーズを踏まえた数理・デー

タサイエンス・AIの優れた教育プログラムを認定する制度の構築に向

けて、認定基準や産業界で採用・処遇等に活用する方策などについて

検討し、令和２年度中に認定を開始する。 

・ 学部・研究科等の枠を超えて教育課程を設定できる学位プログラム制
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度について積極的な活用を促すとともに、当該制度等を活用して全学

的な共通教育から大学院教育までを通じて広さと深さを両立する新

しいタイプの教育プログラム（「レイトスペシャライゼーションプロ

グラム」等）を複数構築することで、大学教育における文理を横断し

たリベラルアーツ教育の幅広い実現を図る。また、世界を牽引するよ

うなトップ人材を育成するため、飛び入学等を通じて早い段階から集

中的に育成する「出る杭」を引き出すプログラムを構築する。 

・ 本年中を目途に教学マネジメントに係る指針を作成し、当該指針等を

通じて大学等の学修成果の見える化を進めるとともに、学修成果や履

歴等を企業等の採用活動や更なる学びに活用する方策について本年

度中に事例を創出し、当該取組を全国の大学に展開する。 

・ Society5.0時代に必要な思考力・判断力・表現力などの学力を評価す

る大学入学共通テストを令和２年度から着実に実施できるよう準備

を進める。また、当該テストにおいて「情報Ⅰ」を令和６年度から出

題することについて CBT活用を含めた検討を行うとともに、学部分野

等を問わず入試で採用する大学を抜本的に拡大させるための支援を

行う。 

・ 大学・専修学校等において数理・データサイエンス分野等を中心とし

た産学連携プログラムの開発を進めるとともに、MOOCS や放送大学の

活用を拡充する。また、大学における実務家教員を育成するために本

年度から研修プログラムの開発・全国展開を行うとともに、実務家教

員のマッチングを行う人材紹介の仕組みを構築するほか、リカレント

教育の講座情報等を提供するための総合的なポータルサイトを構築

する。 

 

ⅱ）初等中等教育段階における人材育成 

・ すべての児童生徒に対して、最新技術を活用した世界最先端の質の高

い教育を実現するため、５年以内のできるだけ早期に、すべての小・

中・高校でデジタル技術が活用され、その効果が最大限発現されるよ

う包括的な措置を講じる。小学校、中学校、高等学校等における必要

な ICT環境について、最終的に、児童生徒１人１人がそれぞれ端末を

持ち、十分に活用できる環境を実現するため、目標の設定とロードマ

ップ策定を本年度中に行う。あわせて、BYOD（Bring Your Own Device）

等の活用について検討を行い、具体的な活用方法等を示す。また、ICT

環境について、速やかにかつできる限り費用を低減して調達できるよ

うにするため、ICT 機器等の標準仕様書例を本年夏までに示すととも

に、クラウド利活用等に向け、「教育情報セキュリティポリシーに関す
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るガイドライン」の見直しを本年夏までに行う。 

・ 学校ではクラウド活用を前提とすることとし、効率的・効果的なクラ

ウド導入の方策について周知するとともに、コスト等の面から学校が

導入しやすいよう、その接続方法について、公衆網を介したパブリッ

ククラウドや「SINET」などの多様な選択肢をモデル化して例示する。

また、初等中等教育における大学等の教育資源の活用や大学等の教

育・学術研究における活用なども含めて、希望する全ての自治体や学

校が「SINET」を利用できるように準備を進め、令和２年度中に試験的

な実施を行う。 

・ デジタル教科書は、児童生徒の学習の充実や障害等による学習上の困

難の程度の低減に大きな可能性を有する新たな教材であることから、

教育現場における効果的な活用を促進する。また、デジタル教科書の

効果・影響について検証を実施しつつ、最適な制度の在り方について、

国際競争力の観点からの調査を含む検討を行い、必要な措置を講じる。 

・ 令和２年度からの小学校のプログラミング教育の導入に向けて、全て

の教師がプログラミング教育を実施できるよう、体験や研修などの機

会を設けるとともに、ポータルサイトによる指導事例等の情報提供を

充実する。また、中学校及び高等学校の教員研修に資する教材等の開

発を本年度中に行うとともに、教師の養成・研修・免許の在り方等の

検討状況を踏まえつつ、高等学校において令和６年度までに社会の多

様な人材も含め ICTに精通した人材を 1校 1名以上登用することを目

指す。 

・ 大学等における数理・データサイエンス教育との接続を念頭に、高等

学校段階で確率・統計・線形代数等の基盤となる知識を得るための教

材を作成し、令和２年度から大学進学希望者等を中心に指導を行う。 

・ 学びの生産性及び質を向上させるため、AIによる効果的な学習等を実

現する EdTech の開発や学習ログ等を蓄積した学びのポートフォリオ

が児童生徒の学びや教師の指導に活用されるよう、収集するデータの

標準化や利活用に関する実践を進め、好事例を創出・収集し、全国へ

の展開を図る。また、EdTechをはじめとする先端技術や ICTを教師が

使いこなすことができるよう、先端技術の活用に関する基本的な考え

方を整理するとともに、「教育の情報化に関する手引」（仮称）の作成

や指導事例の普及・展開等を通じて研修の充実を図る。 

・ 遠隔教育について、学校等が接続先のマッチング、指導面・技術面の

アドバイスを得られるよう、本年度中に協力意向を有する様々な関係

団体を取りまとめて、提示を開始するとともに、中学校における弾力

的実施等も含めた事例の創出・展開を進め、令和５年度までに希望す
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る全ての学校で遠隔教育を実施することができる環境を実現する。 

・ 各教科での学習を実社会での課題解決に生かしていくための教科横

断的な教育である STEAM教育について、令和２年度までに産学連携や

地域連携による好事例を創出・収集し、モデルプランの提示と全国の

学校への展開を行うとともに、STEAM 教育コンテンツのオンライン・

ライブラリーを令和２年度までに構築する。 

 

ⅲ）産業界における人材育成・活用 

・ データサイエンス・AIを応用して中小企業の経営課題等を発見し解決

するために、企業等が行う課題解決型学習を中心とした実践的な学び

の場を提供する AI Quest（課題解決型 AI人材育成）について、本年

度から実証を行い、成果を国内外へ展開するとともに、AI Questを行

う企業等に対する認定制度について検討し、令和２年度から実施する。 

・ 「未踏 IT人材発掘・育成事業」において、高度な数学的才能を有する

人材を発掘し、AI技術をはじめとする情報処理技術を革新する人材へ

と育成する新たな仕組みについて本年度から検討を開始し、令和２年

度以降実施する。 

・ 「異能 vation」プログラムを見直し、破壊的イノベーションを創出す

るための課題を発掘し、挑戦を支援するとともに、これまでの取組の

成果も含めての国際的な発信や展開の支援及び企業とのマッチング

等のビジネス化に向けた支援を新たに行う。 

・ 子供、社会人、障害者、高齢者等がプログラミング等の ICTスキルを

お互いに学び合い、地域での活躍につなげる場となる「地域 ICTクラ

ブ」について、運営等に関するガイドラインを策定し、全国へ展開す

る。 

・ サイバーセキュリティ人材について、企業と人材のマッチング促進の

ため職務・役割と技能・資格等のひも付け、共通言語化等を行うとと

もに、情報系・制御系に精通した重要インフラ・産業基盤等の中核人

材育成の地方展開を図る。また、沖縄など地域において自律的にセキ

ュリティ人材を育成する拠点の構築や、行政機関等の情報システム担

当者を対象とする「実践的サイバー防御演習」の実施に取り組む。 
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10．海外の成長市場の取り込み 

（１）KPIの主な進捗状況 

《KPI》速やかに RCEP 交渉妥結を目指し、これを通じて FTA 比率が

70％を超える。 

⇒2018年度末時点：51.6％ 

※日本の貿易総額に占める、2018 年度末時点における EPA/FTA 発

効済・署名済の国との貿易額の割合（2018年貿易額ベース） 

※経済連携交渉の実施状況を踏まえ、従来の KPIを見直した。 

※現在交渉中の RCEP が署名に至った場合の FTA 比率は 78.7％

（2018年貿易額ベース） 

《KPI》2020 年までに外国企業の対内直接投資残高を 35兆円に倍増す 

る。 

⇒2018年末時点：30.7兆円 

《KPI》2020年までに中堅・中小企業等の輸出額及び現地法人売上高 

の合計額 2010年比２倍を目指す。 

⇒2016 年度：20.6兆円（2010年度：12.8兆円） 

《KPI》2020年に約 30兆円（2010年：約 10 兆円）のインフラシステ

ムの受注を実現する。 

⇒2017年：約 23兆円 

※KPIは「事業投資による収入額等」を含む 

《KPI》2020年度までに放送コンテンツ関連海外売上高を 500億円  

に増加させる。 

⇒2017年度：444.5億円 

 

（２）新たに講ずべき具体的施策 

日本経済の持続的成長のためには、広く国際市場にも目を向け、世界

の需要を我が国の地域に取り込むとともに、中小企業を含む日本企業の

更なる海外展開を促す必要がある。  

持続可能な開発目標（SDGs）の達成に向けた世界的な動きは、新たな

事業機会をもたらす。「Society 5.0」を国際的に展開し、「日本の SDGs

モデル」を、我が国における G20や第７回アフリカ開発会議（TICAD７）

の開催、SDGs首脳会合といった機会を活用して、アフリカ及び東南アジ

アを重点地域として、国際社会に共有・展開する。 

また、世界において貿易を巡る対立が見られる中、経済連携交渉等に

取り組むことにより、ルールに基づく自由で公正な経済秩序の構築を推

進し、世界経済の持続的な成長につなげる。 
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ⅰ）Society 5.0の国際展開と SDGs 達成 

① 民間企業による取組の支援 

・民間主導により、「Society5.0」を海外においても実現するため、一般

社団法人世界経済フォーラム第４次産業革命日本センターのネット

ワークを活用して、先進的な取組に積極的な多様な主体を巻き込む形

で、ヘルスケア、スマートシティ及びモビリティのプログラムを強力

に推進することとし、各省庁の施策によりこれを支援していく。 

 

② STI for SDGsの取組加速化 

・「SDGsのための科学技術イノベーション（STI for SDGs）」を推進する

ため、我が国が提案した「STI for SDGsロードマップ策定の基本的考

え方」を G20で策定し、各国のロードマップの策定を支援する。 

・本年度中に、課題解決に資するシーズとニーズのマッチング・事業創

造を図るためのプラットフォームの在り方の調査等及びプロトタイ

プの試行運用等を行う。さらに、G20 や TICAD 等の国際会議での発信

等を通じて国内外の多様なアクターの連携・協働を促し、気候変動や

海洋プラスチックごみ対策を含め SDGs 達成に向けたイノベーション

の創出を促進する。 

 

③ 「Society5.0」の国際標準化＜再掲＞ 

・自動運転関連技術、シェアリング、スマートシティ、データ取引市場、

AI 及び IoT などの各分野に加え、Society5.0 のコンセプトを具現化

したデータのアーキテクチャーなどに関し、国際標準団体への積極的

な提案を行うなど国際標準化を進める。 

 

ⅱ）日本企業の国際展開支援 

① インフラシステム輸出の拡大 

「インフラシステム輸出戦略（令和元年度改訂版）」（令和元年６月３日経

協インフラ戦略会議決定）の重点施策を官民一体で推進する。 

ア） 「質の高いインフラ」の推進 

・ IoT・AI 等高度な新技術を活用した課題解決力や高品質の物流サービ

スの構築等により、SDGs達成に貢献するなど、我が国のプレゼンスを

高めていく。併せて、我が国が優位性を有する分野の海外展開を促進

するため、相手国における規制等の整備、我が国発の国際標準の普及、

分野別タスクフォース等を通じた関係省庁・機関間の連携強化により、

スマートシティ等、横断的なパッケージ案件等の形成を推進する。 
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イ） 官民一体となった競争力強化、受注獲得に向けた戦略的取組 

・「自由で開かれたインド太平洋」等の外交政策とも整合的な形で、関係

国との連携を通じて、事業リスクの低減、アフリカや島嶼国等も含む

市場へのアクセス強化を図り、ビジネス機会の拡大を推進する。また、

価格競争力向上のための現地・第三国を含めた部材・人材等の活用を

進めるとともに、輸出基盤強化のための国内関連産業の構造改革に向

けた検討を進める。 

・機関投資家の資金の一層の活用やアフリカ市場の開拓といった課題に

対応すべく、関係機関と連携した新たな貿易保険スキームを構築する。 

・我が国事業者の海外インフラ市場への参入をより促進できるよう、案

件形成の「川上」から「川下」までの政府の関与、パッケージ案件等

への公的金融、官民ファンド、独法等の海外業務の取組の充実を図る。 

・単なる機器の売り切りではなく、ユーティリティ企業を含め、本邦企

業による経営及び O&M参画を通じた継続的関与を促進するため、公的

支援の充実を図る。 

・洋上風力発電等の再エネ分野等で技術優位性等を持つ本邦企業を支援 

すべく、先進技術を用いた事業や新規取組の事業化を公的金融で支援

し、本邦企業によるイノベーションと新規事業投資を促進する。 

・人材育成、法制度整備等のソフトインフラ支援を着実に実施する。 
 
② ルールに基づく自由で公正な経済秩序の構築 

ア）経済連携交渉 

・我が国は、自由貿易の旗手として、質の高い EPAの締結、拡大を通

じて、包括的で、バランスの取れた、高いレベルの世界のルールづ

くりの牽引者となることを目指す。 

・現在交渉中の RCEP の早期署名・発効を目指すとともに、日トルコ

EPA、日中韓 FTA を含むその他の経済連携交渉を戦略的かつスピー

ド感を持って推進する。加えて、昨年発効した TPP11協定の参加国・

地域の拡大や新たな国や地域との EPAの締結を含めた経済連携の強

化について議論を進めていく。 

・これまでに締結した EPAについて、今日の経済情勢に即した、一層

質の高いものとするべく、見直し協議に取り組んでいく。 

・中小企業も含めより多くの事業者に EPAを有効に活用してもらうべ

く、情報提供を含む支援を強化し、その利用の一層の促進にも取り

組んでいく。 

 

イ）投資関連協定 
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 ・現在交渉中の協定を含めると合計 94 の国・地域をカバーする見込

みであるところ、交渉中の投資関連協定については早期妥結を目指

す。加えて、2020年までに投資関連協定について、100の国・地域

を対象に署名・発効することを目指し、産業界の要望などを踏まえ

ながら新規交渉国を選定し、早期交渉開始を目指す。 

 

 ウ）租税条約 

 ・我が国との投資関係の発展が見込まれる国・地域との間での新規締

結や既存条約の改正を通じ、我が国企業の健全な海外展開を支援す

る上で必要な租税条約ネットワークの質的・量的拡充を進める。 

 

③ 中堅・中小企業の海外展開支援 

ア） 販路開拓支援・人材・金融面の支援 

・日 EU・EPA や TPP11 の協定発効を好機と捉え、「新輸出大国コンソ

ーシアム」を中核として、EU等の海外市場等に詳しい専門家を国内

外に配置し、計画策定から商談成立までの伴走型支援等を強化する。

その際、地域未来牽引企業をはじめとした波及効果が高く意欲のあ

る企業を重点的に支援する。 

・世界で急速に拡大する EC の活用を推進するため、プラットフォー

マーとのマッチングを進めるとともに、JETROが海外の主要 ECサイ

トに「ジャパンモール」を設置し、日本製品を販売支援する取組に

ついて、これまでのアジアに加えて米国や欧州、中東等にも拡大し

て実施する。 

・中堅・中小企業が自律的に輸出できるような販路・物流・ブランデ

ィング・手続き等へのサポートをワンストップで提供する取組を推

進すべく、その方策を本年度中に検討する。 

・現地のバイヤー、商社、政府機関等からニーズ情報を収集し、当該ニ

ーズに合致し得る国内企業とマッチングする仕組みを構築し、現地目

線での商品・サービス開発や販路開拓支援を国内外で強化する。また、

日本食と食文化・関連製品を一体とした海外への販路開拓の取組を推

進する。 

・国内外で企業の即戦力となるグローバル人材の育成・確保を強化する。 

 

イ） 海外進出支援 

・現地法人設立や現地規格・規制対応、現地代理店・販売先確保など、

海外進出並びに進出後の事業拡大における課題を重点的に支援する。

また、第７回アフリカ開発会議（TICAD７）も踏まえ、JICAと JETROが
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密接に連携し、ODA も活用しつつ、アフリカをはじめとする海外への

展開を強化する。 

・貿易保険法施行令を改正して NEXI による民間投資保険の再保険引受

けを可能とすることで中堅・中小企業の海外展開を促進する。 

・国際仲裁の活性化に向けた速やかな外弁法改正を含む紛争解決基盤の

整備を行い、日本企業の海外展開を後押しする。 

・在外教育施設における日本語指導や特別支援教育体制の充実、帰国時

の学校での受入れの円滑化など教育機能の強化を図る。 

 

ⅲ）日本の魅力をいかす施策 

① 対内直接投資の促進 

・「地域への対日直接投資 集中強化・促進プログラム」（平成 31 年４月

16 日対日直接投資推進会議決定）に基づき、外国企業誘致戦略が明確

化した地方公共団体が行う誘致活動に対する支援の充実、JETROによる

支援体制の強化及びインバウンド観光需要の取り込みや農林水産品の

輸出促進との連携強化を図る。また、地域への誘致成功事例の発信によ

る外国企業との協業・連携機運の醸成や我が国のビジネス環境の更な

る改善に向けた取組を進める。 

・JETROの海外主要拠点において、海外のイノベーションエコシステム等

との緊密なネットワークを形成すること等を通じ、イノベーション創

出に資する外国企業を積極的に誘致する。 

・昨年度開始した Regional Business Conference について、本年度にお

いても外国企業誘致に積極的な地域で開催するとともに、令和２年度

の Japan Business Conference 開催に向けて、実施体制構築等の準備

を進める。 
 
② クールジャパン 

・「知的財産戦略推進計画 2019」（令和元年〇月〇日知的財産戦略本部決

定）に基づき、これまでの取組の効果検証等も踏まえ、進化したクール

ジャパン戦略を本年夏頃までに策定する。新戦略に基づき、在外公館、

ジャパン・ハウス、国際交流基金や JETROの活用、日本食品海外プロモ

ーションセンター（JFOODO）による発信、クールジャパン機構の資金供給

等を始めとする関係施策を実施する。その際、インバウンドとアウトバ

ウンドの好循環創出も考慮しつつ、マーケットインの考えで、国別・属

性別の嗜好分析、分野横断的な取組・ストーリー作り、インフルエンサ

ー活用、展示会等イベント活用等を進める。 

・様々な関係者の連携促進のため、クールジャパン官民連携プラットフォ
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ーム等を活用して基盤を強化する。その一環として、デジタル技術を活

用して、日本好きの外国人へ継続的に働きかけ、2020 年東京オリンピ

ック・パラリンピック競技大会や「日本博」を契機に、日本ファンの拡

大・長期滞在の促進等を図る。 

・専門人材・高度デザイン人材・高度経営人材の育成や外国人材の受入れ

に向けた制度整備・地方文化発信も含めた相互交流事業、海外における

日本語の普及、地域プロデュース人材が活躍できる基盤作り等を推進

する。 

・情報通信技術の発達に伴い拡大する海外市場への進出を見据え、海外市

場において競争力のある日本の映像コンテンツについて、デジタル技

術の導入等により制作現場の生産性向上を促進し、更なる競争力強化

を図るとともに、国際見本市の開催や放送コンテンツの海外展開支援

等を通じ、コンテンツ関連産業及び地域産業の海外販路開拓や、地域へ

のインバウンド拡大に繋げる。 

・新たな成長領域として注目される e-スポーツについて、健全な発展に

必要な適切な環境整備として、社会における認知度向上のための取組

や、競技大会のガバナンスなど関連する実態調査に本年度中に取り組

む。 

・本年度中に、全国ロケーションデータベースの更新やエリアマネージャーの

試験的設置を通じて関係者間の許認可情報の共有を進めるとともに、外国

映像作品の誘致に関する実証調査等を行うことにより、国内外の映像

作品の撮影環境の改善を進める。また、若手映画作家等の育成や映画製

作支援、国際交流等を通じて、世界に評価される新たな日本映画の創出

に寄与するほか、国際共同製作の促進や、映画祭における海外への発

信・人材交流によって、日本映画等への関心の掘り起こし等を行う。 

・国・地域の特性や嗜好を踏まえた効果的な普及促進、ブランド力の向上、

輸出環境の整備、酒類以外の分野との連携等を行い、日本産酒類の一層

の輸出拡大やインバウンドの促進を図る。 

 

③ 2025 年大阪・関西万博の開催へ向けた準備 

・万博特措法に基づき、本万博の準備及び運営を担う博覧会協会を指定す

るとともに、国の補助、国の職員の派遣等の支援措置を講じる。 

・博覧会国際事務局（BIE）による我が国の開催計画（登録申請書）承認

後、できるだけ多くの国の参加を得るべく、2020 年ドバイ万博の機会

などを活用して、参加招請活動を行う。また、本万博のテーマに関連す

る国際会議等において、本万博の魅力・情報を世界に発信する。 
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11．外国人材の活躍推進 
（１）KPIの主な進捗状況 

《KPI》 2020年末までに 10,000人の高度外国人材の認定を目指す。

さらに 2022年末までに 20,000人の高度外国人材の認定を目

指す。 

⇒ポイント制の導入（2012 年５月）から 2018 年 12 月までに高

度外国人材と認定された外国人数は 15,386人 

《KPI》 2020年までに外国人留学生の受入れを 14万人から 30 万人

に倍増（「留学生 30 万人計画」の実現） 

⇒我が国の大学・大学院など高等教育機関における外国人留学生

数は 208,901人（2018年５月時点） 

※日本語教育機関に在籍する外国人留学生 90,079人を加えると

298,980人（2018年５月時点） 

 

（２）新たに講ずべき具体的施策 

国際的な人材獲得競争が激化する中、高度な知識・技能を有する外国人

材にとって我が国の生活・就労環境や入国・在留管理制度等がより魅力的

となり、かつ、これらの人材が長期にわたり我が国で活躍できるよう、「外

国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」（平成 30 年 12 月 25 日外

国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議決定）も踏まえつつ、政府横

断的に以下の取組を重点的に進めていく。 

 

ⅰ）高度外国人材の受入れ促進 

① 外国人留学生等の国内就職促進のための政府横断的な取組 

・「高度外国人材活躍推進プラットフォーム」を JETRO に設置したこと

を受け、関係省庁が保有する出入国管理制度等の関連施策情報、関係

省庁等が実施する高度外国人材に関するセミナー等の各種就職促進

施策等とともに、我が国での就労を希望する留学生の在籍大学情報、

留学生を含む高度外国人材の採用に関心がある企業情報を常時アッ

プデートされた最新の形で提供する。 

・プラットフォームの下で、留学生を含む高度外国人材の採用に関心が

ある中堅・中小企業に対し、専門家による採用から定着までのきめ細

かな伴走型支援を提供することで、留学生を含む高度外国人材の採用

を促していく。 

・留学生の採用時に高い日本語能力（例えば、日本語能力試験Ｎ１相当
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以上）を求める企業もみられるが、業務に必要な日本語能力のレベル

は企業ごとに様々であり、採用時に求める日本語能力水準には多様性

があること等を踏まえ、その多様性に応じた採用プロセス及び採用後

の待遇の多様化を推進する。そのため、関係省庁、産業界、就職支援

事業者、大学等が連携し、採用後の多様な人材育成・待遇等のベスト

プラクティスを構築し横展開する。また、先進的な留学生向けの取組

を行っている企業や大学等からの情報発信を促すため、関係省庁から

の周知を徹底していく。 

 

② ビジネス日本語等教育プログラムの充実及び日本語教育の質の向

上 

・大学が企業等と連携し、留学生が我が国での就職に必要なスキルであ

る「ビジネス日本語」等を在学中から身に付ける教育プログラムを策

定し、これを文部科学省が認定した上で留学生の国内企業等への就職

につなげる仕組みを全国展開する。認定大学には、留学生の就職率に

ついての達成目標の設定を求める一方で、奨学金の優先配分等を行う。 

・優秀な留学生の掘り起こし、日本語指導、国内企業とのマッチング等、

総合的な受入れモデルを構築する専修学校における取組を支援し、こ

れらの取組によって得られた教育プログラム等に関する成果を公表

して広く情報共有する。 

・外国人の子供の就学促進、日本語指導の充実、高校生等へのキャリア

教育等の包括的な支援を進める。また、就労者等に対する日本語教師

の研修プログラムの普及及び日本語教師の能力等を証明する新たな

資格等に関する検討を踏まえた取組を行うとともに、外国人の日本語

教育環境を整備するため、地方公共団体等の体制づくり、日本語を自

習できる ICT教材の利用を推進する。 

 

③ 高度外国人材の受入れ円滑化に向けた入国・在留管理制度等の改善 

・外国人起業家の管理・支援等を含む「外国人起業活動促進事業」の利

用普及に向け、ベストプラクティスの共有等を通じて地方公共団体向

けの広報を強化する。 

・留学生による我が国での起業の円滑化を図るべく、「外国人起業活動促

進事業」及び「国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業」に関連す

る制度・運用の拡充をはじめとした、入国・在留管理等に係る制度・
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運用の見直し等を進め、本年度中に結論を得る。 

・AI、IoT、クラウド技術など第４次産業革命を進める上で必要となる革

新技術分野における優秀な人材の円滑な受入れに向けて現行制度・運

用の見直し等を含め検討を進め、本年度中に結論を得る。 

 

ⅱ）在留資格手続の円滑化・迅速化等のための在留管理基盤の強化 

① 在留資格手続の円滑化・迅速化 

・外国人を適正に雇用し、かつ外国人雇用状況届出等を履行しているな

ど一定の要件を満たす所属機関等を対象に、外国人本人に代わって行

うオンラインでの在留関係諸申請の受付を本年７月に開始する。今後、

更なる利便性向上のため、オンラインで申請可能な手続の対象を拡大

していく。 
 
② 在留管理基盤の強化 

・外国人の受入れ状況に係る情報を継続的に把握し、外国人受入れ機関

単位で情報を管理・把握することを可能とするための情報基盤の整備

を推進するとともに、在留管理の電子化を進める。 
 

  



76 
 

Ⅱ．全世代型社会保障への改革 

１．70 歳までの就業機会確保  

（１）KPIの主な進捗状況 

《KPI》（新）2025年：65歳～69歳の就業率 51.6％ 

⇒2018年：46.6％ 

 

（２）新たに講ずべき具体的施策 

ⅰ）70歳までの就業機会確保 

・ 人生 100年時代を迎え、働く意欲がある高齢者がその能力を十分に発

揮できるよう、高齢者の活躍の場を整備することが必要。このため、

65 歳まで継続雇用することとしている現行制度を見直し、70 歳まで

就業機会を確保できるようにする。 

・ 65歳から 70歳までの就業機会の確保については、65歳までと異なり、

それぞれの高齢者の特性に応じた活躍のため、とりうる選択肢を広げ

る必要がある。このため、多様な選択肢を法制度上許容し、当該企業

としてはそのうちどのような選択肢を用意するか、労使で話し合う仕

組み、また、当該個人にどの選択肢を適用するか、企業が当該個人と

相談し、選択ができるような仕組みを検討する。 

・ 法制度上許容する選択肢のイメージは、「定年廃止」、「70 歳までの定

年延長」、「継続雇用制度導入（子会社・関連会社での継続雇用を含む）」

といった 65歳までの制度における選択肢に加え、「他の企業（子会社・

関連会社以外の企業）への再就職の実現」、「個人とのフリーランス契

約への資金提供」、「個人の起業支援」、「個人の社会貢献活動参加への

資金提供」が想定しうる。企業はこれらの選択肢の中から当該企業で

採用するものを労使で話し合う。それぞれの選択肢についての企業の

関与の具体的な在り方について、今後検討する。 

・ また、70歳までの就業機会の確保を円滑に進めるため、法制について

も、二段階に分けて、まず、第一段階の法制の整備を図ることが適切

である。第一段階の法制については、以下の方向で検討する。 

ア）法制度上、上記のような選択肢を明示した上で、70歳までの就業

機会確保の努力規定とする。 

イ）必要があると認める場合は、厚生労働大臣が、事業主に対して、

個社労使で計画を策定するよう求め、計画策定については履行確保

を求める。 

その上で、第一段階の実態の進捗を踏まえて、第二段階として、多様

な選択肢のいずれかについて、現行法のような企業名公表による担保

（いわゆる義務化）のための法改正を検討する。この際は、かつての
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立法例のように、健康状態が良くない、出勤率が低いなどで労使が合

意した場合について、適用除外規定を設けることについて検討する。 

・なお、混乱が生じないよう、65歳までの現行法制度は、改正を検討し

ないこととする。こうした仕組みの実現に向けて、労働政策審議会の

審議を経て、令和２年の通常国会において、第一段階の法案の提出を

図る。 

 ・働く意欲がある高齢者が、その能力を十分に発揮し、働く人の個々の

事情に応じて活躍できるよう、地方公共団体を中心とした就労促進の

取組と地域の企業との連携の推進、シルバー人材センターの機能強化、

企業のニーズと高齢者の経験・就業意欲を踏まえたマッチング機能の

強化を検討する。 

 ・高齢期を見据えたキャリアプランの再設計や、労働者が企業内で定期

的にキャリアコンサルティングを受ける仕組みの導入などを支援す

る拠点を整備し、全国でサービスを提供することを通じたキャリア形

成支援を行うとともに、高齢者を含めたリカレント教育を推進する。

また、70歳までの就業機会確保措置を講じる企業や高年齢労働者の労

働災害防止などの高齢者の安全・健康確保等に取り組む企業への支援、

高齢者のモチベーションや納得性に配慮した能力及び成果を重視す

る評価・報酬体系構築の支援など、高齢者が能力を発揮し、安心して

活躍するための環境を整備する。さらに、女性会員の拡充を含めたシ

ルバー人材センターの機能強化など、中高年齢層の女性の就労支援を

進める。 

 

ⅱ）働き方の多様化や高齢期の長期化・就労拡大に伴う年金制度の見直

し 

・ 本年の公的年金の財政検証結果を基に、「人生 100年時代」を展望し、

より多くの人が多様な形態で長く働く社会へと変化する中で、長期化

する高齢期の経済基盤を充実できるよう、令和２年の通常国会への法

案提出を念頭に、公的年金・私的年金両面にわたる制度改革を進める。 

・長期化する高齢期の経済基盤を就労期間を延伸することで充実するこ

とが可能となるよう、繰下げ制度の柔軟化等による、高齢期の就労と

年金受給開始時期の選択肢の拡大を図る。また、公平性に留意しつつ、

マクロ経済スライド調整が進む将来の受給世代ができるだけ長く働

き年金水準を確保することを阻害しないよう、将来的な制度の廃止も

展望しつつ在職中の賃金と年金の調整（在職老齢年金制度）等の見直

しを行う。これらについては、社会保障審議会での議論を経て、速や

かに制度の見直しを行う。 
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・ 短時間労働者に対する年金などの保障を厚くする観点から、勤労者皆

社会保険制度の実現を目指して、被用者保険の短時間労働者等に対す

る適用拡大について、社会保障審議会での議論を経て、速やかに制度

の見直しを行う。 

・ 高齢期の長期化と就労の拡大・多様化等を踏まえた私的年金の加入可

能年齢等の引上げや、中小企業への企業年金の普及・拡大等について、

社会保障審議会での議論を経て、速やかに制度の見直しを行う。 
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２．中途採用・経験者採用の促進  

（１）KPIの主な進捗状況 

《KPI》2020年：転職入職率 9.0％ 

⇒2017年：8.6％ 

 

（２）新たに講ずべき具体的施策 

ⅰ）中途採用・経験者採用の促進等 

・人生 100年時代を踏まえ、働く意欲がある労働者がその能力を十分に

発揮できるよう、雇用制度改革を進めることが必要。特に大企業に伝

統的に残る新卒一括採用中心の採用制度の見直しを図ると同時に、通

年採用による中途採用・経験者採用 4の拡大を図る必要がある。 

 このため、企業側においては、採用制度及び評価・報酬制度の見直し

に取り組む必要がある。政府としては、個々の大企業に対し、中途採

用・経験者採用比率の情報公開を求めるといった対応を図る。 

・中途採用・経験者採用に積極的に取り組む上場企業を中心としたリー

ディング企業やベンチャー・中小企業等を集めた中途採用・経験者採

用協議会で提起された好事例について、その横展開を図ること等によ

り、雇用慣行の変革に向けた運動を展開する。また、好事例の周知等

を通じて、各企業に対して、評価・報酬制度の見直しを促す。この際、

経営改革力に限界のある中小企業に対しては、中途採用等支援助成金

等を活用し、これらの見直しのための支援を行う。 

・学生の学修環境の確保を前提に、就職・採用活動の実態等も踏まえ、

例えば長期インターンシップの方向性等を中心に今後の時代にふさ

わしい学生と企業の就職・採用の在り方について、本年度中に検討を

開始する。 

  

 ⅱ）就職氷河期世代対策：調整中 

 

 

ⅲ）主体的なキャリア形成を支える労働市場のインフラ整備 

・令和２年からの稼働を目指す職業情報提供サイト「日本版 O-NET」（仮

称）や、令和４年以降の稼働を目指す「職業能力診断ツール」につい

て、両者の連携を図るほか、ハローワークインターネットサービスや

職場情報総合サイトなど、既存のシステムとの連携も視野に入れて開

発・運用を進めることで、求職者や企業の人事担当者等が、円滑に職

                                      
4 中途採用については、積極的な取組を行っている企業の間では「キャリア採用」と呼んでい

る事例も見られる。 
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業情報の把握や求人情報の検索等を行える有機的なシステム構築を

目指す。 

 ・中小企業における HR テクノロジーの導入支援や活用事例の周知を行

い、同テクノロジーの導入・活用による中小企業における多様な人材

の活躍や生産性向上を支援する。 

 ・解雇無効時の金銭救済制度について、可能な限り速やかに、法技術的

な論点についての専門的な検討を行い、その結果も踏まえて、労働政

策審議会の最終的な結論を得て、所要の制度的措置を講ずる。 
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３．多様で柔軟な働き方の拡大  

（１）KPIの主な進捗状況 

《KPI》2020年：テレワーク導入企業を 2012年度比で３倍 

⇒2018年：19.1％（2012年：11.5％） 

《KPI》2020年：上場企業役員に占める女性の割合 10％ 

⇒2018年：4.1％ 

《KPI》2020年：民間企業の課長相当職に占める女性の割合 15％ 

⇒2018年：11.2％ 

《KPI》2020年：第１子出産前後の女性の継続就業率 55％ 

⇒2015年：53.1％ 

 

（２）新たに講ずべき具体的施策 

ⅰ）多様で柔軟な働き方の拡大 

① 副業・兼業の促進 

・長時間労働の抑制や労働者の健康確保に留意しつつ、副業・兼業の普

及促進を図る。ガイドライン及び改定した「モデル就業規則」の周知

に努めるとともに、検討会における健康確保の充実と実効性のある労

働時間管理の在り方についての検討を加速し、今年中に結論を得る。

その上で労働政策審議会において議論を開始し、可能な限り速やかに

結論を得る。 

・副業・兼業の場合の労災補償の在り方について、現在、労働政策審議

会での検討が進められているが、引き続き論点整理等を進め、可能な

限り速やかに結論を得る。 

・中小企業の経営課題を解決する中核人材の確保に向け、地域金融機関

やよろず支援拠点等と民間企業などの人材支援機関が連携する場を

設けること等を通じ、引き続き、地域金融機関、大学等を通じた中核

人材確保のための取組の創出と横展開に取り組む。その際、本年度か

ら、中小企業がよろず支援拠点を含む経営支援機関を通じ、副業・兼

業の形も含め中核人材の確保が可能となるよう、人材支援機関と連携

した人材確保の取組の実現を図る。 

・国家公務員の兼業について、公益的活動等を行うための兼業を希望す

る者が円滑に制度を利用できるよう、明確化した兼業許可基準の更な

る周知を図る。 

 

 ② 雇用関係によらない働き方（フリーランス等）の環境整備 

契約条件の明示、契約内容の決定・変更・終了のルールの明確化、

報酬額の適正化等、フリーランス等の雇用関係によらない働き方にお
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ける諸課題について、法的保護の必要性も含めた中長期的な検討を進

めるに当たり、「雇用類似の働き方に係る論点整理等に関する検討会」

において、本年の夏までに一定の取りまとめを行うとともに、特に優

先すべき検討課題については、スピード感を持った検討を進める。 

 

③ テレワークの推進 

・テレワークにおける適切な労務管理のためのガイドラインの周知啓発

を行うとともに、テレワーク相談センターの設置・運営やテレワーク

導入に係る助成等による導入支援を行う。 

・女性、障害者、高齢者など多様な人材活用に資する効果的なテレワー

クの先進モデルの整理・普及を図るとともに、特に中小企業の課題解

決等を担う立場である社会保険労務士や IT コーディネータなどの専

門家にテレワーク普及の担い手になってもらうこと等により、地域や

企業の実情に応じたテレワークを推進する。 

 

④ 治療と仕事の両立支援 

・主治医と企業の連携の中核となり、患者に寄り添い支援する両立支援

コーディネーターの育成・配置を進めるとともに、本年３月に改訂し

た「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」及

び「企業・医療機関連携マニュアル」の周知を進めることにより、企

業・医療機関の患者に対する支援ノウハウの強化を図る。 

・都道府県労働局、労使、自治体、地域の医療機関等で構成される地域

両立支援推進チームの取組等を通じて、がんや難病の患者等に対する

地域における相談支援体制の構築等を進める。 

 

ⅱ）生産性を最大限に発揮できる働き方に向けた支援 

① 長時間労働の是正を始めとした働く環境の整備 

・本年４月から大企業に対して適用された罰則付きの時間外労働時間規

制について、監督指導の徹底など、適切な施行に努める。併せて、令

和２年４月からの中小企業への適用、令和６年４月からの建設業や医

師等への適用に向けて、相談体制の充実や制度の周知徹底、適用猶予

期間においても、必要な法整備を含め、時間外労働の削減や労働者の

健康確保のための取組を行うよう働きかけや支援を行うなど、円滑な

法の適用に向けた取組を行う。 

・適正な工期の確保や施工時期の平準化、技術者の配置要件の合理化等

を図るとともに、建設キャリアアップシステムを活用した技能者や専

門工事企業の能力評価制度を通じて処遇改善を図ることで、建設業の
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働き方改革を推進する。 

・令和２年度以降のパートタイム・有期雇用労働法、労働者派遣法等の

円滑な施行に向け、働き方改革推進支援センターにおいて中小企業・

小規模事業者等に対する相談支援を行うほか、事業主向けの「取組手

順書」や業界別の「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュア

ル」等の周知に努める。 

・労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法等の改正により、事業主に

対してパワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置義務が新

たに設けられることやセクシュアルハラスメント等の防止対策の強

化が図られたことを踏まえ、措置の適切・有効な実施を図るための指

針を整備するとともに、中小企業等が適切に措置を講じることができ

るよう必要な支援を行う。 

・取引先等の労働者等からのパワーハラスメントや顧客等からの著し

い迷惑行為について、相談対応等の望ましい取組を明確化し、関係省

庁と連携して周知啓発を図る。 

 

② 人材投資情報の「見える化」の推進 

・機関投資家などのステークホルダーと関係省庁が連携して、官民一体

で、企業価値向上に向けた人的資本の非財務情報の活用の在り方を検

討する。 

・昨年のコーポレートガバナンス・コード改訂により、人材投資をはじ

め経営資源の配分等に関する説明について定められたことを受け、今

後、その実施状況についてフォローアップする。 

・併せて、人材投資に関する開示の状況について調査し、好事例の収集・

公表を行い、企業における開示の充実を促進する。 

 

ⅲ）女性活躍の更なる拡大、ダイバーシティ経営の推進 

 ・女性活躍推進法の改正により、一般事業主行動計画の策定義務対象拡

大や情報公表の強化が図られることを踏まえ、その円滑な施行に向け

て、中小企業をはじめとする全国の企業が着実に女性活躍の取組を行

うよう、都道府県労働局と地方公共団体の連携を推進しながら、改正

の内容の周知徹底や企業向け相談窓口の整備、一般事業主行動計画の

効率的な策定・公表方法の検討を行う。あわせて、地域の多様な主体

の女性活躍の取組を更に強力に支援・推進する。 

 ・女性活躍やダイバーシティ経営推進の観点から、上場企業の女性役員

及び ESG投資における女性活躍情報の活用の状況の公表を進めるとと

もに、企業の女性活躍の要素を投資判断に考慮するジェンダー投資を
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推進する。また、女性役員人材の育成に向け、新たな地域における展

開を含め、地方、大学等との共催等により女性役員育成研修を実施す

るとともに、修了者人材バンクの充実・強化を行う。 

・企業と投資家等との積極的な対話を促す情報開示等を求める「ダイバ

ーシティ 2.0行動ガイドライン」の普及や、「なでしこ銘柄」等の選定

基準の見直し等を通じ、企業におけるダイバーシティ経営を推進する。 

・人生 100 年時代において、多様な選択ができる社会を構築するため、

地方創生推進交付金を活用し新規就業支援を図る「官民連携プラット

フォーム」の設置・活用促進や、キャリアアップを総合的に支援する

モデル開発推進、女性のニーズに寄り添って活動している NPO等の先

進的な取組への支援等を通じ、子育て中や子育てが一段落した世代の

女性を含む、多様な女性の労働市場への再参入を推進する。また、女

性が生涯にわたり健康に生活できるよう、女性特有のがん検診受診の

ための支援を行う。 

・保育の受け皿整備について、本年４月の待機児童の状況を踏まえ、地

方公共団体の整備計画の検証とその結果に応じた受け皿整備に対し、

引き続き支援を行う。また、「新・放課後子ども総合プラン」に基づき、

放課後児童クラブの更なる受け皿整備を着実に進める。さらに、地域

の多様なニーズに対応した子育て支援を実施するため、地域子育て支

援拠点の設置の更なる促進や多機能化を進める。 

・女性が出産後もキャリアを継続することができるよう、男性に育児に

対する当事者意識を持たせるための取組や子供と関わるパターンの

普及、企業による男性社員への休業・休暇取得促進など、男性の育児・

家事への参加を促し、育児・家事の負担が女性に偏っている現状の是

正を図る。 
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４．疾病・介護の予防 

（１）KPIの主な進捗状況 

《KPI》(新)2040年までに健康寿命を男女とも３年以上延伸し、75 歳

以上とすることを目指す 

⇒2016年：男性 72.14歳、女性 74.79歳 

 

（２）新たに講ずべき具体的施策 

人生 100年時代の安心の基盤は「健康」であり、全世代型社会保障の

構築に向けた改革を進めていくため、健康に無関心な層を含め、全ての

世代や地域の住民を対象に、予防・健康づくりの取組を大胆に強化する。 

 

ⅰ）人生 100 年時代を見据えた健康づくり、疾病・介護予防の推進 

① 疾病予防・健康づくりのインセンティブ措置の抜本的な強化  

・国民健康保険の保険者に対する保険者努力支援制度について、疾病予

防や健康づくりの取組が促進されるよう、財源を含めた予算措置を検

討し、来年度にインセンティブ措置の抜本的な強化を図る。あわせて、

各評価指標について、成果指標の導入拡大を進め、先進・優良事例の

横展開や個人の行動変容につながる取組が強化され、民間サービスの

活用等が推進されるよう見直し、配分のめりはりを強化する。 
・健康保険組合の予防・健康事業の取組状況に応じて、後期高齢者支援

金を加減算する制度について、来年度までに最大±10％となるよう強

化するとともに、保健事業の効果やインセンティブ措置の影響分析等

を行い、令和３年度に、各評価指標や配点について、成果指標の導入

拡大や配分基準のめりはりを強化するなどの見直しを行う。 
・その際、保険者が糖尿病性腎症の重症化リスクのある者に対し、医師

と連携して、保健師等によって濃密に介入するなどの先進・優良事例

の横展開や、歯科健診・がん検診等の受診率の向上等が進むよう留意

する。 
・個人の自発的な予防・健康づくりの取組を推進するため、ヘルスケア

ポイントなど個人のインセンティブ付与につながる保険者の取組を

支援し、先進・優良事例の横展開を図る。 
・医療保険や介護保険のインセンティブ措置の指標の見直しに際しては、

エビデンスに基づき予防・健康事業の効果検証を行い、徹底した PDCA

サイクルを通じ、効果的な事業を展開する。 
 

② 予防・健康づくりへ向けた個人の行動変容につなげる取組の強化 

・生活習慣病の発症や重症化のリスクのある者に対し、医療機関と保険

者・民間事業者等が連携して、医学的管理と適切な運動等のプログラ
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ムを一体的に提供できる新たな仕組みを検討し、本年度を目途に結論

を得る。また、医療機関が運動処方箋を出しやすいよう、運動施設に

おける標準的なプログラムを、本年度中に作成する。あわせて、運動

施設において安全かつ効果的に楽しく運動・スポーツを実践できる仕

組みの実証を行うとともに、好事例の普及を図る。 
・健康無関心層も含めた予防・健康づくりを推進していくため、ナッジ

理論等を活用し、本年度中に、特定健診等の各種健診の通知について、

全体・平均値との比較や将来予測（AIやビッグデータ等も活用）等と

いった通知情報を充実するとともに、先進・優良事例の横展開を図る。 
・東京で来年開催される栄養サミットを機に、健康無関心層も含め自然

に健康になれる食環境づくりを推進する。民間の様々な主体と連携し、

健康な食生活の推進に向けたエビデンスの構築・強化、健康な食事へ

の接点拡大、健康無関心層への効果的な情報提供など総合的な施策に

ついて検討を進め、直ちに実施できるものから順次取り組む。 
・野菜摂取量増加に向けた取組など、地域の多様な主体が連携し、日常

の中での健康な食事・運動・社会参加を促す取組や、個々の住まいや

地域の共食の場における適切な栄養管理に基づく配食サービスにつ

いて、先行事例分析やモデル実証事業等を通じて本年度から推進する。 
・妊娠中や子どもの頃からの健康づくりを支援するため、妊産婦への適

切な栄養指導に資するよう最新の知見も取り入れた食生活指針の改

定を来年度中に行うとともに、子ども時代からの健やかな生活習慣形

成に資する研究の推進等の取組を順次行う。 
 

③ 疾病の早期発見に向けた取組の強化  

・がんの早期発見・早期治療の仕組みを確立し、５年生存率の劇的な改

善を達成するため、難治性がん等について、リキッドバイオプシー等

の血液や唾液等による簡便で低侵襲な検査方法や治療法の開発を推

進する。また、ナッジ理論等を活用した検診受診率の向上に向けた取

組を本年度中に検討し、結論を得る。 
・全身の健康にもつながる歯周病などの歯科疾患対策を強化するため、

現在 10 歳刻みで行われている歯科健診の機会を拡大し、歯科の保健

指導を充実することについて、検証の結果を踏まえ、来年度までに検

討に着手し、速やかに結論を得る。あわせて、歯科健診の受診率の向

上を図るとともに、健診結果に基づき、必要な受診を促す実効的な取

組や、全身疾患の治療が必要な可能性がある場合の医科歯科連携を推

進する。 
・個人が自らの健康状態を把握し、疾病を早期発見するため、医療用検

査薬から一般用検査薬への迅速な転用に向けた手続きの改善を図る。
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このため、既に実施された事例を参考としながら、行政と関係業界が

協働して審査や申請の質の向上等の課題解決を図るための協働計画

を本年度中に策定し、検討を進める。 

 

④ 保険者と企業とが連携した健康づくり、健康経営、健康投資の促進 

・企業・保険者連携での予防・健康づくり「コラボヘルス」の取組を深

化させる。加入者の健康状態や医療費、予防・健康づくりへの取組状

況を見える化し、経営者に通知する健康スコアリングレポートについ

て、健保組合や事業主への働きかけを強化するため、評価指標に経年

変化を加えるなど、通知内容の充実や通知方法の工夫を行う。同様の

取組を、来年度からは全保険者種別で実施するとともに、令和３年度

からは、健保組合、国家公務員共済組合について事業主単位で実施す

る。 
・健康経営の生産性への影響に関する各種の研究等を踏まえつつ、健康

経営の取組と成果が資本市場から適切に評価されるよう、環境を整備

する。健康投資の投資額を見える化すべく、「企業の『健康管理会計』

に関するガイドライン（仮称）」を、本年度中に策定し、企業が健康投

資を更に進める上で必要なインセンティブ措置の検討も始める。また、

健康経営に係る情報開示等に関して、「企業の『健康経営』ガイドブッ

ク」を本年度中に改訂し、その普及を図る。さらに、市場が比較可能

な情報開示のあり方について、検討を進める。 
・ESG や SDGｓにおける健康経営の重要性に関して、グローバルな場へ

の発信を、引き続き、官民で展開・強化する。また、2020年東京オリ

ンピック・パラリンピック競技大会を契機とした「beyond2020マイベ

ストプログラム」の普及を図る。 
 

⑤ データ等を活用した予防・健康づくりの効果検証、民間予防・健康

サービスの促進 

・保険者や地方自治体等の予防健康事業における活用につなげるため、

データ等を活用した予防・健康づくりの健康増進効果等に関するエビ

デンスを確認・蓄積するための実証を行う。 
・その際、統計学的な正確性を確保するため、国が実証事業の対象分野・

実証手法等の基本的な方向性を定め、その結果を踏まえ、保険者等に

よる適切な予防健康事業の実施を促進する。 
・「ヘルスケアサービスガイドライン等のあり方」の業界団体、仲介者へ

の普及や、業界自主ガイドラインの策定支援を通じ、一定の品質が確

保されたヘルスケアサービスが仲介者から選択され、利用者が安心し
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てサービスを利用できる環境整備を図る。あわせて、複数の企業間の

協働や、業界横断的なイノベーションの基礎インフラとして、民間主

導によるヘルスケアデータの標準化やヘルスケアサービスの品質確

保に向けた取組の支援策について、本年度中に検討に着手する。 
 

⑥ 介護予防のインセンティブ措置の抜本的な強化等 

・介護保険の保険者や都道府県に対する介護インセンティブ交付金（保

険者機能強化推進交付金）について、自治体による先進的な介護予防

の取組が横展開され、健康寿命の地域間格差の縮小にも資するよう、

財源を含めた予算措置を検討し、来年度にインセンティブ措置の抜本

的な強化を図る。 
・あわせて、各評価指標や配点について、成果指標の導入拡大や配分基

準のめりはりを強化するなどの見直しを行い、介護予防や認知症予防

につながる可能性のある高齢者の身近な「通いの場」を拡充するとと

もに、介護予防と保健事業との一体的実施を推進する。その際、運動

など高齢者の心身の活性化につながる民間サービスも活用する。また、

「介護助手」など介護施設における高齢者就労・ボランティアを推進

するとともに、個人へのインセンティブとして、ポイントの活用等を

図る。 
・75歳以上の高齢者に対する保健事業について、フレイル対策を含めき

め細やかな支援を充実させる。このため、後期高齢者医療の保険者イ

ンセンティブ措置を活用する。また、市町村による介護予防と保健事

業の一体的実施の全国展開に向け、国の特別調整交付金を活用して、

医療専門職の市町村への配置等を支援する。 

・利用者の平均的な日常生活動作の維持又は改善に対する介護報酬加算

について、自立支援や重度化防止等の観点から、来年度までにエビデ

ンスに基づく効果検証を行い、次期介護報酬改定で必要な対応を行う。 
 
⑦ 認知症の総合的な施策の強化 
・「予防」と「共生」を柱とした総合的な認知症施策を、認知症施策推進

大綱（P）に基づき、推進する。「通いの場」の活用などの先進・優良

事例について、来年度までに事例集や実践に向けたガイドラインを作

成し、全国の自治体へ横展開する。あわせて、認知症の予防法の確立

に向け、研究開発を強化する。データ収集に本年度から着手し、デー

タ利活用の枠組みを令和３年度までに構築するとともに、認知症分野

における官民連携のプラットフォームを活用し、評価指標・手法の確

立を目指しつつ、予防やケア等の社会実装を促進する。  
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５．次世代ヘルスケア 

（１）KPIの主な進捗状況 

《KPI》(新)2040 年時点において、医療・福祉分野の単位時間当たり

のサービス提供について５％（医師について７％）以上の改

善を目指す 

 

（２）新たに講ずべき具体的施策 

次世代ヘルスケアシステムの構築に向けて、データや ICT等の技術革

新を積極的に導入、費用対効果の高い形でフル活用しつつ、健康・予防、

治療、ケア等に関する個々の施策を、国民の健康維持・増進や、医療・

介護の質・生産性の向上、さらにはこれらと表裏一体である現場の働き

方改革にもつながるよう、スピード感を持って「全体最適」な形で推進

する。 

 

ⅰ）技術革新等を活用した効果的・効率的な医療・福祉サービスの確保 

① 健康・医療・介護サービス提供の基盤となるデータ利活用の推進 

ア）オンライン資格確認等 

・医療保険の被保険者番号を個人単位化するとともに、マイナンバーカ

ードを健康保険証として利用できる「オンライン資格確認」の来年度

からの本格運用に向けて、必要なシステム整備を着実に進める。新設

される医療情報化支援基金を活用し、医療機関及び薬局のシステム整

備を支援する。 

・また、医療等分野における識別子（ID）については、オンライン資格

確認システムを基盤として、個人単位化される被保険者番号を活用し

た医療等分野の情報の連結の仕組みの検討を進め、必要な法的手当を

行い、令和３年度からの運用開始を目指す。 

イ）医療機関等における健康・医療情報の連携・活用 

・患者の保健医療情報を全国の医療機関等で確認可能とすべく、着実に

取組を進める。このため、レセプトに基づく薬剤情報や特定健診情報

を確認できる仕組みについては、令和３年 10 月以降稼働させること

を目指す。さらに、その他のデータ項目を医療機関等で確認できる仕

組みを推進するため、これまでの保健医療情報ネットワークに関する

実証結果等を踏まえて課題を整理し、情報連携の必要性や技術動向、

費用対効果等を検証しつつ、運営主体や費用負担のあり方等の検討を

進め、来年夏までに、その実現のための工程表を策定する。なお、介

護情報との連携についても、引き続き検討する。 

・医療情報化支援基金の活用等により、技術動向を踏まえた電子カルテ
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の標準化を進める。 

・電子処方箋について、実証を踏まえ、より円滑な運用を可能とするた

め、本年度中にガイドラインを改定する。 

ウ）介護分野における多職種の介護情報の連携・活用  

・介護職員の負担軽減を図り、質の高いサービスを提供するため、介護

分野における ICT化について、本年度から地域医療介護総合確保基金

を活用した支援を行う。また、介護現場の業務の効率化・生産性向上

の取組と一体として推進すべく、生産性向上ガイドラインを活用し、

介護現場への実効的な普及を図る。さらに、ICT を活用した医療・介

護連携の標準仕様の作成について、本年度中に検討し、結論を得る。 

エ）PHRの推進 

・個人の健康状態や服薬履歴等を本人や家族が把握、日常生活改善や健

康増進につなげるための仕組みである PHR（Personal Health Record）

を推進する。マイナポータルを通じた個人へのデータ提供について、

来年度から特定健診データの提供を開始するとともに、令和３年 10月

請求分から、薬剤情報のデータの提供を開始することを目指す。 

・乳幼児期・学童期の健診・予防接種などの健康情報を一元的に活用し、

必要に応じて受診につなげたり、医療の現場での正確なコミュニケー

ションに役立てたりできる仕組みの構築に向け、検討を進める。乳幼

児健診については、来年度からマイナポータルを通じたデータ提供を

開始するため、自治体の健診データの電子化・標準化への支援を行う。

また、学校健診についても、健診データの電子化を促進するとともに、

政府全体の PHR推進に係る議論と連携して今後の必要な工程を検討し、

来年夏までに結論を得る。 

・PHR の更なる推進のため、健診・検診に係るデータの電子化などの事

項について、有識者による検討会で議論を進め、来年夏までに一定の

結論を得る。 

・PHR サービスモデル等の実証の成果を踏まえ、API 公開や民間事業者

に必要なルールの在り方等を検討し、同サービスの普及展開を図る。 

 オ）健康・医療・介護情報のビッグデータとしての活用 

・レセプト情報・特定健診等情報データベース（NDB）や介護保険総合デ

ータベース（介護 DB）の連結解析を来年度から本格稼働し、行政・保

険者・研究者・民間事業者など幅広い主体の利活用を可能とする。本

年度以降、関係する他の公的データベースとの連結の必要性について

も検討し、法的・技術的課題が解決できたものから順次連結解析を実

現する。 

・次世代医療基盤法の下、同法の基本方針に基づき、広報・啓発による
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国民の理解増進を行うとともに、幅広い主体による匿名加工医療情報

の医療分野の研究開発への利活用を推進する仕組みを稼働させる。 

・公的研究事業において得られたデータや成果等について、IoT 等活用

行動変容研究事業等を例に、研究終了後、民間事業者等が活用可能と

するために必要な要件を整理し、データの管理主体を移行する際の契

約のひな型を本年度中に作成するとともに、その他の諸課題について

検討を進める。 

 

② ICT、ロボット、AI等の医療・介護現場での技術活用の促進 

 ア）オンライン医療の推進 

・診療から服薬指導に至る一連の医療プロセスを、一貫してオンライン

で広く受けられるよう、オンライン服薬指導等について盛り込んだ医

薬品医療機器等法の一部改正法案について、国会での早期成立を図る。

法案成立後、提供体制等のルールについて速やかに検討を行うととも

に、上記の状況を踏まえ、オンライン服薬指導に関する診療報酬上の

評価を検討する。 

・オンライン診療の適切な推進に向けて、関係学会や事業者等とも協力

しながら、オンライン診療の安全性・有効性に係るデータの収集、事

例の実態把握を進めるとともに、その結果等に基づき、オンライン診

療の適切な実施に向けたガイドラインを定期的に見直す。 

 ・次期診療報酬改定に向けて、オンライン診療料の普及状況を調査・検

証し、安全性・有効性が確認された疾患については、オンライン診療

料の対象に追加することを検討する。また、オンライン診療の実施方

法や実施体制等の要件についても、オンライン診療の適切な普及・促

進に向けて必要な見直しを行う。 

・オンライン診療を含む遠隔医療に関し、ICT の進展を踏まえた技術的

な検証と新たなモデル構築に向けた実証を実施し、安全かつ効果的な

遠隔医療の普及展開を図る。  

 イ）科学的介護の実現 

・自立支援等の効果が科学的に裏付けられた介護を実現するため、高齢

者の状態、ケアの内容などのデータを収集・分析するデータベースの

運用を、来年度に本格的に開始する。当該データベースの分析結果を、

次期以降の介護報酬改定の議論に活用し、効果が裏付けられた介護サ

ービスについて評価を進める。また、取得したデータについては、介

護事業所に提供し、ケアの質の向上等へ活用を進める。 

ウ）ロボット・センサー等の開発・導入 

・令和 22年を展望した中長期ビジョンである「未来イノベーション WG」
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の取りまとめを踏まえた医療福祉分野における取組を検討し、本年度

中に具体化する。ムーンショット型研究開発、先端技術の速やかな社

会実装に向けた新たな評価モデルの開発、技術インテリジェンス機能

の強化等、政府一丸でロボット・AI等の溶け込んだ社会システムの実

現を目指す。また、国民が自分の健康状態を自ら把握できる社会の実

現に向け、機器やサービスに関して、評価手法の開発を推進する。 

・ロボット・センサー等の効果検証に関するルールを次期介護報酬改定

までに整理する。事業者による継続的な効果検証とイノベーションの

循環を促す環境を整備し、得られたエビデンスを次期及びそれ以降の

介護報酬改定等での評価につなげる。 

 ・ロボット・センサーについて、重点分野に基づき、利用者を含め介護

現場と開発者等をつなげる取組や、介護現場でのモニター調査等によ

り、現場ニーズを捉えた開発支援を行うとともに、介護ロボットを活

用した介護技術の開発や介護ロボットの普及啓発を行い、介護現場へ

の導入・活用支援を着実に進める。あわせて、障害福祉分野について

も同様の取組を進める。 

エ）AI等の技術活用 

・重点６領域を中心としつつ、医療従事者の負担軽減や、的確な診断・

治療支援による医療の質の向上等を図るため、健康・医療・介護・福

祉領域における AI の開発や現場での利活用を促進する。あわせて、

AI 開発に必要な質の高いデータ収集を推進する。さらに、AI 開発に

おいて特定された課題の解消に向けた具体的な対応を本年度中に開

始するとともに、アジア等、海外の医療機関と提携し、本邦で開発さ

れた AI技術の海外展開を目指す。 

オ）ゲノム医療の推進 

 ・がん・難病等のゲノム医療を推進する。がんについては、全ゲノム医

療の実現に向け、質の高いゲノム情報と臨床情報を、患者同意及び十

分な情報管理体制の下、国内のがんゲノム情報管理センターに集積し、

当該データを、関係者が幅広く創薬等の革新的治療法や診断技術の開

発等に分析・活用できる体制を整備する。難病等については、より早

期の診断の実現に向けた遺伝学的検査の実施体制の整備や、遺伝子治

療を含むゲノム情報等を活用した治療法の開発を推進する。 

・ヒト受精胚等に対するゲノム編集技術等の利用について、基礎研究を

促進するため、倫理面にも配慮した指針を策定するとともに、これら

の臨床応用については、科学技術の進展にも配慮しながら、その法的

規制のあり方を含めた制度的枠組みの検討を進める。 
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③ 医療・介護現場の組織改革や経営の大規模化・協働化 

ア）書類削減、業務効率化、シニア層の活用 

 ・労働時間短縮をはじめ医師等の働き方改革を進めるため、労務管理の

徹底を図るとともに、タスクシフティング等の推進や、業務効率化に

資する ICT等の活用方策について検討し、効果的な事業を展開するこ

とで、医療機関のマネジメント改革を図る。また、緊急時の相談ダイ

ヤルの周知や、医療機関を検索できる医療情報ネットの抜本的な見直

しを行い、国民の医療のかかり方に関する行動変容を促す。 

・人手不足の中で、介護現場のサービスの質の維持・向上を実現するた

めの方向性を整理した「介護現場革新プラン」を踏まえ、本年度、介

護施設における①業務フローの分析・仕分け、②高齢者の介護助手等

としての活躍推進、③ロボット・センサー、ICT 等の活用等による、

パイロット事業を実施し、介護現場の業務効率化モデルを構築する。

また、本年度以降、集めたノウハウを生産性向上に係るガイドライン

に反映し、好事例の横展開を強力に進める。 

・文書量の削減に向けた取組について、介護分野においては、2020年代

初頭までの文書量の半減に向け、国及び自治体が求める文書や、事業

所が独自に作成する文書の更なる見直しを進めるとともに、自治体ご

とに様式や添付書類の差異がある等の課題について検討を行い、年内

目途に一定の結論を得て、必要な見直しを進める。医療分野や福祉分

野についても、各分野の特性を踏まえ、文書量の削減、標準化等の取

組を順次進める。 

・高齢者の活躍や介護予防を促進するとともに、介護人材の裾野を広げ

る観点から、地域医療介護総合確保基金により、「介護助手」などの多

様な人材の活用を図る等、介護人材確保に総合的に取り組む。 

イ）医療法人・社会福祉法人の経営の大規模化等 

・地域医療連携推進法人制度について、地域医療構想の達成に向けたさ

らなる効果的な活用に資するよう、医療連携推進業務の在り方や参加

法人間の資金融通等の制度面・運用面の課題を把握し、改善に向けた

検討を行い、必要な措置を講ずる。 

・医療法人の合併等が円滑に進むよう、必要な経営資金の融資制度の創

設を本年度中に検討する。あわせて、医療法人の合併・事業承継の好

事例等を収集し、周知を行う。 

・地域経済活性化支援機構における医療機関等の経営支援、地域医療の

面的再生のノウハウについて、地域金融機関への移転を積極的に図る。

あわせて、これらの支援・再生時における福祉医療機構と地域金融機

関の連携・協働を、推進する。 
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・社会福祉法人の事業の協働化・大規模化の促進方策等について、有識

者による検討会を開催し、本年度中に結論を得る。また、希望する法

人が、大規模化や協働化に円滑に取り組めるよう、合併等の際の会計

処理の明確化のための会計専門家による検討会による整理も含め、本

年度中を目途に、好事例の収集やガイドラインの策定等を行う。 

 

ⅱ）日本発の優れた医薬品・医療機器等の開発・事業化、国際展開等 

① 日本発の優れた医薬品・医療機器等の開発・事業化 

・本年度中に改定する「健康・医療戦略」（平成 26 年７月 22 日閣議決

定）等の下、健康長寿社会の形成に向け、健康寿命延伸に資するよう

予防にも着目しつつ、再生・細胞医療、遺伝子治療、ゲノム・データ

基盤等の医療技術・手法の研究開発を、疾患横断的に、かつ統一的な

エビデンスに基づき推進するとともに、新産業創出に取り組む。 

・予防から QOL向上まで様々なニーズを踏まえた医療機器・ヘルスケア

サービス等の開発を行うため、ベンチャー支援等を強化し、新規参入

の促進策を本年度中に検討する。さらに、Healthcare Innovation Hub

（InnoHub）によるベンチャー企業と関係機関とのネットワーク支援

を開始する。 

 

② 国際展開等 

・アジア健康構想の下、同地域の自律的な産業振興と裾野の広いヘルス

ケア実現に貢献するため、我が国のヘルスケア関連産業の国際展開を

推進する。特に、我が国企業が関わる形でのアジアにおける医薬品・

医療機器産業の振興と、「アジア医薬品・医療機器規制調和グランドデ

ザイン」（P）に基づくアジアの医薬品・医療機器等の規制調和等を、

両輪として推進する。 

・アフリカにおいて、公的セクターの取組が民間事業を創出・育成し、

民間セクターの活性化が公的セクターを支えるという好循環の形成

を通じ、裾野の広いヘルスケアを実現するため、健康・医療戦略推進

本部で「アフリカ健康構想」を決定し、TICAD７等で発信しつつ、同構

想の下、我が国のヘルスケア関連産業のアフリカへの展開を推進する。 

・メディカル・エクセレンス・ジャパン（MEJ）や日本貿易投資機構（JETRO）

等を中核とした医療の国際展開、ジャパン・インターナショナル・ホ

スピタルズ（JIH）等による医療インバウンド及び「訪日外国人に対す

る適切な医療等の確保に向けた総合対策」に則った医療提供を一体的

に推進することで、我が国の医療の国際的対応能力を向上させる。 
・国際的に脅威となる感染症対策について、長崎大学を中核とした研究
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拠点の形成や感染症流行地における研究基盤の整備による人材育成

を含めた研究能力・機能の強化、2020年東京オリンピック・パラリン

ピック競技大会に向けた発生動向調査・検査体制・治療体制の強化、

感染症指定医療機関の拡充等を推進する。 

・G20 大阪サミット、保健大臣会合及び財務大臣・保健大臣合同セッシ

ョン、TICAD７等を通じて、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）

の推進や国際的な感染症危機対応における日本の国際的地位を高め、

二国間支援、世界保健機関（WHO）、グローバル・ファンドや Gaviワク

チンアライアンス等の国際保健機関、グローバルヘルス技術振興基金

（GHIT Fund）、CEPI 等への支援を行うとともに、AMR対策を推進する。

加えて、国際感染症等対応人材の育成や国際機関への派遣を強化する。 
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Ⅲ．人口減少下での地方施策の強化 

１．地域のインフラ維持と競争政策 

（１）KPIの主な進捗状況 

《KPI》サービス産業の労働生産性の伸び率が、2020 年までに 2.0％

となることを目指す 

⇒2017年：0.18％(2016年：-0.23％)  

《KPI》2020年までに黒字中小企業・小規模事業者を 70万社から 140

万社に増やす 

⇒2016年度：954,546社（2015年度：923,037社） 

 

 

（２）新たに講ずべき具体的施策 

① 乗合バス（及び乗合バスと競合する地域交通機関） 

街の中心部等においては、複数の乗合バス事業者あるいは乗合バス

事業者と競合する地域交通機関の間で、過剰に頻度の高い運行が行わ

れている。 

これらの事業者間で共同経営等を認めることで、頻度の高い運行に

ついて便数の適正化を図りつつ、運賃プールなどにより収入の調整を

行い、低需要地区の路線を維持することが出来れば、広範囲の住民全

体の利便性が確保され、ひいては競争政策の最終目的である一般消費

者の利益確保が図られる。 

乗合バス等については、従来より、地域公共交通活性化再生法に基

づき協議会が設置され、地域公共交通網形成計画の策定と実施が行わ

れてきた。しかしながら、同協議会の下であっても、具体的な運賃・

料金、運行回数、路線等を事業者間で協議することは独占禁止法に抵

触するおそれがあるとされ、計画の策定・実施に障害があるとの指摘

もあった。このため、こうした協議会等の枠組みに基づく、乗合バス

事業者の路線、運行間隔、運賃等についての共同経営等の独占禁止法

の適用除外を図り、事業者や地域にとって明確な枠組みを整備する必

要がある。具体的には、（a）中心市街地を運行するバス事業者等の路

線、運行間隔、運賃等について共同経営等を認めることにより、その

収入をプールすることで低需要の山間部等の路線を維持すること、（b）

このため、低需要地区の路線のサービス維持を共同経営等の認可の条

件とし、認可後に条件が満たされない場合、共同経営等の認可取消し

等を可能とすること、（c）関係事業者側にとって、これらのルールの

予見可能性が確保されていること、が必要である。 

この際、事業者間で、連携した取組を行うことによって、基盤的な
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運行サービス提供がネットワークとして確保されることが可能とな

る地域を対象とした地域公共交通活性化再生法に基づく協議会が設

置されることを前提にする。 

その上で、対象とすべき区域、地域全体の利便性維持・向上の計画、

確保すべきサービス内容の目標を複数の事業者間で設定する。 

計画の対象とする区域は、事業者間で便数の適正化等を図る区域の

みならず、それにより運行が確保される山間部等の不採算路線を含ん

だネットワーク全体の区域とし、共同経営等の認可要件としては、周

辺部の不採算路線を含むネットワーク域内全体でみて、事業収支が赤

字で、共同経営等を行わない場合、周辺部の運行サービス提供が困難

になると予測される場合などとする。 

 

② 地域銀行 

地域銀行は、地域において重要な役割を担っており、人口減少社会

においても、そのサービスを適切な形で維持する必要がある。 

地域銀行の業績悪化の状態が今後継続すれば、貸出金が減少するな

ど、悪影響が広範な預金者や債務者（借り手）に及ぶ。特に、地域金

融においては、金融機関が債務者との信頼関係を構築し、これを基礎

に与信判断や経営支援を行っているため、十分な金融仲介機能が発揮

できなくなるおそれがある。 

このため、業績悪化により当該銀行が業務改善を求められており、

この状態が継続すれば、当該地域における円滑な金融仲介に支障を及

ぼすおそれがある場合に限定して、早期の業務改善のために、マーケ

ットシェアが高くなっても、特例的に経営統合が認められるようにす

る。 

すなわち、 

（a）経営統合を行おうとする金融機関が金融庁に対して、特例法に基づ

く独占禁止法適用除外の申請を行う。申請があった場合、金融庁は、

特例法の以下の要件に該当するかについて確認し、その要件該当性

について公正取引委員会に協議を行う（申請が行われない場合は、

通常の独占禁止法に基づき、審査が行われる）。 

（b）申請案件が以下のⅰ）～ⅳ）について主に金融庁、ⅴ）について主

に公正取引委員会が審査を行い、いずれの要件も満たされる場合に

は、適用除外の認可を行う。 

ⅰ）人口減少等により、地域において中小企業等の顧客向け貸出・

手数料事業に対する持続的な需要の減少が見込まれる状況にあ

り、その結果、地銀が将来にわたって当該地域における当該事業
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の提供を持続的に行うことが困難となるおそれのある地域であ

ること。 

ⅱ）申請者の地銀が継続的に、当該事業からの収益で、当該事業の

ネットワークを持続するための経費等をまかなえないこと。 

ⅲ）経営統合により相当の経営改善や機能維持が認められること。 

ⅳ）上記ⅲ）の結果生じる余力に応じた地域経済への貢献が見込ま

れること。 

ⅴ）経営統合が（競争を減らしても）利用者（一般消費者）の利益

に資すること。 

（c）金融庁は、ⅰ）～ⅳ）の要件を満たす場合には、公正取引委員会に

協議を行い、ⅴ）の要件該当性を含めた公正取引委員会の意見を尊

重する。 

（d）認可後に、上記ⅰ）～ⅴ）の要件に適合するものでなくなったと認

められるときは、金融庁は地銀に対して是正を命じる。また、公正

取引委員会は、金融庁に対して措置を講ずることを求めることがで

きる。 

 

③ 特例の対象範囲の限定 

本施策の対象範囲については、地域における基盤的サービスの提供

を担っており、経営統合や共同経営による経営力強化の効果が大きい

ことが見込まれ、かつ主務官庁が経営統合や共同経営を実施した後の

行動を監視・監督できる分野に限定することが必要であり、当面、上

記２分野に限定する。本施策については、10 年間の時限措置とする。 

また、令和２年の通常国会に特例法の法案提出を図る。 

 

④ その他 

金融分野については、利用者の利便や地域経済の維持・発展を図る

観点から、新たなテクノロジーを活用した異業種を含む新規参入を促

進するための規制改革等の他の政策手段についても併せて検討する。 

今後、県域を越えた地域金融の金融行政の在り方については、将来

的に、独占禁止法との関係も含めて、検討を行うこととする。 
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２．地方への人材供給  

KPI の主な進捗状況 

《KPI》サービス産業の労働生産性の伸び率が、2020 年までに 2.0％

となることを目指す＜再掲＞ 

《KPI》2020年までに黒字中小企業・小規模事業者を 70万社から 140

万社に増やす＜再掲＞ 

 

（２）新たに講ずべき具体的施策 

日本全体の生産性を向上させるためにも、地域的にも業種的にもオ

ールジャパンでの職業の選択がより柔軟になることが必要である。 

特に、疲弊が進む地方には、経営水準を高度化する専門・管理人材

を確保する意義は大きい。一方、人生 100年時代を迎える中で、大都

市圏の人材を中心に、転職や兼業・副業の場、定年後の活躍の場を求

める動きは今後さらに活発化していく。これら２つのニーズは相互補

完の関係にあり、これらを戦略的にマッチングしていくことが、今後

の人材活躍や生産性向上の最重点課題の１つである。 

しかしながら、地方の中小・小規模事業者は、往々にしてどのよう

な人材が不足しているか、どのような機能を果たして貰うべきかが明

確化できておらず、適切な求人ができないか、獲得した人材を適切に

処遇できていないのが現状である。 

また、結果として地方での人材市場が未成熟なため、人材紹介事業

者も、地方での事業展開は消極的で、地方への人材流動は限定的であ

る。 

こうした現状に鑑み、①受け手である地域企業の経営戦略や人材要

件の明確化を支援する機能の強化（地域金融機関の関与の促進等）、

②大都市圏の人材とのマッチング機能の抜本的強化、③大都市圏から

地方への人材供給の促進を促す仕組みを構築し、大都市圏から地方へ

の専門・管理人材の流れを一気に加速させていくこと、に重点的、集

中的に取り組む。 
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３．人口急減地域の活性化 

（１）KPIの主な進捗状況 

《KPI》サービス産業の労働生産性の伸び率が、2020 年までに 2.0％

となることを目指す＜再掲＞ 

《KPI》2020年までに黒字中小企業・小規模事業者を 70万社から 140

万社に増やす＜再掲＞ 

 

（２）新たに講ずべき具体的施策 

人口急減地域においては、農林水産業、商工業等の地域産業の担い手

不足が深刻化し、地域社会・経済の維持に困難が生じていることから、

地域づくりを行う人材の確保とその活躍の推進を図る。 
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４．国家戦略特区 

（１）KPIの主な進捗状況 

《KPI》2020年までに、世界銀行のビジネス環境ランキングにおいて、

日本が先進国 3位以内に入る＜再掲＞ 

⇒2018年 10月公表時 39位（前年比 5位後退） 

《KPI》2020 年までに、世界の都市総合力ランキングにおいて、東京

が 3 位以内に入る（2012年 4位）＜再掲＞ 

⇒2018年 10月公表時 3位（前年維持） 

 

（２）政策課題と施策の目標 

国家戦略特区制度については、遠隔服薬指導のより柔軟な実施や外

国人起業家の円滑なスタートアップ等に向けて必要な制度改革等に

取り組むなど、引き続き、残された岩盤規制改革に集中的に取り組ん

でいくとともに、経済効果が高く、特段の弊害の無い特区の成果につ

いては、必要なものから全国展開を加速的に進める。 

また、国家戦略特区制度を基礎に、AIやビッグデータなどを活用し、

世界に先駆けて未来の生活を先行実現する「丸ごと未来都市」を目指

す「スーパーシティ」構想の実現や、地域限定型のサンドボックス制

度の創設等を図る。 

 

（３）新たに講ずべき具体的施策 

 ⅰ）「スーパーシティ」構想の早期実現 

・ 国家戦略特区制度を基礎に、AIやビッグデータなどを活用し、世界に

先駆けて未来の生活を先行実現する「丸ごと未来都市」を目指す「ス

ーパーシティ」構想の実現に向け、住民等の合意を踏まえ域内独自で

複数の規制改革を同時かつ一体的に進めることのできる法制度の早

期実現を図るとともに、Society5.0に向けた技術的基盤を早急に整備

する。 

 

ⅱ）更なる規制改革事項の追加 

（遠隔服薬指導の実証的実施の拡大） 

① 都市部での遠隔服薬指導の実施 

・ 遠隔服薬指導は現在、過疎地等においてのみ実施できるが、生活習慣

病等、継続的に服薬することが必要な疾患を抱える患者は都市部にも

多く、遠隔診療と併せた遠隔服薬指導のニーズも高いことから、かか

りつけ薬剤師・薬局であること等、一定の要件を満たし、かつ患者又

は薬剤師・薬局の事情により薬剤師が患者を訪問することが困難な場
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合において､国家戦略特別区域内における都市部での遠隔服薬指導を

可能とするよう所要の制度整備を今年度上半期目途に実施する。 

 

② 過疎地等における遠隔服薬指導のバーチャル特区指定による横展

開  

・過疎地等での従来の遠隔服薬指導について、養父、愛知、福岡の３区

域以外にも実施のニーズが見込まれることを踏まえ、特定のテーマに

ついて複数の地域を一度に区域指定するバーチャル特区制度を活用

し、早期の横展開について、上記都市部での遠隔服薬指導と同じタイ

ミングでの実現を目指す。 

 

（「いつでもどこでもケア」実現のための制度整備） 

③ オンライン診療に係る要件の見直しに向けた検討 

・次期診療報酬改定に向けて、オンライン診療料の普及状況を調査・検

証し、安全性・有効性が確認された疾患については、オンライン診療

料の対象に追加することを検討する。また、オンライン診療の実施方

法や実施体制等の要件についても、オンライン診療の適切な普及・促

進に向けて必要な見直しを行う。 

 

（資金の流動性の活性化） 

④ デジタルマネーによる賃金支払い（資金移動業者への支払い）の解

禁の早期実現 

・賃金支払いについて、給与受取側のニーズやキャッシュレス社会実現

に向けた要請を踏まえ、賃金の確実な支払等の労働者保護が図られる

よう、資金移動業者が破綻した場合に十分な額が早期に労働者に支払

われる保険等の制度の設計が具体化されることを前提に、資金移動業

者の口座への賃金の支払いを可能とすることについて、労使団体と協

議の上、今年度、できるだけ早期に制度化を図る。その際、併せて、

マネーローンダリング等についてリスクに応じたモニタリングを行

う。 

 

（自動走行やドローンなどの実証実験の円滑化） 

⑤ 地域限定型の規制のサンドボックス制度の創設 

・自動車の自動走行、ドローンなど近未来技術の実証実験の迅速化・円

滑化を図るため、地域限定型の規制の「サンドボックス」制度の創設

に取り組む。 
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（小型モビリティやドローンを活用した新たな交通・物流網の形成） 

⑥ パーソナルモビリティ関連の規制の見直し 

・人の移動を支援する小型で柔軟性の高いモビリティについて、その移

動手段の実需も踏まえつつ、他の交通主体と調和のとれた形で安全性

が確保されることを前提として、必要に応じ、所要の制度整備につい

て本年中に結論を得る。 

 

⑦ 大型の無人航空機（ドローン）製造許可の緩和 

・今後の中山間地域での物流に大きな役割を担うものとして自治体から

の期待が強い大型の無人航空機（ドローン）について、現場のニーズ

や関連法制の動向を見極めつつ、国内での開発・製造を円滑にするた

め、規制・運用の撤廃・緩和・合理化について検討を行い、年内に結

論を得る。 

 

（地方における研究開発の加速化） 

⑧ 新薬の共同研究開発における麻薬譲渡に関する許可発出手続きの

迅速化  

・創薬のために複数の企業が参画した共同研究で複数回の麻薬の譲渡が

予定されている場合、初回の譲渡許可申請において、共同研究全体に

係る計画書が提出され、複数回それぞれの譲渡の必要性等が説明され

ることを前提として、厚生労働省において 2回目以降の譲渡許可をそ

れぞれの申請後迅速に行うこととし、この手続を明確化するための所

要の措置を今年度上期に実現する。 

 

⑨ 外国医師による治験のための臨床教授実施要件の緩和 

・医薬品の研究開発に係る第Ⅰ相試験については民間病院に実績とノウ

ハウが蓄積していることから、新薬開発の加速化のため、こうした病

院において外国人医師が臨床教授として第 I相試験を実施する場合に

ついて臨床教授等病院（外国人医師が臨床教授を行うことができる病

院）の指定要件を柔軟化するよう、早急に検討を行い、今年度上期に

結論を得ることを目指す。 

 

⑩ 地方独立行政法人(試験研究機関型)の業務範囲への出資業務の追

加 

・地方独立行政法人（試験研究機関型）の業務範囲への出資業務の追加

について、国家戦略特区における提案を踏まえ、地方公共団体のニー

ズや、公立大学法人、国立大学法人、国立研究開発法人等における出
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資の制度を勘案しつつ、国家戦略特区での対応か一般制度での対応か

を含めて、早期に検討を進め、本年中に結論を得る 

 

（地方創生に貢献する外国人材の活躍促進） 

⑪ クールジャパン分野の外国人留学生の就労促進 

・調理又は製菓の科目を専攻して専門学校の専門課程を修了した留学生

が就職できる業務の幅を広げるため、「日本料理海外普及人材育成事

業」を拡充し、日本料理に加え、その他の料理や製菓についても海外

普及人材を育成するための所要の措置を今年度早期に講ずる。 

・調理又は製菓分野における国家戦略特別区域外国人海外需要開拓支援

等活動促進事業の活用に向けて、関係自治体からの提案に基づき、実

務経験 10 年以上との上陸許可基準の代替措置の妥当性等について、

関係府省が一体となって早期に協議・検討を行い、年内に結論を得る

ことを目指す。 

 

⑫ 外国人起業家受入促進のためのスタートアップビザの制度拡充 

・国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業の事業所確保要件について、

地方公共団体と連携する創業支援事業者の提供するコワーキングス

ペース等でも要件を満たすものとする制度の拡充を図るため、今年度

上期までに所要の措置を講ずる。 

・意欲と能力のある留学生の創業を促進するため、在学中及び卒業後に

帰国することなくスタートアップビザへの切り替えを可能とするよ

う、「国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業」に関連する制度の改

正について速やかに検討を行い、早急に実現する。 

 

⑬ 外国人ダイビングインストラクターの就労要件の緩和 

・拡大するインバウンド需要に対応するため、海外の潜水に関する資格

を有し、一定の要件を満たす者は、ダイビングインストラクターとし

て就労する際に必要となる潜水士免許を潜水士免許試験に合格する

以外の方法においても取得可能であることにつき、申請プロセスの明

確化に関する所要の措置を年内に実施する。 

 

（復興特区特例措置により実施されている訪問リハビリテーションへの

対応） 

⑭ 医療機関等以外による訪問リハビリテーション事業所設置の特例

措置の取扱について 

・東日本大震災の復興特区で活用されている訪問リハビリテーション事
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業所に係る特例措置が現行計画上今年度末に期限を迎える（福島県を

除く）ことを踏まえ、復興特区の医療・介護サービスの提供状況を踏

まえたニーズを確認し、利用者の視点から有効性と安全性を引き続き

確保した上で、被災地以外の全国的なニーズも確認しつつ、医療機関

等以外による訪問リハビリテーション事業所設置の特例措置の取扱

いについて検討し、関係団体の意見を踏まえ、年度内早期に結論を得

る。 
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５．サンドボックス制度の活用 

（１）KPIの主な進捗状況 

《KPI》企業価値又は時価総額が 10億ドル以上となる、未上場ベンチ

ャー企業（ユニコーン）又は上場ベンチャー企業を 2023 年ま

でに 20 社創出＜再掲＞ 

 

（２）新たに講ずべき具体的施策 

AI・IoT・ビッグデータ・ブロックチェーンをはじめとする革新的

な技術やビジネスモデルの実用化を早期に行い、革新的な商品・サ

ービスを間断なく創出することで、生産性を飛躍的に向上させるた

め、生産性向上特別措置法に基づき、新技術等実証制度（いわゆる

「規制のサンドボックス制度」）を導入した。これまでに、FinTech

のみならず、IoT、ブロックチェーン等を医療、環境等の分野で活用

するものなど、６件の実証計画が主務大臣の認定を受けている。 

引き続き同制度を活用し、革新的なアイデアについて、期間や参

加者を限定し、参加者の同意を得ること等により、既存の規制の適

用を受けることなく、「まずやってみる」ことを許容し、より多くの

実証をより迅速に実施し、蓄積した経験やデータを活用し、速やか

な社会実装の実現を図る。このため、新技術等の社会実装に向けた

政府横断・一元的体制を強化する。 

 

・内閣官房は、内閣府と連携して設置した新技術等社会実装推進チー

ム（一元的窓口）において、申請に向けた事前相談や助言のみなら

ず、関係省庁との総合調整を行い、「規制のサンドボックス制度」を

活用する事業者を支援していく。認定事例の紹介等を通じて、国内

外への本制度の周知徹底に取り組む。 

 

・関係府省庁等は、規制所管部局以外に設けた新技術等実証の推進部

局を中心とした体制の下で、申請を迅速に審査するとともに、所管

分野において「規制のサンドボックス制度」を積極的に活用してい

く。また、実証の実施に当たり特例措置を講ずることが必要かつ適

当なときは、事業者からの求めに応じ、迅速に特例措置を整備して

いく。加えて、実証の終了後は、新技術等に関する規制の在り方に

ついて検討を行い、その結果に基づいて、必要な規制の撤廃又は緩

和のために法制上の措置その他の措置を講じていく。 
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６．中小企業・小規模事業者の生産性向上 

（１）KPIの主な進捗状況 

《KPI》サービス産業の労働生産性の伸び率が、2020 年までに 2.0％

となることを目指す＜再掲＞ 

⇒2017年：0.18％(2016年：-0.23％)  

《KPI》2020 年までの３年間で全中小企業・小規模事業者の約３割に

当たる約 100 万社の ITツール導入促進を目指す 

《KPI》2020年までに黒字中小企業・小規模事業者を 70万社から 140

万社に増やす＜再掲＞ 

⇒2016年度：954,546社（2015年度：923,037社） 

《KPI》開業率が廃業率を上回る状態にし、開業率・廃業率が米国・英

国レベル(10％台)になることを目指す。 

⇒2017 年度：開業率 5.6％（2016 年度：5.6％）、廃業率 3.5％

（2016年度：3.5％） 

《KPI》中小企業の海外子会社保有率を 2023 年までに、2015 年比で

1.5 倍にする。 

⇒2016年：1.03倍 

 

 

（２）新たに講ずべき具体的施策 

ⅰ）中小企業・小規模事業者のデジタル実装支援 

① 普遍的な IT導入のための支援 

デジタル化による生産性向上の取組が普遍的に広がるようにする

ために、以下の基盤的な措置を講じる。 

・中小企業・小規模事業者の生産性向上のため、中小企業等経営強化法

に基づく業種の特性に応じた取組を進めるとともに、業種横断的な取

組が必要なものについては、基本方針の改訂も含め、本年度中に検討

を行い、その後速やかに必要な措置を講じる。その際、各種支援施策

が相乗効果を発揮するよう、関係省庁・業界団体等の連携体制を強化

する。 

・ものづくり補助金による設備導入や IT導入補助金等による IT導入を

これまでの支援策の費用対効果等も踏まえた上で引き続き推進する。

また、既にものづくり補助金においてクラウド・ファンディングの活

用を採択時の加点要素としているところ、令和２年度に、加点要素と

なるデジタルツールの範囲の拡大や、対象となる補助金の範囲の拡大

を検討する。 
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・本年度中に各種 IT 関連施策の事例やデータを収集し、経営課題に対

応した IT ツール等の情報基盤を整備するとともに、経営革新等支援

機関や認定情報処理支援機関等の様々な支援機関に対してこうした

情報の活用を促す。その上で、支援機関において、これらの情報を活

用しつつ、中小企業のデジタル化を支援する。 

・商工団体や金融機関（政府系金融機関を含む）を含め、中小企業にお

けるクラウド会計をはじめとするデジタル化を創業時等において支

援する体制や支援内容等について、これまでの支援策の費用対効果等

も踏まえて検証を行い、本年度中に今後の支援の在り方について結論

を得る。 

 

② より実践的なデジタルサービスの普及・拡大 

個社単位のデジタル化のみならず、他社と連携する形でのオープン

イノベーションを進めるとともに、データ活用等による新たなビジネ

ス機会の創出等、各企業のデジタル化の進捗に合わせたデジタル化の

恩恵が発現するようにするために、以下の措置を講じる。 

・取引データを活用した短期・小口融資等のデータレンディングによる

中小企業・小規模事業者への融資を促進するために、関連する信用保

証制度の運用手法について検討し、本年度内に結論を得る。 

・本年３月に創設した補助金交付決定の電子記録債権化によるつなぎ融

資サービスについて、その実効性を検証しつつ、今後３年間で取扱金

融機関を現在の４機関から 150機関まで拡大することを目指すととも

に、対象となる補助金を拡大する。 

・中小企業共通 EDI の導入等企業間取引のデジタル化を促進するため、

本年度中に下請中小企業振興法「振興基準」を改正することで、親事

業者が下請事業者の取組を先導することを促進する。また、サプライ

チェーンをはじめとする一定の取引関係にある複数社が同時に EDI関

連サービスを導入する取組の支援方策を検討し、本年度内に結論を得

る。 

 

ⅱ）新陳代謝の促進 

・事業承継を契機に行う新事業展開を促進するため、現行の事業承継補

助金について、第二創業・ベンチャー型事業承継への支援の拡充・重

点化を行う。また、同補助金において、経営資源引継ぎ型の創業や事
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業承継を後押しするための方策について検討する。 

・創業希望者による創業や事業承継を促すため、事業引継ぎ支援センタ

ーの業務に、経営資源引継ぎのマッチング業務や廃業相談対応を追加

する。 

・中小企業・小規模事業者の円滑な事業承継及びそれを通じた地域経済

の持続的発展は、金融機関が経営基盤を継続的に確保する上でも重要

であるという観点を踏まえ、以下の施策を推進し、事業承継の阻害要

因となりうる経営者保証に関し、真に必要な場合に限るとの金融機関

の運用を徹底するとともに、事業者の支援を行う。 

－信用保証制度において、事業承継時に経営者保証を一定の要件の下

で不要とする新たなメニューを創設するとともに、同メニューにお

いて専門家の支援・確認を受けた場合、企業の保証料負担を、信用

保証協会における管理に必要な費用の一部を除いて最大でゼロと

なるよう軽減する。 

－事業承継時に焦点を当てた「経営者保証に関するガイドライン」の

特則を、年内を目途に策定し、その後の速やかな運用開始を目指す。

同特則では、金融機関において、原則として前経営者、後継者の双

方から二重には保証を求めないようにする。また、両者の保証要否

の検討において事業承継への影響も考慮した柔軟な判断を促進す

べく、具体的な着眼点や対応手法などについても明記する。 

－中小企業・小規模事業者が事業承継時に「経営者保証に関するガイ

ドライン」及びその特則の要件を充足できるよう、専門家の確認・

支援を受けることができる体制を整備する。 

－商工組合中央金庫は、政府系金融機関として、「経営者保証に関する

ガイドライン」の徹底により、一定の要件を満たす企業に対して令

和２年から原則無保証とする。また、中小企業金融における政府系

金融機関、信用保証協会による経営者保証の徴求状況について、平

成 30 年度分から個別機関の実績を一括して公表を行うなど、経営

者保証の見直し状況について「見える化」を行う。 

－金融機関における金融仲介の取組状況を客観的に評価できる指標

群（KPI）として、「事業承継時における保証徴求割合（前経営者と

後継者から二重、前経営者のみ、後継者のみ、両者とも保証徴求せ

ず）」及び「新規融資に占める経営者保証に依存しない融資の割合」

を設定し、本年度下期以降の状況の公表を通じ、金融仲介の取組状
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況の「見える化」を推進する 

・本年度中を目途に「事業引継ぎガイドライン」（平成 27年 3月中小企

業向け事業引継ぎ検討会策定）を見直し、より実践的な内容とすると

ともに、経営資源引継ぎに関する内容を追加する。 

・本年度中を目途に後継者人材バンクを全国の事業引継ぎ支援センター

に拡大する。また、全国の創業支援機関とも連携して、同バンクに登

録される創業希望者の数を大幅に増加させる。あわせて、土地、建物、

設備等の経営資源の引継ぎに係る情報を含めて、事業引継ぎ支援デー

タベースを抜本拡充する。 

・昨年抜本拡充された法人の事業承継税制や今年創設された個人版事業

承継税制の活用促進を図りつつ、引き続き、10年程度の集中実施期間

で第三者承継を含めた事業承継を強力に支援するため、予算や税とい

った総合的な支援を進める。その際、後継者不在の中小企業が、外部

から後継者候補のトライアル雇用を行う場合における支援策を検討

する。 

・創業者の事業立上げから展開に必要な資金調達を切れ目なく支援する

ため、持続化補助金やものづくり補助金等の既存補助金の活用も含め、

設立時及び設立後間もない創業者への支援を重点的に行う。 

・地域の手で地域の企業を生み、育てる取組を促進するため、既存税制

の活用促進を含め、地域のエンジェル投資家等による地元の中小企業

等への資金拠出を促す取組を検討する。 

・全国各地で創業を促すため、市区町村や金融機関等が行う創業支援や

創業に関する普及啓発への支援等を進める。また、地域で成長志向の

創業を行おうとする起業家への支援を強化する。 

 

ⅲ）海外展開、適正取引等の促進 

・海外現地のバイヤー、商社、政府機関等からニーズやトレンド情報を

収集し、これらを国内企業に情報提供した上で、当該ニーズ等に合致

する商品やサービスを提供する意向のある企業に関する情報を現地

へ提供、マッチングを実施する。また、中小企業による EC（電子商取

引）や海外のクラウド・ファンディング等の活用を促進するための支

援を行う。加えて、市場ニーズに対応した試作品開発、販路開拓、ブ

ランド開発に対する支援を行う。 

・親事業者からのコスト低下圧力が原因となって、下請事業者となって
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いる中小企業が賃金や設備投資の水準を上げられない可能性もある。

このため、利益や付加価値の状況、労働や資本への分配状況等を、産

業・業種、企業規模ごとの分析等を行った上で、親事業者と下請事業

者との格差が特に大きい産業等を中心に、不合理な原価低減要請や価

格転嫁の状況、働き方改革に伴う取引上のしわ寄せ等の下請取引の実

態について、下請Ｇメンヒアリング等の調査を重点的に行うなど、個

別の産業に応じた取引関係の課題を明らかにし、競争法制や中小企業

法制、産業界の「自主行動計画」等をフル活用して、きめ細かな改善

を図っていく。また、地方公共団体と連携協定の締結を拡大し、地域

特性に応じた商慣行等の実態把握を進め、地域レベルでの取引適正化

の浸透に繋げていく。 

 

ⅳ）中小企業支援機関の機能強化 

・中小企業の経営課題を解決する中核人材の確保に向け、地域金融機関

やよろず支援拠点等と民間企業等の人材支援機関が連携する場を設

けることなどを通じ、引き続き、地域金融機関、大学等を通じた中核

人材確保のための取組の創出と横展開に取り組む。その際、本年度か

ら、中小企業がよろず支援拠点を含む経営支援機関を通じ、副業・兼

業の形も含め中核人材の確保が可能となるよう、人材支援機関と連携

した人材確保の取組の実現を図る。＜再掲＞ 

・本年３月に開設した認定支援機関の活動実績等を見える化するホーム

ページをはじめとし、中小企業支援機関の専門性や実績の見える化の

対象を拡大する。また、中小企業支援を行う公設試や大学等について

も、サポイン補助金等における活動実績等を見える化するデータベー

スを構築する。 

・中小企業支援プラットフォームの構築を引き続き進め、2020年４月か

ら本格運用を開始する。また、それ以降も、関係省庁、地方自治体、

商工団体等との連携を進め、サービス範囲を拡大する。 

・地域の中小企業経営者及び金融機関を含む支援機関の人材育成と実践

的な経営課題解決ノウハウを共有するコミュニティ形成のため、地域

の中小企業経営者と金融機関等の支援機関に対し、ビジネスの課題解

決を共同で学習・実践する場を提供することを検討する。また、大学

等で養成された AI 人材を中小企業へ派遣し、現場のデータを用いて

中小企業の経営課題を解決する先進的サービスモデルを生み出し、国
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内外へ横展開する。 

・地域金融機関が、地域企業の生産性向上等に資する適切なアドバイス

やファイナンスの提供、経営人材の確保に向けた支援等を行うことは、

自らの経営基盤の確保につながり得るとの観点から、個々の金融機関

の特性や顧客企業の評価、地域金融・産業の実態といった様々な情報

を踏まえた深度ある対話を通じ、上記取組を促す。 

・こうした地域金融機関による企業支援機能を強化するため、地域金融

機関に対し、ノウハウ移転に重点的に取り組む地域経済活性化支援機

構（REVIC）や日本人材機構の一層の活用を促す。 

・地域経済の活性化のために、事業承継や事業再生等の場面において地

域金融機関が役割を果たすことは重要であることから、地域金融機関

による企業の事業承継や事業再生等における支援を目的とする議決

権保有制限（いわゆる５％ルール）の見直しについて、地域金融機関

の健全性の確保等に留意しつつ検討を行う。 

 

ⅴ）地域中核企業への支援 

・地域未来牽引企業等の地域経済を牽引する事業を行う者に対して、地

域未来投資促進法をはじめ、予算、税制、金融、規制の特例等の支援

策を重点投入する。 

・地域の成長には地域経済とグローバル市場を直結させることが重要で

あることを踏まえ、地域中核企業のシーズをいかした地域発のイノベ

ーションを促進するため、グローバル市場を見据えた事業展開の戦略

策定や販路開拓等を支援する。また、地域経済への波及効果を高める

ために、自治体とも連携しつつ、地域に人を呼び込む魅力的なコンテ

ンツづくりを行うサービス業等の地域中核企業の取組を支援する。 

・地域中核企業の成長に向けたリスクマネー供給の促進について、これ

までの取組を踏まえつつ、日本政策投資銀行の特定投資業務等も活用

する。 

・地域中核企業支援を行う支援機関（産業振興センター、公設試、大学、

民間コンサルタント等）について、ネットワークを強化するとともに、

地域中核企業のシーズの新たな活用や販路開拓等の効果的な支援内

容の横展開を図る。 

・産学金官の連携により、地域金融機関からの融資等と合わせて、地域

資源を活かした創業や既存事業の新分野展開を後押しする地域経済
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循環創造事業交付金の活用について、先進事例集の作成や自治体、地

域金融機関、起業家などへの周知を強力に進め、地方創生を推進する。 
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７．農林水産業全体にわたる改革とスマート農林水産業の実現 

（１）KPIの主な進捗状況 

《KPI》2025 年までに農業の担い手のほぼ全てがデータを活用した農

業を実践 

※進捗把握は、調査項目を拡充した農林業センサス等を基に行

う予定。 

《KPI》今後 10年間（2023 年まで）で全農地面積の８割が担い手によ

って利用される（2013 年度末：48.7％） 

⇒2017年度末：55.2％ 

《KPI》今後 10 年間（2023年まで）で資材・流通面等での産業界の努

力も反映して担い手のコメの生産コストを 2011年全国平均比

４割削減する（2011 年産：16,001 円/60kg） 

⇒2017年産の担い手のコメの生産コスト 

・個別経営 5 10,995円/60kg（32％減） 

・組織法人経営 6 11,859円/60kg（26％減） 

《KPI》2019 年に農林水産物・食品の輸出額１兆円を達成する（2012

年：4,497 億円） 

⇒2018年：9,068億円 

《KPI》2028 年までに、私有人工林に由来する林業・木材産業の付加

価値額を倍増させる（2015年：2,500 億円） 

 

（２）新たに講ずべき具体的施策 

我が国の農林水産分野の従事者や農山漁村における人口が減少す

る中、農林水産業の生産や農山漁村を維持・発展させていくためには、

ICT 等の先端技術を活用するとともに、新たな農業構造を構築し、農

山漁村に必要な人材の育成・派遣等を図っていかなければならない。 

また、バリューチェーンにおいて、流通・加工の改革を進めるとと

もに、輸出の促進や知的財産の保護を図るなど、農林水産業を支える

環境の整備にも積極的に取り組む必要がある。 

このための改革を強力に進めることにより、農林水産業の競争力強

化の加速化を図り、人口減少下においても、力強い農林水産業の実現

を図る。 

 

                                      
5 認定農業者のうち、農業就業者１人当たりの稲作に係る農業所得が他産業所得と同等となる

個別経営体（水稲作付面積 15ha 以上層） 
6 米の販売金額が第１位となる稲作主体の組織法人経営体（平均水稲作付面積約 22ha） 
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ⅰ）農業改革の加速 

① 生産現場の強化 

ア）人口減少下においても力強い農業構造の構築と人材の育成 

・農業者が減少する中、農業生産を持続的に行っていくため、地縁的ま

とまりにとらわれず、農業者と協業しつつ、農産物買取り、農産物加

工・供給量調整等による付加価値向上、農作業代行、GAP（農業生産工

程管理）指導、ICT 活用などを創意工夫により行う新たな生産事業体

の展開を推進する。 

・日本型直接支払制度についても、農業者の減少等に対応した見直しを

行うとともに、中山間地の特色を活かした多様な取組を促進する。 

・人生 100 年時代に対応し、農業のリカレント教育を行う機関として、

農業大学校等の機能の強化を図る。 

・令和２年度に地域の課題解決に資するスキルを有する人材の派遣等を

行うことができるよう、様々な分野の専門人材と農山漁村をつなぐ仕

組みについて検討を行う。 

・女性が働きやすい農業の実現に向け、地域の課題に取り組む女性農業

者の育成や、農業経営体の意識の改革を進める。 

・園芸農業が安定的に行われるよう、園芸施設共済の集団加入の促進を

図る。 

・太陽光を農業生産と発電とで共有する営農型太陽光発電の全国的な展

開を図る。 

・農協改革について、農協改革集中推進期間の終了後も、自己改革の実

施状況を把握した上で、引き続き自己改革の取組を促す。 

・畜産業の成長産業化に向けて畜舎等の建築費の低減を図るべく、畜舎

等を建築基準法の安全基準の適用の対象から除外する特別法につい

て検討を行い、所要の法律案を整備する。 

・農福連携について、農業・福祉双方のニーズのマッチング、農福連携

に取り組む農業経営の発展や障害者等の就労に資する環境整備、専門

人材の育成等を進め、全国的な推進を図る。 

・令和４年度までに、AI等を活用し、農畜産物の国内外の需給情報をリ

アルタイムで収集し、分析・提供する仕組みが整備されるよう、取り

組む。 

 

イ）農地の集積・集約化と土づくりの推進 

・改正農地中間管理事業法に基づき、地域の現況情報の提供を通じ、話

合いを徹底し、人・農地プランの実質化を図る等により、担い手への

農地の集積・集約の加速化を図る。 
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・人・農地プランの実質化の取組と連携し、農業経営相談所の専門家の

派遣や事例の共有等を通じ、法人経営体設立の加速化を図る。 

・農地の地力向上のため、ドローン等を活用した土壌診断に基づく土づ

くりの推進や、令和４年度までに収量増加効果を含めた土壌診断デー

タベースの構築を図るとともに、有機農業など地力の増進に資する農

業の推進を図る。 

・土づくりに役立つ堆肥や産業副産物由来肥料の活用とともに、農業者

のニーズに応じた柔軟な肥料生産や、安全性の確保を前提とした肥料

コストの低減等に向けた事業者の創意工夫が促進されるよう、法制度

を抜本的に見直し、速やかに所要の法律案を整備する。 

・土地改良事業について、コスト低減を図りつつ、他事業との連携を進

め、農地の大区画化や汎用化など農業競争力の強化を図るとともに、

ため池や農業水利施設等の強靭化対策を緊急に実施する。 

・棚田の保全と棚田地域の振興を図るため、総合的な支援策を講じる。 

・都市農地貸借法により都市農地を有効活用し、都市農業の振興を図る。 

 

ウ）米政策改革 

・農業経営者が自らの経営判断に基づき作物を選択できるよう、きめ細

かな情報提供や水田フル活用に向けた支援を行うなどにより、高収益

作物の導入などを促進し、米政策改革の定着を図る。 

・米の多収品種がニーズに応じて導入されるよう、地域ごとの栽培技術

の確立等を推進し、作期分散も通じ、生産コストの削減を図る。 

 

② バリューチェーンにおける改革の推進 

ア）流通・加工等の改革 

・農林水産物等の流通・加工の構造改革のため、農業競争力強化支援法

（平成 29年法律第 35号）に基づき、業界の再編等を進めるとともに、

流通の効率化、ICTの活用等による流通の合理化を進める。 

・農業生産資材の価格引下げを目指し、農業競争力強化支援法の対象業

種を本年度に見直し、生産資材業界の再編等の取組を強化する。 

・６次産業化の推進のため、農林漁業者が異業種と協働で取り組む一次

加工や、加工・直売と農泊等が連携した取組等についても促進を図る

とともに、農林漁業者等の資金ニーズに適切に対応する。 

・納品期限の緩和などの商慣習の見直しとともに、フードバンクとの連

携等を進め、食品ロス削減を全国的に推進する。 

・有害鳥獣の捕獲を強化し安全・安心なジビエの供給体制を確保すると

ともに、ジビエ利用量を本年度に平成 28 年度と比べ倍増させるなど
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ジビエの利用拡大を図るため、ICT を活用したスマート捕獲等の推進

や利用者向け産地情報のネットワーク化等に取り組む。 

 

イ）知的財産等の保護と水際検疫の強化 

・種苗の海外流出を防止し優良品種の持続的な利用が図られるよう、品

種登録制度の充実に向けた検討を進める。 

・和牛遺伝資源の不適切な海外流出を防止する観点から、適正な流通管

理や保護に向けた検討を進める。 

・家畜伝染性疾病や病害虫の侵入リスクに対応し、検疫探知犬の活用を

含め水際検疫の強化を図る。 

 

③ スマート農業の推進 

  令和４年度までに、様々な現場で導入可能なスマート農業技術が開

発され、農業者のスマート農業に関する相談体制が整うなど、スマー

ト農業の本格的な現場実装を着実に進める環境が整うよう、「農業新

技術の現場実装推進プログラム」（令和〇年〇月〇日農林水産業・地域

の活力創造本部取りまとめ）にも即し【P】、以下の取組を一体的に進

める。 

 

ア）研究開発 

・中山間地を含め様々な地域、品目に対応したスマート農業技術を現場

で導入可能な価格で提供できるよう、農業者のニーズを踏まえ現場ま

での実装を視野に研究開発を行い、地域や品目の空白領域の研究開発

を優先的に行う。 

・農業分野における AI 研究が全国展開され、農業現場の課題解決に貢

献するよう、農業版 ICT 人材バンクの構築に向け、農研機構の AI 人

材を強化し、質の高い AI研究を実施する。 

 

イ）実証・普及 

・全農業大学校でスマート農業がカリキュラム化されるよう、スマート

農業を取り入れた授業等の順次拡大・充実を図るとともに、農業高校

にも展開を図る。 

・農業者のスマート農業技術の入手機会が拡大するよう、フォーラム・

マッチングミーティング等を各地で開催するとともに、行政手続のオ

ンラインシステムの活用を通じた農業者への直接発信に向け取り組

む。 

・各都道府県の主要農産物品目でのスマート農業技術体系の構築・実践
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を目指し、スマート農業技術の生産から出荷までの一貫した体系とし

ての実証、産地・品目単位のスマート農業技術体系の構築等を図る。 

・スマート農業機械・システムの共同利用や作業受委託等の効率利用モ

デルを提示するとともに、様々な業種の民間事業者のスマート農業分

野への参入を促進するための環境を整備する。 

・全普及指導センターが窓口となった、農業者のスマート農業に関する

相談対応に向け、普及指導員等による知識や技術活用方法の習得を図

る。 

・スマート農機の実用化に合わせ、必要な安全性ガイドラインを整備す

る。 

 

ウ）環境整備 

・自動走行農機や ICT水管理等のスマート農業に対応した農業農村整備

の展開に向けた検討・開発を進めるとともに、情報ネットワーク環境

整備に向け取り組む。 

・中山間地におけるスマート農業の実現を念頭に置いた農場の整備や、

果樹農業等の特性に応じた環境の整備を図る。 

・農業データ連携基盤において多様なデータの蓄積・提供を進めるとと

もに、農業生産のみならず加工・流通・消費にまで拡張したスマート

フードチェーンシステムの構築に向けた開発を進める。 

・食品等流通法の計画認定制度を活用し、食品流通プラットフォームの

立上げを後押しするとともに、物流、商品管理、決済の各分野におい

て、データの共有・活用や省人化・省力化の取組を推進し、各取組の

プラットフォームの実装を図る。 

 

ⅱ）輸出の促進 

・農林水産物・食品の海外への販売を強化するため、生産者への輸出診

断等を行う「農林水産物・食品輸出プロジェクト」（GFP）を強化し、

輸出商社間の交流の促進を通じ生産者への提案・助言機能の強化を図

る。 

・海外のニーズや規制に対応したグローバル産地づくりや、産地と港湾

が連携したプロジェクトの加速化を図る。 

・海外の食品安全等の規制に対して、輸出先国の基準に適合した施設の

認定の加速化を含めた国内対応の充実や、規制の撤廃・緩和に向けた

交渉の政府一体的な実施を図るため、法制度化を含め検討し、体制を

強化する。 

・本年度中に海外向け輸送に適した包材を調査し周知を図るとともに、
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規格化に向けた検討を行う。 

・訪日した外国人が食と旅・歴史等を組み合わせた体験をし、帰国後も

日本の食を再体験できる環境の整備に取り組む。 

・「農林水産業の輸出力強化戦略」（平成 28年５月 19日農林水産業・地

域の活力創造本部取りまとめ）及び「農林水産物輸出インフラ整備プ

ログラム」（同年 11 月 29 日同本部決定）に基づく輸出促進の取組を

着実に実行する。 

・2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会も契機として、国

際水準の GAP、JAS（日本農林規格）、有機、GI（地理的表示）、水産エ

コラベル等の規格・認証や知的財産の戦略的活用を推進する。 

・同競技大会や、新潟県産米の中国への輸出解禁等を踏まえ、ノングル

テン米粉を含む米の輸出拡大など新たな需要開拓の取組を国内外で

推進する。 

・世界の食需要の獲得に向けて、食産業の海外展開を促進するため、本

年中にプランを策定し、２国間政策対話や官民共同でのフードバリュ

ーチェーン構築等に取り組む。 

 

ⅲ）林業改革 

①  原木生産の集積・拡大 

・森林経営管理制度において、森林環境譲与税も活用しつつ森林の経営

管理の集積・集約化を推進するとともに、路網整備と高性能林業機械

の導入の重点的な推進や、製材工場等の大規模化・効率化を進める。 

・森林組合について、製材工場等の大規模化等に対応し、組合間の連携

手法の多様化に向けた検討を行う。 

・国有林野の一定の区域において、公益的機能を維持しつつ、長期・安

定的に樹木を採取できる権利を、意欲と能力のある林業経営者等に設

定できる仕組みを創設する。 

 

②  スマート林業等の推進（林業イノベーション） 

・森林情報の収集や造林に当たりレーザ計測やドローン等の活用を進め

るとともに、伐採や運搬を自動・遠隔操作で行う林業機械等の開発を

図る。 

・ICT を活用し、生産管理の取組や、需給等のデータを共有するサプラ

イチェーン構築の取組の加速化を図る。 

・地方公共団体や民間事業者が森林等の情報を共有できるデータベース

を、令和３年までに立ち上げる。 

・造林から伐採までが林業者１世代で可能となる早生樹の選抜・活用を
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進めるとともに、低密度植栽や機械化等を通じ造林作業等の省力化を

図る。 

・セルロースナノファイバー、改質リグニン等の木材由来の新素材の製

造プロセス及び新素材を用いた製品の研究開発・実装等を進める。 

 

③  木材の利用促進 

・オフィス等の非住宅建築物や中高層建築物への CLT（直交集成板）を

含めた木材の利用拡大に、経済界等の協力も得つつ、都市部を中心に

取り組む。 

・森林組合や民間企業等が連携して高付加価値木材製品の輸出を行う取

組の促進を図る。 

 

ⅳ）水産業改革 

①  水産政策改革の推進 

・水産資源の適切な管理と水産業の成長産業化を両立させるため、「水

産政策の改革について」（平成 30年６月１日農林水産業・地域の活力

創造本部決定）に即して、水産政策改革を着実に実行する。 

・適切な資源管理等に取り組む漁業者の経営安定を図るため、漁業収入

安定対策の機能強化を図る法制度の検討を行う。 

・養殖業の資金調達の円滑化を図るため、養殖生産の需要家からの受託

や、エサ費用等の事業資金に対する金融制度の構築など、養殖業者の

経営安定化に資するビジネスモデルの構築を図る。 

・養殖業の魚病対策の迅速化を図るため、養殖業者が日常的に相談でき

る「かかりつけ獣医師」制度を構築するとともに、魚病に詳しい獣医

師の量的拡充に向けた数値目標の発表や、獣医師のオンライン診療を

可能とする仕組みを構築する。 

・トレーサビリティの出発点である漁獲証明に係る法制度の整備に向け

た検討を行う。 

・「規制改革実施計画」（令和〇年〇月〇日閣議決定）に従い、近海を操

業する中規模漁船について、小型船舶操縦士１名の乗組による航行を

可能とするよう、制度的な手当てを行う。 

 

②  スマート水産業の推進 

・令和５年度までの水産資源の評価対象の有用魚種全体（200 種程度）

への拡大と資源評価の精度の向上を目指し、ICT を活用し、漁船・調

査船からの操業・漁場環境情報の収集や、産地市場の水揚げ情報の収

集のための体制整備等を進める。 
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・沖合・沿岸等の漁業者にリアルタイムで漁海況情報が提供されるよう、

漁海況予測の検討・実証を行う。 

・データに基づく効率的で安定した養殖業の実現に向け、海洋情報や赤

潮・急潮情報等を共有する全国データベースの構築に取り組む。 

・漁業者の減少に対処し、若手漁業者の確保に向けて、ICT 等の先端技

術を活用した漁業・養殖技術の開発・実証・普及に取り組む。 

・ICT 等の先端技術を活用し、生産から流通・加工・販売までの関係者

が連携して、作業の自動化・省力化や商品の高付加価値化に取り組む

水産バリューチェーン産地の構築・実践に取り組む。 

・ 水産資源の管理やデータに基づく漁業・養殖業を支援する水産業デー

タ連携基盤（仮称）を令和２年までに構築・稼働させるとともに、ス

マート水産業の具体的取組についての産学官の協議の場での検討を

本年度行う。 
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８．観光・スポーツ・文化芸術 
（１）KPIの主な進捗状況 

《KPI》訪日外国人旅行者数を 2020 年に 4,000万人、2030 年に 6,000

万人とすることを目指す。 

⇒2018年：3,119万人（2012年：836万人） 

《KPI》訪日外国人旅行消費額を 2020 年に８兆円、2030 年に 15 兆円

とすることを目指す。 

⇒2018年：4兆 5,189億円（2012年：1兆 846億円） 

《KPI》スポーツ市場規模を 2020年までに 10 兆円、2025年までに 15

兆円に拡大することを目指す。 

⇒2015年：5.5兆円 

 ※（株）日本政策投資銀行の協力を得て、スポーツ市場規模を

継続的かつ国際比較可能な形で推計する手法の検討を進め、

最新の数値が得られ次第評価を行う。 

《KPI》全国のスタジアム・アリーナについて、多様な世代が集う交流

拠点として、2017年から 2025年までに 20拠点を実現する。 

⇒2019 年 3 月までに新たに設計・建設段階に入った案件は 10 件

程度。この他、構想・計画段階にあるスタジアム・アリーナは

全国に 80件以上が存在。 

《KPI》2025年までに、文化 GDPを 18兆円（GDP 比３％程度）に拡大

することを目指す。 

⇒2016年：8.9兆円（2015年：8.8兆円） 

※ユネスコ（国連教育科学文化機関）において文化の経済的な

価値を測る国際的な指標に関する検討を進めていく 

 

   

（２）新たに講ずべき具体的施策 

ⅰ）観光立国の実現 

観光は、「地方創生」への切り札、GDP600 兆円達成に向けた成長戦

略の柱であり、「明日の日本を支える観光ビジョン」（平成 28 年３月

30日明日の日本を支える観光ビジョン構想会議決定）及び「観光ビジ

ョン実現プログラム 2019」（令和元年６月●日観光立国推進閣僚会議

決定）等に基づき、観光先進国の実現に向けた取組を進める。 

その際、まずは、外国人に本当の意味で日本を楽しんでもらえるよ

う、多言語による表示やアナウンス、無料 Wi-Fi等の環境整備に早急

に取り組むとともに、公的施設の夜間開放など、地域において外国人
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が楽しめる新たなコンテンツの開発に取り組む。また、日本政府観光

局と地域（自治体・DMO7）の適切な役割分担と連携強化を進め、日本

政府観光局における一元的な情報発信や地域における着地整備等に

取り組む。 

①外国人が真の意味で楽しめる仕様に変えるための環境整備 

ア）観光地 

・主要観光地の多言語対応（英・中・韓）や無料 Wi-Fi整備、キャッシ

ュレス対応等をモデル的に直ちに整備することとし、本年度中に少な

くとも 50 程度、令和３年までに 100 の主要観光地を抜本的に改善す

る。 

・飲食店や小売店等における多言語音声翻訳システムの導入を促進する。 

・外国人観光案内所の機能強化を図るため、AI チャットボット 8など最

先端技術を活用した観光案内サービスの普及促進を図る。 

・観光を中心としたまちづくりの推進に向けて、歴史的観光資源の高質

化、シェアサイクルの導入、無電柱化の推進等に取り組む。 

・レンタカーの利用が多い地域を中心に、道の駅の多言語対応や無料 Wi-

Fi整備等を促進する。 

・自家用有償旅客運送の導入の円滑化、タクシーの相乗りの導入等によ

り、地方の観光地までのアクセス（バス・タクシー・レンタカー等）

を確保・充実する取組を推進する。 

・宿泊業における生産性向上（１人が複数業務を兼務できるシステムの

構築等）、外国人人材の活用等によるインバウンド対応の強化等によ

り「稼ぐ」旅館・ホテルへの改革を推進するほか、2020年東京オリン

ピック・パラリンピック競技大会に向けた宿泊施設等のバリアフリー

化を促進する。 

・地方における免税店拡大とともに、免税店のキャッシュレス対応や免

税手続電子化に向けた環境整備等を促進する。 

・日本政府観光局コールセンターの 24 時間の多言語対応など「非常時

の外国人旅行者の安全・安心確保のための緊急対策」（平成 30年９月

28日観光戦略実行推進会議決定）に基づく取組を確実に実現する。 

                                      
7 DMOは、Destination Management/Marketing Organization の略。観光地域づくりの舵取り役を担う

法人。（P） 
8 チャットボットは、チャット（会話）とロボットを組み合わせた用語であり、人工知能(AI)を組み込

んで学習したコンピュータが、人間に代わって自動的に会話するプログラムのことを指す。 
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・防災・気象情報に関する多言語辞書、気象庁ホームページ、災害時情

報提供アプリ「Safety tips」の対応言語数増加など、災害時に備えた

情報提供の強化により、外国人観光客が安心して旅行を継続できるよ

うにするための取組を充実・強化する。 

・ムスリムなど多様な外国人観光客に対応した受入環境整備を促進し、

海外に向けて発信する。 

イ）交通機関 

・国際観光振興法に基づき、多言語対応（英・中・韓）や無料 Wi-Fi、

キャッシュレス対応等を整備する。地方鉄道等では整備を促進し、本

年度中に少なくとも 100線区、令和３年までに 300線区を抜本的に改

善する。 

・世界水準の交通サービスの実現に向けて、本年度中にほぼ全ての新幹

線車両で無料 Wi-Fiを整備するとともに、ジャパン・レールパスにつ

いて海外からのインターネット予約を可能とするほか、鉄道車両にお

ける大型荷物置き場の整備、鉄道駅等における観光客の移動等円滑化

に取り組む。 

・新幹線における異常時の外国人観光客向けの情報提供について、多言

語（英・中・韓）による駅構内・車内放送及びウェブサイトの充実、

QRコードの活用等により、各事業者共通かつ十分な水準での実施を確

保する。 

・令和２年までに新幹線トンネルの全区間において携帯電話が利用でき

るようにするとともに、在来線トンネルについても対策を実施する方

策について検討し、本年夏頃までに結論を得る。 

・地方の観光地までの移動を一つのサービスとして捉え、スマートフォ

ンを活用して鉄道やバスなどを一体的に検索・予約・決済できるサー

ビスを提供する MaaSについて、多言語対応やサブスクリプション（定

額制サービス）の導入など、外国人目線での実装を推進するとともに、

観光施設におけるインターネット予約・決済対応の促進を図り、交通

サービスと一体で提供する観光型 MaaSの実現を図る。＜再掲＞ 

ウ）文化財・国立公園 

・外国人観光客が文化財、国立公園を本当の意味で楽しめるよう、歴史

的背景などが外国人観光客に伝わる多言語解説を行うこととし、令和

２年までに、観光資源としての価値が高い世界文化遺産 18 地域、国

立公園 34公園を含む 100地域以上の多言語解説を抜本的に改善する。 
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エ）農泊 

・令和２年までに全国 500箇所の農泊地域で利用者のニーズに応じた多

言語対応（英・中・韓）、無料 Wi-Fiの整備等を実施する。 

 

②地域の新しい観光コンテンツの開発 

 ア）文化財 

 ・「日本博」の開催を契機とした観光コンテンツの創出、「Living History」

（文化財について、歴史的な出来事や当時の生活を再現する新たなコ

ンテンツを開発）の取組への支援、VR等の先端技術を駆使した空港等

における日本文化の魅力発信等により、外国人観光客が我が国の文化

を楽しみ、地域の消費拡大に資する取組を全国各地で実施する。 

 イ）国立公園 

 ・グランピングをはじめとする多様な宿泊体験の提供に向け、国立公園

における民間活用の取組をより一層推進する。 

・利用拠点の滞在環境の向上（民間カフェの導入等）、体験型コンテンツ

の充実、ビジターセンターにおけるインバウンド対応機能強化、利用

者負担による保全の仕組み作り、新宿御苑における国立公園の情報発

信強化等の取組を推進する。 

 ウ）公的施設・インフラ 

 ・皇居東御苑について、近年、年間入園者数が急増していることから、

開園時間の延長を実施する。 

 ・迎賓館赤坂離宮及び京都迎賓館の一般公開の更なる魅力向上に向け、

これらを貸し切って行う特別ガイドツアーを計画的に実施するとと

もに、来年４月下旬を目途に迎賓館赤坂離宮前の公園に観光の呼び水

となるカフェ等を有する施設を新たに開業する。 

 ・皇居外苑等の国民公園の一層の魅力向上に取り組む。特に新宿御苑に

ついては開園時間を最長午後７時まで延長するとともに、旧洋館御休

所の開館拡大、民間カフェの導入や夜間イベントでの活用等に取り組

む。 

 ・三の丸尚蔵館に収蔵されている皇室の貴重な美術品等の公開拡充に向

けて、地方の博物館・美術館等と連携した展示の拡大を進めるほか、

展示スペースの抜本的な拡大等を図るため、三の丸尚蔵館の建設工事

に着手する（令和７年全館開館予定）。 

 ・首都圏外郭放水路などにおけるインフラツーリズムを推進する。 
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 エ）古民家や城泊・寺泊等 

 ・古民家等のさらなる活用を図るほか、城泊や寺泊など、泊まって楽し

む体験型宿泊コンテンツの開拓を推進する。また、健全な民泊サービ

スの普及を図る。 

 オ）農泊 

 ・利用者のニーズに対応した「農泊」らしい農家民宿や古民家の整備、

農業体験などのコンテンツの充実を図る。 

 カ）観光地・交通機関 

 ・ナイトタイム活性化に向けて、夜間のコンテンツを開拓する取組とあ

わせて、飲食店の夜間営業や公共交通の夜間運行など、多様な主体間

の連携により地域ぐるみで夜間観光を促進する取組を推進する。 

 ・移動そのものを楽しむ観光列車やレストランバス、新たな観光ニーズ

に対応するサイクルトレイン等の導入を促進する。 

 ・地方での長期滞在や消費拡大に向けての有力なコンテンツであるスノ

ーリゾートについて、多言語対応や設備更新の金融支援等により、国

際競争力の強化に向けたスノーリゾート改革を推進する。 

 ・ビーチリゾートの活性化に向けて、海岸管理者と多様な主体が連携し、

砂浜利用の柔軟化（通年利用や占用期間の延長等）、防災施設等の平常

時の観光客への開放等の取組を推進する。 

 ・VR・AR等の最先端技術の導入や、自転車ガイドツアーなど、既存の体

験型コンテンツに質の高いガイドを組み合わせることで観光資源の

付加価値を高め、地域の消費に繋げる取組を全国各地で創出する。 

 ・厚生労働省と観光庁が連携し、訪日外国人旅行者を受け入れる共通の

医療機関のリストを整備するなど、医療機関における外国人患者の受

入れ環境整備を進めるとともに、訪日外国人旅行者に対する旅行保険

の加入促進に取り組む。また、地方の医療資源や温泉等の地域固有の

観光資源を活用した海外からの患者受入れを推進する。 

 ・クルーズ旅客等の満足度向上や消費拡大に向けて、国際旅客船拠点形

成港湾をはじめとした寄港地における魅力的な体験プログラムの開

発や地元商店街への誘導、クルーズ船社との連携強化等に取り組む。 

 ・富裕層の誘致に向けたフライ＆クルーズの商品開発やスーパーヨット

の受入拡大、離島へのアイランドツーリズムの推進等を図る。 

 

③日本政府観光局と地域（自治体・DMO）の適切な役割分担と連携強化 
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 ・地域（自治体・DMO）の役割は、多言語対応、無料 Wi-Fi整備、観光地

までの交通アクセスの充実などの受入環境整備や、外国人が楽しめる

新たなコンテンツの開発などの着地整備が主体であることを明確化

し、その周知を図る。また、地域の魅力発信やプロモーションについ

ては、日本政府観光局において一元的に行うことを目指す。具体的に

は、着地整備の取組を行った地域（自治体・DMO）について、写真・動

画等対外的な発信のための素材やツールの作成を推進するとともに、

それらのツールを活用し、日本政府観光局の海外ネットワークやデジ

タルマーケティング技術 9等を最大限活かして、地域の魅力を日本政

府観光局から一元的に発信する。そのため、日本政府観光局全体の体

制について見直しを講じた上で、日本政府観光局の抜本的な体制強化

を図る。 

・地域の役割は着地整備が主体であることを踏まえ、地元の宿泊事業者

やアクティビティー事業者など、地域の多様な関係者の参画を促す。 

 ・関係省庁と日本政府観光局との緊密な連携により、日本政府観光局ウ

ェブサイト等において、文化財や国立公園、農泊等の魅力を一元的に

発信する。 

 ・欧米豪を中心に展開してきた大規模なプロモーション（グローバルキ

ャンペーン）を東アジア（中・韓ほか）なども含めて展開するととも

に、ICT の活用等により個人の属性や関心に直接リーチする先進的な

プロモーションを展開し、これにより得られたユーザーの属性や関心

等の分析データを地域（自治体・DMO）に提供する好循環の仕組みを確

立する。また、日本政府観光局における高度人材の活用等により、デ

ジタルマーケティング技術を活用した各地域へのコンサルティング

業務の強化を図る。 

 ・全国的な研修の実施や DMO間の情報共有システムの活用等により、地

域（自治体・DMO）間の横の連携を高め、地域で抱える課題の共有・優

良事例の横展開を図る。 

 ・DMO において必要となる人材の育成・確保を図るため、中核人材の育

成や、JET プログラムの活用周知等による外部人材の登用等を支援す

る。 

 ・インバウンド市場の太宗を占める東アジアからの取込みを徹底すると

                                      
9 ウェブサイトの閲覧履歴等を分析して各国や分野別の関心や傾向を把握する技術 
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ともに、更に幅広い地域からの誘客に向けて新たな市場を開拓するた

め、中東や中南米等の成長が見込まれる市場において、日本政府観光

局の現地事務所の設置や試行的なプロモーション等を進める。 

 ・ラグビーワールドカップ 2019 の機会を最大限活用し、海外メディア

向けの情報発信や地方への誘客促進等に取り組む。 

 ・地域の大学等と DMO等が連携した新たな体験プログラムの開発を推進

する。 

 ・多言語対応や無料 Wi-Fi整備等に取り組む地方鉄道等について、観光

列車等の魅力を日本政府観光局を通じて海外に発信する。 

 ・ホストタウンの推進を通じ、海外への情報発信等を強化する。 

 

④地方誘客・消費拡大に資するその他主要施策 

 ア）出入国の円滑化 

 ・新たに新千歳空港及び那覇空港に顔認証ゲートを、羽田空港等に税関

検査場電子申告ゲートを導入するなど、CIQ において必要な物的・人

的体制を計画的に整備する。また、搭乗関連手続の自動化や顔認証に

よる一元化、手荷物輸送等の円滑化、地方空港の搭乗手続円滑化やビ

ジネスジェット対応の強化等により、出入国に係る時間を大幅に縮減

する FAST TRAVELの推進を図る。 

 イ）ビザの戦略的緩和 

 ・我が国で予定されている国際的行事などの開催も見据え、政府全体の

受入環境の整備や日本政府観光局によるプロモーション等と連携し

て、ビザ緩和を戦略的に進めるとともに、在外公館でのビザ審査に係

る物的・人的体制の整備に取り組む。 

 ウ）空港 

 ・首都圏空港の発着容量を世界最高水準の年間約 100 万回に拡大する。 

 ・令和２年までに訪日需要への対応や国際競争力強化を主眼として羽田

空港の国際線を増便するため、丁寧な情報提供等を行い、飛行経路の

見直し等の取組を進め、年間約４万回の発着容量拡大を実現する。 

 ・成田空港についても、本年度中の高速離脱誘導路の整備により、令和

２年までに年間約４万回の発着容量拡大を実現する。また、本年冬ダ

イヤから A滑走路の夜間飛行制限を緩和し、さらに第３滑走路の整備

等に向けた取組を着実に進め、年間約 16 万回の発着容量拡大を目指

す。 
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 ・福岡・那覇空港の滑走路増設などの拠点空港等の機能強化や操縦士等

の育成、省力化・自動化等による地上支援業務の受入体制強化等によ

り、航空需要の増加に対応するほか、先進技術の導入等により安全対

策を推進する。 

 ・北海道７空港の一体運営など空港コンセッションを推進する。 

 ・地方空港の着陸料軽減等の支援により、国内外の航空ネットワークの

充実を図り、訪日外国人旅行者の地方への誘客を促進する。 

 ・空港における日本の魅力発信等により、おもてなし環境を充実する。 

 エ）MICE・IR 

 ・VR等を活用した MICE誘致、顔認証技術等の最先端技術の MICEへの導

入等により、MICE誘致・開催の国際競争力の強化を図る。 

 ・「特定複合観光施設区域整備法」に基づき、カジノ管理委員会の設立と

規制の実施、基本方針の策定等に着実に取り組むことにより、国際競

争力の高い魅力ある滞在型観光を実現し、政策効果を早期に発現させ

るとともに、世界最高水準のカジノ規制等によって依存症等の様々な

懸念に万全の対策を講ずる。 

 オ）持続可能な観光地域づくり 

 ・観光スポットの混雑状況をスマートフォンで閲覧できるシステムの導

入や、早朝時間帯の活用などにより、観光地の混雑対策を促すととも

に、地域コミュニティにも配慮した観光地経営に資する持続可能な観

光指標を開発する。 

 カ）国際観光旅客税の活用 

 ・国際観光旅客税の使途に関する基本方針に基づき、国際観光旅客税の

税収を活用し、観光先進国実現に向けた観光基盤の拡充・強化を図る。 

 キ）アウトバウンド・国内観光 

・アウトバウンドの一層の促進に向けて、官民連携による海外旅行商品

の造成等の取組を一層強化するほか、旅行者が安全・安心に海外旅行

できるよう、IT技術の活用や、旅行安全情報共有プラットフォームを

はじめとした海外安全情報発信の機能強化を図る。 

・地域経済活性化支援機構（REVIC）や日本政策投資銀行が組成した観光

関連ファンド等により、古民家のリノベーション等を推進する。また、

ナイトタイムの活性化や体験型コンテンツの充実等により、国内観光

の一層の促進を図る。 

・働き方改革法に基づく最低５日の年次休暇取得義務化にあわせ、ビジ
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ネスと観光が融合した新たな旅行形態の普及に向けた検討を行う。 

 ク）東北の観光復興 

 ・東北６県の外国人宿泊者数を令和２年に 150 万人泊（平成 27 年の３

倍）とするため、観光資源の磨き上げ、「復興観光拠点都市圏」の重点

支援、福島県の国内観光関連事業への支援等を行う。 

 ケ）「観光立国ショーケース」の形成の推進 

 ・釧路市・金沢市・長崎市に対し、各市が設定した重点項目を中心に、

関係省庁が連携して優先的な支援を行い、取組事例の横展開を図る。 

 コ）観光統計 

 ・地域の誘客状況や消費動向のより正確な把握のため、民間データ等の

活用可能性を含め、観光統計の推計手法の改善に向けた検討を行う。 

 

ⅱ）スポーツ産業の未来開拓 

① スポーツの成長産業化の基盤形成 

・中央競技団体等のガバナンス確保と収益力向上を両輪とする経営改革

を促すため、スポーツ団体ガバナンスコードを策定し、本年度中にそ

の実施の仕組みを構築する。また、普及・マーケティング戦略策定に

係る手引きを本年度中に策定するとともに、先進モデル形成を行う。

さらに、中央競技団体等に財政基盤の確保を含む経営改革を促すため

の新たな支援の在り方について検討する。 

・スポーツ経営人材を育成するため、既存の MBAコース等に導入するス

ポーツビジネスに関する新たなカリキュラム開発を支援するととも

に、マッチングを通じスポーツ団体への外部人材の流入を促進する。 

・スポーツ分野とヘルスケア産業など他産業との融合による新事業創出

を目的とするスポーツオープンイノベーションプラットフォームの

構築を加速させるため、企業、大学、スポーツ団体等が一堂に会する

カンファレンスを開催するとともに、スポーツ団体やスタートアップ

等が連携した新事業の実証や資金調達等に係る事業化を促す。 

・スポーツツーリズムの取組を加速させるため、関係省庁との連携体制

を強化しつつ、「アウトドアスポーツ」と「武道」の重点テーマを中心

として、スポーツコミッション等が行う、スポーツツーリズムコンテ

ンツの開拓や環境整備、日本政府観光局と連携した海外発信等の取組

を支援し、課題や事例を集積しつつその横展開を図る。特に、「武道ツ

ーリズム」については、関係団体の協力を得て、推進母体となる団体
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の来年度の設立を目指して検討を進める。 

 

②スポーツを核とした地域活性化 

・スタジアム・アリーナについて、引き続き個別のニーズを踏まえた支

援を関係府省庁・機関等と連携して行うとともに、スタジアム・アリ

ーナ等が地域にもたらす経済的効果・社会的効果についての新たな評

価検証手法の開発を来年度を目途に行う。 

・地域におけるスポーツ施設の数や利用可能時間、情報オープン化の状

況などを総合的に評価する「スポーツのしやすさ指標」（仮称）の来年

度中の開発等を通じて、スポーツ施設の利用を多様化、高度化し、収

益性の向上や地域経済の活力増進につなげる。 

・スポーツ実施率向上のための中長期的な施策を本年夏を目途に策定し、

スポーツ関係者と医療機関等の連携や障害者スポーツにおける福祉・

教育関係者と企業等の連携の促進、ICT による地域のスポーツ資源の

情報の見える化・シェアリングを通じた利活用の促進等を実施する。 

 
ⅲ）文化芸術資源を活用した経済活性化 

① 「文化芸術推進基本計画」及び「文化経済戦略」に基づく、文化芸術

による経済好循環の加速化 

・日本の美を体現する大型プロジェクト「日本博」や、国際文化芸術発

信拠点の形成など「国際文化交流の祭典の実施の推進に関する基本計

画」に基づく取組を進め、国家ブランディングの確立を図る。 

・文化芸術界、経済界、行政の３者が対話する場において、相互理解を

促進し、それぞれが取り組むべきことを明らかにすることで、文化芸

術への投資と経済成長の好循環を構築する。具体的には、インバウン

ド対応に係る美術館の機能強化や文化芸術資源・関連技術を利用した

ビジネス等におけるイノベーション創出、アート市場の活性化等の方

策を検討し、本年度中にとりまとめる。 

・東京国立博物館について世界トップレベルの博物館とする「トーハク

新時代プラン」を着実に実行し、その成果等を他の博物館に横展開す

る。また、地方の美術館・博物館等において、国等が有する地方ゆか

りの名品を展示するなど地方の特色ある取組を促進するとともに、文

化インバウンド創出に向けた新たな枠組みの検討等を進める。さらに、

国際博物館会議（ICOM:International Council of Museums）京都大
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会 2019 のレガシーを地域の博物館の機能強化に活かすとともに、コ

レクションの充実や見える化、学芸員の資質向上等に取り組むなど文

化施設を拠点とした文化ストック徹底活用による好循環の創出を図

る。 

・ 「国立映画アーカイブ」における映画フィルム等の活用を充実するほ

か、文化コンテンツについて、データベース化、多言語解説、高精細

画像・動画、アクセス情報などを集約したサイトを構築し、デジタル

化・二次利用に向けた条件整備を図り、国内外への発信力を強化する。 

・マンガ、アニメ及びゲーム等、我が国の優れたメディア芸術を活用し

た国際的な総合フェスティバル化に向けた取組の促進や、情報拠点の

整備等を通じ、日本が誇るメディア芸術の国内外への発信を強化する。 

 

②文化芸術資源を核とした地域活性化 

・2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を契機とした文化

プログラムを、「日本博」や「beyond2020 プログラム」等を通じて全

国展開し、地域活性化につなげる。また、日本政府観光局と連携した

国内外への情報発信や、外交上の周年行事、大型スポーツイベント等

と連動した文化芸術事業や国際文化交流を通じて、日本文化の発信を

強化する。 

・地域における文化財を総合的・計画的に保存・活用する取組を促進す

るとともに、日本遺産の磨き上げや、文化資源の新たな経済的価値を

生かした活用モデルを構築し、文化財保存・活用の好循環を実現する。

また、原材料・用具確保の観点も踏まえつつ文化財の適切な周期での

修理等を行うとともに、散逸等防止のため、国の指定・登録等に係る

情報取集・把握や防火・防災・防犯対策への支援、文化財の買上げ・

活用を行う。 

・地域の文化施設や文化芸術団体、芸術系教育機関と連携し、学校や地

域における芸術教育を推進するとともに、専門人材の派遣等による表

現や鑑賞の機会がより充実するよう取組を推進する。また、「障害者に

よる文化芸術活動の推進に関する基本計画」に基づいた、障害者の文

化芸術活動への支援や継続的に文化芸術に親しむ環境の整備を進め

る。 

 



「妊産婦に対する保健・医療体制の在り方に関する
検討会」議論の取りまとめについて（概要）

令和元年６月１２日 資料３－１第１１８回社会保障審議会医療保険部会

厚生労働省保険局



◆ ２０１９年２月15日 第１回 フリーディスカッション
◆ ２０１９年３月15日 第２回 妊産婦に対する医療
◆ ２０１９年４月18日 第３回 妊産婦に対する保健
◆ ２０１９年５月16日 第４回 これまでの議論の整理
◆ ２０１９年６月６日 第５回 これまでの議論の取りまとめ

検討のスケジュール

◆ 妊産婦の保健・医療に関するニーズの把握について
◆ 妊産婦が安心できる医療体制の充実について
・ 妊産婦の診療において求められる医学的な配慮の在り方
・ 妊産婦の診療に係る医師への研修等の在り方
・ 地域における産婦人科とその他の診療科との連携の在り方 等

◆ 妊産婦の健康管理の推進について
・ 妊産婦の健康管理に関する相談・支援の在り方 等

◆ 妊産婦に対する保健・医療体制に関連する事項について
・ 妊産婦に係る医療機関と他の関係機関との連携の在り方 等

検討事項

妊産婦に対する保健・医療体制の在り方に関する検討会

◆ 妊産婦の診療は、通常よりも慎重な対応や胎児や乳児への配慮が必要であり、診療に積極的でない医療機関が存在するとの指摘が

ある。このため、妊産婦自身の負担にも配慮しつつ、妊産婦が安心できる医療体制の充実が必要。

◆ 出産年齢が上昇傾向にあり、一般に、高齢出産の場合には、特に健康管理に留意が必要とされるなど、妊産婦のニーズに応じた細や

かな支援が重要。

◆ 妊産婦が安心できる医療体制の充実や健康管理の推進を含めた妊産婦に対する保健・医療体制の在り方について検討するため「妊

産婦に対する保健・医療体制の在り方に関する検討会」を２０１９年２月より開催。

さいたま市保健福祉局理事
国立成育医療研究センター理事長
一般社団法人知ろう小児医療守ろうこども達の会代表補佐
浜松医科大学地域家庭医療学講座特任教授
公益社団法人日本看護協会常任理事
公益社団法人日本産婦人科医会常務理事、葛飾赤十字産院副院長

公益社団法人日本薬剤師会理事
全国保健師長会総務担当理事、横浜市南区福祉保健センター子ども家庭支援課長

公益社団法人日本産科婦人科学会代議員、日本医科大学多摩永山病院院長

読売新聞東京本社編集局医療部記者
株式会社風讃社たまごクラブ編集部統括部長
早稲田大学政治経済学術院教授
公益社団法人日本医師会常任理事
下関市保健部長
公益社団法人日本歯科医師会副会長
健康保険組合連合会参与

◎：座長

◎
青木 龍哉
五十嵐 隆
石井 和美
井上 真智子
井本 寛子
鈴木 俊治
髙松 登
戸矢崎 悦子
中井 章人
中島 久美子
中西 和代
野口 晴子
平川 俊夫
九十九 悠太
牧野 利彦
松本 義幸

○：座長代理

○

※ 妊産婦に対する診療報酬上の評価の在り方については、検討会の取りまとめを踏まえ、
中央社会保険医療協議会で必要な検討を行う。

「妊産婦の医療や健康管理等に関する調査」
【目的】 妊産婦の保健・医療に関するニーズの実態把握
【調査対象医療機関】 分娩を取り扱う病院、診療所 500カ所
地域別に、総合周産期母子医療センター・地域周産期母子医療センター・
周産期母子医療センター以外の病院・診療所を無作為に抽出

【調査対象者】 調査対象医療機関に外来受診・入院した妊産婦
・妊娠28週0日以降、妊婦健康診査のために外来受診した妊婦
・正期産後、産後8日以内の入院中の産婦
・正期産後、産後2週間・1か月等の産婦健康診査のために外来受診した産婦

【調査内容】
○ 妊娠・出産歴や基礎疾患の有無等の基本属性、妊娠中の医療機

関の受診状況
○ 妊娠中・産後の診療で十分配慮されていると感じた経験、妊娠

中・産後の診療で配慮が不十分と感じた経験、妊娠中・産後の診
療で特に配慮が必要と考える事項

○ 妊娠中・産後の健康管理で留意している事項、妊娠中・産後の健
康管理に関して受けている支援等の事項 等

構成員
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[妊産婦の診療の現状]
産婦人科以外の診療科から診療を断られることがある
妊婦が産婦人科以外の診療科を受診する際に求める気配り
・診療・薬の内容について文書を用いて説明
・経験が十分にある医師の診療
・母子健康手帳の確認

[産婦人科の現状]
コモンディジーズ(風邪や花粉症等) について、
他科からの診療情報の提供が少ない
医師の労働時間が長い、分娩取扱施設が減少

[産婦人科以外の診療科の現状]
診療の際に様々な配慮が必要であり、診療を敬遠しがち
妊産婦の診療に関する研修機会が少ないので不安
妊産婦に処方できる薬剤かどうか情報が少ない 2

[産婦人科以外の診療科]連携

研修
サポート体制

●産婦人科以外の診療科と産婦人科の医療機関の連携
妊産婦の診療に積極的な医療機関の把握・周知
都道府県が主体的に地域の医療機関間の連携体制の検討・構築
母子健康手帳等を活用した診療科間の情報連携 等

●診療の質の向上に向けた取組
医師に対する妊産婦の診療に関する研修の推進
診療や薬に関する説明文書の例を作成
妊娠と薬に関する情報を医師へ提供する体制の整備・周知 等

[産婦人科]

医
療
提
供

説明
文書

相
談
・
支
援

●不安を感じる妊産婦が相談できる仕組み
妊娠届出時に妊婦の身体的・精神的・社会的状況について把握
妊産婦のための食生活指針の改定に向けた調査研究の実施
「授乳・離乳の支援ガイド（平成31年３月改定）」の周知
「妊産婦メンタルヘルスケアマニュアル」を用いた支援者の育成
産後ケア事業の推進

妊娠中から出産後や子育ての
イメージを持てるようなパンフレット

妊娠届出時の妊婦の状況把握

妊産婦に対する保健・医療体制の在り方に関する検討会 議論の取りまとめ（概要）

母子健康
手帳

[妊産婦の不安]
妊産婦の不安や負担は時期によって異なる
 妊娠中の健康管理で困ったこと

⇒ 栄養・食事に関すること
 産後の健康管理で困ったこと

⇒ 授乳に関すること

産後は子どもを抱えながら外出することが困難
産後は産婦の健康管理が困難になりがち

産婦の不安解消には産後ケアが有効

○ 妊産婦が安心できる医療体制の充実や健康管理の推進を含めた妊産婦に対する保健・医療体制の在り方について検討を行った。
○ 中央社会保険医療協議会においては、妊産婦に対する診療の評価の在り方について、更なる検討を進めることを期待する。
○ 国においては、妊産婦に対する保健・医療体制を構築するため、関係機関と協力・連携の上、引き続き取り組んでいくべきである。
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健
診
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携
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築

妊産婦に対する保健・医療体制の在り方に関する検討会 議論の取りまとめ（概要）

[支援を必要とする妊産婦への対応]
妊娠期から子育て期までつながる支援が必要
利用できる施設や制度等について十分に知られていない
周産期のうつ病は、医療機関と行政機関の連携が必要

[母子健康手帳]
母子健康手帳は広く活用されている
妊産婦自身の健康管理のために活用できるのではないか
増加しつつある外国人の妊産婦への支援が必要

母子健康手帳を
常に持ち歩き、提示 病院、歯科医院、薬局等

母子健康
手帳

●妊婦健診、産婦健康診査について
以下について引き続き検討
・公費補助額を超える自己負担が発生しないような工夫
・妊婦の同意に基づく自己負担が可能となる取組
・産婦健康診査の拡充

●診療に対する評価等について
単に妊婦を診療したのみで加算されるといった、前回と同様の
妊婦加算がそのままの形で再開されることは適当でない
妊産婦の診療において、質の高い診療やこれまで十分に行わ
れてこなかった取組を評価･推進することは必要であり、具体的な
要件や名称等については、中央社会保険医療協議会で議論
妊産婦が受診する際の負担が、これから子どもをほしいと思う人
にとって、ディスインセンティブとならないようにすることが必要であり、
他の受診者との均衡や政策効果といった点を勘案し、引き続き
検討すべき

[妊婦健診、産婦健康診査]
全ての市区町村で14回以上の公費負担制度を実施
健診内容によっては、公費助成を超えるため、一部自己負
担が生じる

[妊婦健診以外の診療の評価等]
妊婦健診以外に、偶発合併症等の診療の費用も生じる
４県において、所得に応じて妊産婦の診療に係る費用の
一部を助成 （妊産婦への医療費助成制度）

●妊娠期から子育て期までつながる支援
子育て世代包括支援センターの質の向上と設置の推進
医療機関と自治体の連携促進

●母子健康手帳の活用
医療機関の受診状況を本人同意の上で医療機関が記載
多言語化（英語、中国語、韓国語、スペイン語等）
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１ はじめに 

 ○ これまで、妊産婦が安心して子どもを産み育てられる社会となるよう、妊

婦健診に対する交付税措置や産婦健診の費用の助成など、様々な支援策が

講じられてきた。また、妊産婦に対する医療の提供についても、周産期医療

体制の整備やハイリスク妊産婦に対する診療の充実などが図られてきた。 

 

○ 近年の母と子の健康をめぐる様々な環境が、少子化、核家族化、女性の社

会進出の増加等大きく変化している。こうした変化を踏まえ、妊産婦の保健・

医療に関する分野においても健康寿命の延伸等に向けて、地域の特性に応じ

た対策を進めつつ、地域間における健康格差を解消していくことが必要であ

る。 

 

○ また、出産年齢は上昇傾向にあり、一般に、高齢出産の場合には、特に健

康管理に留意が必要とされるなど、妊産婦のニーズに応じた細やかな支援が、

より重要となっている。妊産婦自身の負担にも配慮しつつ、妊産婦が安心で

きる医療体制をさらに充実していくことが求められている。 

 

 ○ そのような中、平成 30 年度診療報酬改定において、妊産婦の診療につい

ては、通常よりも慎重な対応や胎児や乳児への配慮が必要であり、妊婦に対

する通常よりも丁寧な診療を評価する観点から、「妊婦加算」を新設した。

しかしながら、加算の趣旨に反するような事例や妊婦の自己負担の増加に

対する指摘があり、平成 30 年秋以降、ＳＮＳや新聞、ニュース等で頻繁に

取り上げられるようになり、同年 12 月、妊婦加算については、当面算定を

見合わせることとなった。 

 

○ こうしたことから、妊産婦に対する健康管理の推進や、妊産婦が安心でき

る医療体制の充実などの課題について検討を行うため、本検討会が設置され

た。 

 

○ このような経過及び最近の妊産婦を取り巻く状況を踏まえ、また、今後の

更なる少子化社会の進展を見据え、我が国における今後の妊産婦に対する保

健・医療体制の在り方について、取りまとめることとした。  
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２ 妊産婦に対する相談・支援の在り方 

（１）妊娠前・妊娠中の相談・支援及び健康管理について 

① 現状と課題 

○ 妊娠前の相談・支援については、思春期から更年期に至る女性を対象と

して、各ライフステージに応じた身体的・精神的な悩みに関する相談指導

等を目的とした、女性健康支援センター事業を実施。1 

○ 妊娠期及び授乳期は、母子の健康の確保のために適切な食習慣に努める

ことが重要な時期であり、妊娠中の健康管理で困ったことや不安に思っ

たことの１つとして、栄養・食事に関することを挙げる者が一定数いるこ

とから、正しい情報に基づいた食生活の改善を支援することが必要であ

る。2
 

○ 妊娠の可能性がある女性における葉酸摂取と神経管閉鎖障害のリスク

低減の関連が明らかとなっており、将来の妊娠・出産に向けて、葉酸の摂

取に対する知識が重要であるが、妊娠前の健康管理で気をつけていたこ

ととして、「葉酸を積極的に摂るようにする」と答えた方が一定数いるも

のの、国内における神経管閉鎖障害の発症率は過去 20 年にわたり変化し

ていない。 

 

② 主な意見 

○ 妊娠・出産に関して不安を感じる妊産婦がきちんと相談できるような仕

組みが必要ではないか。3 

〇 ワンストップな相談・支援が可能となるよう、一元的な連絡先を妊産婦

に周知するとよいのではないか。 

○ 妊娠・出産・子育ては、男性の参画が重要である。 

○ 中小企業の中には妊婦を十分にケアしていないところもある。事業者と

して労働者を守る、特に妊婦に対しては配慮することが重要で、その支援

を社会全体で取り組むべきではないか。 

 

③ 今後の取組 

○ 平成 27 年度から 10 か年計画で開始された国民運動である「健やか親子

21（第２次）」においては、「妊娠届出時にアンケートを実施する等して、

                                                   
1  平成 30 年７月１日時点で全国 73 カ所。 
2  妊娠期及び授乳期における望ましい食生活の実現に向け、「妊産婦の食生活指針」を策定した。

また、平成 30 年度子ども・子育て支援推進調査研究事業において、普及啓発に向けたリーフレ

ットを作成した。 
3  「健やか親子 21（第２次）」においては、「妊娠届出時にアンケートを実施する等して、妊婦

の身体的・精神的・社会的状況について把握している市区町村の割合」についての指標等を設け

ている。また、横浜市においては、妊娠中から出産後や子育てのイメージを持つことができるよ

うなツールを活用しており、横浜市・下関市では母子健康手帳交付時の全数面接を実施している。 
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妊婦の身体的・精神的・社会的状況について把握している市区町村の割合」

についての指標等を設けており、引き続き、各自治体においても、専門職

による面接の実施を更に進めるなど、保健対策の支援に向けた取組を進め

ていく必要がある。 

○ 子育て世代包括支援センターなどの取組を妊産婦等に広く知ってもら

うため、あらゆる機会を通じて、周知・広報を行っていく必要がある。 

○ 自治体において、妊娠中から出産後や子育てのイメージを持つことがで

き、妊婦が妊娠・出産に対する意識を高めることができるよう、パンフレ

ットの作成や一元的な連絡先（例えば、子育て世代包括支援センター）の

記載など、妊娠中の支援の充実を図っていく必要がある。 

○ 妊娠前を含めた妊婦への適切な栄養指導に資するよう最新の知見も取

り入れた食生活指針の改定を行う必要がある。 

○ 妊娠前からの女性の健康管理に資する取組の充実を図っていく必要が

ある。 

 

（２）産後の相談・支援について 

① 現状と課題 

○ 産後の身体の変化に加え、産後に感じた不安や負担について、産後２週

未満では自分の体のトラブル、体の疲れ、十分な睡眠がとれないといった

ことが多く、産後２週から８週では、自分の体のトラブル等に加えて、家

事が思うようにできない、自分の時間がないといったことが多くなる傾

向があるなど、不安や負担の具体的な内容は時期によって異なっている。 

○ 出産後の健康管理で困ったこと等については、「授乳に関すること」が

最も多かった。4 

○ 不安や負担への支援事業として、傾聴等による不安の軽減や孤立感の解

消等を行う「産前・産後サポート事業」を実施。5  

○ 退院直後の母子に対して心身のケアや育児のサポート等を行う「産後ケ

ア事業」を実施。6 

○ 平成 29 年度に、母体の身体的機能の回復や授乳状況及び精神状態の把

握等を行う「産婦健康診査事業」を創設し、産後２週間、産後１か月など

産後間もない時期の産婦に対する健康診査の費用の助成を開始。7  

○ 産婦健康診査の平均受診回数は、出産後１～２週の期間で 0.8 回、３～

５週で 1.0 回、６週以降で 0.5 回であった。 

○ 日本産婦人科医会では、医療者向けの「母と子のメンタルヘルスケア研

                                                   
4 平成 31 年３月に「授乳・離乳支援ガイド」を改定した。 
5 平成 30 年度は 403 市町村で実施。 
6 平成 30 年度は 667 市町村で実施している。また、「宿泊型」「デイサービス型」「アウトリー

チ型」がある。 
7 平成 30 年度は 364 市町村で実施。 
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修会」を実施。8 

 

② 主な意見 

○ 産後は、生まれたばかりの子どもを抱えて大変な中、自身の健康管理が

困難になりがちであり、母親と子どもを同時にサポートしていくことが

必要ではないか。 

○ 長期的な女性としての生涯の健康を考える上で、産後ケアの充実が重要

ではないか。 

○ 出産後の不安解消に、産後ケア事業が有効と考えられることから、この

取組を広く展開していってはどうか。 

〇 産後間もない時期に、子どもを連れて外出することは困難な場合がある

ことから、状況にあわせた支援は有効である。 

 

③ 今後の取組 

○ 自治体における相談・支援の充実に向けて、本年３月に改定した「授乳・

離乳支援ガイド」について、研修会の開催等による普及・啓発を通じて保

健・医療者への更なる周知を図っていく必要がある。 

○ 母親と子どもに対して心身のケアや育児のサポート等を行い、安心した

子育てができるよう支援するため、産後ケア事業の周知及び全国的に展開

するための方策を検討する必要がある。 

○ 妊産婦のメンタルヘルスケアについては、日本産婦人科医会が平成 28

年度子ども・子育て支援推進調査研究事業で作成した「妊産婦メンタルヘ

ルスケアマニュアル」を用いた研修会等の場を活用し、研修の在り方を研

究しつつ、医師や助産師等の支援者の育成に更に努めていく必要がある。 

 

（３）支援を必要とする女性の相談・支援について 

① 現状と課題 

○ 若年妊娠や特定妊婦等は、増加傾向にあることを示すデータがある。9 

○ 女性健康支援センター事業における相談には、思春期から更年期に至る

女性を対象とし、各ライフステージに応じた身体的・精神的な悩みや、妊

娠・避妊に関する相談も含まれる。実際の相談内容としては、女性の心身

に関する相談、メンタルヘルスケアが多い。 

 

② 主な意見 

○ 支援が必要でありながら、自ら保健・医療サービスにつながろうとしな

                                                   
8 平成 29 年から、計９回（入門編４回、基礎編２回、応用編３回）の開催。 
9 特定妊婦とは、出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められ

る妊婦のこと。 
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い、そもそもつながることができない、仮につながったとしても支援をう

まく受けられない、受けとめられない妊産婦への支援が重要ではないか。10 

○ 社会的な支援を要する妊婦に対しては、行政と関係機関との更なる連携

が必要ではないか。 

 

③ 今後の取組 

○ 若年の妊婦や特定妊婦と疑われる者については、それらの妊産婦をどの

ように把握し、支援の輪を形成していくのかが重要であり、その契機とな

る予期せぬ妊娠等の相談対応の充実等の取組が必要である。 

○ それらの取組を進めるにあたっては、予期せぬ妊娠や社会的に支援を要

する妊産婦等からの相談対応を行う女性健康支援センターと、NPO などの

関係機関との連携が重要であり、連携について検討を行う必要がある。 

 

 

３ 妊産婦に対する医療提供の在り方について 

（１）妊産婦の診療・治療等について 

① 現状と課題 

（妊産婦の特性と診療における配慮について） 

○ 出産年齢が上昇すると、周産期死亡率や妊産婦死亡率は上昇する。近年

は、出産年齢が上昇傾向にあることに伴い、糖尿病や甲状腺疾患等の妊娠

と直接関係しない偶発合併症が増加傾向にある。 

○ 妊産婦の診療・治療においては、妊娠中に特に重症化しやすい疾患があ

ること、生理学的変化により検査結果が非妊娠時と異なることや診療時の

体勢に制限があること、また、薬剤や放射線検査の胎児への影響を妊娠週

数に応じて考慮する必要がある等から、非妊娠時とは異なる特別な配慮が

必要である。 

○ 妊産婦の治療方法を決定する際は、胎児への影響に配慮し、妊産婦本人

だけでなく、家族も含めて時間をかけて説明し、意思決定の支援を実施し

ている。 

 

（産婦人科医・産婦人科医療機関の現状について） 

○ 産婦人科は、他の診療科に比べて、医師数の増加率が低い。 

○ 産婦人科医は、他の診療科に比べ、病院勤務医で、労働時間が長くな

る傾向がある。 

○ 分娩取扱施設は、年々減少しており、地域によっては産婦人科の医療機

                                                   
10 出産後の養育について、出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦につい

ては、特定妊婦として支援を実施している。 
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関までのアクセスが不便な事例が指摘されている。 

 

（産婦人科以外の診療科への受診の状況について） 

○ 47.3％の妊婦が、妊娠中に妊婦健診以外の目的で医療機関を受診してい

た。この場合、13.6％が産婦人科を受診し、38.4％の妊婦が産婦人科以外

の診療科を受診していた。受診回数は、産婦人科、産婦人科以外の診療科

共に平均３回であった。 

○ 妊娠中の産婦人科への受診理由は、妊娠に直接関わる症状、感染症状、

胃腸症状の順に多かった。妊娠中の産婦人科以外の診療科への受診理由は、

感染症状、口腔症状、持病の順に多く、その場合の診療科では内科、歯科・

歯科口腔外科、耳鼻咽喉科の順に多かった。 

○ 風邪やインフルエンザ、花粉症等のいわゆるコモンディジーズにおいて、

他の診療科から産婦人科に対し、診療情報提供書が書かれることが少ない。

実際に、産婦人科以外の診療科を受診した妊産婦のうち、58％が産婦人科

の主治医に対する情報提供等はなかったと回答した。 

 

② 主な意見 

（妊産婦の特性と診療における配慮について） 

○ 偶発合併症を持つリスクの高い妊婦が増えていることから、妊産婦の診

療において、産婦人科と産婦人科以外の診療科との連携の拡充が必要であ

る。 

○ 妊婦健診時以外においても、妊産婦自身から母子健康手帳を提示しても

らった上で、診療などを進める必要があるのではないか。 

○ 妊産婦の診療については、通常より慎重な対応や、胎児や乳児への配慮

が必要であり、妊婦加算の意義は理解できる。しかしながら、妊婦加算の

趣旨を十分理解していない医療機関があったり、患者の納得が得られなか

ったりしたことから、今回のように凍結に至ったことは残念である。 

 

（産婦人科医・産婦人科医療機関の現状について） 

○ 周産期医療体制の構築・維持のためには、産婦人科医の負担軽減が必要

であり、直接出産に関係しない妊産婦の診療について地域ごとにどのよう

な連携体制をとるかをあらかじめ決めておくのも有効ではないか。11 

○ 医療資源の乏しい地域や分娩取扱施設へのアクセスに困難がある地域

において、妊産婦へのケアが取りこぼされないよう、産婦人科以外の医療

機関と連携体制を構築する必要があるのではないか。その際、連携先医療

機関を明示するといった方策も有効ではないか。 

○ 産婦人科医の負担軽減を図りつつ、ハイリスク妊産婦への対応を充実さ

                                                   
11 各都道府県に、周産期医療体制の整備に関する協議を行うための周産期医療協議会を設置。 
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せていくためには、助産師と役割を分担していくとともに、院内助産・助

産師外来の活用を推進していくべきではないか。 

 

（産婦人科以外の診療科への受診の状況について） 

○ 妊産婦の医療機関へのアクセスが十分でない可能性を考慮すると、産

婦人科以外の診療科においても、妊産婦の花粉症等のコモンディジ―ズ

への対応ができるよう、妊産婦の診療への配慮や理解を深めていく必要

があるのではないか。 

○ 産婦人科における妊産婦の健康管理に当たっては、他の診療科との情

報共有は必須である。歯科も含めた診療科間の情報共有として、より簡

便なものが必要ではないか。例えば、妊産婦が常に持ち歩けるデバイス

である、スマートフォン・母子健康手帳・お薬手帳等の利用も考えられ

るのではないか。 12 

 

③ 今後の取組 

（妊産婦の特性と診療における配慮について） 

○ 妊産婦の診療においては特別な配慮が必要なことから、妊産婦自身の健

康管理のため常に母子健康手帳を携帯し、薬局や歯科医院も含めた医療機

関等で母子健康手帳の提示を行う等、妊産婦自身が医療機関等において、

妊娠中や授乳中であることを示すように求める必要がある。 

 

（産婦人科医・産婦人科医療機関の現状について） 

○ 分娩取扱施設の配置状況や産婦人科医の偏在の状況が地域によって異

なるため、地域の実情に応じた産婦人科以外の診療科との連携体制の在り

方については、各都道府県の周産期医療協議会等において検討を行う必要

がある。 

 

（産婦人科以外の診療科への受診の状況について） 

○ 産婦人科以外の診療科と産婦人科との連携を進める取組として、妊産婦

が産婦人科以外の診療科を受診した際、産婦人科の主治医と連携をとる仕

組みについて、より簡便でかつ妊産婦自身の納得が得られるようなものを、

関係学会・団体の協力を得ながら検討する。 

○ 妊産婦の診療に積極的な産婦人科以外の医療機関を妊産婦に情報提供

し、あらかじめ周知する等の方策についても検討する必要がある。 

○ 地域によって妊産婦の診療に対応できる医療機関数にばらつきがある

現状を踏まえ、妊娠中から産後のコモンプロブレムに対応可能なかかりつ

け医を持つことを妊産婦に勧める必要がある。その際、例えば、 

                                                   
12 99.9%の妊産婦が、携帯用の通信機器を保有している。 
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－ 妊娠に配慮した診療・薬の内容について文書を用いて説明している 

－ 妊婦の診療に関する研修等を受けている 

－ 母子健康手帳を確認している 

－ 産婦人科の主治医と連携している 

といった医療機関を、妊産婦の診療に積極的な医療機関として、自治体が

設置する子育て世代包括支援センター等や分娩取扱施設を通じて、妊産婦

に周知する。 

○ 妊産婦に対し診療内容をわかりやすく伝え、妊産婦の不安の解消に役立

てるため、妊娠中の診療・薬の留意点等に関し説明する際の文書の例示等

を、関係学会・団体の協力を得ながら作成する必要がある。 

 

（２）妊産婦への診療の質の向上について 

① 現状と課題 

○ 妊産婦の診療には様々な配慮が必要となるにもかかわらず、研修の機

会が少なく自信を持って診療ができない、妊産婦に対する薬の考え方が

変わってきており正確な情報を伝えるのに自信がない等の理由から、妊

産婦の診療に積極的でない医師や医療機関が一定数存在する。 

○ 妊娠中に産婦人科以外の診療科に受診しようとした際、他の医療機関

の受診を勧められたり、妊婦の診療はできないと言われたりした等の意

見があった。13 

○ 他の診療科を受診した際、産婦人科にも受診するよう薦められてお

り、その理由として、「処方する薬が安全か確認するために産婦人科を

受診するよう」にと指示されていたものも一定数あった。14 

○ 産婦人科以外で診療を受ける際に、妊婦が求める気配りで大切なもの

として、「妊娠に配慮した診察・薬の内容について説明文書を手渡して

説明を行うこと」、「妊婦の診察に関して経験が十分にある医師が診察

にあたること」、「母子健康手帳を確認すること」があげられた。 

○ 日本医師会では様々な医師向けの生涯研修を提供しており、今後妊産

婦の診療に関する研修も考えていく予定としている。15 

 

② 主な意見 

○ 疾患の専門性や妊産婦のアクセスなどの利便性を考慮しつつ、妊産婦が

安心して医療機関を受診できるよう、産婦人科以外の診療科の医師であっ

                                                   
13 約 15%の妊産婦が、産婦人科以外の診療科にかかろうとしたとき、他の医療機関への受診を

勧められたことがあった。 
14 約 18%の妊産婦が、産婦人科以外の診療科を受診した際に、産婦人科も受診するよう勧めら

れたことがあり、約 11%の妊産婦は処方する薬が安全か確認するために産婦人科を受診するよ

うに勧められた。 
15 日本医師会雑誌において、「妊娠と薬の使い方」というテーマで特集を実施した。 
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ても妊産婦の診療ができるよう研修する仕組みの構築が必要ではないか。 

○ 医師に対し、妊産婦のコモンディジーズを診るための教育や研修が必要

ではないか。 

○ 普段よりもリスクに対して慎重になっている妊産婦に配慮した説明が

できるよう、医療者側のコミュニケーションに関するトレーニングが重要

ではないか。 

○ 研修にあたっては、eラーニングや動画等を活用するなどして、研修を

受けやすい体制とすることも重要ではないか。 

○ 産婦人科以外の診療科が妊産婦の診療をできるよう、産婦人科医による

サポート体制の構築や診療科間の連携体制の構築が重要ではないか。 

○ 妊産婦の診療に積極的でない医師や医療機関もあることから、妊産婦の

診療を行う医師や妊産婦の診療に積極的な医療機関を評価してはどうか。 

 

③ 今後の取組 

○ 関係学会・団体等は、妊産婦が安心して医療機関を受診できるように、

産婦人科以外の医師も妊産婦の診療が積極的にできるよう医師会や関係

団体が行う研修等の既存の取組を有効に使いながら、研修する体制を構築

する必要がある。 

○ これらの研修において、妊産婦の花粉症等のコモンディジーズの診療を

行う際の妊産婦への配慮や、薬の処方内容に関する薬剤師等との連携等に

ついても学べる機会が持てるよう検討を行う必要がある。 

○ 産婦人科以外の診療科においても、積極的に妊産婦の診療ができるよう、

例えば、産婦人科医による相談体制を構築する等、妊産婦の診療を地域で

支える体制の構築を行う必要がある。 

 

（３）妊産婦の口腔健康管理について 

① 現状と課題 

○ 妊婦健康診査については、公費負担回数として全ての市区町村で 14 回

以上実施しており、妊婦健診の内容等を定めた「妊婦健康診査についての

望ましい基準」を告示しているが、歯科の項目については記載がない。 

○ 妊産婦に対する歯科健診については、妊娠届出を行った妊婦のうち、保

健センター等において集団健診を受診した者は約 7.5％、クーポン券等を

配布されて歯科診療所等において個別健診を受診した者は約 23.6％にと

どまっている。（地域保健・健康増進事業報告より） 

○ 母子健康手帳には、歯・口腔の健康に関する記載があり、口腔の健康の

保持・増進を促している。 

○ 妊娠中は、口腔清掃の困難さ、嗜好の変化、ホルモンバランスの変化等

によって、むし歯や歯周病が進行しやすい時期である。 
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○ 歯周病は、早産や低体重児出生と関連するとの報告がある。 

○ 妊娠中や産後にかかった診療科について、産婦人科以外の診療科で内科

に次いで２番目に歯科が多かった。 

 

② 主な意見 

○ 行政における妊産婦に対する歯科健診の実施が少なく、進んでいない。16 

○ 歯科治療の受診の頻度は比較的高いが、口腔の健康管理を推進する観点

から、妊婦への歯科健診の充実が重要ではないか。 

○ 妊婦に対する安心・安全な歯科治療を提供するために、妊婦の全身の状

態等を把握する必要があるにもかかわらず、妊婦本人から母子健康手帳の

確認等を拒否されることもある。 

  産婦人科医や助産師から妊婦に対して、歯科医療機関受診時にも、母子

健康手帳を提示するようにといった、声かけ等があると効果的ではないか。 

○ 日本歯科医師会では、妊娠４か月頃を目途に、歯科健診を受けることや、

必要な歯科治療を受けることを勧めている。なお、妊娠期間中に、１回は

歯科健診を行う制度が必要ではないか。 

 

③ 今後の取組 

○ 両親学級等を通じて、口腔の健康の推進を図ることの重要性やむし歯・

歯周病の治療に関する歯科医師への早めの相談について、妊婦に向けて啓

発することが必要である。 

○ 安心・安全な歯科医療が提供できるよう、歯科と産婦人科の情報共有を

推進する必要がある。 

 

（４）妊産婦と薬剤について 

① 現状と課題 

○ 薬局において妊娠中や産後であることへの気配りとして特に大切と考

えるものとして、妊娠中や授乳中であることを確認すること、妊娠や授乳

に気を配って薬の説明をすることがあげられた。 

○ 妊産婦が医師から説明を受けて処方され、薬剤師等からも説明を受けて

いても、自己判断で内服を中止することがある。 

○ 「妊娠と薬情報センター」の拠点病院が 2017 年度全都道府県にできた。

しかし、相談件数は、2009 年以降 1200 件/年前後で横ばいである。 

○ 全都道府県に拠点病院ができたものの、「妊娠と薬情報センター」にお

いて相談の受付から回答作成までの作業を行っているため、相談対応に、

人手と時間を要し、適時の回答が困難である。  

○ 妊産婦に対する薬剤処方については、添付文書の記載内容と、学術的に

                                                   
16 妊婦健診受診者に対し、集団での妊産婦歯科健診受診者割合は約６%。 
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許容されている内容にギャップがある 。17 

 

② 主な意見 

○ 医師が科学的エビデンスに基づいて処方できるよう、「妊娠と薬情報セ

ンター」の活用や研修、処方前からの薬剤師との連携等が重要ではないか。 

○ 臨床現場に即した情報に対して、全ての医師がアクセスしやすい体制の

整備も必要ではないか。 

○ 妊娠中の服薬等について、妊産婦本人に対する教育や情報提供も重要で

はないか。 

 

③ 今後の取組 

○ 妊産婦が安心して薬を使用できるように、例えば、妊産婦が母子健康手

帳を提示する等して、医療者が妊娠中や産後であることを確認することを

推進する必要がある。 

○ 医療者から妊産婦に対し、医薬品に関する適切な情報提供、例えば、分

かりやすく記載された文書を用いて説明する等を推進する必要がある。ま

た、より適正な薬物療法のためには、妊産婦が使用する薬の一元的・継続

的な把握が必要であるため、かかりつけの薬局・薬剤師を活用することも

重要である。 

○ 「妊娠と薬情報センター」について妊産婦及び医師が使いやすいように

周知を行う必要がある。 

○ 「妊娠と薬情報センター」では、これまでに集積した科学的検証に基づ

く情報等を添付文書に反映する取組を行っているが、より多くの医薬品の

添付文書改訂につなげるため、医薬品を使用した妊産婦のレジストリ構築

等、医薬品の使用実態や予後等のエビデンスの蓄積を加速する取組が必要

である。 

○ オンラインによる相談の受付、薬剤の安全性情報を拠点病院と共有する

等、「妊娠と薬情報センター」について、妊産婦及び医師がアクセスしや

すく、かつ迅速に相談結果を受け取れるようにするための体制整備を推進

する必要がある。 

 

 

４ 妊産婦に対する連携体制の構築について 

（１）妊産婦に関する行政機関と関係機関の連携について 

① 現状と課題 

                                                   
17 「妊娠と薬情報センター」では、これまでに集積したデータ等を添付文書に反映する取組を

実施している。 
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○ 妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を提供できることを目

的とし、保健師等を配置して、妊産婦等からの相談に応じ、健診等の母子

保健サービスと地域子育て支援拠点等の子育て支援サービスを一体的に

提供できるよう「子育て世代包括支援センター」を令和２年度末までの全

国展開を目指している。18 

○ 「子育て世代包括支援センター」を設置した市町村においては、母子保

健と子育て支援の連携が不十分等の指摘もある。 

○ 20～40 代女性の自殺のうち、妊娠関連（妊娠中及び分娩後１年以内の場

合）の割合は約４％。平均的な妊産婦死亡率（10 万人あたり約４人）より

も、自殺で亡くなっている妊産婦の方が、より頻度が高いとの指摘もある。 

○ 周産期のうつ病の特徴として、気づかれにくい軽症例が多く、精神科医

からの助言を踏まえ行政機関と産婦人科医療機関の多職種連携による適

切な支援によって、重症化を予防できる。 

○ 平成 30 年度診療報酬改定で新設された「ハイリスク妊産婦連携指導料」

を活用しながら、産婦人科と精神科、行政機関との連携を促進する取組が

始まっている自治体もあり、支援計画がより具体的な立案に繋がっている。 19 

 

② 主な意見 

○ 妊娠期から子育て期までつながるような支援のため、医療機関側に加え

て行政側も、体制を手厚く保てるような保健師等の人員の配置・確保や体

制づくりが重要ではないか。 

○ 妊産婦が安心できる保健・医療体制の構築を進めるためには、生活・医

療に正確な知識を持ち、妊娠初期から育児期まで伴走できる人材や体制が

必要ではないか。 

○ 妊産婦の方に、いつ、どのタイミングで、誰が、どのような情報を提供

するかということが重要な課題ではないか。 

○ 母親・父親が、制度や利用できる施設等について知らない部分があり、

不安に繋がっていると考えられるため、簡単に知識が身について、納得で

きるような取組が必要ではないか。 

○ 妊産婦への支援制度は妊娠の届出がスタートとなるが、他の自治体から

転入してくる場合については、顔の見える関係を作ることに難しさがある。

複数の自治体を移動するような妊産婦にどう対応するかということが重

要ではないか。 

○ 伴走型の寄り添う支援が必要ではないか。産婦人科・小児科だけではな

く、他の診療科、特に精神科との連携拡充が重要ではないか。 

○ 合併症を持つ医学的にリスクの高い妊娠と、社会的ハイリスクの両方に

                                                   
18 平成 30 年４月１日時点で 761 市区町村（1,436 か所）。 
19 対象者は、自己負担及び情報共有の同意がある妊産婦。 
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該当するケースについては、特に診療科間だけではなく、子育て世代包括

支援センター等の自治体も含めた連携を行い、包括的に産前・産後も含め

た継続的なサポートが必要ではないか。 

○ 産婦人科と他の診療科、産婦人科の中での高次施設と診療所、産婦人科

と行政や国民との間の情報共有の在り方について考えていくことが重要

ではないか。 

○ 妊産婦のメンタルケアや産後うつに対する精神科の医療機関が十分で

なく、妊産婦をみることのできる精神科医の確保が非常に大きな問題であ

る。 

○ 妊産婦の精神疾患を診療できる医療機関の一覧を作成し、分娩取扱施設

や妊産婦に周知してはどうか。 

○ 妊産婦のメンタルヘルスケアへの支援が継続できるような体制を維持

するため、妊産婦の支援に関わるスタッフが継続して業務に従事できるよ

うな取組も重要ではないか。 

 

③ 今後の取組 

○ 子育て世代包括支援センターにおける取組事例の蓄積がなされている

ところであり、課題等を把握しながら必要な情報提供や関係機関との調整、

支援プランの策定等を充実させる方向性で子育て世代包括支援センター

の業務ガイドラインを見直し、更なる質の向上及び設置の推進を図る必要

がある。 

○ 特定妊婦に限らず、健康上のリスクを抱えている妊産婦や、不安を抱え

ている妊産婦が里帰り出産や転居などで移動をする場合に、顔の見える関

係を作った切れ目のない支援につながるよう、支援体制の充実や、妊産婦

の許可が得られた場合には、自治体間での情報共有の仕組みを充実させる

必要がある。 

〇 平成 30 年度に精神疾患を合併した妊産婦（ハイリスク妊産婦）に対し

て、産婦人科、精神科及び自治体の多職種が連携して患者の外来診療を行

う場合の評価が新設されており、自治体の更なる積極的な参画を促す必要

がある。 

○ 各都道府県において、妊産婦の対応が可能な精神科医療機関を把握し、

自治体が設置する子育て世代包括支援センター等や分娩取扱施設を通じ

て、妊産婦に周知する必要がある。 

○ 医学的にリスクの高い妊娠であって、かつ社会的に支援が必要な妊産婦

について、包括的な産前・産後も含めた継続的な支援を充実させるため、

産婦人科、産婦人科以外の診療科等の医療機関と、子育て世代包括支援セ

ンターを含む自治体等との連携を推進する必要がある。 
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（２）母子健康手帳の活用について 

① 現状と課題 

○ 母子健康手帳は、市町村が妊娠の届出をした者に対して交付するもので

あり、妊娠、出産及び育児に関する一貫した健康記録であるとともに、乳

幼児の保護者に対する育児に関する指導書である。 

○ 母子健康手帳に記載された内容は、妊娠、出産及び育児に関する指導心

得の記事、健康記録欄、予防接種記録欄等であり、広く利用されている。 

○ 外国人の妊婦は一定数存在し、地域によっては外国人の妊婦への支援の

充実が必要となっている。20 

 

② 主な意見 

○ 母子健康手帳交付時に、母親の体調等についての記入を促すような声か

けをすることが良いのではないか。 

○ 母子健康手帳の電子化が進むとよいが、それには一定の時間がかかると

考えられるため、既にあるものを活用してはどうか。 

○ 産婦人科以外の診療科を受診する際にも、母子健康手帳を診察券と一緒

に提示してもらうよう、母子健康手帳交付時に関わる保健師、助産師、産

婦人科医等からの声かけがあるとよいのではないか。 

○ 母子健康手帳を持ち歩いていない妊産婦もいるため、常に持ち歩くよう

に、産婦人科医等からの声かけが必要ではないか。 

○ 母子健康手帳にかかりつけの医療機関を記載する欄や、診療科間の簡便

な情報共有ができるよう、産婦人科以外の医師が記載できる欄があれば良

いのではないか。 

○ 既存の母子健康手帳においても、妊婦が希望した場合、妊婦の体調を記

載するページや予備欄に、産婦人科以外の診療科を受診した際に診療に関

する情報を記載する、といった対応が可能ではないか。 

○ 今後外国人妊婦が増加し、言語コミュニケーションが十分に図れないこ

となどにより現場での対応が困難になることが予想されるため、そうした

課題への対応が必要ではないか。 

 

③ 今後の取組 

○ 母子健康手帳を多言語化し、それを活用した効果的な支援方法等につい

て調査研究を行うことで、日本において母子保健情報を活用し、安心して

出産・子育てが出来るよう推進する必要がある。 

○ 母子健康手帳に、かかりつけ医療機関を記載する、医療機関の受診状況

を本人同意の上でプライバシーに十分配慮しつつ医療機関が記載するこ

とについて問題ないことを周知・推進するなど、妊産婦に対する利便性を

                                                   
20 横浜市では、外国語に対応した母子健康手帳や子育てチャート等を活用している。 
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向上させる必要がある。 

○ 妊産婦の診療においては特別な配慮が必要なことから、妊産婦自身の健

康管理のため常に母子健康手帳を携帯し、薬局や歯科医院も含めた医療機

関等で母子健康手帳の提示を行う等、妊産婦自身が医療機関等において、

妊娠中や授乳中であることを示すように促す必要がある。また、そのこと

について、母子健康手帳交付時に関わる保健師、助産師、産婦人科医等か

ら妊婦に対し、妊婦本人の健康のために有用であることから声かけを行う

必要がある。 

 

 

５ 妊産婦の健診や診療の評価等の在り方について 

① 現状と課題 

○ 妊婦健診については、全ての市区町村で 14 回以上の公費負担制度を実

施しているが、健診の内容によっては、公費助成を超えるため、一部自己

負担が生じている状況もある。21 

○ 妊娠中は、妊婦健診に係る費用のほか、偶発合併症等に対する診療に係

る費用も生じる。22 

○ 茨城県などの４県においては、所得に応じて妊産婦の診療に係る費用の

一部を助成する制度を実施している（妊産婦への医療費助成制度）。 

○ 医療費控除の申告を行っていた妊産婦は約１／４に留まっている。 

 

② 主な意見 

（妊産婦に対する診療の評価について） 

○ 妊産婦の診療については、通常より慎重な対応や、胎児や乳児への配慮

が必要であり、妊婦加算の意義は理解できる。患者の納得が得られなかっ

たりしたことから、今回のように凍結に至ったことは残念である。 

○ 妊産婦の診療については、様々な配慮が必要であり、それらを評価する

ことも重要であるが、妊産婦にとって自己負担に見合う内容であり、患者

として納得するメリットであると実感できるかがポイントではないか。 

                                                   
21 妊婦健診に係る公費負担制度は以下の通り。（子ども家庭局母子保健課調べ） 

・ 公費負担回数は、全ての市区町村で 14 回以上実施 

・ 里帰り先での妊婦健診の公費負担は、全ての市区町村で実施 

・ 公費負担額は調査対象の全国平均で、102,097 円 

・ 妊婦に対する受診券の交付方法は、1,741 市区町村のうち、検査項目が示された受診券が交

付される受診券方式が 1,449 市区町村(83.2％)、補助額のみ記載の受診券が交付される補助

券方式が 292 市区町村（16.8％） 

・ 受診券方式の 1,449 市区町村のうち、国が定める検査項目について、全ての検査項目を実施

する市区町村は、1,088 市区町村（75.1％）、産婦人科診療ガイドライン（産科編 2014）にお

いて推奨レベルＡとされる検査項目を全て実施する市区町村は、1,449 市区町村（100.0％） 
22 妊産婦が保険診療を受けた場合、医療費の患者負担割合は、通常３割である。 



16 

 

（診療に係る費用について） 

○ 医療費は、公費、保険料、自己負担から構成されており、医療保険の自

己負担は、年齢と所得等を踏まえた基準が設けられている。妊産婦という

状態に注目した新たな基準が可能か、他の状態の方との公平性をどう考え

るかなどを含め慎重な検討が必要ではないか。 

○ 各自治体においては、妊娠から出産、その後の子育て支援という一連の

中で、総合的に判断して現在の制度を組み立てているので、妊産婦の診療

に係る自己負担への支援制度も含め、自治体がそれぞれ地域の実情を踏ま

えた上で支援ができるようにすべきではないか。 

○ 妊産婦の医療機関受診時の負担に配慮するという視点は重要であり、妊

産婦への医療費の助成制度をもつ自治体の状況も参考にしながら、妊産婦

の自己負担に対しどのような方策が考えられるか検討が必要ではないか。 

 

（費用負担の軽減につながる制度について） 

○ 費用負担の軽減につながるような医療費控除などの様々な制度につい

て、もっと情報提供することが必要ではないか。 

 

③ 今後の取組 

（妊婦健診、産婦健康診査について） 

○ 妊婦健診における公費補助額を超える自己負担が発生しないような工

夫又は妊婦に十分説明した上で、同意に基づく自己負担が可能となる取組

の検討や、産婦健康診査の拡充については、引き続き検討する必要がある。 

 

（妊産婦に対する診療の評価等の在り方について） 

○ 妊産婦の診療には、通常より慎重な対応や、胎児や乳児への配慮が必要

である。そのような妊産婦への診療に際しては、診療・薬の内容について、

文書を用いて説明を行ったり、産婦人科の主治医との情報共有や連携を適

切に行ったりすることが重要である。23 

○ 単に妊婦を診療したのみで加算されるといった、前回と同様の妊婦加算

がそのままの形で再開されることは適当でないと考えられる。一方、上記

のような点を踏まえれば、妊産婦の診療において、質の高い診療やこれま

で十分に行われてこなかった取組を評価・推進することは必要である。今

後、妊産婦への診療に対する評価に当たり必要と考えられる具体的な要件

や名称等については、中央社会保険医療協議会で議論されるよう期待する。 

○ また、妊産婦が健診以外で医療機関を受診する際の負担が、これから子

どもをほしいと思う人にとって、ディスインセンティブとならないように

                                                   
23 58%の妊婦について、産婦人科以外の診療科を受診した際に、産婦人科の主治医への情報提

供がなかった。 
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することが必要であり、他の受診者との均衡や政策効果といった点を勘案

し、引き続き検討すべきである。 

 

（負担の軽減につながる制度の周知について） 

○ 妊産婦の経済的な負担の軽減につながるような各種制度について、妊産

婦をはじめとして広く一般に更なる情報提供を行う必要がある。 

 

 

６ おわりに 

○ 平成 31 年２月からこれまで５回にわたって妊産婦に対する保健・医療体

制について検討を行ってきた。本検討会では妊産婦に対する相談・支援の在

り方や医療体制の在り方について多岐にわたる議論を行い、意見を取りまと

めた。 

 

○ 少子化社会が進展する昨今においては、個々の妊産婦に対し、より地域に

密着した妊産婦への保健・医療体制の構築に向けた取組が求められている。 

 

○ 地域における妊産婦に対する優しい社会を成熟させるためには、行政機関

だけでなく地域住民、医師会等の関係団体、医療機関、介護福祉機関などが

連携して実情に合った、きめ細やかな取組が必要となっている。地域全体で

妊産婦への理解を深め妊産婦が安心できる社会づくりを目指し、行政機関や

関係機関はその支援をしていかなければならない。 

 

○ 本検討会で課題等の整理を行った、妊産婦に対する相談・支援や、妊産婦

に対する医療体制については、引き続き取組を進めるとともに、中央社会保

険医療協議会においては、本検討会での取りまとめも踏まえ、妊産婦に対す

る診療の評価の在り方について、更なる検討を進めることを期待する。 

 

○ 国においては、今後とも、妊産婦に対する保健・医療体制を構築するため、

関係機関と協力・連携の上、社会全体で進めていけるよう引き続き取り組ん

でいくべきである。 

 



 
 

 

妊産婦に対する保健・医療体制の在り方に関する検討会 開催要綱 

 

 

１．背景 

 ○ これまで、妊産婦に対し、妊産婦が安心して子どもを産み育てられる社会

となるよう、妊婦健診に対する交付税措置や産婦健診の費用の助成を含め、

さまざまな支援策が講じられてきた。 

 ○ また、妊産婦に対する医療の提供についても、周産期医療体制の整備やハ

イリスク妊産婦に対する診療の充実などが図られてきた。 

 ○ 一方、妊産婦の診療については、通常よりも慎重な対応や胎児や乳児への

配慮が必要であることから、診療に積極的でない医療機関が存在するとの

指摘がある。このため、妊産婦自身の負担にも配慮しつつ、妊産婦が安心で

きる医療提供体制をさらに充実していくことが求められている。 

 ○ また、近年は、出産年齢が上昇傾向にあり、一般に、高齢出産の場合には、

特に健康管理に留意が必要とされるなど、妊産婦のニーズに応じた細やか

な支援が、より重要となっている。 

 ○ こうしたことから、妊産婦が安心できる医療提供体制の充実や健康管理

の推進を含めた妊産婦に対する保健・医療体制の在り方について、検討会を

開催することとする。 

 ○ なお、妊産婦に対する診療報酬上の評価の在り方については、本検討会の

とりまとめを踏まえ、中央社会保険医療協議会において、必要な検討を行う

ものとする。 

 

 

２．検討事項 

 （１）妊産婦の保健・医療に関する現状とニーズの把握について 

 （２）妊産婦が安心できる医療提供体制の充実について 

   ・ 妊産婦の診療において求められる医学的な配慮の在り方 

   ・ 妊産婦の診療に係る医師への研修等の在り方 

   ・ 地域における産婦人科とその他の診療科との連携の在り方 等 

 （３）妊産婦の健康管理の推進について 

   ・ 妊産婦の健康管理に関する相談・支援の在り方 等 

（４）妊産婦に対する保健医療体制に関連する事項について 

   ・ 妊産婦に係る医療機関と他の関係機関との連携の在り方 等 

 

関係資料(１) 



３．構成員 

  構成員については、別紙のとおりとし、うち１名を座長とする。 

座長は、必要に応じ、構成員以外の者の出席を求めることができる。 

 

 

４．運営 

(１) 検討会の議事は、別に会議において申し合わせた場合を除き、公開とする。 

(２) 検討会は、医政局長、子ども家庭局長及び保険局長が開催する。 

(３) 検討会の庶務は、医政局地域医療計画課及び子ども家庭局母子保健課の

協力を得て、保険局総務課において処理する。 

(４) この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関して必要な事項は、会議

において定める。



【別紙】 
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太
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（五十音順、敬称略） 



 

妊産婦に対する保健・医療体制の在り方に関する検討会 開催経過 

 

日 時 等 議  題 

 

第１回 

（平成 31年２月 15 日） 

 

・ 検討会の立ち上げについて 

・ 妊産婦の保健・医療に関する現状について（自由討議） 

・ 妊産婦に対する調査について 

・ 検討会の進め方について 

 

 

第２回 

（平成 31年３月 15 日） 

 

１．妊産婦に対する医療（構成員によるプレゼンテーション） 

（１） 妊産婦の診療の現状と課題 中井構成員 

（２） プライマリ・ケアにおける妊産婦診療と連携 井上構成員 

（３） 妊産婦における口腔健康管理の重要性 牧野構成員 

（４） 妊産婦に対する薬剤師の関わり方について 髙松構成員 

２．妊娠と薬情報センターの取組（参考人からのヒアリング） 

・ 妊娠と薬情報センター長 村島参考人 

 

 

第３回 

（平成 31年４月 17 日） 

 

１．妊産婦に対する保健（プレゼンテーション） 

（１）横浜市の母子保健の取組について 戸矢崎構成員 

（２）下関市における妊産婦への支援の現状と課題 秋本参考人 

（３）妊産婦のメンタルヘルスケアに関連した社会的ハイリスク妊産 

婦（特定妊婦）に対する産婦人科施設における多職種連携 

鈴木構成員 

（４）妊産婦の情報収集・産後サポート・お金事情について 

中西構成員 

（５）茨城県における妊産婦の医療・保健に関する取組み 

木庭参考人 

２．妊産婦の医療や健康管理等に関する調査について 

 

第４回 

（令和元年５月 16 日） 

 

・ これまでの議論の整理（案）について 

 

第５回 

（令和元年６月６日） 

 

・ これまでの議論の取りまとめ（案）について 

 

 

関係資料(２) 



妊産婦の医療や健康管理等に関する調査
＜結果概要＞

中医協 検－○－ １

２ ９ ． ○ ． ○

1

関係資料(３)

調査の概要

○ 本調査は、妊産婦に対する保健・医療体制に係る現状とニーズを把握し、妊産婦が安心できる医療提供体制の
充実や健康管理の推進を含めた、妊産婦に対する保健医療体制の在り方についての検討に資するデータを収集・
分析することを目的とした。

１ 調査の目的

（１）対象医療機関等
（対象医療機関）
調査対象医療機関は、分娩を取り扱う病院と有床診療所をそれぞれ250 施設、計500 施設。
（抽出方法）
「平成29 年度病床機能報告」を参照し年間分娩件数、医療機関の所在地域で層化抽出を実施。

（２）調査方法
（１）の対象医療機関に「調査実施案内」を郵送し、外来受診・入院した妊産婦に対して調査実施案内を配布。
妊産婦自身によるウェブ調査への回答を依頼。
調査対象者は、次の妊産婦を対象者とした。
○ 妊娠28 週0 日以降、妊婦健診のために外来受診した妊婦
○ 正期産後、産後8 日以内の入院中の褥婦（ただし、死産を除く）
○ 正期産後、産後2 週間・1 ヶ月等の健診のために外来受診した褥婦（ただし、死産を除く）

（３）調査期間
2019 年3 月20 日～3 月29 日（調査実施案内配布期間： 2019 年3 月20 日～3 月27 日）を調査期間とした。

２ 調査の対象及び調査方法

○ 1,916件の回答を収集。

３ 回収状況

2
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19歳以下

20～24歳
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35～39歳
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45歳以上

【Q2】あなたの年齢をお選びください。(N=1916)

結果の概要①

回答者の年齢別の割合は、30～34歳が36.0%と最も多かった。
また、回答者の80%が妊娠中であり、残りの20%が出産後であった。

妊娠中である, 
80.1%

出産後であ

る, 19.9%

【Q8】あなたの現在の状況をお答えください。(N=1916)

3

結果の概要②

約63%が「かかりつけ医はいない」と回答した。
約52%が妊娠中に妊婦健診以外の目的で診療を受けていた。

かかりつけの医

師がおり、今回

の妊娠中も、そ

の医療機関にか

かったことがあ

る, 20.9%

かかりつけの医

師がいるが、今

回の妊娠中は、

その医療機関に

かかったことは

ない, 14.2%
かかりつけの医

師はいない, 
63.1%

その他／わから

ない, 1.8%

【Q11】あなたは、普段、自分が体調不良となったとき
に、身近で何でも相談できるかかりつけの医師はいま

すか。(N=1916)
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妊婦健診以外で、産婦人科にかかった

妊婦健診以外で、産婦人科以外の診療

科にかかった

妊婦健診以外で、病院・診療所にか

かったことはない

【Q12】妊婦健診以外で、病院・診療所にかかったこと
はありますか。 (N=1916)
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結果の概要③

妊娠中の産婦人科への受診回数（妊婦健診を除く）は平均約３回であった。
妊娠中の産婦人科以外の診療科への受診回数は平均約３回であった。

Q13
直近の妊娠中に妊婦健診以外で、産婦人科にかかった回数をお答えください。

回答人数 １人あたりの平均受診回数 標準偏差 最小値 最大値 中央値

Q13_1 妊婦健診以外で、産婦人科にかかっ
た総数

260 3.38 3.957 1 30 2

Q13_2 【妊娠初期】 164 2.35 2.433 1 20 2

Q13_3 【妊娠中期】 134 1.95 1.533 1 12 1

Q13_4 【妊娠後期】 85 1.91 1.777 1 9 1

Q15
直近の妊娠中に妊婦健診以外で、産婦人科以外の診療科にかかった回数をお答えください。

回答人数 １人あたりの平均受診回数 標準偏差 最小値 最大値 中央値

Q15_1 妊婦健診以外で、産婦人科以外の診
療科にかかった総数

736 3.32 3.318 1 38 2

Q15_2 【妊娠初期】 530 1.33 1.766 0 22 1

Q15_3 【妊娠中期】 597 1.82 1.728 0 12 1

Q15_4 【妊娠後期】 474 1.45 2.235 0 34 1
5

結果の概要④

妊娠中の産婦人科への受診理由は、妊娠に直接関わる症状（つわりなど）が最
も多く、妊娠中の産婦人科以外の診療科への受診理由は、感染症状（熱、せき、
たんなど）が最も多かった。

53.1

6.2

1.5

20.0

13.5

1.5

0.8

0.0

3.8

0.8

1.5

1.5

1.5

27.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

妊娠に直接関わる症状（つわり、むくみ、性器出血、お

腹の張りの増強、破水感など）

妊娠前からの持病（ぜんそく、花粉症、甲状腺の病気

など）

妊娠中に新たに診断された高血圧や糖尿病など

熱、せき、たん、鼻つまりなどの感染症状

腹痛、下痢、便秘などの胃腸症状

腰痛

尿が出にくい、排尿時の痛み、頻尿、尿失禁

手足のむくみ、しびれ

発疹、かゆみなどの皮膚の症状

目の充血、かゆみなどの目の症状（コンタクトレンズの

処方も含む）

だぼく、ねんざ、骨折、切り傷などのケガ

歯が痛い、歯ぐきのはれ、出血などの口の中の症状

眠れない、いらいらしやすい、不安などの精神症状

その他

【Q14】直近の妊娠中に妊婦健診以外で、産婦人
科にかかった理由をすべてお選びください。(N=260)

20.9

4.3

42.0

7.5

1.5

0.4

0.4

15.6

13.9

1.6

24.0

1.6

19.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

妊娠前からの持病（ぜんそく、花粉症、甲状腺の病気など）

妊娠中に新たに診断された高血圧や糖尿病など

熱、せき、たん、鼻つまりなどの感染症状

腹痛、下痢、便秘などの胃腸症状

腰痛

尿が出にくい、排尿時の痛み、頻尿、尿失禁

手足のむくみ、しびれ

発疹、かゆみなどの皮膚の症状

目の充血、かゆみなどの目の症状（コンタクトレンズの処方も

含む）

だぼく、ねんざ、骨折、切り傷などのケガ

歯が痛い、歯ぐきのはれ、出血などの口の中の症状

眠れない、いらいらしやすい、不安などの精神症状

その他

【Q16】直近の妊娠中に妊婦健診以外で、産婦人科以外の
診療科にかかった理由をすべてお選びください。(N=736)

6



結果の概要⑤

産婦人科以外の受診先は、内科、歯科・歯科こうくう外科・耳鼻いんこう科の順
であった。
産婦人科以外の受診に当たり、約60%は妊娠前からのかかりつけを受診した。

50.5

1.8

3.0

20.1

16.7

22.6

34.1

1.1

2.2

2.7

8.2

0% 20% 40% 60% 80%

内科

外科

整形外科

皮膚科

眼科

耳鼻いんこう科

歯科・歯科こうくう外科

泌尿器科

救急科

精神科・心療内科

その他：産婦人科を除く

【Q17】直近の妊娠中に、産婦人科以外でかかった
診療科をすべてお選びください。 (N=736)

59.9

16.2

12.0

28.7

9.9

0% 20% 40% 60% 80%

妊娠前にかかったことがあった、かかり

つけだった

産婦人科に相談して勧められた

産婦人科の病院・診療所よりも距離が近

かった

産婦人科ではなく専門の診療科に受診し

たかった

その他

【Q18】直近の妊娠中に、前問で回答した産婦人科
以外の診療科を受診した理由として、あてはまるもの

をすべてお選びください。 (N=736)

7

結果の概要⑥

回答者のうち、約15%は、産婦人科以外の診療科にかかろうとしたとき、他の医
療機関への受診を勧められたことがあった。また、約１８%は、産婦人科以外の診
療科を受診した際に、産婦人科も受診するよう勧められたことがあった。

勧められた

ことがある, 
15.1%

勧められた

ことはない, 
84.9%

【Q19】直近の妊娠中に、産婦人科以外の診療
科にかかろうとしたときに、ほかの病院・診療所に

かかるように勧められたことがありましたか。
(N=736)

11.3

4.5

2.6

82.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

処方する薬が安全か確認するために、産婦人

科にもかかるよう勧められた

妊娠に直接関わる病気の可能性も考えて、産

婦人科にもかかるよう勧められた

上記以外の理由で、産婦人科にもかかるよう勧

められた

産婦人科にもかかるようには勧められなかった

【Q20】直近の妊娠中に、産婦人科以外の診療科にかかっ
たときに、産婦人科にもかかるよう勧められたことがありまし

たか。(N=736)

＜その他の理由（自由記載欄より抜粋）＞
・妊婦は診察できないと言われた
・一方的に診察を断られた
・歯科で口腔クリーニングをしても大丈夫かの確認をしてください、と言われた
・歯科検診のため
・インフルエンザで高熱がでたため
・妊娠中の甲状腺機能のフォローのための内分泌科受診 8



結果の概要⑦

産婦人科以外の診療科を受診した回答者のうち58%は、産婦人科以外の医師
から産婦人科の主治医に対する情報提供等はなかったと回答した。

9.8

3.5

10.1

2.9

58.0

15.8

産婦人科以外の診療科の医師が、文書で産婦人科の主治医に情報を伝えてくれた（紹

介状、診療情報提供書などを作成してくれた）

産婦人科以外の診療科の医師が、文書以外の手段で産婦人科の主治医に情報を伝え

てくれた（電話での連絡など）

産婦人科以外の診療科の医師から、自分で産婦人科の主治医に伝えるよう指示され、

主治医に伝える内容を口頭で説明された

産婦人科以外の診療科の医師から、自分で産婦人科の主治医に伝えるよう指示され、

主治医に伝える内容を母子手帳やメモなどに書いて説明された

産婦人科以外の医師からの情報提供や指示はなかった

その他／わからない

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

【Q21】直近の妊娠中に、産婦人科以外の診療科の医師から産婦人科の主治医に対して、あなたの受診に
関する情報が伝えられましたか。(N=736)

9

結果の概要⑧

産婦人科以外の診療科を受診した回答者のうち、約88%は、「気配りが不十分と
感じた経験はない」と回答した。また、回答者全体のうち約81%が「説明文書を手
渡して説明を行うことが大切」と考えている。

気配りが不

十分と感じ

た経験があ

る, 10.3%

気配りが不十分と感じ

た経験はない, 87.9%

妊娠中である

ことを伝えて

いない, 1.8%

【Q22】産婦人科以外の診療科で診察を受けた
とき、妊娠中であることを医療機関に伝えたにも関

わらず、妊娠への気配りが不十分と感じた経験が

ありますか。(N=736)

41.0

80.7

48.4

30.6

18.7

18.5

3.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

診察中に母子手帳を確認すること

妊娠に配慮した診察・薬の内容につい

て、説明文書を手渡して説明をおこなう

こと

妊婦の診察に関して経験が十分にある

医師が診察にあたること

産婦人科の主治医と情報のやりとりをし

ていること

夜間・休日の問い合わせにも対応でき

ること

妊産婦の診察を行っている旨をホーム

ページや院内で示していること

その他／わからない

【Q23】妊婦さんが産婦人科以外の診療科で診察を
受けるとき、妊娠への気配りで特に大切と考えるもの

を3つまでお選びください。(N=1916)

10



結果の概要⑨

出産後１年以内の産婦人科以外の受診先は、内科、歯科・歯科こうくう外科、耳
鼻いんこう科の順に多かった。受診理由としては、感染症状が最も多かった。

45.8

1.2

7.5

17.1

16.2

19.8

28.3

0.8

0.7

1.4

3.5

31.4

0% 20% 40% 60% 80%

内科

外科

整形外科

皮膚科

眼科

耳鼻いんこう科

歯科・歯科こうくう外科

泌尿器科

救急科

精神科・心療内科

その他：産婦人科を除く

出産後1年以内に産婦人科以外の診
療科にかかったことはない

【Q24】出産後１年以内に産婦人科以外の診療科
にかかりましたか。(N=1060)

16.6

1.9

63.7

11.7

5.0

1.2

1.1

18.6

22.6

2.8

32.0

1.9

15.5

0% 20% 40% 60% 80%

妊娠前からの持病（ぜんそく、花粉症、甲状腺の

病気など）

妊娠中に新たに診断された高血圧や糖尿病など

熱、せき、たん、鼻つまりなどの感染症状

腹痛、下痢、便秘などの胃腸症状

腰痛

尿が出にくい、排尿時の痛み、頻尿、尿失禁

手足のむくみ、しびれ

発疹、かゆみなどの皮膚の症状

目の充血、かゆみなどの目の症状（コンタクトレン

ズの処方も含む）

だぼく、ねんざ、骨折、切り傷などのケガ

歯が痛い、歯ぐきのはれ、出血などの口の中の

症状

眠れない、いらいらしやすい、不安などの精神症

状

その他

【Q25】出産後１年の間、産婦人科以外の診療科に
かかった理由として、あてはまるものを全てお選びくだ

さい。 (N=727)

11

結果の概要⑩

出産後１年以内の産婦人科以外の診療科の受診時に、「気配りが不十分と感じ
た経験はない」と回答した人は約85%であった。また、回答者全体のうち約79%が
「説明文書を手渡して説明を行うこと」が大切と考えている。

気配りが不

十分と感じ

た経験があ

る, 13.6%

気配りが不十分と感じた経験は

ない, 84.9%

妊娠中であ

ることを伝

えていない, 
1.5%

【Q27】出産後や授乳中であることを医療機関に伝
えたにも関わらず、出産後や授乳中であることへの

気配りが不十分と感じた経験がありますか。(N=727)

39.2

18.8

78.5

53.4

33.5

10.4

7.6

10.5

3.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

妊娠中の合併症の経過にも気を配った診察をおこな

うこと

診察中に母子手帳を確認すること

出産後や授乳中であることに気を配った診察・薬の

内容について、文書を手渡して説明をおこなうこと

授乳に気を配った診察ができること

授乳中の診察に関して経験が十分にある医師が診

察に当たること

夜間・休日の問い合わせにも対応できること

妊産婦の診察を行っている旨をホームページや院内

で示していること

ゆううつな気分に対して配慮できること

その他／わからない

【Q28】出産後1年以内に産婦人科以外の診療科にかか
るとき、出産後や授乳中であることへの気配りで特に大切

と考えるものを3つまでお選びください。(N=1916)

12



結果の概要⑪

薬局において、「気配りが不十分と感じた経験はない」と答えた回答者は、全体
の約70%であった。また、薬局での対応について、「妊娠や授乳に気を配って薬の
説明をすることが大切」と考える妊婦は全体の約62%であった。

気配りが不

十分と感じた

経験がある, 
8.7%

気配りが不

十分と感じた

経験はない, 
70.0%

妊娠中や出

産後1年の間
は、薬局には

行っていな

い, 21.2%

【Q29】薬局での対応について、妊娠中や出産後で
あることへの気配りが不十分と感じた経験はあります

か。(N=1916)

妊娠中や授

乳中であると

確認すること, 
33.5%

妊娠や授乳

に気を配って

薬の説明を

すること, 
62.1%

母子手帳を

確認すること, 
2.1%

その他, 0.7%
特になし, 

1.7%

【Q30】あなたが、薬局での対応について、妊娠中や
出産後であることへの気配りで特に大切と考えるもの

を1つお選びください。(N=1916)

13

結果の概要⑫

妊娠前の健康管理で気をつけていたこととしては、「葉酸を積極的に摂るように
する」が最多であった。妊娠中の健康管理で困ったこと等としては、「飲んでよい
薬かどうか」が最多であった。

50.0

57.6

43.9

20.4

31.3

48.7

13.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

風しん（三日はしか）にかかったことがあ

るか確認したり、予防接種を受ける

葉酸を積極的に摂るようにする

子宮頸がん検診を受ける

性感染症の検査を受ける

虫歯や歯周病がないか確認する

その他の病気や血圧、生活習慣（飲酒

や喫煙など）に気をつける

特に気を付けていたことはない

【Q31】妊娠前の健康管理で、気を付けていたことを
すべてお選びください。(N=1916)

36.5

58.2

27.0

54.2

51.0

24.1

7.2

2.2

7.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

どのようなときに病院・診療所にかかれ

ばいいかについて

飲んでよい薬かどうか

サプリメントの使用について

食事・栄養について

インフルエンザの予防接種などの感染

症予防について

歯や口の中の健康管理について

里帰り中などにどこへ受診・相談したら

よいかについて

その他

特になし

【Q32】妊娠中の健康管理で困ったことや不安に
思ったことをすべてお選びください。(N=1916)

14

むし歯



結果の概要⑬

妊娠中の保健指導について、全体として約50%程度の回答者が「指導を受けて
満足している」と回答しており、その中で、「出産・産後の準備についての指導」が
最も多かった。

55.6

51.3

44.4

60.1

48.5

48.0

4.6

6.2

6.0

6.7

3.9

4.2

9.0

11.1

12.4

8.7

12.0

15.5

22.5

22.5

15.0

12.5

22.4

17.2

8.1

8.8

22.2

12.1

13.2

15.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

生活指導（日常生活の過ごし方）

栄養指導

授乳指導

出産・産後の準備についての指導

歯や口の中の健康に関する指導

予防接種や病気に関する指導

【Q34】妊娠中の保健指導について、それぞれの項目であなたにあてはまるものを1つお選びください。

指導を受けて、満足している 指導を受けたが、不満足だった

指導を受けたかったが、受けられなかった 必要ないと考え、指導は受けていない

その他
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結果の概要⑭
産後健診の平均受診回数は、出産後１～２週の期間で0.8回、３～５週で1.0回、
６週以降で0.5回であった。
出産後の健康管理で困ったこと等については、「授乳に関すること」が最も多
かった。

31.8
52.2

13.2
30.7

17.0
11.9

3.2
52.7

22.1
54.3

1.7
10.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

どのようなときに病院・診療所にかかればいいかについて

飲んでよい薬かどうか

サプリメントの使用について

食事・栄養について

インフルエンザの予防接種などの感染症予防について

歯や口の中の健康管理について

里帰り中などにどこへ受診・相談したらよいかについて

自身の身体のこと（身体の疲れ、身体の回復等）

自身の心（気持ち）のこと（孤独、眠れない、子をかわいいと思えないなど）

授乳のこと

その他

特になし

【Q37】あなたが、出産後の自分の健康管理で困ったことや不安に思ったこととして、あてはまるものすべて
お選びください。(N=1060)

Q36

産後健診の受診回数を、受診予定のものも含めて出産後の期間別にお答えください。

回答人数 １人あたりの平均受診回数 標準偏差 最小値 最大値 中央値

出産後1～2週 1059 0.76 1.049 0 14 1

出産後3～5週（1ヶ月健診は含む） 1039 1.00 0.565 0 10 1

出産後6週以降（1ヶ月健診は含まない） 899 0.46 1.168 0 18 0
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結果の概要⑮

出産後の健康管理に関する支援として、サービスを受けて気に入ったと答えた
サービスとしては、「産後健診」、「専門家による産婦訪問・新生児訪問」の順に多
かった。

58.9

49.0

6.2

3.2

12.4

7.6

4.5

9.2

0.6

0.4

2.9

1.5

19.4

19.3

48.6

43.4

35.3

38.8

7.0

10.3

34.5

42.4

36.1

37.4

10.2

12.3

10.1

10.7

13.3

14.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

産後健診

専門家による産婦訪問・新生児訪問

産後ケア（デイケア・デイサービス）

産後ケア（ショートステイ）

自治体の相談窓口

自治体以外が実施する相談支援事業

【Q38】出産後のご自身の健康管理に関する支援として、それぞれのサービスについてあなたに当てはまるも
のを1つお選びください。

サービスを受けて、気に入った サービスを受けたが、気に入らなかった サービスは受けていないが、興味がある

サービスは受けておらず、興味もない その他
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令和元年６月

厚生労働省保険局

第３期全国医療費適正化計画について（報告）

令和元年６月１２日 資 料 ４第１１８回社会保障審議会医療保険部会



根 拠 法：高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）
計画期間：第１期／平成20～24年度、第２期／平成25～29年度、第３期／平成30～35年度（2023年度）
実施主体：都道府県

※ 国が策定する「医療費適正化基本方針」で示す取組目標・医療費の推計方法に即して、都道府県が「医療費適正化計画」を作成。国は
都道府県の計画を積み上げて「全国医療費適正化計画」を作成。

趣 旨：制度の持続可能な運営を確保するため、都道府県が、計画に定めた目標の達成に向けて、保険者・医療関係
者等の協力を得ながら、住民の健康保持や医療の効率的な提供の推進に向けた取組を進めるもの。
※ 医療費の増加は、高齢化や技術の高度化、一時的な感染症の蔓延など様々な要素があることから、都道府県の現場で医療費適正化の

枠組みを機能させるためには、目標の設定と取組による効果の因果関係について、科学的なエビデンスを含めた合理的な説明が可能な
ものであって、住民や保険者・医療関係者等の協力を得て、目標の実現に向けた取組の実施と評価が可能なものを位置づける枠組み。

医療費適正化計画について

◎高齢者の医療の確保に関する法律 第９条

※平成27年改正後の条文（平成26年の法改正で医療法に地域医療構想が規定されたことを受けた改正。第３期の医療費適正化計画から適用）

２ 都道府県医療費適正化計画においては、当該都道府県の医療計画に基づく事業の実施による病床の機能の分化及び連携の推進の成果並びに住民の健
康の保持の推進及び医療の効率的な提供の推進により達成が見込まれる医療費適正化の効果を踏まえて、厚生労働省令で定めるところにより算定した
計画の期間における医療に要する費用の見込み（略）に関する事項を定めるものとする。

３ 都道府県医療費適正化計画においては、前項に規定する事項のほか、おおむね都道府県における次に掲げる事項について定めるものとする。
一 住民の健康の保持の推進に関し、当該都道府県において達成すべき目標に関する事項
二 医療の効率的な提供の推進に関し、当該都道府県において達成すべき目標に関する事項
三 前二号の目標を達成するために都道府県が取り組むべき施策に関する事項 （四～六項 略）

・ 平成18年の医療保険制度改革で医療費適正
化計画の枠組みを創設（平成18年６月 健康保険

法等改正法 公布）。

【計画の考え方】
・入院医療費：平均在院日数の縮減

・外来医療費：特定健診・保健指導の推進

第１期（平成20～24年度）、第２期（平成25～29年度）

・ 平成26年の医療法改正で将来の医療需要に着目して医療機能の分化・連
携を図る「地域医療構想」の枠組みを創設。

・ これを受けて平成27年に高齢者医療確保法を改正。入院医療費について
地域医療構想の成果を医療費適正化計画に反映する枠組みへと見直し。

【計画の考え方】
・入院医療費：各都道府県の医療計画（地域医療構想）に基づく病床機能

の分化・連携の推進の成果を反映
・外来医療費：特定健診・保健指導の推進のほか、糖尿病の重症化予防、

後発医薬品の使用促進、医薬品の適正使用など

第３期（平成30～35年度（2023年度））～

１



第３期全国医療費適正化計画について

・ 各都道府県は、国が示した基本方針を踏まえて「第３期医療費適正化計画」（都道府県計画）を策定し、昨年度より計画を開始
（計画期間：2018～2023年度）。

・ 今般、各都道府県から提出された計画内容を集約・整理し、第３期の全国計画を策定した。

第一 計画の位置付け
一 計画のねらい、二 計画の期間

第二 医療費を取り巻く現状と課題
一 医療費の動向、二 生活習慣病の有病者及び予備群の状況

第三 目標と取組
一 基本理念（１ 国民の生活の質の維持及び向上、２ 超高齢社会の到来への対応）
二 医療費適正化に向けた目標（１ 国民の健康の保持の推進に関する達成目標、２ 医療の効率的な提供の推進に関する達
成目標、３ 計画期間における医療に要する費用の見込み）

三 目標を達成するために国が取り組むべき施策（１ 国民の健康の保持の推進に関する施策、２ 医療の効率的な提供の推
進に関する施策）

第四 都道府県医療費適正化計画における地域の課題を踏まえた医療費適正化に資する特徴的な施策
一 住民の健康づくり等の推進（１ 乳幼児期からの健康づくりの推進、２ 健康な食生活の推進、３ がん検診の推進）
二 高齢者の健康づくり等の推進（１ 高齢者の社会活動等の推進、２ 歯と口腔の健康づくりの推進、３ 骨粗鬆症対策等
の推進）

第五 計画の推進
一 関係者の連携及び協力による計画の推進
二 計画の達成状況の評価（１ 進捗状況公表、２ 進捗状況に関する調査及び分析等、３ 実績評価）

第３期全国計画の構成

2008～2012年度 2013～2017年度 2018～2023年度

第１期計画 第２期計画 第３期計画

2016年度末

《計画の枠組み》

厚生労働省：計画の「基本方針」の提示

2017年度末

2018年度末

都道府県：「第３期医療費適正化計画」を策定
（2018年４月～ 計画開始）

《医療費適正化計画の期間》

厚生労働省：全国計画を策定

主な目標値
特定健診実施率：70％ 特定保健指導実施率：45％ 特定保健指導対象者の減少率：25％ 後発医薬品使用割合：80％

２



第３期全国医療費適正化計画における医療費の見込みついて
○ 第３期（2018～2023年度）の全国医療費適正化計画では、

・入院医療費は、医療計画（地域医療構想）に基づく病床機能の分化・連携の推進の成果を反映させて推計

・外来医療費は、糖尿病の重症化予防、特定健診・保健指導の推進、後発医薬品の使用促進（80％目標）、医薬品の適正使用に
よる、医療費適正化の効果を織り込んで推計。この結果、2023年度に0.6兆円程度の適正化効果額が見込まれる。

国
民
医
療
費

４０．８兆円 入
院
医
療
費

１６．１兆円

入
院
外
・歯
科

医
療
費

２４．７兆円

患者の状態に応じて
病床機能の分化・連
携を推進

病床機能の分化・
連携の推進の成果

・特定健診・保健指導の
実施率向上

・後発医薬品の普及
・糖尿病の重症化予防
・重複・多剤投薬の是正
・その他の取組

医療費適正化の取組み

2014（Ｈ26）年度 入院医療費

2014（Ｈ26）年度

19.9兆円
2023（Ｈ35）年度

29.9兆円

2023（Ｈ35）年度2014（Ｈ26）年度

入院外・歯科医療費

適正化効果 ▲0.6兆円

30.4兆円

【第３期全国医療費適正化計画における医療費の見込みのイメージ】

※奈良県は、入院外・歯科医療費の適正化前の額を算出していないため、国が示した算出方法により、国において算出。

在宅医療等への移行によ
る入院外医療費の増は
見込んでいない。（※）

※移行する患者の状態等が不明であり、
受け皿について、今後、検討が行われ
ること等のため見込んでいない。

【外来医療費 2023年度時点の適正化効果額（※各都道府県の積み上げ値）】 計 ▲約6000億円
①特定健診実施率70％、特定保健指導45％の目標達成 ▲ 約200億円
②後発医薬品の使用割合の目標達成（70%⇒80%） ▲約4000億円
③糖尿病の重症化予防により 40歳以上の糖尿病の者の１人当たり医療費の平均との差が半分になった場合 ▲約1000億円
④重複投薬（３医療機関以上）と多剤投与（65歳以上で15種類以上）の適正化により投与されている者が半分になった場合 ▲約600億円

３



（参考）
第２期医療費適正化計画の実績評価について

４



※このほか、都道府県医療費適正化計画における医療費適正化に資する地域の課題を踏まえた特徴的な施策等を記載している。

第２期全国医療費適正化計画（平成25～29年度）（概要）

○健康の保持の推進に関する目標
・特定健診実施率 70％
・特定保健指導実施率 45％
・メタボ該当者・予備群減少率 25％減（平成20年度比）
・たばこ対策 喫煙及び受動喫煙による健康被害を回避するため、たばこの健康影響や禁煙についての普及啓発に取り組む

○医療の効率的な提供の推進に関する目標

・平均在院日数 各都道府県の目標（平成23年の数値からの減少率）を踏まえると、28.6日
・後発医薬品 「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」（平成30年３月末目標60%）を踏まえ、保険者等の取組を推進

○医療に要する費用の見通し
計画期間における医療費の見通しを示している46都道府県の医療費を機械的に足し上げると、平成29年度における医療費の総額は約

46.6兆円、特定健診・保健指導の推進や平均在院日数の短縮等がなされた場合の医療費は約45.6兆円となる。

○健康の保持の推進に関する施策
第１期計画で規定した取組に加え、「『国民の健康寿命が延伸する社会』に向けた予防・健康管理に係る取組」等を踏まえ、以下の取組

等を追加。
・被扶養者の特定健診実施率向上に向けた対策 ・特定健診等の効果検証及び医療費適正化効果の検証
・特定健診等情報に係る保険者と事業主との連携の推進 ・保険者によるレセプト等の利活用の促進
・糖尿病性腎症患者の重症化予防の取組の展開 ・重複及び頻回受診者に対する保健指導等
・特定保健指導の対象にならない者への対応 ・保険者等の連携の推進

○医療の効率的な提供に関する施策
第１期計画で規定した取組に加え、後発医薬品の使用促進に関する取組を追加。

目標及び医療費の見通し

目標を達成するために国が取り組むべき施策

※ 都道府県計画においては、医療費の見通しの記載のみ必須事項であり、目標設定は任意事項となっている。

５



第２期医療費適正化計画の実績評価

・ 各都道府県は、平成30年12月までに、第２期医療費適正化計画（都道府県計画）の実績評価を行い、国に報告。
・ 今般、各都道府県からの報告を踏まえ、第２期医療費適正化計画の実績評価を行った。

第一 実績に関する評価の位置付け
一 医療費適正化計画の趣旨、二 実績に関する評価の目的

第二 医療費の動向等
一 全国の医療費について、二 都道府県別の医療費について、三 生活習慣病の有病者及び予備群の状況

第三 目標・施策の達成状況等
一 国民の健康の保持の推進に関する目標の達成状況（１ 特定健康診査、２ 特定保健指導、３ メタボリックシンドロー
ム該当者及び予備群、４ たばこ対策）

二 国民の健康の保持の推進に関する施策の取組状況（１ 特定健康診査等の実施率向上等に向けた取組、２ たばこ対策に
向けた取組）

三 医療の効率的な提供の推進に関する目標の達成状況（１ 医療機能の強化・連携等を通じた平均在院日数の短縮、２ 後
発医薬品の使用促進）

四 医療の効率的な提供の推進に関する施策の取組状況（１ 医療機能の分化・連携等に向けた取組、２ 後発医薬品の使用
促進に向けた取組）

第四 第２期医療費適正化計画に掲げる施策による効果
一 平均在院日数の短縮による医療費適正化効果、二 特定保健指導の実施に係る効果

第五 医療費推計と実績の比較・分析
一 第２期医療費適正化計画における医療費推計と実績の差異について、二 医療費の伸びの要因分解

第六 今後の課題及び展望
一 国民の健康の保持の推進、二 医療の効率的な提供の推進、三 今後の展望

実績評価の構成・ポイント

目標値（平成29年度時点） ：特定健診実施率：70.0％、特定保健指導実施率：45.0％、メタボ該当者及び予備群の減少率：25.0％
実績値（いずれも平成29年度）：特定健診実施率：53.1％、特定保健指導実施率：19.5％、メタボ該当者及び予備群の減少率：▲0.9％

目標値（平成29年度時点） ：平均在院日数：28.6日
実績値（いずれも平成29年度）：平均在院日数：27.2日、後発医薬品の使用割合：73.0％

６



在留外国人の国保適用・給付
に関する実態調査等について

厚生労働省保険局

YYNBV
スタンプ



１．在留外国人の国保適用・給付に関する実態調査（Ｐ２～Ｐ５）

２．各国の公的医療保険（社会保険方式）における被扶養者と居

住要件（Ｐ６）
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被保険者数（～平成28年度）：国保事業年報より（各年度末現在）
被保険者数（ 平成29年度）：国保実態調査より（同年9月末現在）
外国人被保険者数：国保課調べ（各年度末翌日現在）
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① 外国人被保険者数の推移

１．国民健康保険における外国人被保険者データ

年度
被保険者数
（万人）

【対前年度比】

外国人被保険者数
（万人）

【対前年度比】

占める割合
（％）

20 3,597 85 2.3

21 3,567 【99.2％】 85 【101.1％】 2.4

22 3,549 【99.5％】 85  【99.5％】 2.4

23 3,520 【99.2％】 85  【99.7％】 2.4

24 3,466 【98.5％】 86 【101.2％】 2.5

25 3,397 【98.0％】 88 【102.8％】 2.6

26 3,303 【97.2％】 91 【103.6％】 2.8

27 3,182 【96.4％】 95 【104.2％】 3.0

28 3,013 【94.7％】 99 【103.8％】 3.3

29 2,945 【97.7％】 99 【100.5％】 3.4

２

265,120人

(万人)

125

532

271

53

13

2,770 

3,978 

9,343 

12,368 

０歳～19歳

20歳～39歳

40歳～64歳

65歳～74歳

不明

外国人 日本人

(27.3%)

(53.5%)

(1.3%)

(5.4%)

(9.7%)

(14.0%)

(32.8%)

(43.5%)

(12.6%)

単位：千人

日本人被保険者数：国保実態調査（平成29年9月末現在）をもとに算出した数値
外国人被保険者数：国保課調べ（平成30年4月1日現在）

※平成29年度の数値についてはすべて速報値
※①および②の外国人被保険者数について、1,693保険者から回答 （未回答：23保険者）
※保険者とは、市町村および特別区または広域連合

② 年齢階層別被保険者数（日本人・外国人）

※外国人被保険者割合は、全国では3.4％、最も高い保険者では27.2％、最も低い保険者では0.0％



２．国民健康保険における国内の診療実績、海外療養費・出産育児一時金の支給状況

① 国内の診療実績

⇒ 全国的な傾向としては、外国人被保険者に対する国内の診療実績の数値は、必ずしも被保険者に占める外国人の割合に比し
て大きいとは言えない。

３

項目

医科・ＤＰＣ・調剤レセプトの合計

うち、外国人

実績 割合

レセプト件数 418,401,548件 5,389,319件 1.29％

総医療費 96,478億円 961億円 0.99％

高額療養費該当件数 10,130,536件 70,055件 0.69％

高額療養費支給額 9,622億円 79億円 0.82％

【H29.3～H30.2診療分（全体）】

項目

医科・ＤＰＣ・調剤レセプトの合計

うち、外国人

実績 割合

件数 1,607,507件 14,138件 0.88％

総医療費 21,829億円 197億円 0.92％

【うち、80万円超分】

② 海外療養費の支給状況

⇒ 全国的な傾向としては、外国人被保険者に対する海外療養費の支給件数・支給額は、年々減少傾向にある。

療養を受けた者の国籍 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

日本国籍
支給件数 14,891 件 12,975 件 12,252 件 10,381 件 9,219 件

支給額 5.2 億円 4.4 億円 3.6 億円 3.3 億円 3.2 億円

外国籍
支給件数 5,348 件 5,218 件 4,516 件 4,477 件 3,912 件

支給額 2.2 億円 2.2 億円 2.1 億円 1.9 億円 1.7 億円

合計
支給件数 20,239 件 18,193 件 16,768 件 14,858 件 13,131 件

支給額 7.4 億円 6.6 億円 5.7 億円 5.2 億円 4.9 億円

※平成29年度の数値についてはすべて速報値 ※①について、1,621保険者から回答 （未回答：95保険者） ※②について、全1,716保険者から回答



４

③ 出産育児一時金の支給状況（平成29年度）

日本国籍 外国籍 合計

支給件数 1,277件 1,799件 3,076件

支給額 5.3億円 7.4億円 12.7億円

【うち、海外出産】

日本国籍 外国籍 合計

支給件数
76,643件
(88.7％)

9,798件
(11.3％)

86,441件
(100％)

支給額 314.6億円 41.0億円 355.6億円

【出産育児一時金（全体）】

⇒ 全国的な傾向としては、外国人被保険者に対する出産育児一時金（全体）の支給件数は、年齢構成を考慮すれば、必ずし
も被保険者に占める外国人の割合に比して多いとは言えない。
（参考）20歳～39歳の被保険者数 全体451.7万人 うち、外国人53.1万人（11.8％）

※すべて速報値 ※③について、全1,716保険者から回答

３．国民健康保険における海外療養費・出産育児一時金に関する取組状況

提出書類 自治体数 割合

パスポート・旅券 1,530 89.2％

海外の医療機関等に対して照会を行うことの
同意書

1,305 76.0％

医療機関の診療内容明細書、領収書 1,601 93.3％

【支給申請時に提出を求める書類】 【不正請求対策のための取組】

その他・・・医療機関・医師の所在確認、二次点検委託等

提出書類 自治体数 割合

申請者が持参した翻訳以外の翻訳（委託を含む） 1,104 64.3％

現地医療機関等への照会（委託を含む） 1,050 61.2％

居住実態の把握による資格の適正化（住基担当
との連携）

1,089 63.5％

① 海外療養費に関する自治体の取組状況

その他・・・領収明細書、渡航期間と渡航理由の確認書等

※平成25年、28年、29年に、それぞれ①申請時の審査強化（渡航確認書類の提出、現地医療機関等への照会等）、②現地医療機関等への照会に関する同意書の例示、
③居住実態の把握による資格の適正化（住基担当との連携）等を内容とする課長通知を自治体あてに発出。

※すべて速報値 ※①について、全1,716保険者から回答



５

② 海外出産に係る出産育児一時金に関する自治体の取組状況

提出書類 自治体数 割合

パスポート・旅券 1,298 75.6％

海外の医療機関等に対して照会を行うことの
同意書

776 45.2％

医療機関による出産証明、領収書 1,528 89.0％

出産に係る公的証明（現地の住民票や戸籍等） 1,037 60.4％

【支給申請時に提出を求める書類】

提出書類 自治体数 割合

申請者が持参した翻訳以外の翻訳（委託を含む） 871 50.8％

現地医療機関等への照会（委託を含む） 737 42.9％

居住実態の把握による資格の適正化（住基担当と
の連携）

1,054 61.4％

【不正請求対策のための取組】

その他・・・母子手帳、子供の戸籍謄本、子供のパスポート等 その他・・・医療機関・医師が実在するかの調査等、海外の公的機関への照会等

４．その他

件数

平成３０年５月３1日までに市町村が地方入国管理局へ通知した件数 ２件

地方入国管理局における在留資格の取消件数 ０件

○ 厚生労働省と法務省が連携し、市町村において、在留資格の本来活動を行っていない可能性があると考えられる場合に、

地方入国管理局へ通知することのできる体制を構築。（平成30年1月）

○ 通知を受けた地方入国管理局は調査を実施し、偽装滞在であると判断した場合、在留資格の取消しを行う。

※すべて速報値 ※②について、全1,716保険者から回答

① 地方入国管理局と連携した試行的運用の取組状況
【H30.1～Ｈ30.5】

（参考）



各国の公的医療保険（社会保険方式）における被扶養者と居住要件

日本 ドイツ フランス 韓国 中国

被扶養者の範囲

配偶者・直系尊属・
子・孫・兄弟姉妹・
同居する３親等内の

親族

配偶者・子 未成年の子（※１）

配偶者・直系尊属
卑属・兄弟姉妹・
配偶者の直系尊属

卑属

※個人単位で加入
（被扶養者という
制度がない）

国内居住要件の
有無

なし あり（※２） あり（※２） あり（※２）

外国人に対する
取扱いの差異

なし なし なし なし

（備考）上記は各国の職域保険における被扶養者の要件を示したもの。
（※１）2016年制度改正より適用の個人単位化が進められ、被扶養者は未成年（18歳未満）の子に限定されたが、配偶者に関しては2019年12月31日までは被

扶養者資格を維持できる。
（※２）国内居住要件に関わらず、被扶養者が留学により海外に居住する場合は引き続き適用対象とする取扱いとなっている。

（出所）厚労省調べ（各国大使館を通じた調査）

（参考）その他の国における公的医療保障（※下記の国でも、対象となる者には原則として国内居住要件が課せられている）

イギリス 税方式（全居住者が対象）

スウェーデン 税方式（全居住者が対象）

オーストラリア 税方式（居住者（オーストラリア国民・永住者等）が対象）

アメリカ メディケア（高齢者・障害者向け）、メディケイド（低所得者向け）

６



○ 厚 生 労 働 省 告 示 第 七 十 九 号

高 齢 者 の 医 療 の 確 保 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 五 十 七 年 法 律 第 八 十 号 ） 第 八 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ き 高、

齢 者 の 医 療 の 確 保 に 関 す る 法 律 第 八 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ き 定 め る 計 画 （ 平 成 二 十 六 年 厚 生 労 働 省 告

示 第 百 八 号 ） の 全 部 を 次 の よ う に 改 正 し た の で 同 条 第 七 項 の 規 定 に 基 づ き 公 表 す る

。

、

平 成 三 十 一 年 三 月 二 十 日

厚 生 労 働 大 臣 根 本 匠

高齢者の医療の確保に関する法律第八条第一項の規定に基づき定める計画

目次

第一 計画の位置付け

一 計画のねらい

二 計画の期間

第二 医療費を取り巻く現状と課題

一 医療費の動向

二 生活習慣病の有病者及び予備群の状況

第三 目標と取組

一 基本理念
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１ 国民の生活の質の維持及び向上

２ 超高齢社会の到来への対応

二 医療費適正化に向けた目標

１ 国民の健康の保持の推進に関する達成目標

２ 医療の効率的な提供の推進に関する達成目標

３ 計画期間における医療に要する費用の見込み

三 目標を達成するために国が取り組むべき施策

１ 国民の健康の保持の推進に関する施策

２ 医療の効率的な提供の推進に関する施策

第四 都道府県医療費適正化計画における地域の課題を踏まえた医療費適正化に資する特徴的な施策

一 住民の健康づくり等の推進

１ 乳幼児期からの健康づくりの推進

２ 健康な食生活の推進

３ がん検診の推進

二 高齢者の健康づくり等の推進

１ 高齢者の社会活動等の推進
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２ 歯と口腔の健康づくりの推進
くう

３ 骨粗 鬆 症対策等の推進
しょう

第五 計画の推進

一 関係者の連携及び協力による計画の推進

二 計画の達成状況の評価

１ 進捗状況公表

２ 進捗状況に関する調査及び分析等

３ 実績評価

第一 計画の位置付け

一 計画のねらい

我が国は、国民皆保険の下、誰もが安心して医療を受けることができる医療制度を実現し、世

界最長の平均寿命や高い保健医療水準を達成してきた。

しかしながら、急速な少子高齢化、経済の低成長、国民生活や意識の変化等医療を取り巻く様

々な環境が変化してきており、国民皆保険を堅持し続けていくためには、国民の生活の質の維持

及び向上を確保しながらも、国民の健康の保持及び医療の効率的な提供の推進に関する目標を定
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め、これらの目標の達成を通じて、結果として将来的な医療費の伸びの適正化を図るとともに、

良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図る必要がある。

このための仕組みとして、平成18年の医療制度改革において、医療費の適正化（以下「医療費

適正化」という。）を推進するための計画に関する制度が創設された。

本計画は、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号。以下「法」という。）第

８条第１項の規定に基づき、国民の健康の保持及び医療の効率的な提供の推進に関し、国が達成

すべき目標に関する事項を定めるとともに、これらの目標を達成するために国が取り組むべき施

策に関する事項等を定めることにより、医療費適正化が総合的かつ計画的に推進されるようにす

ることを目的とするものである。

二 計画の期間

本計画の期間は、平成30年度から平成35年度までの６年間とする。

第二 医療費を取り巻く現状と課題

一 医療費の動向

平成28年度の国民医療費は42兆1,381億円となっており、前年度の42兆3,644億円に比べ2,263

億円、0.5％の減少となっている。

また、過去10年の推移を振り返ると、国民医療費の伸び率は、平成25年度及び平成28年度を除
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き、毎年度国民所得の伸び率を上回っている。特に、患者の負担割合の増加や診療報酬のマイナ

ス改定といった国民医療費の抑制につながる取組がなされていない年度においては、国民医療費

は年間約１兆円（年率約２～３％程度）ずつ伸びる傾向にある。

また、後期高齢者の医療費についてみると、平成12年度の介護保険制度の導入に伴い、後期高

齢者の医療費の一部が医療保険制度の対象範囲から除外されるようになったこと、平成14年10月

から高齢者の医療費の対象年齢が段階的に引き上げられていること等により、平成11年度から平

成17年度まではほぼ横ばいとなっているものの、後期高齢者医療制度が開始された平成20年度以

降は伸び続けている。

また、平成28年度の一人当たり国民医療費をみると、75歳以上では年間91.0万円、65歳以上で

は年間72.7万円であるのに対し、65歳未満では年間18.4万円となっており、約４倍～５倍の開き

がある。

今後は、高齢者人口がピークを迎える2040年頃に向け、さらに医療費が増加することになると

予想される。

二 生活習慣病の有病者及び予備群の状況

高齢化の急速な進展及び生活習慣の変化に伴い、疾病構造が変化し、疾病全体に占めるがん（

悪性新生物）、虚血性心疾患、脳血管疾患、糖尿病等の生活習慣病の割合が増加している。死因
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別死亡割合をみると、生活習慣病が５割以上を占め、国民医療費に占める生活習慣病の割合も約

３分の１となっている。

また、生活習慣病の中でも、特に、虚血性心疾患、脳血管疾患等の発症の重要な危険因子であ

る糖尿病、高血圧症、脂質異常症等の有病者やその予備群が増加しており、その発症前の段階で

あるメタボリックシンドロームの該当者及び予備群の割合は、40歳から74歳までの者でみると、

男性で約５人に２人、女性で約10人に１人の割合に達している。

こうした状況を踏まえると、医療費適正化に向けた取組においては、糖尿病、高血圧症、脂質

異常症等の発症、あるいは重症化や合併症への進行の予防に重点を置き、生涯にわたって生活の

質の維持・向上を図ることが重要である。

なお、生活習慣病としてがんも大きな比重を占めているが、がん対策については、別途、がん

対策基本法（平成18年法律第98号）第10条第１項の規定に基づき策定された「がん対策推進基本

計画」（平成30年３月９日閣議決定）に基づいて対策を進めていくこととしている。

第三 目標と取組

一 基本理念

１ 国民の生活の質の維持及び向上

医療費適正化のための具体的な取組は、第一義的には、今後の国民の健康と医療の在り方を
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展望し、国民の生活の質を確保・向上する形で良質かつ適切な医療の効率的な提供を目指すも

のでなければならない。

２ 超高齢社会の到来への対応

2017年に1,700万人を超える75歳以上の人口は、2040年には2,200万人を超えると推計されて

おり、これに伴い、さらなる医療費の増加が予想される。

これを踏まえ、医療費適正化のための具体的な取組は、結果として後期高齢者の医療費の伸

び率が中長期にわたって徐々に低下していくものでなければならない。

二 医療費適正化に向けた目標

国民の受療の実態をみると、高齢期に向けて生活習慣病の外来受療率が徐々に増加し、次に75

歳頃を境にして生活習慣病を中心とした入院受療率が上昇している。これを個人に置き換えると

、不適切な食生活や運動不足等の不健康な生活習慣の継続がやがて糖尿病、高血圧症、脂質異常

症等の発症を招き、その結果、通院及び服薬が始まり、生活習慣の改善がないままに、虚血性心

疾患や脳血管疾患等の発症に至るという経過をたどることになる。

また、平成28年度における後期高齢者の一人当たり医療費をみると、一番低い新潟県が年間約

75万円、一番高い福岡県が年間約117万円と、約1.5倍の差があり、入院医療費がその差の大きな

原因となっている。
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以上のことから、国民医療費の急増を抑えていくために重要な施策は、一つは、若い時からの

生活習慣病の予防対策である。生活習慣病の発症を予防することができれば、通院しなければな

らない者が減少し、さらには重症化や合併症の発症を抑え、入院が必要となる者も結果として減

少することとなる。

また、生活習慣病に罹患した後の対策も重要であり、例えば糖尿病が重症化して人工透析に移
り

行した場合には、個人の生活の質（ＱＯＬ）が著しく低下することに加え、多額の医療費が必要

になることから、保険者及び後期高齢者医療広域連合（以下「保険者等」という。）により、生

活習慣病の発症予防として、個人の生活習慣の改善を促す取組を進めることに併せ、生活習慣病

に罹患した後には、速やかな医療機関の受診勧奨を行っている。一部の保険者等においては、糖
り

尿病の重症化予防の取組として、糖尿病性腎症の患者に対し、医療機関及び薬局と連携して専門

的な保健指導を実施するなど、先進的な保健事業を実施している。こうした取組を全国に展開し

ていくため、平成27年７月には、民間主導の活動体である日本健康会議が発足しており、この動

きと連動して、都道府県や保険者等の取組を推進することとする。

また、高齢期には生活習慣病の予防に加え、心身機能の低下に起因した疾病の予防も重要であ

り、保険者等において、こうした高齢期の特性に合わせた栄養指導等の取組を進めている。

次に、第二期医療費適正化計画の計画期間においては、高齢者の入院医療費と平均在院日数と
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の高い相関関係を踏まえ、平均在院日数の短縮を目標として、病院・病床機能の分化・強化、在

宅医療の推進及び医療と介護の連携の強化を図ること等の取組を推進してきた。

今後、急速な少子高齢化の進展が見込まれる中にあっては、患者の視点に立って、どの地域の

患者も、その状態像に即した適切な医療を適切な場所で受けられることが必要であり、医療機関

の自主的な取組により、医療機関の病床を医療ニーズの内容に応じて機能分化しながら、切れ目

のない医療・介護を提供することにより、限られた医療資源を有効に活用することが医療費適正

化の観点からも重要である。このため、本計画の計画期間においては、病床機能の分化及び連携

の推進並びに地域包括ケアシステムの構築を推進することとする。

上記に加え、「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」が平成25年４月に策定

されるなど、後発医薬品の使用促進の取組が進められており、「経済財政運営と改革の基本方針

2017」（平成29年６月９日閣議決定）において、平成32年９月までに後発医薬品の使用割合を80

％以上とすることとされたところである。

こうした現状や考え方に立ち、国が達成すべき目標を、それぞれ次の１及び２のように設定す

るが、これらの目標については、今後の状況を踏まえ、医療費適正化により資するものとなるよ

うにする観点から検証を加え、必要な見直しを行うこととする。

１ 国民の健康の保持の推進に関する達成目標
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⑴ 特定健康診査の実施率

平成35年度において、40歳から74歳までの対象者の70％以上が特定健康診査（法第18条第

１項に規定する特定健康診査をいう。以下同じ。）を受診することとする。

⑵ 特定保健指導の実施率

平成35年度において、特定保健指導（法第18条第１項に規定する特定保健指導をいう。以

下同じ。）が必要と判定された対象者の45％以上が特定保健指導を受けることとする。

⑶ メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少率

平成35年度において、メタボリックシンドロームの該当者及び予備群（当該年度に特定保

健指導が必要と判定された対象者をいう。）が、平成20年度と比べて25％以上減少すること

とする。

⑷ たばこ対策

がん、循環器疾患等の生活習慣病の発症予防のためには、予防可能な最大の危険因子の一

つである喫煙及び受動喫煙による健康被害を回避することが重要である。こうした健康被害

を予防するため、たばこの健康影響や禁煙についての普及啓発に取り組むこととする。

⑸ 予防接種

疾病予防という公衆衛生の観点及び国民の健康の保持の観点から、予防接種の適正な実施
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が重要であることから、予防接種の対象者が適切に接種を受けられるようにするために、関

係団体との連携や普及啓発等の取組を行うこととする。

⑹ 生活習慣病等の重症化予防の推進

生活習慣病等の症状の進展及び合併症の発症等の重症化予防のために、日本健康会議の動

きとも連動して、都道府県や保険者等の取組を推進し、先進的な取組を横展開することとす

る。

⑺ その他予防・健康づくりの推進

⑴から⑹まで以外の取組についても、健康寿命の延伸の観点から、保険者等に対してイン

センティブを付与すること等により、保険者等の予防・健康づくりの取組を推進することと

する。

２ 医療の効率的な提供の推進に関する達成目標

⑴ 後発医薬品の使用促進

「経済財政運営と改革の基本方針2017」において、平成32年９月までに後発医薬品の使用

割合を80％以上とすることとされたことを踏まえ、平成32年９月までに後発医薬品の使用割

合を80％以上とすることを前提に、平成35年度には、後発医薬品の使用割合が80％以上に到

達していることとする。
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⑵ 医薬品の適正使用の推進

重複投薬の是正等、医薬品の適正使用を推進することが重要であることから、医薬品の適

正使用に関する普及啓発や保険者等による医療機関及び薬局と連携した訪問指導の取組の横

展開等を行うこととする。

また、複数疾患を有する患者は、複数種類の医薬品の投与を受けている可能性が高いが、

それが副作用の発生や医薬品の飲み残し等につながっているとの指摘があることから、適切

な投薬に関する普及啓発や保険者等による医療機関及び薬局と連携した服薬状況の確認及び

併用禁忌の防止の取組の実施等、複数種類の医薬品の投与の適正化に関する取組の横展開等

を行うこととする。なお、複数種類の医薬品の投与の適否については、一概に判断できない

ことに留意する。

３ 計画期間における医療に要する費用の見込み

今後、さらなる医療費の増加が見込まれる中にあって、国としては、特定健康診査及び特定

保健指導（以下「特定健康診査等」という。）をはじめとする国民の健康の保持の推進に関す

る施策や、後発医薬品の使用促進をはじめとする医療の効率的な提供の推進に関する施策を進

めることにより、医療費適正化を推進していく。

具体的な医療費の見込みについては、計画期間における47都道府県の医療費の見込みを機械
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的に足し上げると、入院医療費について、病床機能の分化及び連携の推進の成果を踏まえた入

院医療費は19.9兆円、入院外医療費について、医療費適正化の取組がなされない場合の平成35

年度における入院外医療費は約30.4兆円、医療費適正化の取組がなされた場合の平成35年度に

おける入院外医療費は約29.9兆円となっており、医療費適正化の取組がなされた場合の平成35

年度における医療費の総額は約49.7兆円となっている。なお、一部の都道府県においては、医

療費適正化の取組がなされない場合の平成35年度における医療費を算出していないことから、

医療費適正化に関する施策についての基本的な方針（平成28年厚生労働省告示第128号）を基

に、国において算出していることに留意する。また、病床機能の分化及び連携による在宅医療

等への移行による入院外医療費への影響については見込んでいないことに留意する。

三 目標を達成するために国が取り組むべき施策

１ 国民の健康の保持の推進に関する施策

⑴ 保険者による特定健康診査等の推進

国は、保険者による特定健康診査等の取組が効率的かつ効果的に実施されるよう、次のよ

うな支援を行う。

① 保健事業の人材養成

保険者による特定健康診査等実施計画（法第19条第１項に規定する特定健康診査等実施
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計画をいう。）の策定及び同計画に基づく着実な保健事業の展開を支援するため、各保険

者における保健事業の企画立案、実施及び実施後評価を行うことができる人材の養成を支

援する。

特に、保健指導の実施者の質及び量的な確保が重要であり、保健指導の実施に携わる医

師、保健師及び管理栄養士等に対する実践的な特定保健指導のプログラムの習得のための

研修の実施を支援する。

② 特定健康診査等の内容の見直し

平成30年度より、特定保健指導における積極的支援（特定健康診査及び特定保健指導の

実施に関する基準（平成19年厚生労働省令第157号）第８条第１項に規定する積極的支援

をいう。）対象者について、保健指導の実施量による評価に代え、保健指導による腹囲・

体重の改善状況による評価を可能とするなど、特定保健指導の運用を柔軟にしており、今

後、当該運用の実践例の分析等を行う。

さらに、特定健康診査等に関するデータや現場での優れた実践例の分析等を踏まえ、よ

り効果的かつ効率的な特定健康診査等が実施できるよう、特定健康診査の項目、特定保健

指導の基準等を必要に応じて見直す。

③ 集合的な契約の活用の支援
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生活習慣病対策の実効性を高めるためには、多くの被保険者及び被扶養者が特定健康診

査等を受けられるようにすることが必要である。

そのためには、自宅や職場に近い場所で受診でき、被保険者及び被扶養者の立替払い等

の負担を避けられる体制づくりが必要となるが、このような体制を全国の保険者が効率的

に実現できるよう、複数の保険者による複数の健診・保健指導機関との集合的な契約の枠

組みの活用を支援する。

④ 好事例の収集及び公表

日本健康会議の動きとも連動して、保険者又はその委託を受けた健診・保健指導機関に

おける好事例（特定健康診査等の実施率を高めるための受診勧奨や結果通知等の取組例、

生活習慣の改善率の高い特定保健指導の提供例等）を収集し、公表する。

また、特に優れた取組を行っている保険者に対しては、表彰等を行う。

⑤ 被用者保険の被扶養者の特定健康診査の実施率向上に向けた対策

被用者保険の被扶養者の特定健康診査の実施率向上には、被扶養者が特定健康診査を受

診しやすい環境の整備等が必要であり、市町村（特別区を含む。以下同じ。）が実施する

がん検診と特定健康診査を同時に実施する取組や、市町村への特定健康診査の実施の委託

を推進する。また、被扶養者の特定健康診査の受診意欲を高めるための保険者による取組
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を推進する。

⑥ 特定健康診査等の効果の検証及び医療費適正化効果の検証

診療報酬明細書及び特定健康診査等の実施状況に関する結果（以下「レセプト等」とい

う。）の分析を行い、特定保健指導を実施することによる特定健康診査における検査値の

改善効果及び医療費適正化の効果の検証を進める。

⑦ 特定健康診査の情報等に係る保険者と関係者の連携の推進

労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）に基づき事業者が実施する健康診断の結果の保

険者への提供の促進を図る等、特定健康診査の情報等について、保険者と関係者の間の連

携を推進する。

⑧ 国庫補助

保険者に対し、特定健康診査等の実施に要する費用の一部を助成する。

⑨ 保険者に対するインセンティブの付与

保険者の特定健康診査等の実施率等に応じて、インセンティブを付与することにより、

保険者による特定健康診査等の取組を推進する。

⑩ 保険者別の特定健康診査等の実施率の公表

保険者機能の責任を明確にする観点から、平成29年度実績より、全保険者の特定健康診
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査等の実施率を公表する。

⑵ 都道府県や市町村の啓発事業の促進及び国による国民運動

保険者による特定健康診査等の取組は、都道府県や市町村を中心とした一般的な住民向け

の健康増進対策（ポピュレーションアプローチによる健康増進対策）と相まって、生活習慣

病予防の成果を効果的に発揮するものである。

都道府県や市町村によるポピュレーションアプローチの例としては、運動習慣の定着、食

生活の改善に向けた適切な量と質を確保した食事の普及啓発、たばこの健康影響についての

知識及び禁煙支援プログラムの普及、生活習慣等に関する特徴の分析及び住民への提供並び

に生活習慣を改善していくための特定保健指導の対象を含む住民による自主活動やサークル

活動の立ち上げの支援等が考えられる。

国は、特定健康診査等をはじめとする健康診査及び保健指導等の実施率向上等のため、国

民一人一人の健康への意識付けに向けた広報活動を強化するとともに、都道府県や市町村に

おける取組に対して適宜助言その他の支援を行うほか、先進的な事例等については広く他の

地方自治体に横展開する等の取組を行う。

また、国としても、国民の健康寿命の延伸と健康格差の縮小を図り、健やかで心豊かに生

活できる活力ある社会を実現するため、運動、食生活、禁煙及び健診・検診の受診をテーマ
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にスマート・ライフ・プロジェクトを推進し、地方自治体や企業等と協力・連携しながら国

民運動を進める。

⑶ 効果的な保健事業の推進

① 保険者等によるレセプト等の利活用の促進

健康・医療情報を活用することにより、ＰＤＣＡサイクルに沿った効果的かつ効率的な

保健事業の実施を推進するため、データヘルス計画の策定等、保険者がレセプト等に基づ

き分析を行い、当該結果に基づき実施する保健指導を推進する。

② 糖尿病性腎症患者の重症化予防の取組の展開

レセプト等により抽出した糖尿病性腎症患者であって、生活習慣を改善することにより

重症化を予防することが期待される者に対し、保険者等が医療機関及び薬局や地域の医療

関係者と連携して保健指導を実施することを推進する。

③ 重複受診者及び頻回受診者等に対する訪問指導等

レセプト等により抽出した重複受診者及び頻回受診者等に対して訪問指導等を実施する

ことにより、適正受診の促進を図る取組を推進する。

④ 特定保健指導の対象にならない者への対応

特定健康診査を受診した者のうち、服薬者であるため特定保健指導の対象とならないが
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高血圧である者等について、特定健康診査の結果に基づき健康の保持増進のために保健指

導が必要と認められる者に対する保健指導を推進する。

⑤ 保険者等の連携の促進

各都道府県の保険者協議会（法第157条の２第１項に規定する保険者協議会をいう。以

下同じ。）における特定健康診査の実施等に関する保険者と関係者間の連絡調整及び医療

に要する費用に関する情報についての調査・分析等に関する業務の実施の徹底を図るとと

もに、都道府県が医療費適正化計画又は医療計画（医療法（昭和23年法律第205号）第30

条の４第１項の規定に基づく医療計画をいう。以下同じ。）を策定する際には保険者協議

会の意見を聴くこととされていることも踏まえ、保険者協議会が十分に機能を発揮できる

よう取組を行う。

⑷ たばこ対策の推進

禁煙希望者に対する禁煙支援、未成年者の喫煙防止対策、受動喫煙防止対策及びたばこに

よる健康への影響や禁煙についての教育、普及啓発等に取り組む。

また、望まない受動喫煙の防止を図ることを目的とした健康増進法の一部を改正する法律

（平成30年法律第78号）が成立したことを踏まえ、同法の円滑な施行に向けた取組を行う。

⑸ 予防接種の推進
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予防接種に関する啓発及び知識の普及、予防接種の研究開発の推進及びワクチンの供給の

確保等の必要な措置、予防接種事業に従事する者に対する研修の実施等必要な措置並びに予

防接種の有効性及び安全性の向上を図るために必要な調査及び研究について着実な実施を図

るとともに、副反応報告制度の運用及び健康被害の救済についても円滑な運用を行う。

⑹ 生活習慣病等の重症化予防の推進

多くの保険者等で取組が推進されるよう、日本健康会議とも連携しつつ、実施に当たって

の民間事業者の育成や普及に加え、効果的な事例の収集、取組を広げるための課題の検証や

推進方策の検討を行い、保険者等に提供する等の必要な支援を行う。また、高齢者の特性に

応じた保健事業を推進する観点から、効果的な事例の周知を行う。

⑺ その他予防・健康づくりの推進

その他保険者等の予防・健康づくりの取組として、加入者に健康情報を分かりやすく伝え

る取組や、加入者が自主的に健康づくりに取り組んだ場合等に還元可能なポイントを提供す

る等の個人の健康づくりに向けた自助努力を喚起する取組が推進されるよう、保険者等に対

してインセンティブを付与する等の支援を行う。

２ 医療の効率的な提供の推進に関する施策

⑴ 病床機能の分化及び連携並びに地域包括ケアシステムの構築
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本計画においては、地域医療構想（医療計画に定める地域における将来の医療提供体制に

関する構想に関する事項をいう。以下同じ。）における病床機能の分化及び連携の推進の成

果を反映し、医療費の見込みを定めることとしていることを踏まえ、都道府県の地域医療構

想に基づく取組の進捗状況の把握及び医療介護総合確保基金を通じた都道府県に対する財政

支援等に取り組む。

また、病床機能の分化及び連携を推進するためには、まちづくりの視点にも留意しつつ、

患者ができる限り住み慣れた地域で生活を継続できる体制整備を進めることが重要であるこ

とから、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅など多様な住まいの整備、住み慣れ

た地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことを可能とする観点からの医療・

介護サービス等の充実など、地域包括ケアシステムの構築に関する施策の支援に取り組む。

⑵ 後発医薬品の使用促進

後発医薬品の使用促進を図るため、後発医薬品と先発医薬品の自己負担の差額を加入者に

対し通知する取組及び加入者が医療機関等に対し後発医薬品を希望することを示すカードを

配布する取組といった保険者等による後発医薬品の普及及び啓発に係る取組等について、保

険者等に対してインセンティブを付与すること等により支援する。また、患者及び医療関係

者が安心して後発医薬品を使用することができるよう、医療関係者に対する啓発資料の送付
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や情報提供を進めるとともに、安定供給体制の確保について、医薬品の製造販売業者への指

導等を行う。

加えて、後発医薬品の使用促進に向けて、平成30年度実績より、保険者等別の後発医薬品

の使用割合を公表する。

⑶ 医薬品の適正使用の推進

保険者等において服用薬の一元的かつ継続的な把握ができるよう、保険者協議会を活用し

た重複投薬の是正に向けた取組や、処方医と連携したかかりつけ薬剤師・薬局による取組を

推進する。

このほか、複数種類の医薬品の投与を受けている患者に対して、その服薬状況の分析も踏

まえ、保険者協議会を通じた保険者等による医療機関及び薬局と連携した服薬状況の確認及

び併用禁忌の防止の取組を推進する。なお、複数種類の医薬品の投与の適否については、一

概に判断できないことに留意する。

これらの取組については、保険者等に対するインセンティブを付与すること等により支援

する。

第四 都道府県医療費適正化計画における地域の課題を踏まえた医療費適正化に資する特徴的な施策

医療費適正化を推進していくためには、特定健康診査等の推進や後発医薬品の使用促進のみなら
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ず、地域の課題を踏まえ、生涯を通じた予防や健康管理の取組等、総合的な取組の推進が必要であ

る。第三の三に掲げる施策に加え、都道府県医療費適正化計画（法第９条第１項に規定する都道府

県医療費適正化計画をいう。以下同じ。）においては、地域の課題も踏まえて、以下のような特徴

的な取組を推進することとされている。

一 住民の健康づくり等の推進

１ 乳幼児期からの健康づくりの推進

乳幼児に対する健康診査や学校教育活動等の機会を活用し、子どもの適正体重の管理及び朝

食の摂取等に関する親世代への働きかけの促進を図るとともに、乳幼児期からの基本的生活習

慣の確立や子どもの頃からの食育を推進する取組

２ 健康な食生活の推進

生活習慣病の予防のため、食塩摂取量の減少、野菜摂取量の増加等、適切な量と質を確保し

た食事の普及啓発を図るとともに、飲食店や食料品店等と連携して健康な食事を実践しやすい

環境を整備する取組

３ がん検診の推進

都道府県医療費適正化計画と連携して、都道府県がん対策推進計画（がん対策基本法第12条

第１項に規定する都道府県がん対策推進計画をいう。）に基づき、がん検診の受診率向上に向
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けた環境整備やがん予防に係る普及啓発を行う取組

二 高齢者の健康づくり等の推進

１ 高齢者の社会活動等の推進

高齢者の就業機会の確保、生涯学習の充実、ライフステージに応じたスポーツ活動の促進を

支援すること等により、高齢者の社会活動等の推進を図る取組

２ 歯と口腔の健康づくりの推進
くう

かかりつけ歯科医の普及や8020運動を引き続き推進し、歯と口の機能を維持することで、高

齢者の誤嚥性肺炎、低栄養等の予防を図るため、口腔ケアに係る体制整備及び定期的な歯科
えん くう

検診の受診等を促進するとともに、歯科口腔保健の推進に関する法律（平成23年法律第95号
くう

）に基づき生涯にわたる歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的に推進する取組
くう

３ 骨粗 鬆 症対策等の推進
しょう

⑴ 骨粗 鬆 症の予防及び早期発見のため、骨粗 鬆 症に関する健康診断及び望ましい食生活
しょう しょう

を推進するとともに、骨粗 鬆 症を予防するための適度な運動の必要性について普及啓発を
しょう

図る取組

⑵ ロコモティブシンドローム（運動器症候群）に関する周知及び予防を推進する取組

４ フレイル対策の推進
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フレイル（高齢者の虚弱）に関する周知及び住民の通いの場づくりによる高齢者の健康づく

り・介護予防を推進する取組

第五 計画の推進

一 関係者の連携及び協力による計画の推進

本計画は、保険者等や医療機関といった多様な主体が、互いに連携しながら、国民の生活の質

の維持・向上、安心・信頼の医療の確保、生活習慣の予防等の推進に向け、それぞれが担当すべ

き取組を進めていく必要がある。

このため、国は、国民の健康の保持の推進に関しては都道府県や保険者等及び特定健康診査等

の実施機関等と、医療の効率的な提供の推進に関しては都道府県や医療機関及び介護サービス事

業者等と情報交換を行うとともに、必要な連携及び協力に努めることとする。

また、法第９条第９項及び第10項の規定により、保険者協議会を組織している都道府県は、都

道府県医療費適正化計画に基づく施策の実施に関して必要があると認め、当該保険者協議会を組

織する保険者等に対して必要な協力を求める場合は、当該保険者協議会を通じて協力を求めるこ

とができることとされている。医療費適正化の推進に向け、保険者協議会等を積極的に活用する

ことが期待されることから、国は、保険者協議会の体制及び運営について、必要に応じ、助言及

び協力に努めることとする。
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二 計画の達成状況の評価

国は、毎年、進捗状況の管理を行い、適切な分析及び対応を行ういわゆるＰＤＣＡサイクルに

基づく管理を行う。

１ 進捗状況公表

国は、計画に掲げた目標の達成に向けた進捗状況を把握するため、法第11条第６項の規定に

より、年度（計画最終年度及び実績評価を行った年度を除く。）ごとに全国医療費適正化計画

の進捗状況を公表する。

２ 進捗状況に関する調査及び分析等

国は、第四期医療費適正化計画の作成に資するため、法第11条第７項の規定により、計画期

間の最終年度である平成35年度に計画の進捗状況に関する調査及び分析を行い、その結果を公

表する。また、計画期間において、国民の健康の保持の推進に関する目標及び医療の効率的な

提供の推進に関する目標を達成できないと認める場合又は国における医療に要する費用が国の

医療に要する費用の目標を著しく上回ると認める場合には、法第11条第８項の規定により、そ

の要因を分析するとともに、当該要因の解消に向けて、保険者等、医療機関その他の関係者と

協力して必要な対策を講じる。

３ 実績評価
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本計画の計画期間の終了年度の翌年度（平成36年度）に、第三の二の１及び２の目標の達成

状況及び第三の三の施策の実施状況に関する調査及び分析を行い、本計画の実績に関する評価

を行う。

都道府県が行う都道府県医療費適正化計画の実績評価及びこれまでの全国レベルでの評価等

を踏まえ、国全体としての評価を行う。
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高額医薬品の保険収載等に係る最近の動向

令和元年6月12日
厚生労働省保険局

令和元年6月12日 第118回社会保障審議会医療保険部会 参考資料３



1

高額医薬品の保険収載について



2

１．新規医薬品等の保険収載に関する基本的な考え方について

（現状）

 我が国では、これまで、国民皆保険の下、「有効性や安全性が確認された医療であって、
必要かつ適切なものは保険適用する」ことを基本に対応している。

 現在、四半期再算定などにより効能追加などの状況変化に迅速に対応するとともに、最
適使用推進ガイドラインを踏まえた使用の最適化などに取り組んでおり、また、今後、費
用対効果評価の本格実施に向けて、その具体的内容について検討することとしている。

（これまでの医療保険部会での主な意見）

平成29年11月24日 ○ 高額だけれども非常に有効性の高い薬について、貧富の差によって使える、使

えないなどということになったら公的保険の意味がなく、そういうものは保険を適用

していくという理念を貫くべき。 ただ、財政がもたなくなるので、その分、症状の軽

い方に使う薬等については少し保険適用から外す等厳しくすることでバランスを

とっていかないといけないのではないか。

平成30年4月19日 ○ 費用対効果評価を保険収載の際に勘案するかどうかは、あくまで中医協での

議論を尊重すべき。試行の結果検証等を十分に行うことが先行であり、保険収

載の可否に用いるかどうかはその後の議論。

○ 有効性、安全性がきちんと確認された医療、医薬品で必要かつ適切なものが

保険適用されることは、医療の質向上に結びつくものなので、それを予算の制約

や経済財政により保険適用外にするというのはいかがなものか。

平成30年10月10日 第114回社会保障審議会医療保険部会 資料３



○ 効能・効果の追加等により年間販売額が極めて大きく拡大した医薬品であって、通常の薬価改定に
おける再算定の検討に間に合わなかったケースに対応するため、緊急的に薬価の見直しを行う特例措
置を平成28年に実施。あわせて、最適使用推進ガイドラインにより、革新的な新規作用機序を有する
医薬品の使用を最適化。

○ その後の薬価制度の抜本改革を経て、現行の薬価制度では、高額医薬品について以下のように一
定の対応がとれるようになっている。

 国民皆保険の下、「有効性や安全性が確認された医療であって、必要かつ適切なものは保険
適用する」ことを基本とし、薬価については以下のように対応。

（１）新規収載する医薬品が既存のものと同等の場合は同等の薬価とする（類似薬効比較方式）。比較す
る既収載医薬品がない場合は、原価計算方式で薬価を算定。

（２）薬価改定の際、実勢価を踏まえて薬価を引き下げ。

（３）保険収載後の効能追加等による市場規模の拡大に応じて市場拡大再算定等を実施して薬価を改定。

 平成30年度の薬価制度の抜本改革で、市場規模の拡大に応じて速やかに薬価を改定できる
よう四半期再算定の仕組みを導入。

 革新性が高く市場規模が大きい品目については、費用対効果評価を試行的に行い、その結果
に基づいて価格調整を実施。

○ また、費用対効果評価については、今後の本格実施に向け、試行的実施において明らかになった技
術的課題への対応策を整理した上で、具体的内容等について本年度中に結論を得ることとしている。

3

現在の薬価制度での高額医薬品への対応

平成30年10月10日 第114回社会保障審議会医療保険部会 資料３



CAR-T細胞治療に使用される再生医療等製品について

CAR

キムリア点滴静注を用いた治療の概要

キムリアを輸注

（ノバルティスファーマ株式会社提供資料を一部改変）

販売名： キムリア点滴静注

企 業： ノバルティスファーマ株式会社

効能等： ①再発又は難治性のCD19陽性のＢ細胞性急性リンパ芽球性白血病

②再発又は難治性のCD19陽性のびまん性大細胞型Ｂ細胞リンパ腫

薬 価： 33,493,407円（１患者当たり、１回のみの投与）

※希少疾病用再生医療等製品に指定されており、ピーク時年間投与患
者数は約220人（72億円）

※米では約4,833万円、独では約4,128万円、英では約4,117万円

備 考： 令和元年５月15日 中医協審議、５月22日 薬価収載

費用対効果評価の対象として指定

製品の概要

4



5

費用対効果評価制度について



6

２．費用対効果評価について

（現状）

 現在、新医薬品は、承認後、原則として60日以内、遅くとも90日以内に薬価収載する
（新医療機器については保険適用希望書提出後５～６ヶ月以内に保険適用区分を
決定する）こととしている。

 平成28年度より費用対効果評価の試行的導入を行っている。費用対効果評価の結
果は価格調整に用いることとし、保険償還の可否の判断には用いていない。費用対効
果評価の実施には1.5-2年の期間を要している。

 費用対効果評価の本格実施に向けて、試行的実施の結果も踏まえ、その具体的内容
について引き続き検討し、平成30年度中に結論を得ることとしている。

（これまでの医療保険部会での主な意見）

平成30年4月19日 ○ 費用対効果評価を保険収載の際に勘案するかどうかは、あくまで中医協での

議論を尊重すべき。試行の結果検証等を十分に行うことが先行であり、保険収

載の可否に用いるかどうかはその後の議論。

平成30年10月10日 第114回社会保障審議会医療保険部会 資料３



【費用対効果評価の手順】

効果

費用

b

a

A比較対照品目

評価対象品目

B

②企業による分析（9ヶ月）
分析前協議（分析枠組み等の決定）、企業分析

③公的分析（検証・再分析）（3～6ヶ月）（※1）

④総合的評価

⑤費用対効果の評価結果に
基づく価格調整を実施

①品目の選定
（市場規模の大きい医薬品等を選定）

（※1）国立保健医療科学院が主体となり実施

総合的評価にあたっては、希少な疾患や小児、
抗がん剤等の、配慮が必要な要素も考慮(※２)

評価結果に応じて対象品目の価格を調整（※３）

・費用対効果の悪い品目は価格を引下げ
・医療費の減少につながる品目等は価格を引上げ

○ 費用対効果評価制度については、中央社会保険医療協議会での議論を踏まえ、2019年4月から運用を開始。
○ 市場規模が大きい、又は著しく単価が高い医薬品・医療機器を評価の対象とする。ただし、治療方法が十分に存
在しない稀少疾患（指定難病等）や小児のみに用いられる品目は対象外とする。

○ 評価結果は保険償還の可否の判断に用いるのではなく、いったん保険収載したうえで価格調整に用いる。
○ 今後、体制の充実を図るとともに事例を集積し、制度のあり方や活用方法について検討する。

7

費用対効果評価制度について（概要）

評価結果
（ICER）

価格
調整率

500万円 750万円 1,000万円
(※２)

▼

評価対象品目が、既存の比較対照品目と比較して、
費用、効果がどれだけ増加するかを分析。

健康な状態での１年間の生存を延長するために必要
な費用を算出。

増分費用効果比
（ICER） B-A（効果がどのくらい増加するか）

b-a（費用がどのくらい増加するか）
＝

（※２）抗がん剤等については、通常よりも
高い基準（750万円/QALY）を用いる。

（※３）価格調整範囲は有用性系加算等

（3ヶ月）

（注）カッコ内の期間は、標準的な期間
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中医協における論点整理及び対応案の検討状況

〇 これまでの中医協における検討、試行的導入の経験、有識者の検討結果ならびに
関係業界からの意見等を踏まえ、中医協費用対効果評価専門部会及び合同部会に
おいて、論点整理及び対応案の検討を行ってきた。

主な検討内容

2018年
6月13日

価格調整にかかる基準値

8月22日 総合的評価

10月17日 費用対効果評価の活用方法、品目選定、稀少疾患等への対応、価格調整

11月 7日 価格調整

11月21日 品目の選定、分析のプロセス、価格調整

12月 5日 公的分析、費用対効果評価専門組織、分析ガイドライン、価格調整

12月19日 関係業界からのヒアリング

2019年
1月23日

費用対効果評価に関する骨子（案）

2月６日 関係業界からのヒアリング

2月20日 費用対効果評価に関する骨子（とりまとめ）

4月～ 制度運用開始（予定）

（※）8月22日は費用対効果評価専門部会。それ以外の日程は、費用対効果評価専門部会、薬価専門部会及び
保険医療材料専門部会の合同部会。

中医協 総－８－２

３ １ . ２ ． ２ ０
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（７）費用対効果評価に係る今後の検討について

中医協においては、2012年５月に費用対効果評価部会を設置し、我が国における費
用対効果評価の在り方について検討を進めてきた。

今回の骨子のとりまとめに当たっては、これまでの中医協における検討、試行的導
入の結果、有識者の検討結果及び関係業界からの意見等を踏まえ、費用対効果評価専
門部会及び合同部会において論点整理及び対応案の検討を行った。

本年4月より、本骨子の内容に基づき運用をすすめるとともに、費用対効果評価に
かかる事例を集積し、体制の充実を図ることとする。

その上で、適正な価格設定を行うという費用対効果評価の趣旨や、医療保険財政へ
の影響度、価格設定の透明性確保等の観点を踏まえ、より効率的かつ透明性の高い仕
組みとするため、諸外国における取組も参考にしながら、選定基準の拡充、分析プロ
セス、総合的評価、価格調整方法及び保険収載時の活用のあり方等について検討す
る。

また、総合的評価や価格調整において配慮する要素や品目の範囲、配慮の方法等に
ついては、今後企業から提出される分析結果や諸外国における運用等を参考に検討を
行うこととする。

中医協 総－８－２

３ １ . ２ ． ２ ０
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がんゲノム医療について



全体の1.5％
(4500万塩基対)

細胞の核
ヒトの細胞の核
の中には23対
(46本)の染色体
がある

染色体
DNAが細か
く折りたた
まれている DNA

約30億塩基対を有している

【ヒトのゲノムの構成】

「ゲノム」と「がん」

全ゲノム (30億塩基対)

エキソン

ヒトのゲノムは約30億個の塩基が対をなして構成している

＝タンパク質合成に関連する部分（遺伝子）

遺伝子が何らかの原因で
傷つくことにより「がん」
が発生する

GTCAGATGAG
CAGAGCCATC
TATTG・・・・

18フォントで
A4用紙1枚に

846文字

30億個の文字を印刷すると・・

A4両面印刷

1箱(500枚入り)

3546箱に相当

塩基対

「ゲノム」

中外製薬HP（よくわかるバイオ・ゲノム）から

11



• 同じ「肺がん」であっても、原因となる遺伝子はさまざまであり、対応する
薬剤も異なる。

• ゲノム医療では、原因となる遺伝子を特定して、より効果が高い治療薬を選択
することが可能となり、患者一人一人にあった「個別化医療」につながる。

ゲノム（＝遺伝情報）を活用したがん治療

原因遺伝子 治療薬

12



（１）がん研究
（２）人材育成
（３）がん教育、普及啓発

「がん患者を含めた国民が、がんを知り、がんの克服を目指す。」
①科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実 ②患者本位のがん医療の実現 ③尊厳を持って安心して暮らせる社会の構築

第２ 分野別施策

第１ 全体目標

第３ がん対策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

４．これらを支える基盤の整備

（１）がんの１次予防
（２）がんの早期発見、がん検
診

（２次予防）

（１）がんゲノム医療
（２）がんの手術療法、放射線療法、薬物療法、免疫療法
（３）チーム医療
（４）がんのリハビリテーション
（５）支持療法
（６）希少がん、難治性がん

（それぞれのがんの特性に応じた対策）
（７）小児がん、ＡＹＡ（※）世代のがん、高齢者のがん

(※)Adolescent and Young Adult：思春期と若年成人

（８）病理診断
（９）がん登録
（10）医薬品・医療機器の早期開発・承認等に向けた取組

（１）がんと診断された時からの緩和ケア
（２）相談支援、情報提供
（３）社会連携に基づくがん対策・がん患者支援
（４）がん患者等の就労を含めた社会的な問題
（５）ライフステージに応じたがん対策

３．がんとの共生２．がん医療の充実１．がん予防

１．関係者等の連携協力の更なる強化
２．都道府県による計画の策定
３．がん患者を含めた国民の努力
４．患者団体等との協力

５．必要な財政措置の実施と予算の効率化・重点化
６．目標の達成状況の把握
７．基本計画の見直し

第３期がん対策推進基本計画（平成30年３月９日閣議決定）（概要）
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中医協 総－2－２
３ １ . ４ ． ２ ４



①がんゲノム医療提供体制の整備
• がんゲノム医療中核拠点病院の整備
• がん診療連携病院等を活用したがんゲノム医療提供体制の段階的な構築

②ゲノム情報等を集約・利活用する体制の整備
• がんゲノム情報管理センターの整備

③薬事承認や保険適用の検討
• 遺伝子関連検査（遺伝子パネル検査等）の制度上の位置づけの検討
• 条件付き早期承認による医薬品の適応拡大等を含めた施策の推進

④がんゲノム医療に必要な人材の育成の推進
• 遺伝カウンセリングに関わる人材等の育成・配置

⑤研究の推進
• ゲノム医療や免疫療法について、重点的に研究を推進
• がんゲノム情報管理センターに集積された情報を分析し、戦略的に研究を推進

⑥患者・国民を含めたゲノム医療の関係者が運営に参画する体制の構築
• がんゲノム医療推進コンソーシアム運営会議の設置

第３期がん対策推進基本計画
がんゲノム医療 取り組むべき施策（抜粋・一部改変）

第１回がんゲノム医療推進コンソーシアム運営会議
（平成30年8月1日）資料１より抜粋 14

中医協 総－2－２
３ １ . ４ ． ２ ４



学
会
等

規
制
当
局

運営会議
• がんゲノム医療の第三者的な立場での科学的評価
• 評価に基づく、方向性の策定及び厚生労働省等への意見具申
• 国民からの意見募集及びがんゲノム医療普及のための活動

がんゲノム医療推進コンソーシアム

がんゲノム情報
レポジトリー

がんゲノム情報管理センター
• データの標準化、収集・管理・利活用
• 医療機関、研究機関、企業等との契約

情報
登録

技術的
支援

がんゲノム知識
データベース

ゲノム解析事業者
（民間）

• 質と効率性の確保
されたゲノム解析

• エキスパートパネルの実施
• 遺伝カウンセリング実施・支援
• 適切な臨床情報等収集・管理・登録
• 治験・臨床試験、研究の推進
• ゲノム医療に関わる人材の育成
• がんゲノム医療連携病院等の支援

コンソーシアムの
方向性決定

情報集約
・管理

大学等研究機関

• リキッドバイオプシー※1、
効果的な免疫治療※2等の
戦略的な開発推進

企業等
• 医薬品開発
• 医療機器開発

患者・国民

委託契約

※1：がん組織でなく血液でのがんゲノム診断
※2：生体の免疫機能に作用しがん細胞を傷害する治療

がんゲノム医療中核拠点病院

15

がんゲノム医療拠点病院（新設）
• エキスパートパネルの実施
• 遺伝カウンセリング実施
• 適切な臨床情報等収集・管理・登録
• がんゲノム医療連携病院等の支援

がんゲノム医療連携病院

• 遺伝カウンセリング実施
• 適切な臨床情報等収集・管理・登録

がんゲノム医療推進コンソーシアムの体制と役割
中医協 総－2－２
３ １ . ４ ． ２ ４



衛生検査所等
検査施設

検体

臨床情報

配列情報等の元データ

がんゲノム
知識データベース（CKDB）

AIによる解析等

新
た
な
治
療
・
診
断
法

新
規
治
療
標
的
遺
伝
子
等

がんゲノム情報レポジトリー
（ゲノム情報・臨床情報）

二次利用等

連携病院

エキスパートパネル

中核拠点病院

中核拠点病院・連携病院・
製薬会社・関係省庁と共に、

日本において利用可能な
薬剤の最大化に利用

検査会社
検査報告書

C-CAT

16個人情報保護法等関係法令等を遵守する データセキュリティに関して法令と3省3ガイドラインを遵守

がんゲノム情報管理センター
（国立がん研究センターに設置：Center for Cancer Genomics and Advanced Therapeutics: C-CAT)

第１回がんゲノム医療推進コンソーシアム運営会議（平成30年8月1日）資料１より抜粋・一部改変

臨床的意義づけ及び
国内の臨床試験・治験の情報
のついたC-CAT調査結果

中医協 総－2－２
３ １ . ４ ． ２ ４



がんゲノム情報管理センターに
ゲノム情報・臨床情報を集約するメリット

国

○治療機会の増加
日本の治験情報が付与されることで、治療へのアクセスが高まる。

○治療成績の向上
日本人集団のゲノム情報等が集約・管理されることにより、
日本人集団における個人に最適な治療を選択できる。

○All Japan体制の構築
ゲノム情報等を集約・管理・利活用する体制を構築すること
により、日本発の創薬等を促進する。

○研究開発の促進
臨床情報と結びついたゲノム情報を利活用することにより、
創薬等を促進する。

国民・患者

企業・研究機関

17



遺伝子パネル検査の保険適用（イメージ）

患
者
説
明
（検
査
）

検
体
提
出

シ
ー
ク
エ
ン
ス
実
施

レ
ポ
ー
ト
作
成

エ
キ
ス
パ
ー
ト
パ
ネ
ル

患
者
説
明
（結
果
）

治
療

以下の①又は②に該当し、本検
査施行後に化学療法の適応とな
る可能性が高いと主治医が判断
した患者が対象
①標準治療のない固形がん患者
②標準治療が終了となった固形
がん患者(終了が見込まれる
者を含む)

○検体提出時 8,000点
○結果説明時 48,000点

計 56,000点

・がんゲノム医療中核拠点病院及
びがんゲノム医療連携病院で実施
・C-CATへデータ提出
・患者へのデータ返却体制の整備
・管理簿等の作成
・品質・精度管理のための必要な
措置 等
・エキスパートパネルの実施
（がんゲノム医療中核拠点病院
で実施）

・治療方針等について患者に説明
等

C-CAT
対象患者（概要）

医療機関 医療機関

8,000点 48,000点

点数及び主な要件
算定のタイミング

承認された遺伝子パネル検査

名称 開発企業 申請企業 承認状況

NCCオンコパネル シスメックス株式会社 シスメックス株式会社 2019年6月に保険適用

FoundationOne CDx
Foundation Medicine Inc.

（米国）
中外製薬 2019年6月に保険適用
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ゲノム検査の種類

全体の1.5％
(4500万塩基

対)

エキソン
（タンパク質を作る部分）

ヒトゲノム (30億塩基対)

がんゲノム検査
の種類

単一遺伝子検査
（コンパニオン診断）

遺伝子パネル検査 全エキソン検査 全ゲノム検査

対象

• がんに関連する１つの遺伝
子

• がんに関連する複数の遺伝
子（100～500箇）

• 200万塩基対

• 全ての遺伝子領域（約
25,000箇）

• 4500万塩基対

• 全てのゲノム領域（全ての
遺伝子（約25,000箇）と全
ての遺伝子以外の領域）

• ３０億塩基対

治療との関連
• 対応する治療薬が確立して
いる遺伝子

• 対応している薬物療法が確
立していない遺伝子も含む

• 対応している薬物療法が確
立していない遺伝子が大半
を占める

• 機能がわかっていない領域
が大半を占める

臨床的有用性

• 確立しており、遺伝子変異
に対応する治療薬もある

• 臨床応用できるレベルに到
達しており、遺伝子変異に
対応する治療薬も一部あり
（多くは保険適用外・未承
認薬）

• 全エキソン検査で新しい発
見は求めにくく、臨床上の
有用性はパネル検査とほぼ
同じ(既に3万人に及ぶがん
患者の全エクソン解析済み)

• 既知の部分（コンパニオン
診断やパネル検査）以外は
研究中。

• 遺伝子パネル検査や全エクソ
ン解析で判らなかったがんの
原因が明らかになると期待さ
れる

臨床現場での活用

• 既に一部保険適用 • 「先進医療」で実施中（先
進医療の自己負担部分は民
間保険の利用が可能）

• 今後、保険適用を予定

• 研究進行中 • 研究進行中
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参照・判定

データベース

テンプレートDNA調製 塩基配列決定 解析

検査対象となるがん関連遺伝子
領域を濃縮

DNAシークエンサー
により塩基配列を
決定

AGAAGCACCTGGAGAACTC

ATG.....

TGCACACATTGACTTACCC

ACT.....

AAGCAAAAATCCAGCCCAT

CAC.....

CTTGGAAAAGGACTGCACT

TGG.....

CCTGGTGGTCTGGAAGATC

TTC.....

GCACCAGGAGGGACTTAGT

TTA.....

Raw data
レポート

Patient ID: xxxxx

Genetic 
aberrations:

AKT1 E17K
・・・・
・・・・

得られた塩基配列をデータベース情報
と照合し、がん関連遺伝子の異常を検
出。結果をレポートとして出力

検査結果を活用し、個々の患者
に対する治療方針決定の補助

がん遺伝子パネル検査の流れ

＜エキスパートパネル＞
専門家によって担当医
返却レポートを作成

・治療効果が期待される医薬品の選択
・がん種の診断
・予後に係る情報の入手 など

期待される効果
がん組織（生体試料）

平成30年３月８日
先進医療会議資料

より抜粋（一部改変）

20


	挿入元ファイル: "10.【資料２－３】成長戦略実行計画案.pdf"
	【資料１－２】_成長戦略実行計画案 -.pdfから挿入したしおり
	資料１①成長戦略実行計画案
	第１章 　基本的考え方
	第２章　Society5.0の実現
	１．デジタル市場のルール整備
	２．フィンテック／金融分野
	３．モビリティ
	４．コーポレート・ガバナンス
	５．スマート公共サービス
	６．次世代インフラ
	７．脱炭素社会の実現を目指して
	第３章　全世代型社会保障への改革
	１．70歳までの就業機会確保
	２．中途採用・経験者採用の促進
	３．疾病・介護の予防
	第４章　人口減少下での地方施策の強化
	１．地域のインフラ維持と競争政策
	２．地方への人材供給
	３．人口急減地域の活性化
	４．国家戦略特区
	５．中小企業・小規模事業者の生産性向上

	資料１② 成長戦略実行計画に関する工程表案 -
	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11



	挿入元ファイル: "10.【資料２－３】成長戦略実行計画案.pdf"
	【資料１－２】_成長戦略実行計画案 -.pdfから挿入したしおり
	資料１①成長戦略実行計画案
	第１章 　基本的考え方
	第２章　Society5.0の実現
	１．デジタル市場のルール整備
	２．フィンテック／金融分野
	３．モビリティ
	４．コーポレート・ガバナンス
	５．スマート公共サービス
	６．次世代インフラ
	７．脱炭素社会の実現を目指して
	第３章　全世代型社会保障への改革
	１．70歳までの就業機会確保
	２．中途採用・経験者採用の促進
	３．疾病・介護の予防
	第４章　人口減少下での地方施策の強化
	１．地域のインフラ維持と競争政策
	２．地方への人材供給
	３．人口急減地域の活性化
	４．国家戦略特区
	５．中小企業・小規模事業者の生産性向上

	資料１② 成長戦略実行計画に関する工程表案 -
	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11




